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池尻 154-0001

宇奈根 157-0068

梅丘 154-0022

大蔵 157-0074

大原 156-0041

岡本 157-0076

奥沢 158-0083

尾山台 158-0086

粕谷 157-0063

鎌田 157-0077

上馬 154-0011
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上野毛 158-0093

上用賀 158-0098
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砧 157-0073
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若林 154-0023

世田谷区役所
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世田谷総合支所 154-8504

北沢総合支所 155-8666

玉川総合支所 158-8503

砧総合支所 157-8501

烏山総合支所 157-8555

上記以外 154-0000
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マチイロ
（区のおしらせ
「せたがや」等の配信）

カタログポケット

東京都防災アプリ

J04൛

J04൛

"OESPJE൛

"OESPJE൛

スマートフォンからご覧になれます
ੈా୩۠ͷεϚʔτϑΥϯ༻ΞϓϦ

世田谷区公ࣜS/S

(PPHMF�1MBZɺ"QQ�4UPSF͔ΒμϯϩʔυͰ͖·͢ɻ
˞௨৴අࣗݾෛ୲

資源・ごみ分別アプリ
「さんあ～る」

J04൛"OESPJE൛

世田谷のお店を応援する
キャッシュレスな
地域通貨「せたがやPay」

"OESPJEɾJ04൛世田谷区が支援
し、世田谷区商
店街振興組合連
合会が実施して
います。

区のおしらせ「せたがや」等を、日本語
のほか、英・中国（簡体字・繁体字）・韓国・
タイ・ポルトガル・スペイン・インドネ
シア・ベトナム語に自動翻訳できます。
音声読み上げ機能もあります。
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私道を舗したいとき�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 166
�亡一時金ࢮ ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 110
亡届�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜࢮ 73
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生涯学習・活動施設� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 214
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障害児福祉手当�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 130
障害者就労支援センター�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 191
障害者総合支援法によるサービス�ʜʜʜʜ 132
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小学校�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 149、201、215、218
小学校の「遊び場開放」�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 145
小規模多機能型居宅介護�ʜʜʜʜʜʜ 114、183
消費生活ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 100
消費生活センターʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 172
消費生活相談�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 62、100、172
情報公開ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 169
消防署�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 35、171
食品ロスのݮ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 99
除籍の証明書�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 75
所ಘ税�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ64、90
自立支援医療の給付� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 120
シルバー人材センター�ʜʜʜʜʜʜʜʜ 70、209
シルバーパス�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 130
白いの給付�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 129
৸۩ס૩サービスʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 125
心身障害者医療費のॿ成�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 120
心身障害者福祉手当� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 131
心身障害者ැ養共ࡁ制度�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 123
新築届の提出（住居番号のܾ定）�ʜʜʜʜʜ 162
新BOP（BOP・学童クラブ）�ʜʜʜʜ 145、206
シンボルツリーのॿ成制度ʜʜʜʜʜʜʜʜ 166

す
水害�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 28
水道�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 101
水道局�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 101、172
スポーツʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ152、154、216
スポーツ振興財団ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 154、216
スポーツのしおりʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 152
住まい�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 158、173
住まいサポートセンター�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 158
住まいの支援等�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 159

ͤ
生活介護ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ113、132、184
生活資金ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 136
生活保護ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 62、136
請ئ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 168
છ症検査�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜײੑ 65
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税金�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ63、89
税金のݮ免� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 93
税金の証明書�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ89、93
精神障害のある方のデイケア� ʜʜʜʜʜʜ 127
清掃工場ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 172
清掃事務所� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 35、172
成年後見制度�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 66、135
成年後見センターʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 192
税務署�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 35、171
セクシュアル・マイノリティのための
世田谷にじいろひろば電話相談�ʜʜʜʜʜʜ 63
世帯変更届� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 77
せたがやeカレッジ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 154
せたがや がやがや館�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 181
世田谷区役所�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 38
せたがやシルバー情報�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 111
世田谷トラストまちづくりʜʜʜʜʜ 158、173
世田谷 246 ハーフマラソン�ʜʜʜʜʜ 13、154
せたがやの家�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 158
世田谷美術館�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 153、213
世田谷文学館�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 153、213
せたがや文化・スポーツ情報ガイド 20、152
世田谷文化生活情報センター� ʜʜʜ 153、213
せたがやホッと子どもサポート�ʜʜʜʜʜʜ 68
世田谷ロール�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 99
セラ・サービス�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 157
選ڍ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 168
戦者Ҩ等に対する援護制度�ʜʜʜʜʜ 136

そ
葬ّ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 103
総合支所ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ35、42
葬祭費�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 108、119
葬式で道路を使うときは�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 103
相談窓口ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 62
粗大ごみʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 97

た
大学・短期大学�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 209
化�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 27、162
台風�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 28
高ࢬばさみの貸出し�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 167
タクシー券の交付（福祉）�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 129

短期入所・日中ショートステイ�ʜʜ 132、188
男女共同参画・多文化共生の相談�ʜʜʜʜʜ 71

ち
地域型保育事業�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 148、198
地域活動支援センター�ʜʜʜʜʜʜʜ 133、187
地域แׅ支援センター（あんしんすこやかセン
ター）� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 123、180
地区会館ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 178
地区における社会福祉協議会の取組み� ʜ 123
中央図書館・地域図書館�ʜʜʜʜʜʜ 153、211
中学校�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 149、203、215、218
中学校夜間学ڃ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 149
中国留邦人等に対する支援� ʜʜʜʜʜʜ 136
中小企業の支援�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 70、157
中小企業の福利ް生支援制度� ʜʜʜʜʜʜ 157
駐輪場�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 173
庁舎Ҋ内ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 41
鳥्ඃ害ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 167
長寿（後期高齢者）健診�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 116
�療用۩（国民健康保険）࣏ ʜʜʜʜʜʜʜ 107
情�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 168

ͭ
通知カード（マイナンバー）� ʜʜʜʜʜʜʜʜ 79
通報システム�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 128
の給付（視覚障害のある方）�ʜʜʜʜʜʜ 129

て
デイケア（精神障害のある方）�ʜʜʜʜʜʜ 127
転校の手続き�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 149
点字広報ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 131
電子証明書（署໊用・利用者証明用）の発行
ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 81
電車・バス会社�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 172
転籍届�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 73
転入届・転出届・転居届�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 77
電話訪問ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 124、128
電話料金のॿ成�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 126
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と
東京電力カスタマーセンター� ʜʜʜʜʜʜ 172
東京都心身障害者ැ養共ࡁ制度�ʜʜʜʜʜ 123
東京都中央卸売市場世田谷市場�ʜʜʜʜʜ 212
動物（ݘやೣ等）のࢮ体処理� ʜʜʜʜʜʜʜ 103
道路・河川� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 166
道路・水路との公有地境界の確認�ʜʜʜʜ 166
都営交通の無料車券�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 129
都営住宅ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 158
特定健診ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 116
特定公共貸住宅ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 158
特定࣬病療養受療証� ʜʜʜʜʜʜʜʜ 107、118
特別支援学ڃ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 150
特別支援学校�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 209
特別障害給付金�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 110
特別障害者手当�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 130
特別養護老人ホーム� ʜʜʜʜʜ114、134、182
都市整備・開発�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 165
図書館�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 153、211
都税�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 64、90、91
都税事務所� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 171
土地�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 165
土地区画整理事業ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 166
土地の公示価格等の閲覧�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 165
土地売ങ等の届出ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 165
土日の窓口� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ47、48
土木管理事務所�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 173
都民情報ルーム�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 171
ドメスティック・バイオレンス�ʜʜʜʜʜʜ 67
トワイライトステイ� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 143

ͳ
難病医療費のॿ成ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 121

に
日常生活用۩の給付� ʜʜʜʜʜ126、133、143
乳児期家庭訪問（赤ちゃん訪問）�ʜʜʜʜʜ 139
乳幼児医療証・子ども医療証・高校生等医療証
ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 140
入浴券�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 125
入浴サービス�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 125
ҙ後見制度�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 135

活オンライン相談� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 68、138
認証保育所� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 148、199
৷�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 138
৷高݂ѹ症ީ群等の医療費のॿ成ʜʜʜ 138
認知症高齢者グループホーム� ʜʜʜʜʜʜ 182
認定こども園�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 148、198
්健康診査�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 138
්等の医療�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 138

Ͷ
ೣの不・ڈ手術費ॿ成ʜʜʜʜʜʜʜʜ 103
ネズミ、ハチ、衛生害の相談�ʜʜʜʜʜʜʜ 65
年金�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 64、88、109、139
年金事務所� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 171

の
農園�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 212
納税�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 64、89、92
納税証明書� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 89、90、93

は
パートナーシップ・ファミリーシップએ�ʜ 83
ハーフマラソン（世田谷246ハーフマラソン）
ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 13、154
ഏԌ球ە予防接種
ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ120（高齢者）、142（子ども）
食サービス�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 124
ハチ、ネズミ、衛生害の相談�ʜʜʜʜʜʜʜ 65
発達障害相談・療育センター「げんき」
ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 144
はり・きゅう・マッサージ �ʜ119、125、132
ハローワーク�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 69、156、209

ͻ
非課税証明書 �ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 88
ひきこもり �ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ64、70
美術館�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 153、213
非常用持出品・備物品�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 25
ひだまり友遊会館ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 181
ච記者の派遣�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 127
引越し（転入届・転出届・転居届）�ʜʜʜʜʜ 77
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引越し（ライフライン）�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 172
引越しごみ（大ྔごみ）�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 97
ひととき保育�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 144
ひとり親家庭等の医療�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 142
ひとり親家庭への支援�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 145
ආ難所�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ24、31
H
㈔ ㈘
ib・小児用ഏԌ球ە �ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 142

110番アプリシステム（警視庁）�ʜʜʜʜʜ 128
病院�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 18
病児・病後児保育室� ʜʜʜʜʜʜʜʜ 148、200

;
ファクシミリによる110番、119番�ʜʜʜ 128
ファミリー・サポート・センター事業�ʜ 135、144
風ܠづくりの支援等� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 165
風しん�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 141
風水害�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 28
プール�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 217、219
福祉�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 122
福祉移動サービスを行うNPO�ʜʜʜʜʜʜ 192
福祉関係施設�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 191
福祉タクシー券�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 129
福祉電話訪問�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 128
福祉・ボランティア活動�ʜʜʜʜʜʜʜ 65、135
不在者投ථ（郵便等投ථ制度）�ʜ113、122、168
不在住証明書 �ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 78
不在籍証明書 �ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 75
二子玉川分庁舎�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 40、170
不࣏療ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 68、138
不法投غʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 166
ふれあいサービス（産前産後等）�ʜʜʜʜʜ 140
ふれあいサービス（高齢・障害）�ʜʜ 125、127
プレーパーク�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 212
文学館�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 153
文化財�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 152
文化財団ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 153、213
文化・生涯学習施設� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 213


ペット・動物�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 65、103
ห護士相談� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 63

ほ
保育園�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 147、193
保育室�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 148、198
保育ママʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 148
保育・幼児教育�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 147
保育料ෛ担軽ิݮॿ制度�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 148
放置自転車� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 102
放置自転車等保管所� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 176
法定後見制度�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 135
防൜登録ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 102
防൜ブザーの支給ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 149
法務局�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 171
訪問理美༰サービス� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 125
保健・医療� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 173
保健所�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 173
保健センター�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 173
保健センター専門相談課�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 184
保険・年金� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 104
保健福祉サービスۤ情৹査会� ʜʜʜʜʜʜ 123
保険料の軽ݮ（国民健康保険）�ʜʜʜʜʜʜ 106
母子健康手ா�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 138
母子世帯・子世帯の税金の軽ݮ�ʜʜʜʜʜ 93
ิॿݘの給付�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 129
ิ۩（後期高齢者医療）�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 118
ิ۩費の支給�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 126、133
保ଘ樹木・樹林地のࢦ定�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 167
ิ聴ث購入費のॿ成� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 126
ほっとスクール�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 207
ほっとステイ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 143、204
保養施設ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 155
ボランティア�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 66、135
ボランティアセンター、ボランティアビューロー
ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 192

ま
ຒ蔵文化財（Ҩ）の保護調査�ʜʜʜʜʜʜ 152
マイナンバーカード（個人番号カード）�ʜʜ 80
マイナンバーカード専用証明書自動交付機
ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 86
麻しん�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 141
まちづくり� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 61
街づくり条例�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 161
まちづくりセンター� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 52
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窓口取ѻい早見表ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 46

み
身近な区� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 168
みどり・緑化�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 166
身分証明書� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 75
宮本三郎記念美術館� ʜʜʜʜʜʜʜʜ 153、213
民生ҕһ・児童ҕһ� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 62

Ή
向井潤吉アトリエ館� ʜʜʜʜʜʜʜʜ 153、213

Ί
メールマガジン�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 21

や
薬剤師会ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 220

Ώ
༥資・経営相談�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 70
郵送申請ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ74、78
郵便局�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 171
郵便等投ථ制度�ʜʜʜʜʜʜʜʜ113、122、168
優ྑ建築物等整備事業�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 165

Α
要介護5と認定された方の選ڍ� ʜʜʜʜʜ 113
養護老人ホーム�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 135、182
養子縁組届� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 72
幼稚園�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 148、200
幼稚園児保護者へのิॿ�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 148
予防接種ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 120、141

ら
ライフライン�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 172

り
ࠗ届 � ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 73
リサイクル� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 95、172
ጶ（り）災証明書� ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 34
྆親学ڃʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 138
緑化ॿ成ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 166
臨海斎場ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 172

Ε
レンタサイクル�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 102、176

Ζ
労働�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 69、156、209
老齢福祉年金�ʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜʜ 110
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ʮ͕ͤͨศརாʯΛ
用ͩ͘͞い׆͝              

˔ੈా୩۠ͷষ（昭和31（1956）年制定）

外輪の円は区の平和、中心は「世」の文字が三方に広がり、
人々の協力と区の発展をҙຯしています。

˔ੈా୩۠ͷγϯϘϧ（昭和 43（1968）年制定）

ௗɿΦφΨ
಄が黒く、淡い青い৭の翼と
長い尾が特の鳥です。体৭
はڳとおෲがփ৭でഎ中はೱ
いփ৭です。

ՖɿαΪι
白い 3cmほどの花のܗが白
にそっくりなラン科の多
年です。九品仏付近には
この花にまつわるݴいえ
があります。

थɿέϠΩ
はほうきঢ়にࢬ、が太くװ
まっすぐのびる大木です。4�
～ 5 月ࠒに新ժと淡いԫ緑
৭の小さな花をつけます。

˔ੈా୩۠ͷσʔλ
໘ ʢੵྩ��݄�ࡏݱʣ
58�05ὕ（23区中2Ґ）

ਓޱ૯ʢྩ��݄�ࡏݱʣ
922715ਓ（23区中1Ґ）
※人口は、住民基本台ாに基づく。

ཱ۠ਤॻؗଂॻਤॻ
ʢྩ��݄�ࡏݱʣ
202ສ1（23区中2Ґ）020

໘ ʢੵྩ��݄�ࡏݱʣ
75�88IB（23区中2Ґ）
※経営農地面ੵ10a以上の農家を対。

ళ֗
ʢྩ��݄�ࡏݱʣ
127（23区中2Ґ）

ެԂʢྩ��݄�ࡏݱʣ
438͔ॴ（23区中4Ґ）

۠ಓͷ૯Ԇڑ
ʢྩ��݄�ࡏݱʣ
1095LN（23区中1Ґ）

ҩྍࢪઃ
ʢྩ��݄��ࡏݱʣ
1ઃࢪ785
※医療施設数は、病院・診療所・歯科診療所の
　合ܭ数です。

　この「せたがや便利帳」は、高齢・障害福祉、子育て支援、子ども・
若者支援、スポーツ・文化施設をはじめとする世田谷区の様々な行政
サービスなどを紹介しています。
　ぜひ、お手元に置いていただき、皆さんの生活にお役立ていただけ
ればと思います。

ੈా୩۠

อ
΄

ࡔ
͔͞

ల
ͷͿ

ਓ
ͱ

ଜʢ���ทʣݝഅ܈˙
昭和56（1981）年に相ޓ協力協定をక݁し、「区
民健康村」として様々な交流事業を行っています。

˙ΟχϖάࢢʢΧφμɾϚχトόभʣ
昭和45（1970）年に࢞ຓ都市提ܞを݁び、中学生教
育交流事業等を行っています。

˙υΡϒϦϯά۠
ʢオーストϦΞڞࠃɾΟーϯࢢʣ

昭和60（1985）年に࢞ຓ都市提ܞを݁び、音楽交
流、小学生訪問等を行っています。

˙όϯόϦʔࢢ
ʢオーストϥϦΞ࿈ɾオーストϥϦΞभʣ

平成4（1992）年に࢞ຓ都市提ܞを݁び、小・中学
生教育交流事業や区民による文化・スポーツ交流を
行っています。

˔૬࣏ࣗྗڠޓମɾ࢞ຓࢢ

˔ੈా୩۠جຊߏ
基本構は、一人ひとりが主体的に地域社会に参加し、ޓいをଚ重しつつ信པ関係を築き、地域の
持つ力を高めることでその実現をめざし、「自࣏をより確かなものにする」ことを基本理念としてい
ます。
世田谷区基本構は、区民、事業者、区が共有する公共的ࢦであり、めざすべき将来目ඪや理念
を次の九つのビジョンにまとめています。

˻ͭͷϏδϣϯ˼
一、個人をଚ重し、人と人とのつながりを大にする
一、子ども・若者が住みやすいまちをつくり、教育をॆ実する
一、健康で安心してらしていける基盤を確かなものにする
一、災害にڧく、復元力を持つまちをつくる
一、環境に慮したまちをつくる
一、地域を支える産業を育み、職住近接が可能なまちにする
一、文化・芸術・スポーツの活動をサポート、発信する
一、より住みやすくาいて楽しいまちにする
一、ひとりでも多くの区民が区や公の活動に参加できるようにする

˼͚ͯʹݱ࣮˻
画的な行運営ܭ・

　・地域行と区民参加
　・自࣏権の֦ॆと持続可能な自࣏体経営
　・区外との協力
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多摩川河川敷JRA馬事公苑（上用賀2-1-1）

３月下旬～４月上旬

8月下旬

５月下旬 11月10日10月5日
区内各地 次大夫堀公園（喜多見5-27-14）

※ࣸਅは令和 5年度（若林公園पล開催時）の様子

桜まつり 次大夫堀公園田植え

アドベンチャー in 多摩川
いかだ下り大会

世田谷探訪
˞イベϯトதࢭมߋͱͳΔ場߹͕あり·すɻ

手作りいかだによる
タイムレース

世田谷の夏の風物詩。
ステージ・物産展など

盛りだくさん！
　令和6年度から

JRA馬事公苑に戻って
開催します。

都会では、
なかなかできない

田植え体験。

͕ͤͨίʔϧ
ὸ 03�5432�3333
ʢޕલ̔࣌ʙ࣌̕ޙޕ�தແٳʣ

'BY�03�5432�3100

ੈా୩۠ͷखଓ͖ࢪઃɾイベϯトҊ 世田谷の公ࣜޫ؍情報サイト
ʮΤンδョイʂ4&5A(A:Aʯ

毎年12月15・16日、1月15・16日 2月上旬～3月上旬
世田谷一丁目「ボロ市通り」とそのपล 羽根木公園（代田4-38-52）

世田谷246
ハーフマラソン

二子玉川緑地運動場 駒沢オリンピック公園

たまがわ花火大会

世田谷のボロ市 せたがや梅まつり

紅白約650本の梅が、
丘一面に花開きます。

ボロ市通りに、骨董品や植木、
古着等数多くの出店があります。

３月下旬～４月上旬には
区内各地で桜まつりを

開催します。

約6,000発の花火が
夜空を彩ります。

公認競技会として
国道246号等を
走るハーフマラソン。

8月上旬

せたがやふるさと
区民まつり

ੈా୩ͷັྗΛൃ৴͢Δޫ؍ใαΠτ
ʮΤϯδϣΠʂ4&5"(":"ʯͰɺʮ·ͪ
า͖ίʔεʯͷհ֤छޫ؍ύϯϑ
ϨοτɺϚοϓΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
4/4ͰΠϕϯτใൃ৴͍ͯ͠·͢ɻ

AutumnAutumn

WinterWinter

SpringSpring

SummerSummer
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多摩川河川敷JRA馬事公苑（上用賀2-1-1）

３月下旬～４月上旬

8月下旬

５月下旬 11月10日10月5日
区内各地 次大夫堀公園（喜多見5-27-14）

※ࣸਅは令和 5年度（若林公園पล開催時）の様子

桜まつり 次大夫堀公園田植え

アドベンチャー in 多摩川
いかだ下り大会

世田谷探訪
˞イベϯトதࢭมߋͱͳΔ場߹͕あり·すɻ

手作りいかだによる
タイムレース

世田谷の夏の風物詩。
ステージ・物産展など

盛りだくさん！
　令和6年度から

JRA馬事公苑に戻って
開催します。

都会では、
なかなかできない

田植え体験。

͕ͤͨίʔϧ
ὸ 03�5432�3333
ʢޕલ̔࣌ʙ࣌̕ޙޕ�தແٳʣ

'BY�03�5432�3100

ੈా୩۠ͷखଓ͖ࢪઃɾイベϯトҊ 世田谷の公ࣜޫ؍情報サイト
ʮΤンδョイʂ4&5A(A:Aʯ

毎年12月15・16日、1月15・16日 2月上旬～3月上旬
世田谷一丁目「ボロ市通り」とそのपล 羽根木公園（代田4-38-52）

世田谷246
ハーフマラソン

二子玉川緑地運動場 駒沢オリンピック公園

たまがわ花火大会

世田谷のボロ市 せたがや梅まつり

紅白約650本の梅が、
丘一面に花開きます。

ボロ市通りに、骨董品や植木、
古着等数多くの出店があります。

３月下旬～４月上旬には
区内各地で桜まつりを

開催します。

約6,000発の花火が
夜空を彩ります。

公認競技会として
国道246号等を
走るハーフマラソン。

8月上旬

せたがやふるさと
区民まつり

ੈా୩ͷັྗΛൃ৴͢Δޫ؍ใαΠτ
ʮΤϯδϣΠʂ4&5"(":"ʯͰɺʮ·ͪ
า͖ίʔεʯͷհ֤छޫ؍ύϯϑ
ϨοτɺϚοϓΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
4/4ͰΠϕϯτใൃ৴͍ͯ͠·͢ɻ

市

たまがわたまがわたまがたまがたたたまがたまたたまたたまた
AutumnAutumn

WinterWinter

SpringSpring

SummerSummer
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区にふるさと納税をした場合、د附ֹから 2,000 円を除いた金ֹが、所ಘ税や住民税の߇除対となり
ます（一定の上限あり）。お住まいの自࣏体にふるさと納税していただくことは、ご自身の税金の使い道
の一部をܾめることにつながります。

˔ਃࠐΈํ๏
ふるさとチョイス等民間のد附ポータルサイトからお申し込みください。
詳しくは、区ホームページ「区へのふるさと納税のごҊ内」の「د附の方法」を
ご覧ください。

˔͓い߹ͤઌ　
　ふるさと納税対ࡦ担当課
TEL�03-5432-2190��FAX�03-5432-3047

۠ͷدෟʢ;Δ͞ͱೲ੫ʣͷ͝Ҋ

ۚجฏަྲྀࡍࠃ
ͱͷަྲྀҬͷࢢຓ࢞
ʹԽͷਪਐͷͨΊࡍࠃ

ۚجࡦ対ػةީؾ
ٿԹஆԽࢭͷͨΊʹ

ۚجࡦ対ࡂ
ʹͷͨΊࡦ対ࡂ

ۚجෟすΔ͜ͱͷͰ͖Δد

地や台風、ਙ大化する自然災害の
発生に備え、د附金は、災害対ࡦ基
金へੵみ立て、災害時の円な応急
対ࡦや復چのために活用します。
年度から、災害への備えや体制整ࠓ
備にも使い道を֦ॆしています。
もしもの時に備え、
災害にڧく、復元
力の持つまちを目
。しますࢦ

˙区民団体が実施する国際交流・
協力、多文化共生推進イベント・
講演等へのॿ成

˙世田谷区の࢞ຓ都市等とのマラ
ソン交流事業に参加する区民へ
のॿ成

˙ウクライナආ難民を受け入れて
いる家等への支援金等、在住
外国人の生活
支援事業への
活用

˙লエネルギー化の推進、再生可
能エネルギーの利用֦大

　ૉにݙߩするまちづくり
˙気ީ変動への適応に対する取組み
˙区民・事業者一人ひとりが、環
境への影ڹをߟえて行動を変え
ていく取組み

ۚجͲࢠ ͕ͤͨಈͱͱʹい͖Δ·ͪ
ϓϩδΣΫトࢠͲɾएऀɺࢠҭͯࢧԉͷͨΊʹ

応援したい事業を以下のʻメニューʼから選んでد附がで
きます。د附金は、子どもたちがのびのびと安心して育つ
環境づくりに活用します。
ʻメニューʼ
˙外遊びの場と機会のॆ実のために
˙子どもの学びの支援のために
˙子どもを育む地域活動支援のために
˙多様な若者の活動を支えるために
˙子ども・子育て支援のために（子ども基金全般）

ҩྍతέΞࣇͷসإΛ͑ࢧΔۚج
ҩྍతέΞࣇͱͦͷՈͷͨΊʹ
˙医療的ケア児ときょうだい
を対とした取組み

˙医療的ケア児の災害支援体
制づくりや停電に備える電
源確保

˙医療的ケア児支援の取組み
を新たに始める事業者への
支援

Ҭอ݈ࢱਪਐۚج

۠શൠͷͨΊʹ

ࢱࢢຽ׆ಈͷͨΊʹ
˙高齢者、障害者に関わる施設・団体の車いすや福祉
車྆等の購入、さまざまな取組みへのॿ成など

˙区の保健福祉施設の建設
ຢは大規模な改修

˙地域の課ղܾ等のため
NPO 等と区が協働して
実施する事業へのॿ成

特定の取組みに限定せず、区運営全般に活用します。

ຊிࣷඋϓϩδΣΫト
৽͠いੈా୩۠ॴͷඋͷͨΊʹ
築後 60 年以上が経աし
た区役所本庁舎等を改築
しています（令和 11 年
ॡ工予定）。
附金は、様々な立場のد
人がշ適で使いやすい施
設とするための整備費用
等に෯広く活用します。

人と動物との調和のとれた共
生社会（人と動物がともにい
きるまち）の実現に向けて取
り組んでいます。
い主ࣂ附金は、地域にいるد
のいないೣにىҼする様々な
トラブルをղܾするための「地域ねこ活動」などに活
用します。
令和6年度から、ࣂい主のいないೣの不・ڈ手術
ิॿ金の֦ॆのほか、多಄ࣂ育่յ時の緊急対応にも
使い道を֦ॆしています。

スϙーπਪਐۚج
スϙーπৼڵͷͨΊʹ
˙୭もが使いやすいスポーツ施設
の整備

˙パラスポーツをはじめとするス
ポーツ・レクリエーション活動
への支援

ٛڭҭࢪઃඋۚج
ʹඋͷͨΊڥҭڭ
˙区立小・中学校の校舎・体育館・
プールの改築等

ੈా୩༡ͼͱֶͼͷ
ۚجҭڭ
ʹҭ༰ͷॆ࣮ͷͨΊڭ
˙海外教育交流事業に参加する
児童・生ెへのॿ成等

ઃୀॴऀࢪޢಐཆࣇ
ֶɾཱࣗࢧԉۚج
ઃཬͷͱΛࢪޢಐཆࣇ
ཱͭएऀͷཱࣗΛ͑ࢧΔͨΊʹ
˙大学や専門学校等に進学する
ୀ所者等への学金の給付

˙就職に役立つ資格等取ಘ支援
˙ひとりらしをするୀ所者等へ
の家支援

ΈͲりͷトϥストۚج
ੈా୩ΈͲり �� ʹͷͨΊݱ࣮
˙公園緑地の用地取ಘ及び整備
˙公園緑地のັ力向上
˙特別保護区の保全管理
˙羽根木公園の梅林管理

จԽৼۚجڵ
จԽɾܳज़ͷৼڵͷͨΊʹ
˙区民団体が実施する、まちの
わいやັ力づくりを目的とした
文化・芸術事業へのॿ成

˙文化・芸術の発信の拠点と
なる施設の改修・改築

Ҩଃدෟɾ૬ଓدෟͷ͝Ҋ
ごҨݴや故人のࢥいを受けた相続人の方などが、社会ݙߩ・地域ݙߩとしてҨଃ（相続）財産の一部を
区の施ࡦなどにごدଃいただくケースが増えています。区はこうしたࢥいにお応えするために、Ҩଃ（相
続）財産のد附を受け付けています。

いただいたد附の使い道は、以下の基金および取組みからお選びいただくことが
できます。
詳しくは、区ホームページ「区へのد附をおߟえの方へ（Ҩଃد附・相続
。附のごҊ内）」をご覧くださいد

˔͓い߹ͤઌ　
　総務課
TEL�03-5432-2062��FAX�03-5432-3000

使い道が拡がりました 使い道が拡がりました
ੈా୩۠ͷدෟͰɺدෟۚͷ͍ಓΛҎԼͷۚجऔΈ͔Β͓બͼ͍ͨͩ͘͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻɹɹɹɹɹɹɹ༰ظ࣌ʹΑͬͯҟͳΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ͷͰɺৄࡉɺ۠ ϗʔϜϖʔδΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ

区ホームページ
「区へのふるさと
納税のごҊ内」

区ホームページ
「区へのد附をおߟえ

の方へ（Ҩଃد附・
相続د附のごҊ内）」

附を通じた“ふるさと世田谷”へのد
応援をおちしています。

ʑྗܢ୩ϓϩδΣΫト
ΈΜͳͰҭΉͱਫ
23 区།一の渓谷である
等々力渓谷では、木
の危険ੑのある樹木へ
の対応や、樹林地の保
全活動に取り組んでい
ます。د附金は、危険
木のെ࠾やႩ定作業、
樹林地の生育環境の改善等に෯広く活用します。

使い道が拡がりました
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区にふるさと納税をした場合、د附ֹから 2,000 円を除いた金ֹが、所ಘ税や住民税の߇除対となり
ます（一定の上限あり）。お住まいの自࣏体にふるさと納税していただくことは、ご自身の税金の使い道
の一部をܾめることにつながります。

˔ਃࠐΈํ๏
ふるさとチョイス等民間のد附ポータルサイトからお申し込みください。
詳しくは、区ホームページ「区へのふるさと納税のごҊ内」の「د附の方法」を
ご覧ください。

˔͓い߹ͤઌ　
　ふるさと納税対ࡦ担当課
TEL�03-5432-2190��FAX�03-5432-3047

۠ͷدෟʢ;Δ͞ͱೲ੫ʣͷ͝Ҋ

ۚجฏަྲྀࡍࠃ
ͱͷަྲྀҬͷࢢຓ࢞
ʹԽͷਪਐͷͨΊࡍࠃ

ۚجࡦ対ػةީؾ
ٿԹஆԽࢭͷͨΊʹ

ۚجࡦ対ࡂ
ʹͷͨΊࡦ対ࡂ

ۚجෟすΔ͜ͱͷͰ͖Δد

地や台風、ਙ大化する自然災害の
発生に備え、د附金は、災害対ࡦ基
金へੵみ立て、災害時の円な応急
対ࡦや復چのために活用します。
年度から、災害への備えや体制整ࠓ
備にも使い道を֦ॆしています。
もしもの時に備え、
災害にڧく、復元
力の持つまちを目
。しますࢦ

˙区民団体が実施する国際交流・
協力、多文化共生推進イベント・
講演等へのॿ成

˙世田谷区の࢞ຓ都市等とのマラ
ソン交流事業に参加する区民へ
のॿ成

˙ウクライナආ難民を受け入れて
いる家等への支援金等、在住
外国人の生活
支援事業への
活用

˙লエネルギー化の推進、再生可
能エネルギーの利用֦大

　ૉにݙߩするまちづくり
˙気ީ変動への適応に対する取組み
˙区民・事業者一人ひとりが、環
境への影ڹをߟえて行動を変え
ていく取組み

ۚجͲࢠ ͕ͤͨಈͱͱʹい͖Δ·ͪ
ϓϩδΣΫトࢠͲɾएऀɺࢠҭͯࢧԉͷͨΊʹ

応援したい事業を以下のʻメニューʼから選んでد附がで
きます。د附金は、子どもたちがのびのびと安心して育つ
環境づくりに活用します。
ʻメニューʼ
˙外遊びの場と機会のॆ実のために
˙子どもの学びの支援のために
˙子どもを育む地域活動支援のために
˙多様な若者の活動を支えるために
˙子ども・子育て支援のために（子ども基金全般）

ҩྍతέΞࣇͷসإΛ͑ࢧΔۚج
ҩྍతέΞࣇͱͦͷՈͷͨΊʹ
˙医療的ケア児ときょうだい
を対とした取組み

˙医療的ケア児の災害支援体
制づくりや停電に備える電
源確保

˙医療的ケア児支援の取組み
を新たに始める事業者への
支援

Ҭอ݈ࢱਪਐۚج

۠શൠͷͨΊʹ

ࢱࢢຽ׆ಈͷͨΊʹ
˙高齢者、障害者に関わる施設・団体の車いすや福祉
車྆等の購入、さまざまな取組みへのॿ成など

˙区の保健福祉施設の建設
ຢは大規模な改修

˙地域の課ղܾ等のため
NPO 等と区が協働して
実施する事業へのॿ成

特定の取組みに限定せず、区運営全般に活用します。

ຊிࣷඋϓϩδΣΫト
৽͠いੈా୩۠ॴͷඋͷͨΊʹ
築後 60 年以上が経աし
た区役所本庁舎等を改築
しています（令和 11 年
ॡ工予定）。
附金は、様々な立場のد
人がշ適で使いやすい施
設とするための整備費用
等に෯広く活用します。

人と動物との調和のとれた共
生社会（人と動物がともにい
きるまち）の実現に向けて取
り組んでいます。
い主ࣂ附金は、地域にいるد
のいないೣにىҼする様々な
トラブルをղܾするための「地域ねこ活動」などに活
用します。
令和6年度から、ࣂい主のいないೣの不・ڈ手術
ิॿ金の֦ॆのほか、多಄ࣂ育่յ時の緊急対応にも
使い道を֦ॆしています。

スϙーπਪਐۚج
スϙーπৼڵͷͨΊʹ
˙୭もが使いやすいスポーツ施設
の整備

˙パラスポーツをはじめとするス
ポーツ・レクリエーション活動
への支援

ٛڭҭࢪઃඋۚج
ʹඋͷͨΊڥҭڭ
˙区立小・中学校の校舎・体育館・
プールの改築等

ੈా୩༡ͼͱֶͼͷ
ۚجҭڭ
ʹҭ༰ͷॆ࣮ͷͨΊڭ
˙海外教育交流事業に参加する
児童・生ెへのॿ成等

ઃୀॴऀࢪޢಐཆࣇ
ֶɾཱࣗࢧԉۚج
ઃཬͷͱΛࢪޢಐཆࣇ
ཱͭएऀͷཱࣗΛ͑ࢧΔͨΊʹ
˙大学や専門学校等に進学する
ୀ所者等への学金の給付

˙就職に役立つ資格等取ಘ支援
˙ひとりらしをするୀ所者等へ
の家支援

ΈͲりͷトϥストۚج
ੈా୩ΈͲり �� ʹͷͨΊݱ࣮
˙公園緑地の用地取ಘ及び整備
˙公園緑地のັ力向上
˙特別保護区の保全管理
˙羽根木公園の梅林管理

จԽৼۚجڵ
จԽɾܳज़ͷৼڵͷͨΊʹ
˙区民団体が実施する、まちの
わいやັ力づくりを目的とした
文化・芸術事業へのॿ成

˙文化・芸術の発信の拠点と
なる施設の改修・改築

Ҩଃدෟɾ૬ଓدෟͷ͝Ҋ
ごҨݴや故人のࢥいを受けた相続人の方などが、社会ݙߩ・地域ݙߩとしてҨଃ（相続）財産の一部を
区の施ࡦなどにごدଃいただくケースが増えています。区はこうしたࢥいにお応えするために、Ҩଃ（相
続）財産のد附を受け付けています。

いただいたد附の使い道は、以下の基金および取組みからお選びいただくことが
できます。
詳しくは、区ホームページ「区へのد附をおߟえの方へ（Ҩଃد附・相続
。附のごҊ内）」をご覧くださいد

˔͓い߹ͤઌ　
　総務課
TEL�03-5432-2062��FAX�03-5432-3000

使い道が拡がりました 使い道が拡がりました
ੈా୩۠ͷدෟͰɺدෟۚͷ͍ಓΛҎԼͷۚجऔΈ͔Β͓બͼ͍ͨͩ͘͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻɹɹɹɹɹɹɹ༰ظ࣌ʹΑͬͯҟͳΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ͷͰɺৄࡉɺ۠ ϗʔϜϖʔδΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ

区ホームページ
「区へのふるさと
納税のごҊ内」

区ホームページ
「区へのد附をおߟえ

の方へ（Ҩଃد附・
相続د附のごҊ内）」

附を通じた“ふるさと世田谷”へのد
応援をおちしています。

ʑྗܢ୩ϓϩδΣΫト
ΈΜͳͰҭΉͱਫ
23 区།一の渓谷である
等々力渓谷では、木
の危険ੑのある樹木へ
の対応や、樹林地の保
全活動に取り組んでい
ます。د附金は、危険
木のെ࠾やႩ定作業、
樹林地の生育環境の改善等に෯広く活用します。

使い道が拡がりました

15

࣍ɾࡧҾ

૭ޱ

੫ۚ

ɾҩྍ߁݈

จԽɾεϙʔπ
ֶशɾอཆࢪઃ

ۙͳ
۠

ੈా୩۠
ΨΠυ

૬ஊ

͝Έͱ
Β͠

ࢱ

ɾࣄ
ͨΒ͘

ઃҰཡࢪ

൜ɾࡂ
ରࡦ

ಧग़ɾূ໌

อݥɾۚ

Ͳएऀɾࢠ
ҭڭ

·ͪͱ
ॅ·͍

ੈ
ా
୩
۠
Ψ
Π
υ



Լ高Ҫށ

東北沢

ʑ木上ݪ ʑ木八幡

橋ٶࢀ

宿ݪ

ौ谷

ਆ泉

ൺणܙ

ࠇ

ೆ新宿

ઍବヶ谷

ʑ木

দݪ
Լ北沢 ϊ上

駒場東大લ
世田谷田

കヶ丘

山Լ
߽ಙࣉ

৲大橋
堂ܦ

ઍࡀધ橋 ࡔのٶ

एྛ

太子堂
দӄਆࣾલ世田谷上町

新町ࡩ

上北沢
上ਫࡩ 明大લ

東দݪ

三ݢ三ݢ

駒沢大学

新田

ઍࡀ烏山

ઋ川

つつ͡ヶ丘

ࣲ࡚

国ྖ

祖師ヶ谷大蔵

成城学園લ

ݟ多ت

ߐࠏ

ށొ

ヶ丘༡園

和泉多摩川

Ӭ町

�௩

田橋

等ʑྗ

二子玉川

上野毛



ඌ山二子新地

田園調布

緑が丘

Ԟ沢

ࣗ༝が丘

都立大学

学芸大学

༞ఱࣉ

中ࠇ

山

用լ

大Ԭ山 北ઍଋ

のض

ચ

ੴ川

ઇが谷大௩

ӣݪ町

中延

ӣݪ中延

࠲ӽۜށ

ચ

小山

蔵小山

ෆ動લ

高Ҫށ

八幡山芦花公園

ޱのߔ

ֿが谷

京王井の頭線

東
急
世
田
谷
線

小田
急小

田原
線

東
急
田
園
都
市
線

京王井の頭線

東
急
東
横
線

東
急
池
上
線

東
急
田
園
都
市
線

東急大井町線

京 王 線

東急
目黒

線

東急大井町線

ೆ

ઢ

ೆ

ઢ

+3
山
手
線

蔵新城Ӻ

久地

宿河ݪ

田山

武蔵ߔノ口


ࣣ
௨
Γ	


ঢ়
ࣣ
߸
ઢ


ੈ ా ୩ ௨ Γ

ۄ
௨Γ

ੈ ా ୩ ௨ Γ


ീ
௨
Γ	


ঢ়
ീ
߸
ઢ


भ֗ಓߕ

ۄ
௨Γ

ࠇ
௨Γ

भ֗ಓߕ

ീ௨Γ	ঢ়ീ߸ઢ


ʢट
ߴʣ

̏
߸ौ୩

ઢ

ớ
ट

Ờߴ

த
ԝ

ঢ়
ઢ

౦ ໊
ߴ 

ಓ࿏

ʢ
ट


ʣߴ
̐߸৽॓ઢ

தԝࣗ
ಈं

ಓ

ୈژࡾಓ࿏

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（９）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（１）
（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（１）

（２）

（３）
（４）

（５）

（６）（７）
（１）

（２）

（３）

（４）

（１）（２）

（３）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（１）

（３） （２）

（４）（５）

（１）

（２）

（３）

（４）
（５）

（６）

（１）
（２）

（１）

（２）

（１）

（２）

（１）

（２） （３）

（１）

（２）
（３）

（４）
（５）

（６）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（１）

（２）

（３）
（４）

（５）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５） （１）

（２）

（１）

（２）

（３）

（４）

（１）（２）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（１）

（２）

（３）

（４）

（１）

（２）
（３）

（４） （５）

（６）（７）

（１）

（２）
（３）

（４）

（５）

（１）

（２）

（３）（４）

（５）
（１）

（２）

（３） （１）

（２）

（３） （４）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（１）（２）

（３） （４） （５）

（６）

（１）

（２）

（１）

（２）

（３）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）
（７）

（８）

（１）

（２）

（３）

（４） （５）

（６）

（７）（８）

（２）

（３）（４）

（５）（６）

（７）

（８）

（１）

（２）

（３）（４）

（５）

（１）

（２）

（３）

（４）

（１）

（２）

（３）

（４）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（１）
（２）

（３）

（１）

（２） （１）

（２）

（３）

（１）

（２）

（１）

（１）

（２）

（１）

（２） （３）

（４）（５）
（６）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（１）

（２）

（３）

（４） （５）
（６）

（７）（８）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（１）（２）

（３）
（４）

（５）

（６）
（７）

（８）

（１）

（２）

（３）

（１）（２）（３）

（４）
（５）

（６） （１）

（２）

（３）

（１）

（２）

（３）

（４）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（１）

（２）

（３）

（４）

（１）

（２）

（９）

（９）

（１）

（２）

（３）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

北烏山

南烏山

給田

上祖師谷

粕谷

上北沢
北沢

代沢

三宿

三軒茶屋

池尻

太子堂

下馬上馬

野沢

深沢

奥沢

尾山台

野毛

玉堤

上
野
毛

等々力

東玉川

玉川
田園調布

用賀

上用賀

玉川台

玉川

瀬田鎌田

岡本

大蔵
喜多見

成城
祖師谷

千歳台
船橋

経堂

宮坂

砧

砧公園

宇奈根

駒沢公園

世田谷

弦巻

新町

中町

桜
新
町

桜

若林

代田

羽根木

梅丘

桜丘

豪
徳
寺

八幡山

桜上水

松原

大原

赤堤

駒
沢
駒沢

高Ҫށ高Ҫށ

京王井の頭線

つつ͡ヶ丘つつ͡ヶ丘つつ͡ヶ丘

ࣲ࡚

国ྖ

ߐࠏ

ށొ

ヶ丘༡園

和泉多摩川

二子新地

ޱのߔ

ֿが谷

ೆ

ઢ

ೆ

ઢ

ೆ

ઢ

蔵新城Ӻ蔵新城Ӻ

久地久地

宿河ݪ

田山

武蔵ߔノ口

杉並区

中野区

渋谷区

港区

目黒区

品川区

川崎市
中原区

川崎市
高津区

川崎市
多摩区

川崎市
宮前区

狛江市

調布市

三鷹市

大田区

神奈川県

東
京
都

二子玉川分庁舎

三軒茶屋分庁舎

梅丘分庁舎

城山分庁舎

۠ॴ

総合支所ۄ

ӊࢁ総合支所

総合支所

٨総合支所
世田谷総合支所

区役所
分庁舎
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世田谷区全域

˙ੈా୩۠શਤ
ⴵ�ใௌ՝
ὸ����-����ɹ ����-����

区の施設やආ難場所・ආ難所、鉄道・バス路線図をࡌܝした、より詳細な地図を布・販売しています。
布窓口（区内在住世帯は1部まで無料）：総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター、広報広聴課
販売窓口（区外在住の方や事業者には1部100円で販売）：区情報センター、総合支所区情報コーナー（➡42頁）
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もしものときにはʜ
ؒ・ٳ日のٸ病のରԠ ੈా୩۠ͷҩࢣձɺࣃՊҩࢣձɺༀࢣࡎձ͕

ྍؒ࣌֎ͷٸٹ対応Λͯ͠い·す

※受付は診療終了時間の30分前までです。
※地域の当番医療機関を利用される場合は、事前に必ず電話等でご確認ください。
※小児科は、15歳以下（中学生まで）でൺֱ的症ঢ়の軽い内科的࣬ױを対としています。事前に医療機関へお電話
ください。保護者の付きఴいが必要です。

ҩྍ໊ؔػ ి ॴࡏ ྍՊ

݄ʙۚ  ༵ɺॕ ɾٳɺ
࢝

࣌�ޙޕ
��ʙ
��࣌��

࣌�ޙޕ
ʙ ࣌��

࣌�લޕ
ʙ࣌�ޙޕ

ޕʙਖ਼࣌�લޕ
࣌�ʙ࣌�ޙޕ

࣌�ޙޕ
ʙ ࣌��

世田谷区医師会
初期救急診療所 ☎5301-0899 松原

6-37-10
小児科 ˓ ˓ � ˓ ˓

内科 � ˓ � ˓ ˓

玉川医師会診療所 ☎5707-6811 中町
2-25-17

小児科 ˓ ˓ � ˓ ˓

内科 � ˓ � ˓ ˓

世田谷区医師会付属
烏山診療所 ☎3308-8229 南烏山

6-22-14
小児科、
内科 � ˓ � � ˓

世田谷区
歯科保健センター ☎3708-0226 玉川

3-21-2 歯科 � � � � ˓

地域の当番医療機関
電話Ҋ内　
せたがやコール
☎5432-3333

� �
˓

（内、１時間
昼休み）

� �

世田谷区休日夜間薬局
（調剤薬局） ☎5301-2830 松原

6-37-10 � ˓ ˓ ˓ � ˓

玉川薬局
（調剤薬局） ☎3704-1214 中町

2-25-15 � ˓ ˓ ˓ � ˓

休日医療相談 ☎6701-7799 � � � � ˓ � �

˞খࣇՊɾՊɾࣃՊҎ֎ͷྍʹ͍ͭͯɺԼهͷ౦ژҩྍؔػҊαʔϏε͓͍߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻ

東京都医療
機関Ҋ内
サービス
「ひまわり」

医療機関Ҋ内（自動応サービス） ☎5272-0303 24時間
保健医療福祉相談 ☎5272-0303 平日午前9時～午後8時
聴覚障害者専用ファクシミリҊ内（医療機関Ҋ内） 5285-8080 24時間
聴覚障害者専用ファクシミリҊ内（保健医療福祉相談） 5285-8080 平日午前9時～午後8時
外国語でのごҊ内
（電話）

ӳ語・中国語・ؖ国語・タイ語・
スペイン語 ☎5285-8181 毎日午前9時～午後8時

医療情報ネット（ナビイ）
インターネットによる
医療機関・薬局情報
サービス

https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.
go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/
initialize pref�13

東京消防庁救急相談センター
救急車をݺんだほうがよいかった
とき。お問い合わせいただいた時間
に診療を行っている医療機関のҊ内
や、応急手当をアドバイスします。

、帯電話ܞ）7119ˌ
プッシュ回線から）
☎3212-2323

24時間

「子供の健康相談室」
（小児救急相談）

子どもの急な病気や健康に関する相
談に、看護師・保健師等が応じます。

、帯電話ܞ）8000ˌ
プッシュ回線から）
☎5285-8898

平日午後6時～翌ே8時
土・日・祝、年末年始
午前8時～翌ே8時

医療情報ネット（ナビイ）ɣ 急い
で୳すˠ休日夜間対応医療機関
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区内のٸٹ医療機関 ؒɺٳͷٸٹ対応Λͯ͠い·す

※診療科目（受診日により当番医が異なります）等は、事前に必ず電話等でご確認ください。
※病院を受診するときにかかる選定療養費は、区の医療費ॿ成の対外です。

ҩྍ໊ؔػ ి ॴࡏ ྍՊ

自衛ୂ中央病院 ☎3411-0151 池尻1-2-24
内、ਛ内、ݺ内、消内、循内、神内、代内、݂ 内、ײ内、
リウ、外、心外、ݺ外、外、整、リハ、ൻ、ࣖ 、ൽ、ܗ、
小、産්、精、歯、麻、病理、放、救、؟

古ാ病院 ☎3424-0705 池尻2-33-10 内、消内、ڸ内、外、ᡗ外、整、リハ、代内、ݺ内、循内、
消外

三軒茶屋病院 ☎3410-7321 三軒茶屋1-21-5 ਛ内

三軒茶屋第一病院 ☎5787-2211 三軒茶屋1-22-8 内、消内、代内、循内、外、小外、乳外、整、ൻ、ൽ、神内、
内、ぺ外、麻ݺ

世田谷中央病院 ☎3420-7111 世田谷1-32-18 内、内、外、整、ൻ、リハ、放、麻

駒沢病院 ☎3424-2515 駒沢2-2-15 内、消内、循内、神、精、外、整、ൽ、リウ、リハ、放、麻

奥沢病院 ☎5701-7788 奥沢2-11-11 内、ݺ内、消内、ਛ内、神内、アレ、外、整、放、麻

関東中央病院 ☎3429-1171 上用賀6-25-1
内、ݺ内、循内、݂ 内、内分内、内、ਛ内、精、小、
外、ݺ外、整、外、心外、ൽ、ൻ、産්、؟、ࣖ 、ܗ、
乳外、心、؇ケア、リハ、放、病理、麻

玉川病院 ☎3700-1151 瀬田4-8-1
内、ݺ内、循内、消内、神内、ਛ内、内、݂ 内、リウ、
外、ݺ外、消外、乳外、外、ܗ、ᡗ外、؟、小、産්、
ࣖ、ൻ、ൽ、整、リハ、歯、麻、放、救、病理

国立成育医療研究センター ☎3416-0181 大蔵2-10-1

小
<救急以外では次の科目も診察しています>
内、ݺ内、循内、消内、外、外、心外、整、ܗ、小外、
産්、؟、ࣖ 、ൽ、ൻ、精、神、心、歯、ڲ歯、小歯、アレ、
リウ、リハ、放、病理、麻

都立松沢病院 ☎3303-7211 上北沢2-1-1 精

世田谷北部病院 ☎3308-5221 南烏山2-9-17 整、内、外

久我山病院 ☎3309-1111 北烏山2-14-20 内、ݺ内、消内、循内、外消、外、整、産්、小、؟、ࣖ 、
ൽ、ൻ、乳、リハ、放、救

至誠会第二病院 ☎3300-0366 上祖師谷5-19-1 内、ݺ内、消内、循内、神内、内、外、整、外、産්、
ൻ、؟、麻、放

ʲ診療科目対応表ʳ
ˠ内科、ݺˠثٵݺ内科、ফˠ消化ث内科、॥ˠ循環ث内科、ਆˠ神経内科、ˠ神経内科、ˠ代ँ内科、
݂、છ症内科、ˠ病内科、ˠ病・内分ൻ内科、ˠ病・代ँ内科、ਛˠਛଁ内科ײˠײ ˠ݂ӷ内科、
৺ˠ心療内科、؇έΞˠ؇和ケア内科、ڸˠ内視ڸ内科、ਆˠ神経科、ݺˠثٵݺ科、ফˠ消化ث科、॥ˠ循環ث科、ೕˠ乳થ科、

　֎ˠ外科、ফ֎ˠ消化ث外科、ফҰ֎ˠ消化ث・一般外科、֎ফˠ外科u消化ث外科、ݺ֎ˠثٵݺ外科、ᡗ֎ˠᡗ門外科、
　େᡗ֎ˠ大ᡗ門外科、৺֎ˠ心ଁ݂管外科、֎ˠ神経外科、ೕ֎ˠ乳થ外科、ˠ整ܗ外科、ܗˠܗ成外科、
　ϖ֎ˠペインクリニック外科、ਫ਼ˠ精神科、Ξレˠアレルギー科、Ϧˠリウマチ科、ɾϦˠ原病・リウマチ内科、খˠ小児科、
　খ֎ˠ小児外科、ൽˠൽෘ科、ൻˠൻث科、ൽൻˠൽෘൻث科、්࢈ˠ産්人科、؟ˠ؟科、ࣖ ˠࣖඓいんこう科、
　Ϧϋˠリハビリテーション科、์ ˠ放ࣹ線科、පཧˠ病理診அ科、ࣃˠ歯科、ࣃڲˠڲ正歯科、খࣃˠ小児歯科、ຑˠ麻ਲ科、
ˠप産期歯科ࣃˠ救急科、؊ᢄˠ؊ᢄ内科、ফˠ消化管内科、पٹ　

ۙྡ区市のؒ・ٳ日小児Պ療を行っている医療機関（2ؒ࣌�）

۠ɾࢢ ҩྍ໊ؔػ ిɹ ॴࡏ
世田谷区 国立成育医療研究センター ☎3416-0181 大蔵2-10-1

大田区
東邦大学医療センター大森病院 ☎3762-4151 大森西6-11-1
都立ӣ原病院 ☎5734-8000 東雪谷4-5-10

渋谷区
都立広尾病院 ☎3444-1181 恵ൺ寿2-34-10
日本赤े字社医療センター ☎3400-1311 広尾4-1-22

江市ࠏ 東京慈恵会医科大学附属第三病院 ☎3480-1151 和泉本町4-11-1
三ୋ市 杏林大学医学部付属病院 ☎0422-47-5511 新川6-20-2
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ੈా୩۠ͷใʜ
 ̇۠ͷ͓͠Β ʮ͕ͤͤͨʯ

���������
区の施ࡦ・サービス・イベント等、様々な情報をお知らせします。

˙ ͕ͤͨจԽɾ
　 スϙーπใΨイυ

ὸ���������     ���������
ʢެࡒʣੈ ా୩۠スϙーπৼஂࡒڵ　
ὸ���������     ���������
せたがや文化財団の美術・文学・演劇・
音楽・生活デザイン・国際交流等の
事業と、世田谷区
スポーツ振興財
団の事業をお知
らせします。

 ͕̇ͤͨ۠ٞձͩΑり

ὸ���������　   ���������
本会議の৹議内༰の要点等をまとめています。

※点字൛・デイジー൛・CD൛
もあります。
（➡131頁）

˙ ͕ͤͨͷڭҭ

ὸ���������　
���������　

区の教育に関する施ࡦなどを
お知らせしています。

ʲൃߦ 毎r月1・15・25日（1月15日を除く）　※特集号はਵ時。
ʲ 新r聞ં込、新聞未購ಡの希望者へ戸別付、区施設、駅、郵便局、ファミリーマート等　

※点字൛・デイジー൛・CD൛もあります。（➡131頁）

ʲൃߦʳ
毎月25日
ʲʳ
新聞ં込等

ʲൃߦʳ区議会定例会・臨時
会終了ごと
ʲ 新r聞ં込、新聞未購ಡ

区内全駅の広報スタンド等
の希望者へ戸別付、区の施設、

ʲൃߦ 年r3回
ʲ 区rの施設等

˙スϚートϑΥϯ用ΞϓϦ
区のおしらせ「せたがや」を、ご利用のスマートフォン等に信しています。
˔Χタϩάϙέοト ˔Ϛνイϩ Android൛ iOS൛

ศརா׆൛ੜޠࠃ֎˙
ʮ-JGF JO 4FUBHBZBʯ

ὸ���������　
��������� 

日常生活に役立つ情報をまとめた


͔Μ�͘͜ ͝
子です（ӳ語・中国語・ؖ 国語）。

 ̇ٞձதܧ
イϯターωοトதܧ　۠ٞձࣄہௐࠪ

ʢެࡒʣͤ ͕ͨจԽஂࡒ

���������ௌ՝　ὸใ

ҭ૯՝ڭ

区議会の本会議と予ࢉܾ・ࢉ特別
ҕһ会の模様をインターネット上
でライブ及び録画で信します。

エϑエϜੈా୩ʢ����.)[ʣ
区議会本会議の区長ট集あいさつ、代表・一般࣭問とそ
れに対するหを録音放送します。
ςレϏதܧ
区議会の本会議と予ࢉܾ・ࢉ特別ҕһ会の模様を本庁舎、
総合支所及び市民活動支援コーナー（キャロットタワー3階）の
テレビでライブ放送します。

せたがやコールへ
☎ 03-5432-3333

（午前８時～午後 9 時 年中無休）

Fax 03-5432-3100

世田谷区の手続きや施設・イベント案内は

จԽɾࡍࠃ՝ ࡍࠃɾଟจԽڞੜ୲
ͿΜ��͔ɹɹ�͜ �͍͘͞��͔ɹ͍͘͜͞ɹɹ�ͨ��ͿΜ�͔�͖ΐ͏ ͍ͤͨΜͱ͏

日本語のほか、ӳ・中国（簡体字・ൟ体字）・
ؖ国・タイ・ポルトガル・スペイン・インドネシア・
ベトナム語への自動訳や音ಡみ上げ機能
があります。

20

ੈ
ా
୩
۠
Ψ
Π
υ



ੈా୩۠ͷใʜ
 ̇۠ͷ͓͠Β ʮ͕ͤͤͨʯ

���������
区の施ࡦ・サービス・イベント等、様々な情報をお知らせします。

˙ ͕ͤͨจԽɾ
　 スϙーπใΨイυ

ὸ���������     ���������
ʢެࡒʣੈ ా୩۠スϙーπৼஂࡒڵ　
ὸ���������     ���������
せたがや文化財団の美術・文学・演劇・
音楽・生活デザイン・国際交流等の
事業と、世田谷区
スポーツ振興財
団の事業をお知
らせします。

 ͕̇ͤͨ۠ٞձͩΑり

ὸ���������　   ���������
本会議の৹議内༰の要点等をまとめています。

※点字൛・デイジー൛・CD൛
もあります。
（➡131頁）

˙ ͕ͤͨͷڭҭ

ὸ���������　
���������　

区の教育に関する施ࡦなどを
お知らせしています。

ʲൃߦ 毎r月1・15・25日（1月15日を除く）　※特集号はਵ時。
ʲ 新r聞ં込、新聞未購ಡの希望者へ戸別付、区施設、駅、郵便局、ファミリーマート等　

※点字൛・デイジー൛・CD൛もあります。（➡131頁）

ʲൃߦʳ
毎月25日
ʲʳ
新聞ં込等

ʲൃߦʳ区議会定例会・臨時
会終了ごと
ʲ 新r聞ં込、新聞未購ಡ

区内全駅の広報スタンド等
の希望者へ戸別付、区の施設、

ʲൃߦ 年r3回
ʲ 区rの施設等

˙スϚートϑΥϯ用ΞϓϦ
区のおしらせ「せたがや」を、ご利用のスマートフォン等に信しています。
˔Χタϩάϙέοト ˔Ϛνイϩ Android൛ iOS൛

ศརா׆൛ੜޠࠃ֎˙
ʮ-JGF JO 4FUBHBZBʯ

ὸ���������　
��������� 

日常生活に役立つ情報をまとめた


͔Μ�͘͜ ͝
子です（ӳ語・中国語・ؖ 国語）。

 ̇ٞձதܧ
イϯターωοトதܧ　۠ٞձࣄہௐࠪ

ʢެࡒʣͤ ͕ͨจԽஂࡒ

���������ௌ՝　ὸใ

ҭ૯՝ڭ

区議会の本会議と予ࢉܾ・ࢉ特別
ҕһ会の模様をインターネット上
でライブ及び録画で信します。

エϑエϜੈా୩ʢ����.)[ʣ
区議会本会議の区長ট集あいさつ、代表・一般࣭問とそ
れに対するหを録音放送します。
ςレϏதܧ
区議会の本会議と予ࢉܾ・ࢉ特別ҕһ会の模様を本庁舎、
総合支所及び市民活動支援コーナー（キャロットタワー3階）の
テレビでライブ放送します。

せたがやコールへ
☎ 03-5432-3333

（午前８時～午後 9 時 年中無休）

Fax 03-5432-3100

世田谷区の手続きや施設・イベント案内は

จԽɾࡍࠃ՝ ࡍࠃɾଟจԽڞੜ୲
ͿΜ��͔ɹɹ�͜ �͍͘͞��͔ɹ͍͘͜͞ɹɹ�ͨ��ͿΜ�͔�͖ΐ͏ ͍ͤͨΜͱ͏

日本語のほか、ӳ・中国（簡体字・ൟ体字）・
ؖ国・タイ・ポルトガル・スペイン・インドネシア・
ベトナム語への自動訳や音ಡみ上げ機能
があります。

 ̇ੈా୩۠ϗーϜϖーδ　
https://www.city.setagaya.lg.jp/
（パソコン・スマートフォン・共通）

 ̇メーϧϚΨδϯ
https://mail.cous.jp/setagaya-mail/
（パソコン・ܞ帯電話共通）
区からのお知らせ情報、資源・ごみ収集日のお知らせ、
子ども子育て情報、ひとり親家庭支援
情報、すまいる通信（発達障害に関する
情報）など様々な情報をメールでお知
らせします。

 ̇'BDFCPPLʢϑΣイスϒοΫʣ
イベント情報や区内の見どころなど、季અに応じたタイ
ムリーな情報をFacebookでお知らせしています。
ΞΧϯト໊
˗世田谷区（city.setagaya）ΞΧϯト໊ ˗setagaya@city@tokyo

ΞΧϯト63-
˗https://www.facebook.com/city.
setagaya/

 ͕̇ͤͨಈըʢ:PV5VCFʣ
区の施ࡦやイベント、区内の見どころなど、様々な動画を
YouTubeの区公式チャンネルで公開しています。
ΞΧϯト໊
˗SetagayaCity
ΞΧϯト63-
˗https://www.youtube.com/user/
SetagayaCity

 ̇エϑエϜੈా୩ʢ����.)[ʣ
https://fmsetagaya.com/
区の取組みや各種事
業、イベント情報等、
日々のらしに役立つ
情報をお届けします。

˙ -*/&ʢϥイϯʣ
子育て情報、高齢・介護情報、ごみの収集日のごҊ内
など様々な情報をお届けしています。
ΞΧϯト໊
˗世田谷区
ΞΧϯト63-
˗https://line.me/ti/p/�
@setagayacity

˙ ۠ใηϯターɾ
　 ۠ใίーφー
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/
kusei/012/021/d00005494.html
区情報センター・区情報コーナーでは、世田谷
区に関する行資料のほか、都、国などの資料の一
部をご覧いただけます。
区のץ行物の一部については貸出し・販売も行っ
ています。
詳しくは、区情報センター及び各区情報コー
ナーにお問い合わせください。（➡42頁）

 ཱ̇۠ਤॻؗ
ύιίϯ
https://libweb.city.setagaya.tokyo.jp/
ଳిܞ
https://libweb.city.setagaya.tokyo.jp/i/
区立図書館では、世田谷区の地域資料（郷土・行資料）
を収集・所蔵しています。図書以外にも、パンフレット、
リーフレット、地図、デジタル資料なども収集していま
す。これらの資料は、閲覧のほか、一部については貸出し
も行っています。
詳しくは、各区立図書館にお問い合わせください。
（➡211頁）

9ʢエοΫスɿچπイοターʣ˙

区の窓口や手続き、行サー
ビス、公共施設等の情報をࡌܝ
しています。また、地、大Ӎな
どの災害時にはトップページ
にてお知らせします。

 ̇*OTUBHSBNʢイϯスタάϥϜʣ　
ࣸਅやショートムービーを用いて、区の施ࡦや区
内の様々なັ力をタイムリーに発信しています。

区の施ࡦや、防൜・防災情報、子ども
子育て情報、各地域のイベント情報など、
様々な情報をジャンルに特化した各アカ
ウントからਵ時信しています。
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防൜にରする区のऔみ
શ҆৺ύトϩーϧ҆ؒ࣌��˙
区内の警察署と連ܞして、ҕୗの民間警備һがった青৭回転౮を備した
パトカー型の車྆が、公園・通学路等をきめ細かくパトロールしています。
˙൜׆ಈࢧԉ
防൜活動をしている区内防൜活動団体に、保険料の一部ॿ成（町会・自࣏会を除く）と防൜パトロール物品（ベ
スト・タスキ・ষ等）のॿ成をしています。

Ҭੜ҆׆શ՝ɹὸ����-����ɹ ����-����

ॅͷ൜ରࡦʹؔ͢Δ૬ஊʢॅ૬ஊʣɹॅ·͍αϙʔτηϯλʔɹὸ����-����

ɾ൜ใメーϧͷ৴ࡂ˙
子どもへのかけ、ひったくり等の災害・防൜に関する情報をメールでܞ帯電話やパソコンに提供しています。
登録については、こちらをご覧ください。https://setagaya-city.site.ktaiwork.jp/
˙9	エοΫスɿ5 چXJUUFSʣͷ৴
災害・防൜に関する情報等を信しています。@setagaya@kiki

子どもを൜ࡑからकるたΊに
˙ΈΜͳͷݟकΔྗ͕େ
子どもをૂう൜ࡑ者が一番ݏうことʜそれは「自分たちのまちの子どもは自分たちでしっかり見守るぞ」とい
う家庭や地域のڧくて温かい心と、目です。まちをาく子どもや知らない人への隣近所の方のѫࡰやかけ
がとても大です。
˙൜ࡑʹඞͣલஹあり
　൜ࡑ者のほとんどは、自分が気に入った子どもを見つけ、近づくために下見をします。子どもが見知らぬ人
にをかけられたら、おうちの人等にすぐ知らせるよう、約ଋをしておきましょう。

このΑうͳిは特घٗ
˙オレオレ ʢٗଉࢠଙͳͲΛ᱐ͬͯʣ
「同྅がお金を取りに行く」「電車に会社の現金が入ったカバンをれた」「帯電話の番号が変わったܞ」
˙༬ஷۚٗɾٗ౪ʢܯۜߦһͳͲΛ᱐ͬͯʣ
「あなたのキャッシュカードが不正に使われています」「キャッシュカードを確認させてください」
˙ؐۚ ʢٗ۠ॴ৬һͳͲΛ᱐ͬͯʣ
「ྦྷੵ医療費（保険料）がؐ付される」「手続きがされていない」「ܞ帯電話をもってATMへ行ってください」
ʙͩ·͞ΕͳいͨΊʹʙ
われたら元の番号に電話して確認する。●留守番電話に設定し、相手を確認ݴ帯電話の番号が変わったとܞ●
してから電話に出る。●公庁の電話番号を電話ா等で確認して、ં り返し問い合わせる。●他人にはキャッ
シュカードを渡したり҉証番号を教えない。●電話でお金の話をされたら家や警察に相談する。●自動通話
録音機の設置をする（֓ね65歳以上の方に無料貸出中）。

防൜・ࡂ害ରࡦ

൜૯߹૬ஊ૭ޱ

らしの中での
異常や不安

緊急時 警察110番　消防119番
警察への相談、要望等

（警視庁総合相談センター）
☎�9110
☎3501-0110

൜ࡑඃ害に
ૺわれた方の相談

（公社）ඃ害者支援都民セン
ター

☎3222-9050
3222-9053

月・木・金曜　午前9時30分～午後5時30分
火・水曜　　　�午前9時30分～午後7時

※祝日、年末年始は除く

力団൜ࡑに関する相談

力ホットライン（警視庁）☎3580-2222

区内の各警察署
世田谷警察署　☎3418-0110
北沢警察署　　☎3324-0110
玉川警察署　　☎3705-0110
成城警察署　　☎3482-0110

非行少年・いじめの相談 ヤング・テレホン・コーナー
（警視庁少年育成課少年相談係）☎3580-4970

災害・防൜情報
メールの信
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地がىきたとき
（1）家の中にいた࣌

ᶃ҆શͷ֬อ
　༳ΕΛͨ͡ײΒɺ૭ࡍసすΔݥةͷあΔՈ۩ͷଆ͔Βす͙Εɺͷ҆શΛਤり·͠ΐ͏ɻ
ᶄ༳Ε͕͓͞·ͬͨΒ
　˙ϥイϑϥイϯͷ֬ೝ
ખΛดΊ͓͖ͯ·͠ΐ͏ɻݩͷίϯηϯトΛൈ͖ɺి൫ͷϒレーΧーΛམͱ͠ɺΨス۩ثؾ։·Ͱి࠶څڙɾΨスͷؾి　　
　˙௨࿏֬อ
ΜͰ͓͖·͠ΐ͏ɻࠐด·ΒͳいΑ͏ʹखۙͳͷΛ͞Έ͕ށΛ֬อすΔɻޱΛ։͚ͯɺग़ށ　　
　˙҆൱ͷ֬ೝ
　　ࣗͱՈͷ҆શΛ֬อ͠ɺҬͷํͷ҆൱Λ֬ೝ͠·͠ΐ͏ɻ
　˙ॳظফՐ
　　Ր͕ग़ͨΒɺେͰपғʹΒͤɺॿ͚あͬͯফՐ͠·͠ΐ͏ɻ෩࿊ͷり౬ͳͲར用͠·͠ΐ͏ɻ
ޢٹग़ɾٹ˙　
　　ྡۙॴͰྗΛあΘͤͯ׆ಈ͠·͠ΐ͏ɻՈఉʹあΔࡐػࢿΛい·͠ΐ͏ɻʢόーϧɺͷ͗͜りɺࣗ ಈ車用δϟοΩɺໟͳͲʣ
ᶅͷޙҙ

େͷޙす͙ʹՈͷதʹೖΒͳいΑ͏ʹ͠ɺՈʹ
ೖΔ࣌ඞͣۺΛいͯɺΨス࿙ΕݕͳͲ҆શ֬ೝ
Λߦい·͠ΐ͏ɻେͷޙʹ༨͕ൃੜ͠·すͷ
Ͱҙ͕ඞཁͰすɻਖ਼͠いใऩूΛ͠ɺߦʹͣͯ߄
ಈすΔΑ͏ʹ͠·͠ΐ͏ɻ

（2）自宅֎にいた࣌
ᶃ֎ʹいͨ場߹
　˘ญɺࣗ ಈൢചػͳͲ͔ΒΕ·͠ΐ͏ɻڱい࿏

ญͷۙ͘ɺנ૭ΨϥスͷഁยͷམԼʹҙ͠·
͠ΐ͏ɻ

　˘ΧόϯͳͲͰ಄෦Λอ͠ޢɺい場ॴͳͲʹආ͠·͠ΐ͏ɻ
ᶄσύートɾスーύーɾԼ֗ʹいͨ場߹
　˘ΧόϯͳͲͰ಄෦Λอͯ͠ޢɺྻ୨͔ΒΕɺい場ॴҠಈ͠ɺһ場์ૹͷࣔࢦʹैい·͠ΐ͏ɻ
　˘Լ֗Ͱɺఀ ిʹͳͬͯ༠ಋ౮͕ͭ͘ͷͰɺམͪணいͯһͷࣔࢦʹैͬͯආ͠·͠ΐ͏ɻ
ᶅߴϏϧɾू߹ॅʹいͨ場߹
　˘૭ͷۙ͘ϩοΧーͳͲ͔Βɺ͔ʹΕ·͠ΐ͏ɻ
　˘エレベーターΘͣɺԌͱԎʹࠐ͖ר·ΕͳいΑ͏ʹ֊ஈΛͯͬආ͠·͠ΐ͏ɻ
ᶆӺɾి車ʹいͨ場߹
　˘ϗーϜʹいͨ場߹ɺΧόϯͳͲͰ಄෦Λอͯ͠ޢɺபนʹΛͤد·͠ΐ͏ɻ
　˘ి車ʹͬͯいͨ場߹ɺ車ঠӡస࢜ͷ༠ಋ車์ૹ͕あΔ·Ͱ֎ʹग़ͳいΑ͏ʹ͠·͠ΐ͏ɻ

（3）会社や学校ͳどにいた࣌（一੪ؼ宅の੍）
ΐ͏ɻ͠·͠ػʹߍ�ؒɺ৬場ֶ࠷ઃ͕҆શͳ場߹ɺࢪ

ʢฏ���݄�͔Β౦ژؼࠔऀ対ࡦྫ͕͞ߦࢪΕ·ͨ͠ʣ
ᶃൃࡂੜ࣌
ΐ͏ɻ͠·͠ػいΔ場߹Ҡಈͤͣ҆શͳ場ॴʹʹߍଇɺձֶࣾݪ˘　
Λ֬ೝ͠·͠ΐ͏ɻگɺঢ়ͯͬߦΖ͏ͱͤͣɺใऩूΛؼͯͯ߄˘　
　˘ՈͳͲͷ҆൱֬ೝ͕Ͱ͖ͨ場߹ɺແཧͳؼ͠ͳいΑ͏ʹ͠·͠ΐ͏ɻ
ᶄฏ࣌
ͷՈͳͲͱͷ࿈བྷखஈΛɺあΒ͔͡ΊܾΊ͓͖ͯ·͠ΐ͏ɻ࣌ࡂ˘　
　˘ెาͰؼすΔ場߹ͷඋ ʢ͑ਫɾ৯ྉɾਤɾࡂϔϧメοトɾา͖すいۺ

ͳͲͷ用ҙʣΛ͠·͠ΐ͏ɻ
　˘ెาؼͷ場߹ͷؼܦ࿏Λ֬ೝ͠ɺ࣮ าいͯΈ·͠ΐ͏ɻʹࡍ

復帰ボタン 赤ランプ
（点滅）

ᶃͯ͢ͷΨε
Ί·͢ɻࢭΛثػ

ᶆ�ͨͬͨΒɺ͏ҰϚΠίϯϝʔ

ᶇʰ෮ؼϘλϯʱͷΩϟοϓΛݩʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

λʔΛ֬͝ೝ͍ͩ͘͞ɻϥϯϓͷ໓
͕ফ͍͑ͯͨΒɺΨε͕͑·͢ɻ

ᶄʮ෮ؼϘλϯʯͷ
ΩϟοϓΛࠨʹճ
ͯͣ͠͠·͢ɻ

ᶅʮ෮ؼϘλϯʯΛ
Δ·Ͱ͔ͬ͠·ࢭ
Γԡ͠ɺදࣔϥϯϓ
ʢʣ͕ ౮ͨ͠Β͢
͙ʹखΛ͠·͢ɻ

˙ͷ࣌ͷΨスͷऔりѻいʢϚイίϯメーターͷ෮ํؼ๏ʣ
 �ఔҎ্ͷ༳Ε͕͋ΔͱɺϚΠίϯϝʔλʔ͕ಇ͍ͯ

ɹࣗಈతʹΨε͕͠Όஅ͞Ε·͢ɻ
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࣌ࡂ、ආはこうする
（1）ආする࣌

ᶃ۠ɺ͔ؔػؔࡂΒආࣔࢦ͕あͬͨ࣌
ᶄආͷ͕ࣔࢦͳͯ͘ɺ۠ࡂຽ৫ͳͲ͕ආͷඞཁ͕あΔͱஅͨ࣌͠ɺࣗ ओతʹආͷඞཁ͕あΔͱஅͨ࣌͠
ᶅपลҬʹՐൃ͕ࡂੜ͠ɺԆমͷ͕ݥةあΔ࣌
˞͕ൃੜ͔ͨ͠ΒͱいͬͯͨͩͪʹආすΔͱい͏ͷͰあり·ͤΜɻ͠ ͔͠ɺඞཁͳ࣌いͭͰආͰ

͖ΔΑ͏ʹɺ४උΛ͓͖ͯ͠·͠ΐ͏ɻ

（2）ආ方法

ආॴεϖʔεඋ͕ݶΒΕ͓ͯΓɺڥͷมԽͳͲʹΑͬͯମௐΛ่͢ਓ
͍·͢ɻ·ͨɺաີঢ়ଶʹͳΔͱײછϦεΫߴ·Γ·͢ɻՐࡂͷ͕ݥةແ͘ɺ
͕ࣗյͷ͓ͦΕ͕ͳ͍ͳͲɺࣗ Ͱੜ׆Ͱ͖Δঢ়گͰ͋Εɺࡏ宅ආΛ
͠·͠ΐ͏ɻͦ ͷͨΊʹɺ͝Ζ͔ΒॅͷԽՈ۩ͷసɾམԼɾҠಈ
৯ྉਫͳͲඞཁͳͷΛඋ͓͑ͯ͘͜ͱ͕େͰ͢ɻ·ͨɺ͍ࣗߦΛࢭ ʹඃ
ආɺނͳ͍ՈੰɺਓͷՈʹආ͢Δԑ͍ͯ͠ࡂΔ߹Ͱɺඃ͕͋
ඃ͍ͯ͠ࡂͳ͍॓ധࢪઃΛࣗͰ֬อͯ͠ආ͢Δ自主ආͱ͍͏ํ๏͕͋Δ͜
ͱΛ͓͖ͬͯ·͠ΐ͏ɻࣄલʹ͠߹͍ใऩूΛ͓ͯ͘͜͠ͱ͕ॏཁͰ͢ɻ

ఆආॴࣗͰͷࢦ
ͳࠔଓ͕ܧॅډ
߹ɺ·ͨೋࡂ࣍Λ
ड͚ΔՄੑͷ͋Δ
߹ʹҰ࣌తʹड͚ೖ
Εɺอ͢ޢΔͨΊͷࢪ
ઃͰ͢ɻ

ආ所に行くことͩけがආͰはありまͤん

ᶃҰ
ㆂㆣ

࣌
ㆨㆌ

ू߹ॴ తʹू߹すΔͱ࣌ΛΈΔɺ·ͨɺආͷͨΊʹҰࢠ༷ͯ͠߹ूʹత࣌ճආͷͨΊʹҰݥة
͜ΖͰɺ۠ ʹ���͔ॴࢦఆ͞Εͯい·すɻ

ᶄҬආ場ॴ ՐࡂͷԆমͳͲʹΑりࣗɺҰू࣌߹ॴ͕ݥةͳঢ়ଶʹͳͬͨ場߹ʹආすΔ場ॴͰすɻ۠
֎��͔ॴΛࢦఆͯ͠い·すɻ

༨͕ऩ·ΓՐࡂͳͲͷ͕ݥةͳ͍͜ͱΛे֬ೝͯ͠

͕ࣗ҆શͰ͋Δ ඃ͍ͯ͠ࡂͳ͍Ոɺɺ
ਓ࿈བྷ͕औΕΔ

ࣗͰඃ͍ͯ͠ࡂͳ͍
॓ധࢪઃΛ֬อͰ͖Δ

ՐࡂյʹΑͬͯࣗ
Ͱա͢͜͝ͱ͕Ͱ͖ͳ͍

ࣗͷ҆શΛ֬ೝ

ආࡏ ԑނආ ࣗओආ ఆආॴࢦ

ࣗͰͷܧॅډଓ͕ࠔͳ߹ɺ·ͨೋࡂ࣍Λड͚ΔՄੑ
ͷ͋Δ߹ʹҰ࣌తʹड͚ೖΕɺอ͢ޢΔͨΊͷࢪઃͰ͢ɻ

（3）車のආは͑߇ましΐう
車ͰͷආͳΔ͘ආ͚ɺӡసதͷํঃʑʹスϐーυΛམͱ͠ɺಓ࿏ͷࠨଆʹఀͤ͞ࢭ·͠ΐ͏ɻ
ͳ͓ɺൃੜޙɺಓ࿏ʹ͓͚Δ҆શͷ֬อɺਓ໋ٹॿফՐ׆ಈͷͨΊͷ௨֬ߦอͷͨΊɺަ ௨੍نΛ࣮͠ࢪ
·すɻ
ৄ͘͠ɺࢹܯிϗーϜϖーδຢʮ͕ͤͨࡂʯQ��ɺQ��ɺQ��Λ͝ཡͩ͘͞いɻ

˗警視庁ホームページ「大災発生時の交通規制」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/
kurashi/saigai/shinsai@kisei/index.html

˗せたがや防災（世田谷区ホームページ）
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/
kurashi/005/003/003/d00030836.html
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い͟というときにඋ͑ましΐう
ʢ�ʣՈఉͷඋ

ʹߏΛࣗすΔͨΊʹɺ�Ҏ্Ͱ͖Ε�िؒΛɺՈ׆Ͱͷੜ·چ෮ࡂ
߹Θͤͯ४උ͠·͠ΐ͏ɻ·ͨఆظతʹݕɾަΛ͠·͠ΐ͏ɻ
ͷͱ͖　自宅にඃ害がなければආ難所へ行かずに自宅で生活を続ける「在宅ආ難」が
原則となります。自分の家庭に合わせて備しましょう。（➡24頁）

˙ϩーϦϯάストοΫͰແཧͳ͘ແବͳ͘උ͑·͠ΐ͏
ɹɹ৯༻ීஈ͔Βར༻͍ͯ͠ΔͷΛগ͠ଟΊʹ༻ҙ͠·͠ΐ͏ɻ
ɹɹ͍ݹͷ͔Βॱʹফඅ͠ɺͨͬݮΛิॆ͍ͯ͘͜͠ͱͰɺৗʹগ͠ଟΊͷঢ়ଶΛΩʔϓͰ͖·͢ɻ
ɹɹग़యɿ౦ژফඅੜ׆૯߹ηϯλʔ
ɹɹ౦͘ژΒ͠Ͷͬͱ̬̗̚൛ʢฏ���݄߸ʣ
ɹɹʮϩʔϦϯάετοΫͰීஈ͔Βࡂରࡦʙৗඋͷ͢͢Ίʙʯ
ɹɹ�https://www.shouhJseJkatu.metro.tokyo.jp/
kurashJ/����/wadaJ.htmM

ҿྉਫ
�ਓ��ϦοトϧɻՈ͕࠷�ؒҎ্Ͱ͖Ε�िؒੜ׆Ͱ͖ΔΛ用ҙ͠·͠ΐ͏ɻ
ͰいͬͺいʹೖΕɺࣹޫΛ·ݩޱʹثͷϖοトϘトϧͷਫͰेͰすɻਫಓਫ༰ൢࢢ
ආ͚ΕɺԘૉͷޮՌ�͙Βい࣋ଓ͠·すɻ

৯ レトϧト৯ʢ͝൧ɾ͓͔ͣʣɾଈ੮໙ɾ٧؈ɾסύϯɾ՛ྨࢠɾࡊδϡースͳͲ
り͕ඞཁͰͳいͷ͕ศརͰすɻී؈٧؈˞ ஈ͏レトϧト٧؈ΛଟΊʹങいஔ͖͠·͠ΐ͏ɻ

ੜ׆用 ͠ɾスϓーϯɾࡼࢴɾ৯แ用ϥοϓɾϏχーϧାɾ؈りɾΧηοトίϯϩɾΨスϘϯベɾໟɾ
ચ໘ಓ۩ɾٸٹശɾৗඋༀɾΣοトςΟογϡɾੜཧ用ɾϥϯタϯʢిࣜ·ͨॆిࣜʣͳͲ

スϚートϑΥϯͷ
ॆి用 ϞόイϧόοςϦーɾϙータϒϧిɾॆ ͳͲثి

トイレ用 ɾࡎଳトイレʢトイレճ̍ਓ̍̑ճ͕҆ʣɾトイレοトϖーύーɾϙϦାɾফಟܞ
ΣοトςΟογϡɾফषࡎɾີ ดϘοΫスʢ用ࡁΈͷܞଳトイレΛೖΕΔͨΊʣͳͲ

ੜ׆用ਫ ਫͷټΈஔ͖　˞ফՐͷ࣌ɺஅਫʹͳͬͨ場߹ͷトイレͷഉਫ用ʹͳり·すɻ
˞෩࿊ʹਫΛு͓ͬͯ͘ͷ̍ͭͷํ๏Ͱすɻ

ʢ�ʣඇৗ用࣋ग़
ࣗ֎ͷආ͕ඞཁʹͳͬͨ࣌ʹඋ͑ͯɺす͙ʹͪ࣋ग़ͤΔΑ͏ɺϦϡοΫͳͲʹ·ͱΊ
͓͖ͯ·͠ΐ͏ɻ
ॏو ɾϚイφϯόーΧーυূڐɾ໔ূݥརূɾอݖɾ௨ாɾΩϟογϡΧーυɾҹؑɾۚݱ

ඇৗ৯ อଘ৯ʢす͙ʹ৯ΒΕΔͷɺ՛ࢠɺνϣίレートɺあΊͳͲʣɾҿྉਫ

応ٸҩༀ ឺߣɾফಟༀɾইༀɾңༀɾ௧ࡎɾղࡎɾৗඋༀɾༀɾ૯߹ײༀɾ͓ༀखா

Ӵੜ用 ϚスΫɾফಟӷɾମԹܭ

ੜ׆用 ҥ ɾྨۺʢؤৎͰʹڧいͷʣɾϚονɾϥイターɾϔϧメοトɾۀ࡞用खାɾΣοトςΟογϡɾ
タオϧɾςΟογϡɾϏχーϧାɾܞଳトイレɾࣃϒϥγɾສφイϑ

ͦͷ΄͔ ɾϞόイϧόοςϦーɾثଳిɾॆిܞଳϥδオʢ'.ड৴Ͱ͖ΔͷʣɾスϚートϑΥϯɾܞ
ջதి౮ɾ༧උిɾϏχーϧγートɾӍ۩ɾਤɾϔουϥイト

ͪΌΜ คϛϧΫɾӷମϛϧΫɾ΄ೕϏϯɾϛϧΫ用อଘਫɾࢠͲͷҩྍূɾഽணɾೕ৯ɾ͓Ήͭɾ
๊ͬ͜ඥɾ͓ΜͿඥ

͓دりোͷあΔํ ৗඋༀɾޢհޢ用ɾೖΕࣃメΨωʢආͷ࣌Εすいʣɾͭ͑

৯ΞレϧΪーͷあΔํ 対応৯

ϖοトͷいΔՈఉ έーδɾϖοトϑーυɾਫɾ৽ฉࢴɾϖοトγーπɾϦーυɾϖοトͷࣸਅ݈߁ঢ়ଶͳͲͷهʢѪݘखாͳͲʣ

あͬͨΒศརͳͷ Έ͕͖γートࣃ՟ʢެऺిΛ͔͚ΔʣɾߗいࣺͯΧイϩɾਫͷいΒͳいγϟϯϓーɾ��ԁ

ປݩʹ　 ɾջதి౮ۺॿཁ用ͷథɾスϦούɾٹ
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Θが家の҆શରࡦ
ʢ�ʣՈఉ用ࡂ用ͷあͬͤΜ

۠ͰɺՈఉ用ࡂ用ͳͲͷあͬͤΜΛͯͬߦい·すɻ

ʢ�ʣϖοトͷࣂいओͷΈͳ͞Μ

˙͝ҙɹ�۠ ফॺͰՈఉΛ๚͠ɺࡂ༻ͷݕചΓࠐΈΛ͢Δ͜ͱ͋Γ·ͤΜɻ۠ ফॺͷ໊Λ
͔ͨͬͨ๚ൢചʹ͝ҙ͍ͩ͘͞ɻ

ॅ༻Րܯࡂใثͷण໋��͕҆Ͱ͢ɻશͯͷॅʹઃஔ͕͚ٛ
ΒΕ͔ͯΒ��Ҏ্͕ܦա͠·ͨ͠ɻ͝ ࣗͷॅ༻Րܯࡂใثͷઃஔ࣌
Λ֬ೝ͠·͠ΐ͏ɻظ

ࡂ用 Ո۩సثࢭ۩ɾײϒレーΧーɾϙータϒϧιーϥーॆిثɾอଘ৯ηοトɾࡂΣοトタオϧɾ
؆қトイレͳͲ

ফՐث คফՐثɾڧԽӷফՐثɾॅ用Րܯࡂใث

ϒレーΧーײ ి൫タイϓʢଂܕɾޙܕʣɾίϯηϯトタイϓ

·ͣɺආΛͤͣʹࡁΉΑ͏ʹ

Ͳ͏ͯࣗ͠֎ʹආ͠ͳ͚ΕͳΒͳい場߹ʹඋ͑ͯ

ʹϖοトΛकΔͨΊʹ࣌ࡂ

　災害時には、人もペットも大きなストレスにさらされます。そうならないためには、ආ難をしないでࡁむように、
住居の火・化、また家۩をݻ定するなどの備えが大です。

　詳しくは、区ホームページをご覧ください。

①�ආ難所の生活は人もペットもストレスを受けざるをえません。必要に応じて、親ྨ、知人、動物病院など緊急時に
ペットを預かってくれる場所を事前に確保しておくことも大です。

②�ආ難所で受け入れるペットは、原則として、ݘ・ೣなどの小動物（ආ難者に危険を及ぼさない動物）です。受入れ
困難なペットのࣂい主の方は、ペットの受入れ先を日ࠒから୳しておいてください。

③�日ࠒから近隣住民の方々とコミュニケーションやࣂ育マナーに気をることで、万が一のときでもおޓいにॿけ
合う気持ちを持てるようになります。

　災害時にペットを守るために必要な備えなどをまとめたリーフレットを布しています。いざというときの備え
をे分にしておきましょう。

防災用品のあっせん

災害時のペットのආ難について 災害時にペットを守るために

消火ث等のあっせん ブレーカーのあっせんײ

い͟というときにඋ͑ましΐう
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֊ʢ֓Ͷ��֊Ҏ্ʣɺߴ
େ͖͘Ώͬ͘りͱͨ͠༳Εʹ
ͳΔ場߹͕あり·すɻエレ
ベーター͕用Ͱ͖ͣɺԼ
֊ͷҠಈ͕༰қͰͳ͘
ͳΔ͜ͱ͑ߟΒΕ·すɻਤ
ͷΑ͏ͳ対ࡦΛすΔͱڞʹɺ
Ո۩ͷҠಈ
ࢭ対ࡦ
උͷ४
උΛ͓ͯ͠
͖· ΐ͠͏ ɻ

ΊγʔτΛෑ͘ɻࢭΓ

��࿈݁ۚ۩
Ͱݻఆɻ��

���●�ϕランμ
མͪΔ͕͋ݥةΔॴ
ʹԿஔ͔ͳ͍ɻ

����˔�ࠜ
ෆ҆ఆͳΞϯς
φɺࠜנΛิ
Δɻ͢ڧ

��˔�窓Ψラス
ඈࢄࢭͷϑΟ
ϧϜΛΔɻ

防ࡂϚχュアル�����
࿈བྷઌはす͙ٸۓ
ΘかるΑうにʂ

ετούʔ
ɻ۩ثࣜ

εϦούͳ
ͲΛ༻ҙʂϑϩʔϦϯά

ϚοτɺΧ
ʔϖοτΓ
ΊΛෑ͘ɻࢭ

����˔�ิڧ
அΛ͠ɺඞཁ
͕͋Εิ͢ڧΔ
ʢઐՈʹௐࠪͯ͠
Β͏ʣɻ

৸ࣨʹ
͍Ո۩ʂջ
தి౮ʂ

సثࢭ۩ͷઃஔ
ʢಥͬுΓʣ

۩ۚࣈ-

։์ثࢭ
۩ͷઃஔ

άϥεɺ
৯ث෬ͤͯ

Ͱ͖Δ͚͍ͩҐஔʹಈ͔ͳ
͍Α͏ʹݻఆ

λϯε

ப

ͤ·͍ॴ࿓Լʹ
Λஔ͔ͳ͍ɻ

ॴʹΛ͍ߴ
ஔ͔ͳ͍ɻ

൘ڧิ

ϕϧτࣜҠಈثࢭ۩ͷઃஔ

������˔ブロックญ
தʹ͔ͬ͠Γͨ͠ૅج෦
ͷͳ͍ͷɺమ͕ےೖ͍ͬͯ
ͳ͍ͷݥةͳͷͰิ͢ڧ
Δ͔ɺੜ֞ɺϑΣϯεʹվ
म͢Δɻ

Θが家の҆શରࡦ
　ීஈ҆શʹ͑ݟΔՈͰɺ͕ͨͬ͜͠ىΒͲ͏ͳΔ͔ͱ͑ߟΔͱɺة
ͳͱ͜ΖΛࣗͨͪͰνΣοݥةͳͱ͜Ζ͕ۙʹいͭ͘あり·すɻ·ͣɺݥ
Ϋͯ͠Έͯɺૣ ͘վળ͠·͠ΐ͏ɻ
　ॅ·いͷԽɺՈ۩ྨͷసɾམԼࢭΛ͜͏ߦͱɺʮࣗՈͷ໋ʯΛ
कΔͨΊʹɺ࠷ॏཁͳࡂͷඋ͑ͷୈҰาͰすɻ

ࢧԉ੍Λ͝ར用ͩ͘͞い 
ΒΕͨՈͷଟ͕͘յͳͲͷେͯݐ४ͰجچͷதӽͰɺত���݄��Ҏલணݝ৽ׁࡂਆɾ୶࿏େࡕ
͖ͳඃͱͳり·ͨ͠ɻ·ͨɺฏ��ͷ۽ຊͰฏ��·ͰʹͯݐΒΕͨݐஙͷҰ෦ʹ͓いͯඃൃ͕ੜ
͠·ͨ͠ɻͦ ͷͨΊɺݐͷྗ͕Ͳͷ͘ΒいあΔ͔ɺ̓ શੑΛ֬ೝすΔΑ͏ʹ͠·͠ΐ͏ɻ
۠Ͱɺ̓ શɾ̓ ৺ͷ·ͪͮ͘りΛΊ͟͠ɺݐஙͷʮஅʯʮվमࣄʯͷॿɺʮՈ۩సثࢭ۩औࢧԉʯͳͲɺ
༷ʑͳࢧԉ੍Λ࣮ͯ͠ࢪい·すɻৄ ͘͠ɺ͓ い߹Θͤͩ͘͞いɻʢ���ทʣ
˔い߹Θͤઌɿͮ֗͘ࡂり՝　ὸ���������　 ���������

ϒϩοΫญఫࣄڈॿ੍Λ͝ར用ͩ͘͞い
େنʹΑΔյΛࢭすΔͨΊɺॴఆͷ݅Λຬͨすಓ࿏ʹ໘ͯ͠いΔ̼���͞ߴΛ͑ΔίϯΫϦートϒϩοΫ
ญͷఫࣄڈʹཁすΔඅ用ͷҰ෦Λॿ͠·すɻৄ ͘͠ɺ͓ い߹Θͤͩ͘͞いɻ
˔い߹Θͤઌɿͮ֗͘ࡂり՝　ὸ���������　 ���������

ੜ֞Խॿ੍Λ͝ར用ͩ͘͞い
ੜ֞ɺੜ׆ʹ҆Β͗५いΛͨΒす͚ͩͰͳ͘ɺ࣌ࡂͷආ࿏ͷ֬อԆমԆޮՌͳͲࡂ໘ʹ͓いͯޮՌ͕あ
り·すɻ۠ ͰɺطଘͷϒϩοΫญΛऔりյͯ͠ੜ֞Λ࡞Δ場߹৽͘͠ੜ֞Λ࡞Δ場߹ʹɺඅ用ͷҰ෦Λॿͯ͠い·すɻ
ৄ͠い݅ʹͭいͯɺ͓ い߹Θͤͩ͘͞いɻ
˔い߹ΘͤઌɿΈͲりࡦ՝　ὸ���������　 ���������
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共助ʮ自たちのまちは自たちͰकるʯ

෩ਫ害・土࠭ࡂ害ରࡦ
（1）日ࠒのඋ͑
ᶃใऩूɿߑ水や土࠭災害のハザードマップ、աڈのਁ水確認Օ所一覧などで風水害のリスクを確認し、備えましょう。
ᶄՈͷݕɾ対ࡦɿ道路ף水や住宅へのਁ水を防ぐため、側ߔやӍ水ますの清掃にご協力をおئいします。

（）地下駐車場や地下室などには、土のうや止水板などを用ҙしておきましょう。
（2）෩ۙ࣌や集中߽Ӎのࡍの行動
ᶃςレϏϥδオͳͲͰൃද͞ΕΔ࠷৽ͷؾใʹҙ͠·͠ΐ͏ɻ
ᶄԼਫྲྀٯͷඃʹͭͳ͕Δ͓ͦΕ͕あΔͨΊɺ෩࿊ચ୕ͳͲɺੜ׆ഉਫ͑߇ྗۃ·͠ΐ͏ɻ
（3）ආにͭいて
ᶃਫ࣌ආॴͷආ͚ͩͰͳ͘ɺࣗ ओආԑނආͯ͑ߟΈ·͠ΐ͏ɻ
ᶄݥةΛͨ͡ײりɺ۠ ͔Βආใ͕ൃྩ͞Εͨ場߹ɺ͔ʹආ͠·͠ΐ͏ɻ֎ʹආ

すΔͷ͕ݥةͳ場߹ɺͷΑりߴいॴʹආ͠ɺͪʹ҆શΛ֬อ͠·͠ΐ͏ɻ
ᶅආʹ͔͔͕ؒ࣌Δํɺૣ Ίͷආ͕ඞཁͰすɻۙ ॴͷํͱॿ͚߹ͬͯආ͠·͠ΐ͏ɻ
ᶆަ௨ौͷݪҼɺٸۓ車྆ͷ͛ͱͳΔͷͰɺ車Ͱͷආ͑߇·͠ΐ͏ɻ
（�）情報ऩ集　

（1）地域の助け合い
Ո͚ͩͰͳ͘ྡۙॴͷํͨͪͱɺྗڠʹ࣌ࡂͰ͖ΔΑ͏ʹɺେ͕࣌ͨͬ͜ىͷ͜ͱ
ͳͲʹͭいͯɺ͠߹͓ͬͯ͘श͕׳ॏཁͰすɻ
ᶃ۠ࡂຽ৫ͷ׆ಈ
　�防災区民組৫とは町会・自࣏会などで自主的に݁成している災害時に地域社会を守るための区民組
৫です。災害が発生した直後は、防災区民組৫による活動が重要です。

˙ฏ　࣌
　�防災知ࣝのܒ発や地区の防災ܭ画の作成、防災点検や防災訓練の実施など、地域の災害対応力をڧ化
する役ׂを担っています。

࣌ࡂ˙
　�救出・救護活動、初期消火活動やආ難༠ಋ、情報の収集達、給食・給水活動の協力やආ難所の管理運営に協力します。

ᶄ܇ࡂ࿅ɾࣨڭࡂͷࢀՃ
　�災害時にඃ害を最小限にえ全һが的確に行動するためには、防災訓練に参加してとるべき行動を体で覚えておくことが
必要です。日ࠒからੵۃ的に参加しましょう。

（2）地域との݁ͼͭき
ෆ͕҆あΔํɺීʹ࣌ࡂ ஈ͔ΒҬͱͷަྲྀΛอͭΑ͏ʹ৺͕͚ɺҬͷํ۠ࡂຽ৫ͷํͳͲʹɺආす
Δ࣌ͷԉॿͳͲΛཔΜͰ͓͘Α͏ʹ͠·͠ΐ͏ɻ͓ دりোͷあΔํɺൃ͕ࡂੜͨ࣌͠ʹɺҰਓͰͷ҆શ
Λ֬อ͠ɺආすΔ͜ͱ͕༰қͰあり·ͤΜɻொձɾࣗ ຽ৫ͳͲΛத৺ʹɺ۠ࡂձͳͲʹΑり݁͞ΕͯいΔ࣏
ൃੜ࣌ͷॳظফՐආɺٹग़ɾޢٹʹؔすΔࢧԉମ੍Λஙい͓ͯ͘͜ͱ͕ॏཁͰすɻ·ͨɺ࣌ͨͬࠔͷ૬ஊઌ
࿈བྷઌΛීஈ͔ΒΒ͓͖ͤͯɺ࣌ٸۓʹ࿈བྷ͕औΕΔΑ͏ʹ͠·͠ΐ͏ɻ

˙ੈా୩۠ߑਫɾਫ൙ཞϋβーυϚοϓ
ਁ水が予される区域やਁ水の程度などを記
したものです。

　窓口でも布しています。　

˙ੈా୩۠࠭ࡂϋβーυϚοϓ　
　�土࠭災害警ռ区域、土࠭災害特別警ռ区域と
ආ難所を記したものです。窓口でも布して
います。

˙ੈా୩۠ӍྔɾਫҐใ
https://www.mJcospt.jp/setagaya/

　�区内に設置したӍྔ局・水Ґ局のデータや河
川水Ґ監視カメラ画像を確認できます。

˙ͷ͏スςーγϣϯ
　�区民の方が必要に応じて、いつでも土のうを持
ち出せる土のうステーション

　（土のう置き場）の設置場所が確認できます。
˙౦ژਫࡂ૯߹ใγスςϜ
https://www.kaseO-suJCo.metro.tokyo.jp/

　�東京都が観ଌしている降水ྔや河川水Ґ情報
等をリアルタイムに確認できます。

ॴࣄՏژہަ௨লؔ౦ํඋࠃ˙
ϗーϜϖーδ
https://www.ktr.mMJt.go.jp/keJhJO/

　�多摩川の水Ґや河川ライブカメラ画像等をリ
アルタイムに確認できます。

ிϗーϜϖーδؾ˙
https://www.jma.go.jp/

　�全国の気警報・ҙ報等をリアルタイムに
確認できます。
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൜
ɾ
ࡂ

ର
ࡦ

൘ͳͲͰɺ̓ݴ用ࡂμイϠϧݴ用ࡂి͕௨͡ʹ͘͘ͳり·すͷͰɺ࣌ࡂ　 ൱Λ
֬ೝ͠·͠ΐ͏ɻあΒ͔͡ΊՈͰ࿈བྷํ๏ΛܾΊ͓͖ͯ·͠ΐ͏ɻ

ʢ�ʣࡂ用ݴμイϠϧʮ���ʯ
େൃࡂੜ࣌ɺݸਓͷ҆൱֬ೝखஈͱ̣̩̩ͯ͠౦ຊ͕ӡ༻͢ΔαʔϏεͰ͢ɻඃࡂͷํ͕Իͨ͠ใΛଞͷҬͷํ
͕ฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δ΄͔ɺଞͷҬͷํ͔ΒඃࡂͷํϝοηʔδΛૹΔ͜ͱՄͰ͢ɻ

ʢ�ʣࡂ用ݴ൘ʢXFC���ʣ
ΠϯλʔωοτΛར༻ͨ͠ݴ൘Ͱ͢ɻඃࡂҬͷ͕ऀॅډɺి ൪߸ͳͲΛͱʹͯ͠ݴใʢςΩετɾԻɾը૾ʣͷ
ొΛ͜͏ߦͱ͕ՄͰ͢ɻ

ʢ�ʣࡂ用ݴ൘αーϏス
େ࣌ࡂɺܞଳిͷΠϯλʔωοτଓϝχϡʔ
τοϓʹʮࡂ༻ݴ൘αʔϏεʯ͕දࣔ͞Εɺ̓ ൱
ใͷొɾ֬ೝ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ɻશࣾҰׅ
ՄͰ͢ɻৄ͕ࡧݕ ͍͠ར༻ํ๏ਤͷͱ͓ΓͰ͢ɻ

ඞཁͳ情報はこうしてखに入Εる

˙ར༻ํ๏ɹ
ʮ���ʯをダイヤルし、ガイダンスにしたがってݴ
の録音・再生を行ってください。
ご利用にあたっては、通話料がかかります。

˙͓͍߹Θͤɹ
116番・NTT東日本ホームページ
https://www.Ott-east.co.jp/saJgaJ/

˙ར༻ํ๏ɹ�
https://www.weC���.jp/へアクセスし、画面にैってݴ情報の登録及び閲覧を行ってください。

‒ຖ݄�ɺ��　 　　　　 ‒ࡂि ʢؒ�݄��ޕલ࣌�ʙ �݄�࣌�ޙޕʣ
‒ਖ਼݄͕ࡾʢ�݄� ʙ �ʣ　 ‒ࡂͱϘϥϯςΟΞि ʢؒ�݄��ޕલ࣌�ʙ �݄��࣌�ޙޕʣ　　ମ͕ݧͰ͖·すɻ

トοϓը໘ऀۀࣄଳܞ֤ ൘Λݴ用ࡂ ݴͷొ

ݴͷ֬ೝ

ొˠメοηーδˠొ

֬ೝˠి൪߸ˠࡧݕ

ΫϦοΫ

① 世田谷区防災
ポータル

災害時におけるආ難情報、ආ難
所の開設情報などをご確認いた
だけるほか、平時においても、日
からの備えに役立つ情報としࠒ
て、ආ難所の場所やハザードマッ
プなどをご確認いただけます。
IUUQT���TFUBHBZB�CPVTBJ�
NZ�TJUF�DPN�

② 世田谷区
ホームページ

世田谷区のホームページで、災害
情報などをお知らせします。
IUUQT���XXX�DJUZ�TFUBHBZB�
MH�KQ�

③ X（エックス：
（ツイッターچ

エックスに登録した上で
!TFUBHBZB@LJLJ をフォローする
と、災害情報などが信されます。

④ LINE（ライン）
防災メニューから区内の警報・
ҙ報などの災害情報をご覧いた
だけます。

⑤ 東京都防災
アプリ

スマートフォン・タブレットに
インストールしておくことで、
通信ができないঢ়گでも地図で
ආ難所等の確認などができます。

一ཡݯ害等情報ࡂ

⑥
災害・防൜情報
メール信
サービス

あらかじめメールアドレスを登
録された方を対に、災害・防൜
情報が電子メールで送信されま
す。（パソコン・ܞ帯電話・スマー
トフォンで受信可）
IUUQT���TFUBHBZB�DJUZ�
TJUF�LUBJXPSL�KQ�

ᶉ
Yahoo�
防災報アプリ
iPhoneアプリ
Androidアプリ

「Yahoo ʂ防災報」アプリを
インストール・設定していただ
くことで、世田谷区からの防災
情報等をスマートフォンで受信
できます。
IUUQT���FNH�ZBIPP�DP�KQ�

ᶊ 防災行無線

区内189か所に設置された防災行無線ౝからの
放送により、災害情報などをお知らせします。
˔ࡂແઢి応αーϏスʲઐ用ి൪߸ ����

��������� 　rʢ௨ྉ͕͔͔り·すʣ
専用電話番号に電話すると、防災行無線ౝから放
送された内༰を聞くことができます。

ᶋ 緊急報メール
（登録不要）

信時に世田谷区内にいる方のܞ帯電話やスマー
トフォンに、ආ難情報などをメールで信します。

ᶌ ラジオ

区内の地情報、開設ආ難所情
報、ඃ害ঢ়گ、生活情報などの
災害情報をエフエム世田谷（प
波数FM83.4MHz）でお知らせ
します。

ᶍ テレビ

テレビのデータ放送（リモコンのdボタン）で気情
報やආ難情報、開設ආ難所情報等を確認できます。
また、ケーブルテレビ各社では、区内の身近な災害
情報などを提供します。
　イοπɾίϛϡχέーγϣϯζ
　δΣイίϜ౦ژ

ᶎ 広報車 世田谷区の広報車が直接地域を巡回し、ආ難情報
などをお知らせします。

エフエム世田谷

LINE

X（چTwitter）

メール信
サービス

区ホームページ

世田谷区防災
ポータル

Android൛

iOS൛

iOS൛

Android൛

҆൱֬認方法
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ྩ��݄ࡏݱ

宇奈根
１丁目

宇奈根
２丁目

宇奈根
３丁目

奥沢
１丁目

奥沢２丁目

奥沢
３丁目奥沢

４丁目

奥沢
５丁目奥沢

６丁目

奥沢
７丁目

奥沢
̔丁目

岡本
１丁目

岡本
２丁目

岡本
３丁目

下馬
１丁目下馬

２丁目

下馬
３丁目

下馬
４丁目 下馬

５丁目

下馬
６丁目

鎌田
１丁目

鎌田
２丁目

鎌田
３丁目

鎌田
４丁目喜多見

２丁目

喜多見
３丁目

喜多見
４丁目

喜多見
５丁目

喜多見
７丁目

喜多見
̔丁目

喜多見
９丁目 砧

１丁目砧
３丁目

砧
４丁目

砧
５丁目

砧
６丁目

砧
７丁目

砧̔丁目

砧公園

給田１丁目

給田２丁目

給田
３丁目

給田
４丁目

給田
５丁目

駒沢
１丁目

駒沢
２丁目

駒沢
３丁目

駒沢
４丁目

駒沢
５丁目

駒沢公園

経堂１丁目

経堂２丁目

経堂３丁目
経堂
４丁目

経堂５丁目

豪徳寺
１丁目

豪徳寺
２丁目

桜１丁目
桜２丁目

桜３丁目

桜丘
１丁目

桜丘
２丁目

桜丘
３丁目桜丘

４丁目

桜丘５丁目

桜上水
１丁目

桜上水
３丁目

桜上水
４丁目

桜上水
５丁目

桜新町
１丁目

桜新町２丁目

三軒茶屋
１丁目

三軒茶屋
２丁目

上祖師谷
３丁目上祖師谷

４丁目

上祖師谷
５丁目

上祖師谷
７丁目

上馬
２丁目

上馬
３丁目

上馬
４丁目

上馬５丁目

上北沢
１丁目

上北沢
２丁目 上北沢

３丁目

上北沢４丁目

上野毛
１丁目

上野毛
３丁目

上野毛
４丁目

上用賀
１丁目

上用賀
２丁目

上用賀
３丁目

上用賀
４丁目上用賀

６丁目

新町
１丁目

新町
２丁目

新町
３丁目

世田谷１丁目

世田谷
２丁目

瀬田
１丁目

瀬田
２丁目

瀬田
３丁目瀬田

４丁目

瀬田
５丁目

成城
１丁目

成城
２丁目成城

３丁目

成城
４丁目

成城
５丁目

成城
６丁目

成城
７丁目

成城
̔丁目

成城９丁目

赤堤１丁目

赤堤
２丁目赤堤３丁目

大原
１丁目大原

２丁目

大蔵１丁目大蔵２丁目
大蔵
３丁目

大蔵４丁目大蔵
５丁目

大蔵
６丁目

池尻
１丁目

池尻
２丁目

池尻
３丁目

池尻４丁目梅丘
１丁目

梅丘
２丁目

梅丘
３丁目

粕谷
１丁目

粕谷
２丁目

粕谷
３丁目

粕谷
４丁目

尾山台
２丁目

尾山台
３丁目

北烏山
１丁目北烏山

３丁目

北烏山
４丁目

北烏山
６丁目

北烏山７丁目

北烏山
̔丁目

北烏山
９丁目

北沢
１丁目

北沢
２丁目

北沢３丁目

北沢４丁目

北沢５丁目

羽根木
１丁目

羽根木
２丁目

宮坂
１丁目

宮坂２丁目

宮坂３丁目

玉川１丁目

玉川
２丁目

玉川
３丁目

玉川
４丁目

玉川台
２丁目

玉堤
１丁目

玉堤
２丁目

弦巻１丁目

弦巻２丁目

弦巻
３丁目弦巻

４丁目

弦巻
５丁目

三宿
１丁目

若林
１丁目

若林
２丁目

若林
３丁目

若林
４丁目

若林
５丁目

松原
１丁目松原

２丁目松原
３丁目
松原
４丁目

松原
５丁目

松原
６丁目

深沢
１丁目

深沢
２丁目

深沢
３丁目

深沢４丁目

深沢５丁目

深沢
６丁目

深沢７丁目

深沢
̔丁目

世田谷
３丁目

目

千歳台
２丁目

千歳台
３丁目

千歳台
４丁目

千歳台
５丁目

千歳台
６丁目

船橋１丁目

船橋
２丁目

船橋
３丁目

船橋
４丁目

船橋
５丁目

船橋
６丁目船橋

７丁目

祖師谷
１丁目

祖師谷
２丁目

祖師谷
４丁目

祖師谷
５丁目

祖師谷
６丁目

太子堂
１丁目

太子堂
２丁目太子堂

４丁目

太子堂
３丁目太子堂

５丁目

代沢
１丁目

代沢２丁目

代沢３丁目

代沢４丁目

代沢
５丁目

代田
１丁目

代田
２丁目

代田
３丁目

代田
４丁目

代田
５丁目

代田
６丁目

中町
２丁目

中町
１丁目

中町３丁目

中町
４丁目

中町５丁目

等々力
１丁目

等々力
２丁目

東玉川
1丁目

玉川
田園調布
２丁目

玉川田園調布
１丁目

等々力
３丁目 等々力

４丁目 等々力
５丁目

等々力６丁目

等々力
７丁目等々力

̔丁目

南烏山
１丁目南烏山

２丁目

南烏山
３丁目南烏山

４丁目

南烏山
５丁目

南烏山
６丁目

八幡山
１丁目

八幡山
２丁目

八幡山
３丁目

野沢
３丁目野沢４丁目

野毛
１丁目

野毛
２丁目

用賀
１丁目

用賀
２丁目

用賀
３丁目用賀

４丁目

目
丁
２
山
烏
北

目
丁
５
山
烏
北

目
丁
１
谷
師
祖
上

目
丁
２
谷
師
祖
上

谷
師
祖
上

目
丁
６

見
多
喜

目
丁
１

目
丁
２
川
玉
東目

丁
１
台
山
尾

目
丁
５
賀
用
上

目
丁
４
谷
田
世

目
丁
４
堤
赤

目
丁
５
堤
赤

目
丁
２
砧

目
丁
２
水
上
桜

ᶖ

ᶕ
ᶔ

ᶃ

ᾦ

ᾛ

ᾨ
ᶄ

ᶅ
ᶆ

ᶇ

ᶉ

ᶋ
ᶌ

ᶓ

ᶒ
ᶑ

ᶐ

ᶏ

ᶎ

ᶍ

路
道
道
水

路
道

高
໊
東

り
通
谷
田
世

号６
４２

道国

線
市
都
園
田


京
３
第

線
ԣ
東

号
̔
ঢ়
環

号
７
ঢ়
環

井の಄線

国道20号

国道20号

京王線

田園都市線

京王線

中央高道路

小田急線

目黒
通り

目黒線

大井町線
大井町線

駒沢通り

小田急線

井ノ಄通り

ආ۠Ҭ

ආ場ॴ

※の広域避難場所について
広域避難場所内にある施設等が工事中のため、広域避難場所の一部は、避難場所としての利用が制限されます。
震災時に火災の延焼などで避難する際には、利用できる場所へ避難してください。
広域避難場所に関する最新の情報は、区ホームページをご覧ください。

/

祖師谷
３丁目

上野毛
２丁目
野毛
３丁目

上北沢
５丁目

上馬
１丁目

野沢
１丁目
野沢
２丁目

ᾩ

三宿２丁目

ᾧ

ᶈ

ᶊ玉川台
１丁目

６丁目
喜多見

Ҭආ場ॴҰཡ

スマートフォン・タブレットをお
持ちの方はアプリをインストール
することで、災害時に通信状況
が途絶した場合でも、オフラ
インで避難先、避難ルートが確
認できます。

地図上の
番号

地図上の
番号避　難　場　所　名 避　難　場　所　名

1 日 本 大 学 文 理 学 部 一 帯

多摩川河川敷・二子橋一帯

帯
2 羽 根 木 公 園 一 帯

砧公園・大蔵運動公園一帯

3 国 士 舘 大 学 一 帯
きたみふれあい広場一帯

4 世 田 谷 公 園 一 帯
成 城 学 園 一 帯

5 昭 和 女 子 大 学 一 帯
6 馬事公苑・東京農業大学一帯

芦花公園・明大八幡山グランド一帯

7 学 芸 大 学 附 属 高 校 一 帯
第 一 生 命 グ ラ ン ド 一 帯

8 駒沢オリンピック公園一帯
烏山北住宅・日本女子体育大学一帯

9 東京学芸大学附属世田谷小・中学校一帯
駒 場 東 大 一 帯

10 都 立 園 芸 高 校
明 大 和 泉 校 舎 一 帯

駒 　 場 　 地 　 区11 玉 川 野 毛 町 公 園 一 帯
太子堂円泉ヶ丘公園・三宿の森緑地一帯

多摩川河川敷・田園調布先一帯

※

※

※

※

※

※

※

※

※

13

14
15
16
17 祖師谷公園・総合工科高校一帯
18
19
20
21
22
23
24

区 立 二 子 玉 川 公 園2512

アプリで
近くの避難場所等が
確認できます。

（東京都防災アプリ）

千歳台
１丁
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地　域 ආ難所໊ 住　所 ආ難所運営主体（町会・自࣏会別） 対区域

世田谷 三宿小学校 三宿1-12-6 池尻西町会、池尻北自࣏会、三宿自
会、太子堂2丁目大塚町会࣏

池尻3丁目全域、三宿1丁目1～24・27～30番、
太子堂2丁目1～13番

世田谷 多聞小学校 三宿2-26-11 池尻4丁目町会、三宿北町会 池尻4丁目1～32番、三宿2丁目1～27・28番の
一部・29～39番

世田谷 池尻小学校 池尻2-4-10 池尻東親会、池尻南ກ会、池尻団地
自࣏会 池尻1丁目全域、池尻2丁目全域

世田谷 太子堂小学校 太子堂5-7-4
太子堂5丁目町会、太子堂三軒茶屋
町会、太子堂4丁目西山町会、若林町
会（1・2丁目の一部）

太子堂2丁目14～28番、太子堂4丁目全域、太子
堂5丁目3～14・17～35番、若林1丁目33～41
番、若林2丁目1～5（6番の一部）

世田谷 中里小学校 三軒茶屋1-4-1 三軒茶屋町会（三軒茶屋1丁目） 三軒茶屋1丁目8～10番・22～41番・（21番の一部）

世田谷 太子堂中学校 太子堂3-27-17 太子堂本町会、太子堂下の谷町会
三宿1丁目25・26番、三宿2丁目28番、太子堂2
丁目29～38番、太子堂3丁目全域、太子堂5丁目
1・2・15・16番

世田谷 三宿中学校 太子堂1-3-43 太子堂1丁目町会、下馬2丁目北町会 太子堂1丁目全域、下馬2丁目20～22・24～44
番

世田谷 若林小学校 若林5-27-18 若林町会（若林1・2丁目の一部を除
く、若林3・4・5丁目全域）
※�྆ ආ難所については、ආ難所運営
を一体的に行うため、ආ難所の受
付は「若林小学校」で行う。

若林1丁目11～32番、若林2丁目7～41番・（6番
の一部）、若林3丁目全域、若林4丁目全域、若林
5丁目全域世田谷 教育総合セン

ター 若林5-38-1

世田谷 三軒茶屋小学校 三軒茶屋2-42-1
上馬西町会（上馬2丁目）、三軒茶屋町
会（三軒茶屋2丁目）、若林町会（1丁目
の一部）、上馬北部町会（上馬2丁目）

三軒茶屋2丁目全域、若林1丁目1～10番、上馬2
丁目全域

世田谷 桜小学校 世田谷2-4-15 世田谷2丁目町会、世田谷上町町会
世田谷1丁目17～48番・（16番の一部）、世田谷
2丁目1～31番・（29番の一部を除く）、世田谷3
丁目1～13番、弦巻5丁目16番

世田谷 弦巻小学校 弦巻1-9-18
世田谷東町会、弦巻町会（弦巻１丁目
の一部）、上馬・駒沢明和会（上馬
5丁目の一部）

世田谷1丁目1～15番・（16番の一部）、世田谷3
丁目14～26番、世田谷4丁目全域、上馬5丁目
19～22・26番、弦巻1丁目9番

世田谷 松丘小学校 弦巻3-23-12 松丘町会、弦巻町会（弦巻4・5丁目）
弦巻3丁目23番の一部、弦巻4丁目全域、弦巻5
丁目1～15・17～36番、桜2丁目1～3番、桜3
丁目全域

世田谷 弦巻中学校 弦巻1-42-22 弦巻町会（弦巻1・2・3丁目） 弦巻1丁目全域（9番を除く）、弦巻2丁目全域、
弦巻3丁目全域（23番の一部を除く）

世田谷 桜木中学校 桜1-48-15 桜町会 世田谷2丁目29番の一部・32番、桜1丁目全域、
桜2丁目4～22番

世田谷 桜丘小学校 桜丘1-19-17 経堂南町会、経堂1丁目町会 経堂1丁目全域、経堂4丁目全域（6・7番の一部
を除く）、経堂5丁目全域、桜丘1丁目19番の一部

世田谷 世田谷小学校 宮坂1-38-4 宮坂1・2丁目町会 宮坂1丁目全域、宮坂2丁目全域

世田谷 経堂小学校 桜上水1-23-3 経堂北町会、宮坂3丁目町会 経堂2丁目全域、経堂3丁目全域、宮坂3丁目全域、
桜上水1丁目23番

世田谷 笹原小学校 桜丘5-19-1 桜丘町会（桜丘2丁目の一部・3丁目
を除く）、桜丘南町会

桜丘2丁目15～29番、桜丘3丁目25～28番・30
番の一部・35番、桜丘4丁目全域、桜丘5丁目全
域、経堂4丁目6・7番の一部、砧1丁目18・31・
32番の一部

世田谷 桜丘中学校 桜丘2-1-39 桜丘町会（桜丘2丁目の一部および3
丁目）、桜丘1丁目町会

桜丘1丁目全域（19番の一部を除く）、桜丘2丁目1～14
番、桜丘3丁目1～24・29・31～34・36・37番

世田谷 駒沢小学校 駒沢2-10-6 駒沢親和会、上馬西町会（上馬3・4
丁目）、上馬北部町会（上馬4丁目）

上馬3丁目全域、上馬4丁目1～15・19～25・
32・33番、駒沢1丁目全域、駒沢2丁目1～31番

世田谷 駒沢中学校 駒沢2-39-25 上馬・駒沢明和会 上馬4丁目16～18・26～31・34～41番、上馬5丁目1～
18・23～25・27～40番、駒沢2丁目32～61番

世田谷 旭小学校 野沢1-4-3 野沢1丁目明࿕会、野沢2丁目町会、
野沢四丁目自࣏会、上馬東町会

野沢1丁目全域、野沢2丁目1～6番、7番の一部、
9～34番、野沢4丁目全域、上馬1丁目全域、三
軒茶屋1丁目1～4、11～20番、21番の一部、下
馬2丁目17・18番、下馬3丁目35番・36番

世田谷 駒繋小学校 下馬1-42-12 下馬1丁目町会、駒繋西自࣏会 下馬1丁目全域、下馬2丁目1～16・19・23番、
三軒茶屋1丁目5～7番

世田谷 中丸小学校 野沢3-34-16 野沢3丁目町会、下馬6丁目町会 野沢3丁目全域、下馬6丁目1～36・41～54番

世田谷 駒留中学校 下馬4-18-1 下馬新生自࣏会、下馬5丁目町会
下馬3丁目全域（35・36番を除く）、下馬4丁目
全域、下馬5丁目全域、下馬6丁目37～40番、野
沢2丁目7番の一部、8番

北沢 山崎小学校 梅丘3-9-1 梅丘1丁目町会、代田自࣏会（代田３丁目） 梅丘1丁目全域、代田３丁目全域

北沢 さくら花見堂 代田1-13-14 代田自࣏会（代田1・2丁目） 代田１丁目全域、代田２丁目1～ 11・13 ～
17番

指定避難所一覧
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地　域 ආ難所໊ 住　所 ආ難所運営主体（町会・自࣏会別） 対区域

北沢 城山小学校 梅丘2-1-11 豪徳寺1丁目町会、豪徳寺1丁目山下自
会、豪徳寺2丁目町会、世田谷東町会࣏ 豪徳寺1丁目全域、豪徳寺２丁目全域

北沢 世田谷中学校 梅丘3-8-1 梅丘2・3丁目町会 梅丘２丁目全域、梅丘３丁目全域

北沢 代沢小学校 代沢5-1-10
下代田西町会、代沢４丁目西町会、
代沢５丁目町会、代沢５丁目東町会、
北沢2丁目南町会

代沢３丁目1～５番（12番の一部）、代沢４丁目
全域、池尻４丁目39番、三宿2丁目38番、代沢
５丁目全域、北沢２丁目1～21番

北沢 池之上小学校
※令和6年９月～ 代沢2-42-9 代沢2丁目北町会、北沢１丁目町会

代沢1丁目34・35番（33・36番の一部）、代沢
2丁目5・6・29 ～ 48番、北沢1丁目1～ 17・
26～ 44・46番（24・45番の一部）

北沢 富士中学校 代沢1-23-17 下代田東町会、代沢中町会、̡代沢2
丁目北町会 ※r1

代沢1丁目1～ 32・37番（33・36番の一部）、
代沢2丁目1～ 4・7～ 28番、代沢3丁目6～
27番（12番の一部）、池尻4丁目33 ～ 38番　
ʲ代沢1丁目34・35番（33・36番の一部）、代沢
2丁目5・6・29～48番 ※r1

北沢 下北沢小学校 大原1-4-6
守山町会、大原南町会、代田南町会、
北沢２丁目協和会、北沢３・４丁目西
町会

代田６丁目1～1６番、大原1丁目1～２９番、北
沢２丁目２２～４̌番、北沢３丁目２̌～３４番、
北沢４丁目̔～16番

北沢 代田小学校 代田4-2-3 代田４丁目町会、根津山会、代田東町
会

代田４丁目全域、代田２丁目12・18～ 36番、
代田5丁目全域

北沢 まもりやまテラス
（守山小学校چ） 代田6-21-5 代田北町会・羽根木町会

代田6丁目17～ 34番、羽根木1丁目1～8・15
～ 32番（9・14番の一部）、羽根木2丁目全域、
松原1丁目（18～20番の一部）

北沢
池之上小学校
（北沢小学校چ）

　　　※1
北沢4-32-20 東北沢自࣏会、北沢4丁目町会、北沢

中央自࣏会、̡北沢1丁目町会 ※r1

北沢1丁目18～23・25・47番（24・45番の一部）、
北沢3丁目1～19番、北沢４丁目1～7・17～33番、
北沢5丁目1～7・18・19・23番ʲ北沢1丁目1～
17・26～44・46番（24・45番の一部）r※1

北沢 北沢中学校 北沢5-12-3 大原北町会、大原西町会、北沢5丁目
町会

大原1丁目30～63番、大原2丁目全域（29番の
一部を除く）、羽根木1丁目10～13番（9・14番の
一部）、北沢5丁目8～17・20～22・24～43番

北沢 松原小学校 松原5-43-26 松原1丁目町会、松原2丁目町会
松原1丁目全域（18～ 20番の一部を除く）、松
原2丁目全域、松原5丁目20・34～ 39・41～
43・48番（18・19番の一部）、大原2丁目29番
の一部

北沢 梅丘中学校 松原6-5-11 松原5・6丁目自࣏会 松原5丁目1～17・21～ 33・40・44～ 47・
49～61番（18・19番の一部）、松原6丁目全域

北沢 松沢小学校 赤堤4-44-22 松原三・四丁目自࣏会、赤堤4丁目
町会 松原3丁目全域、松原4丁目全域、赤堤4丁目全域

北沢 赤堤小学校 赤堤1-41-24 赤堤1丁目町会、赤堤二丁目町会、
赤堤三丁目自࣏会 赤堤1丁目全域、赤堤2丁目全域、赤堤3丁目全域

北沢 松沢中学校 桜上水4-5-2
赤堤5丁目町会、桜上水三丁目自࣏
会、桜上水四丁目町会、都営桜上水
三丁目アパート自࣏会、桜上水ガー
デンズ団地管理組合法人

赤堤5丁目全域、桜上水3丁目全域、桜上水4丁
目全域

北沢 緑丘中学校 桜上水3-19-12
桜上水一丁目町会、桜上水2丁目町
会、桜上水5丁目自࣏会、経堂赤堤通
り団地自࣏会

桜上水1丁目全域（23番を除く）、桜上水2丁目全
域、桜上水5丁目全域

玉川 奥沢小学校 奥沢3-1-1 東玉川町会、奥沢交和会
東玉川1丁目28～41番、東玉川2丁目19～41
番、奥沢1丁目6～12・22 ～ 26・30 ～ 37・
50～56番、奥沢3丁目全域

玉川 東玉川小学校 奥沢1-1-1 東玉川町会、奥沢交和会 東玉川1丁目1～27番、東玉川2丁目1～18番、
奥沢1丁目1～5・13～16番

玉川 奥沢中学校 奥沢1-42-1 奥沢交和会 奥沢1丁目17～ 21・27～ 29・38～ 49・57
～65番、奥沢2丁目全域

玉川 八幡小学校 玉川田園調布
2-17-15 奥沢中和会、玉川田園調布会 奥沢4丁目全域、奥沢5丁目全域、玉川田園調布1

丁目全域、玉川田園調布2丁目全域
玉川 九品仏小学校 奥沢8-12-1 九品仏自࣏会 奥沢6丁目全域、奥沢8丁目全域

玉川 尾山台小学校 尾山台3-11-1 協和会 等々力2丁目1～31・33番の一部・34～38番、
尾山台3丁目7～10・18～26・33・34番

玉川 等々力小学校 等々力7-26-1 等々力三和会 等々力7丁目1～16・18・22～27番（17番の
一部）、等々力8丁目全域、深沢3丁目28・29番

玉川 玉堤小学校 玉堤2-11-1
玉堤町会、協和会、尾山台クラブ、尾
山台自࣏会、尾山台౮交会、野毛町
会

玉堤1丁目全域、玉堤2丁目全域、等々力1丁目全
域、尾山台1丁目全域、尾山台2丁目全域、野毛1
丁目全域、野毛2丁目全域

玉川 八幡中学校 等々力6-4-1 九品仏自࣏会、等々力六丁目町会 奥沢7丁目全域、等々力6丁目1～7・12～40番、
（8～11番の一部）、深沢1丁目（1・7・8番の一部）

※1　ආ難所໊及び、̡ 内rආ難所運営主体、対区域は、池之上小学校のچ施設改築工事期間における一時的な変更です。
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地　域 ආ難所໊ 住　所 ආ難所運営主体（町会・自࣏会別） 対区域

玉川 尾山台中学校 尾山台3-27-23 等々力和敬会東部、尾山台3丁目町
会

尾山台3丁目1～6・12～17・27～32番、等々
力4丁目1・2・9～15・19 ～ 24番、等々力5
丁目全域、等々力6丁目（8～11番の一部）

玉川 玉川小学校 中町2-29-1 等々力和敬会西部、野毛町会、上野
毛町会、玉川中町会

上野毛1丁目1～18番、上野毛2丁目全域、等々
力2丁目32・39・40番、（33番の一部）、等々力
3丁目全域、等々力4丁目3～8・16～18番、中町
1丁目全域、中町2丁目全域、野毛3丁目全域

玉川 中町小学校 中町4-23-1 中町4・5丁目町会、上野毛町会、玉
川中町会

上野毛1丁目19～34番、上野毛3丁目全域、上野
毛4丁 目1～4・9～21・25～37番、（5・6・7・
8番の一部）、中町3丁目全域、中町4丁目全域、
中町5丁目1～7、11～41番玉川 玉川中学校 中町4-21-1

玉川 京西小学校 用賀4-27-4 用賀町会
用賀3丁目1～11・14～27番、用賀4丁目4～38
番、玉川台2丁目5・6・18～30・34～39番、（3・
17・31番の一部）

玉川 桜町小学校 用賀1-5-1 中町4・5丁目町会、用賀南町会、桜
新町親和会

中町5丁目8～10番、用賀1丁目全域、用賀2丁目
全域、用賀3丁目12・13番、用賀4丁目1～3番、
玉川台1丁目8～16番、（5・6番の一部）、瀬田3
丁目（13～15番の一部）、桜新町1丁目28～36番、

（25・27番の一部）、深沢7丁目8～13・23～25
番、深沢8丁目10～19番

玉川 用賀小学校 上用賀6-14-1 上用賀町会、馬事公苑前ハイム管理
組合

上用賀2丁目全域、上用賀4丁目全域、上用賀6
丁目全域

玉川 用賀中学校 上用賀5-15-1 上用賀町会 上用賀1丁目全域、上用賀3丁目全域、上用賀5丁
目全域

玉川 二子玉川小学校 玉川4-6-1 玉川町会 玉川1丁目全域、玉川2丁目全域、玉川3丁目全域、
玉川4丁目全域

玉川 瀬田小学校 瀬田2-15-1
瀬田町会

上野毛4丁目22～24・38・39番、（5・6・7・8
番の一部）、瀬田1丁目全域、瀬田2丁目全域、瀬
田3丁目1～12番、（13～15番の一部）、瀬田4丁
目全域、瀬田5丁目全域、玉川台1丁目1～4・7
番、（5・6番の一部）、玉川台2丁目1・2・4・7
～16・32・33番、（3・17・31番の一部）

玉川 瀬田中学校 瀬田2-17-1

玉川 東深沢小学校 深沢3-7-1 深友会、東深沢町会
等々力7丁目19～21番、（17番の一部）、深沢1丁
目2～6・9～41番、（1・7・8番の一部）、深沢2
丁目全域、深沢3丁目1～27・30・31番、深沢4
丁目1～7番

玉川 深沢小学校 新町1-4-24 駒沢3丁目町会、駒沢町会、新町公民
会

駒沢3丁目全域、駒沢4丁目全域、新町1丁目3～
15・19～23・33～35番、（18・24・32番の一部）、
新町2丁目1～29・32～38番、新町3丁目全域、
桜新町1丁目9～12番、（8・13番の一部）、桜新
町2丁目1～4番

玉川 深沢中学校 新町1-26-29 深沢三友会、桜新町親和会、桜新町
町会

新町1丁目1・2・16～17・25～31・36番、（18・
24・32番の一部）、深沢6丁目全域、深沢7丁目1
～7・14～22番、新町2丁目30・31番、桜新町1
丁 目1～7・14～24・26・37～41番、（8・13・
25・27番の一部）、深沢8丁目1～9番、桜新町2
丁目5～31番

玉川 東深沢中学校 深沢4-18-28 交和会、深沢三友会 駒沢5丁目全域、深沢4丁目8～36番、深沢5丁目
全域

砧 祖師谷小学校 祖師谷3-49-1
祖師谷第2自࣏会、祖師谷第3自࣏会、
祖師谷第4自࣏会、祖師谷第5自࣏会、
祖師谷第6自࣏会、祖師谷住宅自࣏
会、祖師谷3丁目南町会

祖師谷1丁目4・6～37番、祖師谷2丁目全域、祖
師谷3丁目全域、祖師谷4丁目全域、祖師谷5丁
目1～5・16～27・32番、千歳台1丁目17番、千
歳台2丁目3～19番

砧 明正小学校 成城3-3-1
法人格成城自࣏会（成城3～6丁
目）、喜多見北部町会、喜多見西部
町会

成城3丁目全域、成城4丁目全域、成城5丁目全
域、成城6丁目全域、喜多見8丁目全域、喜多見9
丁目全域

砧 砧中学校 成城1-10-1 法人格成城自࣏会（成城1・2丁目） 成城1丁目全域、成城2丁目全域

砧 塚戸小学校 千歳台6-7-1 祖師谷千歳台自࣏会
祖師谷5丁目28～38番、祖師谷6丁目全域、上祖
師谷3丁目1・5～7・12番、千歳台2丁目15・34
～46番

砧 船橋小学校 船橋4-41-1 船橋会 船橋1丁目21～55番、船橋2丁目全域、船橋3丁
目11～26番、船橋4丁目23～27・31～43番

砧 希望丘小学校 船橋4-9-1 フレール西経堂自࣏会 船橋5丁目17番

砧 希望丘複合施設 船橋6-25-1 船橋根会 船橋5丁目6～16・18～35番、船橋6丁目1～
25・27番、八幡山1丁目6番

砧 千歳台小学校 千歳台4-24-1 千歳台ն沢町会、芦花公園スカイハ
イツ自࣏会

千歳台1丁目33～35番、千歳台2丁目1・2・5・
20～35番、千歳台3丁目全域、千歳台4丁目全域、
千歳台5丁目全域、千歳台6丁目1～14番
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地　域 ආ難所໊ 住　所 ආ難所運営主体（町会・自࣏会別） 対区域

砧 都立千歳丘
高等学校 船橋3-18-1 船橋会、船橋根会 船橋１丁目1～20番、船橋３丁目1～10番、

船橋5丁目1～5番

砧 船橋希望中学校 船橋4-20-1 希望ヶ丘団地自࣏会、船橋4丁目住宅
自࣏会

船橋6丁目26番、船橋7丁目全域、船橋4丁目1
～22・28～30番

砧 千歳中学校 千歳台6-15-1 千歳中学校学校協議会、東京テラス
防災自࣏会 千歳台6丁目15～17番

砧 砧小学校 喜多見6-9-1 喜多見上部自࣏会、石井戸会、大蔵
東部町会、大蔵住宅自地会

大蔵1丁目全域、大蔵2丁目全域、大蔵3丁目全域、
大蔵4丁目全域、大蔵5丁目全域、砧公園全域、喜
多見5丁目7～9番、喜多見6丁目全域、砧7丁目2
番、成城1丁目1～5番、砧1丁目3・6～10・13番

砧 砧南小学校 鎌田4-3-1 宇奈根町会、鎌田協和会、大蔵本村
ກ会

宇奈根1丁目2～14・19～21・25～43番、宇奈
根2丁目全域、宇奈根3丁目全域、鎌田3丁目14・
27～35番、鎌田4丁目全域、大蔵6丁目全域

砧 喜多見小学校 喜多見3-11-1 喜多見東部町会
喜多見1丁目全域、喜多見3丁目全域、喜多見4
丁目1～7番・19番、喜多見5丁目1～6番・10～
23・26番

砧 喜多見中学校 喜多見4-20-1 喜多見中部町会、喜多見西部町会、
都営喜多見2丁目団地自࣏会

喜多見2丁目全域、喜多見4丁目8～36番、喜多
見5丁目24～25・27番、喜多見7丁目全域

砧 砧南中学校 鎌田3-13-20 法人格鎌田南ກ会、岡本自࣏会

宇奈根1丁目1・15～18・22～24番、鎌田1丁目
全域、鎌田2丁目全域、鎌田3丁目1～13・15～
26番、岡本1丁目全域、岡本2丁目全域、岡本3丁
目全域、瀬田4丁目38～41番、瀬田5丁目6・9・
28番

砧 山野小学校 砧6-7-1 砧町町会、法人格砧町自࣏会、千歳
台ກ町会、千歳台南会

砧1丁目1～5・11～34番、砧2丁目全域、砧3丁
目全域、砧4丁目全域、砧5丁目全域、砧6丁目全
域、砧7丁目全域、砧8丁目全域、千歳台1丁目1～
32・36～41番、祖師谷1丁目1～5・18～21番

砧 千歳小学校 成城9-6-1 法人格成城自࣏会（成城7～9丁目）、
成城団地自࣏会、藤自࣏会

成城7丁目全域、成城8丁目全域、成城9丁目全
域、祖師谷5丁目6～15・37～48番

烏山 上北沢小学校 上北沢4-22-29 上北沢町会 上北沢2丁目全域、上北沢3丁目全域、上北沢4
丁目全域、上北沢5丁目全域

烏山 八幡山小学校 八幡山1-14-1 上北沢1丁目自࣏会、八幡山町会
上北沢1丁目全域、八幡山1丁目全域、八幡山2丁
目1～18・20～22番、八幡山3丁目全域（37番
を除く）

烏山 芦花小学校 粕谷2-22-1
烏山下町会Ŋ児ケ谷会、芦花公園団
地自࣏会、コーシャハイム芦花公園
自࣏会、都営八幡山アパート自࣏会、
粕谷会、烏山南住宅自࣏会、都営粕
谷2丁目アパート自࣏会　※྆ආ難
所については校舎が一体の建物のた
め、ආ難所運営は一体的に行う。

南烏山1丁目1～30番、南烏山2丁目1～6・9～
37番、南烏山5丁目1～14番、粕谷1丁目全域、粕
谷2丁目全域、粕谷3丁目全域、粕谷4丁目全域、
八幡山2丁目19・23～25番、八幡山3丁目37番、
南烏山2丁目7～8番烏山 芦花中学校 粕谷2-22-2

烏山 上祖師谷中学校 上祖師谷7-10-1 上祖師谷自࣏会、祖師谷橋自࣏会、
成城通りパークウエスト自࣏会

上祖師谷1丁目1～21番、上祖師谷2丁目1～21
番、上祖師谷3丁目1～4・7～23番、上祖師谷4
丁目全域、上祖師谷5丁目全域、上祖師谷6丁目1
～20、26～31番、上祖師谷7丁目1～24番

烏山 給田小学校 給田4-24-1 給田町会、給田西住宅管理組合
給田3丁目25～34番、給田4丁目全域、給田5丁
目全域、北烏山5丁目2～6・17～23番、北烏山7
丁目全域、北烏山8丁目全域、北烏山9丁目全域

烏山 烏山北小学校 北烏山6-3-1
烏山中町会、親和会、あやめ会、烏山
北住宅貸自࣏会、烏山北住宅自࣏
会、コートヒルズ久我山自࣏会、北烏
山みむね管理組合、烏山寺院連合会

北烏山2丁目1～8・11～14番（3番の一部除く）、
北烏山3丁目全域、北烏山4丁目全域、北烏山5
丁目1・7～16番、18番、北烏山6丁目全域

烏山 烏山小学校 給田1-2-1 給田町会、給田南住宅自࣏会、上祖
師谷自࣏会、祖師谷橋自࣏会

給田1丁目全域、給田2丁目全域、給田3丁目1～
24番、南烏山5丁目15～36番、上祖師谷1丁目
22～41番、上祖師谷2丁目22～38番、上祖師谷
6丁目21～25番、上祖師谷7丁目25～30番

烏山 武蔵丘小学校 北烏山1-47-11
上北沢町会、烏山下町会、千駄山町
会、北烏山2丁目アパート自࣏会、北
烏山青葉団地管理組合、パークアベ
ニュー芦花公園自࣏会

南烏山3丁目1～11・13～25番、北烏山1丁目全
域、北烏山2丁目3・9・10番、上北沢5丁目44～
52番

烏山 烏山中学校 南烏山4-26-1 烏山上町会 南烏山3丁目12番、南烏山4丁目全域、南烏山6
丁目全域

ʲጶ
り

災証明書の発行ʳ
地や風水害などの災害により家屋等にඃ害を受けた場合、管のまちづくりセンターでঢ়گに応じて「ጶ災証明書」を発行します。
詳しくは管のまちづくりセンターにお問い合わせください。
※�ट都直下地などにより世田谷区内で大規模なඃ害が発生した時の「ጶ災証明書」の発行窓口は上記とは異なる場所に設置する予定です。
※�ጶ災証明書とは、地や風水害等の災害によりඃ災した家屋等のඃ害の程度を証明する書ྨのことです。各種保険の申請、税金や保
険料等のݮ免・༛予、յれた住宅のิ修、新しく建て直すときにかかる資金の貸付け等の༥資を受けようとする際等に使用します。
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赤堤1～ 5丁目 松沢まちづくりセンター 北沢 世田谷 北沢 北沢 世田谷

池尻1～ 3丁目 池尻まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷

池尻4丁目（1～ 32番） 池尻まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷

池尻4丁目（33～ 39番） 代沢まちづくりセンター 北沢 世田谷 世田谷 北沢 世田谷

宇奈根1～ 3丁目ņ 喜多見まちづくりセンター 砧 砧 玉川 成城 成城

梅丘1～ 3丁目 梅丘まちづくりセンター 北沢 世田谷 北沢 北沢 世田谷

大蔵1～ 6丁目 砧まちづくりセンター 砧 砧 玉川 成城 成城

大原1・2丁目 新代田まちづくりセンター 北沢 世田谷 北沢 北沢 世田谷

岡本1～ 3丁目 砧まちづくりセンター 砧 砧 玉川 成城 成城

奥沢1～ 3丁目 奥沢まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

奥沢4～ 8丁目 九品仏まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

尾山台1～ 3丁目 等々力まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

粕谷1～ 4丁目 上祖師谷まちづくりセンター 烏山 砧 北沢 成城 成城

鎌田1～ 4丁目 喜多見まちづくりセンター 砧 砧 玉川 成城 成城

上馬1～ 5丁目 上馬まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷

上北沢1～ 5丁目 上北沢まちづくりセンター 烏山 砧 北沢 成城 世田谷

上祖師谷1～ 7丁目 上祖師谷まちづくりセンター 烏山 砧 世田谷 成城 成城

上野毛1～ 4丁目 上野毛まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

上用賀1～ 6丁目 用賀まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

北烏山1～ 9丁目 烏山まちづくりセンター 烏山 砧 北沢 成城 成城

北沢1～ 5丁目 北沢まちづくりセンター 北沢 世田谷 北沢 北沢 世田谷

喜多見1～ 9丁目 喜多見まちづくりセンター 砧 砧 世田谷 成城 成城

主ཁ官公署の୲区域
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砧1～ 8丁目 砧まちづくりセンター 砧 砧 世田谷 成城 成城

砧公園 砧まちづくりセンター 砧 砧 玉川 成城 成城

給田1～ 5丁目 烏山まちづくりセンター 烏山 砧 北沢 成城 成城

経堂1～ 5丁目 経堂まちづくりセンター 世田谷 世田谷 北沢 北沢 世田谷

豪徳寺1・2丁目 梅丘まちづくりセンター 北沢 世田谷 北沢 北沢 世田谷

駒沢1丁目（1～ 19番） 上馬まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷

駒沢1丁目（20～ 24番） 上馬まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 玉川 世田谷

駒沢2丁目 上馬まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷

駒沢3～ 5丁目 深沢まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

駒沢公園 深沢まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

桜1～ 3丁目 上町まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷

桜丘1～ 5丁目 経堂まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷

桜上水1～ 5丁目 松沢まちづくりセンター 北沢 世田谷 北沢 成城 世田谷

桜新町1・2丁目 深沢まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

三軒茶屋1丁目 太子堂まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷

三軒茶屋2丁目 若林まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷

下馬1～ 6丁目 下馬まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷

新町1～ 3丁目 深沢まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

成城1～ 9丁目 成城まちづくりセンター 砧 砧 世田谷 成城 成城

瀬田1～ 5丁目 二子玉川まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

世田谷1～ 4丁目 上町まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷

祖師谷1～ 6丁目 祖師谷まちづくりセンター 砧 砧 世田谷 成城 成城

太子堂1～ 5丁目 太子堂まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷

代沢1～ 5丁目 代沢まちづくりセンター 北沢 世田谷 北沢 北沢 世田谷

代田1～ 3丁目 梅丘まちづくりセンター 北沢 世田谷 北沢 北沢 世田谷
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代田4～ 6丁目 新代田まちづくりセンター 北沢 世田谷 北沢 北沢 世田谷

玉川1～ 4丁目 二子玉川まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

玉川台1・2丁目 用賀まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

玉川田園調布1・2丁目 九品仏まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

玉堤1・2丁目 等々力まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

千歳台1・2丁目 祖師谷まちづくりセンター 砧 砧 北沢 成城 成城

千歳台3～ 6丁目 船橋まちづくりセンター 砧 砧 北沢 成城 成城

弦巻1～ 5丁目 上町まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷

等々力1～ 8丁目 等々力まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

中町1～ 5丁目 上野毛まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

野毛1～ 3丁目 上野毛まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

野沢1～ 4丁目 下馬まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷

八幡山1～ 3丁目 上北沢まちづくりセンター 烏山 砧 北沢 成城 成城

羽根木1・2丁目 新代田まちづくりセンター 北沢 世田谷 北沢 北沢 世田谷

東玉川1・2丁目 奥沢まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

深沢1～ 8丁目 深沢まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

船橋1～ 7丁目 船橋まちづくりセンター 砧 砧 北沢 成城 成城

松原1～ 6丁目 松原まちづくりセンター 北沢 世田谷 北沢 北沢 世田谷

三宿1・2丁目 池尻まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷

南烏山1～ 6丁目 烏山まちづくりセンター 烏山 砧 北沢 成城 成城

宮坂1～ 3丁目 経堂まちづくりセンター 世田谷 世田谷 北沢 北沢 世田谷

用賀1～ 4丁目 用賀まちづくりセンター 玉川 玉川 玉川 玉川 玉川

若林1～ 5丁目 若林まちづくりセンター 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷 世田谷
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世田谷区役所
車いす用駐車場あり　 エレベーターあり　 車いす用トイレあり　 オストメイト対応トイレあり

ੈా୩۠ͷखଓ͖ࢪઃɾΠϕϯτҊ

͕ͤͨίʔϧ
ὸ�03�5432�3333
ʢޕલ̔࣌ʙ࣌�ޙޕ�தແٳʣ
'BY�03�5432�3100

˟154-8504　世田谷区世田谷4-21-27
　☎5432-1111㈹　 5432-3001（広報広聴課）

ʪดிʫ土・日曜、祝・休日、年末年始（12月29日～ 1月3日）
　�（ただし、くみん窓口は第3土曜を除く土曜午前9時～午後5
時に一部業務を行っています）

ʪ૭ޱडؒ࣌ʫ平日午前8時30分～午後5時
　※�戸籍の届出は、窓口受付時間以外及びด庁日には、第2庁舎

地下1階「休日・時間外受付窓口」に提出することができます。
　　�「休日・時間外受付窓口」では戸籍の証明書は発行してい

ません。

　※�世田谷区民会館（令和6年9月1日開館）の休館日、利用時間
等は➡176頁参র

ੈా୩૯߹ࢧॴɺிࣷʢϊό
Ϗϧʣɺࢁிࣷɺੈ ా୩۠
ຽձ ʢؗྩ��݄�։ؗʣ

世田谷区役所
（てସ͑中ݐ）

ʪަ௨ʫ
●�世田谷線松

しょう

陰
いん

神
じん

社
じゃ

前駅または世
田谷駅下車各5分

●�バス「世
せ

田
たが

谷
や

区
く

民
みん

会
かい

館
かん

」下車すぐ
（̡ 渋52・反11・等13ʳ渋谷駅・
五反田駅・等々力ૢ車所・梅ヶ丘
駅～世田谷区民会館）

●�バス「世
せ

田
たが

谷
や

区
く

役
やく

所
しょ

入
いり

口
ぐち

」下車6分
（̡ 渋21・22・23・24・26 渋r谷
駅～上町駅・用賀駅・祖師ヶ谷大
蔵駅・成城学園前駅西口・調布駅
南口）

●�バス「世
せ

田
たが

谷
や

駅
えき

前
まえ

」下車7分（̡ 等11ʳ
等々力ૢ車所～桜小学校）

　※�城山分庁舎は、区役所第2庁舎・
東棟・西棟から、ె า5分

※令和６年6月１日現在。
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※令和６年6月１日現在
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˟154-0004　世田谷区太子堂2-16-7
☎5432-1111（代）
　�経ࡁ産業部（商業課、経ࡁ課、工業・ものづくり・ޏ用促進課、都市農業課、消費生活課）

˟156-0043　世田谷区松原6-3-5
☎5432-1111（代）
�生活文化ࡦ部（市民活動推進課、文化・国際課、人権・男女共同参画課、区民健康村・ふるさと・交
流推進課）、清掃・リサイクル部（管理課、事業課）、子ども・若者部（児童相談支援課）

˟154-0023　世田谷区若林5-38-1
☎5432-1111(代)
�ࡦ経営部（ࡦ研究・調査課）、総務部（研修担当課）、
教育総合センター（教育相談課、教育研究・̞̘̩推進課、事業推進担当課、支援教育課、乳幼児教育・
保育支援課）

കٰ庁ࣷ

教育総合センター

ੈా୩ۀ࢈ϓϥβݢࡾ庁ࣷ

ʪަ௨ʫ
●田園都市線三

さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

駅下車3分（北口A 出口）
●�世田谷線三

さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

駅下車3分
●�バス「三

さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

」下車3分（̡ 渋05・11・
12・21・22・23・24・26・82ʳ渋谷
駅～弦巻営業所・田園調布駅・二子玉川駅・
上町・用賀駅・祖師ヶ谷大蔵駅・成城学
園前駅西口・調布駅南口・等々力）

●�バス「三
さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

」下車3分（̡ 黒06 目r黒駅前
～三軒茶屋駅）

●�バス「三
さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

」下車すぐ（̡ 下61 北r沢タ
ウンホール～駒沢陸橋）
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ʪަ௨ʫ
●小田急線梅

うめ

ヶ
が

丘
おか

駅下車2分
●�バス「梅

うめ

ヶ
が

丘
おか

駅」下車2分（̡ 梅01 梅rヶ丘
駅～千歳船橋駅・̡ 梅02ʳ梅ヶ丘駅～経堂
駅・̡ 渋54 渋r谷駅～経堂駅・̡ 渋54 渋r谷
～梅ヶ丘駅・̡ 等13ʳ梅ヶ丘駅～等々力ૢ
車所）

ʪަ௨ʫ
●世田谷線若

わか

林
ばやし

駅下車９分
●小田急線梅

うめ

ヶ
が

丘
おか

駅下車12分
●�バス「若

わか

林
ばやし

陸
りっ

橋
きょう

北
きた

口
ぐち

」下車５分（̡ 森91 新r
代田駅前～大森ૢ車場）
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കٰ庁ࣷ

౦ాੈٸ୩ઢ౦ాੈٸ୩ઢ

एྛएྛ

एྛ

世田谷区立
教育総合センター
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˟156-0043　世田谷区松原6-41-7
　☎6379-0697 〈児童ٮの通ࠂ・相談窓口〉（24時間・365日）

6379-0698 ・世田谷区児童ٮ通ࠂダイヤル　☎0120-5
子

2
に

-8
や

3
さ

4
し

3
さ

（フリーダイヤル）
・児童相談所ٮ対応ダイヤル　☎1

いちはやく

89（フリーダイヤル）
〈養護相談・育成相談・非行相談等〉（受付時間：平日午前8時30分～午後5時）
・世田谷区児童相談所　☎6379-0697

世田谷区児童相談所

ʪަ௨ʫ
●�小田急線梅

うめ

ヶ
が

丘
おか

駅下車5分
●�小田急線豪

ごう

徳
とく

寺
じ

駅下車5分
●�東急世田谷線山

やま

下
した

駅下車5分
●�バス「松

まつ

原
ばら

（世
せ

田
たが

谷
や

区
く

）」下車2分（̡ 梅01ʳ
梅ヶ丘駅～千歳船橋駅・̡ 梅02 梅rヶ丘駅
～経堂駅・̡ 渋54 経r堂駅～渋谷駅）
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˟158-0094　世田谷区玉川1-20-1
☎5432-1111㈹
　�環境ࡦ部（環境ܭ画課、環境・エネルギー施ࡦ推進課、環境保全課）、都市整備ࡦ部（都市ܭ画課、
都市デザイン課、建築調整課、建築৹査課）、防災街づくり担当部（防災街づくり課、市街地整備課、
建築安全課）、みどり33推進担当部（みどりࡦ課、公園緑地課、公園整備利活用推進課）、道路・交
通ܭ画部（道路管理課、道路ܭ画課、道路事業推進課、交通ࡦ課）、土木部（土木ܭ画調整課、豪Ӎ
対ࡦ・下水道整備課、交通安全自転車課、工事第一課、工事第二課）、施設営繕担当部（公共施設マ
ネジメント課、施設営繕第一課、施設営繕第二課）

ೋ子ۄ庁ࣷ

ʪަ௨ʫ
●�田園都市線・大井町線二

ふた

子
こ

玉
たま

川
がわ

駅下車11分
●�大井町線上

かみ

野
の

毛
げ

駅下車7分
●�バス「玉

たま

川
がわ

高
こう

校
こう

前
まえ

」下車2分（̡ 黒02 二r子玉川駅
～目黒駅前）

●�バス「ライズ・プラザモール前
まえ

」下車2分
　（̡ 玉21 二r子玉川駅～東京医療センター）
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■庁ࣷҊ内
※令和6年6月1日現在のものです。໊ শや場所は、組৫改正等で変わることがあります。

౦౩

10階
展望ロビー
区議会聴席
区議会大会議室

９階 区議会議場、区議会ҕһ会室
̔階 区議会ҕһ会室、区議会議һ߇室
７階 区議会事務局

６階

601地域学校連ܞ課
602学校職һ課
603教育ࢦಋ課
604教育総務課
教育長室

５階
501人事課
502職һް生課
503経理課
504監査事務局

４階

401総務課
402区情報課
403広報広聴課
404財課
405�ふるさと納税対ࡦ担当課
行手法改・ܞ民連�406

ֵ担当課
407ࡦ企画課

３階

301災害対ࡦ課
302地域生活安全課
区長室ൿ書課

２階

区民会館ホール
ラウンジ

１階

区民会館ホール
区民会館管理室
前川ギャラリー

Ｂ1階
区民会館集会室
区民会館練習室
防災センター

౩

4階

401選ڍ管理ҕһ会事務局
402地域行課
403住民記録・戸籍課

3階

301スポーツ推進課
302スポーツ施設課
303�拠点スポーツ施設整備

担当課
304子ども家庭課
305�子ども・若者支援課

（若者支援担当）

2階

201庁舎管理担当課
202庁舎建設担当課
203地域振興課
204街づくり課

1階

101会ܭ課
102教育環境課
103学校健康推進課
104住宅課
105居住支援課
みずほ銀行

ୈ̎ிࣷ

5階
51生活福祉課
53学務課
54用地課

4階

41生活保健課
区情報センター

3階

30国保・年金課
（後期高齢者医療／特定健診係）

33障害施ࡦ推進課
33障害者地域生活課
33障害保健福祉課
34健康づくり課
35生活支援課
36子ども家庭支援課
37保健福祉課

2階

20児童課　
20こども・若者支援課
22保育課　
22保育認定・調整課
23保健福祉ࡦ課
23保健医療福祉推進課
24国保・年金課（国民年金）
26国保・年金課（国民健康保険）
26保険料収納課

1階

1・2課税課
3納税課
4�世田谷総合支所くみん窓口
区民担当（区民課区民係）

5�世田谷総合支所くみん窓口
戸籍担当（区民課戸籍係）

Ｂ1階 休日・時間外受付窓口
ி ʢࣷϊόϏϧʣ

̏
֊

高齢福祉課
介護予防・地域支援課

̎
֊

介護保険課
（管理係、情報化推進・事務改善、
介護認定৹査事務係）

̍
֊

介護保険課
（資格保険料係、保険給付係、
事業者ࢦ定・ࢦಋ、事業者支援）

ࢁிࣷ
̏
֊ੈ

ా
୩
อ
݈
ॴ

健康企画課

̎
֊ 課ࡦછ症対ײ

̍
֊ 健康推進課

ੈా୩૯߹ࢧॴ
り՝ࣨͮ͘߁݈

ʢੈా୩߹ಉிࣷʣ
̍
֊

世田谷総合支所健康づくり課
分室（健診会場）
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総合支所の͝Ҋ内
※ファクシミリ番号はお問い合わせ用です。申請等はファクシミリでは取りѻっていません。

ʪද���ʫ૯߹ࢧॴ֤՝ͷओͳࣄ
՝  ओͳࣄ ੈా୩૯߹ࢧॴ ૯߹ࢧॴ ॴࢧ߹૯ۄ ٨૯߹ࢧॴ ӊࢁ૯߹ࢧॴ

所在地 世田谷4-22-33 北沢2-8-18 等々力3-4-1 成城6-2-1 南烏山6-22-14
担当係が不明の場合 ☎5432-1111㈹ ☎5478-8000 ☎3702-1131 ☎3482-1321 ☎3326-1202


Ҭ
ৼ
ڵ
՝

調整係 支所ॸ務・
庁舎管理 画調整・相談ܭ

☎5432-2812
☎5432-2818

☎5478-8000 ☎3702-1133 ☎3482-1321 ☎3326-1202

画・相談ܭ
（すぐやる
相談窓口）

地域の困りごと相
談、広報・広聴 ☎5478-8038 ☎3702-1134 ☎3482-1324 ☎3326-1207

区民
相談室

区民相談、
ห護士相談等 ☎5432-2016 ☎5478-8001 ☎3702-4864 ☎3482-3139 ☎3326-6304

区情報
センター・
コーナー

区資料の閲覧・
販売、他自࣏体資
料の閲覧

☎5432-2099 ☎5478-8095 ☎3702-4549 ☎3482-3346 ☎3326-8370

地域振興・
防災

地域活動団体ॿ成、
ふるさとまつり支
援、防災訓練、防
災区民組৫

☎5432-2831 ☎5478-8028 ☎3702-1603 ☎3482-2169 ☎3326-9249

生涯学習・
施設

地区会館・区民集
会所利用・生涯学
習支援

☎5432-2835
☎5432-2840 ☎5478-8045 ☎3702-1636 ☎3482-2001 ☎3326-9376

地域施設
整備

区民施設等のܭ
画及び建設等 � ☎5478-8045 ☎3702-2153 � �

※課のファクシミリ 5432-3032 5478-8004 3702-0942 3482-1655 3326-1050

͘
Έ
Μ
૭
ޱ
ớ
۠
ຽ
՝
Ờ

区民担当
（区民係）

転入・転出・転居
手続き、住民ථ、ҹ
ؑ登録・証明、マ
イナンバーカード
の申請・交付、特
別永住者証明書の
更新・変更・交付、
国民健康保険・国
民年金の届出、後
期高齢者医療ඃ保
険者証交付、介護
保険証交付、ࣂい
の登録、軽自動車ݘ

（125cc以下の原付
バイク等）の登録、
課税・納税証明

☎5432-2814
※一部本庁の
各担当課での
取ѻいとなり
ます。

☎5478-8039
5478-7052

☎3702-1137
6809-7900

☎3482-3861
5787-7730

☎3326-8290
3326-9849

戸籍担当
（戸籍係）

戸籍の届出、戸籍に関
する証明書の発行 ☎5432-2825 ☎5478-8041 ☎3702-1136 ☎3482-1326 ☎3326-8293
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生
活
支
援
課

管理係 民生ҕһ・
児童ҕһ ☎5432-2841 ☎6804-7770 ☎3702-1730 ☎3482-1343 ☎3326-6111

生活支援 生活相談 ☎5432-2846 ☎6804-7386 ☎3702-1734 ☎3482-1390 ☎3326-6112

保護・
自立促進

生活保護
☎5432-2490
☎5432-2856
☎5432-2496
☎5432-2863

☎6804-7409
☎6804-7418

☎3702-1742
☎3702-1735
☎3702-1195

☎3482-3269
☎3482-3352

☎3326-6100
☎3326-6110
☎3326-6113

生活困ځ者の
自立促進 ☎5432-2497 ☎6804-7421 ☎3702-2172 ☎3482-5401 ☎3326-6058

※課のファクシミリ 5432-3034 6804-7994 3702-1520 5490-1139 3326-6169

อ
݈

ࢱ
՝

保健福祉
管理係

高齢者・障害者
（児）への保健福
祉サービスに関
する経理事務

☎5432-2885 ☎6804-8056 ☎3702-1796 ☎3482-8192 ☎3326-9632

地域支援
介護保険の相談・
受付、高齢者への
保健福祉サービ
スの相談・申請

☎5432-2850 ☎6804-8701 ☎3702-1894 ☎3482-8193 ☎3326-6136

障害支援

障害者（児）の自立
支援に関する相
談、障害者（児）へ
の保健福祉サー
ビスの相談・申請

☎5432-2865 ☎6804-8727 ☎3702-2092 ☎3482-8198 ☎3326-6115

※課のファクシミリ 5432-3049 6804-8813 5707-2661 3482-1796 3326-6154

݈
߁
ͮ
͘
Γ
՝

事業係

৷届、乳幼児健
診、歯科保健相
談、医療費ॿ成申
請、区民健診、食
生活相談室、健康
教室、細ە検査

☎5432-2893 ☎6804-9355 ☎3702-1948 ☎3483-3161 ☎3308-8228

保健
相談係

৷期面接、健
康相談、育児相
談、こころの健康
相談、デイケア

☎5432-2896 ☎6804-9667 ☎3702-1982 ☎3483-3166 ☎3308-8246

※課のファクシミリ 5432-3074 6804-9044 3705-9203 3483-3167 3308-3036

ࢠ
Ͳ

Ո
ఉ
ࢧ
ԉ
՝

子ども
家庭支援
センター

子ども総合相談
母子・子・女
ੑ相談、保育園
入園相談

☎5432-2915
☎5432-2489 ☎6804-7525 ☎3702-2173

☎3702-1189
☎3482-1415
☎3482-1344
☎3482-5271

☎3326-6155
☎3326-6056

児童手当・児童
ැ養手当等、子ど
も・ひとり親家
庭等医療費ॿ成

☎5432-2311 ☎6804-7526 ☎3702-1792 ☎3482-1344 ☎3326-9864

※課のファクシミリ 5432-3034 6804-9044 3702-1336 6277-9721 3308-3036
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૯߹ࢧॴ

ۄ
૯߹ࢧॴ

٨
૯߹ࢧॴ

ӊࢁ
૯߹ࢧॴ

֗
ͮ
͘
Γ
՝

街づくり

都市ܭ画のҊ内
都市ܭ画・地区ܭ画（千歳
烏山駅पล地区を除く）・
地区街づくりܭ画等（千歳
烏山駅पล地区を除く）に
関する相談、土地区画整理
事業を施行すべき区域（世
田谷を除く）、建築の条例
等手続き（街づくり条例・
住環境整備条例・中高
条例・みどりの基本条例関
係）、建築ܭ画֓要書閲覧、
風க地区の許可（砧・玉川
のみ）、建築台ா証明
自動車臨時運行許可、
道路等の相談

☎
5432-2870
～ 2872
☎
5432-2460

☎
5478-8031
☎
5478-8074
☎
5478-8076

☎
3702-4513
☎
3702-4539
☎
3702-4538

☎
3482-2594
☎
3482-1398
☎
3482-1301

☎
3326-9618
☎
3326-6306

※課のファクシミリ 5432-3055 5478-8019 3702-0942�� 3482-1471 3326-6159

ڌ


උ

୲

՝

拠点整備 小田急線上部利用ܭ画 � ☎
5478-8012 � � �

※課のファクシミリ � 5478-8019 � � �

Ӻ
प
ล

උ

୲

՝

駅पล整備 千歳烏山駅पล街づくり
（千歳烏山駅पล地区地区ܭ画）

☎
3326-9836

※課のファクシミリ 3326-6159

車いす用駐車場あり　 エレベーターあり　 車いす用トイレあり　 オストメイト対応トイレあり

Ҋ内図

総合支所　
北沢区民会館（北沢タウンホール）

　総合支所ۄ
玉川区民会館（玉川せせらぎホール）

������　ὸ ���������
●小田急線下

しも

北
きた

沢
ざわ

駅東口下車5分
●井の಄線下

しも

北
きた

沢
ざわ

駅中央口下車5分
●�バス「北

きた

沢
ざわ

タウンホール」下車すぐ（̡ 下61ʳ駒沢陸
橋～北沢タウンホール）

ʑྗ�����　ὸ���������
●大井町線等

と

々
どろ

力
き

駅下車すぐ
●バス「等

と

々
どろ

力
き

」下車2分（̡ 等12・13ʳ等々力ૢ車所
～成城学園前駅・梅ヶ丘駅、̡東98 等r々力ૢ車所～
東京駅南口）

●�バス「等
と

々
どろ

力
き

」下車すぐ（̡ 渋82ʳ等々力～渋谷駅、
ʲ等01 等r々力～玉堤ʤ循環ʥ）

ަ

εʔύʔ

ʢλϯϗʔϧʣ

ौ୩

ߦۜ
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ߦۜ
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େҪொ

ʑྗ

ίϯϏχ

ʑྗ

ʑྗ
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୩

川

ീ௨Γ


ࠇ
௨
Γ

େҪொઢ

ʪ૭ޱडؒ࣌ʫ平日午前8時30分～午後5時　ʪดிʫ土・日曜、祝・休日、年末年始（12月29日～
1月3日）（ただし、くみん窓口は第3土曜を除く土曜午前9時～午後5時に一部業務を行っています）
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ੈా୩૯߹ࢧॴ　
世田谷4-22-33　　
☎5432-1111㈹

ੈా୩อ݈ॴ　
世田谷4-24-1　城山分庁舎内
☎5432-2432（一部、区役所本庁舎内）

ੈా୩૯߹ࢧॴͷҊਤɾަ௨
��ทΛ͝ཡͩ͘͞い

٨総合支所　
砧区民会館（成城ホール）

ӊࢁ総合支所　

�����　ὸ���������
●小田急線成

せい

城
じょう

学
がく

園
えん

前
まえ

駅北口下車3分
●�バス「成

せい

城
じょう

学
がく

園
えん

前
まえ

駅」下車５分（̡ 渋24 渋r谷駅・̡ 玉
07・31 二r子玉川駅・̡ 用06 用r賀駅・̡ 等12 等r々
力ૢ車所・̡ 歳20・21 千r歳船橋駅・̡ 成01 つrつじヶ
丘駅南口・̡ 成02 千r歳烏山駅北口・̡ 成04 調r布駅
南口・̡ 成05 rࠏ江駅北口・̡ 成06 千r歳烏山駅南口
～成城学園前駅）

●�バス｢砧
きぬた

総
そう

合
ごう

支
し

所
しょ

ŉ下車すぐ（祖師谷・成城地域循環）

ೆӊࢁ�������　ὸ���������
●�京王線千

ちと

歳
せ

烏
からす

山
やま

駅下車5分
●�バス ｢烏

からす

山
やま

総
そう

合
ごう

支
し

所
しょ

前
まえ

ŉ 下車すぐ（̡ 吉02ʳ吉寺駅
～千歳烏山駅ʤ北口ʥ）

●�バス｢千
ちと

歳
せ

烏
からす

山
やま

駅
えき

ʤ北
きた

口
ぐち

ʥŉ下車2分（̡ 成02 成r城学園
前駅ʤ西口ʥ・̡ 吉02 吉r寺駅～千歳烏山駅ʤ北口ʥ、
ʲԮ58 北r野～Ԯۼ駅ʤ南口ʥ）
●�バス｢千

ちと

歳
せ

烏
からす

山
やま

駅
えき

ʤ南
みなみ

口
ぐち

ʥŉ下車8分（̡ 成06 成r城学園
前駅ʤ西口ʥ・̡ 歳23 千r歳船橋駅～千歳烏山駅、̡丘
22 つrつじヶ丘駅ʤ北口ʥ～千歳船橋駅）

●�バス｢千
ちと

歳
せ

烏
からす

山
やま

駅
えき

ŉ下車6分（̡ 烏01 千r歳烏山駅～久
我山病院循環）
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■ฏ日（݄ʙ金༵）の窓口　ʪडؒ࣌ʫ午前8時30分～午後5時　ʪดிʫ祝・休日、年末年始
※マイナンバーカード専用証明書自動交付機は➡86頁参র

窓口औѻいૣݟද
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転入・転出・転居・世帯変更の届出 77 ˓ ˓ － － － －
住民ථ（除ථ）のࣸし・住民ථ（除ථ）記ࡌ事߲
証明書・不在住証明書の交付 78 ˓ ˓ － ˓ 2 ˓ 2 －

住民ථのࣸしの広域交付 79 ˓ ˓ － － － －
マ
Π
φ
ン
ό
ồ

マイナンバーカード（個人番号カード）の
申請・交付　※要事前申込み 80～ ˓ ˓ 3 － － － ˓

電子証明書発行・更新/҉証番号再設定等 81 ˓ ˓ － － ˓ 4 ˓
ҹ
ؑ

ొ


ҹؑ登録の申請（登録、ഇ止・ฆࣦ等の届出） 82 ˓ ˓ － － － －
ҹؑ登録証明書の交付 82 ˓ ˓ － ˓ 2 ˓ 2 －

特別永住者の方の手続き（特別永住者証明書の
更新・変更・交付等、特別永住許可の申請） 84 ˓ ˓ － － － －

住居表示に関する届出 162 ˓ ˓ － － － －

ށ
੶

戸籍全部事߲証明書（戸籍౽本）・戸籍個人事
߲証明書（戸籍ঞ本）・身分証明書等の交付 75 ˓ 5 ˓ － － － －
除籍全部事߲証明書（除籍౽本）・除籍個人
事߲証明書（除籍ঞ本）等の交付 75 ˓ 5 － － － － －

出生・ࢮ亡・ࠗҽ等の届出 72～ ˓ － － － － －

੫
ۚ

特別区民税・都民税、森林環境税、軽自動車
税（種別ׂ）の納付 89 ˓ ˓ － － － －
特別区民税・都民税、森林環境税の課税・
納税証明書の交付 89 ˓ ˓ － ˓ 2 ˓ 2 －

軽自動車税（種別ׂ）の納税証明書の交付 89 ˓ － － － － －
原動機付自転車（125ccまたは1.0kW以下）・
小型特घ自動車の登録、ഇ車手続き 92 ˓ － － － － －

อ
ݥ
ɾ

ۚ

国民健康保険の手続き等（一部の保険給付は除く）104～ ˓ ˓ － 証再交付のみ 証再交付のみ －
国民健康保険料の支い 105 ˓ ˓ － － － －
後期高齢者医療制度の手続き 118 ˓ ˓ － 証再交付のみ 証再交付のみ －
後期高齢者医療保険料の支い 118 ˓ ˓ － － － －
国民年金の届出（高齢ҙ加入・保険料免除・
第3号ඃ保険者に係る届を除く） 109 ˓ ˓ － － － －

介護保険ඃ保険者証の交付 111 ˓ ˓ － 証再交付のみ 証再交付のみ －
介護保険料の支い 111 ˓ ˓ － － － －

ථの交付ࡁ病予防ࣹݘڰのݘいࣂ 103 ˓ ˓ － － － －
৷届の受理、母子健康手ா（親子健康手ா）・
්健康診査受診ථ・新生児聴覚検査受診ථの交付

138・
141 支所健康づくり課 ˓ － ˓ ˓ －

ֶ
ߍ

学校ࢦ定通知書・就学通知書の交付 149 ˓ ˓ － － － －
私立・国立等の小・中学生へのܞ帯用防൜
ブザーの支給 149 ˓ ˓ － ˓ ˓ －

ごみࢄཚ防止ネットのॿ成 95 支所地域振興課ܭ画・相談�
※世田谷はܭ画調整・相談 － ˓ 6 ˓ ˓ －

車いすの貸出し 129 支所保健福祉課 － ˓ 7 ˓ ˓ －
高ࢬばさみの貸出し 167 － － ˓ ˓ ˓ －
自動通話録音機の貸出し 22 － 8 － ˓ ˓ ˓ －
区広報板（地域コーナー）の利用受付 － － － ˓ ˓ ˓ －
※1：マイナンバーカードセンターの受付時間は、日・月・水・金は9時～17時、火・木は11時～19時です。（詳しくは➡48頁）
※2：住民ථのࣸし（本人または同一世帯の方のみ）、ҹؑ登録証明書、課税証明書（本人のみ）の取次ぎ発行を行っています。（詳しくは➡52頁）
※3：太子堂出張所ではマイナンバーカードの交付は取りѻいません。
※4：�一部取りѻっていない手続きがあります。詳しくは世田谷区マイナンバー制度コールセンター（☎3570-5031）までお問い合わせいただくか、

区のホームページをご確認ください。
※5：広域交付は戸籍・除籍全部事߲証明書、除籍౽本のみ、かつ本人等請求の方のみ取りѻいます。（詳しくは➡74頁）
※6：北沢・等々力は同じ建物内、成城は隣接する総合支所地域振興課ܭ画・相談で取りѻいます。
※7：北沢・等々力は同じ建物内、成城は隣接する総合支所保健福祉課で取りѻいます。
※8：烏山総合支所地域振興課ܭ画・相談のみ取りѻいます。
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■土 （༵ୈ̏土༵をআく）の窓口
ʪडؒ࣌ʫ午前9時～午後5時　ʪดிʫ毎月の第3土曜、祝・休日、年末年始（12月29日～1月3日）
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転入・転出・転居・世帯変更の届出 77 ˓ ˓ 次の手続き等は取ѻいできません。
・�海外からの転入届
・�住民基本台ாカードを継続して利用
する転入届

・�他の区市町村への確認が必要な手続
き等

・�住基ネットを利用する手続き等

住民ථ（除ථ）のࣸし・住民ථ（除ථ）記ࡌ事߲
証明書・不在住証明書の交付 78 ˓ ˓

住民ථのࣸしの広域交付 79 － －
マ
Π
φ
ン
ό
ồ

マイナンバーカード（個人番号カード）の
申請・交付　※要事前申込み

80
～ ˓ －

電子証明書発行・更新/҉証番号再設定等 81 ˓ －
ҹ
ؑ

ొ


ҹؑ登録の申請（登録、ഇ止・ฆࣦ等の届出） 82 ˓ ˓
ҹؑ登録証明書の交付 82 ˓ ˓

特別永住者の方の手続き（特別永住者証明書の
更新・変更・交付等、特別永住許可の申請） 84 ˓ ˓ 特別永住許可の申請は取ѻいできませ

ん。
住居表示に関する届出 162 ˓ ˓

ށ
੶

戸籍全部事߲証明書（戸籍౽本）・戸籍個人事߲証
明書（戸籍ঞ本）・身分証明書等の交付 75 ˚ 1 － 本人等請求（2）のみとなります。

除籍全部事߲証明書（除籍౽本）・除籍個人
事߲証明書（除籍ঞ本）等の交付 75 ˚ 1 －

本人等請求（2）のみとなります。
平成17年7月16日以降の平成改製原戸
籍と除籍のみです。

出生・ࢮ亡・ࠗҽ等の届出 72～ ˚ － お預かりとなります。

੫
ۚ

特別区民税・都民税・森林環境税、軽自動車税（種別ׂ）
の納付 89 － －

特別区民税・都民税・森林環境税の課税・納税証
明書の交付 89 ˓ ˓ 申ࠂしていない場合や担当課に確認が

必要な場合は交付できません。
軽自動車税（種別ׂ）の納税証明書の交付 89 － －
原動機付自転車（125ccまたは1.0kW以下）・小型
特घ自動車の登録、ഇ車手続き 92 － －

อ
ݥ
ɾ

ۚ

国民健康保険の手続き等（一部の保険給付は
除く）

104
～ ˚ ˚ 担当課に確認が必要な場合はお預かり

となります。
国民健康保険料の支い 105 － －
後期高齢者医療制度の手続き 118 ˚ ˚ お預かりとなります。
後期高齢者医療保険料の支い 118 － －
国民年金の届出（高齢ҙ加入・保険料免除・
第3号ඃ保険者に係る届を除く） 109 ˓ ˓

介護保険ඃ保険者証の交付 111 ˚ ˚ 担当課に確認が必要な場合はお預かり
となります。

介護保険料の支い 111 － －
ථの交付ࡁ病予防ࣹݘڰのݘいࣂ 103 － －

৷届の受理、母子健康手ா（親子健康手ா）・්健康
診査受診ථ・新生児聴覚検査受診ථの交付

138
・
141

˓ ˓ 担当課に確認が必要な場合はお預かり
となります。

ֶ
ߍ

学校ࢦ定通知書・就学通知書の交付 149 ˓ ˓
私立・国立等の小・中学生へのܞ帯用防൜ブザー
の支給 149 ˓ ˓

ごみࢄཚ防止ネットのॿ成 95 － －
車いすの貸出し 129 － －
高ࢬばさみの貸出し 167 － －
自動通話録音機の貸出し 22 － －
区広報板（地域コーナー）の利用受付 － － －
※1　広域交付は取りѻいません。
※2　本人等請求ʜ戸籍に記ࡌされている方、そのۮ者、子、ଙ、母など直ܥ親からの請求
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■土・日༵、ॕ 日等の証໌書（住民ථ・ҹؑొ証໌書）発行窓口ٳ・

■Ϛイナンόーに関するख続き窓口

૭ޱ
ʢҊਤ��ทʣ डɾؒ࣌ ަすΔূ໌ॻͷछྨ ਃͰ͖Δํɾਃ࣌ʹ

いͨͩ͘ͷ͓ͪ࣋ い߹Θͤઌ

キャロットタワー
住民ථ・ҹؑ証
明発行窓口（キャ
ロットタワー2階）

午前9時～午後8時
（年末年始を除く）

●住民ථのࣸし
※�除ථ・ཤ歴付住民ථ
のࣸし、外国人の方
の通শの記ࡌ及び
除に関する事߲を
記ࡌした住民ථのࣸ
し、住民ථのࣸしの
広域交付申請は取り
ѻいできません。

●ҹؑ登録証明書

●住民ථのࣸし
本人または同一世帯һの方

※�本人確認をしますので、マ
イナンバーカード（個人番号
カード）・住民基本台ாカー
ド・運転免許証・パスポー
ト（日本国発行のもののみ）、
在留カード等公署発行の
ࣸਅ入り証明書、または健
康保険証をお持ちください。

●ҹؑ登録証明書
�ҹؑ登録証明書を取りたい
方のҹؑ登録証（カード）を
お持ちください。

世田谷総合支所
くみん窓口
区民担当　
☎5432-2814
※平日：
午前8時30分～
午後5時
土曜（第３土曜
を除く）：
午前9時～
午後5時

烏山区民センター
Ҋ内窓口

土・日曜、祝・休日
（年末年始を除く）
午前9時～午後5時

烏山出張所
☎3300-5361

5384-3222
※平日のみ
（午前8時30分～
午後5時）

૭ޱ ։ઃɾ։ઃؒ࣌ खଓ͖ͷछྨ खଓ͖対ऀɾͪ࣋ い߹Θͤઌ

世田谷区
マイナンバー
カードセンター
（三軒茶屋1-41-10
三茶昭和ビル3階）

日・月・水・金
午前9時～午後5時

火・木
午前11時～午後7時

（土曜、第３土曜に
続く日曜、祝日、休
日、年末年始を除く）

●�個人番号カード申請・
交付・再交付

●�個人番号カードのฆ
ࣦ・ഇ止・回収

●�個人番号カード一時
停止ղ除

●�電子証明書の発行・
更新

●�҉証番号の変更・初
期化

●�個人番号カードの交
付申請書発行

必ずご本人確認が必要となり
ます（運転免許証や保険証な
ど）。それぞれの手続きで必要
書ྨが異なりますので、問い
合わせ先までご連絡下さい。

世田谷区
マイナンバー制度
コールセンター
☎3570-5031
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くみん窓口
ʪดிʫ第3土曜、日曜、祝・休日、年末年始（12月29日～ 1月3日）
ʪडؒ࣌ʫ平日午前8時30分～午後5時、第3土曜を除く土曜午前9時～午後5時
取ѻ業務は、窓口取ѻい早見表（➡46頁～）をご覧ください。

車いす用駐車場あり　 エレベーターあり　 車いす用トイレあり　 オストメイト対応トイレあり

Ҋ内図

ੈా୩૯߹ࢧॴͷҊਤɾަ௨��ทΛ͝ཡͩ͘͞い
ੈా୩૯߹ࢧॴ ͘ΈΜ૭ޱ　世田谷4-22-35　区役所第2庁舎内
　　　区民担当（区民課区民係）☎ 5432-2814　　戸籍担当（区民課戸籍係）☎ 5432-2825

総合支所�くみん窓口　

٨総合支所�くみん窓口　

　総合支所�くみん窓口ۄ

ӊࢁ総合支所�くみん窓口　

������　
　۠ຽ୲ʢ۠ຽ՝۠ຽʣ　ὸ���������
���������ʣ　ὸ੶ށ੶୲ʢ۠ຽ՝ށ　

●小田急線下
しも

北
きた

沢
ざわ

駅東口下車5分
●�井の಄線下

しも

北
きた

沢
ざわ

駅中央口下車5分
●�バス「北

きた

沢
ざわ

タウンホール」下車すぐ（̡ 下61 駒r沢陸橋
～北沢タウンホール）

�����　
　۠ຽ୲ʢ۠ຽ՝۠ຽʣ　ὸ���������
���������ʣ　ὸ੶ށ੶୲ʢ۠ຽ՝ށ　

●�小田急線成
せい

城
じょう

学
がく

園
えん

前
まえ

駅北口下車3分
●�バス「成

せい

城
じょう

学
がく

園
えん

前
まえ

駅
えき

」下車5分（̡ 渋24 渋r谷駅・̡ 玉
07・31 二r子玉川駅・̡ 用06 用r賀駅・̡ 等12 等r々
力ૢ車所・̡ 歳20・21 千r歳船橋駅・̡ 成01 つrつじヶ
丘駅南口・̡ 成02 千r歳烏山駅北口・̡ 成04 調r布駅
南口・̡ 成05 rࠏ江駅北口・̡ 成06 千r歳烏山駅南口
～成城学園前駅）

●�バス「砧
きぬた

総
そう

合
ごう

支
し

所
しょ

」下車すぐ（祖師谷・成城地域循環）

ʑྗ�����　
　۠ຽ୲ʢ۠ຽ՝۠ຽʣ　ὸ���������
���������ʣ　ὸ੶ށ੶୲ʢ۠ຽ՝ށ　

●�大井町線等
と

々
ど

力
ろき

駅下車すぐ
●�バス「等

と

々
ど

力
ろき

」下車2分（̡ 等12・13ʳ等々力ૢ車所
～成城学園前駅・梅ヶ丘駅、̡東98 等r々力ૢ車所～
東京駅南口）

●�バス「等
と

々
ど

力
ろき

」下車すぐ（̡ 渋82 等r々力～渋谷駅、̡等
01 等r々力～玉堤ʤ循環ʥ）

ೆӊࢁ�������
　۠ຽ୲ʢ۠ຽ՝۠ຽʣ　ὸ���������
���������ʣ　ὸ੶ށ੶୲ʢ۠ຽ՝ށ　

●�京王線千
ちと
歳
せ
烏
からす
山
やま
駅下車5分

●�バス ｢烏
からす

山
やま
総
そう
合
ごう
支
し
所
しょ
前ŉ 下車すぐ（̡ 吉02ʳ吉寺駅

～千歳烏山駅ʤ北口ʥ）
●�バス｢千

ちと
歳
せ
烏
からす
山
やま
駅
えき
ʤ北

きた
口
ぐち
ʥŉ下車2分（̡ 成02 成r城学園

前駅ʤ西口ʥ・̡ 吉02 吉r寺駅～千歳烏山駅ʤ北口ʥ、
ʲԮ58 北r野～Ԯۼ駅ʤ南口ʥ）
●�バス｢千

ちと
歳
せ
烏
からす
山
やま
駅
えき
ʤ南

みなみ
口
ぐち
ʥŉ下車8分（̡ 成06 成r城学園

前駅ʤ西口ʥ・̡ 歳23 千r歳船橋駅～千歳烏山駅、̡丘
22 つrつじヶ丘駅ʤ北口ʥ～千歳船橋駅）

●�バス｢千
ちと
歳
せ
烏
からす
山
やま
駅
えき
ŉ下車6分（̡ 烏01 千r歳烏山駅～久

我山病院循環）
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出張所
取ѻ業務は、窓口取ѻい早見表（➡46頁～）をご覧ください。

車いす用駐車場あり　 エレベーターあり　 車いす用トイレあり　 オストメイト対応トイレあり
Ҋ内図

ଠ子ಊ出張所　

　ಊ出張所ܦ

ଠࢠಊ������
ὸ���������　 ���������
●�田園都市線三

さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

駅下車4分
●�世田谷線三

さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

駅下車4分
●�バス「三

さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

」下車4分（渋谷駅～ʲ渋05 弦r巻営
業所・̡ 渋11ʳ田園調布駅・̡ 渋21ʳ上町・̡ 渋22ʳ
用賀駅・̡ 渋23 祖r師ヶ谷大蔵駅・̡ 渋24 成r城学園
前駅西口・̡ 渋82 等r々力）

●バス「三
さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

」下車4分（̡ 下61 北r沢タウンホール～
駒沢陸橋）

●�バス「三
さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

駅
えき

」下車4分（̡ 黒06 目r黒駅前～三軒
茶屋駅）

�������ࡔٶ
ὸ���������　 ���������
●�小田急線経

きょう

堂
どう

駅下車8分
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用լ出張所　

ೋ子ۄ出張所　

用լ�������
ὸ���������　 ���������
●�田園都市線用

よう

賀
が

駅東口下車5分
●�バス「用

よう

賀
が

駅
えき

」下車５分（̡ 用21 関r東中央病院・̡ 用
22 美r術館）

●�バス「用
よう

賀
が

」下車4分（̡ 用01 祖r師ヶ谷大蔵駅・̡ 用
06 成r城学園前駅・̡ 渋22 渋r谷駅）

●�バス「用
よう

賀
が

神
じん

社
じゃ

前
まえ

」下車２分（̡ 恵32ʳ用賀駅～恵ൺ
寿駅・̡ 等12 等r々力ૢ車所～成城学園前駅）

●�バス「用
よう

賀
が

一
いっ

丁
ちょう

目
め

」下車３分（̡ 玉12ʳ駒沢大学駅前
～二子玉川駅/高津営業所）
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●�大井町線、田園都市線二

ふた

子
こ

玉
たま

川
がわ

駅下車6分
●�バス「二

ふた

子
こ

玉
たま

川
がわ

」下車4分(̡ 玉06ʳ砧本村・̡ 玉07ʳ
成城学園前駅ʤ南口ʥ・̡ 玉08ʳ調布駅南口～二子玉
川駅)

●�バス「二
ふた

子
こ

玉
たま

川
がわ

駅
えき

」下車7分(̡ 玉11 多r摩川駅・̡ 玉21ʳ
東京医療センター・̡ 黒02 目r黒駅前～二子玉川駅)

●�バス「玉
たま

川
がわ

高
たか

島
しま

屋
や

S
エス

C
シー

西
にし

口
ぐち

」下車2分(̡ 玉30 玉r川病院
循環・̡ 玉31ʳ成城学園前駅/成育医療研究センター
～二子玉川駅)50
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ӊࢁ出張所　 ӊࢁ区民センターҊ内窓口 キャロットタϫー住民ථ・ҹؑ証໌
発行窓口

Ϛイナンόーカーυセンター

ೆӊࢁ������　ӊ۠ࢁຽηϯター
ὸ���������　 ���������
˞車いす用駐車場ʹͭいͯɺࣄલʹ͓い߹Θ

ͤͩ͘͞いɻ
●�京王線千

ちと

歳
せ

烏
からす

山
やま

駅下車2分
●�バス「千

ち

歳
とせ

烏
からす

山
やま

駅
えき

（北
きた

口
ぐち

）」下車2分（̡ 成02 成r城学園
前駅西口・̡吉02 吉r寺駅～千歳烏山駅ʤ北口ʥ、̡Ԯ
58 Ԯrۼ駅南口～北野）

●�バス「千
ち

歳
とせ

烏
からす

山
やま

駅
えき

（南
みなみ

口
ぐち

）」下車5分（̡ 歳23 千r歳船橋
駅・̡ 成06 成r城学園前駅西口・̡ 烏51 八r幡山駅～
千歳烏山駅ʤ南口ʥ、̡丘22ʳ千歳船橋駅～つつじヶ
丘駅北口）

●�バス「千
ち

歳
とせ

烏
からす

山
やま

駅
えき

」下車5分（̡ 烏01ʳ千歳烏山駅～
久我山病院ʤ循環ʥ）

ଠࢠಊ�����　Ωϟϩοトタϫー �֊
˞ઐ用ిあり·ͤΜɻ

͓い߹Θͤʮੈా୩૯߹ࢧॴ͘ΈΜ૭۠ޱ
ຽ୲ʢὸ���������ʣʯ

●�世田谷線三
さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

駅下車すぐ
●�田園都市線三

さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

駅下車3分
●�バス「三

さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

」下車2分（渋谷駅～ʲ渋05 弦r巻営
業所・̡ 渋11 田r園調布駅・̡ 渋21 上r町駅・̡ 渋22ʳ
用賀駅・̡ 渋23 祖r師ヶ谷大蔵駅・̡ 渋24 成r城学園
前駅西口・̡ 渋82 等r々力）

●�バス「三
さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

」下車2分（̡ 下61 北r沢タウンホール～
駒沢陸橋）

●�バス「三
さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

」下車2分（̡ 黒06 目r黒駅前～三軒茶
屋駅）

֊�তϏϧࡾ　�������ݢࡾ
ὸ���������　 ���������
●�世田谷線三

さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

駅下車5分
●�田園都市線三

さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

駅下車2分
●�バス「三

さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

駅」下車すぐ（̡ 黒06ʳ目黒駅前～三
軒茶屋駅）

●�バス「三
さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

」下車5分（̡ 渋05 渋r谷駅～弦巻営業
所・̡ 渋11ʳ田園調布駅・̡ 渋21ʳ上町駅・̡ 渋22ʳ
用賀駅・̡ 渋23 祖r師ヶ谷大蔵駅・̡ 渋24 成r城学園
前駅西口・̡ 渋82ʳ等々力・̡ 下61ʳ北沢タウンホー
ル～駒沢陸橋）

ަ

ઍࡀ
ӊࢁ

भ֗ߕچ
ಓ

৽॓

ߦۜ

ӊࢁ૯߹
ॴલࢧ

ઍࡀӊࢁӺʢޱʣ
ʢখాٸόεʣ
ʢؔ౦όεʣ

ࣗసंళ
ઍࡀӊࢁӺ
ʢؔ౦όεʣ

ӊࢁग़ுॴ
ʢӊ۠ࢁຽ
��ηϯλʔʣ

ઍࡀӊࢁӺ
ʢژԦόεʣ

ӊࢁ
૯߹ࢧॴ

ઍࡀӊࢁӺʢೆޱʣ
ʢখాٸόεʣ

Ԧژ
ઢ

ௐ

ञ

৽॓

ߦۜ

ೆޱޱ

ޱ

ݢࡾ


εʔύʔ

ଠࢠಊग़ுॴ

Ωϟϩοτλϫʔॅຽථɾ
ҹؑূ໌ൃߦ૭ޱ
Ωϟϩοτλϫʔ2֊

ੈా୩ઢ

ੈా୩
௨Γ

ݢࡾ



ళ
ۺ

ߔ
ͷ
ޱ

Γ
௨



ကڇ

ौ୩

ాԂࢢઢ
ಓ࿏ߴ

ަ

ಓ̎ࠃ௨Γʢۄ ̐̒ ߸ʣ

ˎදهͷͳ͍ɹʢόεఀʣ
ɹશ ʮͯݢࡾʯɻ

Ӻݢࡾ

ݢࡾ


εʔύεʔύʔ

ଠࢠಊग़ுॴ
;Ε͍͋ݢࡾ

ΩϟϩοτλϫʔΩϟϩοτλϫʔ

ϚΠφϯόʔ
Χʔυηϯλʔ

ੈా୩ઢ

ੈా୩
௨Γ

ݢࡾ



ళ
ۺ

ߔ
ͷ
ޱ

Γ
௨



ကڇကڇ

ϋϯόʔΨʔళ

ौ୩

ాԂࢢઢ
ಓ࿏ߴ

ަ

ಓ̎ࠃ௨Γʢۄ ̐̒ ߸ʣ

ˎදهͷͳ͍ɹʢόεఀʣ
ɹશ ʮͯݢࡾʯɻ

Ӻݢࡾ

ிࣷݢࡾ

51

࣍ɾࡧҾ

૭ޱ

੫ۚ

ɾҩྍ߁݈

จԽɾεϙʔπ
ֶशɾอཆࢪઃ

ۙͳ
۠

ੈా୩۠
ΨΠυ

૬ஊ

͝Έͱ
Β͠

ࢱ

ɾࣄ
ͨΒ͘

ઃҰཡࢪ

൜ɾࡂ
ରࡦ

ಧग़ɾূ໌

อݥɾۚ

Ͳएऀɾࢠ
ҭڭ

·ͪͱ
ॅ·͍



૭
ޱ

まちづくりセンター
■݄ʙ金༵の窓口�ʪ૭ޱडؒ࣌ʫ午前8時30分～午後5時　ʪดிʫ土・日曜、祝・休日、年末年始

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
ớ
��
͔
所
Ờ

ओͳαーϏス
●地区のまちづくり支援に関すること
●地区の防災に関すること
●身近な地区での相談に関すること
●主な窓口サービス
　（1）マイナンバーカード専用証明書自動交付機での「住民ථのࣸし」等の交付（➡86頁）
　（2）窓口での「住民ථのࣸし」等の証明書の取次ぎ発行（下記参র）
　（3）�国民健康保険証・国民健康保険高齢受給者証・介護保険の保険証及び資格者証・後期高齢者医療

ඃ保険者証の再交付
　（4）৷届の受理、母子健康手ா（親子健康手ா）・්健康診査受診ථ・新生児聴覚検査受診ථの交付
　（5）国立・都立・私立小・中学校への入学の届出、就学通知書の再交付
　（6）国立・都立・私立小・中学生へのܞ帯用防൜ブザーの支給
　（7）ごみࢄཚ防止ネットのॿ成
　（8）車いすの貸出し
　（9）高ࢬばさみの貸出し
　（10）自動通話録音機の貸出し
　（11）区広報板（地域コーナー）の利用受付
　（12）�マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新／҉証番号の変更・再設定／交付申請書の交付

（➡81頁）

※�（1）～（6）について太子堂、経堂、北沢、等々力、用賀、二子玉川、烏山は同じ建物内、成城は隣接する総合支所のくみ
ん窓口または出張所で取りѻいます。

※（7）について北沢、等々力は同じ建物内、成城は隣接する総合支所の地域振興課ܭ画・相談で取りѻいます。
※（8）について北沢、等々力は同じ建物内、成城は隣接する総合支所の保健福祉課で取りѻいます。
※�（12）について、若林、上町、上馬、梅丘、代沢、松原、奥沢、九品仏、祖師谷、船橋、喜多見、上祖師谷のまちづくりセンター
で取りѻいます。

ʪূ໌ॻͷऔߦൃ͗࣍ʫ
太子堂、経堂、北沢、等々力、用賀、二子玉川、成城、烏山を除く20か所の窓口において、以下の
証明書の取次ぎ発行を行っています。

छྨ खྉ ਃͰ͖Δํ ਃʹඞཁͳॻྨ
住民ථのࣸし ※1

300円
（1通）

本人または本人と同一世帯һの方 本人確認資料（➡76頁）

ҹؑ登録証明書 ※2 ҹؑ登録証明書を取りたい方のҹؑ登録証
（カード）をご持参の方 ҹؑ登録証（カード）

課税証明書 ※3 本人 ※4 本人確認資料（➡93頁）
1：�住民ථコード入りの住民ථのࣸし、除ථ・ཤ歴付住民ථのࣸし、改製原住民ථのࣸし、転出の届

出をした方の住民ථのࣸし、外国人の方の在留資格の一部のみをলུした住民ථのࣸし、広域交
付申請は取ѻいできません。

2：�世田谷区からの転出の届出を提出された方の証明書については取ѻいできません。
3：�前年度以前の課税（非課税）証明書は取ѻいできません。（未申ࠂの場合や修正申ࠂをした場合等

も、一部発行できないことがあります）
4：�現年度の1月1日（基準日）時点で世田谷区に居住し、世田谷区で課税・非課税のܾ定がされてい

る方。かつ、申請時点で世田谷区に住民登録がある方のみ取ѻいます。
※1～4以外にも交付できない場合がありますので、あらかじめ窓口にお問い合わせください。

ʪࢱͷ૬ஊ૭ޱʫ
　区内全28地区のまちづくりセンター、あんしんすこやかセンター（地域แׅ支援センター）、社会福祉協
議会地区事務局の三者が連ܞして、担当区域（➡35頁～）の福祉の困りごとなどの相談をお受けしています。
また、相談内༰によっては専門の担当組৫や専門機関に適に引き継ぎ、支援に݁び付けています。
※あんしんすこやかセンター（➡123頁・180頁～）、社会福祉協議会（➡123頁・191頁～）
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車いす用駐車場あり　 エレベーターあり　 車いす用トイレあり　 オストメイト対応トイレあり
※ファクシミリ番号はお問い合わせ用です。申請等はファクシミリでは取りѻっていません。

Ҋ内図

■৲まちづくりセンター
˘৲あんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会৲地区事務ہ

■若ྛまちづくりセンター
˘若ྛあんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会若ྛ地区事務ہ

■ଠ子ಊまちづくりセンター
˘ଠ子ಊあんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会ଠ子ಊ地区事務ہ

池尻3-27-21
৲·ͪͮ͘りηϯター
　☎3413-1843　 5486-7664
৲あΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎5433-2512　 3418-5261
ࣾձٞڠࢱձ৲۠ࣄہ
　☎090-9818-3040　 4330-1886
●�田園都市線池

いけ

尻
じり

大
おお

橋
はし

駅西口下車12分
●�バス「三

み

宿
しゅく

」下車8分（渋谷駅～̡ 渋05 弦r巻営業所・̡渋
21ʳ上町・̡ 渋23ʳ祖師ヶ谷大蔵駅・̡ 渋24ʳ成城学
園前駅西口）

●�バス「池
いけ

尻
じり

」下車10分（渋谷駅～̡ 渋05 弦r巻営業所・
ʲ渋21 上r町・̡ 渋23 祖r師ヶ谷大蔵駅・̡ 渋24 成r城
学園前駅西口）

若林1-34-2
एྛ·ͪͮ͘りηϯター
　☎3413-1341　 5486-7666
एྛあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎5431-3527　 5431-3528
ࣾձٞڠࢱձएྛ۠ࣄہ
　☎070-3946-9786　 6733-7916
●�世田谷線若

わか

林
ばやし

駅下車5分、西
にし

太
たい

子
し

堂
どう

駅下車5分
●�バス｢若

わか

林
ばやし

駅
えき

前
まえ

ŉ下車6分（̡ 渋52 渋r谷駅～世田谷区
民会館、̡森91 新r代田駅前～大森ૢ車所）

太子堂2-17-1
ଠࢠಊ·ͪͮ͘りηϯター
　☎5787-6368　 5787-6690
ଠࢠಊあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎5486-9726　 5486-9750
ࣾձٞڠࢱձଠࢠಊ۠ࣄہ
　☎070-3946-9785　 4333-0326
●�田園都市線三

さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

駅下車4分
●�世田谷線三

さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

駅下車4分
●�バス「三

さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

」下車4分（渋谷駅～ʲ渋05 弦r巻営
業所・̡ 渋11ʳ田園調布駅・̡ 渋21ʳ上町・̡ 渋22ʳ
用賀駅・̡ 渋23 祖r師ヶ谷大蔵駅・̡ 渋24 成r城学園
前駅西口・̡ 渋82 等r々力）

●�バス「三
さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

」下車4分（̡ 下61 北r沢タウンホール
～駒沢陸橋）

●�バス「三
さん

軒
げん

茶
ͫゃ

屋
や

駅
えき

」下車4分（̡ 黒06 目r黒駅前～三軒
茶屋駅）
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ಓ̎ࠃ௨Γʢۄ ̐̒ ߸ʣ

ଠࢠಊ·ͪͮ͘Γηϯλʔ
ଠࢠಊ͋Μ͠Μ͔͢͜ηϯλʔ
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एྛ͋Μ͠Μ͔͢͜ηϯλʔएྛ͋Μ͠Μ͔͢͜ηϯλʔ
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ԝ
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ੈా
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্ொ͋Μ͠Μ͔͢͜ηϯλʔ
ࣾձٞڠࢱձ্ொ۠ࣄہ

ަ

౦ֶܳژେֶ
ෟଐߍߴจ

ֶܳେֶ
ෟଐߍߴ

ੈా୩
ɹ؍Ի

ੈా୩؍Ի௨Γ

ۨཹத

ੈా୩؍Ի

Γ
௨
അ

Լഅ·ͪͮ Γ͘ηϯλʔ
Լഅ͋Μ͠Μ͔͢͜ηϯλʔ
ࣾձٞڠࢱձԼഅɾ۠ࣄہ

Լ

จ

■Լഅまちづくりセンター　
˘Լഅあんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会Լഅ・地区事務ہ

■্അまちづくりセンター　
˘্അあんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会্അ地区事務ہ

世田谷1-23-5
্ொ·ͪͮ͘りηϯター
　☎3420-4241　 5477-7920
্ொあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎5450-3481　 5450-8005
ࣾձٞڠࢱձ্ொ۠ࣄہ
　☎070-3946-9787　 6733-7928
●世田谷線上

かみ

町
まち

駅下車5分、世
せ

田
たが

谷
や

駅下車7分
●�バス「上

かみ

町
まち

」「上
かみ

町
まち

駅
えき

」下車5分（渋谷駅～ʲ渋21 上r
町駅・̡ 渋22ʳ用賀駅、̡渋23ʳ祖師ヶ谷大蔵駅・̡ 渋
24 成r城学園前駅西口・̡ 渋26 調r布駅南口・̡ 等11ʳ
等々力ૢ車所～桜小学校）

下馬4-13-4
Լഅ·ͪͮ͘りηϯター
　☎3424-1781　 5486-7667
ԼഅあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎3422-7218　 3414-5225
ࣾձٞڠࢱձԼഅɾ۠ࣄہ
　☎070-3946-9789　 6733-7562
●�バス「学

がく

芸
げい

大
だい

学
がく

附
ふ

属
ぞく

高
こう

校
こう

」下車4分（渋谷駅～ʲ渋32ʳ
野沢ཾ雲寺循環、目黒駅前～ʲ黒06 三r軒茶屋駅・̡ 黒
09ʳ野沢ཾ雲寺循環、̡都立34ʳ東京医療センター～
下馬一丁目循環）

●�バス「世
せ

田
たが

谷
や

観
かん

音
のん

」下車5分（渋谷駅～ʲ渋32 野r沢ཾ
雲寺循環、目黒駅前～ʲ黒06 三r軒茶屋駅・̡ 黒09ʳ
野沢ཾ雲寺循環、̡都立34 東r京医療センター～下馬
一丁目循環）

宮坂1-44-29
ಊ·ͪͮ͘りηϯターܦ
　☎3420-7197　 3420-5710
ಊあΜ͠Μす͔͜ηϯターܦ
　☎5451-5580　 5451-5582
ࣾձٞڠࢱձܦಊ۠ࣄہ
　☎070-3946-9788　 6733-7904
●小田急線経

きょう

堂
どう

駅下車8分

上馬4-10-17
্അ·ͪͮ͘りηϯター
　☎3422-7415　 5486-7668
্അあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎5430-8059　 5430-8085
ࣾձٞڠࢱձ্അ۠ࣄہ
　☎070-3946-9790　 6733-7801
●�田園都市線駒

こま

沢
ざわ

大
だい

学
がく

駅下車5分
●�バス「上

かみ

馬
うま

」下車5分（渋谷駅～̡ 渋11 田r園調布駅・̡渋
12 二r子玉川駅・̡ 渋82 等r々力、̡下61 北r沢タウン
ホール～駒沢陸橋、̡森91 大r森ૢ車所～新代田駅前、
ʲ反11 五r反田駅～世田谷区民会館）

৽॓খాٸઢ
ߦۜ

εʔύʔ

Ӻલ

Γ
௨
େ


ຊொ௨Γ

ফॺ

ಊਤॻؗܦ

ಊܦ
ಊ·ͪͮ͘Γηϯλʔܦ
ಊ͋Μ͠Μ͔͢͜ηϯλʔܦ
ࣾձٞڠࢱձܦಊ۠ࣄަہ

■্町まちづくりセンター　
˘্町あんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会্町地区事務ہ

　ಊまちづくりセンターܦ■
ಊあんしんすこやかセンターܦ˘
˘社会福祉協議会ܦಊ地区事務ہ
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■കٰまちづくりセンター
˘കٰあんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会കٰ地区事務ہ

■新田まちづくりセンター
˘新田あんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会新田地区事務ہ

■まちづくりセンター
˘あんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会地区事務ہ

■まちづくりセンター
˘あんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会地区事務ہ

梅丘1-61-16
കٰ·ͪͮ͘りηϯター
　☎3428-6171　 5477-7923
കٰあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎5426-1957　 5426-1959
ࣾձٞڠࢱձകٰ۠ࣄہ
　☎070-3946-9791　 6733-8464
●�小田急線梅

うめ

ヶ
が

丘
おか

駅下車7分
●�バス「梅

うめ

ヶ
が

丘
おか

駅
えき

」下車7分（̡ 等13ʳ等々力ૢ車所～
梅ヶ丘駅）

●�バス「梅
うめ

ヶ
が

丘
おか

駅
えき

北
きた

口
ぐち

」下車7分（̡ 梅01 千r歳船橋駅・̡梅
02・渋54 経r堂駅・̡ 渋54 渋r谷駅～梅ヶ丘駅北口）

羽根木1-6-14
৽ా·ͪͮ͘りηϯター
　☎3322-7691　 5376-7031
৽ాあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎5355-3402　 3323-3523
ࣾձٞڠࢱձ৽ా۠ࣄہ
　☎070-3946-9793　 6733-7915
●京王井の಄線新

しん

代
だい

田
た

駅下車5分
●バス「代

だい

田
た

六
ろく

丁
ちょう

目
め

چ）
きゅう

守
まもり

山
やま

小
しょう

学
がっ

校
こう

前
まえ

）」下車3分（̡ 宿91ʳ
新宿駅西口～新代田駅前）

●�バス「新
しん

代
だい

田
た

駅
えき

前
まえ

」下車5分（̡ 森91ʳ大森ૢ車所～
新代田駅前）

代沢5-1-15
·ͪͮ͘りηϯター
　☎3413-0513　 5486-7669
あΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎5432-0533　 5433-9684
ࣾձٞڠࢱձ۠ࣄہ
　☎070-3946-9792　 6733-8307

●�バス「代
だい

沢
ざわ

小
しょう

学
がっ

校
こう

」下車4分（̡ 下61 駒r沢陸橋～北沢
タウンホール、̡渋54 渋r谷駅～経堂駅）

北沢2-8-18　北沢タウンホール地下1階
·ͪͮ͘りηϯター
　☎5478-8020　 5478-8025
あΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎5478-9101　 5478-8072
ࣾձٞڠࢱձ۠ࣄہ
　☎070-3946-9794　 6733-8305
●小田急線下

しも

北
きた

沢
ざわ

駅東口下車5分
●井の಄線下

しも

北
きた

沢
ざわ

駅中央口下車5分
●�バス「北

きた

沢
ざわ

タウンホール」下車すぐ（̡ 下61 駒r沢陸橋
～北沢タウンホール）
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ݢ
ࡾ

ۜ
ߦ
ۜ
ߦ

■দݪまちづくりセンター
˘দݪあんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会দݪ地区事務ہ

■Ԟまちづくりセンター
˘Ԟあんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会Ԟ地区事務ہ

松原5-43-28
দݪ·ͪͮ͘りηϯター
　☎3321-4186　 5376-7032
দݪあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎3323-2511　 5300-0212
ࣾձٞڠࢱձদݪ۠ࣄہ
　☎070-3946-9795　 6733-7910
●�京王線・井の಄線明

めい

大
だい

前
まえ

駅下車̔分
●�井の಄線東

ひがし

松
まつ

原
ばら

駅下車̔分

奥沢3-15-7
Ԟ·ͪͮ͘りηϯター
　☎3720-3111　 5499-7046
ԞあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎6421-9131　 6421-9137
ࣾձٞڠࢱձԞ۠ࣄہ
　☎070-3946-9796　 6733-7983
●�目黒線奥

おく

沢
さわ

駅下車5分
●東ԣ線田

でん

園
えん

調
ちょう

布
ふ

駅下車10分
●�バス「奥

おく

沢
さわ

駅
えき

通
どお

り」下車1分（̡ 多摩01 東r京医療セン
ター～多摩川駅）

■দまちづくりセンター
˘দあんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会দ地区事務ہ

■品まちづくりセンター
˘品あんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会品地区事務ہ

赤堤5-31-5
দ·ͪͮ͘りηϯター
　☎3323-8391　 5376-7033
দあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎3325-2352　 5300-0031
ࣾձٞڠࢱձদ۠ࣄہ
　☎090-9818-2907　 4330-1890
●�京王線・世田谷線下

しも

高
たか

井
い

戸
ど

駅下車5分

奥沢7-35-4　
·ͪͮ͘りηϯター
　☎3703-2341　 5707-7026
あΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎6411-6047　 6411-6048
ࣾձٞڠࢱձ۠ࣄہ
　☎070-3946-9797　 6733-7937
●�大井町線九

く

品
ほん

仏
ぶつ

駅下車3分
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ʑྗ

ܢ
୩
ެ
Ԃ

ʑྗ

ʑྗ·ͪͮ͘Γηϯλʔ
ʢۄ૯߹ࢧॴʣ
ʑྗ͋Μ͠Μ͔͢͜ηϯλʔ
ࣾձٞڠࢱձʑྗ۠ࣄہ

ロータリー

谷
渋

線
市

都
園

田

大井町線

大井町

玉川高島屋SC
西口

多摩堤通り
溝の口

〒

信用金庫

川
玉
子
二

交

通
川

玉

り
国

（

６
４

２
道

）

ショッピング
センター
南館　 

文

銀行コンビニ

コンビニ
美容室

二子玉川
小学校

コイン
パーキング

）
道
山
大
（り

通
大
街
店
商
川
玉
子
二

͢͜
ࣾձٞڠࢱձ

ೋۄࢠ·ͪͮ͘Γೋۄࢠ·ͪͮ͘Γ
ηϯλʔηϯλʔ
ೋۄࢠ͋Μ͠Μೋۄࢠ͋Μ͠Μ
͔͢͜ηϯλʔ͔͢͜ηϯλʔ
ࣾձٞڠࢱձࣾձٞڠࢱձ
ೋۄࢠ۠ࣄہೋۄࢠ۠ࣄہ

ՖΈͣ
͖௨Γ

த٢௨
Γ γϣοϐϯά

ηϯλʔ
���ຊؗ��

γϣοϐϯά
ηϯλʔ
���ຊؗ��

ೋۄࢠೋۄࢠ

ೋۄࢠೋۄࢠ ೋۄࢠӺೋۄࢠӺ

■等ʑ力まちづくりセンター
˘等ʑ力あんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会等ʑ力地区事務ہ

■ೋ子ۄまちづくりセンター
˘ೋ子ۄあんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会ೋ子ۄ地区事務ہ

等々力3-4-1　玉川総合支所内
ʑྗ·ͪͮ͘りηϯター
　☎3702-2143　 3702-1165
ʑྗあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎3705-6528　 3703-5221
ࣾձٞڠࢱձʑྗ۠ࣄہ
　☎070-3946-9798　 6733-8463
●�大井町線等

と

々
ど

力
ろき

駅下車すぐ
●�バス「等

と

々
ど

力
ろき

」下車2分（̡ 等12・13ʳ等々力ૢ車所
～成城学園前駅・梅ヶ丘駅、̡東98 等r々力ૢ車所～
東京駅南口）

●�バス「等
と

々
ど

力
ろき

」下車すぐ（̡ 渋82 等r々力～渋谷駅、̡等
01 等r々力～玉堤ʤ循環ʥ）
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■্ໟまちづくりセンター
˘্ໟあんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会্ໟ地区事務ہ

中町2-33-11
্ໟ·ͪͮ͘りηϯター
　☎3705-1361　 5707-7028
্ໟあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎3703-8956　 3703-5222
ࣾձٞڠࢱձ্ໟ۠ࣄہ
　☎070-3946-9799　 6733-7984
●�大井町線上

かみ

野
の

毛
げ

駅下車3分
●�バス「上

かみ

野
の

毛
げ

まちづくりセンター」下車5分（̡ 黒02 目r
黒駅前～二子玉川駅）

●�バス「上
かみ

野
の

毛
げ

駅
えき

」下車3分（̡ 園01 田r園調布駅～千歳船
橋、̡黒02 目r黒駅前～二子玉川駅、̡玉21 二r子玉川
駅～東京医療センター）
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■用լまちづくりセンター
˘用լあんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会用լ地区事務ہ

用賀2-29-22
用լ·ͪͮ͘りηϯター
　☎3700-9120　 3707-9010
用լあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎3708-4457　 3700-6511
ࣾձٞڠࢱձ用լ۠ࣄہ
　☎090-9818-3740　 4330-1910
●�田園都市線用

よう

賀
が

駅東口下車5分
●�バス「用

よう

賀
が

駅
えき

」下車５分（̡ 用21 関r東中央病院・̡ 用
22 美r術館）

●�バス「用
よう

賀
が

」下車4分（̡ 用01 祖r師ヶ谷大蔵駅・̡ 用
06 成r城学園前駅・̡ 渋22 渋r谷駅）

●�バス「用
よう

賀
が

神
じん

社
じゃ

前
まえ

」下車２分（̡ 恵32ʳ用賀駅～恵ൺ
寿駅・̡ 等12 等r々力ૢ車所～成城学園前駅）

●�バス「用
よう

賀
が

一
いっ

丁
ちょう

目
め

」下車３分（̡ 玉12ʳ駒沢大学駅前
～二子玉川駅/高津営業所）

玉川4-4-5
ೋۄࢠ·ͪͮ͘りηϯター
　☎3707-0733　 6805-6260
ೋۄࢠあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎5797-5516　 3700-0677
ࣾձٞڠࢱձೋۄࢠ۠ࣄہ
　☎080-7738-7699　 4243-2501
●大井町線、田園都市線二

ふた

子
こ

玉
たま

川
がわ

駅下車6分
●バス「二

ふた

子
こ

玉
たま

川
がわ

」下車4分(̡ 玉06 砧r本村・̡ 玉07 成r城学
園前駅ʤ南口ʥ・̡ 玉08 調r布駅南口～二子玉川駅)

●�バス「二
ふた

子
こ

玉
たま

川
がわ

駅
えき

」下車7分(̡ 玉11 多r摩川駅・̡ 玉21 東r京
医療センター・̡ 黒02 目r黒駅前～二子玉川駅)

●�バス「玉
たま

川
がわ

高
たか

島
しま

屋
や

S
エス

C
シー

西
にし

口
ぐち

」下車2分(̡ 玉30 玉r川病院循環・
ʲ玉31 成r城学園前駅/成育医療研究センター～二子玉川駅)
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■ਂまちづくりセンター
˘ਂあんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会ਂ地区事務ہ

■まちづくりセンター
˘あんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会地区事務ہ

■ࢣ谷まちづくりセンター
˘ࢣ谷あんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会ࢣ谷地区事務ہ

■ધڮまちづくりセンター
˘ધڮあんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会ધڮ地区事務ہ

駒沢4-33-12
ਂ·ͪͮ͘りηϯター
　☎3422-8391　 5486-7670
ਂあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎5779-6670　 3418-5271
ࣾձٞڠࢱձਂ۠ࣄہ
　☎070-3946-9800　 6733-8505
●�バス「新

しん

町
まち

一
いっ

丁
ちょう

目
め

」または「深
ふか

沢
さわ

小
しょう

学
がっ

校
こう

前
まえ

」下車5分（̡ 渋
12 渋r谷駅～二子玉川駅）

●�バス「駒
こま

沢
ざわ

公
こう

園
えん

西
にし

口
ぐち

」または「駒
こま

大
だい

深
ふか

沢
さわ

キャンパス前
まえ

」
下車7分（̡ 渋82 渋r谷駅～等々力、̡等13 等r々力ૢ車
所～梅ヶ丘駅）

●�バス「深
ふか

沢
さわ

小
しょう

学
がっ

校
こう

」下車5分（̡ 自01・02 自r由が丘駅
～駒大深沢キャンパス前）

成城6-3-10　成城6丁目事務所棟1階
·ͪͮ͘りηϯター
　☎3482-1348　 3482-7208
あΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎3483-8600　 3483-8731
ࣾձٞڠࢱձ۠ࣄہ
　☎070-3946-9802　 6733-8470
●�小田急線成

せい

城
じょう

学
がく

園
えん

前
まえ

駅北口下車3分
●バス「成

せい

城
じょう

学
がく

園
えん

前
まえ

駅
えき

」下車５分（̡ 渋24 渋r谷駅・̡ 玉07・
31 二r子玉川駅・̡ 用06 用r賀駅・̡ 等12 等r々力ૢ車所・
ʲ歳20・21 千r歳船橋駅・̡ 成01 つrつじヶ丘駅南口・̡ 成
02 千r歳烏山駅北口・̡ 成04 調r布駅南口・̡ 成05 rࠏ
江駅北口・ࠏ江営業所・渋谷駅̡ 成06 千r歳烏山駅南口
～成城学園前駅）

●�バス「砧
きぬた

総
そう

合
ごう

支
し

所
しょ

」下車すぐ（祖師谷・成城地域循環）

祖師谷4-1-23
ࢣ୩·ͪͮ͘りηϯター
　☎3482-2201　 5490-7029
ࢣ୩あΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎3789-4589　 3789-4591
ࣾձٞڠࢱձࢣ୩۠ࣄہ
　☎070-3946-9801　 6733-8434
●�小田急線祖

そ

師
し

ヶ
が

谷
や

大
おお

蔵
くら

駅下車7分
●�バス「祖

そ

師
し

ヶ
が

谷
や

大
おお

蔵
くら

駅
えき

」下車7分（̡ 渋23 渋r谷駅・̡ 用
01 用r賀駅～祖師ヶ谷大蔵駅）

●�バス「祖
そ

師
し

谷
がや

まちづくりセンター」下車すぐ（祖師谷・
成城地域循環）

船橋4-3-2
ધڮ·ͪͮ͘りηϯター
　☎3482-0341　 5490-7031
ધڮあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎3482-3276　 5490-3288
ࣾձٞڠࢱձધڮ۠ࣄہ
　☎070-3946-9803　 6733-7973
●�小田急線千

ち

歳
とせ

船
ふな

橋
ばし

駅下車20分
●�バス「船

ふな

橋
ばし

まちづくりセンター」下車5分（̡ 歳25 千r歳
船橋駅～希望ヶ丘団地）
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まちづくりセンターݟ多ت■
あんしんすこやかセンターݟ多ت˘
˘社会福祉協議会ت多ݟ地区事務ہ

■্まちづくりセンター
˘্あんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会্地区事務ہ

■٨まちづくりセンター
˘٨あんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会٨地区事務ہ

■্ࢣ谷まちづくりセンター
˘্ࢣ谷あんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会্ࢣ谷地区事務ہ

喜多見5-11-10
りηϯターͮͪ͘·ݟଟت
　☎3417-3401　 5494-7015
あΜ͠Μす͔͜ηϯターݟଟت
　☎3415-2313　 3415-2314
ࣾձٞڠࢱձتଟݟ۠ࣄہ
　☎070-3946-9804　 6733-7943
●�バス「次

じ

大
だ

夫
ゆう

堀
ぼり

公
こう

園
えん

前
まえ

」下車2分（̡ 玉07 成r城学園前
駅～二子玉川駅・̡ 玉08 二r子玉川駅～調布駅南口）

上北沢4-32-9
্·ͪͮ͘りηϯター
　☎3303-0111　 5374-7030
্あΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎3306-1511　 3329-1005
ࣾձٞڠࢱձ্۠ࣄہ
　☎090-9818-2773　 4330-1895
●�京王線八

はち

幡
まん

山
やま

駅下車2分
●�バス「八

はち

幡
まん

山
やま

駅
えき

」下車すぐ（̡ 八01ʳ̡ 八02 希r望ヶ丘
団地・̡ 経02 経r堂駅～八幡山駅）

砧5-8-18
٨·ͪͮ͘りηϯター
　☎3417-3405　 5494-7016
٨あΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎3416-3217　 3416-3250
ࣾձٞڠࢱձ٨۠ࣄہ
　☎080-9418-7736　 4330-1226
●�小田急線祖

そ

師
し

ヶ
が

谷
や

大
おお

蔵
くら

駅下車10分
●�バス「成

せい

育
いく

医
い

療
りょう

研
けん

究
きゅう

センター前」下車7分（̡ 渋24 成r城
学園前駅～渋谷駅・松が丘交番前、̡渋26 調r布駅南口
～渋谷駅、̡等12 成r城学園前駅～等々力ૢ車所、̡用06ʳ
成城学園前駅～用賀駅、̡玉31 成r城学園前駅～成育医
療研究センター前経由～二子玉川駅）

●バス「祖
そ

師
し

ヶ
が

谷
や

大
おお

蔵
くら

駅
えき

」下車9分（̡ 渋23 渋r谷駅・松が丘交
番前～祖師ヶ谷大蔵駅、̡用01r 用賀駅～祖師ヶ谷大蔵駅）

●バス「祖
そ

師
し

ヶ
が

谷
や

大
おお

蔵
くら

駅
えき

」下車11分（祖師谷・成城地域循環）

上祖師谷2-7-6
্ࢣ୩·ͪͮ͘りηϯター
　☎3305-8611　 5384-7196
্ࢣ୩あΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎5315-5577　 3305-6333
ࣾձٞڠࢱձ্ࢣ୩۠ࣄہ
　☎070-3946-9805　 6733-8306
●�バス「駒

こま

大
だい

グランド前
まえ

」下車3分（̡ 歳20・21 千r歳船橋
駅・̡ 成02 千r歳烏山駅ʤ北口ʥ・̡ 成06 千r歳烏山駅ʤ南
口ʥ～ʲ成02・06、歳20・21 成r城学園前駅ʤ西口ʥ）
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まちづくりセンター・地区紹介動画

▲動画はこちらから

◎ お住まいになる「地区」の魅力を動画で︕

◎ 皆さんの身近な窓口「まちづくりセンター」で

できることもご紹介しています

スマートフォンなどから是非ご視聴ください

区公式ホームページ

YouTube
“世田谷区公式チャンネル“で公開中︕

૭
ޱ

■ӊࢁまちづくりセンター
˘ӊࢁあんしんすこやかセンター
˘社会福祉協議会ӊࢁ地区事務ہ

南烏山6-2-19　烏山区民センター内
ӊࢁ·ͪͮ͘りηϯター
　☎3300-5420　 5384-3222
ӊࢁあΜ͠Μす͔͜ηϯター
　☎3307-1198　 3300-6885
ࣾձٞڠࢱձӊࢁ۠ࣄہ
　☎070-3946-9806　 6733-8514

˞車いす用駐車場ʹͭいͯɺࣄલʹ͓い߹
Θͤͩ͘͞いɻ

●�京王線千
ちと

歳
せ

烏
からす

山
やま

駅下車2分
●�バス「千

ちと

歳
せ

烏
からす

山
やま

駅
えき

ʤ北
きた

口
ぐち

ʥ」下車２分（̡ 成02 成r城学園
前駅西口・̡ 吉02 吉r寺駅～千歳烏山駅ʤ北口ʥ、̡Ԯ
58 Ԯrۼ駅南口～北野）

●�バス「千
ちと

歳
せ

烏
からす

山
やま

駅
えき

ʤ南
みなみ

口
ぐち

ʥ」下車５分（̡ 歳23 千r歳船橋
駅・̡ 成06 成r城学園前駅西口・̡ 烏51 八r幡山駅～千
歳烏山駅ʤ南口ʥ、̡丘22 千r歳船橋駅～つつじヶ丘駅
北口）

●�バス「千
ちと

歳
せ

烏
からす

山
やま

駅
えき

」下車５分（̡ 烏01 千r歳烏山駅～久
我山病院ʤ循環ʥ）
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まちづくり

まちづくりセンターの
まちづくり支援事業
·ͪͮ͘Γηϯλʔʢ��ทʙʣ

区内には、各地区のまちづくりの身近な拠点と
して、28か所のまちづくりセンターがあります。

ʪओͳ·ͪͮ͘りࢧԉۀࣄʫ
●町会・自࣏会等の地域活動団体への支援
●身近なまちづくり推進協議会との連ܞ
●ごみྔݮ・リサイクル推進への取組み
●青少年地区ҕһ会との連ܞ
●�地域で活動するNPO（非営利活動団体）等
の各種団体や区立小・中学校との連ܞ

●地域振興（地区まつり等）
●まちづくりに関する相談
●防災ҙࣝの高༲及び普及並びに防災の相談
●ආ難所運営組৫の支援

身ۙͳまちづくりਪਐ協議会
·ͪͮ͘Γηϯλʔʢ��ทʙʣ

区民の皆さんと行が協力しながら、まちづく
りに関する身近な問をղܾしていく地域活動
団体です。まちづくりセンター୯Ґで組৫され、
健康体ૢ教室の開催や放置自転車対ࡦ等、地区
の特ੑを活かした様々な活動をしています。
※�地区によって取り組んでいる活動が異なりま
す。詳しくは、お問い合わせください。

地域活動ஂ体等の情報
区内には、地域の課ղܾのため、様々な団体
が活動しています。各団体の情報については、
下記にお問い合わせください。
●まちづくりセンター（➡52頁～）
●�（社福）世田谷ボランティア協会
（➡135頁）
�ボランティアセンター、ボランティアビュー
ロー（➡192頁）

ʙ世田谷のまちづくりはあͳたが主役Ͱすʂʙ
　世田谷区では、豊かな地域社会をつくるため、区に区民の皆さんの参加がܽかせないというߟ
えの下、一؏して「区民主体のまちづくり」を進めています。
　地域の身近な課のղܾには、地域コミュニティの一のڧ化と区民一人ひとりの主体的な活動
が必要です。そのため、区民の自主ੑをଚ重しながらコミュニティづくりをੵۃ的に支援するとと
もに、地域で活動している町会・自࣏会等の様々な団体が連ܞ・協働して活力ある地域社会が実現
できるよう、コーディネートをしていきます。
　区役所（本庁）をはじめ、各地域の総合支所やまちづくりセンターがそれぞれ役ׂを分担し、連ܞ
し合いながら、区民の皆さんと協働して、「ັ力あふれる安全・安心なまちづくり」をめざします。

　�市民活動団体やNPO法人の立ち上げ・運営な
どに関する相談と情報提供を行っています。

　�また、内༰によっては、税理士、社会保険労務
士、ห護士等の専門家による相談も行ってい
ます（1回50分）。相談をご希望の方はお問い
合わせください（原則予約制）。

●�世田谷文化生活情報センター（➡213頁）
市民活動支援コーナー（➡214頁）
�市民活動に関するお問い合わせや活動スペース
の貸出し、プリントアウトコーナー等があります。

●�せたがや国際交流センター“クロッシングせ
たがや”（➡215頁）
�外国人の支援や交流、国際交流活動団体の紹介、
多文化理ղ講座などを行っています。

●�（一財）世田谷トラストまちづくり（➡158頁）

地域活動の支援
用ͷିग़͠ࣄߦ˙
ʪड૭ޱʫ
ੈా୩۠ધެڮจॻݿʢધڮ�-��-�ʣ�
ὸ����-����

区内の地域活動団体を対に、行事用の物品（祭
り用ث材、テント等）を無料でお貸しします。使
用を希望される2か月前の月の1日以降に、電話
でご予約ください（先ணॱ）。

ʪड࣌〉午前8時30分～午後4時30分（年末
年始を除く）
˙Ҭ׆ಈஂମͷॿ
૯߹ࢧॴҬৼڵɾࡂ୲ʢ��ทʣ

地域でコミュニティ活動を行っている団体に、
活動に必要な物品やࢦಋһँྱのॿ成を行って
います。
˙ఏҊڠܕಇۀࣄʢࢢຽ׆ಈࢧԉۀࣄʣ
ಈਪਐ՝׆ຽࢢ
ὸ����-���� ����-����

地域保健福祉等推進基金（➡15頁）を活用し、
区内で地域課のղܾ等のために、NPO等と区
が協働して実施する事業にॿ成します（ื集は
年１回、交付条件あり）。
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地域の困りごと相談

工事の૽音等地域の困りごとについて、地域の皆さんや関係部署と協力・連ܞしながら、
問ղܾに向けた対応や情報提供を行います。
●総合支所ܭ画・相談担当（すぐやる相談窓口）（世田谷はܭ画調整・相談担当）
　世田谷 ☎5432-2818 5432-3032　　 北　沢 ☎5478-8038 5478-8004
　玉　川 ☎3702-1134 3702-0942　　 　砧　 ☎3482-1324 3482-1655
　烏　山 ☎3326-1207 3326-1050

区民相談�
相続や不動産、金મ貸आ等日常生活の中でىこる様々な困りごとや悩みの相談
●総合支所区民相談室
　世田谷　☎5432-2016　　北　沢　☎5478-8001　　玉　川　☎3702-4864

�砧　　☎3482-3139　　烏　山　☎3326-6304

消費生活相談

事業者との契約やѱ࣭商法によるඃ害、商品やサービスに対するٙ問、生活知ࣝなどに
関する相談
●世田谷区消費生活センター
　消費生活相談専用電話　�☎3410-6522　� 3411-6845
　高齢者（65歳以上）専用電話　�☎5486-6501
　月～金曜　午前9時～午後4時30分（電話・来所）
　土曜　午前9時～午後3時30分（電話のみ）（祝・休日、年末年始を除く）
　日曜、祝・休日は消費者ホットライン　☎188
　午前10時～午後4時（国民生活センター）（年末年始を除く）

多重࠴務相談

आ金の返ࡁ等でお困りの方に、ห護士等の専門家の支援を受けるための必要な情報を
ごҊ内しています。
〈消費生活相談〉�世田谷区消費生活センター　☎3410-6522 3411-6845
〈区民相談〉�総合支所区民相談室�（➡42頁）
〈生活相談〉�自立相談支援：ぷらっとホーム世田谷�（➡192頁）
〈納税相談（住民税の納等）〉�納税課　☎5432-2208
〈納付相談（国民健康保険料の納等）〉�保険料収納課　☎5432-2343

行書士相談
事業開始・運営に関する許可、らしに必要な届出・書ྨ作成等についての相談
第3木曜　午後1時30分～ 4時30分（受付は午後1時～ 4時、先ணॱ）
●世田谷総合支所区民相談室　☎5432-2016

法書士相談࢘ らしの中での登記等についての相談　第2木曜　午後1時30分～ 4時15分（予約制）
●世田谷総合支所区民相談室　�☎5432-2016

生活相談
（生活保護等）

生活に困ځし、生活保護等の支援を受けたい場合の相談
●総合支所生活支援課生活支援（➡43頁）

民生ҕһ・児童ҕһ
らしにお困りの場合や、子育て中の方、高齢の方、障害のある方の福祉に関する問
等について、地域の身近な相談役として、相談・ॿݴ・支援を行っています。
●総合支所生活支援課管理係（➡43頁）

家庭相談
夫්、親子、ࠗ、親権、相続など家庭内の法的な手続きに関する相談
月・水・金曜　原則午後1時～ 5時（予約制）（祝・休日、年末年始を除く）
●総合支所子ども家庭支援課（➡43頁）�

保護࢘ 。発を行っていますܒ予防のためのࡑを൜した人の更生をॿけ、൜ࡑ
問�保健福祉ࡦ課調整係　☎5432-2292　 5432-3017

住居確保給付金・受
験生チャレンジ支援
貸付相談

職、ഇ業または本人のによらない休業等によりݮ収した方への家ॿ成と就労支援
（一定の要件あり）
中学3年生・高校3年生等への学習塾等受講料や高校・大学受験料等貸付の相談・受付
●ぷらっとホーム世田谷分室（➡192頁）

ഉ水なんでも相談 宅地内の下水道のѱष、٧まり等の相談
●東京都下水道局南部下水道事務所お客さまサービス課ഉ水設備担当　�☎5734-5043

相談
　˞ ੈ ా୩͕۠͏ߦ૬ஊͰಛʹࡌهͷͳいͷͷडؒ࣌ɺ݄ ʙۚ ʢ༵ॕɾٳɺ࢝Λআ͘ʣ

Ͱすɻ࣌�ޙޕ��ʙ࣌�લޕ
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警察への相談（Ҋ内） ●警視庁総合相談センター　☎3501-0110　�☎�9110

特घٗに関する相談

「ྦྷੵ医療費のؐ付金がある」「あなたの個人情報が漏れている」など、不৹な電話に関
する相談をお受けします。月～金曜（祝・休日、年末年始を除く）　午前9時～午後5時
●世田谷区特घٗ相談ホットライン　�☎5432-2121
「特घٗの൜行に関わってしまったが、もう止めたい」などの相談や、「隣の部屋に複
数の若者が出入りしている」などの情報をお受けします。
●特घٗ加担防止ダイヤル　�☎5432-2178

๏ɾਓݖ

ห護士相談

土地、家屋、金મの貸आ、親関係や相続問等、法問全般の相談
電話予約制　相談日の1週間前の同じ曜日の午前9時から受付
ʤ午後1時30分～ 4時15分ʥ
　世田谷ʜ水曜　　北沢ʜ木曜　　玉川ʜ金曜　　砧ʜ火曜　　烏山ʜ月曜
●総合支所区民相談室
　世田谷　☎5432-2016 5432-3032　　北　沢　☎5478-8001 5478-8004
　玉　川　☎3702-4864 3702-0942　　　砧　　☎3482-3139 3482-1655
　烏　山　☎3326-6304 3308-8269
※聴覚やݴ語障害等がある方は、ファクシミリでのお申込みも可能です。

あんしん法相談
高齢者・障害者・その家を対とした、相続・Ҩݴ・成年後見制度等についてのห護士に
よる無料法相談。原則として第1・3水曜及び第2木曜の午後、1人30分、1回のみ（予約制）
●（社福）世田谷区社会福祉協議会成年後見センター　�☎6411-3950　 6411-2247

人権擁護相談
いじめや力、ࠩ 別、いやがらせ等、人権৵害で困っている場合の相談
午後1時30分～ 4時30分（受付は前日の午後5時まで）総合支所区民相談室
世田谷ʜ第1木曜　北沢ʜ第2金曜　玉川ʜ第3火曜　砧ʜ第2月曜　烏山ʜ第4水曜
問�人権・男女共同参画課　☎6304-3453　 6304-3710

セクシュアル・マイノリ
ティのための世田谷に
じいろひろば電話相
談（対面相談）

電話相談（当事者・家・友人・学校関係者など、どなたからの相談も可）
第1・3金曜　午後2時～ 5時
第2・4金曜　午後6時～ 9時

ʪ૬ஊઐ用ిʫ　☎6805-5875（相談日のみ・予約不要）
対面相談を「世田谷にじいろひろば交流スペース」（毎月第４土曜）終了後に実施して
います。（予約制）。

ʪ対໘૬ஊͷ༧ʫ　☎6450-8510
問�男女共同参画センター“らぷらす�”　☎6450-8510　 6450-8511

ނࣄɾ݅ࣄ

交通事故相談
交通事故に関する相談、自動車ଛ害ഛ償保険の請求方法等の相談
火・金曜　午前8時30分～正午、午後1時～ 5時
●世田谷総合支所区民相談室　☎5432-2016

事件や困りごとの相談 ●警視庁総合相談センター　☎3501-0110　☎�9110
൜ࡑによる心の悩み
相談

月～金曜（祝・休日、年末年始を除く）　午前8時30分～午後5時15分
●警視庁൜ࡑඃ害者ホットライン　☎3597-7830

൜ࡑඃ害者等の相談

月～金曜（祝・休日、年末年始を除く）　午前8時30分～午後5時
●世田谷区൜ࡑඃ害者等相談窓口　☎6304-3766　 6304-3710
月・木・金曜（祝・休日、年末年始を除く）　午前9時30分～午後5時30分
火・水曜（祝・休日、年末年始を除く）　午前9時30分～午後7時
●（公社）ඃ害者支援都民センター　☎3222-9050　 3222-9053
問�人権・男女共同参画課　☎6304-3453　 6304-3710

੫ۚ

税理士相談 らしの中での税務についての相談　第4木曜　午後1時30分～ 4時15分（予約制）
●世田谷総合支所区民相談室　☎5432-2016

特別区民税・都民税・
森林環境税、軽自動
車税（種別ׂ）�

特別区民税・都民税・森林環境税、軽自動車税（種別ׂ）等の相談
ʪ՝੫༰ʹͭいͯʫ　課税課　 5432-3037
　　　　　　　　　　世田谷地域：課税第1係　☎5432-2169
　　　　　　　　　　北沢・砧地域：課税第2係　☎5432-2174
　　　　　　　　　　玉川・烏山地域：課税第3係　☎5432-2184
　　　　　　　　　　軽自動車税（種別ׂ）：管理係　☎5432-2163

ʪূ໌ॻʹͭいͯʫ　納税課収納・税証明係　☎5432-2197　 5432-3012
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納税相談（住民税） 住民税の納付が困難な場合の納税相談
●納税課納税相談係　☎5432-2208　 5432-3012

都税相談

月～金曜（祝・休日、年末年始を除く）　午前8時30分～午後5時
ʪෆಈ࢈औಘ੫ɺݻఆ࢈ࢿ੫ɾܭࢢը੫ͷ૬ஊʫ
　世田谷都税事務所　☎3413-7111㈹

ʪ๏ਓۀࣄ੫ɺ๏ਓຽ੫ɺݸਓۀࣄ੫ͷ૬ஊʫ
　渋谷都税事務所　☎5422-8780㈹

ʪࣗಈ車੫ͷ૬ஊʫ月～金曜（祝・休日、年末年始を除く）午前9時～午後5時
　東京都自動車税コールセンター　☎3525-4066

国税相談
所ಘ税、相続税、ଃ༩税等、国税に関する相談　月～金曜（祝・休日、年末年始を除く）
午前̔時30分～午後5時　税務署での面接相談には事前予約が必要です
●管の税務署（管35➡�頁～、問い合わせ先�➡171頁）

อݥɾۚ
納付相談
（国民健康保険料）

国民健康保険料の支いが困難な場合の納付相談
●保険料収納課収推進　☎5432-2343　 5432-3038

国民年金・ް生年金
等の相談

●世田谷年金事務所
①年金給付に関する相談・請求等の手続（三軒茶屋相談室）
②国民年金の適用関係の届出・国民年金保険料の納付相談等（本館（上町））
③ް生年金の適用関係の届出・ް生年金保険料の納付相談等（本館（上町））
平日　（月～金曜）午前8時30分～午後5時15分／①②は以下も実施　週初めの開所日　
午後5時15分～午後７時、第2土曜　午前9時30分～午後4時／※年末年始は利用不可
☎①②③共通�6844-3871（代）　 ①3421-1147　②・③6844-3872

ねんきんダイヤル
年金を受けている方の相談や年金加入記録、年金請求等の相談
平日（月～金曜）午前8時30分～午後5時15分／週初めの開所日　午前8時30分～午後
7時、第2土曜　午前9時30分～午後4時／※年末年始は利用不可
●☎0570-05-1165（ナビダイヤル）　☎03-6700-1165（050で始まる電話、海外からの方）

介護保険全般の相談
介護保険のサービス内༰、介護支援専門һ（ケアマネジャー）、要介護認定等、介護保険
に関する相談
●総合支所保健福祉課地域支援（➡43頁）

納付相談
（介護保険料）

介護保険料の納付が困難な場合の納付相談
●介護保険課資格保険料係　☎5432-2643　 5432-3042

ɾӴੜ߁݈

健康相談 保健師による健康相談。こころの健康相談、育児相談、生活習׳病予防等の健康づくり
●総合支所健康づくり課保健相談係（➡43頁）

食生活相談室
栄養士による৷・त乳中の食事、乳食・幼児食、生活習׳病、栄養予防等に関する
食生活全般の個別相談（予約制）
●総合支所健康づくり課事業係（➡43頁）

こころの健康相談
こころの病を心している方とその家、パートナー、関係者の方を対とした専門医・
保健師による個別相談（予約制）
●総合支所健康づくり課保健相談係（➡43頁）

こころの健康相談
（子ども・ࢥ春期）�

本人、親、関係者を対とした医師・保健師による個別相談（予約制）
●総合支所健康づくり課保健相談係（➡43頁）

ґଘ症相談
（アルコール等）

ञ・薬物・ギャンブル等のґଘ症、ઁ 食障害に悩む本人とその家、パートナー、関係
者の方を対とした専門医・保健師による個別相談（予約制）
●総合支所健康づくり課保健相談係（➡43頁）

世田谷区夜間・休日
等こころの電話相談
（専門相談・ピア相談）

こころに関する悩みを๊えている本人及び家を対とした相談・聴
平日（月・火・水・木曜）：午後５時～ 10時（ピア相談は午後5時～ 7時）　土曜、祝・
休日の月・火・水・木曜：午後２時～̔時（ピア相談は午後２時～４時）（いずれも年
末年始を除く。終了時ࠁの30分前に受付終了）
※ピア相談とは研修を修了した当事者による相談
●夜間・休日等こころの電話相談　☎6265-7532（相談専用）

グリーフ（ࢮ別等の
喪ࣦによる深い൵し
み）に関する相談

聴・別や別などによる深い൵しみ（グリーフ）を๊えた方を対とした相談ࢮ
対面個別相談（予約制／初回のみ無料）、電話相談（月3回・第1日曜午後3時～ 5時、第
3水曜午後6時～ 8時、第4金曜午後3時～ 5時）
●（一社）グリーフサポートせたがや　☎6453-4925（留守番電話対応有）　 6453-4926

ひきこもり相談
ひきこもりに関する悩みを๊えている方およびご家の方を対とした相談
月～金曜（祝・休日、年末年始を除く）午前9時～午後5時
太子堂4-3-1（STKハイツ3階）　※令和7年度以降、太子堂2-16-7（三軒茶屋分庁舎5階）に移転予定
●世田谷ひきこもり相談窓口「リンク」☎5431-5354　 5431-5357
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受動喫Ԏに関する
相談

世田谷区受動喫Ԏ相談コールセンター　
月曜～金曜　午前8時30分～正午、午後1時～5時15分
※祝・休日、年末年始を除く　☎5432-2928

がん相談コーナー

ʲ対໘Ͱͷ૬ஊɾి૬ஊʳ
対：がんで療養中の方またはその親や子、ܑ ఋ࢞ຓ、パートナー等
　　　（どなたかが世田谷区民であればご利用できます）
費用：無料
内༰：①対面での相談（予約制／毎月第2・4土曜　午前9時～正午）
　　　　オンラインでの相談も選べます。
　　　　ご予約の際にご希望の相談方法（対面・オンライン）をおえください。
　　　　オンラインでの相談方法は、ご予約の際にごઆ明いたします。
　　　②電話相談（毎月第1～ 4木曜　午前9時～午後1時）
　　　　第1・3週：看護師による専門相談　第2・4週：がん体験者によるピア相談
●（公財）世田谷区保健センター
　　対面の予約　☎6265-7536（予約専用電話）　 6265-7429
　　電話相談　　☎6265-7562（相談専用電話）

ʲ͕Μใίーφーʹ͓͚ΔҰ࣍૬ஊ૭ޱ （r予約不要）
費用：無料　曜日・時間：月曜～金曜　午前9時～午後5時（祝・休日、年末年始等を除く）
内༰：保健医療福祉総合プラザ2階「こころとからだの保健室ポルタ」内の「がん情報コー

ナー」にて、専門スタッフがお話をい、必要に応じて情報提供や上記面談の予約
をお取りします。また、同コーナーでは、がんに関する資料の閲覧ができます。

　　　ご希望の方には、国立がん研究センターがん情報サービスの子をお渡ししています。
●（公財）世田谷区保健センター　☎6265-7414　 6265-7589

区民歯科相談
歯科࣬ױなど歯科・口腔衛生についての相談
世田谷区歯科保健センター（玉川3-21-2　玉川歯科医師会館1階）　☎3708-0226
毎週木曜　午後1時30分～ 4時30分　直接会場へお越しください。
●世田谷保健所健康推進課　☎5432-2442　 5432-3102

HIV・ੑײછ症の
検査・相談

HIV・ੑײછ症（クラミジア・梅ಟ）の検査・相談（無料、ಗ໊）
原則毎月第3木曜（祝・休日、年末年始等を除く。݁ Ռは翌週におえします。）
午前9時30分～
必ず区のホームページをご確認ください。
世田谷保健福祉センター健康づくり課分室（➡38頁）
問�世田谷保健所ײછ症対ࡦ課　☎5432-2370　 5432-3022

予防接種の相談
月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）午前8時30分～午後5時15分
世田谷区予防接種コールセンター　☎5432-2437　 5432-3022
※接種の予約受付はしていません。
●世田谷保健所ײછ症対ࡦ課

食品衛生の相談 食品の安全ੑやٙ問等食品衛生に関する相談
●世田谷保健所生活保健課食品衛生企画　☎5432-2911　 5432-3054

住まいの衛生相談 シックハウス、ダニアレルギー、カビ、݁ ࿐等の相談
●世田谷保健所生活保健課生活環境衛生　☎5432-2903　 5432-3054

ஷ水૧水道の衛生相談 ビル・マンション等のஷ水૧を経由した水道水の衛生に関する相談
●世田谷保健所生活保健課生活環境衛生　☎5432-2905　 5432-3054

ネズミ、ハチ、衛生
害の相談

ネズミ、ハチ、գ、住居内に発生した等の相談
●世田谷保健所生活保健課生活環境衛生　☎5432-2903　 5432-3054

Ѫޢಈ

ペットについての相談 が子になったときの相談ೣ・ݘいࣂその他のペットについての相談等や・ೣ・ݘ
●世田谷保健所生活保健課生活保健　☎5432-2908　 5432-3054

いೣの引ࣂ・ݘいࣂ
き取りやৡ渡、い
の相談等ೣ・ݘ

やむをಘない事情でݘやೣがࣂえなくなり、新しいࣂい主も見つからないとき、収༰さ
れたݘ・ೣのৡ渡を受けたいときの相談
が子になったときにお問い合わせください。返ؐを受けるには手数料がೣ・ݘいࣂ
必要です。収༰期限は7日間です。ごҙください。
●東京都動物愛護相談センター　☎3302-3507

ࢱɾϘϥϯςΟΞ

保健福祉に関する
相談

高齢の方や障害のある方の保健福祉に関する全般的な相談、各種サービスの提供、介護
保険・障害者総合支援法に関する相談
●総合支所保健福祉課（➡43頁）

地域支えあい活動の
相談

ふれあい・いきいきサロンや支えあいミニデイ等、身近な地域の住民同士による間
づくりの活動支援と相談
●（社福）世田谷区社会福祉協議会各地区事務局または各地域社協事務所（➡191頁～）
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ࢱɾϘϥϯςΟΞ

成年後見制度の利用
などに関する相談

成年後見制度の利用や申立手続きの方法、親後見人からの相談、また福祉サービスの
利用援ॿや日常的金મ管理に関する相談
●（社福）世田谷区社会福祉協議会成年後見センター　☎6411-3950　 6411-2247

ボランティアに関す
る相談

ボランティアに関する各種相談。ボランティアに関する資料の閲覧、会議室・機材の貸出しも有。
●ボランティアセンター、ボランティアビューロー（➡192頁）�

ͷํྸߴ

介護等総合相談
介護保険の要介護認定や保健福祉サービスの相談・申請受付、介護予防、認知症や在宅
療養等に関する相談
月～土曜（祝・休日、年末年始を除く）　午前8時30分～午後5時
●あんしんすこやかセンター（地域แׅ支援センター）（➡180頁～）

高齢者安心コール

日常生活の困りごとの電話相談（ご親等からの見守りに関する相談も可）
相談内༰に応じて各種サービスの情報提供やボランティアの訪問援ॿ、電話訪問һに
よる電話訪問を行います。（24時間365日受付）

ʪඅ用ʫ無料（ただし、訪問援ॿの実費相当分はご利用者ෛ担）
●高齢者安心コール　☎5432-1010　 5432-1030
問�高齢福祉課事業担当　☎5432-2407　 5432-3085

高齢者なんでも相談
高齢の方とそのご家を対に、生きがいのことや近隣関係等の悩みごとの相談
月・水・金曜（祝・休日、12月28日～ 1月4日を除く）　午後1時～ 4時
●ひだまり友遊会館　☎3419-2344

高齢者ٮに関する
相談

月～金曜（祝・休日、年末年始を除く）　午前8時30分～午後5時
●総合支所保健福祉課地域支援（➡43頁）�
月～土曜（祝・休日、年末年始を除く）　午前8時30分～午後5時
●あんしんすこやかセンター（地域แׅ支援センター）（➡180頁～）�

োͷあΔํ

障害に関する相談

障害のある方やご家からの相談に理学療法士や作業療法士などの専門職が必要に応
じた対応をします。
月～金曜　午前9時～午後5時（祝・休日、年末年始を除く）
●保健センター専門相談課（➡184頁）
障害者専門相談係　☎6265-7546　 6265-7549
高次機能障害相談支援担当　☎6265-7548　 6265-7549
乳幼児育成相談係　☎6265-7547　 6265-7549
総合的な相談、関係機関との連絡調整、権利擁護のための援ॿを行います。
月～土曜　午前8時30分～午後5時（祝・休日、年末年始を除く）
●地域障害者相談支援センター「ぽーとせたがや」（下馬3-22-13�サザン三軒茶屋�2F）
　☎6804-0405　� 6383-2156
●地域障害者相談支援センター「ぽーときたざわ」（松原3-40-7�パインフィールド201）
　☎6379-0262　� 3325-9519
●地域障害者相談支援センター「ぽーとたまがわ」（中町4-6-7）
　☎6411-6590　 6411-6316
●地域障害者相談支援センター「ぽーときぬた」（祖師谷3-21-1�祖師谷ふれあいセンター内3階）
　☎6411-5680　 6411-4150
●地域障害者相談支援センター「ぽーとからすやま」（南烏山1-13-16）
　☎5357-8760　 5357-8761
　月～金曜　午前8時30分～午後５時(祝・休日、年末年始を除く)
●世田谷区医療的ケア相談支援センターH

ㆲ 　 ㆪ 　 ㆟
i・na・ta（大蔵2-10-18大蔵二丁目複合型

子ども支援センター 3階）☎3749-6955　 3749-6956�

自立生活に向けた
相談・支援

自立生活に伴って生じる課や不安のղ消のための支援及び障害に対するܒ発活動を
行います。
月～金曜　午前9時～午後5時（祝・休日、年末年始を除く）
●自立生活センター�HANDS世田谷（豪徳寺1-32-21�スマイルホーム豪徳寺1F）
　☎5450-2861　 5450-2862

障害者ٮに関する
相談

月～金曜　午前8時30分～午後5時（祝・休日、年末年始を除く）
●総合支所保健福祉課障害支援（➡43頁）
土・日曜、祝・休日、年末年始（終日受付）及び夜間（午後5時～翌ே8時30分）の通報受付
●世田谷区障害者夜間・休日ٮ通報ダイヤル　☎5432-1033　� 3410-0368

身体障害者相談һ
身体に障害のある方のための相談
問�総合支所保健福祉課障害支援�（➡43頁）
障害施ࡦ推進課管理係　☎5432-2385　 5432-3021
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障害のある方

知的障害者相談һ
知的障害のある方またはその保護者等のための相談
問�総合支所保健福祉課障害支援�（➡43頁）
障害施ࡦ推進課管理係　☎5432-2385　 5432-3021

視覚障害のある方の
相談

視覚障害のある方のための就労相談、職業訓練　平日　午前9時～午後5時
●（社福）日本視覚障害者職能開発センター　☎3341-0900　 3341-0967

聴覚障害のある方の
相談

聴覚障害全般についての相談、きこえに関する相談
火～土曜　午前10時～午後5時（金曜は午後7時まで）（祝・休日を除く）
●（社福）聴力障害者情報文化センター　☎6833-5004　 6833-5005
˟153-0053　目黒区五本木1-8-3���メールアドレス　soudan@jyoubun-center.or.jp

障害のある方の就労
支援

就労をめざす、または就労中の障害のある方を対に、相談や支援を行います。障害者
用に関する企業からの相談もঝります。（➡191頁）ޏ
●障害者就労支援センターしごとねっと
　月・火・木・土曜　午前9時～午後5時30分、
　水・金曜　午前9時～午後6時30分（祝・休日、年末年始を除く）　☎ 3418-1432
●障害者就労支援センターすきっぷ就労相談室
　月～金曜　午前8時30分～午後5時15分（祝・休日、年末年始を除く）
　☎3302-7927　 3302-7925
●障害者就労支援センター�ゆに（UNI）
　火～土曜　午前10時～午後5時30分（祝・休日、年末年始を除く）
　☎5797-2343　 3708-4334

障害者ࠩ別に関する
相談

障害を理由とした不当なࠩ別的取ѻいや合理的慮の提供について
（区の事業については直接各課にお問い合わせください）
問�障害施ࡦ推進課　☎5432-2424　 5432-3021

女ੑ

女ੑ相談 女ੑが社会生活を営むうえでの問の相談、女ੑ福祉資金貸付相談等
●総合支所子ども家庭支援課（➡43頁）

女ੑのための働き方
サポート相談

復職、再就職、育児との྆立、キャリアアップなど、女ੑならではのライフステージに
応じた働き方・キャリアに関わる相談（電話・面接ともに要予約）
第１・3火曜日、第２・4土曜日　午前10時～午後1時、午後2時～4時（12月28日～1月4日を除く）
●男女共同参画センター“らぷらす�”
　相談の予約　☎6450-8510（前月1日～相談日前日まで）

女ੑのためのى業・
経営相談

業・経営についての電話または面接相談（予約制）ى
毎月第4木曜　午後1時～ 5時15分
●男女共同参画センター“らぷらす�”
　相談の予約　☎6450-8510（当月1日～相談日前日まで）�

男ੑ

男ੑ電話相談

家問や人間関係、生き方、事の悩みなど、男 （ੑੑ自認が男ੑの方）がもつ悩みに
ついての相談
毎月第１・３金曜日、毎月第2・4土曜日　午後6時～ 9時
〈相談専用電話〉�☎6805-2120（相談日のみ）
問�男女共同参画センター“らぷらす�”　☎6450-8510　 6450-8511

̙ （̫ドメスティック・バイオレンス）

女ੑのための悩みご
と・DV相談

家、人間関係、生き方などの様々な問や、ۮ者やパートナー、࿀人などからの
力やモラルハラスメントについて悩む女ੑのための相談
毎週火・水・木曜　正午～午後4時、午後5時～ 8時
毎週土・日曜　午前10時～午後1時、午後2時～ 4時
※12月28日～ 1月4日を除く。
〈相談専用電話〉☎6804-0815（相談日のみ）�
メール相談、LINE相談も実施しています。詳細はらぷらすのホームページ(https://
www.laplace-setagaya.net/)をご確認ください。メールの返信には数日を要します。
問�男女共同参画センター“らぷらす�”　☎6450-8510　� 6450-8511

母子・女ੑ相談 母子・女ੑ相談の一環として行うDV相談
●総合支所子ども家庭支援課（➡43頁）

ۮ者力相談支援
センターの相談

世田谷区DV相談専用ダイヤル　☎0570-074740（ナビダイヤル）
月～金曜（祝・休日、年末年始を除く）午前8時30分～午後5時
問�人権・男女共同参画課　☎6304-3453　 6304-3710
●東京ウィメンズプラザ
　毎日　午前9時～午後9時（年末年始を除く）　☎5467-2455　（一般相談）
　☎5467-1721（DV専用ダイヤル）
●東京都女ੑ相談センター
　月～金曜　午前9時～午後9時（土・日曜、祝・休日、年末年始　午前9時～午後5時）
　☎5261-3110　※緊急時は☎5261-3911（夜間・休日のみ）
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警察のDV相談等
各警察署の生活安全課によるDV相談
月～金曜　午前8時30分～午後5時15分（祝・休日、年末年始を除く）
●警察署生活安全課（➡171頁）　˞ؒɾ࣌ٸۓ　���൪

ҭͯࢠͲɾࢠ

子ども総合相談 子育て等の不安や悩みに関する総合相談/18歳未満の子どもの相談
●総合支所子ども家庭支援課（➡43頁）

子育て相談（保育園）
保育園の保育士や栄養士、看護師が、子育てに関すること、子どもの発達に関すること
など、ご相談をお受けしています。
●各区立保育園（45園全て）�（➡193頁）�

子育て相談（児童館） 子育てに関する相談。開館時間中ਵ時受付。
●児童館（➡206頁）�

母子・子相談 母子・子家庭のらしや生活に関する相談、母子及び子福祉資金貸付相談等
●総合支所子ども家庭支援課（➡43頁）

発達障害に関する相談

発達障害に関する相談等
ʪ૬ஊɺྍ ҭʫ�いずれも月～土曜　午前9時～午後6時、祝・休日、年末年始を除く
●発達障害相談・療育センター「げんき」�☎5727-2236　 5727-2238
●子育てステーション烏山発達相談室　�☎5384-7811　 5384-4603
●子育てステーション桜新町発達相談室　�☎5426-3521　 3425-8655

ʪ૬ஊʫ�いずれも祝・休日、年末年始を除く
●子育てステーション世田谷発達相談室　第2・3・4木曜　午前10時～午後5時
　☎070-6554-8801　 3411-6246
●子育てステーション成城発達相談室　第2・3木曜　午後1時～ 5時
　☎5384-7811　 5384-4603（烏山発達相談室に同じ）
●子育てステーション梅丘発達相談室　火～土曜　午前9時～午後6時　
　☎6304-3440　 5300-2998

活オンライン相談

活や不࣏療、将来の৷に向けた健康管理やメンタルケア、パートナーとの関係な
どについて、専門職（不症看護認定看護師、ᡢഓ養士、臨床心理士等）にಗ໊で気軽に
相談できます。
・相談手法：テキストメッセージ、Zoom、電話（いずれも相談回数は無制限、無料）
・利用方法：①専用のLINEアカウントを友だち加

（LINE�ID�＠stgy-famione、または二次元コードから）
②会һ登録�
③クーポンコード「stgy世田谷区ʓʓ」を入力
（ʓʓはお住まいの町໊）

●世田谷保健所健康推進課　☎5432-2446 5432-3102

ネウボラ面接
৷に関する相談、৷中の生活や出産・育児に関する不安やٙ問など、ネウボラ・チー�
ムにお気軽にご相談ください。2歳までのお子さん1人につき�1セット（ֹ面1万円）の
「せたがや子育て利用券」を付します。
●総合支所健康づくり課保健相談係（➡43頁）

経ա観察健診 子どもの発育・発達・ݴ葉のれ等に関する相談（予約制）
●総合支所健康づくり課保健相談係（➡43頁）

すくすく歯科相談
0～ 3歳児を対にした歯科健診・相談・歯みがき練習（予約制）
水曜　午前9時～ 10時30分（北沢・玉川・烏山総合支所）
金曜　午前9時～ 10時30分（世田谷・砧総合支所）
●総合支所健康づくり課事業係（➡43頁）

児童ٮ等の相談

ʲ児童ٮの通ࠂ・相談窓口 〈r24時間・365日〉
●世田谷区児童ٮ通ࠂダイヤル�〈フリーダイヤル〉
　☎0120-52-8343（子にやさしさ）
　※関係機関の方や、児童相談所にご相談の方で、休日夜間等緊急を要する場合もこち

らにご相談ください。
●児童相談所ٮ対応ダイヤル�〈フリーダイヤル〉
　☎189（いちはやく）

児童に関する相談
�̡ 養育相談・育成相談・非行相談等ʳ
●世田谷区児童相談所　月～金曜（祝・休日、年末年始を除く）　午前8時30分～午後5時
　☎6379-0697　 6379-0698

子どもの人権擁護に
関する相談

いじめなど子どもの権利৵害に関することについて相談を受け、必要に応じて調査、調
整等を行います。
月～金曜　午後1時～ 8時　土曜　午前10時～午後6時（祝・休日、年末年始を除く）
●せたがやホッと子どもサポート（せたホッと）
　（宮坂3�-15-15子ども・子育て総合センター3階）　☎0120-810-293（フリーダイヤル）
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せたがや子ども・
子育てテレフォン

৷中の方からの相談。18歳未満の子どもの子育て相談。子どもからの相談。
月～金曜　午後5時～ 10時、土・日曜、祝・休日　午前9時～午後10時（年末年始を除く）
●せたがや子ども・子育てテレフォン　☎5451-1211

子ども専用電話
18歳までの子どもの専用電話　
●せたがやチャイルドライン
　☎3412-4747　水・土曜（祝・休日、年末年始を除く）　午後4時～ 9時
●全国フリーダイヤル　�☎0120-99-7777　毎日午後4時～ 9時（年末年始を除く）

親子のための相談
LINE

子育てや親子関係について悩んだときに、子ども（18歳未満）とその
保護者の方などがLINEで相談できます。
月～金曜　午前9時～午後11時
土・日曜、祝・休日　午前9時～午後5時
問�児童相談支援課　☎6304-7745 6304-7786　　

ҭڭ

教育相談

教育についての心ごとに関する、幼児、小・中学生と保護者からの相談
ʪདྷࣨ૬ஊʫ月・水・金曜　午前9時～午後5時、火・木曜　午前9時～午後6時　

※祝・休日、年末年始を除く。
●教育相談室（➡205頁）

ʪి૬ஊʫ月～金曜　午前9時～午後7時　※祝・休日、年末年始を除く。
●総合教育相談ダイヤル　☎6453-1520
幼児・小・中学生と保護者へのアウトリーチによる支援や不登校に関する支援

ʪෆొࢧߍԉ૭ޱʫ月～金曜　午前9時～午後5時　※祝・休日、年末年始を除く。
☎6453-1523　 6453-1534

スクールカウンセラー 区立小・中学校内での児童・生ె、保護者からの相談
●区立小・中学校（➡201頁～、203頁）

就学相談 障害のあるお子さんや慮を要するお子さんの就学、進学等についての相談
●支援教育課　☎6453-1514　 6453-1534

国・外国人児童・生ؼ
ెのための教育相談

海外からؼ国して区立小・中学校にฤ入するお子さんや外国人のお子さんを対にした学
校生活や学習についての相談。日本語ࢦಋと教科ิ習等を行うิ習教室も実施しています。

ʪ༵ࣨڭʫ小・中学生対、ʪਫ༵ࣨڭʫ中学生対
国・外国人教育相談室（梅丘中学校内）　☎3322-7776ؼ●
　学務課就学係　☎5432-2683　 5432-3067

ɾͨΒ͘ࣄ

職業紹介・職業相談

求職者に対するおしごと相談（予約不要）、キャリアカウンセリング相談（要予約）、職
業紹介、人材をお୳しの企業に対する求人相談・登録。
月～金曜（祝・休日、年末年始を除く）　午前9時～午後5時　世田谷産業プラザ2階
●三茶おしごとカフェ（世田谷区三軒茶屋就労支援センター）
　☎3411-6604　 3411-6690
ハローワーク「ワークサポートせたがや」を併設し、職業紹介を行っています。
月～金曜（祝・休日、年末年始を除く）
午前9時～午後5時（相談窓口の受付は午後4時30分まで）
●ワークサポートせたがや（世田谷区ふるさとハローワーク）　☎3413-8609

社会保険・労働相談

不当ղޏ、金未い等の労働問、労働時間の短ॖ、労務上のケガ、社会保険の加入、
年金等の問に対し、社会保険労務士にご相談いただけます。

相談場所 日程（祝・休日、年末年始を除く）

三茶おしごとカフェ
毎週火・金曜 午後1時～ 5時（先ணॱ）
毎週月・水・金曜 午前9時～午後5時（予約制※1）
毎週火・木曜 午前9時～午後8時（予約制※1）

烏山区民センター 原則毎月第1日曜 午後1時～ 5時（先ணॱ※2）
訪問相談
（事業所へ直接います） 月～土曜 午前9時～午後8時（予約制※1）

　※1　予約制の場合、相談希望日の10日前までに三茶おしごとカフェホームページの
「お問い合わせ」から予約が必要です。

　※2　日程は変更となる場合がありますので事前にご確認ください。
●三茶おしごとカフェ（世田谷区三軒茶屋就労支援センター）　☎3411-6604

内職相談
主に洋裁（๓製加工実務経験者）や小物の作製等の内職の紹介と相談
月～金曜（祝・休日、年末年始を除く）　午前9時～午後5時（区民の方対）
●三茶おしごとカフェ（世田谷区三軒茶屋就労支援センター）
　☎3411-6604　 3411-6690
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求職者・労働者のため
のメンタルケア相談

就職活動中または労働者を対とした臨床心理士による相談（予約優先）
月・水曜（祝・休日、年末年始を除く）　午前10時～午後2時45分　世田谷産業プラザ2階
●三茶おしごとカフェホームページの「お問い合わせ」から予約が必要です。
　三茶おしごとカフェ（世田谷区三軒茶屋就労支援センター）
　☎3411-6604

福祉のしごと相談

福祉のしごと相談の実施
（１）福祉のしごとに関心のある方
福祉の事の内༰、資格等について研修センター職һがご相談にお応えします。
受付時間：月～金曜（祝・休日、年末年始を除く）　午前9時～正午、午後1時～4時
（２）区内在住または区内在ۈの福祉サービスै事者（職種不問）で事の悩みがある方
①面接相談：経験豊かな臨床心理士がご相談にお応えします（予約制）。
相談日時：毎週木曜（祝・休日、年末年始を除く）　午後6時30分～ 7時15分または午後
7時30分～ 8時15分（1回45分間）保健医療福祉総合プラザ1階

　予約専用�☎6379-4291、またはホームページからお申込みください。
②メール相談：介護技術やお客様への対応、職場での人間関係、職場環境、事の悩み
や労務管理等の相談に介護福祉士や特定社会保険労務士等がお応えします。

詳しくは研修センターのホームページ（https://www.setagaya-jinzai.jp）をご覧ください。
●世田谷区福祉人材育成・研修センター　☎6379-4280　 6379-4281

総合経営相談
中小企業の様々な課に対し、豊富な経験を持つ中小企業診அ士がアドバイス
継続した支援が必要な場合は、経営支援コーディネーターの利用も提Ҋします（予約制）。
月～金曜　午後1時～ 5時
●（公財）世田谷区産業振興公社　☎3411-6608　 3411-6610

༥資・経営相談
中小企業の金༥・経理などの問に対し、豊富な経験を持つ中小企業診அ士がアドバイス
月～金曜　午前9時～正午
●（公財）世田谷区産業振興公社　☎3411-6603　 3411-6610

業相談
事業ܭ画ࡦ定や༥資あっせん等、業に関する相談に専門の相談һが対応（予約制）
月～金曜　午前9時～正午、午後1時～ 5時
●（公財）世田谷区産業振興公社　☎3411-6603　 3411-6610

経営改善ࡦ・事業資
金相談

月～金曜　午前9時30分～午後5時
●東京商工会議所世田谷支部　☎3413-1461

高年齢者のしごとの相談
（会һ制）

会һに事を提供しています。原則60歳以上の区民で、健康で働くҙཉがあり、セン
ターのझࢫにࢍ同する方ならどなたでも会һになれます。
月～金曜　午前8時30分～午後5時15分
●（公社）世田谷区シルバー人材センター　☎3426-9211　 3426-9506

就職サポートコーナー
きぬた
（砧総合支所内）

生活保護を受給されている方、児童ැ養手当を受給されている方等で就労を希望され
る方に、職業相談、職業紹介、求人情報等の提供を行います。各総合支所生活支援課で
の相談を通じて予約制。
月～金曜（祝・休日、年末年始は除く）　午前9時～午後5時
・生活保護を受給されている方は、担当のケースワーカーにご相談ください。
・児童ැ養手当を受給されている方、または、これから児童ැ養手当を申請される方は、
各総合支所子ども家庭支援課子ども家庭支援センターにご相談ください。�

एऀ

若者の悩み相談

ひきこもり等の様々な理由から社会との接点が持てず、社会的自立に向けた一าを౿
み出すことができないなどの生きづらさを๊えた、中高生世代以上の世田谷区民の方、
及びご家の方を対に、面談や活動ルームでのプログラム、セミナーを実施。
月～土曜（祝・休日、年末年始を除く）　午前10時～午後6時
（太子堂4-3-1　STKハイツ5階）※令和7年度以降、太子堂2-16-7（三軒茶屋分庁舎5階）
に移転予定
●メルクマールせたがや（世田谷若者総合支援センター内）　☎3414-7867　 6453-4750

若年者の就労相談

学校をଔ業・中ୀあるいは職後一定期間無業のঢ়ଶにある、15歳から49歳までの方、及
びご家の方を対に、個別相談やセミナー、応ื書ྨの書き方ࢦಋや面接対ࡦをはじめ、
職場見学や事体験などの実ફ的なプログラムを通じて若者の職業的自立をサポート。
火～土曜　午前10時～午後6時
（太子堂4-3-1　STKハイツ4階）
※令和7年度以降、太子堂2-16-7（三軒茶屋分庁舎5階）に移転予定
●せたがや若者サポートステーション（世田谷若者総合支援センター内）
　☎5779-8222　 3424-7786�
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住宅まちづくり
総合相談

住宅の建築やまちづくり、、リフォームのܭ画や設ܭ、図面や見ੵ書の見方等に関
する相談（予約優先／夜間相談あり）／一ڃ建築士
問�住まいサポートセンター　☎6379-1420　 6379-4233

不動産相談 आ地・आ家、不動産取引、空き家の管理等に関する相談（予約優先）／宅地建物取引士
問�住まいサポートセンター　☎6379-1420　 6379-4233

マンション相談
マンションの維持管理や大規模修繕のܭ画・工事実施、管理組合の運営等に関する相
談（予約優先）／マンション管理士・一ڃ建築士
問�住まいサポートセンター　☎6379-1420　 6379-4233

住まいの法相談� 住宅の建設、敷地、不動産取引、相続等、住まいの法問に関する相談（予約優先）／ห護士
問�住まいサポートセンター　☎6379-1420　 6379-4233

登記相談 不動産売ങや相続に伴う所有権の移転等に関する相談（予約優先）／࢘法書士
問�住まいサポートセンター　☎6379-1420　 6379-4233

土地家屋調査士
相談

不動産の表示、ଌྔや調査、境界確定等に関する相談（予約優先）／土地家屋調査士
問�住まいサポートセンター　☎6379-1420　 6379-4233

住宅改修相談

高齢の方、障害のある方の身体ঢ়گに合わせた住宅改修を行う場合に、理学療法士等の
専門家を派遣し、アドバイスします。
保健センター専門相談課障害者専門相談係　☎6265-7546　 6265-7549
●総合支所保健福祉課（➡43頁）

ɾݐ
中高建築物に係る
ฆ争相談

画建物による日র્害・プライバシー等に関する相談ܭ
●総合支所街づくり課（➡44頁）

ΈͲり

園芸相談 年末年始及び月・木を除く　午前10時～正午、午後1時～ 4時
●瀬田農業公園（フラワーランド）　☎3707-7881

ਓࠃ֎

外国人相談

外国人の日常生活や区に関する相談・情報提供等
午前8時30分～正午、午後1時～ 5時
ӳ語：月～金曜　中国語：月・火・木曜
その他、タブレット末等を利用した多ݴ語対応を行っています。
●世田谷総合支所区民相談室外国人相談　�☎5432-2892

ಈ׆ຽࢢ

市民活動・NPO相談

市民活動団体やNPO法人の立ち上げ・運営などに関する相談と情報提供を行っていま
す。また、内༰によっては、税理士、社会保険労務士、ห護士等の専門家による相談も行っ
ています（1回50分）。相談をご希望の方はお問い合わせください（原則予約制）。
問�ボランティアセンター、ボランティアビューロー（➡192頁）

உঁڞಉࢀըɾଟจԽڞੜ
男女共同参画・多文
化共生に係る施ࡦに
対してۤ情・ҙ見が
あるとき

「世田谷区多様ੑを認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」に基づき第三
者ҕһで構成する「ۤ情処理ҕһ会」へ申し立てることができます。ご相談ください。
個人間でղܾできない問についてもお問い合わせください。
問�人権・男女共同参画課　☎6304-3453　 6304-3710

શൠߦ

区へのごҙ見

区に関するごҙ見・ご要望をお聴きします。区ホームページ（区長へのメール）、「区
長へのハガキ」、手ࢴ、ファクシミリ等で受け付けています。

ʪʮ۠ͷϋΨΩʯͷ場ॴʫ
広報広聴課、総合支所地域振興課、出張所、まちづくりセンター、図書館
●広報広聴課広聴担当　☎5432-2014　 5432-3001
　総合支所ܭ画・相談担当（➡42頁）

行相談

国の行機関などの事についてのごҙ見・ご要望をお聴きします。
第3火曜　午後2時～ 4時　世田谷総合支所区民相談室
問�広報広聴課広聴担当　☎5432-2014　 5432-3001
●総務ল東京行評価事務所（行ۤ情110番）
　☎0570-090110、☎3363-1100　 5331-1761
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ಧ出・証໌
੶　ށ
੶とはށ
戸籍は、日本国民についてその身分関係を登録
し、かつ公証する公です。個人の出生、ࠗ ҽ、
養子縁組、ࢮ亡等の身分上の重要な事߲が記ࡌ
されます。

、ಧࢮ、੶のಧ出（出生ಧށ
ࠗҽಧ等）
૯߹ࢧॴ͘ΈΜ૭ށޱ੶୲ʢ۠ຽ՝ށ੶ʣ
ʢ��ทʣ
˞ग़ுॴɾ·ͪͮ͘ΓηϯλʔͰखଓ͖Ͱ
͖·ͤΜɻ

ʪಧग़ͷࡍͷຊਓ֬ೝʫ
本人確認を行う届出があります（➡表3-1）。窓口で公署発行のࣸਅ入り証明書（運転免許証、パ
スポート、マイナンバーカード（個人番号カード）等、有ޮ期間内のもの）をご提示ください。
上記証明書がない場合は、健康保険証、年金証書等を複数お持ちになり、ご相談ください。
提示がない方も届出はできますが、後日、本人あてに郵便で通知します。

ʪද ���ʫओͳށ੶ͷಧग़ͷछྨɾඞཁॻྨ
※本人確認を行う届出には、本人確認ができる証明書（運転免許証、パスポート等）をご提示ください。
※�詳しい内༰やここに表示されていない届出については、くみん窓口戸籍担当（区民課戸籍係）（➡42頁）
までお問い合わせください。

ಧग़
ͷछྨ ಧ͚ग़Δͱ͖ ಧग़ਓ ಧग़ ඞཁॻྨ ຊਓ

֬ೝ

ग़
ੜ
ಧ

生まれた日か
ら14日以内
※�国外で生ま
れたときは
3か月以内

または母　
※�母が届け出で
きない場合は次
のॱ　

ᾇ同居者
ᾈ�お産に立ち会っ
た医師、ॿ産師

次のいずれかの区
市役所・町村役場
●�母の本籍地
●�届出人の所在地
●�出生した場所

●�届書1通
●�出生証明書（出生届書と一体となって
います）

●�母子健康手ா（区市役所・町村役場か
ら交付）

●�届出人の署 （໊ԡҹはҙ）
ʪඋߟʫ子の໊前は、常用字、人໊用
字、ひらがな、カタカナを使用してくだ
さい。子が生まれた時に母の一方が日
本国民であれば、その子は日本国民にな
ります。

なし

ཆ
ࢠ
ԑ

ಧ

（届け出た日
から法上の
ޮ力が発生し
ます）

養親、養子
※�養子が15歳未満の
場合は代権者

次のいずれかの区
市役所・町村役場
●�養親または養子
の本籍地

●�届出人の所在地

●�届書1通
●�届出人と証人2人の署 （໊ԡҹはҙ）

ʪඋߟʫ未成年者を養子とするとき（自ݾ
またはۮ者の直ܥ൰属を養子とする場
合を除く）、または後見人がඃ後見人を養
子とするときは、家庭裁判所の許可書の
౽本が必要です。

あり

ࠗ
ҽ
ಧ

（届け出た日
から法上の
ޮ力が発生し
ます）

夫、妻

次のいずれかの区
市役所・町村役場
●�夫または妻の本
籍地

●�夫または妻の所
在地

●�届書1通
●�夫 （්一方はچ）と証人2人の署 （໊ԡ
ҹはҙ）

あり
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ࠗ
ಧ

ớ
ڠ
ٞ
Ờ

（届け出た日
から法上の
ޮ力が発生し
ます）

夫、妻

次のいずれかの区
市役所・町村役場
●�夫්の本籍地
●�夫්の所在地

●�届書1通
●�夫්と証人2人の署 （໊ԡҹはҙ）

ʪඋߟʫ夫්間の未成年の子の親権者を定
めてください。

あり


ࠗ
ಧ

ớ
ࡋ

ỏௐ
ఀ
ỏ
ղ
ỏೝ

Ờ

裁判確定、調
停・和ղ成立、
請求認の日
から10日以内

調停の申立人、ま
たはૌえの提ى者

次のいずれかの区
市役所・町村役場
●�夫්の本籍地
●�夫්の所在地

●�届書1通
●�裁判判ܾの౽本・確定証明書（裁判
ࠗの場合）

●�調書の౽本（調停・和ղ・認ࠗの
場合）

●�届出人の署 （໊ԡҹはҙ）
ʪඋߟʫ証人は不要。
届出人が期間内に届出をしないときは、
相手側からも届出ができます。

なし


ࠗ
ͷ
ࡍ
ʹ
শ
͠
ͯ

͍
ͨ
ࢯ
Λ
শ
͢
Δ
ಧ

ࠗの日から
3か月以内

ࠗによりࠗҽ前
のࢯに復した方

次のいずれかの区
市役所・町村役場
●�届出人の本籍地
●�届出人の所在地

●�届書1通
●�届出人の署 （໊ԡҹはҙ） なし

స
੶
ಧ

（届け出た日
から法上の
ޮ力が発生し
ます）

戸籍のච಄者及び
そのۮ者

次のいずれかの区
市役所・町村役場
●�転籍者の本籍地
●�届出人の所在地
●�転籍地

●�届書1通
●�届出人の署 （໊ԡҹはҙ） なし

ࢮ

ಧ

亡の事実をࢮ
知った日から
7日以内
※�国外でࢮ亡
したときは
3か月以内

亡者の親ࢮ
※�同居者、家主、地主、
家屋管理人、土地
管理人のほか、後
見人、保佐人、ิ
ॿ人、ҙ後見
人、ҙ後見受
者も可（後見人等
は証明書ྨのఴ付
が必要）。

次のいずれかの区
市役所・町村役場
亡者の本籍地ࢮ�●
●�届出人の所在地
亡した場所ࢮ�●

●�届書1通
体検Ҋ書ࢮ亡診அ書またはࢮ�●
●�届出人の署 （໊ԡҹはҙ）
●�ҹ （体火葬許可申請手続きのためࢮؑ）

ʪඋߟʫࢮ体火葬許可申請手続きも併せて
行います。ࢮ亡者の加入している健康保
険・年金等の資格喪ࣦ手続き等も別に必
要となります。

なし

վ

ڐ
Մ
ਃ


改葬しようと
するとき

申請人
（ุ地の使用者）

Ҩࠎをຒ葬、また
は預けてある寺等
の所在地の区市
役所・町村役場

●�申請書1通（1体につき）
●�Ҩࠎをຒ葬または預けてある寺等の証
明書

●�改葬先の寺等の受入証明書または使用
許可書

●�申請人のҹؑ

なし

େͳํ͕͘ͳͬͨͱ͖ͷओͳखଓ͖
、亡届（➡73頁）、国民健康保険（➡104頁～）、後期高齢者医療（➡118頁～）ࢮ
年金（➡109頁～）、葬 （ّ➡103頁）、斎場・火葬場（➡172頁）

※�戸籍の届出によりマイナンバーカード（個人番号カード）の表面記ࡌ事߲が変更となった場合は、
区内10か所の窓口（総合支所くみん窓口、出張所）（➡49頁～）へカードをお持ちください。
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੶に関する証໌書ށ
˙૭ޱͰਃすΔ場߹

➡��ทɹද�-�ͷ֤૭ޱ

戸籍に記ࡌされている方、そのۮ者、直ܥ親
（母、祖母、子、ଙなど）の方以外が申請
する場合はҕঢ়（書き方は➡87頁）が必要で
す（直ܥ親にҽはؚみません）。
戸籍届出受理証明書は世田谷区に届出をした方
のみとなります。

ʪଞਓͷށ੶ͷূ໌ॻΛਃすΔ場߹ʫ
権利の行使のために必要であること、あるいは
国または地方公共団体に提出する必要があるこ
と等、正当な理由を۩体的に記ࡌする必要があ
ります。

ʪਃͷࡍͷຊਓ֬ೝʫ
窓口で、本人確認を行っています。
窓口に来られる方は、次のいずれかの証明書
（有ޮ期間内のもの）をお持ちください。
●�運転免許証、パスポート、住民基本台ா
カード、マイナンバーカード（個人番号
カード）等公署発行のࣸਅ入り証明書

●�上記の証明書をお持ちでない場合は、健
康保険証、各種医療証、年金証書等複数の
証明書

ʪށ੶ূ໌ॻͷҬަʫ
本籍地が世田谷区以外の方も、戸籍証明書・除
籍証明書を、世田谷区の各総合支所戸籍係で請
求することができます。

取ಘできる
戸籍証明書

戸籍全部事߲証明書、除籍全部事߲証明書
※�コンピュータ化されていない一部の戸
籍、除籍等を除きます。

※�個人事߲証明書、一部事߲証明書は請求
できません。

取ѻい日時
平日(月～金)のみ　土曜、日曜、祝日は取
ѻいません。
午前̔時30分～午後４時

窓口で請求
できる方

戸籍に記ࡌされている方、そのۮ者及び
母、祖母、子、ଙ等直ܥ親
代理請求（ҕঢ়によるものをؚむ）、郵送
請求はできません。

必要書ྨ
窓口にお越しになった方の本人確認のた
め、公署発行のࣸإਅ付の証明書（運転
免許証、マイナンバーカード、パスポート
など）の提示が必要です。

一部予約制

相続等による本籍地が世田谷区以外の戸籍
のり（出生からࢮ亡までの戸籍等の請求）
の場合は事前に予約が必要です。予約の場
合は、戸籍全部事߲証明書、除籍全部事߲
証明書のほか除籍౽本も請求できます。予
約方法については、区のホームページをご
覧ください。

※�法務লからの通知により暫定運用となっていますので、
最新のঢ়گは区のホームページをご確認ください。

˙༣ૹͰਃすΔ場߹
ʪਃઌʫ�ੈా୩૯߹ࢧॴށ੶༣ૹ୲
˟���-����ɹੈా୩۠ੈా୩�-��-��
ὸ����-����ɹ ����-����
ʢϑΝΫγϛϦੈా୩૯߹ࢧॴҬৼڵ՝ʣ

※ファクシミリでは申請できません。

ʪ༣ૹਃͷඞཁॻྨʫ
●�申請書（専用の郵送請求用申請書または便
せん等）（➡図3-1）

●�本人確認書ྨ（運転免許証、健康保険証等
のࣸし）

●�手数料（定ֹ小ҝ替または現金書留で必要
な通数分。おりのないようにおئいしま
す。定ֹ小ҝ替は別్手数料が必要です）
（➡75頁　表3-2）
●�返信用෧（申請者の現住所、໊ࢯを記入
し、手をష付してください）

●戸籍に記ࡌされている方、そのۮ者、直ܥ
親（母、祖母、子、ଙなど）の方以外が
申請する場合はҕঢ়（書き方は➡87頁）が
必要です（直ܥ親にҽはؚみません）。

※返送先は申請者の現住所です。

ʪਤ ���ʫށ੶શ෦ʢݸਓʣ໌ূ߲ࣄॻͷ༣ૹਃ
ॻͷॻ͖ํ 
区ホームページからダウンロード、または便せ
ん・A4程度の白ࢴに記入。

੶ͷূ໌ॻͷ༣ૹਃॻށ
˓年˓月˓日

（1）必要な戸籍
　ʦ本籍ʧ世田谷区˘˘町˓丁目˓番地
　ʦච಄者ʧ世田谷　太郎

（2）必要な証明書
　ʦ種ྨʧ戸籍全部事߲証明書
　（または「戸籍個人事߲証明書」等）
　ʦ対者ʧ世田谷　花子
　（※戸籍個人事߲証明書の場合に明記）
　ʦ通数ʧ1通

（3）証明書の請求者
　ʦ住所ʧ世田谷区世田谷˓-˓-˓
　ʦ໊ࢯʧ世田谷　花子（※本人の自署）
　ʦ電話番号ʧ090-XXXX-XXXX
　（※平日昼間の連絡先を記入）
　ʦ戸籍に記ࡌされている方との関係ʧ本人

（4）請求理由（使用目的）

（例）�パスポート申請のため（※他人の戸籍を
申請する場合は、「˓年˓月˓日ࢮ亡し
た˘˘の相続につき˘˘の相続税申ࠂの
ため˘˘税務署に提出する必要がある」
等、詳細を۩体的に記入）
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ʪද ���ʫ ށ੶ʹؔすΔূ໌ॻͷछྨ 
※郵送でも申請できます。

छ ྨ 　༰ खྉ
ʢ�௨ʣ ަ૭ޱ

戸籍全部事߲証明書
（戸籍౽本） 戸籍に記録されている事߲の全部を証明したもの 450円

※1

●�総合支所く
みん窓口戸
籍担当

　�（区民課戸籍
係）

　（➡42頁）
●�出張所
（➡50頁～）
　�まちづくり
センターで
は取りѻい
ません。

戸籍個人事߲証明書
（戸籍ঞ本）

戸籍に記録されている方のうち一部の方の記録事߲を全
部証明したもの

450円
※1

戸籍一部事߲証明書 戸籍に記録されている事߲中、証明を求められた事߲のみ
を証明したもの 450円

戸籍の附ථのࣸし 戸籍と共に本籍地の役所で保管している、住所の記録を証
明したもの 300円

不在籍証明書 ある番地にその方の戸籍がないことを証明するもの 300円

身分証明書

ഁ、の通知、後見登記の通知ࠂ産のએ࣏ې産・準࣏ې 産એ
産手続き開始ܾ定の通知を受けていないことを証ഁ・ࠂ
明するもの
※�本人以外の方が申請する場合は、家でもҕঢ়が必要
です。

300円

平成改製原戸籍౽本 戸籍のコンピュータ化に伴う改製前の戸籍にࡌっている
全һの方の記ࡌ内༰を証明したもの 750円

平成改製原戸籍ঞ本 戸籍のコンピュータ化に伴う改製前の戸籍にࡌっている
一部の方の記ࡌ内༰を証明したもの 750円

改製原戸籍౽本 戸籍の法改正等に伴う改製前の戸籍にࡌっている全һの
方の記ࡌ内༰を証明したもの 750円

総合支所くみ
ん窓口戸籍担
当（区民課戸
籍係）
（➡42頁）

改製原戸籍ঞ本 戸籍の法改正等に伴う改製前の戸籍にࡌっている一部の
方の記ࡌ内༰を証明したもの 750円

戸籍届出受理証明書 戸籍の届出がࡁんだこと（受理されたこと）を証明するもの
※実際に届出をした役所へお問い合わせください。 350円

除籍の証明書

戸籍に記ࡌの方全һが転籍やࢮ亡等によって戸籍から除かれた場合
の証明書
※�一部の方が除かれた場合は、除籍の証明書ではなく、「戸籍全部事
߲証明書」等が証明書になります。

除籍全部事߲証明書
（除籍౽本） 除籍に記録されている事߲の全部を証明したもの 750円

除籍個人事߲証明書
（除籍ঞ本）

除籍に記録されている方のうち一部の方の記録事߲を証明
したもの 750円

除籍一部事߲証明書 除籍に記録されている事߲中、証明を求められた事߲のみ
を証明したもの 750円

　※1　コンビニ交付　1通 350円
ʪށ੶ͷίϯϐϡʔλԽʹ͍ͭͯʫ�
●�世田谷区では平成17年7月16日から戸籍と戸籍の附ථをコンピュータ化しています。
●�証明書の໊শが変わり、戸籍౽本（ࢴ原本の戸籍の内༰全部をࣸしたもの）は「戸籍全部事߲証明書」、
戸籍ঞ本（ࢴ原本の戸籍の内༰の一部をࣸしたもの）は「戸籍個人事߲証明書」になりました。

●�コンピュータ化前にطにࢮ亡、ࠗ ҽ、ࠗ等により戸籍から除かれた方（ච಄者を除く）は、コン
ピュータ化後の戸籍には記録されていません。また、コンピュータ化の時点で在籍している方の身
分事߲（ࠗҽ、ࠗ、養子縁組等の記録）についても、内༰によりコンピュータ化後の戸籍に記録さ
れていない事߲があります。

●�コンピュータ化後の戸籍に記録されていない事߲を証明する必要がある場合は、「平成改製原戸籍」
も必要です。

●�詳しくは、総合支所くみん窓口戸籍担当（区民課戸籍係）（➡42頁）にお問い合わせください。
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住民ొ
ʪಧग़ɺਃͷࡍͷຊਓ֬ೝʫ
条例に基づき、必ず本人確認を行っています。窓口に来られる方は、次のいずれかの証明書（有ޮ
期間内のもの。コピー不可）をお持ちください。
●�運転免許証、パスポート（日本国発行のもののみ）、マイナンバーカード（個人番号カード）、住
民基本台ாカード、在留カード、特別永住者証明書等、公署発行のࣸਅ入り証明書

●�上記の証明書をお持ちでない場合は、健康保険証、各種医療証、年金証書等（※通知カードは本
人確認には利用できません）

住民ొとは
ॅຽهɾށ੶՝ॅຽه୲
ὸ����-����ɹ ����-����

住民登録は、住民ථや転出証明書の交付、国民
健康保険、国民年金、小・中学校への就学（※）、
選ڍ人໊への登録（※）等に関する住民サー
ビスの基ૅとなるものです。（※）は日本人のみ。

住民ొのಧ出（転入ಧ、転出ಧ等）
૯߹ࢧॴ͘ΈΜ૭۠ޱຽ୲ʢ��ทʣɺ
ग़ுॴʢ��ทʙʣ

上記窓口に必要書ྨ等を持参のうえ、届け出て
ください。（➡77頁　表3-3）
代理人（別世帯の方）が届け出る場合は、ҕঢ়
（書き方は➡87頁）が必要です。
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ʪද ���ʫ ॅຽొͷಧग़ͷछྨ
※届出には、本人確認ができる証明書（運転免許証等）をご提示ください。
※ファクシミリでの届出は受け付けておりません。

ಧग़ͷछྨ ಧ͚ग़Δͱ͖ ඞཁॻྨ ༣ૹਃ

転入届

他の区市町村や国外から
世田谷区に引っ越して来た
とき
（14日以内）

●�前住所地の役所が交付した転出証明書（国外からの転
入、マイナンバーカードまたは住民基本台ாカードを利
用した特例による転出届をされた方を除く）

●�マイナンバーカード（個人番号カード）（お持ちの方全
һ分）

●�住民基本台ாカード（お持ちの方全һ分）
●�外国人の方は引越しをする方全һ分の在留カード、特
別永住者証明書（必ずお持ちください）

●�国民健康保険の加入者がいる世帯に転入する場合、世
帯主が変更になるときは全һ分の保険証

●�国立・私立の小・中学校に在学中の子がいる方は、在
学証明書等、子の在学が確認できるもの

●�介護サービスを受けている方は、前住所地等の役所が発
行した介護サービス受給資格証明書（お持ちの方のみ）

●�後期高齢者医療制度のෛ担区分等証明書（お持ちの方
のみ）

●国外からの転入の方はパスポート（引越しをする方全һ分）
　�（パスポートにؼ国日の証ҹがない場合は、ඈ行機の
券の券）

●国外から転入する外国人の方は、ࠗ ҽ・出生など家関係
を証明する書ྨおよびその訳文（訳者໊ࢯの記ࡌがあるも
の。自身で訳したものでも可）

不可

転出届
世田谷区から他の区市町村
や国外に引っ越すとき

（引越しの14日くらい前から）

●マイナンバーカード（個人番号カード）（お持ちの方全һ
分。転居届のみ）

●�住民基本台ாカード（お持ちの方全һ分。転居届のみ）
●�外国人の方は引越しをする方全һ分の在留カード・特
別永住者証明書（必ずお持ちください）（転居届のみ）

●�国民健康保険証（加入している方のみ）
●�後期高齢者医療ඃ保険者証（お持ちの方のみ）
● 介護保険ඃ保険者証または資格者証（お持ちの方のみ）

可

転居届 世田谷区内で引っ越したとき
（14日以内）

不可
世帯変更届

●世帯主が変わったとき
●世帯を分けたとき
●世帯を一ॹにしたとき
　（14日以内）

ʪ༣ૹͰखଓ͖すΔࡍͷඞཁॻྨʫ
●転出届（区のホームページから用ࢴをダウンロード、または便せん等に記入）
　※記߲ࡌ目は区のホームページで確認するか、事前にお問い合わせください。
●返信用෧（届出人の住所、໊ࢯを記入し、手をష付してください）
　※転出証明書の返送先は、چ住所または新住所に限ります。
●�本人確認資料（有ޮ期間内の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード（個人番号カード）、
ࣸਅ付住民基本台ாカード、在留カード、特別永住者証明書等公署発行のࣸਅ入証明書、健康
保険証等のコピー）

郵ૹにΑる転出ಧ（国֎転出をআく）�
ʢૹઌʣ
˟���-����ɹੈా୩۠ੈా୩�-��-��ɹॅຽهɾށ੶՝ɹॅຽථूதཧɾॅډදࣔ
ὸ����-����ɹ ����-����

※ファクシミリでの届出は受け付けておりません。

※�マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方は、マイナポータルからオンライン手続きも
できます。手続きの際は、あらかじめ区のホームページをご確認ください。

※�国外に引っ越し（転出）される方は窓口でのお手続きになります。
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住民ථのࣸし等の証໌書
˙૭ޱͰਃすΔ場߹

ද�-�ͷ֤૭ޱ

本人または同一世帯һ以外の方による申請に
は、ҕঢ়等が必要になります。詳しくは、事
前に電話でお問い合わせいただくか、区ホーム
ページをご確認ください。（ҕঢ়の書き方は
➡87頁）

˙༣ૹͰਃすΔ場߹

˟���-����
ੈా୩۠ੈా୩�-��-��
ॅຽهɾށ੶՝ɹॅຽථूதཧɾॅډදࣔ
ὸ����-����ɹ ����-����

ʪ༣ૹਃͷඞཁॻྨʫ
●�申請書（専用の郵送請求用申請書または便
せん等）（➡図3-2）

●�手数料（必要な通数分の定ֹ小ҝ替をお
りのないように送付してください）

　（➡表3-4）
　※手・収入ҹࢴは受け付けておりません。
●�返信用෧（申請者の住所、໊ࢯを記入し、
手をష付してください）

●�本人確認資料（有ޮ期間内の運転免許証、
パスポート、マイナンバーカード（個人番
号カード）、ࣸ ਅ付住民基本台ாカード、在
留カード、特別永住者証明書等公署発行
のࣸਅ入証明書、健康保険証等のコピー）

※�本人または同一世帯һ以外の方による申請
には、必要な資料のఴ付が定められていま
す。事前に電話でお問い合わせいただくか、
区のホームページをご確認ください。

ʪਤ ���ʫ ॅຽථͷ༣ૹਃॻͷॻ͖ํ
※区のホームページから用ࢴをダウンロード、
または便せん・A4程度の白ࢴに記入。

ॅຽථͷ༣ૹਃॻ
˓年˓月˓日

（1）必要な住民ථ（対者）
　①ʦ住所ʧ世田谷区世田谷˓-˓-˓
　②ʦフリガナʧセタガヤ　タロウ
　③ʦ໊ࢯʧ世田谷　太郎
　④ʦ種ྨ・通数ʧ世帯全һ　˓通
　　（または世帯の一部（໊ࢯ）˓ 通）
⑤～ᶏについては「のせる」か「のせない」を
記入してください。
　⑤ʦ本籍ʧ　※日本人の方
　⑥ʦ続ฑʧ
　ᶉʦマイナンバーʧ
　ᶊʦ住民ථコードʧ
　ᶋʦ国籍・地域ʧ
　ᶌʦ在留カード等の番号ʧ
　ᶍʦ在留資格・期間等ʧ
　ᶎ�ʦ実࣭住民日（世田谷区

に実際に住み始めた日）ʧ　
　ᶏ�ʦ通শの記ࡌ及び除に

関する事߲ʧ
（2）請求理由
　使用目的を۩体的に記入
（3）住民ථの請求者
　ʦフリガナʧセタガヤ　ハナコ
　ʦ໊ࢯʧ世田谷　花子
　（※本人の自署でない場合はԡҹ）
　ʦ対者との関係ʧ
　ʦ電話番号ʧ090-XXXX-XXXX
　（平日昼間の連絡先を記入）
※�①と現住所が異なる場合は請求者の現在
の住所も記入。（➡87頁 ӈ下ʤ　ʥ参র）

ʪද ���ʫ ॅຽථͷࣸ͠ͷূ໌ॻͷछྨ
※ҕঢ়による郵送申請は、事前に住民ථ集中管理・住居表示へ電話でお問い合わせください。
※ファクシミリでの申請は受け付けておりません。

※�外国人
の方

ূ໌ॻͷछྨ ༰ खྉ ૭ޱ ༣ૹਃ
住民ථ（除ථ）の
ࣸし

住民ථまたは除ථに記録されてい
る事߲を証明したもの

※1
1通300円

●総合支所くみん窓口区民担当
（➡42頁）
●土曜、日曜、祝・休日の窓口
（➡47頁～）
●出張所（➡50頁～）
●�まちづくりセンター（証明書
の取次ぎ発行）（➡52頁～）
※３

可
（住民ථ
集中管理

・住居表示）

住民ථ（除ථ）の
記ࡌ事߲証明書

住民ථまたは除ථに記録されてい
る事߲中、証明を求められた事߲
のみを証明したものʤただし基本
4߲目（ࢯ ・໊住所・生年月日・ੑ
別※2）は必ず記ࡌされますʥ

不在住証明書 申出の住所・໊ࢯでは住民登録が
ないことを証明したもの

※1　住民ථのࣸしは、コンビニ交付、マイナンバーカード専用証明書自動交付機では1通200円です。
※2　ੑ別は申出により非表示とすることもできます。
※3　�まちづくりセンター（証明書の取次ぎ発行）で交付できるのは、本人または同一世帯һの方の住民ථのࣸしに

限ります。78
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通知カーυ

ূ໌ॻͷछྨ ༰ खྉ ૭ޱ ༣ૹਃ

広域交付住民ථの
ࣸし

お住まいでない区市町村の窓口で
申請し、住民基本台ாネットワー
クシステムを利用して交付される
住民ථのࣸし

ʪҬަਃͰ͖ͳいॅຽථʫ 
●本籍・ච಄者の記ࡌ付き住民ථ
●ཤ歴付き住民ථ
●除ථ・改製原住民ථ
●同一世帯һ以外の住民ථ
●�転出の届出をされた方をؚむ世
帯の住民ථ

●外国人の方の通শの記ࡌ及び
除に関する事߲を記ࡌした住民
ථ

●�同じ自࣏体の中で転居している
場合、前住所は記ࡌされません。

手数料は申請を
受け付ける区市
町村により異な
ります。
（世田谷区の場
合1通300円）

●�総合支所くみん窓口
区民担当（➡42頁）

●�出張所（➡50頁～）

ʪඞཁॻྨʫ 
マイナンバーカード（個人番
号カード）、住民基本台ாカー
ドまたは公署発行のࣸਅ入
り証明書（日本国内で発行さ
れ、かつ有ޮ期間内のもの。
コピーは不可）

※�世田谷区民の方は、実際に
申請される区市町村にお問
い合わせください。

不可

法改正により、令和2年5月25日に通知カードはഇ止されました。
法施行後は、通知カードの再交付申請および通知カードの表面記ࡌ事߲の変更手続きはできません。

法施行後、個人番号（マイナンバー）が新たに付番された方（出生など）には、個人番号通知書（個人
番号（マイナンバー）、໊ࢯ、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記ࡌされた書面）が送付されま
すので、そちらで個人番号（マイナンバー）をご確認ください。

ਓ൪߸ʢϚイφϯόーʣΛূ໌すΔॻྨݸ˙
通知カードの表面記ࡌ事߲が住民ථの内༰と一கしていないと、個人番号（マイナンバー）を証明す
る書ྨとして使用できません。
その場合は、マイナンバーカード（個人番号カード）を申請するか、個人番号（マイナンバー）記ࡌの
住民ථのࣸしまたは住民ථ記ࡌ事߲証明書を取ಘしてください。
※個人番号通知書は、個人番号（マイナンバー）を証明する書ྨとして使用できません。
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Ϛイナンόーカーυ（ݸ人൪߸カーυ）

ʪϚイφϯόーΧーυͷ༗ޮؒظʫ
ຊਓߴɺ ઐ৬ୈ�߸ٴͼӬॅऀͰあΔ֎
ਓฒͼʹಛผӬॅऀͷํࠃ
・�発行日において18歳以上の方　発行日から
10回目の生日まで

・�発行日において18歳未満の方　発行日から5
回目の生日まで

தཹࡏظ ʢऀߴઐ৬ୈ�߸ٴͼӬॅऀΛআ͘ʣ
・�在留期間の満了日まで（在留期間を更新した
場合は、有ޮ期間内に手続きを行うことで
カードの有ޮ期間の変更が可能です）

ʪి໌ূࢠॻͷ༗ޮؒظʫ
証明書の発行日から5回目の生日またはマイ
ナンバーカードの有ޮ期間満了日のいずれかの
早い日まで
※�ただし署໊用電子証明書は、住所・໊ࢯ等が
変更になると有ޮ期間内でもࣦޮします。

ʪखྉʫ
マイナンバーカードの初回交付時は無料。再交
付は1,000円（カード800円、電子証明書200円）

ʪਃखଓ͖ʹͭいͯʫ
マイナンバーカードの交付を受けるためには、原則
として本人が申請する時、または受け取る時のど
ちらか1回、窓口にお越しいただく必要があります。
˙ਃ࣌ʹདྷॴすΔ場߹

ʪਃ૭ޱʫ
マイナンバーカードセンター、マイナンバー
カード申請受付臨時窓口、区内10か所の窓口
（総合支所くみん窓口・出張所）
※�マイナンバーカード申請受付臨時窓口は、初回
申請の方のみです。再交付申請の場合は、マイ
ナンバーカードセンター、区内10か所の窓口（総
合支所くみん窓口・出張所）へお越しください。
再交付申請の場合は、予約不要です。

ʪਃํ๏ʫ
（1）�世田谷区マイナンバー制度コールセンター

（☎3570-5031）に連絡し、あらかじめ、申請
窓口と来所日時を予約してください。

（2）�予約した申請窓口に次の書ྨ等を持参し、
申請してください。

ਅࣸإ●
　※�区内10か所の窓口（総合支所くみん窓口・

出張所）、マイナンバーカードセンター（再
交付申請のみ）

　※ԣ3.5cmʷॎ4.5cm　6か月以内ࡱ影のもの
●�通知カード（お持ちの方のみ）　※受付当日回
収します。

表面にࣸإਅ・໊ࢯ・住所・生年月日等、ཪ面にマイナンバー（個人番号）等の記ࡌされたプラスチック
製のICカードです。
申請に基づき交付します。
公的な身分証明書となるほか、カード内部にࡌされている電子証明書を使って、様々な行サー
ビスに利用できます。

●�住民基本台ாカード（お持ちの方のみ）　※受
付当日回収します。

●�本人確認書ྨ　A書ྨ2点、A書ྨ・B書ྨ各
1点またはB書ྨを2点

"ॻ ʢྨࣸਅ͖ͷͷʣ 
住民基本台ாカード、運転免許証、パスポート、在
留カード、特別永住者証明書等
#ॻ ʢྨʮ໊ࢯɾੜ݄ʯ·ͨʮ໊ࢯɾॅॴʯͷ

あΔͷʣ͕ࡌه
健康保険証、介護保険のඃ保険者証、基ૅ年金番号
通知書、年金手ா、民間企業の社һ証、学生証等
※�有ޮ期間があるものは有ޮ期間内のもの。コピーは不可。
※�B書ྨ2点の場合、ご自宅へর会文書を送付します。
（3）�マイナンバーカードを本人限定受取郵便（特

例型）で送付します。
　※�受付時にお預かりした҉証番号をカードに

登録して送付します。
˙डऔ࣌ʹདྷॴすΔ場߹

ʪडऔ૭ޱʫ
マイナンバーカードセンター、区内10か所の窓口
（総合支所くみん窓口・出張所）
ʪਃํ๏ʫ
（1）�個人番号カード交付申請書に必要事߲を記入

し、ࣸإਅをషって送付用෧で郵送します。
　※�個人番号カード交付申請書は、マイナンバー

カードセンター、区内10か所の窓口（総合支
所くみん窓口、出張所）または区内12か所の
マイナンバーカード電子証明書手続きコー
ナー（若林、上町、上馬、梅丘、代沢、松原、奥沢、
九品仏、祖師谷、船橋、喜多見、上祖師谷の各
まちづくりセンター内）で交付を受けるか、地
方公共団体情報システム機構のホームペー
ジからダウンロードできます。

　※�スマートフォン、パソコン、まちなかの証明用
ࣸਅ機（一部の機種）からも申請できます。

（2）�カードの交付準備が整ったら、「交付通知」
と「交付についてのごҊ内」を送付します。

　※�ごҊ内には、受取窓口、受取予約方法、お
持ちいただくもの等が記ࡌされています。

（3）�世田谷区マイナンバー制度コールセンター
（☎3570-5031）に連絡し、受取窓口と来
所日時を予約してください。

（4）�予約した受取窓口に来所し、マイナンバー
カードを受け取ります。

˙҉ূ൪߸ͷઃఆʹͭいͯ
マイナンバーカードを交付する際に、次の①～
④の҉証番号を設定します。電子証明書の発行
を希望しない方、15歳未満の方、成年ඃ後見人
の方は、①の҉証番号の設定は不要です。
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①
署໊用電子
証明書҉証
番号

ӳ数字6文
字以上16
文字以下

e-Taxなど、電子申請
の利用時に使用��

②
利用者証明
用電子証明
書҉証番号

数字4ܻ

住民ථのࣸし等証明
書のコンビニ交付時、
マイナポータルへの
ログイン等に利用��

③ 住民基本台ா
用҉証番号 数字4ܻ 異動手続きの際など

の本人確認時に使用��

④
券面事߲入
力ิॿ用҉
証番号

数字4ܻ 区役所等での窓口申
請書作成時に利用

˙ཧਓʹΑΔखଓ
ຊਓʹΑΔखଓ͕ݪଇͰすɻͨ ͩ͠ɺຊਓ͕ࡀ��
ະຬ·ͨඃݟޙਓͷ場߹ɺ๏ఆཧਓ͕
ಉͩͯ͘͞͠ߦいɻ
なお、病気、身体の障害、重度な精神・知的障害、
長期出張などのやむをಘない理由（「事が多
」といった理由では受け付けられません）によ
り本人の来所が困難、申請者本人が高校生以下
などの場合は、代理人による手続ができますが、
本人が来所できないことを証明するもの、本人
確認書 。などが必要となります（ਅ付きࣸإྨ）
˙ҙ
※�マイナンバーカード交付申請後に世田谷区内で
の転居または໊ࢯ等の変更をした場合、申請時
の住所・໊ࢯ等でカードが作成され、カード
記ཝに変更後の住所・໊ࢯ等が記されます。

ʪฆࣦͨ͠ͱ͖ʫ
最دりの警察署や交番にҨࣦ物届を出してくだ
さい。あわせて、マイナンバーカード機能停止の
お手続きが必要となりますので、マイナンバー
総合フリーダイヤル（0120-95-0178）または個
人番号カードコールセンター（0570-783-578）
へご連絡ください。
一時停止後、マイナンバーカードが見つかった場
合は、一時停止ղ除届、見つからない場合はマイ
ナンバーカードฆࣦ・ഇ止届の手続きをマイナ
ンバーカードセンターまたは区内10か所の窓口
（総合支所くみん窓口・出張所）でおئいします。
※�マイナンバーカード（個人番号カード）のฆ
ࣦ等により、個人番号（マイナンバー）が漏Ӯ
して不正に用いられるおそれがあると認めら
れるときは、個人番号（マイナンバー）の変更
をすることができます（ૄ明資料など警察へ
のҨࣦ届が必要）。

ʪϚイφϯόーΧーυɾి໌ূࢠॻͷ҉ূ൪߸
ΛΕͨͱ͖ʫ
マイナンバーカードをマイナンバーカードセン
ター、区内10か所の窓口（総合支所くみん窓口・
出張所）または区内12か所のマイナンバーカード
電子証明書手続きコーナー（若林、上町、上馬、
梅丘、代沢、松原、奥沢、九品仏、祖師谷、船橋、
喜多見、上祖師谷の各まちづくりセンター内）に
お持ちください。新たに҉証番号を設定します。

ʪϚイφϯόーΧーυɾి໌ূࢠॻͷߋ৽ʫ
更新は、有ޮ期間満了の3か月前から受け付けま
す。マイナンバーカードをマイナンバーカード
センター、区内10か所の窓口（総合支所くみん
窓口・出張所）または区内12か所のマイナンバー
カード電子証明書手続きコーナー（若林、上町、
上馬、梅丘、代沢、松原、奥沢、九品仏、祖師谷、船橋、
喜多見、上祖師谷の各まちづくりセンター内）に
お持ちください。

　住民基本台ாカードの交付は平成27年12
月で終了しました。
　終了前に交付されたカードは有ޮ期間が
満了するまで使用できますが、電子証明書を
発行することはできませんので、電子証明書
をご利用の方はマイナンバーカードの交付
申請を行ってください。

૯߹ࢧॴ͘ΈΜ૭۠ޱຽ୲ʢ��ทʣɺ
ग़ுॴʢ��ทʙʣ

インターネットを使った行機関への電子申請・
届出の際に必要な本人確認を、あらかじめ電子
的なシステムによって認証する制度です。マイ
ナンバーカード（個人番号カード）には、原則と
して2種ྨの電子証明書が記録されています。
電子証明書発行等の手続きは、原則として本人
がマイナンバーカードを持参して、マイナンバー
カードセンター、上記窓口または区内12か所の
マイナンバーカード電子証明書手続きコーナー
（若林、上町、上馬、梅丘、代沢、松原、奥沢、九品
仏、祖師谷、船橋、喜多見、上祖師谷の各まちづく
りセンター内）で手続きを行ってください。
※�手続きの際、交付時に設定した҉証番号の確
認をします。

ʪ༗ޮؒظʫ 
証明書の発行日から5回目の生日またはマイ
ナンバーカードの有ޮ期間満了日のいずれかの
早い日まで
※�ただし署໊用電子証明書は、住所・໊ࢯ等が
変更になると有ޮ期間内でもࣦޮします。

ʪखྉʫ
マイナンバーカード初回交付時は無料。再発行
は200円

ʪి໌ূࢠॻͷߋ৽ɾϩοΫղআʫ
更新は、有ޮ期間満了日の3か月前から受け付
けます。また、ޡってカードをロックしてしまっ
た等の場合は、҉証番号再設定の手続きが必要
です。

ి子証໌書（署名用・利用者証໌用）の発行
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ҹؑొ
ҹؑొとは
ॅຽهɾށ੶՝ॅຽه୲
ὸ����-����ɹ ����-����

不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成
等の法令に基づく手続きにはҹؑ登録証明書が
必要です。その交付を受けるためには、ҹؑ登
録が必要です。
ҹؑ登録証明書は、住民の権利・ٛ務の発生や
変更に伴う手続きにも広く利用されています。

ҹؑొのਃ
૯߹ࢧॴ͘ΈΜ૭۠ޱຽ୲ʢ��ทʣɺ
ग़ுॴʢ��ทʙʣ

登録できるҹؑは一人一個に限ります。
また、一個のҹؑを複数人で登録することは、
できません。（➡表3-5）
区内に住民登録をしている15歳以上の方が登
録できます。申請の手続きは、なるべく本人が
直接行ってください。（➡83頁　表3-6）
登録後に、「ҹؑ登録証」（カード）を交付します。

ʪखྉʫ100円
ʪҹؑొͷഇࢭɾฆࣦͷಧग़ʫ
ҹؑやҹؑ登録証をฆࣦ・ഁଛしたとき、改ҹ
したいとき、ҹؑ登録をഇ止したいときは届け
出てください。

ʪද ���ʫ ొͰ͖ΔҹؑɾͰ͖ͳいҹؑ

登録できるҹؑ

●�住民ථに記ࡌされているࢯ、໊ࢯ、໊ とࢯچ、ࢯچ、 （໊外国人は໊ࢯ、通শまたはࢯ
໊のカタカナ表記のうちࢯ、໊ࢯ、໊ ）をூったもの

には別్届出が必要です。窓口へお問い合ࡌのカタカナ表記の記໊ࢯ通শ及び、ࢯچ�※
わせください。

●�ҹ影の大きさが一ล25mmの正方ܗに収まり、一ล8mmの正方ܗに収まらないもの
※大ྔ生産ҹ（三文判等）はආけてください。

登録できないҹؑ

●�住民ථに記ࡌしているࢯچ、໊ࢯ、通শ、໊ࢯのカタカナ表記を表していないもの（໊ࢯ
の並びॱを変えたものは不可）

●�通শ（外国人の方を除く）、խ号等のҹؑ
●�職業等、໊ࢯ以外の事߲をあわせてூったもの
●�ҹ影が変化しやすい材࣭のもの（ゴムҹ、エボナイトҹ等）
●�ҹ影が不明なもの、文字の判ಡが困難なもの
●�輪ֲが無いもの、輪ֲのܽଛが大きいもの
●�ҹ影の大きさが「一ล25mmの正方ܗに収まり、一ล8mmの正方ܗに収まらない」規
定を外れるもの

※�その他、ҹ影によっては登録できないものがあります。詳しくは窓口へお問い合わせ
ください。

ҹؑొ証໌書
૯߹ࢧॴ͘ΈΜ૭۠ޱຽ୲ʢ��ทʣɺ
ग़ுॴʢ��ทʙʣɺίϯϏχަʢ��ทʣɺ
ϚΠφϯόʔΧʔυઐ༻ূ໌ॻࣗಈަػ
ʢ��ทʣɺ·ͪͮ͘Γηϯλʔʢূ໌ॻͷ
औߦൃ͗࣍ʣʢ��ทʙʣ

※郵送申請はできません。
ʪਃʹඞཁͳͷʫҹؑ登録証（カード）
ʪखྉʫ1通300円
（コンビニ交付、マイナンバーカード専用証明
書自動交付機は、1通200円）
※�ҹؑ登録がおࡁみでマイナンバーカードをお
持ちの方に限りご利用いただけます。利用者
証明用電子証明書の҉証番号（4ܻの数字）の
入力が必要です。
（➡85頁～）
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パートナーシップ・フΝϛリーシップએにͭいて

ਃऀ ຊਓূ໌ͷํ๏ खଓ͖ͷखॱ 

本　人

（文書র会による交付）
ࣸਅ入り証明書・保証
人による「保証書」がな
い場合　

ᾇ窓口に登録するҹؑを持参し、所定の申請書に記入して申請してください。
ᾈ数日後、区役所から自宅に「র会書」が送付されます（転送不要の簡易書留）。
ᾉ再び窓口に次の書ྨ等を持参してください。
●「回書」（র会書下ཝに本人が記入・ԡҹしたもの）
●�健康保険証、年金証書等の公署発行の本人確認資料（有ޮ期間のあ
るものは期間内のものに限る。コピーは不可）

●登録するҹؑ
ᾊ窓口で本人確認後、ҹؑ登録証（カード）が交付されます。

（ଈ日交付）
ࣸਅ入り証明書がある
場合

ᾇ窓口に次の書ྨ等を持参し、所定の申請書に記入して申請してください。
●登録するҹؑ
、公署発行のࣸਅ入り証明書（マイナンバーカード（個人番号カード）�●
住民基本台ாカード、運転免許証、パスポート（日本国発行のもの）、在
留カード、特別永住者証明書等。有ޮ期間内のもの。コピーは不可）

　　提示された本人確認のための証明書はコピーさせていただきます。
ᾈଈ日で、ҹؑ登録証（カード）が交付されます。

（ଈ日交付）
保証人がいる場合

ᾇ�窓口に登録するҹؑを持参し、所定の申請書に記入して申請してくださ
い。その際、東京都内でҹؑ登録をしている方が、申請者が登録者本人
であると保証してください（申請書ཪ面の「保証書」ཝに保証人が署໊
し、登録ҹをԡҹ）。

　※�保証人の住所が世田谷区以外の場合は、保証人のҹؑ登録証明書（3
か月以内に発行されたもの）をఴ付してください。

　※必要書ྨ等、必ず事前に来所する窓口へお問い合わせください。
ᾈଈ日で、ҹؑ登録証（カード）が交付されます。

代理人 （文書র会による交付）
ҕঢ়がある場合

ᾇ窓口に次の書ྨ等を持参し、所定の申請書に記入して申請してください。
●登録するҹؑ
●申請者本人が作成した「ҹؑ登録申請のҕঢ়」（書き方は➡88頁）
●�代理人のマイナンバーカード（個人番号カード）、運転免許証、健康保険
証等の公署発行の本人確認資料（有ޮ期間内のもの、コピーは不可）

ᾈ数日後、区役所から自宅に「র会書」が送付されます（転送不要の簡易書留）。
ᾉ再び窓口に次の書ྨ等を持参してください。
●「回書」（র会書下ཝに申請者本人が記入・ԡҹしたもの）
●申請者本人が作成した「ҹؑ登録証受ྖのҕঢ়」（書き方は➡88頁）

　　※申請者本人が受ྖする場合はҕঢ়は不要。
●�代理人及び申請者本人の健康保険証、年金証書等の公署発行の本人
確認資料（有ޮ期間のあるものは期間内のものに限る。コピーは不可）

　　※念のため登録申請ҹをご持参ください。
ᾊ窓口で確認後、ҹؑ登録証（カード）が交付されます。

ʪද ���ʫ ҹؑొͷਃํ๏

ਓݖɾஉঁڞಉࢀը՝
ɹὸ����-����ɹ ����-����

世田谷区基本ܭ画にܝげる「人権ଚ重」の取組みのひとつとして、方または一方がLGBT2（ੑ的マ
イノリティ）である区民のお二人やその子ども・親がその自由なҙࢥによるパートナーシップやファ
ミリーシップのએを区長に対して行い、その気持ちを受け止める取組みです。区は、એ書を受ྖ
し、એ書受ྖ証をお渡しします。
એを希望される方は、事前に電話、ファクシミリ、または窓口にてお申し込みください。એ場所
は梅丘分庁舎内です（総合支所、出張所等では行っていません）。
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֎国人のख続き
֎国人のొ੍度にͭいて
ॅຽهɾށ੶՝ॅຽه୲
ὸ����-����ɹ ����-����

平成24年7月9日から新たな在留管理制度が始
まり、外国人住民の方の登録方法が「外国人登
録制度」から「住民基本台ா制度」に変わりまし
た。届出の方法が大きく変わりましたのでご
ҙください。
●�住所に関する届出は区内10か所の窓口（総合
支所くみん窓口、出張所）で取りѻいます（➡
49頁～）。転入・転居等の届出の際に在留カー
ド、特別永住者証明書等を提示することによ
り、出入国在留管理庁への住居地変更の届出

を兼ねることとなります。住所に関する届出
の際は、異動される方全һ分の在留カード、特
別永住者証明書等をれずにお持ちください。

●�他の区市町村や国外へ引っ越す際は、「転出届」
が必要です。他の区市町村へ引っ越す方は、転
出届出の際に世田谷区から交付する「転出証
明書」をお持ちになり、引越し先の自࣏体で「転
入届」をしてください。「転出証明書」がないと
「転入届」ができませんのでごҙください。
●�世田谷区内で引越しをした場合は、「転居届」
の手続きをおئいします。

●�住民登録の手続き、住民ථのࣸしの交付等に
ついて詳しくは「住民登録」（➡76頁）を、ҹ
ؑに関する届出は「ҹؑ登録」（➡82頁～）を
ご覧ください。

中期ཹࡏ者（Ӭ住者をؚΉ）の住所มߋҎ֎のख続き
中長期在留者の方（永住者をؚむ）の在留資格、在留カードに関する手続きは、出入国在留管理庁の
みで取りѻいます（区役所への届出は不要です）。
出入国在留管理庁　問 外国人在留総合インフォメーションセンター　☎0570-013904　
　　　　　　　　　　（IP電話からは）☎ 5796-7112（平日午前8時30分～午後5時15分）

特別Ӭ住者の住所มߋҎ֎のख続き
特別永住者の方の手続きは、区内10か所の窓口（総合支所くみん窓口、出張所）で取りѻいます（➡49頁
～）。特別永住許可、特別永住者証明書に関する手続きは、原則申請時と受ྖ時の2回、窓口にお越しい
ただく必要があります。ଈ日の交付はできません。申請から交付までおおむね2～ 3週間かかります。

ʪද ���ʫ ಛผӬॅऀͷॅॴมߋҎ֎ͷखଓ͖

ਃͷछྨ
ͪ࣋

ਃすΔͱ͖ डྖすΔͱ͖ڞ௨ ผݸ

特別永住
許可に関
する申請

●�特別永住許可を受けたいとき
（出生等から60日以内に申請）

●�特別永住許可申請書（窓口でお渡しします）
●�本邦で出生したことを証する書ྨほか
　�（詳しくは住民記録・戸籍課住民記録担当
へお問い合わせください）

ܾ定時に受付窓口か
ら郵送する書ྨ

特別永住
者証明書
に関する
申請

ᾇ໊ࢯ�、生年月日、ੑ 別、国籍・
地域が変更となったとき

①�有ޮなཱྀ券
（ཱྀ券を提示
することが
できない場
合は理由書）

②�特別永住者
証明書（ฆࣦ
時を除く）

③�（申請前6か
月以内にࡱ影
された）ࣸਅ
1葉（ॎ4cm、
ԣ3cm）

変更を生じたことを証する
資料
例：有ޮなཱྀ券、国籍取ಘ証明
書等、ؖ 国家関係登録に基
づく登録事߲別証明書、出生届
の届証明書、໊ࢯ等を変更
したことに係る確定判ܾ書等

①「交付予定通知書」
※�申請時にお渡しし
ます。

②�特別永住者証明書
ຢは外国人登録証
明書（ฆࣦ時を除く）

※�窓口に来庁するこ
とにஶしい支障が
ある場合に限り、
郵送での交付がで
きます。申請には、
理由書、送付用෧
及び手（774円
分）が必要です。詳
しくは、お問い合
わせください。

ᾈ有ޮ期間を更新するとき ―

ᾉฆࣦ、౪難、໓ࣦしたとき Ҩࣦ届出証明書、౪難届出
証明書、ጶ

り

災証明書等
ᾊ�ஶしいきଛ、Ԛଛ、ICの記録が
きଛしたとき ―

ᾋ�交を希望するとき
　�（「みなし特別永住者証明書」
からのり替えを除く）

交付手数料　1,600円
（収入ҹࢴ）

ᾌ「みなし特別永住者証明書」
からの（外国人登録証明書・چ）
り替えのとき

①�有ޮなཱྀ券（ཱྀ券を提示することができ
ない場合は理由書）

②外国人登録証明書
③�（申請前6か月以内にࡱ影された）ࣸਅ1
葉（ॎ4cm、ԣ3cm）
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マイナンバーカード（個人番号カード）を利用
して、全国のコンビニエンスストア等のマルチ
コピー機から世田谷区の各種証明書等を交付す
ることができます。

ʪར用ํ๏ʫ 
コンビニ交付をご利用いただくには、利用者証
明用電子証明書（➡81頁）をࡌしたマイナン
バーカードまたはスマホ用電子証明書をࡌし
たスマートフォンが必要です。利用者証明用電
子証明書またはスマホ用電子証明書に登録され
た҉証番号（4ܻの数字）を使用します。
※�コンビニ交付は、ҹؑ登録証、住民基本台ா
カードでは利用できません。

ʪ対応ͯ͠いΔళฮʫ 
全国のコンビニエンスストア等
※�行サービス機能を備えたマルチコピー機が　
設置されている店舗に限ります。

※�スマホ用電子証明書ࡌサービスでの利用は
一部店舗に限られます。

ʪަͰ͖Δূ໌ॻʫ
●住民ථのࣸし
　※交付時に記ࡌ内༰を選できます。
　˗続ฑ
　˗本籍（日本人の方のみ）
　˗マイナンバー（個人番号）
　˗国籍・地域、在留資格等（外国人の方のみ）
●�ҹؑ登録証明書　※ҹؑ登録をされている方
に限ります。

●�特別区民税・都民税・森林環境税の課税・納
税証明書

●�戸籍全部事߲証明書（戸籍౽本）
　※�世田谷区に本籍のある方に限ります。
●�戸籍個人事߲証明書（戸籍ঞ本）
　※世田谷区に本籍のある方に限ります。

ʪަͰ͖ͳいূ໌ॻʫ
●�住民ථコード入りの住民ථのࣸし、除ථ・ཤ歴
付住民ථのࣸし、改製原住民ථのࣸし、転出の
届出をされた方をؚむ世帯の住民ථのࣸし

●�外国人の方の通শの記ࡌ及び除に関する
事߲を記ࡌした住民ථのࣸし

●�前年度以前の課税証明書、前々年度以前の納
税証明書（未申ࠂの場合や修正申ࠂをした場
合等も、一部発行できないことがあります）

　※�一୴世田谷区を転出した後、再び世田谷区
へられた方（再転入された方）の税証明
書は、コンビニ交付サービスでは取ಘでき
ません。

●�除籍、改製原戸籍、戸籍の附ථのࣸし
　※ほかにも交付できない場合があります。

コンビχ交サービス ʪར用ؒ࣌ɾূ໌ॻͷަखྉʫ
ূ໌ॻͷछྨ ར用ؒ࣌ ަखྉ 

住民ථのࣸし

午前6時30分
から午後11時
まで（※1、2）

1通
200円

ҹؑ登録証明書
特別区民税・都民税・
森林環境税の課税証
明書
特別区民税・都民税・
森林環境税の納税証
明書
戸籍全部事߲証明書
（戸籍౽本） 午前9時から

午後5時まで
（※1、2、3）

1通
350円戸籍個人事߲証明書

（戸籍ঞ本）
※１　�年末年始、メンテナンス時は除きます。
※２　�店舗の営業時間によって利用時間は一部

異なります。
※３　第3土曜、日曜、祝・休日は除きます。

ʪҙ߲ࣄʫ
●�コンビニ交付を利用できるのは、マイナン
バーカード所有者本人のみです。

●利用者証明用電子証明書の登録のお手続きや
҉証番号のޡりによりロックした場合のղ除の
お手続きについては、「電子証明書（署໊用・利
用者証明用）の発行」（➡81頁）をご覧ください。

●�スマホ用電子証明書の登録や҉証番号のロック
ղ除については、マイナポータルよりお手続き
ください。

●�世田谷区に転出の届出をされた方は利用できま
せん。ただし、戸籍証明書については下記のʪށ
੶ূ໌ॻʹؔすΔҙ߲ࣄʫをご覧ください。

ʪށ੶ূ໌ॻʹؔすΔҙ߲ࣄʫ
本籍が世田谷区で住所が世田谷区以外の方が、
コンビニ交付サービスを利用し戸籍証明書を
取ಘする場合は、事前に利用登録申請を行う必
要があります（利用者証明用電子証明書がࣦޮ
した場合は、再度利用登録申請が必要となりま
す）。利用登録に手数料はかかりません。
●�コンビニエンスストア等に設置された行サー
ビス機能を備えたマルチコピー機またはIC
カードリーダを備したパソコンからインター
ネットの戸籍証明書交付の利用登録申請サイト
（https://ks.lg-waps.go.jp/ksgu/�）より、
利用登録申請を行うことで、それ以降はコン
ビニ交付サービスを利用した戸籍証明書の取
ಘができるようになります。

●�戸籍証明書のコンビニ交付サービスの利用が
可能になるまでには、申請から登録了まで
５日程度かかります。

●�利用登録申請内༰がޡっている場合は、利用
登録が行われない場合があります。

●�利用登録ঢ়گは、戸籍証明書交付の利用登録
申請サイトで確認することができます。確認
をするには、利用登録申請了後に表示され
た申請番号（16ܻ）が必要となります。

●�スマホ用電子証明書では、利用登録申請はでき
ません。
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ʪަͰ͖Δূ໌ॻʫ
●住民ථのࣸし
　※交付時に記ࡌ内༰を選できます。
　˗続ฑ
　˗本籍（日本人の方のみ）
　˗マイナンバー（個人番号）
　˗国籍、地域、在留資格等（外国人の方のみ）
●�ҹؑ登録証明書　※ҹؑ登録をされている方
に限ります。

●�特別区民税・都民税・森林環境税の課税、納
税証明書

●戸籍全部事߲証明書（戸籍౽本）
　※�世田谷区に住所・本籍のある方に限ります。
●戸籍個人事߲証明書（戸籍ঞ本）
　※世田谷区に住所・本籍のある方に限ります。

ʪަͰ͖ͳいূ໌ॻʫ
●�住民ථコード入りの住民ථのࣸし、除ථ・ཤ歴
付住民ථのࣸし、改製原住民ථのࣸし、転出の
届出をされた方をؚむ世帯の住民ථのࣸし

●�外国人の方の通শの記ࡌ及び除に関する事
߲を記ࡌした住民ථのࣸし

●�前年度以前の課税証明書、前々年度以前の納
税証明書（未申ࠂの場合や修正申ࠂをした場
合等も、一部発行できないことがあります）

　※�一୴世田谷区を転出した後、再び世田谷区
へられた方（再転入された方）の税証明
書はマイナンバーカード専用証明書自動交
付機では取ಘできません。

●除籍、改製原戸籍、戸籍の附ථのࣸし
　※ほかにも交付できない場合があります。　
●�住所が世田谷区外の方の戸籍全部事߲証明書
（戸籍౽本）、戸籍個人事߲証明書（戸籍ঞ本）
　※�コンビニ交付サービス（➡85頁）をご覧ください。

ʪަखྉʫ
住民ථのࣸし、ҹؑ登録証明書、特別区民税・
都民税・森林環境税の課税、納税証明書　１通
200円
戸籍全部事߲証明書（戸籍౽本）、戸籍個人事߲
証明書（戸籍ঞ本）　１通350円

ʪར用すΔʹʫ
●�利用者証明用電子証明書（➡81頁）をࡌしたマ
イナンバーカードまたはスマホ用電子証明書を
ࡌしたスマートフォンが必要です。利用者証明
用電子証明書またはスマホ用電子証明書に登録
された҉証番号（4ܻの数字）を使用します。

●�利用者証明用電子証明書の登録のお手続きや҉
証番号のޡりによりロックした場合のղ除のお
手続きについては「電子証明書（署໊用・利用
者証明用）の発行（➡81頁）をご覧ください。」

ʪҙ߲ࣄʫ
●マイナンバーカード専用証明書自動交付機は、
自動交付機カード、ҹؑ登録証、住民基本台ா
カードではご利用いただけません。

●�世田谷区に転出の届出をされた方は利用できま
せん。

ʪϚイφϯόーΧーυઐ用 ূ໌ॻࣗಈަػͷઃஔ場ॴͱར用ؒ࣌ʫ
（住民ථのࣸし、ҹؑ登録証明書、特別区民税・都民税・森林環境税の課税、納税証明書）

（戸籍全部事߲証明書（戸籍౽本）、戸籍個人事߲証明書（戸籍ঞ本））

　ઃஔ場ॴ
ར用ؒ࣌

͘ΈΜ૭ޱ
ʢ��ทʣ

ग़ுॴ
ʢ��ทʙʣ

·ͪͮ͘りηϯター
ʢ��ทʙʣ

平日 午前8時30分～午後5時
（祝・休日除く）
※桜丘区民センターは別్休館日あり
（➡177頁）

経堂、用賀、
二子玉川

池尻、若林、上町、下馬、上馬、梅丘、代沢、
新代田、松原、松沢、奥沢、九品仏、上野毛、
深沢、祖師谷、船橋、喜多見、砧、上北沢、
上祖師谷、桜丘区民センター

平日 午前8時30分～午後5時
土曜 午前9時～午後5時
（第3土曜、祝・休日除く）

世田谷、
北沢、玉川、
砧、烏山

太子堂

平日 午前8時30分～午後5時
土曜、日曜、祝・休日 午前9時～午後5時 烏山

毎日 午前9時～午後8時 キャロットタワー住民ථ・ҹؑ証明発行窓口

　ઃஔ場ॴ
ར用ؒ࣌

͘ΈΜ૭ޱ
ʢ��ทʣ

ग़ுॴ
ʢ��ทʙʣ

·ͪͮ͘りηϯター
ʢ��ทʙʣ

平日 午前9時～午後5時
（祝・休日除く）
※�桜丘区民センターは別్休館日あ
り（➡177頁）

経堂、用賀、
二子玉川

池尻、若林、上町、下馬、上馬、梅丘、代沢、
新代田、松原、松沢、奥沢、九品仏、上野毛、
深沢、祖師谷、船橋、喜多見、砧、上北沢、
上祖師谷、桜丘区民センター

平日 午前9時～午後5時
土曜 午前9時～午後5時
（第3土曜、祝・休日除く）

世田谷、
北沢、玉川、
砧、烏山

太子堂、
烏山 キャロットタワー住民ථ・ҹؑ証明発行窓口

※メンテナンス時、年末年始は全台休止86
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ҕঢ়の書き方
便せんまたはA4程度の白ࢴに、ҕされるご本人が記入してください。
※外国語で記入される場合は必ず日本語訳文をఴ付してください（訳者の住所・໊ࢯを明記する）。
※区のホームページから用ࢴをダウンロードすることもできます（ҹؑ登録を除く）。
※ҕঢ়に不備がある場合はお手続きができない場合がありますのでごҙください。

ʲ戸籍の証明書・身分証明書用ʳ

ҕ　　ঢ়
˓年˓月˓日

世田谷区長　あて
（ҕ者）住所　世田谷区世田谷˓-˓-˓
　世田谷　花子　໊ࢯ　　　　
　　　　　　　（必ずҕ者本人が自署してください）
　　　　生年月日　˓年˓月˓日
　　　　本籍　世田谷区世田谷˓丁目˓番地
　　　　ච಄者　世田谷　太郎
私は下記の者を代理人として交付申請及び受
ྖの権限をҕします。
ᾇ֘当者の໊ࢯ　　世田谷花子
ᾈ証明書໊と通数　戸籍全部事߲証明書　1通

代理人　住所　世田谷区等々力˓-˓-˓
玉川　一郎　໊ࢯ　　　　
　　　　生年月日　˓年˓月˓日

ҕ　　ঢ়
˓年˓月˓日

世田谷区長　あて
（ҕ者）住所　世田谷区世田谷˓-˓- （˓4）
世田谷　花子　໊ࢯ　　　　
　　　　生年月日　˓年˓月˓日
　　　　日中の連絡先（ܞ帯電話等の番号）
私は下記の者を代理人として住民ථの交付
申請及び受ྖの権限をҕします。
ᾇ֘当者の໊ࢯ
ᾈ種ྨと通数
　世帯全һ　　　　　　　　　˓通
　世帯の一部（໊ࢯ）　　　　　˓通
　除ථ（໊ࢯ）　　　　　　　　˓通
ᾉ使用目的
※�以下ᾊ～ᾐについては「のせる」か「のせな
い」を記入してください。

ᾊ世帯主との続ฑ
ᾋ本籍　※日本国籍の方
ᾌ国籍・地域
ᾍ在留カード等の番号
ᾎ在留資格・期間等
ᾏ�実࣭住民日（世田谷区
に実際に住み始めた日）

ᾐ�通শの記ࡌ及び除に
関する事߲

ᾑ�その他ᾊ～ᾐの߲目以外で必要な߲目
　（例：マイナンバー（個人番号）、ཤ歴等）（5）
（記߲ࡌ目について詳しくは窓口にお問い合
わせください。）
代理人　住所　世田谷区等々力˓-˓-˓
玉川　一郎　໊ࢯ　　　　
　　　　生年月日　˓年˓月˓日

ҕ　　ঢ়
˓年˓月˓日

世田谷区長　あて
（ҕ者）住所　世田谷区世田谷˓-˓-˓
世田谷　花子　໊ࢯ　　　　

私は下記の者を代理人として（1）の権限を
ҕします。（2）
ᾇ引越しをした人全һの໊ࢯ
ᾈ引越しをした年月日
ᾉ引越し前の住所・世帯主
ᾊ引越し後の住所・世帯主
ᾋ平日昼間の連絡先電話番号
代理人　住所　世田谷区等々力˓-˓-˓
玉川　一郎　໊ࢯ　　　　
　　　　生年月日　˓年˓月˓日

（1）�内༰により、「転居届出」「転入届出」「転出届出」
のいずれかを記入してください。

ʲॅຽҟಈಧ  r

ʲށ੶ͷূ໌ؔʳ ʲॅຽථؔʳ

（2）�代理人が転入・転居届を行う場合、マイナンバー
カードの住所変更はଈ日ではできません。

　　　�後日、本人がカードを持参して手続きを行うか
文書র会が必要になります。詳しくは窓口にお
問い合わせください。

（3）�「転出届」のみ事前の届出も可能です。
　　　�予定転出の場合にはࠨ記（1）（2）の文ݴ中「引越し

をした」を「引越しをする」とಡみ替えてください。
（4）�現住所が世田谷区外の場合は世田谷区のとき

の住所と現住所を記入してください。
現住所とは住民登録地のことであり居所（実際に住
んでいるが住民登録をしていない場所）や一時在
地（ؼল先、出張先、入院先等）はؚまれません。

（5）�マイナンバー（個人番号）の記ࡌされた証明書
はご本人の住民登録地へ郵送しますので、申請
時に手をご用ҙください。　

※外国籍の方

（3）
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（）�内༰により、「ҹؑ登録申請」「ҹؑ登録証受ྖ」
「ҹؑ登録ഇ止申請（登録ҹの亡ࣦ、改ҹ）」「ҹ
ؑ登録証亡ࣦ届」「ҹؑ登録証引替交付」のいず
れかを記入してください。

（）下表の申請内༰の語۟を入れてください。

（）�再交付申請書内のҕཝへの記入でも可です。亡くなった方の原動機付自転車等のഇ車や໊ٛ変更の手続き
にもҕঢ়が必要な場合があります。

ҕ　　ঢ়
˓年˓月˓日

世田谷区長　あて
（ҕ者）住所　世田谷区世田谷˓-˓-˓
　世田谷　花子　໊ࢯ　　　　 登録ҹ
　　　　（ҹؑ登録申請のみԡҹ）
　　　　生年月日　˓年˓月˓日

私は下記の者を代理人として（）の権限を
ҕします。

代理人　住所　世田谷区等々力˓-˓-˓
玉川　一郎　໊ࢯ　　　　
　　　　生年月日　˓年˓月˓日

ҕ　　ঢ়
˓年˓月˓日

世田谷区長　あて
（ҕ者）住所　世田谷区世田谷˓-˓-˓
　世田谷　花子　໊ࢯ　　　　
　　　　　　　（必ずҕ者本人が自署してください）

　　　　生年月日　˓年˓月˓日

私は下記の者を代理人として（）に関する
ことをҕします。

代理人　住所　世田谷区等々力˓-˓-˓
玉川　一郎　໊ࢯ　　　　
　　　　生年月日　˓年˓月˓日

ҕ　　ঢ়
˓年˓月˓日

世田谷区長　あて
（ҕ者）住所　世田谷区世田谷˓-˓-˓
世田谷　花子　໊ࢯ　　　　
　　　　　　　（必ずҕ者本人が自署してください）

　　　　生年月日　˓年˓月˓日
　　　　電話　00-0000-0000

私は下記の者を代理人として（）に関する
ことをҕします。

代理人　住所　世田谷区等々力˓-˓-˓
玉川　一郎　໊ࢯ　　　　
　　　　生年月日　˓年˓月˓日
　　　　本人との関係　

ҕ　　ঢ়
˓年˓月˓日

世田谷区長　あて
（ҕ者）住所　世田谷区世田谷˓-˓-˓
　世田谷　花子　໊ࢯ　　　　
　　　　生年月日　˓年˓月˓日

私は下記の者を代理人として（）に関する
ことをҕします。

代理人　住所　世田谷区等々力˓-˓-˓
玉川　一郎　໊ࢯ　　　　
　　　　生年月日　˓年˓月˓日

ʲҹؑొؔʳ

ʲࠃຽ݈߁อؔݥʳ ʲࠃຽۚؔʳ

ʲ՝੫ɾඇ՝੫ূ໌ॻͷٻʳ
ʲೲ੫ূ໌ॻͷٻͳͲʳ

ਃཧ༝ ਃ༰ い߹Θͤઌ

①課税（非課税）証明書の請求 ˘˘˘に使用するため、˓ ˓年度（˛
˛年中）課税（非課税）証明書˓通交付 納税課収納・税証明係

☎5432-2197　 5432-3012
②納税証明書の請求 ˘˘˘に使用するため、˓ ˓年度（˛

˛年中）納税証明書˓通交付
③�原動機付自転車等のඪࣝ交付証明
書・ഇ車申ࠂ受付書の再交付（）

（1）ඪࣝ交付証明書の再交付
（2）ഇ車申ࠂ受付書の再交付

課税課管理係
☎5432-2163　 5432-3037

（）�内༰により、「国民健康保険の加入」「国民健康
保険のୀ」「国民健康保険ඃ保険者証再交付」
「国民健康保険高齢受給者証再交付」「限度ֹ適
用認定証の申請・受ྖ」のいずれかを記入して
ください。

（）�内༰により、「国民年金の加入」「付加年金の申
出」「基ૅ年金番号通知書の再交付」「国民年金
保険料の免除、学生納付特例制度」「年金の請求」
等を記入してください。

※�年金事務所でお手続きされる場合は、日本年金機
構ホームページからҕঢ়をダウンロードしてく
ださい（様式が異なります）。
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੫
ۚ

税金
■区税Ψイυブック
՝੫՝ཧ
ὸ����-����ɹ ����-����

住民税の組み等をղઆした「区税ガイドブッ
ク」を区役所・総合支所くみん窓口区民担当・
出張所・まちづくりセンターで布しています。

੫ۚͷछྨ ਃࠂͷ૭ޱ ೲ੫ͷ૭ޱɾํ๏
੫ۚͷূ໌ॻ

い߹Θͤ
छྨ ަखྉ ަ場ॴ

特
ผ
۠
੫

特別区民税・
都民税・
森林環境税

●課税課
１
住民税の申
時期（2月ࠂ
上旬～3月
15日）は、ཝ
外の窓口に
おいても申
書の提出ࠂ
のみ受け付
けます。

●納税課
●総合支所くみん窓口区民担当
●出張所
※�まちづくりセンターでは取
りѻいません。

ҎԼͷೲํ๏ʹͭいͯɺ
݅ҙ͕߲ࣄあり·すɻ
ɺೲॻཪ໘·ͨ۠ࡉৄ
ͷϗーϜϖーδΛ֬͝ೝ͘
ͩ͞いɻ
●銀行・信用金庫等
●ゆうちょ銀行・郵便局
●コンビニエンスストア等
●キャッシュレスܾࡁ
①�スマートフォンܾࡁアプリ
②�モバイルレジ（インター
ネットバンキング、クレ
ジットカード）

③�ネットdeモバイルレジ（ク
レジットカード）

④eL-2R
●口座振替

˞ྖऩॻൃߦʹͭいͯ
窓口納付以外の場合は、
ྖ収書が発行されません。

˔
ೲ
੫
ূ
໌
ॻ

˔
՝
੫
ূ
໌
ॻ

区役所等の
窓口交付
1通300円
マイナンバー
カード専用
証明書自動
交付機・コ
ンビニエン
スストア
1通200円

●納税課
●総合支所
　くみん窓口
　区民担当
　（➡42頁）
●出張所
　（➡50頁～）
●�マイナンバー
カード専用証
明書自動交付
機（➡86頁）

●�一部のコンビニ
エンスストア
（➡85頁）

課税課
5432-3037

住民税課税内༰
世田谷地域

（課税第1係）
☎5432-2169
北沢・砧地域

（課税第2係）
☎5432-2174
玉川・烏山地域

（課税第3係）
☎5432-2184

軽自動車税（種別ׂ）
課税内༰
課税課管理係
☎5432-2163

納税課
5432-3012

納税
納税課納税相談係
☎5432-2208
証明
納税課収納・税
証明係
☎5432-2197

軽自動車税
（種別ׂ）

（➡92頁
表4-3）

˔
ܰ
ࣗ
ಈ
ं
੫ớ
छ
ผ
ׂ
Ờೲ
੫
ূ
໌
ॻ

1通300円
※�「継続検査
用軽自動
車税（種
別ׂ）納税
証明書」は
納税通知
書にఴ付

（再発行無
料）。

● 納税課
● 総合支所
　くみん窓口
　区民担当
　（➡42頁）
※出張所やまち
づくりセンター
では取りѻいま
せん。

税金のछྨと窓口
ʪද ���ʫ੫ۚɾূ໌ॻͷछྨͱ૭ޱ 関連 税金の相談（➡63頁～）
　東京23区では、一般的に市町村で取りѻうݻ定資産税等数種の税金は都税事務所で取りѻいます。

1：�●総合支所くみん窓口区民担当　●出張所　●まちづくりセンター（太子堂、経堂、北沢、等々力、
用賀、二子玉川、烏山は同じ建物内、成城は隣接する総合支所のくみん窓口または出張所で受け付けます）
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੫
ۚ

੫ۚͷछྨ ਃࠂͷ૭ޱ ೲ੫ͷ૭ޱ
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い߹Θͤ
छྨ ަखྉ ަ場ॴ


੫

定資産税ݻ
都市ܭ画税
不動産取ಘ税
自動車税等

世田谷
都税事務所

●金༥機関・都税事務所
●コンビニエンスストア（1

ຕあたりの合ܭ金ֹが
30万円以下のバーコー
ド付納付書に限ります）

●スマートフォンܾࡁアプリ
（1ຕあたりの合ܭ金ֹが
30万円以下のバーコー
ド付納付書に限ります）

●インターネット上でのク
レジットカードによる納付
�（「地方税お支いサイト」
にアクセス。ྖ 収書は発行
されません。所定のシステ
ム料金がかかります。）

●ペイジー（Pay-easy）
（ྖ収書は発行されません。）

●�都税納税証
明書

定資産評ݻ�●
価証明書

定資産関ݻ�●
係証明書

定資産物ݻ�●
件証明書

●�自動車税納
税証明書

1件400円
※�「継続検査用
自動車税納
税証明書」は
納税通知書
にఴ付（再発
行無料）。

●23区内全ての
都税事務所

●郵送申請
�（「都税証明郵
送受付セン
ター」へ送付）

●�電子申請
（パソコン・ス
マートフォン
で申請。郵送
による交付）

世田谷都税事務所
☎3413-7111

個人事業税
法人事業税
法人都民税

渋谷
都税事務所/

（受付のみ）
世田谷
都税事務所

渋谷都税事務所
☎5422-8780

ࠃ
੫

所ಘ税
相続税
ଃ༩税
法人税
消費税等

管の
税務署

●金༥機関
●ゆうちょ銀行
●コンビニエンスストア
　�（バーコード付き納
付書もしくは二次元
コードをお持ちの方。
�いずれも合ܭ金ֹが
30万円以下のもの）

●インターネット上でのク
レジットカードによる納付
「国税クレジットカードお
支サイト」にアクセス。
ྖ収書は発行されません。
手数料がかかります。

●管の税務署

個人と法人の
納税証明書
ᾇ納税ֹ
ᾈ所ಘ金ֹ
ᾉ�未納税ֹが
ないことの
証明

ᾊ�納処分を
受けたこと
のない証明

1件400円
※電子申請は
　1件370円。

管の
税務署

管の税務署
各税務署
（管35➡頁～、
問い合わせ先➡
171頁）

税金のਃࠂとೲ税の࣌期�
（➡91頁　表4-2）
˙ॅຽ੫ͷਃࠂ
ੈా୩Ҭʢ՝੫՝՝੫ୈ�ʣ
ὸ����-����ɹ ����-�����
ɾ٨Ҭʢ՝੫՝՝੫ୈ�ʣ�
ὸ����-����ɹ ����-�����
�ʣ�Ҭʢ՝੫՝՝੫ୈࢁɾӊۄ
ὸ����-����ɹ ����-����

窓口（➡89頁　表4-1）に住民税の申ࠂ書を提出
してください。前年中に所ಘのなかった方も区
の各種保険料や児童関連手当、各種給付金、教育・
福祉・保育サービス等のࢉ定の基ૅ資料になり
ますので、申ࠂ書の提出をおئいしています。

ʪਃࠂॻͷఏग़ݶظʫ
毎年3月15日（土・日曜に当たるときはその翌
開庁日）

ʪਃࠂΛͯ͠いͨͩ͘ํʫ
●�1月1日現在、区内に住所があり、前年の1月
～12月の間に所ಘのあった方

ʪਃࠂΛ͠ͳͯ͘Αいํʫ
●税務署へ所ಘ税の確定申ࠂ書を提出した方
●�前年中の所ಘが給༩収入のみで、ۈ務先
から当区に給༩支報ࠂ書が提出されて
いる方

●�前年中の所ಘが年金収入のみの方
※�年金等の源泉収ථに記ࡌのない各種߇除
の適用を受ける場合は、申ࠂが必要です。
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੫
ۚ

ʪද ���ʫ ੫ۚͷਃࠂͱೲ੫ͷظ࣌
※申ࠂや納付の期限が土曜または休日に当たるときは、その翌日が期限となります。
ظ࣌ ಛผ۠੫ ੫ ੫ࠃ

毎月

●��住民税（特別収分）の納税
ʲ6月～翌年5月の毎月の給
༩からࠩし引き分ʳ

●�入湯税、特別区たばこ税の
申ࠂ・納税

●�都たばこ税、ゴルフ場利用税、軽༉引
取税、宿泊税の申ࠂ・納税

●�都民税利子ׂ・当ׂの納税
ʲ10日までʳ

●�所ಘ税の源泉収分の納税
ʲ10日までʳ
●�ञ税、たばこ税、ش発༉税及び
地方ش発༉税の申ࠂ・納税

5月 軽自動車税（種別ׂ）の納税 自動車税（種別ׂ）の納税 消費税及び地方消費税（個人事業
者）の中間申ࠂ（第1四期）

6月 住民税の納税（第1期） 画税の納税（第1期）ܭ定資産税・都市ݻ

7月
所ಘ税の予定納税（第1期）
●��所ಘ税の源泉収分の納税
ʲ納期特例適用分　10日までʳ

8月 住民税の納税（第2期） 個人の事業税の納税（第1期） 消費税及び地方消費税（個人事業
者）の中間申ࠂ（第2四期）

9月 画税の納税（第2期）ܭ定資産税・都市ݻ
10月 住民税の納税（第3期）

11月 個人の事業税の納税（第2期）
●�所ಘ税の予定納税（第2期）
●�消費税及び地方消費税（個人事
業者）の中間申ࠂ（第3四期）

12月 画税の納税（第3期）ܭ定資産税・都市ݻ

1月
住民税の納税（第4期）
給༩支報ࠂ書提出
ʲ31日までʳ

都民税当ׂ、都民税株式等ৡ渡所ಘׂ
ʲ10日までʳ
償却資産の申ࠂ、住宅用地の申ࠂ、認定
長期優ྑ住宅ֹݮの申ࠂ
ʲ31日までʳ

●�消費税及び地方消費税（個人事
業者）の確定申ࠂ

　̡ 1月1日～3月31日ʳ
●�所ಘ税の源泉収分の納税
　̡ 納期特例適用分　20日までʳ

2月 画税の納税（第4期）ܭ定資産税・都市ݻ

●�ଃ༩税の申ࠂ
ʲ2月1日～3月15日ʳ
●�所ಘ税の確定申ࠂ
ʲ2月16日～3月15日ʳ

3月 住民税の申̡ࠂ 15日までʳ

個人の事業税・事業所税の申ࠂ
ʲ15日までʳ
地方消費税（個人事業者）の申ࠂ･納税
ʲ31日までʳ

●所ಘ税の申ࠂ・納税
　̡ 15日までʳ
●�消費税及び地方消費税（個人事
業者）の申ࠂ・納税

　̡ 31日までʳ

ਵ時

●�軽自動車等の届出
　（登録、ഇ車等）
●�軽自動車税（環境ੑ能ׂ）
●�ୀ職所ಘの住民税の納税
ʲ原則としてୀ職金支給時に
特別収ʳ

法人の事業税・事業所税、法人の都民
税、不動産取ಘ税、自動車税（環境ੑ能
ׂ）、ङྌ税の申ࠂ・納税、地方消費税（法
人）、特別法人事業税、自動車税（種別ׂ）
（月ׂ課税分）

●�法人税、消費税及び地方消費税
（法人）、ҹࢴ税、登録免許税、
自動車重ྔ税

●�相続税̡ 亡を知った日の翌日ࢮ
から10か月目の日までʳ
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੫
ۚ

˙ܰࣗಈ車੫ʢछผׂʣ 
՝੫՝ཧ
ὸ����-���� ����-����

軽自動車やバイク等の所有者には軽自動車税
（種別ׂ）がかかります。登録、ഇ車、ৡ渡、転居、
౪難等の場合には届出が必要です。（➡表4-3）

※�なお、普通自動車等の所有者に課税される自
動車税（種別ׂ）は都税です。世田谷都税事
務所または東京都自動車税コールセンター
☎3525-4066へお問い合わせください。

ೲ税のしくみ
ೲ੫՝ऩೲɾ੫ূ໌�
ὸ����-����ɹ ����-����

住民税の納税には、以下の方法があります。
（1）自営業などの方：普通収

ˠ�納付書や口座から自動引き落としで納め
る方法。

（2）給༩所ಘ者の方：特別収
ˠ給༩からࠩし引いて納める方法。

（3）公的年金等を受給されている方：年金特別
収

ˠ公的年金等からࠩし引いて納める方法。

ೲ税
˙ॅຽ੫ͷೲ੫૭ޱͱํ๏
ೲ੫՝ऩೲɾ੫ূ໌
ὸ����-���� ����-����

➡89頁

˙ॅຽ੫ͷԆۚ
ೲ੫՝ೲ੫૬ஊ
ὸ����-���� ����-����

納期限をաぎた税金には延金が加ࢉされる場
合があります。

˙ॅຽ੫ͷؐɾॆ
ೲ੫՝ऩೲɾ੫ূ໌
ὸ����-���� ����-����

納めաぎた住民税や軽自動車税（種別ׂ）のա
ؐ、納金はޡ 付します。ただし、納期限をաぎ
た住民税や軽自動車税（種別ׂ）がある場合に
は、その住民税や軽自動車税（種別ׂ）にॆ当す
ることになります。
※�令和6年度以降のॆ当ֹにはҕୗ納付ֹがؚ
まれます。

ʪද ���ʫ ܰࣗಈ車ͷಧग़
車छ ඞཁॻྨ ਃ૭ޱ

●�原動機付自転車
（125ccまたは
1.0kW以下）

●�小型特घ自動車
●�ミニカー

本人確認書ྨのほかに、次のものを用ҙしてください。

● 課税課管理係
☎5432-2163

5432-3037
● 総合支所くみん窓口
区民担当（➡42頁）
※�土曜は取りѻいま
せん。

125ccをえる
二輪車

関東運輸局東京運輸支局へお問い合わせください。
☎050-5540-2030　 3471-6320

軽自動車
（三輪、四輪）

軽自動車検査協会東京主管事務所へお問い合わせください。
☎050-3816-3100　 6712-8625

※�౪難の場合、౪難届を出した日にさかのぼってഇ車となります。
�౪難届を出した警察署໊・届出年月日・受理番号を確認のうえ、
手続きしてください。

申ࠂ内༰ 申ࠂに必要なもの

ొ


新規購入 販売証明書

譲
ड

前所有者がഇ車ࡁ ഇ車申ࠂ受付書　
ৡ渡証明書

前所有者が未ഇ車
ඪࣝ交付証明書　
ৡ渡証明書　
ナンバープレート

స
ೖ

前住所でഇ車ࡁ ഇ車申ࠂ受付書

前住所で未ഇ車 ඪࣝ交付証明書
ナンバープレート

ഇ
ं

ഇغղ体
ৡ渡
転出

ඪࣝ交付証明書
ナンバープレート

92



੫
ۚ

税金のݮ໔�
˙ॅຽ੫ͷݮ໔
ೲ੫՝ೲ੫૬ஊ
ὸ����-���� ����-����

次のようなやむをಘない理由で住民税を納めら
れない方には、ݮ免制度があります。納期限が
աぎた住民税は対になりませんので、お早め
にご相談ください。
●�生活保護を受けている方
●�火災・風水害等によって一定以上のଛ害を受
けた方（ጶ

り

災証明書については➡34頁）
●�そのほか特別の理由がある方

˙ܰࣗಈ車੫ʢछผׂʣͷݮ໔
՝੫՝ཧ
ὸ����-���� ����-����

軽自動車・バイク等を所有されている以下の方
は、税のݮ免制度があります。
●�障害のある方または同一生ܭの方
※障害のある方のための使用に限ります。
※�普通自動車をؚめ障害者1人につき1台に
限ります。

●�障害のある方の利用のために構を変更した
軽自動車（車いす移動車等）を所有している方

●�生活保護を受けている方
●�災害にૺって生活が困ځしている方
●�そのほか特別の事情がある方

˙ੈࢠଳɾੈࢠଳͷ੫ۚͷܰݮ
੫ॺʢ���ทʣ

母子世帯・子世帯の方は、申ࠂ（給༩所ಘ者
は年末調整）により、所ಘ税の軽ݮા置を受け
られる場合があります。

税金の証໌書�
ೲ੫՝ऩೲɾ੫ূ໌�
ὸ����-����ɹ ����-����

˙ূ໌ॻͷछྨ
ʪ՝੫ূ໌ॻʫ 
税ֹや前年中の所ಘが記ࡌされています。「所
ಘ証明」等໊শは区市町村によって異なります
が、用్やޮ力は同じです。

ʪೲ੫ূ໌ॻʫ 
税ֹと納付の確認がされた金ֹと前年中の所ಘ
が記ࡌされています。

ʪܰࣗಈ車੫ʢछผׂʣೲ੫ূ໌ॻʢܧଓࠪݕ用ʣʫ 
軽自動車及び250ccをえるバイクの継続検査
（車検）に際して、軽自動車税（種別ׂ）の納が
ないことを証明しています。
※�軽自動車税（種別ׂ）納税証明書は土曜の窓
口では発行しておりません。

˙ަਃʹඞཁͳॻྨ
●�本人が申請する場合
�本人確認ができる証明書（運転免許証、健康
保険証、マイナンバーカード（個人番号カー
ド）等）、手数料

●�代理人が申請する場合
ҕঢ়（書き方は➡88頁）
�代理人の本人確認ができる証明書（運転免許
証、健康保険証等）、手数料

ؔ࿈ ίϯϏχަαーϏスʢ➡��ทʣ

ؔ࿈
ϚイφϯόーΧーυઐ用ূ໌ॻࣗಈަػ

ʢ��ทʣ

税金の証໌書の郵ૹਃ
ʪ༣ૹઌʫ�
˟���-����ɹੈా୩۠ੈా୩�-��-���
ೲ੫՝ऩೲɾ੫ূ໌༣ૹ୲�
ὸ����-����ɹ ����-����

郵送により申請する場合は、必ず本人が次の書
ྨ等を作成して申請してください。
※�ҕঢ়があっても代理人の方へは交付できま
せん。
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੫
ۚ

ʪਤ ���ʫ ੫ۚͷূ໌ॻͷ༣ૹਃॻͷॻ͖ํ
※�区ホームページから郵送用申請書をダウン
ロード、または便せん・A4程度の白ࢴに記入。

住民税に関する৹ࠪ求
住民税のො課ܾ定や督促・ࠩԡ等に不がある
方は、書面により৹査請求をすることができます。

ʪො՝ܾఆʹͭいͯʫ 

ੈా୩Ҭʢ՝੫՝՝੫ୈ�ʣ
ὸ����-����ɹ ����-�����
ɾ٨Ҭʢ՝੫՝՝੫ୈ�ʣ�
ὸ����-���� ����-�����
�ʣ�Ҭʢ՝੫՝՝੫ୈࢁɾӊۄ
ὸ����-���� ����-����

ʪಜଅʹͭいͯʫ
納税課納税相談係
☎5432-2208 5432-3012

ʪೲॲʹͭいͯʫ
納税課収担当
☎5432-2218 5432-3012

ʪ৹ࠪؒظٻʫ 
内༰の詳細は、納税通知書等の各文書にҹま
たは同෧しています。

ʪॲͷऔりফ͠ૌুͷఏىʫ 
৹査請求に対する裁ܾの通知を受け取った日の
翌日からࢉىして6か月以内に、処分の取り消
しのૌえを提ىすることができます。

まちづくりセンター窓口Ͱのݱ年度
特別区民税・都民税・ྛڥ税課税
証໌書の発行
ೲ੫՝ऩೲɾ੫ূ໌�
ὸ����-����ɹ ����-����

●�太子堂、経堂、北沢、等々力、用賀、二子玉川、
成城、烏山を除く20か所の窓口で発行します。

●�現年度の課税基準日（令和6年度なら令和6年
1月1日）から申請日まで世田谷区に住民登録
のある本人のみが申請できます。

●�ҕঢ়があっても代理人の方へは交付できま
せん。

●�毎年6月は、申請が集中するため、発行まで時
間がかかることがあります。

ʪ༣ૹਃͷඞཁॻྨʫ
●�申請書（➡図4-1）
●�手数料（定ֹ小ҝ替（証明書1通につき300
円）。使用目的によっては無料になる場合が
あります。詳しくはお問い合わせください）

●�返信用෧（申請者本人の現住所・໊ࢯを
記入し、手をష付）

●�本人確認資料（運転免許証、健康保険証、
マイナンバーカード（個人番号カード）、在
留カードのࣸし等）

ਃ　　ॻ
˓年˓月˓日

1 証明書が必要な方の໊ࢯ
に変更があった場合は証明書が必要໊ࢯ）�　
な年度の1月1日現在の໊ࢯを併記し、
（にフリガナを振ってください໊ࢯ

2 生年月日
3 証明書が必要な年の1月1日現在における
世田谷区での住所

4 �現在の住所・電話番号（※平日の日中に連
絡がつくところを記入）

5 証明書の年度・種ྨ・ຕ数
例）�「令和6年度　特別区民税・都民税・森林

環境税　課税証明書　1通」
※�令和6年度の証明書は、令和5年1月1
日～ 12月31日の所ಘに基づく税ֹの
証明になっています。

6 使いみち（使用目的）
7「軽自動車税（種別ׂ）納税証明書」を申請す
る場合は、次の事߲も記入してください。

●�車྆のඪࣝ番号（ナンバープレート）
●�車྆の定置場の住所
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͝
Έ
ͱ

Β
͠

͝みと暮らし�
͝み・リサイクル

区では、ごみを出す段階から、Մ೩͝Έɺෆ೩͝
ΈɺݯࢿʢࢴݹɾΨϥスͼΜɾ؈ʣɺϖοトϘトϧ
ʹ͚ͯいͨͩ͘Α͏͓ئいͯ͠い·すɻ分別
をపఈすることで、ごみの処理をޮ率的に行うこ
とができます。
˞ ϧーϧ͕कΒΕͯいͳいͱɺऩूͰ͖ͳい場

߹͕あり·すɻ

家庭のݯࢿ・͝み
収集日は、お住まいの地域によって異なります。
ऩूͷேɺ࣌�ʢՄ೩͝Έʹͭいͯݢࡾ�
ӺɾԼӺपลͷҰ෦Ҭேɺ࣌�ʣ·Ͱに
お出しください。
※�詳しくは、資源・ごみ集ੵ所の看板等をご覧
ください。

ɾ͝Έͷग़͠ํݯࢿ˙
（➡96頁～　表5-1、表5-2、表5-3）

˙ スϚートϑΥϯݯࢿ͚ɾ͝ΈผΞϓϦ
ʮ͞ΜあʙΔʯ
ਗ਼ɾϦαΠΫϧ෦ۀࣄ՝ීൃܒٴ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

資源・ごみの収集日
や分別方法、ഉ出時
のҙ点等について
Ҋ内しています。
ͱ͝ΈͷऩूΧレϯμーݯࢿ˙
区ホームページ（➡21頁）をご覧ください。
˙ళฮɾެࢪڞઃͰͷݯࢿճऩ
（➡98頁～　表5-3）
ਗ਼ɾϦαΠΫϧ෦ۀࣄ՝ۀࣄ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

一部の店舗または公共施設で資源を回収してい
ます。詳しくは、お問い合わせください。
˙͝Έࢄཚࢭωοトͷॿ
カラス等による資源・ごみ集ੵ所のඃ害を防止
するために、ごみࢄཚ防止ネットのॿ成を行っ
ています。
※�前回ॿ成時より5年以上経աしており、かつ4
世帯以上で共用の資源・ごみ集ੵ所で使用し、
ย付け管理のできる場合に限ります。

ॴ :֤ਗ਼ࣄॴɺ֤ ૯߹ࢧॴҬৼڵ՝
ɹɹɹɹɹܭըɾ૬ஊɺ֤ ·ͪͮ͘Γηϯλʔ
ɹɹɹɹʢ��ทɾ��ทʙɾ���ทʣ
ਗ਼ɾϦαΠΫϧ෦ۀࣄ՝ࢦಋڐՄ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

（利用活動࠶ݯࢿ）の集ஂճऩݯࢿ
ਗ਼ɾϦαΠΫϧ෦ۀࣄ՝ۀࣄ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

家庭から出る資源を、町会・自࣏会、集合住宅、
PTA等の10世帯以上で構成される地域の団体
が自主的に回収し、団体が契約した資源回収業
者に引き渡す回収方法です。回収ྔに応じて、
区から報金が支われます。活動を希望する
団体は、お問い合わせください。

事業ܥのݯࢿ・͝み
ਗ਼ࣄॴʢ�͔ॴʣ
ʢ��ทʙɹ͍߹Θͤઌ���ทʣ

商店や事業所から出る資源・ごみは、事業者の
で、専門の許可業者にҕୗするなどして適
正に処理してください。
可೩・不೩ごみ、資源を合わせたഉ出ྔの平ۉ
日ྔが10kg未満の事業者は、「事業ܥ有料ごみ
処理券」（有料シール）をషることで、資源・ご
み集ੵ所に出すことができます（事業用の粗大
ごみは区では収集できませんので、許可業者に
処理をҕୗしてください）。

ϦαイΫϧγスςϜܥۀࣄ˙

ਗ਼ɾϦαΠΫϧ෦ۀࣄ՝ࢦಋڐՄ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

事業所からഉ出される古ࢴ、ガラスびん、؈を
各事業所まで回収にい、事業者の自主的なリ
サイクル活動を支援しています。
※�回収費用は「事業ܥ有料ごみ処理券」（有料
シール）を使用するより安価です。また、シュ
レッダーにかけた古ࢴも回収します。

ʪ͚ ɾํग़͠ ɾํऩूͷҊνϥγ場ॴʫ
●�総合支所くみん窓口区民担当・出張所・
まちづくりセンター（➡49頁～）

●エコプラザ用賀、リサイクル千歳台（➡172頁）
●�各清掃事務所（➡172頁）

ʪ༗ྉ͝Έॲཧ݊ͷऔѻ場ॴʫ
●�清掃事務所（3か所）（➡172頁）
●�「世田谷区有料粗大ごみ処理券・有料ごみ
処理券取ѻ所」の表示のある小売店、コン
ビニエンスストア、スーパーマーケット等

iOS൛ Android൛
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͝
Έ
ͱ

Β
͠

ʪද ���ʫՈఉͷݯࢿɾ͝Έͷग़͠ํ
ਗ਼ࣄॴʢ�͔ॴʣʢ��ทʙɹ͍߹Θͤઌ���ทʣ

छྨ  ग़͠ํɾผͷํ ग़すɾؒ࣌ɾ場ॴ

ݹ
ࢴ

新聞 ●�ં 込チラシもؚみます。

●�週1回の「資源の日」
●�回収日のே、8時まで
●�資源・ごみ集ੵ所へ

˞ ʮ৽ฉɾࢽࡶ ɾྨࢴύοΫʯ
ͱʮஈϘーϧʯɺผʑʹ
ճऩͯ͠い·すɻ

ྨࢽࡶ ●�お՛子やティッシュの空きശ、แࢴ、ひもでറることの
できない小さなࢴ等はࢴ袋に入れてください。

パックࢴ
（500ml 以上で
パックマークࢴ
がついたもの）

●�軽くすすぎ、り開いてסかしてください（水気をって
ください）。

●�ひもでറるか、ࢴ袋に入れてください。
●�内側がアルミ（銀৭）のものは可೩ごみにお出しください。
※�一部の事業者が自主的に内側がアルミ（銀৭）のものを
回収しています。回収事業者は区のホームページをご覧
ください。

段ボール

●�段ボールについている達ථは、取り除いてお出しくだ
さい。取り除いた達ථは可೩ごみにお出しください。

●�段ボールの中に入った発๐スチロールなどの؇ি材は取
り除いてお出しください。発๐スチロールは可೩ごみにお
出しください。

˙品目ごとに、まとめてひもでे字にറってください。
˙೪ணテープ、ビニール袋は使わないでください。
˙リサイクルできないྨࢴは可೩ごみへ
　�Ԛれ・におい・༉のついたࢴ（ચ剤やピザのശ等）、ࢽࡶの付録等のアイロンプリントࢴ、カーボンࢴ、
点字用ࢴ等の凸凹のあるۺ、ࢴ・カバンの٧物、Ռ物・家電製品の؇ি材、レシート等のײࢴ、ࣸ ਅ、
シュレッダーくず、アルミコーティングされたࢴ等

Ψ
ϥ
ε
ͼ
Μ
ɾ
؈

飲み物・食品・
調ຯ料等のガラ
スびん

●�キャップ等は外してください。※金属製は不೩ごみ、プラ
スチック製は可೩ごみにお出しください。

●�中をすすいで水をってください。

●�週1回の「資源の日」
●�回収日のே、8時まで
●�資源・ごみ集ੵ所へ

ʪΨϥスͼΜʫ「ԫ৭のコ
ンテナ」へ

ʪ؈ʫ「青৭のコンテナ」へ
飲み物・食品・
調ຯ料等の؈ ●�中をすすいで水をってください。

˙コンテナには袋に入れずそのまま入れてください。
˙コンテナは、荒天時に付しない場合があります。
˙�コンテナが付されていない資源・ごみ集ੵ所では、ガラスびんと؈を別々に中身の見える袋に入れて
お出しください。

˙資源として回収できないもの（不೩ごみにお出しください）
　�༉の付ணしたガラスびん、化学薬品等のガラスびん、ガラスびん以外のガラス製品、飲み物・食品用以
外の؈、؈以外の金属、スプレー؈、カセットボンベ

ϖ
ỽ
τ
Ϙ
τ
ϧ

飲み物・調ຯ料
等のペットボト
ル（ペットボト
ルマークがつい
たもの）

●�必ずキャップ・ラベル・シールを取り、中
をすすぎ、空にしてからつぶしてください
（キャップはお近くの集団回収団体、エコプ
ラザ用賀・リサイクル千歳台（➡172頁）
で回収）。

●�ࣹ等の在宅医療ഇغ物は大変危険で
すので、ペットボトルに入れて出さないで
ください。（➡98頁）

中身の見え
る袋に入れて
お出しくださ
い。

●�月2回の「ペットボトル
の日」

※�29～ 31日（毎月5回目
に当たる曜日）は回収が
ありません。

●�回収日のே、8時まで
●�資源・ごみ集ੵ所へ

Մ
೩
͝
Έ

生ごみ 水分をよくってください。

ふた付きの
༰ 90L以）ث
下）または中
身の見える袋
に入れ、口を
కめてお出し
ください。

●�週2回の「可೩ごみの日」
●�収集日のே、8時まで
　�（三軒茶屋駅・下北沢駅
पลの一部地域は
ே、7時まで）

●�資源・ごみ集ੵ所へ

リサイクルでき
ないྨࢴ 新聞等は資源の日にお出しください。

おむつ、ペッࢴ
トシート、ೣ ࠭ Ԛ物は取り除いてトイレに流してください。

Ⴉ定したࢬ・落
ち葉など（太さ
10cm 以下、長
さ50cm以下の
もの）

●�木のࢬ等は50cm以下にり、ଋねてくだ
さい。一度に大ྔに出す場合は、事前に管
の清掃事務所（➡172頁）にご相談くださ
い（臨時ごみは有料です）。

●�竹۲等先のとがったものはްࢴ等にแみ、
「キケン」等と書いてお出しください。

96



͝
Έ
ͱ

Β
͠

छྨ  ग़͠ํɾผͷํ ग़すɾؒ࣌ɾ場ॴ

Մ
೩
͝
Έ

プラスチック・
ビニール製品

●�レジ袋、食品のチューブྨ、発๐スチロー
ル、ビデオテープ、CD・DVD、プラスチッ
ク製のおもちゃ、シャンプー・ચ剤などの
༰ث等

　※ӷ体物は収集できません。
　※�資源として回収している品目

　　　　　　　　　 　➡98頁～表5-3

ふた付きの
༰90）ثL以
下）または中
身の見える
袋に入れ、口
をకめてお
出しくださ
い。

●�週2回の「可೩ごみの日」
●�収集日のே、8時まで
　�（三軒茶屋駅・下北沢駅
पลの一部地域はே、7
時まで）

●�資源・ごみ集ੵ所へゴム、ൽֵ製品 ゴムۺ・手袋、ֵ かばん、ベルト等、ۺ

ҥྨ・布ྨ 古ண・古布等は、できるだけリサイクルにお
出しください。（➡98頁～　表5-3）

ෆ
೩
͝
Έ

ガラス、ಃ࣓ث、
ਕ物ྨ

ׂれものや先のとがったものはްࢴ等にแ
み、「キケン」等と書いてお出しください。

ふた付きの
༰90）ثL以
下）または中
身の見える
袋に入れ、口
をకめてお
出しくださ
い。

●�月2回の「不೩ごみの日」
※�29～ 31日（毎月5回目
に当たる曜日）は収集が
ありません。

●�収集日のே、8時まで
●�資源・ごみ集ੵ所へ

金属ྨ、粗大ごみ
に֘当しない一ล
が30ᶲ以下の小
型家電製品、ܬ光
管・電球

光管・電球はׂれないよう、ケースなどにܬ
入れてお出しください。

スプレー؈、カ
セットボンベ、
ライター

中身は最後まで使いり、他の不೩ごみと別
の袋に入れて「スプレー؈」・「カセットボン
ベ」「ライター」と表示してお出しください。

ʪҙʫ危険ですので、݀ はあけないでください。

電池ס
、電池は子をビニールテープで෴うなどס
ઈ縁してからお出しください。
※�ボタン電池やॆ電式電池は回収༰ث設置店
にお持ちください。

水銀をؚむ体温ܭ・
݂ѹܭ

下記の施設にお持ちください。
ʪ૭ޱख͠ʫ事業課、各清掃事務所、エコプラザ用賀、リサイクル千歳台（➡172頁）
ʪઐ用ճऩϘοΫスʫ各総合支所

Ҿ
ӽ
͠
͝
Έ
ɾ

େ
ྔ
͝
Έ

引越し等一度に
大ྔに出るごみ

一度に大ྔに出す場合（おおむね45L袋で4袋以上）やࢦ定された収集日以外にごみを
出す場合は、有料となります。
詳しくは管の清掃事務所（➡172頁）にお問い合わせください。

ૈ
େ
͝
Έớ
Ұ
ล
ͷ

͞
͕
30
ᶲ
Λ

͑
Δ

ٱ
ফ
අ
ࡒ

ớ

ظ
ؒ

༻
Ͱ
͖
Δ

ͷ
ỜỜ

布団（カーペット
等）・家۩・自転
車・電気製品等
※�収集できない品
目があります。

　（➡98頁
　表5-2）

ʲ申込み制・有料ʳ

˙۠ຽͷํࣗʹΑΔૈେ͝Έͷࠐ࣋Έ੍͕あり·す
（申込み制）。
ʪਃࠐઌʫ世田谷区粗大ごみ受付センター
ʪࠐ࣋ʫ土・日曜のみ
　　　　（午前9時～正午、午後1時～ 3時30分）

ʪࠐ࣋ઌʫ船橋粗大ごみ中継所（船橋7-21-15）
ʪॲཧखྉʫ収集する場合のֹ程度（最200円）
ʪݸ੍ݶʫ1世帯 1日1回、1回あたりの個数は10個まで

●�収集日や処理手数料等
は、申込み時に「世田
谷区粗大ごみ受付セン
ター」でҊ内します。

ʪҰͯݐށͷ場߹ʫ
原則的にݰ関先等へ

ʪू߹ॅͷ場߹ʫ
原則的に1階ݰ関口等へ

ਃ
͠
ࠐ
Έ
ઌ

世田谷区粗大ごみ受付センター
●�電話受付（午前8時～午後9時（※）／日曜、年末年
始を除く）☎���������　ӳ語・中国語・ؖ 国語・
スペイン語・ポルトガル語にも対応しています。

●�インターネット受付（ӳ語表記対応）
　（24時間・年中無休）
�https://www.sodai-setagaya.jp/

　（パソコン・ܞ帯電話・
　スマートフォンからも申込み可）

（※）令和7年1月から、午前8時～午後7時
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ʪද ���ʫ۠ ͰॲཧͰ͖ͳいͷ

ʪද ���ʫͦ ͷଞͷݯࢿͷग़͠ํ

ਗ਼ɾϦαΠΫϧ෦ۀࣄ՝ɹὸ����-����ɹ ����-����

り·すʣݶʹɾ͝ΈूੵॴҎ֎ͰճऩすΔͷʢՈఉͰग़ͨͷݯࢿ

छྨ  ग़͠ํɾผͷํ
༗

ੑ
ɾ
ة
ݥ
ੑ

ͷ
͋
Δ

ͷ


プロパンガス、ృ料・石༉
ྨ、薬品ྨ、自動車、オート
バイ、バッテリー、ॆ 電式電
池、タイヤ、ピアノ、消火ث、
火金庫、石ߣボード、ࣹ
・᭥پ等の施術用等

●�区では収集できません。販売店にご相談いただくか、専門業者に処分を
ґཔしてください。

土
つち

・石
いし

・࠭
すな 土・石・࠭は自然物である

ためごみではありません

Ո
ి
Ϧ
α
Π
Ϋ
ϧ
๏
ର



●エアコン
●�テレビ（ブラウン管式・
ӷথ式・プラズマ式・
有機EL式）

●�ྫྷ 蔵庫（保ྫྷถびつを
除く）・ྫྷౚ庫

●ચ୕機・ҥྨס૩機
※�ղ体しないでください。

区では収集できません（保ྫྷ庫・ྫྷ温庫、小型のྫྷ蔵庫・ྫྷౚ庫、小型のテレ
ビも区では収集できません）。品目ごとにリサイクル料金が必要になります。
処分方法と申込先は以下の3つの方法があります。

ʲࣗҾ͖औりʹདྷͯΒ͏場߹ʢϦαイΫϧྉۚͱऩूӡൖྉۚΛෛ୲ʣr
●�購入店、またはങい替え店に引取りをґཔする
　詳しくは、各店舗にお問い合わせください。
●�家電リサイクル受付センターに申し込む
電話での申込み：☎0570-087200
〈受付時間＝月～金曜（祝・休日は除く）午前9時～午後5時〉
　インターネットによる申込み：https://kaden23rc.jp

ʲメーΧーࢦఆͷҾऔ場ॴࠐͪ࣋Ή場߹ʢϦαイΫϧྉۚͱৼࠐΈखྉΛෛ୲ʣr
●リサイクル料金を郵便局で振り込み、ྖ 収ࡁみの家電リサイクル券とഇ
家電をあわせてࢦ定引取場所へ持ち込む。ࢦ定引取場所、持込方法、リサ
イクル料金の事前振込先（郵便局のみ）等については家電リサイクル券セ
ンター（☎0120-319640、https://www.rkc.aeha.or.jp）にお問い合
わせください。

Ո
ఉ
༻
ύ
ι
ί
ン

デスクトップパソコン
（本体）、ノートブックパ
ソコン、ディスプレイ（ブ
ラウン管式またはӷথ
式）

区では収集できません。
●各メーカー、または下記協会へ回収をお申し込みください。
　（一社）パソコン3̧推進協会　☎5282-7685　https://www.pc3r.jp/
※�PCリサイクルマークが表示されているパソコンは、回収・リサイクル料
金はかかりません。

※�宅業者による回収は、協力事業者のリネットジャパンリサイクル（株）
にお申し込みください。プリンタ・スキャナ等の小型家電も同ࠝ可能で、
パソコンをؚむ場合、回収料金が無料（1ശ分）になります。インターネット
（https://www.renet.jp）でお申し込みください。
　�リネットジャパンリサイクル（株）お問い合わせナビダイヤル
　☎0570-085-800（月～土曜午前10時～午後5時）

छྨ  ग़͠ํɾผͷํ ग़すɾؒ࣌ɾ場ॴ

古ࢴ
新聞
※�持ちڈりඃ害防止の
ҝの持ち込み先

ં込チラシもؚみます。ひも
でे字にറってお持ち込み
ください。

①�公共施設等での回収（第2・4土
曜午前10時～正午）

②�エコプラザ用賀・リサイクル千
歳台へ（開館時間中回収）

※�回収場所は区ホームページ（ペー
ジ番号25799）または「資源とご
みの収集カレンダー」をご覧いた
だくか、お問い合わせください。

※�ഇ食用༉は梅丘分庁舎でも開館
時間中に回収しています。

ഇ食用༉ 家庭から出る天ぷら༉
等

༰ثに入れてお持ちくださ
い。中身を回収した後の༰ث
はお持ちؼりください。

プラスチックྨ
৭・ฑ付き発๐トレイ ચってסかしてください。

※�Ԛれ、におい、༉がしみこ
んだものは可೩ごみへ。

※�ラップやシールは、はがす
かり取って可೩ごみへ。

食品用ಁ明プラスチッ
ク༰ث
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Β
͠͝みྔݮ・リサイクル情報等

ਗ਼ɾϦαΠΫϧ෦ۀࣄ՝ීൃܒٴ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

˙ੈా୩ϩーϧ
区内で回収されたࢴパックとオフィス古ࢴを
一部原料とした古100ࢴ�の世田谷ブランド商
品「世田谷ロール」の販売を推しています。区
ホームページに販売協力店の一覧をࡌܝしてい
ます。
※販売協力店はਵ時ื集しています。

˙৯ϩスͷݮʢϑーυυϥイϒʣ
家庭で使いれない未使用食品等は、エコプラ
ザ用賀、リサイクル千歳台、清掃・リサイクル部
事業課、各総合支所地域振興課へお持ち込みく
ださい（開館時間中は毎日受付）。集まった食品
は、地域の福祉団体等に提供します。集める食品
の条件など、詳しくはお問い合わせください。

˙͝ΈྔݮɾϦαイΫϧͷීࢪൃܒٴઃ
ʪエίϓϥβ用լʫ
ὸ��������� ���������
ごみྔݮ・リサイクルの普及ܒ発とともに、家庭
から出たまだ使用できる家۩・家電等の持ち込
み（要予約）や、粗大ごみなどから出たリユース
（再使用）品をৡり受けることができます。

ʪϦαイΫϧઍࡀʫ
ὸ���������　 ���������
ごみྔݮ・リサイクルや環境について活動してい
る団体やグループの講習会や活動発表の場です。

ʪエίϓϥβ用լɾϦαイΫϧઍࡀ
௨ϗーϜϖーδʫڞ
IUUQT���FDPDDMF�TFUBHBZB�KQ�

˙ਗ਼場ͷݟ ʢֶ���ทʣ
区内の資源化施設や清掃工場を見学することが
できます。事前のお申込みが必要です。

छྨ  ग़͠ํɾผͷํ ग़すɾؒ࣌ɾ場ॴ

古ࢴ
新聞
※�持ちڈりඃ害防止の
ҝの持ち込み先

ં込チラシもؚみます。ひも
でे字にറってお持ち込み
ください。

①�公共施設等での回収（第2・4土
曜午前10時～正午）

②�エコプラザ用賀・リサイクル千
歳台へ（開館時間中回収）

※�回収場所は区ホームページ（ペー
ジ番号25799）または「資源とご
みの収集カレンダー」をご覧いた
だくか、お問い合わせください。

※�ഇ食用༉は梅丘分庁舎でも開館
時間中に回収しています。

ഇ食用༉ 家庭から出る天ぷら༉
等

༰ثに入れてお持ちくださ
い。中身を回収した後の༰ث
はお持ちؼりください。

プラスチックྨ
৭・ฑ付き発๐トレイ ચってסかしてください。

※�Ԛれ、におい、༉がしみこ
んだものは可೩ごみへ。

※�ラップやシールは、はがす
かり取って可೩ごみへ。

食品用ಁ明プラスチッ
ク༰ث

छྨ  ग़͠ํɾผͷํ ग़すɾؒ࣌ɾ場ॴ

プラスチックྨ

白৭発๐トレイ

ચってסかしてください。
※�Ԛれ、におい、༉がしみこ
んだものは可೩ごみへ。

※�ラップやシールは、はがす
かり取って可೩ごみへ。

①�回収ボックスのある販売店へ
※�回収場所は区ホームページ（ペー
ジ番号12055）をご覧ください。

②�公共施設等の「回収ボックス」へ
※�回収場所は区ホームページ（ペー
ジ番号190101）または「資源とご
みの収集カレンダー」をご覧いた
だくか、お問い合わせください。

ペットボトル
（PETマークのついた
飲料、調ຯ料のもの）

中をすすいでつぶしてください。
※�キャップ・ラベル・シールは、
はがして可೩ごみへ。

飲料用ペットボトル
キャップ

軽くすすいでסかしてくだ
さい。シール等ははがして可
೩ごみへ。

①お近くの集団回収団体へ
②�エコプラザ用賀・リサイクル千歳
台へ（開館時間中回収）

使用ࡁみインクカート
リッジ

プリンタメーカー４社による共同回収を行っています。（※ブラ
ザー、キャノン、エプソン、日本HP）。
①公共施設に設置の「回収ശ」へ
　�区役所第２庁舎、北沢総合支所、玉川総合支所、砧総合支所、烏
山総合支所、エコプラザ用賀、リサイクル千歳台に設置

②郵便局等に設置の「回収ശ」へ
　設置場所は「インクカートリッジ里ؼりプロジェクト」で検ࡧ

使用ࡁ
小型家電

帯電話（スマートフォンؚܞ
む）、電話機（ファクシミリ付
きを除く）、タブレット末、
ポータブルカーナビ、ܞ帯
音楽プレーヤー、デジタルカ
メラ、ポータブルビデオカメ
ラ、ICレコーダー、電子ࣙ書、
上ࢉܭ機、ܞ帯ゲーム機
コードྨの12品目、ث

金属の資源化に取り組んでいます。
●区役所第２庁舎、北沢総合支所、玉川総合支所、砧総合支所、烏
山総合支所、太子堂出張所、松沢まちづくりセンター、喜多見
まちづくりセンター、上野毛まちづくりセンター、エコプラザ
用賀、リサイクル千歳台に設置してある「回収ボックス」へ。

※投入口はॎ10cmԣ25cmです。
※個人情報は必ず消ڈしてからお出しください。
モバイルバッテリー等のॆ電式電池は回収できません。メーカー
等が家電ྔ販店に回収ボックスを設置しているため、そちらに投
入してください。

布ྨ 古ண、古布 ચ୕してからお出しくださ
い。

●お近くの集団回収団体へ
●区のホームページに回収情報をࡌܝ
しています。

●リユースショップ、フリーマーケット、
バザー等へ
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消費生活

˙ফඅੜ׆૬ஊʢ��ทʣ
事業者との契約やѱ࣭商法によるඃ害、商品や
サービスに対するٙ問など、消費生活に関する
相談を消費生活相談һがお受けします。
不安なことや、判அに困ることがあれば、お気
軽にご相談ください。

ফඅੜ׆૬ஊઐ༻ిɹὸ����-����
ྸߴ ʢऀࡀ��Ҏ্ʣઐ༻ిɹὸ����-����

˙ΫーϦϯάɾオϑ੍
●�クーリング・オフとは、訪問販売等の特定の
取引について、契約後一定期間内であれば、
無条件で契約をղ除できる制度です。

●�クーリング・オフ期間は、原則として法定の契
約書面を受け取った日を１日目として数えます。

●�工事などサービスの提供が開始あるいは了
していてもクーリング・オフはできます。

●�令でࢦ定された消品や3千円未満の現金
取引など、条件によってはクーリングオフで
きないものがあります。

に支った代金は返金されます。ҧ約金やط�●
ଛ害ഛ償は請求されません。

●�商品返却費用は販売会社ෛ担です。
※�通信販売にはクーリング・オフの適用はありま
せん。通信販売は、不ྑ品でない場合、返品や
交は原則として通信販売業者が表示した条件
に基づきます。ただし、返品について表示がな
い場合は、商品౸ண後̔日以内であれば返品が
可能です（送料は購入者ෛ担）。

ʪΫーϦϯάɾオϑ͕Ͱ͖Δؒظʫ
（特定商取引法関係）

上記以外にも、クーリング・オフが適用される
取引があります。
期間をաぎても販売方法に一定の問がある場
合は、消費者契約法等により契約を取り消しでき
ることもあります。

関連 世田谷区消費生活センター（➡172頁）

औҾ༰ ؒظ
訪問販売
（キャッチセールス、点検商法等） 8日間

訪問購入
（和やو金属の訪問ങ取りなど） 8日間

電話ק༠販売 8日間
特定継続的役務提供（エステ、語学教
室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、
݁ࠗ相手紹介サービス、美༰医療）
※一定の条件あり。

8日間

連販売取引（マルチ商法等） 20日間
業務提供༠引販売取引
（内職商法、モニター商法等） 20日間

ʪΫーϦϯάɾオϑͷखଓ͖ํ๏ʫ
ᾇ �契約をղ除するࢫを書面（෧書またはハガ

キ）で販売会社へ通知します。
ᾈ書面の表ཪをコピーし、自分の߇えとします。
ᾉ �郵便局の窓口から「簡易書留」または「特定記

録郵便」で郵送します。　
　 �通知を発信した日がクーリング・オフの期

間内であれば有ޮです。
ᾊ �信販（クレジット）契約している場合は信販
（クレジット）会社にも同時に通知します。

※�電࣓的記録（電子メール、̛ ＡＸ、事業者が
ウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用
ページなど）によるクーリング・オフを行う
ことも可能です。

ʪΫーϦϯάɾオϑ௨ͷॻ͖ํʫ

※電࣓的記録による通知の場合も、記ࡌ事߲は
　෧書またはハガキと同じです。

˙ফඅੜ׆ͷࣝͷීٴͱใͷఏڙ
ফඅੜ׆՝
ὸ����-����ɹ ����-����

消費生活全般にわたる様々な事業を行っていま
す。
●消費者カレッジ
●消費生活センターだよりの発行
●消費者団体の活動・学習の支援
●出前講座
　�区民講師が地域の集まりなどに出向いて、消
費生活（消費者ඃ害・食・環境）に関する情
報を分かりやすくおえします。

　・�実施希望日の1か月前までに電話または
ファクシミリでお申し込みください。

　・�受講者数　10໊以上
　・�詳しくは、お問い合わせください。

ղআ௨ܖ
契約年月日　　　˓年˓月˓日
商品໊
契約金 （ֹ支ֹ）　　　　　円
販売会社
担当者
信販会社（信販契約のあるとき）

上記の契約はղ除します。

˓年˓月˓日
住所
໊ࢯ

所
住
の
社
会

໊
社
会

者
表
代

様

ʢѼ໊ʣ

؆
қ
ॻ
ཹ
·
ͨ

特
定
ه

༣
ศ -
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ਫ
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水道を使うときは
ᾇ水道の契約（使用開始、使用中止、契約内༰の変更）
ᾈ水道料金、漏水修繕、その他

東京都水道局お客様センター
　ᾇ☎0570-091-100 5790-0572
　ᾈ☎5326-1101 5790-0572

家庭の漏水修理、水道工事（給水管引き込み工事等）の
工事業者紹介

総合設備メンテナンスセンター
（運営：東京都管工事工業協同組合）
☎0120-850-195（24時間）

給水置図面の閲覧、౽本・ঞ本の交付等 世田谷給水管工事事務所　☎5431-3162

Լ
ਫ
ಓ

公共下水道管・公共Ԛ水ますの管理、下水道の不۩合
（ѱष、つまり等）、区内下水道のഉ除方式 東京都下水道局世田谷出張所　☎5477-2120

下水道台ாの閲覧

東京都下水道局施設管理部管路管理課
施設情報管理担当下水道台ா閲覧室

　☎5320-6618
ホームページでの閲覧も可能
https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/
contractor/d1/daicyo/

道路ഉ水、Ӎ水ます、側ߔの不۩合

区道にあるもの 各地域の土木管理事務所（➡173頁）

都道にあるもの 東京都建設局第二建設事務所
世田谷工区　☎3420-9651

国道にあるもの 東京国道事務所代々木出張所　☎3374-9451
宅地内の下水道のѱष、つまり等の相談、水ચトイレ
への変更等 ഉ水なんでも相談（➡62頁）

宅地内の下水道の修繕、工事の業者紹介
総合設備メンテナンスセンター
（運営：東京都管工事工業協同組合）
☎0120-850-195（24時間）

公共下水道の工事に関すること
区が行う工事 豪Ӎ対ࡦ・下水道整備課

☎6432-7964 6432-7993

都が行う工事 東京都下水道局南部下水道事務所
建設課建設工事担当　☎5734-5056

ᾇ建築・増改築に係る大ྔഉ水の事前協議
ᾈ下水道へのഉ出に関する水࣭規制

東京都下水道局南部下水道事務所
ᾇお客さまサービス課ব外調整担当　☎5734-5052
ᾈお客さまサービス課水࣭規制担当　☎5734-5045

私道ഉ水
設備ॿ成

私道に下水管を入れるとき、一定の条件
で工事費の90ˋをॿ成します。 各地域の土木管理事務所（➡173頁）

ড়
Խ
૧

ড়化૧の維持管理に関すること
※�ড়化૧は、定期的な点検、清掃、水࣭検査がٛ務付け
られています。

※�保守点検はড়化૧管理士に、清掃は許可を受けてい
るড়化૧清掃業者にґཔしてください。

清掃・リサイクル部事業課ࢦಋ許可担当
☎6304-3263 6304-3341

ড়化૧設置
の届出

側ߔの有無の確認 各地域の土木管理事務所（➡173頁）
新築、増改築等の建築確認申請を伴う場
合は、同時に届け出てください。

建築৹査課建築৹査担当
☎6432-7166 6432-7985

建築確認申請等を伴わない場合は「ড়化
૧設置届」を提出してください。

清掃・リサイクル部事業課ࢦಋ許可担当
☎6304-3263 6304-3341

ড়化૧ഇ止
の届出

「ড়化૧使用ഇ止届出書」を提出してください。
※�ఫڈのためԚటの除ڈが必要な場合は、早
めにড়化૧清掃業者へґཔしてください。

ড়化૧使用
の休止届及
び再開届

長期出張等でড়化૧を使用しない場合は、
「ড়化૧使用休止届出書」を提出してくだ
さい。また、使用を再開する場合は、「ড়化
૧使用再開届出書」を提出してください。
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駐輪場を͝利用くͩ͞い（➡173頁～）
ަ௨҆શࣗసं՝
ὸ����-����ɹ ����-����

レンタサイクルを͝利用くͩ͞い
ަ௨҆શࣗసं՝
ὸ����-����ɹ ����-����

自転車を複数の人で共同利用できるよう、「レ
ンタサイクルポート」（➡176頁）で自転車の有
料貸出しを行っています。5か所（桜上水南・経
堂駅前・三軒茶屋中央・桜新町・等々力）のポー
トでは、どこでもआりられどこでも返却ができ
るコミュニティサイクルシステム（愛শ「がや
リン」）をಋ入し、電動アシスト自転車も貸し出
しています（1回利用のみ）。
多くのポートは24時間利用できます。

ʪॳճొʫ
受付時間は午前7時～午後7時（電動アシスト自
転車は午後6時30分まで）。利用するポートの
管理人室（年末年始を除く）に住所・໊ࢯが確
認できるものを持参してください。

ʪར用Ͱ͖Δํʫ
区内在住または在ۈ・在学の12歳以上の方

（1日利用、1回利用は区外在住の方も利用できます）。
ʪར用୯Ґʫ定期利用、1日利用、1回利用

放置自転車等のఫڈ
ੈా୩۠ࣗసंίʔϧηϯλʔ
ὸ����-����
݄ʙ༵ۚɹޕલ࣌�ʙ࣌�ޙޕ
ɾ༵ɺॕ ɾٳɹޕલ࣌�ʙ࣌�ޙޕ
ʢ��݄��ʙ �݄�Λআ͘ʣ
駅पลの「自転車等放置ې止区域」内に放置さ
れている自転車等はఫڈします。また、放置ې
止区域外の区道・公園等でも、警ࡳࠂష付後3
日以上放置されている自転車等はఫڈします。
ただし、放置ې止区域外の国道は国土交通ল、
都道は東京都が管理ఫڈしています。私有地は
その土地の所有者の管理です。

˙ఫ͞ڈΕͨࣗస車ͷҾऔり
ఫڈした自転車等は「放置自転車等保管所」に保
管します。ఫڈした場所により、保管所が異なり
ます。駅पลのҊ内看板をご覧いただくか、自転
車コールセンターにお問い合わせください。
※ఫڈから1か月後に処分します。

自転車・自動ೋ輪
世田谷区では、安心してาける美しいまちをめざして、放置自転車等の対ࡦに取り組んでいます。自
転車等は人や車の通行のげとならないよう交通マナーを守り、放置せず、駐輪場をご利用ください。

ʪҾऔりʹඞཁͳͷʫ
●�自転車等のカギ
●�自転車等を引取りに来る方の໊ࢯ・住所を確
認できるもの（運転免許証、健康保険証等）

●�手数料（自転車3,000円、原付4,000円）
ʪอॴͷ։ઃؒ࣌ʫ
●�月～金曜　午前9時～午後7時
●�土・日曜、祝・休日　午前9時～午後6時
　（12月30日～ 1月3日を除く）

自転車の防൜ొ
ʢҰࣾʣ౦ژࣗసं൜ྗڠձ
ὸ����-����ɹͷܯॺʢ���ทʣ

自転車を所有する方は防൜登録をする必要があ
ります。

民営駐輪場・自動ೋ輪車駐車場の助
ަ௨҆શࣗసं՝
ὸ����-����ɹ ����-����

民営の駐輪場や自動二輪車駐車場を設置される
場合、一定条件を満たすものは建設費の3分の1
まで（上限あり）ॿ成します。

区民交通ই害保険
ަ௨҆શࣗసं՝
ὸ����-����ɹ ����-����

交通事故の際に入院や通院࣏療日数等に応じ保
険金を受けられます。自転車の加害事故を最高
1億円までิ償する「自転車ഛ償プラン」も
併せて加入できます。加入手続きは、区内金༥
機関またはウェブで毎年5～ 6月下旬（その他
の期間はウェブのみ受付）。

交通事ނ証໌書
ࣗಈं҆શӡసηϯλʔ౦ژࣄॴ�
ὸ����-����ʢ➡���ทʣ
ॺʢ➡���ทʣܯͷ

交通事故にૺったときは、軽いけがでも必ず警
察署に届け出てください。届出がないと、交通
事故の保険金等の請求に必要な「交通事故証明
書」が発行されません。
また、外ইがなくても後Ҩ症の心があります
ので、できるだけ医師の診அを受けてください。

交通事ނ

関連 交通事故相談（➡63頁）
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関連 ペットについての相談（ ➡65頁）

斎場・火葬場（➡ 172頁）
区民葬ّ݊
ੜ׆ࢱ՝ੜ׆ࢱ୲
ὸ����-����ɹ ����-����
૯߹ࢧॴ͘ΈΜ૭ށޱ੶୲ʢ��ทʣ

区民葬ّ券を使うと、特別区統一の協定料金で
葬ّをࣥり行うことができます（祭ஃ・ྶᐰ車・
火葬料金・Ҩࠎ収納༰ثの費用が対となりま
す）。ࢮ亡したことが確認できる書ྨ（ࢮ亡届、
火葬許可証）をご提示のうえ、お申し出ください。

葬ࣜͰಓ࿏をうときは
事前に管の警察署（➡171頁）交通課交通規
制係へご相談ください。

葬　ّ

Ѫ護動

い主の転居等のಧ出ࣂ・のొݘ
ප༧ࣹछͷಧग़ݘڰ
ੈా୩อ݈ॴੜ׆อ݈՝ੜ׆อ݈
ὸ����-����ɹ ����-����

病予防ࣹݘڰの登録と毎年1回ݘ、い主にはࣂのݘ
を受けさせることが、法でٛ務付けられています。
ߋɾมࢮͷొɾݘ˙
ᾇ の登録ݘ
とೣのマイクロݘ」い始めたら、環境লࣂをݘ�　
チップ情報登録」のサイトで、マイクロチップの
登録情報を変更してください。
�マイクロチップのணができない場合、窓口で
。の交付を受けてくださいࡳの登録をしてؑݘ

　いずれの場合も、手数料がかかります。
ᾈ に関する届出ݘ
亡等の際は、マࢮのݘ、い主の住所等の変更ࣂ�　
イクロチップをணかつ環境ল「ݘとೣのマイ
クロチップ情報登録」のサイトへ情報を登録し
ている場合には環境ল「ݘとೣのマイクロチッ
プ情報登録」のサイトで、その他の場合には窓
口で手続きをしてください。

　�区外から転入した場合、前住所地で交付を受け
たؑࡳ、ࣹࡁථを窓口に持参してください。

＊�オンライン手続きが可能なものもありますの
で、詳しくは区ホームページをご覧ください。

ප༧ࣹछͷಧग़ݘڰ˙
　�毎年1回、動物病院でݘڰ病の予防ࣹを接種
し、् 医師が発行する「ݘڰ病予防ࣹࡁ証」
を窓口に持参して、ࣹࡁථの交付を受けてく
ださい。手数料550円

　ʪਃ૭ޱʫ
　�世田谷保健所（➡45頁）、総合支所くみん窓口
区民担当（➡42頁）、出張所（➡50頁～）

発プレート等ܒ
ੈా୩อ݈ॴੜ׆อ݈՝ੜ׆อ݈
ὸ����-����ɹ ����-����

ϓレートൃܒ˙
「みんなのまちを美しくʂ」等のܒ発プレートは、
保健所、まちづくりセンター（➡52頁～）、烏山
総合支所地域振興課でお渡しします。
˙Ѫݘखாɾ͕ͤͨݘͷϚφーϒοΫ
愛ݘ手ா・せたがやݘのマナーブックは区ホー
ムページでご覧になれます。

ೣのෆ・ڈखज़費等のิ助
ੈా୩อ݈ॴੜ׆อ݈՝ੜ׆อ݈
ὸ����-����ɹ ����-����

˙ ʮࣂいೣʯͱʮࣂいओͷいͳいೣʯͷෆɾڈखज़
ڈ・の不「い主のいないೣࣂ」と「いೣࣂ」
手術費の一部をิॿします。どちらも手術は東
京都्医師会加ໍの区内の動物病院で実施しま
す。手術前に、日程に༨༟をもって保健所に申
請してください（郵送可）。
ͼҩྍతॲஔٴखज़ڈいओͷいͳいೣͷෆɾࣂ ˙
上記の「ࣂい主のいないೣ」の不・ڈ手術
を受けたೣのうち、新たなࣂい主に引き渡し（ৡ
渡）が成立したೣに関して不・ڈ手術費用
のֹ（不・ڈ手術ิॿ金交付ֹをࠩし引い
たֹ）及び医療的処置に要したֹをิॿします。

ʪਃ用ࢴͷ場ॴʫ
東京都्医師会加ໍの区内の動物病院、世田谷
保健所（➡45頁）、区ホームページ（➡21頁）

動（ݘやೣ等）のࢮ体ॲ理
ਗ਼ࣄॴʢ���ทʣ

家庭でࣂわれていたݘやೣ等のࢮ体は、原則と
して、ࣂい主が処理してください。
処理できない場合は、届出により清掃事務所が
有料で引き取ります（1಄25kg未満）。
清掃事務所が引き取った動物ࢮ体は、火葬・ຒ
葬処理を行います。
また、ࣂい主不明の動物ࢮ体を発見された場合
は、その土地の所有者・管理者等に連絡し、処
理をґཔしてください。（➡表5-4）

ʪද ���ʫࣂいओෆ໌ͷಈࢮମͷॲཧ࿈བྷઌ
ମͷ場ॴࢮ ॲཧ࿈བྷઌ

私有地等 土地の所有者・管理者
公共施設 施設の管理者
区道・河川（多摩川
を除く）・側ߔ等 土木管理事務所（➡173頁）
区立公園・緑道等 公園管理事務所（➡212頁）
都立公園 都立公園の管理事務所（➡212頁）

都道

●�平日午前8時30分～午後5時15分
　�東京都第二建設事務所
　世田谷工区　☎3420-9651
●�休日・夜間
　都道管理連絡室
　☎3343-4061

国道
国土交通ল関東地方整備局
東京国道事務所代々木出張所
☎3374-9451　 3299-8386

多摩川
国土交通ল関東地方整備局
京河川事務所田園調布出張所
☎3721-4288　 3721-4289
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国民健康保険
国民健康保険は、日ࠒから保険料を出し合うこ
とで、病気やけがの医療費等の出費をॿけ合う
制度です。

国民健康保険のಧ出
ො՝֨ࢿอɾۚ՝ࠃ
ὸ����-����ɹ ����-����

ͷՃೖ対ऀݥอ߁ຽ݈ࠃ˙
国民健康保険は、次の場合を除き、原則として
全ての方が加入する必要があります。

ʪద用আ֎ͷํʫ
●�職場の健康保険等の公的医療保険に加入して
いる方とそのැ養家（ҙ継続をؚむ）

●�在留資格が「特定活動」の外国人の方で、①医
療を受ける活動または当֘活動を行う方の日
常生活上の世話をする活動等の方②1年未満
在して行う観光、保養その他これらにྨࣅする
活動を行う方と、これに同行するۮ者の方

●�後期高齢者医療制度に加入している方
●�生活保護を受けている方

˙ಧग़༰ɾํ๏
（➡表6-1）
本人、住民ථの世帯主または同一世帯の家の
方が届出をしてください。届出がれると、不
利益になる場合があります。
※�就職またはୀ職の際に、ۈめ先が国民健康保
険の手続きを代行することはありません。

ʪཧਓ͕ಧग़ΛすΔͱ͖ʫ
必要書ྨ
●�ҕঢ়（書き方は➡88頁）
●�手続きに必要な証明書等及び窓口に来られる
方の本人確認ができるもの（運転免許証・日本
国発行のパスポート・マイナンバーカード等）

※�便せんまたはA4程度の白ࢴに、ҕされるご
本人が記入してください。

※�代理人による申請の場合、ҕঢ়があっても、
窓口では保険証をお渡しできません。住民ථ
の世帯主あてに後日郵送となります。

ʪද���ʫ ࠃຽ݈߁อݥͷಧग़ͷछྨ
※�届出には、世帯主及び֘当者全һのマイナンバーカード（個人番号カード）または通知カード（住民
ථ記ࡌ内༰と相ҧない場合のみ。来庁者以外の分はコピー可）及び本人確認ができる証明書（運転
免許証・日本国発行のパスポート・マイナンバーカード等）をお持ちください。

　�外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
　�また、ୀの届出以外の場合、在留資格が「特定活動」の外国籍の方は「ࢦ定書」がఴ付されたパス
ポートも必ずお持ちください。

˙ಧग़��Ҏʹͩͯͬ͘͞ߦい
ਃ૭ޱ　

　ಧग़༰ͷ߲

国
保
・
年
金
課

資
格
賦
課

総
合
支
所

く
み
ん
窓
口

出
張
所

ま
ち
づ
く
り

セ
ン
タ
ー

ಧ͚ग़Δͱ͖ ඞཁॻྨ

加
入

職場の健康保険や国保組合からୀし
たとき

●�資格喪ࣦ証明書
※�ඃැ養者がいないときは、ୀ職証
明書や職ථでも可。

˓ ˓ ˓ ―

健康保険等のඃැ養者でなくなったとき ˓ ˓ ˓ ―
生活保護を受けなくなったとき ●�保護ഇ止ܾ定通知書 ˓ ˓ ˓ ―

転入してきたとき ●�転出証明書（証明書に国保「有」の
場合） ― ˓ ˓ ―

子どもが生まれたとき ●�母子健康手ா ― ˓ ˓ ―

脱
退

職場の健康保険や国保組合に加入した
とき

●�新しく加入した職場や国保組合の
保険証（ୀする方全һ分）

●�世田谷区の国民健康保険証（ୀ
する方全һ分）

˓ ˓ ˓ ―

健康保険等のඃැ養者になったとき ˓ ˓ ˓ ―

生活保護を受けることになったとき ●�保険証　●�保護開始ܾ定通知書 ˓ ˓ ˓ ―

区外へ転出するとき
●�保険証
　�（転出手続きのときにお申し出くだ
さい。）

― ˓ ˓ ―

保険・年金
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国民健康保険の保険ྉ
˙อݥྉͷํࢉܭ๏

�ො՝֨ࢿอɾۚ՝ࠃ
ὸ����-����ɹ ����-����

保険料は、加入者の前年中（前年1月～ 12月）
の所ಘに応じてෛ担する「所ಘֹׂ」と加入者
一人ひとりがۉ等にෛ担する「ۉ等ֹׂ」の合
。になりますֹܭ

ʪද���ʫ ࠃຽ݈߁อݥྉͷೲํ๏

ৼସ࠲ޱ
ʢݪଇʣ

。定口座から振り替えますࢦ
ʪਃํࠐ๏ʫ
１�　Web口座振替受付サービスによる申し込み
　インターネットを利用して申し込みができます。詳しくは区ホームページをご覧ください。
２�　キャッシュカードによる申し込み
　�手続する本人໊ٛのキャッシュカード（࣓気カード）を使い、ଈ日登録ができます。
　申込窓口：保険料収納課
　※�本人確認ができる証明書（保険証、運転免許証等）をお持ちください。
3�　口座振替ґཔ書による申し込み
　�必要事߲を記入し、口座届出ҹをԡҹの上、お申し込みください。ґཔ書がお手元にない場合は保
険料収納課収納係へご請求ください。

　�申込窓口：保険料収納課、総合支所くみん窓口区民担当（➡42頁）、出張所（まちづくりセンターを
除く）（➡50頁～）、口座をお持ちの金༥機関、保険料収納課あて提出

ೲॻ
い

定められた納期限までに納付してください。
ʪೲ૭ޱʫ
●�コンビニエンスストア（バーコード付納付書に限る）、金༥機関、郵便局
●�保険料収納課、総合支所くみん窓口区民担当（➡42頁）、出張所（まちづくりセンターを除く）（➡50
頁～）

※スマートフォンܾࡁアプリを利用した納付やインターネット上でのクレジットカードによる納付も
できます。詳しくは区ホームページをご覧ください。

※�国保加入者全һが65～74歳の世帯で、一定の要件を満たす場合は、原則として特別収（世帯主の年金からの
天引き）となります。手続きにより、口座振替による納付を選することができます。

ਃ૭ޱ　

　ಧग़༰ͷ߲

国
保
・
年
金
課

資
格
賦
課

総
合
支
所

く
み
ん
窓
口

出
張
所

ま
ち
づ
く
り

セ
ン
タ
ー

ಧ͚ग़Δͱ͖ ඞཁॻྨ

そ
の
他

区内で住所が変わったとき
●�保険証
　�（住民ථの変更手続きのときにお申
し出ください。）

― ˓ ˓ ―
世帯主が変わったとき ― ˓ ˓ ―
が変わったとき໊ࢯ ― ˓ ˓ ―
世帯の合併・分のとき ― ˓ ˓ ―
修学のため区外に住む学生の保険証が
必要なとき

●�保険証　●�在学証明書　●�住民ථ
※詳しくはお問い合わせください。 ˓ ― ― ―

保
険
証
等

再
交
付

保険証、高齢受給者証をなくしたとき ●�本人確認ができるもの ˓ ˓ ˓ ˓

40～ 64歳の加入者は、「介護分の保険料」の所
ಘֹׂとۉ等ֹׂが保険料に加ࢉされます。
なお、未就学児に係る保険料のۉ等ֹׂは5ׂ
軽ݮされます。

˙อݥྉͷೲํ๏

อݥྉऩೲ՝ऩೲ
ὸ����-����ɹ ����-����

（➡表6-2）

˙อݥྉೲͷ૬ஊ

อݥྉऩೲ՝ऩਪਐ
ὸ����-����ɹ ����-����

納期限までに保険料の納付が困難な場合は、その
理由や生活ঢ়گを確認し、ࠓ後の納付ܭ画の相
談をお受けしますので、早めにご連絡ください。

●�納期限をաぎた保険料には延金が加ࢉさ
れます。

●�保険料を納すると有ޮ期限の短い「短期
ඃ保険者証」や、医療費を全ֹ自ݾෛ担する

「ඃ保険者資格証明書」にり替わります。ま
た、財産のࠩԡえなどの納処分を行います。
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ʪද���ʫ ࠃຽ݈߁อݥͷڅͷछྨ
˞ਃʹอূݥɺੈ ଳओͷ࠲ޱ൪߸͕͔Δͷɺੈ ଳओͱྍཆΛड͚ͨํɾ対ऀͷϚイφϯόー

Χーυʢݸਓ൪߸Χーυʣ·ͨ௨Χーυʢॅຽථࡌه༰ͱ૬ҧͳい場߹ͷΈʣͱɺखଓ͖͞ΕΔํ
ͷຊਓ֬ೝ͕Ͱ͖Δࣸਅ͖ͷূ໌ॻͳͲ͕ඞཁʹͳり·すɻৄ ͓͘͠い߹Θͤͩ͘͞いɻ

ʪද���ʫอݥྉͷ੍ܰݮҰཡ

ͷछྨڅ 対ʹͳΔ場߹ ༰څ खଓ͖ɾඞཁॻྨ

療養の給付
申請 不要

病気やケガをして、国民
健康保険を取りѻってい
る医療機関等にかかった
とき

医療費の一部（一部ෛ担金）を支うだけで診療を受けることができ
ます。
医療機関等の窓口で保険証を提示してください。
70～ 74歳の方は保険証と一ॹに高齢受給者証を提示してください。

ʪຊਓ͕ෛ୲すΔҰ෦ෛ୲ۚͷׂ߹ʫ
●�0 ～ 6歳に達する日以降の最初の3月31日まで：2ׂ
●�70 ～ 74歳：3ׂまたは2ׂ
●�上記以外：3ׂ

高ֹ療養費
申請 要
時ޮ 基準日
の翌月1日か
ら2年

ᾇ月間高ֹ療養費
病気やケガで医療機関等
にかかり、医療費の一部
ෛ担金が自ݾෛ担限度ֹ
をえたとき（世帯によ
り限度ֹが異なる）

自ݾෛ担限度ֹを
えたֹを後日支給（世
帯主の銀行口座に振
り込み）。

診療月から約3か
月後、世帯主あて
に申請書を郵送し
ますので、申請し
てください。

ʪਃ૭ޱʫ
●�国保・年金課保険給付
●�総合支所くみん窓口
　区民担当
　�（相続人や法定代理人などに
よる申請は取りѻいません）

　�（年間高ֹ療養費は取り
ѻいません）

　（➡42頁）
※�出張所・まちづくりセン
ターでは取りѻいません。

ᾈ年間高ֹ療養費
70歳以上で基準日時点の
世帯所ಘ区分が課税一般、
所ಘⅠ・Ⅱいずれかで、
1年間の外来自ݾෛ担ֹが
年間上限をえたとき

年間上限ֹをえた
ֹを後日支給（世帯主
の銀行口座に振り込
み）。

1年間分（前年8月
～ 7月末）を集ܭ
し、世帯主あてに
申請書を郵送しま
すので、申請して
ください。

˙อݥྉͷܰݮ（➡表6-3）

ො՝֨ࢿอɾۚ՝ࠃ
ὸ����-����ɹ ����-����

໔ͷछྨݮ 対　

ݮ等ֹׂの軽̡ۉ 申請不要ʳ 世帯主と国保加入者全һ（چ国保ඃ保険者ؚむ）の前年中の所ಘの合
。が必要ですࠂが一定基準ֹ以下の世帯。※所ಘの申ܭ

未就学児のۉ等ֹׂの軽̡ݮ 申請不要ʳ未就学児（6歳に達する日以降の3月31日までの間にある方）

非自発的ࣦ業者（ղޏやޏ止めによる
ࣦ業の方）の軽̡ݮ 申請必要ʳ

職時に65歳未満で、ハローワーク発行のޏ用保険受給資格者証ま
たはޏ用保険受給資格通知に記ࡌされた職理由が11・12・21・
22・23・31・32・33・34の方

免̡ݮඃැ養者のچ 申請必要ʳ 75歳になり職場の健康保険（国保組合は除く）をୀして、後期高齢
者医療制度に移行した方にැ養されていた65歳以上の方

産前産後期間の免除̡ 申請必要ʳ
令和5年11月以降に出産予定の方・出産された方。※出産とは৷
85日以上の分สをいいます（ࢮ産、流産、早産及び人工৷中ઈの場
合もؚむ）。

その他̡ 申請必要ʳ 災害などの特別な事情により一時的に生活が困難になった方
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国民健康保険のڅ
ͷछڅ˙ （ྨ➡表6-4）

څݥอɾۚ՝อࠃ
ὸ����-����ɹ ����-����

ͷି͚ۚࢿཆඅྍֹߴ˙

อɾۚ՝ཧࠃ
ὸ����-����ɹ ����-����

国民健康保険等の高ֹ療養費（➡表6-4）の支給
対となる場合、高ֹ療養費が支給されるまで
の間、資金の一部をお貸しします。



อ
ݥ
ɾ

ۚ

ͷछྨڅ 対ʹͳΔ場߹ ༰څ खଓ͖ɾඞཁॻྨ

限度ֹ
適用認定証
申請 要

入院、外来、訪問看護
ステーションの利用及
び調剤薬局分の窓口で
の支いが、同一月に
同一医療機関で一部ෛ
担金の自ݾෛ担限度ֹ
をえるとき

限度ֹ適用認定証（または限度
ֹ適用・ඪ準ෛ担ֹֹݮ認定証）
の交付を受け、医療機関に提示
した69歳までの方と、70～74
歳の住民税非課税世帯、現役並
みⅠ、Ⅱの方の医療費のうち自
ෛ担限度ֹをえたֹを国民ݾ
健康保険がෛ担。

申請については国
保・年金課保険給付
にお問い合わせくだ
さい。

ʪਃ૭ޱʫ
●�国保・年金課
　保険給付
●総合支所くみん窓口
　�区民担当
�（限度ֹ適用認定
証及び限度ֹ適
用・ඪ準ෛ担ֹݮ
ֹ認定証は再交付
申請のみ）

　（➡42頁）
※�出張所・まちづく
りセンターでは取
りѻいません。

住民税非課税世帯の方
の入院時食事療養費

ඪ準ෛ担ֹֹݮ認定証を医療
機関に提示するとֹݮ。

特定࣬病
療養受療証
申請 要

人工ಁੳを必要とする
ຫੑਛ不全、݂ 友病（先
天ੑ݂ӷݻڽҼ子障害
の一部）、݂ ӷݻڽҼ子
製剤の投༩にىҼする
HIVײછ症の࣏療を受
けているとき

特定࣬病療養受療証の交付を
受け、医療機関の窓口で提示す
ると、一部ෛ担金のうち自ݾෛ
担限度ֹ（1万円または2万円）
をえたֹを国民健康保険が
ෛ担。

必要書ྨは、国保・
年金課保険給付に
お問い合わせくださ
い。

高ֹ介護合
療養費ࢉ
申請 要
時ޮ 基準日
の翌月1日
から2年

国民健康保険と介護保
険の྆方から給付を受
け、自ݾෛ担ֹの合ࢉ
ֹが基準ֹをえたと
きに支給（世帯により
基準ֹが異なる）

基準ֹをえたֹを後日支給
（世帯主の銀行口座に振り込
み）。

1年間分（前年8月～
7月末）を集ܭし、世
帯主あてに申請書を
郵送しますので、申
請してください。

ʪਃ૭ޱʫ
国保・年金課
保険給付
※�総合支所くみん窓
口・出張所・まち
づくりセンターで
は取りѻいません。

療養費
申請 要
時ޮ 支っ
た日の翌日
から2年

ᾇ急病等緊急その他や
むをಘない理由で医療
機関等に保険証を提示
できずに診療を受けた
とき

保険適用が認められた部分に
ついて、ෛ担ׂ合に応じて保険
者ෛ担分にあたる金ֹを後日支
給（世帯主の銀行口座に振り込
み）。
※�海外ཱྀ行中等で急病や緊急そ
の他やむをಘない理由で࣏療
を受けた場合の医療費につい
ては、支給条件があります。詳
しくは国保・年金課保険給付
にお問い合わせください。

●�診療報ु明細書
（病໊記ࡌのもの）
●�ྖ 収書

ʪਃ૭ޱʫ
●�国保・年金課
　保険給付
●総合支所くみん窓口
　区民担当（➡42頁）
●�出張所
　（➡50頁～）
※�まちづくりセン
ターでは取りѻい
ません。

※�海外での医療費及
び移送費の申請は
国保・年金課保険
給付のみ。

ᾈコルセット等、小児
ऑ視等の࣏療用ڸ؟、
ੑணҥ（ੑストッ
キング等）の࣏療用
۩を購入したとき

●�医師の証明書また
はࢦ示書

療用۩のྖ࣏�●
収書（内訳記ࡌの
もの）

型۩の場合ۺ�●
は۩のࣸਅ

ᾉ接ࠎ院にかかったと
き（ただし国民健康保
険を取りѻう接ࠎ院で
施術を受けた場合は手
続き不要）

●�医師の同ҙ（応急
でないંࠎ・ӓ
の場合）

●�施術料金ྖ収書

ᾊマッサージ、はり・
きゅうの施術を受けた
とき（医師が࣏療上必
要と認めた場合に限る）

●�医師の同ҙ書
●�施術料金ྖ収書

移送費
申請 要
時ޮ 支っ
た日の翌日
から2年

療上緊急的な必要ੑ࣏
があって医師のࢦ示に
より移送されたとき

保険適用が認められた移送費用
を後日支給（世帯主の銀行口座
に振り込み）。

●�医師のҙ見書
●�ྖ 収書
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ͷछྨڅ 対ʹͳΔ場߹ ༰څ खଓ͖ɾඞཁॻྨ

出産育児
一時金

（支給ֹ：1児
あたり50万円）
申請 要
時ޮ 出産日
の翌日から
2年

加入者が出産したとき
（৷85日以上であれ
ばࢮ産・流産もؚむ）
※�職場の健康保険等に
1年以上本人として
加入していた方がୀ
職後6か月以内に出
産した場合、職場の
健康保険等から出産
育児一時金が支給
される場合がありま
す。なお、職場の健
康保険等から支給を
受ける場合は、国保
からは支給されませ
ん。

ᾇࢧ੍
出産育児一時金を出産費用と
して区が医療機関等に直接支
う。出産費用が50万円未満
の場合はֹࠩ分を世帯主に後
日支給。

●�世帯主が医療機関
等と直接支制度
を利用する内༰の
合ҙ文書を取り交
わすため区への手
続きは不要です。

※�ࠩ ֹ分の申請書
は、出産から2～
3か月後に世帯主
あてに郵送。

ʪਃ૭ޱʫ
●�国保・年金課
保険給付

●�総合支所くみん
窓口区民担当
（➡42頁）
●�出張所
（➡50頁～）
※�まちづくりセン
ターでは取りѻ
いません。

※�ᾈ受取代理制度
の申請は国保・
年金課保険給付
のみ。

※�海外出産の場合
は、事前に必ず国
保・年金課保険
給付にお問い合
わせください

ᾈडऔཧ੍　
　�（小規模な医療機関等が対）
事前に区に申請することで出
産育児一時金を出産費用とし
て区が医療機関等に直接支
う。出産費用が50万円未満の
場合はֹࠩ分を世帯主に後日
支給。

●�世帯主が出産予
定日の2か月前か
ら出産日までの間
に国保・年金課保
険給付へ申請する
必要あり。

ᾉঈؐ
　�出産費用を全ֹ医療機関等に
支い、出産後に区に申請す
ることで、区から世帯主に後日
支給。

●�必要書ྨは、国保・
年金課保険給付
にお問い合わせく
ださい。

葬祭費
（支給ֹ：1人
あたり7万円）
申請 要
時ޮ 葬ّを
行った日の翌
日から2年

加入者が亡くなったとき
※�職場の健康保険等に
本人として加入して
いた方が国保加入後
3か月以内に亡くな
り、職場の健康保険
等で葬祭費やຒ葬料
（費）が支給される場
合は、国保からは支
給されません。

葬祭を行って葬ّ費用を支っ
た方に後日支給（葬祭を行った方
の銀行口座に振り込み）。

●�葬ّ代金のྖ収
書のࣸし

※�あて໊が申請者໊
で、葬ّ代金であ
るࢫと故人໊の記
のあるものࡌ

●�亡くなった方の保
険証の記号・番号
がわかるもの（ඃ
保険者証など）

●�葬祭を行った方の
口座番号等が分
かるもの

݁֩・精神
医療給付金
申請 要
時ޮ 支っ
た日の翌日か
ら2年

ᾇ�݁ ֩医療を受けてい
る方で住民税非課税
の場合

対の自ݾෛ担金（医療費の5ˋ）
の支いが不要となる。

「݁֩医療給付金受
給者証」の交付を受
け、ࢦ定医療機関に
提示してください。

ʪਃ૭ޱʫ
世田谷保健所
課ࡦછ症対ײ

ᾈ�「自立支援医療受給
者証」の交付を非課税
の判定で受けた場合

対の自ݾෛ担金（医療費の
10 ・̀限度ֹあり）が不要となる。

「国保受給者証（精
神通院）」の交付を受
け、ࢦ定医療機関に
提示してください。

ʪਃ૭ޱʫ
総合支所
健康づくり課
（➡43頁）
ʪؔ࿈ʫ
自立支援医療（精
神通院）の給付
（➡120頁）

ᾉ�上記ᾇ・ᾈで発行し
た証のࢦ定医療機関
が東京都外の場合

定医療機関で一部ෛ担金をࢦ
いったん支った後、対の自ݾ
ෛ担金が支給される。

申請については国
保・年金課保険給付
にお問い合わせくだ
さい。

ʪਃ૭ޱʫ
国保・年金課
保険給付

その他
申請 要

交通事故やই害事件等
第三者（加害者）の行ҝ
により、ケガまたは病
気になったとき

加害者からのഛ償がれた場合
等に、保険者（世田谷区）が࣏療
費を一時的に立て替え（ױ者ෛ担
分は除く）、後で保険者がෛ担を
した分を加害者に請求します。

※�国民健康保険で࣏療を受けるときは、
事前の申出が必要です。必ず国保・年
金課保険給付にご連絡ください。「第
三者行ҝによるই病届」の提出が必要
です。
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年　金
国民年金は、日本国内に住む20歳から60歳まで
の全ての方（外国籍の方もؚむ）が加入し、基ૅ
年金（老齢・障害・Ҩ等）を受けられるように
国が運営する社会的な支え合いの制度です。
国民年金制度の組み等をղઆしたパンフレッ
ト「国民年金だより」をホームページにࡌܝし
ています。また、国民年金係、総合支所くみん
窓口・出張所等で希望者に布しています。

国民年金の窓口
ຽۚࠃอɾۚ՝ࠃ
ὸ����-����ɹ ����-����
ੈా୩ۚࣄॴʢ���ทʣ
ὸ����-����ʢʣɹ ����-����
ʢͨͩ͠ɺۚڅʹؔ͢Δ૬ஊɾٻͷ
खଓͷ߹� ����-����ʣ

ຽۚͷՃೖऀͷ۠ࠃ˙
ඃอ۠ऀݥ 対

第1号ඃ保険者
日本国内に住む20歳以上60
歳未満の方で、自営業者やそ
のۮ者、学生等

第2号ඃ保険者 会社һ・公務һ等で、ۈめ先
でް生年金に加入している方

第3号ඃ保険者
第2号ඃ保険者にැ養されて
いる20歳以上60歳未満の
者で第3号ඃ保険者関係届ۮ
を提出ࡁみの方

ҙ加入ඃ保険者 上記に֘当しないが、希望に
より加入している方

〈適用除外の方〉ʜ第2号ඃ保険者以外
在留資格が「特定活動」の外国人の方で、
①�医療を受ける活動または当֘活動を行う方の日常
生活上の世話をする活動等の方

②�１年未満在して行う観光・保養その他これらにྨ
者の方ۮする活動を行う方とこれに同行するࣅ

ʪද���ʫ ࠃຽۚՃೖͷओͳಧग़
国民年金に加入することになったとき、届出内༰に変更があったとき等は、届け出てください。
届出には、以下の必要書ྨのほか、届出対者のマイナンバーカード（個人番号カード）または通知カー
ド（住民ථ記ࡌ内༰と相ҧない場合のみ）及び来庁者の本人確認ができる証明書（運転免許証・日本国
発行のパスポート・マイナンバーカード等）、基ૅ年金番号が確認できるものをお持ちください。
代理人が届ける場合は、ҕঢ়が必要です（ҕঢ়の書き方➡87頁）。
なお、一部届出は郵送または、日本年金機構に対する電子申請もできます。

ಧग़ͷछྨ ಧ͚ग़Δͱ͖ ඞཁॻྨ 電
子
郵
送 ਃ૭ޱ

第１号
ඃ保険者
加入届

会社等をୀ職したとき（第２号ඃ保険
者から第１号ඃ保険者になるとき）

●�ް 生年金喪ࣦ日のわかる書ྨ
（資格喪ࣦ証明書、職ථなど） ˓ ˓

●国保・年金課
　国民年金係
●�総合支所
くみん窓口

　�区民担当
（➡42頁）
●�出張所
（➡50頁～）
※�まちづくりセン
ターでは取りѻ
いません。

国外から転入したとき（転入後に
第1号ඃ保険者になるとき） 住民登録の転入手続き後に届出 ˓ ˓

会社等にۈ務しているۮ者（第2号
ඃ保険者）のඃැ養者でなくなった
とき（第3号ඃ保険者から第1号ඃ保
険者になるとき）

●�資格喪ࣦ証明書（ඃැ養者でな
くなった日付が確認できる証
明書）

˓ ˓

付加保険料
の申込・ࣙ
ୀ届

第1号ඃ保険者で申込またはࣙୀ
する方 ˓ ˓

喪ࣦ届
会社等に就職したとき
※�就職先で手続きがࡁんでいる方は
届出不要。

●�健康保険証等（ۈ務先・就職年
月日の分かるもの） ʷ ˓

基ૅ年金
番号通知書
再交付届

年金手ாまたは基ૅ年金番号通知書
をฆࣦ・ᆝଛしたとき、または໊ࢯ
変更したとき
※�区役所経由の場合は1か月程度かか
ります。

※�第3号ඃ保険者の方は年金事務所へ。
※�第2号ඃ保険者の方はۈ務先へ。

●�保険料のྖ収書等基ૅ年金番
号が分かるもの

　�年金手ா・基ૅ年金番号通知書
の持参は不要です。

※�令和４年４月から年金手ாに代
わり基ૅ年金番号通知書が交付
されることになりました。

ʷ ˓

高齢ҙ
加入

申し込むとき ●�預ஷ金通ா、金༥機関への届
出ҹ、必要に応じて戸籍౽本 ʷ ʷ 国保・年金課

国民年金係のみ
やめるとき ʷ ʷ

国外ҙ
加入

申し込むとき、やめるとき
（日本国籍の方のみ）

協力者有 協力者（親）の連絡先 ʷ ʷ

協力者無 年金事務所へお問い合わせくだ
さい

世田谷年金事務所
（本館）
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ಧग़ͷछྨ ಧ͚ग़Δͱ͖ ඞཁॻྨ ਃ૭ޱ

第3号ඃ保険者
の届出

会社等にۈ務しているۮ者（第2号ඃ
保険者）のඃැ養者となったとき（第3
号ඃ保険者になるとき）

ۮ者のۈ務先にご確認く
ださい

ۮ者のۈ務先を通じて
年金事務所へ届出

ް生年金の届出 会社等に就職したとき（第２号ඃ保険者
になるとき）

届出先または年金事務所に
ご確認ください

原則、ۈ務先を通じて
年金事務所へ届出

※�表のうち第３号ඃ保険者の届出以外は年金事務所へ郵送で申請できます（詳しくは世田谷年金事
務所へお問い合わせください）。また区役所でも第１号加入届等、一部の届出は郵送で申請できま
す（詳細および届出書は区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください）。

※�区役所で受け付けている届出内༰については、全て年金事務所でも受付が可能です。

国民年金の保険ྉ
ੈా୩ۚࣄॴ
ὸ����-����ʢʣɹ ����-����

保険料は年度により異なりますが、所ಘにかかわ
らず定ֹです。詳しくはお問い合わせください。
˙อݥྉͷೲํ๏
●�納付書（日本年金機構から郵送されます）

ʪೲ૭ޱʫ
金༥機関、郵便局、コンビニエンスストア
※区役所では取りѻいません。
※�電子納付（Pay-easy）やスマートフォンアプ
リでのܾࡁも可能です。

●�口座振替（事前手続きが必要。マイナポータ
ルによる電子申請も可）

●�クレジットカード納付（事前手続きが必要）
納付書の再発行、口座振替・クレジットカード
納付のお申し込み、納付ঢ়گの確認は世田谷年
金事務所（本館（上町））へお問い合わせください。

˙อݥྉͷ໔আɾೲ༛༧
ຽۚࠃอɾۚ՝ࠃ
ὸ����-����ɹ ����-����

ʪ対ʫ国民年金第1号ඃ保険者の方
●�保険料を納付することが経ࡁ的に困難なとき、
保険料の全ֹ・一部免除または納付༛予、学生
の方は学生納付特例の制度があります（一部免
除がঝ認された期間中は、ֹݮ後の保険料を納
付しない場合は未納期間となります）。いずれも
所ಘ制限があり、原則として毎年度申請が必要
です（マイナポータルによる電子申請も可）。

●�免除を受けた期間については、老齢基ૅ年金受
給ֹがֹݮされますが、10年以内は納がで
きます（加ࢉ金が加される場合があります）。

●�生活保護法の生活ැॿ、障害年金の1・2ڃを
受けている方は、届出によりそのঢ়ଶが続く
間保険料が全ֹ免除になります。

●�産前産後期間の国民年金保険料の免除制度が
あります。（➡139頁）

いずれも郵送による申請・届出ができます。詳
しくはお問い合わせください。
関連 国民年金・ް生年金等の相談（➡64頁②）

国民年金のڅ
ຽۚࠃอɾۚ՝ࠃ
ὸ����-����ɹ ����-����

※�年金受給者の変更届出については、世田谷年金事務所三軒茶屋相談室にご相談ください（障害基ૅ
年金・Ҩ基ૅ年金・Չ්年金・特別障害給付金については、国保・年金課国民年金係）。

ʪද���ʫ ࠃຽۚͷڅͷछྨ

ͷछྨڅ

ٻɾい߹Θͤઌ
ੈా୩۠ॴ　ࠃอɾۚ՝ࠃຽۚ
☎��������� ���������
※区で相談対となる方は下記のとおり。

ੈా୩ۚࣄॴݢࡾ૬ஊࣨ
☎��������� ���������
または加入していた共ࡁ組合

老齢基ૅ年金 第1号ඃ保険者のみの加入だった方（ҙ加入をؚむ）

記をؚむ全ての方ࠨ
障害基ૅ年金

（1）�第1号ඃ保険者期間中または老齢基ૅ年金受給
機中に初診日がある病気やけがで一定の障害ঢ়
ଶになったとき

（2）�20歳前に初診日がある病気やけがで一定の障害
ঢ়ଶになったとき

Ҩ基ૅ年金
国民年金のみに加入していた方が亡くなったときՉ්年金

亡一時金ࢮ
外国人のୀ一時金 全ての方
老齢福祉年金 全ての方特別障害給付金
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˙อݥྉͷೲʹ͓ࠔりͷํ
ご事情により納期限までの納付が困難な場合
は、早めにご相談ください。

介護保険サービス等の利用
͋Μ͠Μ͔͢͜ηϯλʔʢ���ทʙʣ
૯߹ࢧॴอ݈ࢱ՝ʢ��ทʣ

サービスの利用を希望する場合は、次の手ॱで
手続きが必要です。

ʢ�ʣཁհޢɾཁࢧԉೝఆͷਃ
本人またはご家が上記窓口に申請してくださ
い。居宅介護支援事業者や介護保険施設等に申
請を代行してもらうこともできます。

ʪਃʹඞཁͳͷʫ
●�介護保険ඃ保険者証
●�健康保険ඃ保険者証（第2号ඃ保険者の場合）
●�マイナンバーカード（個人番号カード）または通
知カード（住民ථ記ࡌ内༰と相ҧない場合のみ）

●�本人確認書ྨ（マイナンバーカード、運転免
許証等（公署発行のࣸਅ付で໊ࢯ、生年月
日または住所記ࡌのもの1点）、または健康保
険ඃ保険者証等（公署発行のࣸਅのないࢯ
໊、生年月日または住所記ࡌのもの2点以上））

ʢ�ʣೝఆௐࠪ
区の職һや区がҕୗした認定調査һ（所定の研
修を修了している介護支援専門һ）が自宅等を
訪問し、心身のঢ়گ等について本人やご家に
聞き取り調査等を行います。また、区が主࣏医
にҙ見書の作成をґཔします。

ʢ�ʣೝఆ݁Ռͷ௨
専門家による介護認定৹査会においてどのくら
いの介護が必要かを示す要介護・要支援ঢ়ଶ区
分の判定を行います。この判定に基づき、区が
認定し、認定݁Ռを通知します。

ʢ�ʣέΞϓϥϯͷ࡞
認定݁Ռに基づきサービスの利用ܭ画（ケアプ
ラン）の作成をケアマネジャーにґཔします。

介護保険
介護保険は、介護を必要とする人を社会全体で
支え合う制度です。できる限り自立した生活を
送れるよう、利用者がサービスを選して利用
できます。

介護保険に関する情報�
制度のあらまし等をࡌܝしたリーフレットや
子を希望者にお渡ししています。

˙Α͘Θ͔Δհޢอݥ
հޢอݥ՝
ὸ����-����ɹ ����-����

˙͕݈ͤͨ߁णΨイυϒοΫ
ʙհޢ༧ɾৗੜࢧ׆ԉ૯߹ۀࣄʢ૯߹ࣄ
ʣͷ͝Ҋʙۀ
հޢ༧ɾҬࢧԉ՝
ὸ����-����ɹ ����-����

˙͕ͤͨγϧόーใ
՝ࢱྸߴ
ὸ����-����ɹ ����-����

介護保険のՃ入、保険ྉ等
հޢอݥ՝֨ࢿอݥྉ
ὸ����-����ɹ ����-����

（➡112頁　表6-6）
65歳以上の方（第1号ඃ保険者）と40歳～64歳
で医療保険に加入している方（第2号ඃ保険者）
が介護保険の加入者（ඃ保険者）となります。第
1号ඃ保険者の方と、要介護・要支援認定を受け
た第2号ඃ保険者の方に、介護保険ඃ保険者証を
交付します。
˙հޢอݥඃอূऀݥΛͳͨ͘͠ͱ͖

ޱ૭ަ࠶

介護保険
ඃ保険者証

●介護保険課
　☎5432-2643 5432-3042
●総合支所くみん窓口区民担当
　（➡49頁）
　出張所、まちづくりセンター
　（➡50頁～）
●総合支所保健福祉課（➡43頁）

介護保険
ෛ担ׂ合証
※�介護保険の認

定を受けた方
および事業対
者に交付。

●介護保険課
　☎5432-2643 5432-3042
●総合支所保健福祉課（➡43頁）
※�総合支所くみん窓口・出張所・ま
ちづくりセンターでは再交付はで
きません。

●�納期限がաぎた保険料には、納付までの日
数に応じた延金が加ࢉされます。

●�保険料を納すると介護保険サービス費
の利用者ෛ担が引き上げられたり、高ֹ介
護サービス費等が受けられなくなります。

●�財産のࠩԡえ処分が行われる場合もあり
ます。
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ʢ�ʣར用ܖɾαーϏスͷར用
　（➡113頁～　表6-7）
サービス内༰がܾまったら、ඃ保険者証と介護
保険ෛ担ׂ合証を提示してサービス事業者と契
約し、ケアプランに基づいたサービスを受けて
ください。

ʪར用ऀෛ୲ʫ
収入や所ಘに応じて費用の1ׂ～ 3ׂ
（ケアプランの作成には利用者ෛ担はありません）
ʻೝఆ݁Ռͷ༗ޮؒظͱߋ৽खଓ͖ʼ
新規・区分変更の有ޮ期間は3～12か月で、更
新は3～ 48か月です。継続してサービスを利用
したい場合は、有ޮ期間満了の日の60日前から
満了の日までに更新申請をしてください。心身
のঢ়گに変化のある場合は、いつでも区分変更
の申請ができます。

˙հޢ༧ɾৗੜࢧ׆ԉ૯߹ۀࣄʢ૯߹ۀࣄʣ
　（➡114頁～　表6-8）
世田谷区では、住民同士の支え合いのߟえ方を
基本とした、介護予防や生活支援のニーズに応
える多様なサービスを総合的に提供していま
す。総合事業のうち、介護予防・生活支援サー
ビスの対者は、要支援1・2の認定者と、基本
チェックリスト※による判定の݁Ռが一定基準
に֘当した方（事業対者）です。サービスの利
用等については、住所地を担当するあんしんす
こやかセンターにご相談ください。
※�基本チェックリストとは、日常生活や健康ঢ়
ଶを振り返り、心身機能の下を確認するた
めの簡୯な࣭問ථです。

ʪද���ʫ հޢอݥͷඃอऀݥɾอݥྉ

対 อݥྉͷࢉఆํ๏ ೲํ๏ɾอݥྉͷݮ໔ αーϏスΛ
ར用Ͱ͖Δͱ ʢ͖˞�ʣ

65歳以上の方
（第1号ඃ保険者）

ご本人の住民税課税ঢ়گ
と収入金ֹや所ಘ金ֹ、
世帯の住民税課税ঢ়گに
基づき、個人ごとにࢉ定し
ています。18段階に分か
れており、ඃ保険者一人ひ
とりが個別に納付します。
詳しくはお問い合わせく
ださい。

●�公的年金ֹが一定ֹ以上の方は、公的
年金からの天引きとなります。

●�公的年金ֹが一定ֹ未満の方、年度の
్中で65歳になった方、世田谷区に
転入された方等は、納付書（※2）また
は口座振替による納付となります。

ʪอݥྉͷݮ໔ʫ
●�災害等でஶしいଛ害を受け、一時的に
保険料の納付ができなくなった場合、
保険料をݮ免する制度があります。

●�収入ֹ等が一定の要件に֘当する方
の保険料をֹݮする制度があります。

介護や支援が必要と
認定されたとき
（要介護・要支援認定
を受けたとき、または
事業対者と判定さ
れたとき）

40歳 ～ 64歳 で
医療保険に加入
している方
（第2号ඃ保険者）

加入している医療保険の
出方法によりܾまりまࢉ
す。ご加入中の医療保険に
お問い合わせください。

加入している医療保険（国民健康保険
等）の保険料と合わせて納付します。

特定࣬病（※3）によ
り、介護や支援が必要
と認定されたとき

※1　�要介護・要支援認定を受けた方、事業対者と判定された方に、ご自身の利用者ෛ担のׂ合（1
ׂ～ 3ׂ）が記ࡌされた「介護保険ෛ担ׂ合証」を交付します。サービスを利用される際には、
「介護保険ඃ保険者証」と合わせて「介護保険ෛ担ׂ合証」を介護事業者に提示してください。

※2 �納付方法は次のとおりです。
　　 �銀行、ゆうちょ銀行、郵便局等の金༥機関、コンビニエンスストア、保険料収納課、総合支所

くみん窓口区民担当（➡49頁）、出張所（まちづくりセンターを除く）（➡50頁～）、キャッシュ
レス（対アプリ等の詳細は、区ホームページ検ࡧ窓にページ番号「192975」と入力し、ご確認
ください）

※3　特定࣬病とは、݂管࣬ױ、関અリウマチ、ંࠎを伴うࠎ
こつ

粗
そ

ᱷ
しょう

症
しょう

など16࣬病。
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˙հޢอڅࢧݥલͷۚࢿͷି͚
ʪհޢαʔϏεʹ͍ͭͯʫ
հޢอݥ՝อڅݥ
ὸ����-���� ����-����
ʪۚࢿͷି͚ʹ͍ͭͯʫ
อɾۚ՝ཧࠃ
ὸ����-���� ����-����

介護保険の給付費支給があるまでの間、資金の
一部をお貸しします。

ʪ対ͱͳΔαーϏスʫ
高ֹ介護サービス費、福祉用۩購入費、住宅改修費

˙ར用ऀෛ୲ͷܰݮ
૯߹ࢧॴอ݈ࢱ՝ʢ��ทʣ

1か月に利用した介護保険サービスの本人ෛ担ֹ

が世帯の課税ঢ়گ等で区分されたෛ担上限ֹを
えた場合に支給する制度や、収入ֹ等が一定
の要件に֘当する方には、食費・居住（在）費
の本人ෛ担の一部が軽ݮされる制度があります。
（➡115頁　表6-9）

関連 介護保険の相談（➡64頁）

ཁ介護 5と認定͞Εた方のબڍ
બڍཧҕһձࣄہ
ὸ����-���� ����-����

要介護5と認定された方は、自宅等での不在者
投ථ（郵便等投ථ）の制度をご利用になれます。
（➡168頁）

ʪද���ʫհޢอݥͰར用Ͱ͖ΔαーϏスͷछྨ
ԉʣʯͱೝఆ͞Εͨํ͕ར用Ͱ͖ΔαーϏスʣࢧʢཁޢԉʢʮཁհࢧ༧ʣޢʢհޢհډ

居宅介護（介護予防）支援
（ケアプランの作成）

居宅サービス（自宅等で受けられる介護サービス）を適に受けられるように、
介護支援専門һ（要支援の方は、住所地を担当する「あんしんすこやかセンター」
等）が要介護者等の心身のঢ়گや環境をߟ慮しながら本人や家の希望を総合
的にצҊし、サービスの種ྨ・内༰や回数を定めた「居宅（介護予防）サービス
。画」を作成しますܭ

ԉʣʯͱೝఆ͞Εͨํ͕ར用Ͱ͖ΔαーϏスʣࢧʢཁޢ༧ʣαーϏスʢʮཁհޢʢհډ

訪問介護
（ホームヘルプサービス）

訪問介護һ（ホームヘルパー）が居宅を訪問して、介護や家事等日常生活上の世
話を行います。
※�要支援の認定を受けた方は、（➡114頁 表6-8）訪問型サービスを利用できます。

（介護予防）訪問入浴介護 簡易浴૧をੵんだ移動入浴車等で居宅を訪問して、在宅での入浴の介ॿを行い
ます。

（介護予防）訪問看護 訪問看護ステーション、病院等から看護師等が居宅を訪問し、療養上の世話や
診療のิॿを行います。

（介護予防）
訪問リハビリテーション

理学療法士・作業療法士等が居宅を訪問して、日常生活の自立をॿけるための
機能訓練を行います。

（介護予防）
居宅療養管理ࢦಋ

通院が困難な利用者の居宅を医師・歯科医師等が訪問して、療養上の管理やࢦ
ಋ等を行います。

通所介護
（デイサービス）

デイサービスセンターにおいて、食事・入浴等の介護や日常生活上の世話、機
能訓練等を行います。
※要支援の認定を受けた方は、（➡115頁 表6-8）通所型サービスを利用できます。

（介護予防）通所リハビリテー
ション（デイケア）

介護老人保健施設や医療施設等において、理学療法士や作業療法士等が日常生
活の自立をॿけるための機能訓練を行います。

（介護予防）福祉用۩貸༩

車いすや特घ৸台等、日常生活の自立をॿけるためのࢦ定された福祉用۩を貸
し出します。
※�一部の用۩において、要支援1・2と要介護1の方については、一定のঢ়ଶの
方を除き対外となる品目があります。

（介護予防）短期入所生活介護
（ショートステイ）

特別養護老人ホーム等の短期間入所者に、入浴、ഉせつ、食事等の介護や日常
生活上の世話、機能訓練等を行います。

（介護予防）短期入所療養介護
（ショートステイ）

介護老人保健施設や介護医療院等の短期間入所者に、看護や医学的管理の下で
介護・機能訓練等を行います。

（介護予防）特定施設入居者
生活介護

有料老人ホーム等に入所している利用者に、入浴、ഉせつ、食事等の日常生活
上の世話や介護、機能訓練等を行います。

※�要支援の方には、介護予防を目的としたサービスを行います（訪問介護と通所介護は総合事業に移
行しています）。
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๚ܕαーϏスʢཁࢧԉೝఆऀ·ͨجຊνΣοΫϦスト֘ऀͰࢧԉ͕ඞཁͳํ͕ར用Ͱ͖ΔαーϏスʣ

定担当訪問型サービスࢦ ホームヘルパーが居宅を訪問し、掃除、ચ୕、調理、ങい物等の日常生活上の援
ॿ及び入浴等の身体介護を行います。

定生活援ॿサービスࢦ ホームヘルパー等が居宅を訪問し、掃除、ચ୕、調理、ങい物等の日常生活上の
援ॿを、1回あたり60分以内で行います。

支えあいサービス 住民等が掃除、ચ୕物・布団ׯし、調理ิॿ、ങい物同行、ごみ出し等の簡易な
家事援ॿを行います。

専門職訪問ࢦಋ 理学療法士や管理栄養士等が居宅を訪問して、介護予防に必要な生活改善のた
めのアドバイス等を行います。

ʪද���ʫհޢ༧ɾৗੜࢧ׆ԉ૯߹ۀࣄʢ૯߹ۀࣄʣͰར用Ͱ͖ΔαーϏスͷछྨ

Ҭີணܕʢհޢ༧ʣαーϏス ʢ˞ʮཁհޢʢཁࢧԉʣʯͱೝఆ͞Εͨํ͕ར用Ͱ͖ΔαーϏスʣ

定期巡回・ਵ時対応型
訪問介護看護

日中・夜間を通じて1日複数回の定期的な巡回と通報によるਵ時の訪問サービ
スを、介護と看護を一体的にまたは連ܞしながら提供します（要支援1・2の方
を除く）。

夜間対応型訪問介護 夜間に定期的な巡回または通報を受けての訪問により、利用者の居宅で、ഉせつ
などの日常生活上の世話や介護を行います（要支援1・2の方を除く）。

地域ີண型通所介護
（デイサービス）

定һ18人以下の小規模なデイサービスセンター等において、日常生活上の世話
や機能訓練等を行います（要支援1・2の方を除く）。

（介護予防）
認知症対応型通所介護

デイサービスセンター等において、認知症で介護を必要とする利用者に、日常
生活上の世話及び機能訓練等を行います。

（介護予防）
小規模多機能型居宅介護

利用者のঢ়گや環境に応じて、サービス拠点への「通い」を中心に、居宅への「訪
問」やサービス拠点への「泊まり」を組み合わせ、入浴、ഉせつ、食事等の日常生
活上の世話及び機能訓練等を行います。

看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせ、居宅への訪問・サービス拠点
への通い・宿泊のサービス及び療養上の世話等を行います（要支援1・2の方を除く）。

（介護予防）認知症対応型共同
生活介護（グループホーム）

認知症で介護を必要とするグループホームの入居者に、入浴、ഉせつ、食事等
の日常生活上の世話及び機能訓練等を行います（要支援1の方を除く）。

地域ີண型特定施設
入居者生活介護

定һ29人以下の有料老人ホームや軽費老人ホームの入居者に、入浴、ഉせつ、食事
等の日常生活上の世話や介護、機能訓練等を行います（要支援1・2の方を除く）。

地域ີண型介護老人福祉施設
入所者生活介護

定һ29人以下の特別養護老人ホームの入所者に、入浴、ഉせつ、食事等の日常
生活上の世話及び機能訓練、健康管理及び療養上の世話等を行います。　
※原則、要介護3～ 5の方が対です。

※区内の地域ີண型（介護予防）サービスは、区内に住所のある方が利用できるサービスです。

ࢱ用۩ߪೖඅͷڅࢧɾॅվमඅͷڅࢧʢʮཁհޢʢཁࢧԉʣʯͱೝఆ͞ΕɺډͰੜͯ͠׆いΔํ͕対ʣ

福祉用۩購入費の支給
入浴やഉせつ等、貸༩に適さない特定福祉用۩の購入費を支給します（都道府
県でࢦ定を受けた販売事業者より購入した場合のみが対）。4月～翌年3月ま
での1年間に10万円が上限です。

住宅改修費の支給 区のঝ認を受けてから、手すりの取付け・段ࠩのղ消等定められた種ྨの住宅
改修を行った場合の費用を支給します。原則20万円が上限です。

�ޢઃαーϏスʢʮཁհࢪ ʙ �ʯͱೝఆ͞Εͨํ͕ࢪઃʹೖॴͯ͠ड͚ΔαーϏスʣ

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

食事やഉせつ等に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。
入浴、ഉせつ、食事等日常生活の介ॿ、機能訓練、健康管理等を行います。　
※原則、要介護3～ 5の方が対です。

介護老人保健施設 病ঢ়が安定し、自宅にれるようリハビリに重点を置いたケアが必要な方が入
所します。医学的管理の下で介護、機能訓練、日常生活の介ॿ等を行います。

介護医療院 長期の療養を必要とする方のための長期療養・生活施設です。医学的管理の下
で介護、療養上の管理、看護、日常生活上の世話等を行います。
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65歳以上でシニアボランティア研修を受講され
た区民の方が対です。介護保険施設などの登
録施設等でボランティア活動をされた際に、ボ
ランティアポイント（̫スタンプ）を交付します。

˙Ϛイφϯόー੍　Ϛイφϯόーͷ͝هೖͱ
ʮݸਓ൪߸֬ೝʯʮຊਓ֬ೝʯʹ ͭいͯ

ϚΠφϯόʔ୲՝
൪߸੍୲
ὸ����-���� ����-����

マイナンバー（個人番号）の記ࡌཝがある社会保
障や税の申請書・申ࠂ書等の提出時には、マイ
ナンバーのご記入をおئいしています。その際
は、「なりすまし」等を防止するため、番号法の
規定に基づき、マイナンバーの確認とご本人の
確認を行います。対となる主な手続きは次の
とおりです。

ʪඞཁॻྨʫ
●マイナンバーカード（個人番号カード）
または
●�通知カード（住民ථ記ࡌ内༰と相ҧない場合
のみ）及び本人確認書 （ྨ運転免許証・パスポー
ト・身体障害者手ா・在留カード等、これら
がない場合は保険証・医療証等を2点以上）

※�各手続きの必要書ྨに加え、上記の書ྨが必
要です。詳しくは、対の手続きの߲目をご
覧いただくか、各事務の担当課にお問い合わ
せください。

●�医療保険　●�介護保険　
●�障害のある方の手続き　
●�児童手当、児童ැ養手当
●�子ども・子育て支援の手続き　
●�生活保護　●�予防接種
●�住民税の申ࠂ　など

ར用ऀෛ୲ͷܰݮ
高ֹ介護（介護予防・総合事
業）サービス費支給

介護サービス、介護予防サービス等の1か月あたりの世帯の利用者ෛ担ֹの合
。が一定の上限ֹをえた場合、えたֹを支給しますֹܭ

高ֹ医療合ࢉ介護（介護予防・
総合事業）サービス費支給

介護保険と医療保険の྆方を利用し、年間（8月分～翌年7月分）の利用者ෛ担
ֹの合ܭが世帯の上限ֹをえた場合、えたֹを申請により支給します。

介護保険ෛ担限度ֹ認定証
による軽ݮ

申請により交付されたෛ担限度ֹ認定証を介護保険施設等に提示することによ
り、食費・居住（在）費を軽ݮします。住民税非課税世帯（ۮ者が別世帯の
場合、ۮ者も非課税であること）で、資産要件等を満たした方が対です。

生ܭ困難者等に対する利用
者ෛ担ֹ軽ݮ制度

一定の条件を満たす所ಘのい方で、申請により「生ܭ困難者等に対する利用
者ෛ担ֹ軽ݮ確認証」を交付された方は、あらかじめ区に軽ݮ実施の申し出を
している事業者に確認証を提示することにより、介護保険サービス費や食費・
居住（在）費を軽ݮします。

※介護保険で受けられる居宅サービスは、要介護等ঢ়ଶ区分により月ごとの上限がܾめられています。
※保険料を納すると、保険給付の制限を受けることがあります。

௨ॴܕαーϏスʢཁࢧԉೝఆऀ·ͨجຊνΣοΫϦスト֘ऀͰࢧԉ͕ඞཁͳํ͕ར用Ͱ͖ΔαーϏスʣ

定相当通所型サービスࢦ デイサービスセンターにおいて、日常生活上の援ॿや機能訓練を行います（1回あ
たり3時間以上のサービスです）。

機能向上サービスث定運動ࢦ デイサービスセンターにおいて、主に運動ث機能訓練を行います（1回あたり3
時間未満のサービスです）。

地域デイサービス 住民やNPO法人が運営する定期的な「通いの場」で、食事や介護予防を目的と
した活動を行います。

介護予防ے力アップ教室 民間事業者が運営する短期間集中型の教室において、身体機能や自ݾ管理能力
の向上及び適なセルフケアの習׳化を目的としたプログラムを実施します。

※�このほか65歳以上の全ての区民の方を対とし、軽い体ૢを中心とした「はつらつ介護予防講座」
や、介護予防に必要な運動や栄養、口腔機能、認知症予防、社会参加に関して学ぶことができる「ま
るごと介護予防講座」などの事業も実施しています。

ʪද���ʫͦ ͷଞͷڅ
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健康・医療
健康ࠪ・ݕ
健康ࠪ・ݕ等のछྨ
●詳しい情報はਵ時、ホームページ等でお知らせします。
●対の年齢は、年度内（4月1日～翌年3月31日）に迎える年齢です。
※�令和5年度住民税非課税世帯の方（令和4年分所ಘについて、世帯全һが非課税の場合）は、費用が
無料となります。詳しい手続き方法等については問い合わせ先へおਘねください。

छྨ 対 අ用 ༰ い߹Θͤɾਃ͠ࠐΈઌ

特定健診 40～74歳の世田谷区
国民健康保険加入者

500円
※

区がҕୗする医療機関で、生
活習׳病（病、高݂ѹ症、
異常症など）予防のため࣭ࢷ
の健診を実施しています。

国保・年金課
特定健診係
☎5432-2936
5432-3005長寿健診 後期高齢者医療制度加入者 500円

※

成人健診
40歳以上の生活保護等受給
者の方で医療保険に加入し
ていない方

無料

世田谷保健所
健康企画課
☎5432-2447
5432-3019

ңがん検診
●�50歳以上の方
は、ң部エックス
線検査またはң
内視ڸ検査のど
ちらかを選。

●身体障害者手ா
の交付を受けて
いる方で、区の
ңがん検診を
受けられない場
合、検査費用を
ॿ成します。

　（➡126頁）

40歳以上（1年に1回） 1,000円
※ 問診、ң部エックス線検査

世田谷区がん検診
受付センター
☎6265-7573
6265-7559

50歳以上（2年に1回） 1,500円
※

問診、ң内視ڸ検査
●લʹڸࢹʹΑΔݕ

Λडͨ͠場߹ࠓͷ
۠ͷң͕ΜݕडͰ͖
·ͤΜɻ

ഏがん検診 ※1 40歳以上

エックス線
のみ
100円
エックス
線・ᄰ

かく

ᙹ
たん

600円
※

問診、ڳ部エックス線検査
（ᄰᙹ細๔診検査は要件に֘
当した方のみ）
●ಛఆ݈ɾण݈ͱಉ

ͰडすΔ場ؔػҩྍʹ࣌
߹ɺࣄલਃࠐෆཁͰすɻ

大がん検診
※2 40歳以上 200円

※

便જ݂検査
申し込み後、専用の༰ثを郵送
しますので、便を࠾取して各総
合支所健康づくり課または保健
センターに提出してください。
●ಛఆ݈ɾण݈ͱಉ

ͰडすΔ場ؔػҩྍʹ࣌
߹ɺࣄલਃࠐෆཁͰすɻ

乳がん検診 ※2 40歳以上の女ੑ
（2年に1回）

1,000円
※

問診、視診・৮診、マンモグ
ラフィࡱ影
● લʹडͨ͠場߹ࠓ

ͷ۠ͷೕ͕Μݕड
Ͱ͖·ͤΜɻ

116



݈
߁
ɾ
ҩ
ྍ

छྨ 対 අ用 ༰ い߹Θͤɾਃ͠ࠐΈઌ

子宮がん検診
（ᰍ部・体部）
※2

20歳以上の女 （ੑ2年に1回）
（子宮体部がん検診は子宮
ᰍ部がん検診を受診し、か
つ検診要件に֘当する方。
子宮体部がん検診のみの受
診はできません）

ᰍ部
800円

ᰍ部・体部
1,800円

※

問診、視診・内診、
細๔診検査
● લʹडͨ͠場߹ࠓ

ͷ۠ͷ͕ٶࢠΜݕ
डͰ͖·ͤΜɻ

世田谷区がん検診
受付センター
☎6265-7573
6265-7559

؊Ԍウイルス
検診（B型・C型）
※2

区の؊Ԍウイルス検診（Ｂ
型・̘型）を受診したこと
のない方

無料
問診、݂࠾による検査
●ಛఆ݈ɾण݈ͱ

ಉ࣌ʹडͰ͖·すɻ

ңがんリスク
（ABC）検査
※1

40・45・50・60・70歳
で区のңがんリスク（ＡＢ
̘）検査を受診したことの
ない方

800円
※

問診、݂࠾による検査
ңがんになりやすいかどうか
を調べる検査です。
●ಛఆ݈ͱಉ࣌ʹडͰ

͖·すɻ

前立થがん検診
※1

60歳以上で区の前立થが
ん検診を受診したことのな
い男ੑ

600円
※

問診、݂࠾による検査（PSA
検査）
●ಛఆ݈ɾण݈ͱ

ಉ࣌ʹडͰ͖·すɻ

粗しょう症検ࠎ
診 ※3

30・35・40・45・50・
55・60・65・70歳の女ੑ 400円 問診、ྔࠎଌ定（6月～翌年3

月）

世田谷保健所
健康企画課
☎5432-2447

5432-3019

成人歯科健診 40・45・50・55・60・
65・70歳 200円 問診、歯・歯प組৫のঢ়گ等

の健診（6月～翌年3月）
世田谷保健所
健康推進課
☎5432-2442

5432-3102口腔がん検診 61・66・71歳 700円
※

問診、視診・৮診、必要に応じ
て細๔診検査（6月～翌年3月）

区民健診 16歳以上40歳未満で、健
診の機会のない方

500円
※

予約制で生活習׳病について
の健診を実施しています。
年度内（4月から翌年3月）に
1回限り受診できます。 総合支所健康づくり

課（➡43頁）

健康教室 ※�対要件等はお問い合わ
せください。 無料

健康づくりに取り組んでいた
だくための講演会、健康教室
等を実施しています。

健康度ଌ定 18歳以上 5,000円

医学的検査や体力ଌ定等の健康
チェックを行い、その݁Ռによ
り食事、運動、ストレス等につい
て個別にアドバイスします。

（公財）世田谷区保健
センター
☎6265-7463

6265-7429

健康増進ࢦಋ 18歳以上 400円

個人の健康ঢ়ଶや体力に合わ
せた健康教室、ダイエットや
生活習׳病予防のための手軽
な食生活改善教室、楽しく無
理のない運動教室等を実施し
ています。

（公財）世田谷区保健
センター
☎6265-7473

6265-7429

健康手ா
※3 40歳以上 無料

自ݾの健康管理に役立てて
いただくため交付しています
（区ホームページからダウンロード
することもできます）。

世田谷保健所
健康企画課
☎5432-2447

5432-3019

※1　健康企画課の窓口でもお申し込みいただけます。
※2　健康企画課または総合支所健康づくり課（➡43頁）の窓口でもお申し込みいただけます。
※3　総合支所健康づくり課（➡43頁）でもお申し込みいただけます。

関連 健康・衛生の相談（➡64頁～）
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後期高齢者医療੍度
令和6年６月1日時点の情報です。
ҩྍऀྸߴظޙอɾۚ՝ࠃ
ὸ����-����ɹ ����-����

後期高齢者医療ඃ保険者証、限度ֹ適用・ඪ
準ෛ担ֹֹݮ認定証、限度ֹ適用認定証につ
いては、マイナンバーカードと健康保険証の
一体化により、令和6年12月2日以降発行で
きません（発行ࡁの証については、券面に記
。（の有ޮ期限まで利用できますࡌ

ূऀݥҩྍඃอऀྸߴظޙ˙
75歳以上の方と、65歳以上で一定の障害のあ
るҙで加入している方（障害認定者のみ）に
「後期高齢者医療ඃ保険者証」を交付します。医
療機関を受診の際はඃ保険者証を提示してくだ
さい。75歳に౸達する方には生日から使用で
きるようにお送りします。

ʪอݥྉʫ
保険料は原則として年金から天引きされます
（特別収）。天引きできない方は口座振替また
は納付書で納めていただきます（普通収）。

ʪڅ༰ʫ
（➡表7-1）
（➡表7-2）
各種療養費等の申請には2年間の時ޮがありま
す。詳しくは国保・年金課後期高齢者医療へお
問い合わせください。

高齢の方の医療 ˙ಛఆ࣬පྍཆडྍূ
人工ಁੳが必要なຫੑਛ不全、݂ 友病、݂ ӷݻڽ
Ҽ子製剤の投༩にىҼするHIVײછ症の方には、
申請により「特定࣬病療養受療証」が交付され自
。されます（申請した月から有ޮ）ֹݮෛ担金がݾ

ೝఆূֹݮֹద用ɾඪ४ෛ୲ֹݶ˙
自ݾෛ担ׂ合が1ׂの方で、世帯全һが住民税
非課税の場合、申請により「限度ֹ適用・ඪ準
ෛ担ֹֹݮ認定証」が交付され、事前に医療機
関に提示すると、窓口でのお支いが限度ֹま
でにおさえられ、入院時の食費等がֹݮされま
す（原則として申請した月から有ޮ）。

ֹద用ೝఆূݶ˙
自ݾෛ担ׂ合が3ׂの方で、同じ世帯の後期高齢
者医療ඃ保険者全һの住民税課税所ಘが、いず
れも690万円未満の場合、申請により「限度ֹ適
用認定証」が交付され、事前に医療機関に提示す
ると窓口でのお支いが限度ֹまでにおさえら
れます（原則として申請した月から有ޮ）。詳しく
は国保・年金課後期高齢者医療へお問い合わせ
ください。

次の場合は届出をしてください

●�交通事故等第三者の行ҝにより、けがや
病気になったとき

ʪද���ʫऀྸߴظޙҩྍ੍ʹΑΔڅ༰
छྨ ߹͞ΕΔ場څ ༰څ

療養の
給付

診療を受けたと
き・外来や入院
したとき

医療費の自ݾෛ担ׂ合
ʪݱฒΈॴಘऀʫ3ׂ
ʪҰఆҎ্ॴಘͷあΔํʫ2ׂ
ʪ্هҎ֎ʫ1ׂ

ʪද���ʫ
˙支った費用の一部についてしを受けられる場合がありますので申請してください。
※�申請には、ඃ保険者証、本人の口座情報が分かるもの、療養を受けた方（ඃ保険者）の個人番号が
分かるもの（マイナンバーカード（個人番号カード）など）、ඃ保険者及び手続きされる方の本人確認
書ྨなどが必要になります。詳しくはお問い合わせください。

छྨ ߹ΕΔ場͞څࢧ खଓ͖ɾඞཁॻྨ

高ֹ療養費
健康保険の適用される医療について、1か月の自ݾෛ担ֹが
限度ֹをえたときにա分を返ؐします（限度ֹは所ಘ
区分により異なります。一部の所ಘ区分には年間の外来の
限度ֹもあります）。

月の高ֹ療養費の対となる方には、
診療月から最短で4か月後に通知と
申請書（初回のみ）を送付します。

療養費
（一般診療）

やむをಘない理由で「後期高齢者医療ඃ保険者証」を持たず
に診療を受け、医療費を支ったとき 診療報ु明細書、ྖ 収書

ิ۩ 医師が࣏療上必要と認めたコルセット等のิ۩代を支っ
たとき

医師のҙ見書（証明書）、ྖ 収書、ࣸ ਅ
（型۩の場合のみۺ）

ॊ道整復
（接ࠎ等）

ॊ道整復師にંࠎ・ӓ等で࣏療を受けたとき（医師の同ҙ
をಘて࣏療を受けた場合に認められます。） 施術料金ྖ収書
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छྨ ߹ΕΔ場͞څࢧ खଓ͖ɾඞཁॻྨ
はり・きゅう、
あんま・マッ
サージ・ࢦѹ

医師が࣏療上必要と認めたはり・きゅう、あんま・マッサー
ジ・ࢦѹの施術費用を支ったとき 医師の同ҙ書、施術料金ྖ収書

移送費
移動困難なױ者で、医師のࢦ示により、࣏療上の必要から緊
急的にやむをಘず最دりの病院に入院・転院したとき（本人、
家の希望等によるものは対外）

医師のҙ見書（証明書）、ྖ 収書

高ֹ介護
合ࢉ療養費

同一世帯のඃ保険者において、後期高齢者医療制度と介護
保険の྆方で自ݾෛ担が発生している場合、年間（8月～翌
年7月）の自ݾෛ担ֹを合ܭして、限度ֹをえたときに
ա分を返ؐします（限度ֹは所ಘ区分により異なります）。

対となる方には申請書を送付します。
、期間中に転入された方等はࢉܭ�※
前住所からの証明書が必要になる
場合があります。

入院時食事
療養費

ඃ保険者が入院したとき、住民税非課税世帯に֘当する
方は、限度ֹ適用・ඪ準ෛ担ֹֹݮ認定証（ֹݮ認定証）
を医療機関の窓口に提示することで食費がֹݮされます。
マイナンバーカードを保険証として利用することで医療
機関が所ಘ区分を確認できる場合は、ֹݮ認定証等の提
示は不要です。
やむをಘない理由により提示できなかった場合は、ࠩ ֹ
を支給します。

入院時のྖ収書（ֹࠩ発生の入院期
間や食費のわかるもの）
認定を受けていた期間の入ֹݮ�※
院日数が、ա12ڈカ月で90日を
える場合は、申請することで、
さらに食費がֹݮされる場合が
あります。

葬祭費 ඃ保険者がࢮ亡したとき（葬ّを行った方に7万円を支給） 葬ّ費用のྖ収書（ࣸ）

国民健康保険高齢डڅ者証
ො՝֨ࢿอɾۚ՝ࠃ
ὸ����-����ɹ ����-����

70～ 74歳の方は、保険医療機関等で保険診療
を受ける際は「国民健康保険ඃ保険者証」とあわ
せて窓口にご提示ください。医療費一部ෛ担金の
ׂ合は、所ಘに応じて3ׂまたは2ׂとなります。

ʪૹظ࣌ɾ対ؒظʫ
高齢受給者証は新たに対となる月の前月下旬
に郵送します。対期間は、70歳の生日の翌
月（1日生まれの方は当月1日）から75歳の生
日前日までです。

ʪߋ৽ظ࣌ʫ
毎年8月に更新（7月下旬に郵送）します。

ʪҩྍඅͷࣗݾෛ୲ׂ߹ʫ
医療機関受診の際の自ݾෛ担ׂ合については、
毎年、前年の所ಘ・収入に基づいて判定します。
詳しくは、お問い合わせください。
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高齢の方のその他の医療
ʪදߴ���ʫ ྸͷํͷͦͷଞͷҩྍ

छྨ 対 ༰ い߹Θͤઌ

訪問口腔ケア
事業

在宅でねたきり等のため外出できな
い方で、次のいずれかの方
●介護保険要介護認定1～5
●身体障害者手ா1・2ڃ
●愛の手ா1・2度
●その他上記に準ずる方

歯科医師が訪問して口腔健診及び口
腔ケアのࢦಋをします。 世田谷保健所

健康推進課
☎5432-2442
5432-3102

すこやか歯科
健診 75歳以上の方等

定歯科医療機関で歯科健診（無料）ࢦ
が受けられます。
お住まいの地区のあんしんすこや
かセンターまたは担当のケアマネ
ジャーに申込みが必要です。

高齢者インフル
エンザ予防接種

①65歳以上の方
②�60歳以上65歳未満の方で、一定の
障害のある方

定医療機関で予防接種を10月1日ࢦ
～翌年1月31日まで実施します。

ʪඅ用ʫ自ݾෛ担ֹ　2,500円
対①の方には予診ථを送ります。
対②の方は申込みが必要です。
※詳しくはお問い合わせください。

世田谷区予防
接種コールセ
ンター
（世田谷保健所
（課ࡦછ症対ײ
☎5432-2437
5432-3022

高齢者新型コロ
ナ予防接種

①65歳以上の方
②�60歳以上65歳未満の方で、一定の
障害のある方

。定医療機関で予防接種を実施しますࢦ
ʪඅ用ʫ未定
対①の方には予診ථを送ります。
対②の方は申込みが必要です。
※詳しくはお問い合わせください。

高齢者ഏԌ球ە
予防接種

աڈに23価ഏԌ球ە予防接種を受け
ていない方で、次のいずれかの方
①65歳の方
②�60歳以上65歳未満の方で、一定の
障害のある方

定医療機関で予防接種を65歳のࢦ
生日の前日から66歳の生日の
前日まで実施します。

ʪඅ用ʫ自ݾෛ担ֹ　1,500円
対①の方には予診ථを送ります。
対②の方は申込みが必要です。
※詳しくはお問い合わせください。

帯ঢ়᙮
予防接種

①�50歳以上の方
②�発症リスクの高い18歳以上50歳未
満の方

定医療機関で予防接種の費用を一ࢦ
部ॿ成します。

ʪॿֹʫ
生ワクチン（1回）：4,000円
不活化ワクチン（2回）：10,000円／回

障害のある方の医療
৺身障害者医療費の助
োࡦࢪਪਐ՝ۀࣄ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

˙৺োऀҩྍඅडূऀڅ
次に֘当する方に、「心身障害者医療費受給者
証」（障受給者証）を交付します。医療機関で受
診の際は、ॿ成が受けられますので、健康保険
証と一ॹにご提示ください。

ʪ対ͱͳΔํʫ
●�医療保険に加入している方で、身体障害者手
ா1・2ڃ（内部障害を有する場合は1～ （ڃ3
の方、精神障害者保健福祉手ா1ڃの方、愛の
手ா1・2度の方

※�ただし、生活保護や中国留邦人等支援給付
受給者、所ಘが一定の基準ֹをえる方、65
歳以上で新規に֘当する方、後期高齢者医療
のඃ保険者（➡118頁）で、住民税課税の方は
対となりません。

ʪॿ༰ʫ
医療保険が適用される医療費の自ݾෛ担ֹの一
部または全部がॿ成されます。

自立支援医療のڅ
ԉҩࢧཱࣗ˙ ʢྍߋੜҩྍʣͷڅ
૯߹ࢧॴอ݈ࢱ՝ʢ��ทʣ

ʪ対ʫ
18歳以上で身体障害者手ாをお持ちの方

ʪڅ༰ʫ
障害の程度を軽くしたり、日常生活の便ٓや職
業能力を増進したりするために必要な医療を給
付します。
世帯（医療保険）の所ಘに応じ自ݾෛ担上限ֹ
を設定します。ただし、上限ֹが医療費の1ׂを
える場合は1ׂが自ݾෛ担となります。

ԉҩࢧཱࣗ˙ ʢྍਫ਼ਆ௨Ӄʣͷڅ
૯߹ࢧॴ݈ͮ͘߁Γ՝ۀࣄʢ��ทʣ

ʪ対ʫ
精神障害のある方

ʪڅ༰ʫ
精神障害の通院࣏療について、各種保険適用後
の医療費を公費でෛ担します（原則一部自ݾෛ
担あり）。
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関連 国民健康保険（➡104頁～）障害のある方等のその他の医療
ʪද���ʫোͷあΔํͷͦͷଞͷҩྍ

छྨ 対 ༰ い߹Θͤઌ

歯科診療 障害により一般の歯科医療機関
で࣏療を受けることが困難な方

電話予約制で歯科診療を行います。
〈歯科診療〉
月～金曜の午前9時～正午、午後1時～4時
※以下を除く
●月曜の午後
●第1・4・5木曜の午後
●第2・4金曜の午前
●祝・休日、年末年始

世田谷区
口腔衛生センター
☎3328-5871

訪問口腔
ケア事業 （➡120頁　表7-3）「高齢の方のその他の医療」の訪問口腔ケア事業を参র

がん先進医
療費の利子
ิ給

国内でがんの先進医療を受ける
予定で、利子ิ給金ঝ認申請日に
引き続き1年以上世田谷区に住所
を有している区民の方

区がࢦ定する金༥機関でがん先進医療
費の༥資を受けた場合、利子相当ֹを
ॿ成します。詳しくはお問い合わせく
ださい。

世田谷保健所
健康企画課
☎5432-2447
5432-3019

若年がんױ
者在宅療養
支援

以下のすべてに֘当する方
ᾇ区民の方
ᾈ40歳未満の方
ᾉがんױ者の方（医師により、一般
に認められている医学的知見に
基づき回復の見込みがないঢ়
ଶに至ったと判அされた方）

ᾊ�他の制度で同等の給付を受け
ることができない方

以下の費用に対して、自ݾෛ担を除いた
ֹをॿ成します（利用上限ֹあり）。詳し
くはお問い合わせください。
ᾇ在宅サービス利用料
ᾈ福祉用۩貸༩・購入費用
ᾉ住宅改修費用

がんױ者
ウィッグ・
۩部ิ整ڳ
購入費用等
のॿ成

以下のすべてに֘当する方
ᾇ区民の方
ᾈ�がんと診அされ、その࣏療を
行っている方、աڈにその࣏療
を行った方

ᾉ�がんの࣏療に伴い、毛や乳房
の除などにより、ウィッグや
部ิ整۩等が必要である方ڳ

以下の対品の購入またはレンタルにか
かった費用（上限10万円）をॿ成します。
詳しくはお問い合わせください。
●ウィッグ
●毛付き子
●人工乳房
●ิ整下ண
●ੑணҥ
がんの࣏療に伴う毛等でお悩みの方は
「がん相談」をご利用ください。「がん情
報コーナー」ではウィッグの見本も展示
しています。（➡65頁）

難病医療費
のॿ成

難病の方（国や都のࢦ定した難病
の࣏療を受けている方）

難病の医療費の自ݾෛ担ֹの一部または
全部をॿ成します。

総合支所
健康づくり課事業係
（➡43頁）

؊がん・重
度؊ߗ変医
療費のॿ成

B型؊Ԍウイルス・C型؊Ԍウイ
ルスによる؊がんまたは重度؊
定医療機関にࢦ、変と診அされߗ
入院中または通院中の方

؊がん・重度؊ߗ変の医療費（保険診療
部分）の一部または全部をॿ成します。

在宅難病ױ
者訪問診療

難病の方（৸たきり等で受療困難
な方）

専門医の診療を希望する場合に、医師会
から医療チームが訪問します。

世田谷区医師会
☎6704-9111
玉川医師会
☎3704-2481

原രඃര者
の医療援ॿ

ඃര者健康手ாの交付を受けて
いる方や認定ඃര者の方等

ඃരされた方に対して、健康診அ及び医
療の給付を行うとともに、手当等を支給
します。

総合支所
健康づくり課事業係
（➡43頁）

Ͳͷҩྍʹͭいͯ���ทࢠ

121

࣍ɾࡧҾ

૭ޱ

੫ۚ

ɾҩྍ߁݈

จԽɾεϙʔπ
ֶशɾอཆࢪઃ

ۙͳ
۠

ੈా୩۠
ΨΠυ

૬ஊ

͝Έͱ
Β͠

ࢱ

ɾࣄ
ͨΒ͘

ઃҰཡࢪ

൜ɾࡂ
ରࡦ

ಧग़ɾূ໌

อݥɾۚ

Ͳएऀɾࢠ
ҭڭ

·ͪͱ
ॅ·͍




ࢱ

福祉
高齢福祉・障害福祉
Ψイυブック
制度やサービスを紹介したガイドブックを希望
者にお渡しします。

˙͕ͤͨγϧόーใ
高齢者福祉サービス・介護保険制度などを紹介
した子

՝ࢱྸߴ
ὸ����-����ɹ ����-����

˙োऀͷ͓͠り
障害者福祉の制度・施設などを紹介した子
※音൛・大活字൛もあります。（➡131頁）

োࡦࢪਪਐ՝ཧ
ὸ����-����ɹ ����-����

ʪද���ʫোͷあΔํͷखாͷछྨ

障害のある方のखா
障害のある方が様々な援護やサービスを受ける
ためには各種手ாが必要です。それぞれに手ா
の交付申請を行ってください。（➡表8-1）

障害のある方のબڍ
બڍཧҕһձࣄہ
ὸ����-����ɹ ����-����

身体障害者手ாをお持ちの方で身体に一定の障
害のある方は、自宅等での不在者投ථ（郵便等
投ථ）の制度をご利用できる場合があります。
（➡168頁）

ʪखாਃͷஅॻͷແྉൃߦʫ

อ݈ηϯλʔઐ૬ஊ՝
োऀઐ૬ஊ
ὸ����-����ɹ ����-����

「身体障害者手ா」の新規取ಘ、等ڃ変更手続
きのために必要な診அ書の無料発行または
費用の一部公費ෛ担の事業を行っています。

ʪແྉൃߦʫ保健センター専門相談課で診அ

ʪҰ෦ެඅෛ୲ʫ世田谷区医師会または玉川
医師会に所属するҕୗ医療機関で診அ

໊শ 対 ަਃઌɾい߹Θͤઌ
身体障害者手ா 身体に障害のある方 総合支所保健福祉課（➡43頁）

愛の手ா
（東京都療育手ா） 知的障害のある方

18歳未満
世田谷区児童相談所
（松原6-41-7）
☎6379-0697　 6379-0698

18歳以上

東京都心身障害者福祉センター
（新宿区神楽河岸1-1東京都飯田橋庁舎
（セントラルプラザ12～ 15階））
☎3235-2946　 3235-2968

精神障害者
保健福祉手ா 精神障害のある方 総合支所健康づくり課事業係（➡43頁）
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ࢱ

౦ژ都৺身障害者ැ養共੍ࡁ度
োࡦࢪਪਐ՝ۀࣄ୲
ὸ����-����ɹ ����-����
総合支所保健福祉課（➡43頁）

障害のある方をැ養している保護者が毎月
一定のֻ金を納めることにより、保護者がࢮ
亡または重度障害と認められたときに、障害
のある方へ終身一定ֹの年金を支給する制
度です。

ʪՃೖ֨ࢿʫ
保護者が加入年度初日現在65歳未満の都内
在住者で、特別な࣬病や障害がなく保険契約
の対となる健康ঢ়ଶであること及び障害
のある方が次のいずれかに֘当すること。
ᾇ愛の手ா1～ 4度の方
ᾈ身体障害者手ா1～ の方ڃ3
ᾉ�精神または身体に永続的な障害があり、
その程度がᾇまたはᾈと同程度と認めら
れる方

ʪֻۚʫ
保護者の加入時の年齢によって異なります
。（制度ありֹݮ）
※改定により変更する場合あり。

ʪՃೖޱʫ2口まで
ʪֹ݄څࢧʫ2万円（加入1口当たり）

世田谷区保健福祉サービスۤ情৹ࠪ会
อ݈ࢱαʔϏεۤ৹ࠪձࣄہ
ʢอ݈ࢱࡦ՝ʣ
ὸ����-����ɹ ����-����

区が行っている保健福祉サービスや介護保険
サービス、障害福祉等サービス及び子ども・子
育てサービスの提供を受けている方（もしくは
受けられなかった方）で、当֘サービスに不満
をお持ちの場合は、各サービスの担当課にご相
談ください。
それでもなお、納ಘがいかない場合は、ۤ 情৹
査会へۤ情を申し立てることができます。ۤ 情
৹査会は、外部ҕһで構成されており、第三者
の立場から中立公正な৹査を行い、区長にҙ見
をड़べます。区長はۤ情৹査会のҙ見をଚ重し、
サービス等の改善に努めます。
なお、内༰によっては৹査に応じられない場合
もあります。

あんしんすこやかセンター
（地域包括支援センター）
հޢ༧ɾҬࢧԉ՝
ὸ����-����ɹ ����-����

高齢の方が住み׳れた地域でいきいきとらせ
るよう様々な支援を行うための総合相談窓口で
す。
障害のある方や子育て中の方などからの身近な
ご相談もお受けしています。お気軽にご相談く
ださい。

ʪ૬ஊडؒ࣌ʫ
月～土曜　午前8時30分～午後5時
※祝・休日、年末年始を除く

ʪηϯターͷۀ༰ʫ
●�高齢の方の介護や福祉に関する相談
●�介護保険の認定申請の受付
●�要支援認定を受けている方等の介護予防ケア
プラン作成のための相談・支援等

●�区の保健福祉サービスの申請（一部）の受付
●介護予防に関する生活改善のための相談・支援
●�介護予防の普及ܒ発講座開催
●�高齢の方の実ଶѲ
●�在宅で療養生活をおくるための相談・支援
●�高齢の方のٮや成年後見制度に関する相談
●�ものれに関する相談
●�障害のある方や子育て中の方などからの身近
な相談

ʪηϯターͷॴࡏʫ���ทʙ

関連 高齢の方・障害のある方の相談（➡66頁～）
高齢の方・障害のある方の施設（➡181頁～）

地区における社会福祉協議会の
औみ（地域ݯࢿ開発事業）
ੜ׆ࢱ՝
ὸ����-����ɹ ����-����

社会福祉協議会の地区担当職һが、まちづくり
センターを拠点として福祉の困りごと相談をお
受けするとともに、地域の福祉課のղܾに向
けて、活動場所や生活支援サービスの出、地
域人材の発۷や活動の調整等に取組み、地域の
皆さんの参加のもと、支え合いの地域づくりを
推進します。
お気軽にご相談ください。

ʪ૬ஊडؒ࣌ʫ
月～金曜　午前8時30分～午後5時
※祝・休日、年末年始を除く。

ʪ۠ʹ͓͚Δࣾձٞڠࢱձͷॴࡏʫ���ทʙ
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ࢱ

高齢の方・障害のある方のたΊのサービス
ʪผ࣍ʫ
˙家事・家庭生活ʜ124頁～　 ˙生活安全ʜʜʜ128頁　 ˙外出の支援ʜʜʜʜʜ129頁～
˙各種手当等ʜʜʜ130頁～　 ˙情報・手続きʜ131頁　 ˙介護する方への支援ʜ132頁

ͷあΔํͷͨΊͷ֤छαーϏスͷํɺোྸߴ
˙ՈࣄɾՈఉੜ׆ͷͨΊͷαーϏス
※�「高齢」に˓があるサービスは高齢の方対、「障害」に˓があるサービスは障害のある方対。
※�「ひとりぐらし（高齢者）」とは、一ॹに生活している家等がいない65歳以上で、近所（ెา5分以内）
にいつもその方の様子を知りಘる親等のいない方です。

छྨ ྸߴ ো ༰ い߹Θͤઌ

高齢者安心コール ˓

ᾇ電話相談サービス
　�65歳以上の方からの困りごとや、ご親等か
らの見守りに関する相談を受け付けます。

ᾈ電話訪問サービス
　�65歳以上のひとりまたは高齢者だけでお住ま
いの方へ定期的に電話します。

ᾉボランティアによる訪問援ॿサービス
　�65歳以上のひとりまたは高齢者だけでお住ま
いの方、日中または夜間ひとりで家にいる方を
訪問し、簡୯なお手いをします。

ʪඅ用ʫ
無料（ただし、ᾉの実費相当分はご利用者ෛ担）

高齢者安心コール
☎5432-1010
5432-1030

（24時間365日受付）

高齢福祉課事業担当
☎5432-2407
5432-3085

食サービス ˓

月～土曜（祝・休日、年末年始は除く）、自宅に༦食
をお届けし、安൱確認を行います。

ʪඅ用ʫ1食500円
65歳未満のひとりぐらしの方等で、毎日の食事作
りが困難な、身体障害者手ா1～ または愛のڃ4
手ா1～ 4度、難病、ղঢ়ଶの精神障害の方

総合支所保健福祉課
（➡43頁）　

会食サービス ˓

65歳以上のひとりぐらし等の方に、地域のボラン
ティアが作る食事を施設（地区会館等）で月1回～
週1回程度提供し、会食することで、地域での交流
の機会を持つことができます。

ʪඅ用ʫ1食400円～

総合支所保健福祉課
（➡43頁）
あんしんすこやかセンター
でも可（➡180頁～）
高齢福祉課事業担当
☎5432-2407
5432-3085

・おむつの支給ࢴ
おむつ代のॿ成
（高齢の方）

˓

ねたきりまたはこれに準ずるঢ়ଶで2か月以上お
むつを使用し、引き続き必要と認められる方（介護
保険施設等に入所している場合を除く）で、介護
保険の要介護3～5の方（介護保険第2号ඃ保険者
（40歳以上65歳未満）の方も対）にࢴおむつを支
給します。

ʪඅ用ʫ1か月500円
ʪૹൣғʫ東京23区内、三ୋ・調布・ࠏ江市内
（病院への達不可）
※�病院等に入院中の場合は、おむつ代ॿ成（月ֹ
5,000円を限度）を選可（病院に入院中の65歳
以上の方は要介護度不問）。

※ୀ院後にっての申請はできません。
※申請した月以降が支給・ॿ成の対です。

総合支所保健福祉課
（➡43頁）

高齢者の方のみ
あんしんすこやかセンター
でも可
（➡180頁～）
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・おむつの支給ࢴ
おむつ代のॿ成
（障害のある方）

˓

ねたきりまたはこれに準ずるঢ়ଶにあり、障害のた
め2か月以上おむつを使用している身体障害者手
ா1・2ڃ、愛の手ா1・2度、ੑ麻ᙺまたは進行
Ҥॖ症で原則として3歳以上65歳未満の方にےੑ
。おむつを支給しますࢴ

ʪඅ用ʫ1か月500円
ʪૹൣғʫ東京23区内、三ୋ・調布・ࠏ江市内
（病院への達不可）
※�病院等に入院中の場合は、おむつ代ॿ成（月ֹ
6,000円を限度）を選可。

※ୀ院後にっての申請はできません。
※申請した月以降が支給・ॿ成の対です。

総合支所保健福祉課
（➡43頁）

৸۩ס૩サービス ˓ ˓

身体的条件または住環境等により৸۩をׯすこと
が困難なねたきり等の方で、65歳以上で介護保険
の要介護3～5の方、または身体障害者手ா1・2ڃ、
または愛の手ா1・2度の方に、৸۩（1回につき4
ຕ以内）のס૩・消ಟ（年10回）、水ચい（年2回）を
行います。

ʪඅ用ʫ無料

総合支所保健福祉課
（➡43頁）

高齢者の方のみ
あんしんすこやかセンター
でも可
（➡180頁～）訪問理美༰

サービス ˓ ˓

ねたきり等のため理美༰店での理等が困難な65
歳以上で介護保険の要介護3～ 5の方、または身
体障害者手ா1・2ڃまたは愛の手ா1・2度の方に
年間6ຕを限度に訪問理美༰券を交付します。

ʪඅ用ʫ1回1,000円
※�施設入所等の方は一部を除きご利用いただけま
せん。

入浴券の支給 ˓

住民登録のある65歳以上で、公衆浴場を利用できる
方に区内公衆浴場で利用できる入浴券を支給します。

ʪਃ͠ࠐΈํ๏ʫ
ハガキに「令和˓年度入浴券希望」・住所・ࢯ （໊ふ
りがな）・電話番号を明記してお申し込みください。
オンライン手続きも可能です。
※�申込み月や世帯のঢ়گにより交付ຕ数が異なります。
※�ຕ数の加を希望される場合は、世帯ঢ়گ・風
࿊設備の有無「民生ҕһによる訪問調査希望の
有無」も明記してください。

※�要介護4・5の方は原則対外ですが、公衆浴場
の利用ができる場合は申請可。

※年度毎の申込みが必要です。

高齢福祉課
˟154-8504
世田谷区世田谷4-21-27
☎5432-2256
5432-3085

はり・きゅう・
マッサージサービス
（高齢の方）

˓

65歳以上の方（利用当月に65歳になる方をؚむ）
を対に、月1回、区内施設ではり・きゅう・マッサー
ジを行います。

ʪඅ用ʫ1回（45分）1,500円

高齢福祉課事業担当
˟154-8504
世田谷区世田谷4-21-27
☎5432-2407
5432-3085

訪問入浴サービス ˓

ご家庭での入浴が困難な65歳未満の、身体障害者
手ா1・2ڃまたは愛の手ா1・2度（介護保険対
者を除く）の方に、巡回入浴車による自宅入浴（週1
回、6月～9月は週２回）を行います。家の立会い
の下で係һが介ॿします。

ʪඅ用ʫ無料

総合支所保健福祉課
（➡43頁）

ふれあいサービスの
ごみ出しサービス ˓ ˓

日常生活に支障があり、支援を必要とする高齢ま
たは障害のある方等の自宅を訪問し、ごみ出しを
します。

ʪඅ用ʫ月ֹ1,000円（週2回まで）（ほかに年会費
2,000円、3か月以内の一時利用1,000円）

（社福）世田谷区
社会福祉協議会
各地区事務局または
各地域社協事務所
（➡191頁～）
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電話料金のॿ成
（障害のある方） ˓

以下の世帯に電話基本料金相当をॿ成します。
①�身体障害者手ா1・2ڃ、愛の手ா1～ 3度の
方がいる世帯で生活保護世帯または所ಘ税ֹ
が0円の世帯あるいは住民税非課税世帯。

②�聴覚・音・ݴ語障害の１・２ڃまたは18
歳以上3ڃの方がいる世帯で、所ಘ税ֹが年
42,000円以下の世帯。

※�18歳以下のැ養親がいる場合、所ಘ税ֹ等
が変わる場合があります。

総合支所保健福祉課
（➡43頁）ิ۩費の支給 ˓

身体に障害のある方や難病の方に車いす・۩・
ิ聴ث等、ิ ۩の購入、आ受けまたは修理にかか
る費用を支給します（所ಘ制限あり。児童を除く）。

ʪඅ用ʫ所ಘに応じて自ݾෛ担あり

日常生活用۩の
給付 ˓

重度の障害のある方や難病の方、小児ຫੑ特定
࣬病児童に障害の程度に応じて入浴ิॿ用۩、
ベッド等の日常生活用۩を給付します（介護保
険等他法のサービスを優先する場合があります。
所ಘ制限あり）。

ʪඅ用ʫ原則給付する用۩の価格の1ׂを自ݾෛ
担（世帯の所ಘに応じて上限あり）

ิ聴ث購入費の
ॿ成 ˓ ˓

身体障害者手ாの交付対とならない中等度の
難聴ຢはยࣖに高度以上の難聴があり、医師によ
りิ聴ثの必要があると認められた方で、以下に
֘当する方のิ聴ثの購入費用をॿ成します。
(1)65歳以上
ʲ対ʳ
前年度に住民税非課税世帯の方
ʲॿ成内༰ʳ
5万円以内は自ݾෛ担なし。1人1回限り
(2)18歳以上65歳未満
ʲ対ʳ
前年度に住民税非課税世帯の方。学生は要件を؇和
ʲॿ成内༰ʳ
5万円（྆ࣖ10万円）以内は自ݾෛ担なし。5年
に1回申請可※大学等の在学者は特例あり。
(3)その他（共通）
対は区のॿ成ܾ定後に購入したิ聴ث（管理
医療機ث）に限るなど申請要件は他にもあり。
詳しくはお問い合わせください。

65歳以上
高齢福祉課
☎5432―2256
5432－3085

18歳以上65歳未満
障害施ࡦ推進課事業担当
☎5432―2415
5432－3021

中等度難聴児
発達支援事業 ˓

以下の全てに֘当する方のิ聴ثの購入費用を
ॿ成します（所ಘ制限あり）。
●�18歳未満の児童
●�身体障害者手ா（聴覚障害）交付の対となる
聴力ではないこと

●�聴力レベルがおおむね30デシベル以上であ
り、ิ 聴ثの用により、ݴ語の習ಘ等一定の
ޮՌが期できると医師が判அする者

ʪඅ用ʫ所ಘに応じて自ݾෛ担あり

障害施ࡦ推進課事業担当
☎5432―2415
5432－3021

あんしん事業
（地域福祉権利
擁護事業ほか）

˓ ˓

高齢や障害等で契約や郵便物の整理や手続きな
どができない方または一人で行うことに不安の
ある方を訪問し、福祉サービスの利用援ॿや日
常的金મ管理サービス、書ྨ等預かりサービス
（年金証書、通ா、権利証等）を行います。
ʪඅ用ʫ1回1時間1,000円～

（社福）世田谷区
社会福祉協議会
成年後見センター
☎6411-3950
6411-2247

ңがん検診費用の
ॿ成
（障害のある方）

˓

身体障害者手ாの交付を受けている40歳以上の
方で、区のңがん検診を受けられない場合に、ң
がんに関する検査を受けた際に要した費用（上限
15,000円）をॿ成します。
※�対の年齢は、年度内（4月1日～翌年3月31日）
に迎える年齢です。

※保険診療で受けたものは対外です。
　ңがん検診（➡116頁）

世田谷保健所
健康企画課
☎5432-2447
5432-3019
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精神障害のある方
のデイケア ˓ 精神障害で通院࣏療中の方の社会復ؼのため、グルー

プワークによる生活ࢦಋ（デイケア）を実施します。
総合支所健康づくり課
（➡43頁）

手話通訳者の派遣 ˓

身体障害者手ாを持つ、聴覚障害のある方に手話
通訳者を派遣します（事前に区に登録が必要）。

ʪඅ用ʫ無料
ᾇ公的機関の手続きや、通院等
ᾈ�裁判所、警察署等で自ݾの権利にかかわる申請
等を行う場合や、専門知ࣝを必要とする場合

ᾇ�世田谷区手話通訳等派遣
センター

☎5450-2099
3420-3145

ᾈ�東京手話通訳等派遣セン
ター

☎3352-3335
3354-6868要約ච記者の派遣 ˓

身体障害者手ாを持つ、聴覚障害のある方に要約
ච記者を派遣します（事前に区に登録が必要）。
（3か月18回、上限45時間）
ʪඅ用ʫ無料

障害のある方への
緊急介護人派遣 ˓

●身体障害者手ா1・2ڃ
●愛の手ா1～3度
●ੑ麻ᙺ
●進行ੑےҤॖ症　
　�上記の方の家が病気や休養・社会参加等で、
一時的に障害者（児）の介護ができない場合、介
護人を派遣します（1か月20時間まで）

ʪඅ用ʫ無料

総合支所保健福祉課
（➡43頁）

ふれあいサービス
の家事支援・生活
支援・外出支援
サービス

˓ ˓

高齢または障害のある方や産前産後の方、また介
護者であるご家の一時的な病気などの際に自宅
を訪問し、家事や生活支援等のお手いをします。

ʪඅ用ʫ1時間1,000円（ほかに年会費2,000円、
3か月以内の一時利用1,000円）

（社福）世田谷区
社会福祉協議会
各地区事務局または
各地域社協事務所
（➡191頁～）

グループホーム等
家ॿ成 ˓

ࢦ定共同生活援ॿ事業所（グループホーム）、区ࢦ
定グループホームを利用している身体障害・知的
障害または難病ױ者等の方に家をॿ成します
（所ಘ制限あり。家ॿ成上限月ֹ24,000円）。

総合支所保健福祉課
（➡43頁）

重症心身障害児（者）
等在宅レスパイト
事業

˓

自宅に看護師等を派遣し、家に代わって医療的
なケアを提供します（1回あたり2時間から4時間、
各世帯に年144時間まで）

ʪ対ऀʫ
区内在住で、家等による在宅介護及び訪問看護
サービスによる医療的ケアを受けて生活している
方のうち、以下のいずれかに֘当する方
ᾇ�重度の知的障害（愛の手ா1・2度程度）かつ重度
のࢶ体不自由（身体障害者手ா1・2ڃ程度で自
らา行ができない）の方で、18歳未満のときにそ
のঢ়ଶになった方

ᾈ�重症心身障害児に֘当しない在宅で医療的ケア
が必要な18歳未満の障害児

ʪඅ用ʫ世帯の所ಘに応じて自ݾෛ担あり

重度障害者等
就労支援特別事業 ˓

重度訪問介護、同行援護または行動援護を利用す
る方が「経ࡁ活動」を理由に現行の障害福祉サービ
スの利用ができない時間がある場合に身体介護等
の提供を行います。 総合支所保健福祉課

（➡43頁）
重度訪問介護利用
者の大学等修学支
援事業

˓
重度障害者が大学等に修学するにあたり、一定の
要件のもとヘルパーを派遣し、通学及び学内にお
ける身体介護等を提供します。
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˙ੜ҆׆શͷͨΊͷαーϏス
※「高齢」に˓があるサービスは高齢の方対、「障害」に˓があるサービスは障害のある方対。
※�「ひとりぐらし（高齢者）」とは、一ॹに生活している家等がいない65歳以上で、近所（ెา5分
以内）にいつもその方の様子を知りಘる親等のいない方です。

छྨ ྸߴ ো ༰ い߹Θͤઌ

救急通報システム
「愛のペンダント」 ˓

65歳以上のひとりぐらし等で、ຫੑ࣬ױがあり日常
生活を営む上で常時ҙを要するঢ়ଶにある方に緊
急時に使用する救急通報用ペンダント等をお貸しし
ます。救急通報により、必要に応じて救急車が出動す
るとともに、現場派遣һ等がۦけつけます。

ʪඅ用ʫシステム設置時に上限8,000円。IP回線（光回
線等）の利用者は非常用電源に別్上限4,000円（収
入ֹに応じた免除制度あり）

総合支所保健福祉課
（➡43頁）

救急通報
システム ˓

18歳以上のひとりぐらし等で身体障害者手ா1・2ڃ
または難病の方に、緊急通報機ث等を貸༩します。通
報により、民間の受信センターが、東京消防庁に連絡
します（※「愛のペンダント」の対者を除く）。

ʪඅ用ʫ無料

ファクシミリによる
110番、119番 ˓

電話による110番･119番が困難な方は警視庁（
3597-0110）や東京消防庁（ 119）にファクシミリ
で通報できます。
※�警視庁への通報は東京都管内で発生した事件・事
故、東京消防庁への通報は東京消防庁管内（稲城
市、島しょ地区を除く）の火災・救急に限ります。

警視庁
☎3581-4321
東京消防庁
☎3212-2111
最دりの消防署・警察署
（➡171頁）

110番アプリ
システム ˓

電話による110番通報が困難な方はスマートフォン
等を利用して専用のアプリケーションをダウンロー
ドすることで、文字や画像による通報ができます。
利用には事前登録が必要です。

警視庁
☎3581-4321
最دりの警察署
（➡171頁）

緊急ネット通報 ˓
電話による119番通報が困難な方は、ܞ帯電話やス
マートフォンからウェブ機能を利用して通報できま
す。利用には事前登録が必要です。

東京消防庁
☎3212-2111
3213-1478

最دりの消防署
（➡171頁）

福祉電話訪問 ˓
65歳以上のひとりぐらしまたは高齢者のみ世帯の
方に、毎週1回（月～木曜の午前9時～午後4時）協力
һが電話による訪問を行います。

ひだまり友遊会館
☎3419-2341
3413-9444

高齢者緊急
一時宿泊 ˓

介護保険では対応できない緊急的社会的な理由で高
齢者が家などの介護を受けられない場合に、特別
養護老人ホームを一時的に利用できます。

ʪඅ用ʫ有料

総合支所保健福祉課
（➡43頁）
あんしんすこやかセンター
（➡180頁～）

緊急時バックアップ
センター ˓

障害のある方のご家等が、急病や事故等によりご
本人の介護や支援ができなくなった場合など、ಥ発
的な緊急時の相談に対して、当面の生活を継続する
ための一時的な支援を行います。
※�ご利用には事前登録が必要です。登録の届出は、
総合支所保健福祉課障害支援（➡43頁）

障害施ࡦ推進課
☎5432-2426
5432-3021

ʻ緊急時の連絡先ʼ
緊急時バックアップセンター
☎6804-0331　
6804-0371

高齢者見守り
ステッカー ˓

認知症により外出先からؼれないなどの不安がある方
へ、໊ࢯや住所のほか緊急連絡先などを区へ事前に登
録していただいたうえで、登録番号と「高齢者安心コー
ル」の連絡先を記ࡌしているステッカーを付します。
ᾇ対  者　次のいずれにも֘当する方
　①要介護1以上の認定を受けている
　②�認知症により外出するとれないことが「とき

どきある」や「常にある」ঢ়ଶ
ᾈ登録事߲　�住所、໊ࢯ、生年月日、電話番号、緊急

連絡先（2໊）
ᾉ 付 物　見守りステッカー（1人20ຕ）
※�警察や消防に保護されたときに、ステッカーの
登録番号から緊急連絡先にご連絡します。

高齢者安心コール
☎5432-1010
5432-1030

（24時間365日受付）

高齢福祉課事業担当
☎5432-2407
5432-3085

認知症等高齢者
行方不明発生時の
通報

˓

認知症等高齢者の方が行方不明になった際、ঢ়گを
おいし、ご希望に応じて地域の協力者や近隣自࣏
体等へࡧґཔを行います。
※行方不明が発生した際には、やかに警察への通
報をおئいします。

高齢者安心コール
☎5432-1010
5432-1030

（24時間365日受付）
介護予防・地域支援課
☎5432-2954
5432-3085
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車いすの貸出し ˓ ˓

下ࢶまたは体װ機能障害、࣬ 病やけがなどにより、
一時的に車いすが必要な方に2か月を限度に貸し
出します（介護保険サービス優先）。

ʪඅ用ʫ無料

総合支所保健福祉課
（➡43頁）
まちづくりセンター（北沢、
成城、等々力を除く）
（➡52頁～）
世田谷区立保健医療福祉
総合プラザ
☎6379-4301
6379-4305

白いの給付 ˓ 視覚障害のある方に白いを給付します。
ʪඅ用ʫ無料

総合支所保健福祉課
（➡43頁）

ิॿݘの給付 ˓
視覚、ࢶ体、聴覚に障害のある方に、一定の訓練の
後、ิ ॿݘを給付します（所ಘ制限あり）。

ʪඅ用ʫ無料

移動支援 ˓ 移動困難な障害のある方の外出を支援します。
ʪඅ用ʫ世帯の所ಘに応じて自ݾෛ担あり

福祉タクシー券の
交付、自動車೩料
費のॿ成

˓

身体障害者手ாの下ࢶ、体װ、内部、平ߧまたは
ੑまひ等による運動機能障害1～3ڃ、視覚障害1・
の方や、愛の手ா1・2度の方に福祉タクシーڃ2
券の交付または自動車೩料費を一部ॿ成します。
※施設入所・長期入院の方を除く。

৸台優先リフト付
タクシーの利用及
び「予約料・迎車
料ิॿ券」と「スト
レッチャー料免除
券」の交付

˓ ˓

車いすやストレッチャーに対応した区のआ上げ車
（྆リフト付タクシー）を予約料・迎車料なしのメー

ター運で利用できます。
また、区のआ上げ車྆以外に、区と協定を݁んでいる
介護タクシーを利用する場合に利用ֹの一部をิॿ
する予約料・迎車料ิॿ券を、加えてストレッチャー
使用者にはストレッチャー料免除券を交付します。

ʪ対ऀʫ上記「福祉タクシー券の交付、自動車೩料
費のॿ成」の対者または介護保険の要介護度3～
5の方で、外出時の移動手段として常時車いすを使
用している、またはストレッチャーを使用すること
がある方。

総合支所保健福祉課
（➡43頁）
あんしんすこやかセンター
でも可
（➡180頁～）

NPO法人による
福祉移動サービス ˓ ˓

高齢や障害等により一人では交通機関の利用が困
難な方に、車いすのまま車できる自動車を使い
外出を手うNPO法人があります。

福祉移動サービスを行う
NPO法人（➡192頁～）

世田谷区福祉移動
支援センター
「そとでる」

˓ ˓

障害や高齢等により移動（外出）が困難な方の相談
や福祉移動サービスに関する相談、福祉車྆の
車等を行います。

ʪ対ऀʫ
区内にお住まいの障害（身体、知的、精神）のある方、
介護保険の要支援・要介護の認定を受けている方
等で、୯ಠでタクシーその他の公共交通機関を利
用することが困難な方。
※相談は無料でどなたでもできます。

世田谷区
福祉移動支援センター
（➡193頁）

都営交通の
無料車券 ˓

都営交通を利用する際、無料車券を提示すると、
本人は料金が無料になります。

ʪ対ऀʫ
身体障害者手ா、愛の手ா、戦ই病者手ாの所持
者、原രඃര者、精神障害者保健福祉手ா所持者
※�70歳以上でシルバーパスをお持ちの方は取ಘで
きません。

※�精神障害者保健福祉手ா所持者の届出窓口は、
都営地下鉄ຢは日里・舎人ライナーの定期券
発行所になります。

総合支所保健福祉課
（➡43頁）

˙֎ग़ͷࢧԉαーϏス
※「高齢」に˓があるサービスは高齢の方対、「障害」に˓があるサービスは障害のある方対。
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シルバーパス ˓

70歳以上の都民の方（ねたきりの方を除く）に都バス、
都電、都営地下鉄、都内の民営バスを利用できる「東京
都シルバーパス」を発行します。

ʪඅ用ʫ自ݾෛ担金あり（所ಘにより異なります）

（一社）東京バス協会
シルバーパス専用電話
☎5308-6950
3378-9970

自動車運転
免許取ಘ費
のॿ成

˓

自動車運転免許取ಘ費用や免許の限定ղ除を受ける場
合、費用の一部をॿ成します。ただし、第一種普通自動
車免許に限ります。どちらも事前申請が必要です。また、
障害者本人及びැ養ٛ務者等の所ಘ制限があります。

ʪ対ऀʫ区内に3か月以上在住の18歳以上の方で、身
体障害者手ா1～ またࢶまで、下ڃ内部障害は4）ڃ3
は体װ機能障害でา行困難な方は5ڃまで）、愛の手ா
または精神障害者保健福祉手ாを所持している方。 総合支所保健福祉課

（➡43頁）

自動車改費
のॿ成 ˓

自ら運転し、所有する（住民登録上同一世帯者が所有す
る場合をؚむ）自動車にアクセル、ブレーキ等の改が
必要な場合に、費用の一部をॿ成します。どちらも事前
申請が必要です。また、障害者本人及びැ養ٛ務者等の
所ಘ制限があります。

ʪ対ऀʫ18歳以上で、身体障害者手ாの上ࢶ、下ࢶま
たは体װ機能障害1～3ڃの方。

छྨ ྸߴ ো ༰ い߹Θͤઌ

特別障害者
手当
（国の制度）

˓

精神ຢは身体にஶしく重度の障害を有するため、日常生
活において常時特別の介護を必要とするঢ়ଶにある在
宅の20歳以上の方
※所定の診அ書で判定を行います。
※各種手ாを取ಘしていなくても可。
　認定者には申請月の翌月分から手当を支給します。
※�所ಘや3か月をえる入院、施設入所等による受給制
限あり。

※対について詳しくはお問い合わせください。
総合支所保健福祉課
（➡43頁）
障害施ࡦ推進課事業担当
☎5432-2388
5432-3021

※�他の市区町村で同様の手
当を受給していた場合も、
改めて手続きが必要です。

障害児福祉
手当
（国の制度）

˓

精神ຢは身体に重度の障害を有するため、日常生活に
おいて常時の介護を必要とするঢ়ଶにある在宅の20歳
未満の方
※所定の診அ書で判定を行います。
※各種手ாを取ಘしていなくても可。
　認定者には申請月の翌月分から手当を支給します。
※�所ಘや施設入所、公的年金受給等による受給制限あり。
※対について詳しくはお問い合わせください。

重度心身障害者
手当
（都の制度）

˓

心身に特に重度の障害があり常時複ࡶな介護を必要と
する方。
※�東京都心身障害者福祉センターで判定を行います（出
張判定もあります）。

※認定者には申請月分から手当を支給します。
※65歳以上の新規申請は原則不可。
※�所ಘや3か月をえる入院、施設入所等による受給制
限あり。

˙֤छख
※「高齢」に˓があるサービスは高齢の方対、「障害」に˓があるサービスは障害のある方対。
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心身障害者
福祉手当
（区の制度）

˓

次にあてはまる方には申請月分から手当を支給しま
す。
●�身体障害者手ா1～3ڃ、愛の手ா1～4度、精神障
害者保健福祉手ா1ڃ、ੑ麻ᙺ、進行ੑےҤॖ症、
。定の難病にかかり、医療券等を所持している方ࢦ

※65歳以上の新規申請は原則不可。
※所ಘや施設入所、他手当受給等による受給制限あり。

総合支所保健福祉課
（➡43頁）
障害施ࡦ推進課事業担当
☎5432-2388
5432-3021

※�他の市区町村で同様
の手当を受給していた
場合も、改めて手続き
が必要です。

原രඃര者
見舞金 ˓

6月1日現在、区内在住で、ඃര者健康手ாをお持ちの
方に、毎年8月末までに、申請に基づき見舞金をおଃり
します。

障害施ࡦ推進課管理係
☎5432-2385
5432-3021

慶祝品のଃఄ ˓ 9月1日時点で、区内在住の、年度内に88歳、100歳の
生日を迎える方に、毎年9月に慶祝品をおଃりします。

高齢福祉課
☎5432-2412
5432-3085

छྨ ྸߴ ো ༰ い߹Θͤઌ

区役所手続きの手話通訳 ˓

ᾇ�聴覚障害のある方の区役所での手続きに、
手話通訳者が同行します。

　�月～金曜（ด庁日を除く）午前8時30分～
午後5時に、区役所第2庁舎1階エレベー
ター前に機しています。

ᾈ�各総合支所のくみん窓口、保健福祉課、各
出張所の窓口に設置した二次元コードをス
マートフォン等でಡみ込むことで、下記の
時間に遠ִで手話通訳を行います。手話通
訳者が対応中の場合、おちいただくこと
があります。
月～金（ด庁日を除く）午前8時30分～午後5時

　※土（第３土曜日、ด庁日を除く）午前9時～午後5時
　※くみん窓口、太子堂出張所のみ。

ʪඅ用ʫ無料　※ご自身のスマートフォン等を
使用し、通信費が発生する場合、利用者のෛ担
となります。

障害施ࡦ推進課事業担当
☎5432-2388
5432-3021

点字広報・の広報の郵送
（区のおしらせ） ˓

視覚障害のある方等に、広報ࢴ「区のおしらせ
ʰせたがや 」ɦの点字൛・デイジー൛・CD൛を
郵送します。

ʪඅ用ʫ無料

広報広聴課
☎5432-2009
5432-3001

「せたがや区議会だより」
の点字൛・音൛の発行 ˓

視覚障害のある方等に、「せたがや区議会だよ
り」のデイジー൛とCD൛を郵送します。また、
点字൛の貸し出しも行っています。

ʪඅ用ʫ無料

区議会事務局調査係
☎5432-2779
5432-3030

ホームページの
音ಡみ上げ・文字֦大・
എܠ৭替サービス

˓ ˓
視覚障害のある方等に、区ホームページの音
ಡみ上げ・文字֦大表示・എܠ৭替サー
ビスを、ホームページ上で提供しています。

広報広聴課
☎5432-2008
5432-3001

図書館の
障害者サービス ˓

区内在住の障害等で図書館利用が困難な方に
対面࿕ಡ、点字図書や音訳図書等の貸出・製作、
サピエ図書館の個人利用登録、自宅本等を
行っています。※障害者サービス登録が必要。

区立図書館
（➡211頁）

「障害者のしおり」の
音൛・大活字൛の郵送 ˓ 視覚障害のある方でご希望の方に、「障害者の

しおり」の音൛・大活字൛を郵送します。

障害施ࡦ推進課管理係
☎5432-2385
5432-3021
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家介護Қ労金の支給 ˓

介護保険の要介護ঢ়ଶ区分2（認知症高齢者の日
常生活自立度Ⅱ以上のঢ়ଶに限る）ຢは3以上と
認定され、1年間介護保険サービス（通10ࢉ日以
内のショートステイ利用、福祉用۩貸༩、特定福
祉用۩販売、住宅改修を除く）の利用がなく、通
90日以上の入院のない方を同居して介護されࢉ
た方に、申請によりҚ労金を支給します。
※介護を受ける方、介護者とも住民税非課税世帯。

介護保険課保険給付係
☎5432-2646
5432-3042

総合支所保健福祉課
（➡43頁）

はり・きゅう・
マッサージサービス ˓

在宅の障害者を日常介護している家に、月1回
はり・きゅう・マッサージのサービスを行います。

ʪඅ用ʫ1回（45分）1,500円

障害施ࡦ推進課事業担当
☎5432-2388
5432-3021

重度ੑ麻ᙺの方への
介護 ˓

20歳以上で身体障害者手ா1ڃの重度のੑ麻
ᙺの方で、家以外による介護が困難な方を介
護する家に手当を支給します。

総合支所保健福祉課
（➡43頁）

۠ αーϏス໊ ༰

自
立
支
援
給
付

介
護
給
付

居宅介護 自宅での入浴、ഉせつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護
重度のࢶ体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上
ஶしい困難を有する者で、常時介護が必要な人に自宅での入浴、ഉせつ、
食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。

同行援護 視覚障害により、移動にஶしい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供
（代ච・代ಡをؚむ）、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護 知的障害または精神障害により行動上ஶしい困難を有する人で、常時介護
が必要な人に、危険回ආのために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等แׅ支援 特に介護が必要な人への居宅介護等の複数サービスをแׅ的に行います。

短期入所
（ショートステイ）

自宅で介護する人が病気や休養の場合等に、短期間（夜間もؚむ）、施設で
入浴、ഉせつ、食事の介護等を行います。

療養介護 医療と常時介護が必要な人に医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、
介護、日常生活の世話を行います。

生活介護 常時介護が必要な人に昼間の入浴、ഉせつ、食事の介護等を行うとともに、
作的活動・生産活動の機会を提供します。

施設入所支援 施設入所者に夜間や休日の入浴、ഉせつ、食事の介護等を行います。

障害者総合支援法にΑるサービス
૯߹ࢧॴอ݈ࢱ՝ʢ��ทʣ
োࡦࢪਪਐ՝ۀࣄ୲
ὸ����-����ɹ ����-����
োऀҬੜ׆՝
ὸ����-����ɹ ����-����

障害者総合支援法に基づき、障害のある方の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための
各種サービスを提供しています。（➡表8-2）

提供サービスのうち、「地域生活支援事業」は、
世田谷区が地域特ੑ等に応じてҙ工夫し、実
施しています。

ʪਃ૭ޱʫ
総合支所保健福祉課（➡43頁）

※�申請後に、認定調査（聞き取り調査）やצҊす
べき事߲の調査、サービス利用のҙ向聴取等
を経てܾ定します。

ʪද���ʫ োऀ૯߹ࢧԉ๏ʹΑΔαーϏス

˙հޢすΔํͷࢧԉαーϏス
※「高齢」に˓があるサービスは高齢の方対、「障害」に˓があるサービスは障害のある方対。
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ࣗ
ཱ
ࢧ
ԉ
څ


܇
࿅

څ


自立訓練
（機能訓練・生活訓練）

自立した日常生活・社会生活ができるよう、身体機能または生活能力の
向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援 一般就労に必要な知ࣝ・能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援A型 一般就労が困難な人で、ޏ用契約に基づく就労が可能な人に、働く場の
提供、知ࣝ・能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援B型 用契約に基づく就労が困難な人に、働く場を提供し、知ࣝ・能力の向ޏ
上のために必要な訓練を行います。

就労定ண支援 一般就労へ移行した人の就労に伴う生活面の課に対し、企業・自宅へ
の訪問等により、必要な支援を行います。

就労選支援
就労先・働き方についてよりྑい選ができるよう、就労アセスメン
トの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適ੑ等に合った選を
支援します。（令和7年10月1日施行）

自立生活援ॿ 一人らしに必要な理ղ力や生活力をิうために、定期的な居宅訪問等
により必要な支援を行います。

共同生活援ॿ
（グループホーム）

共同生活の住居で主に夜間や休日、相談、入浴、ഉせつ、食事の介護等
日常生活上の援ॿを行います。

自立支援医療 心身の障害を除ڈ・軽ݮするための医療について、医療費の自ݾෛ担ֹ
を軽ݮします。

ิ۩ 身体機能をิ・代替し、長期間継続して使用されるٛࢶ、۩、車い
す等の購入、आ受けまたは修理にかかる費用の支給を行います。

画相談支援ܭ
障害福祉サービス等の利用を希望する障害者について、心身のঢ়گ等を
画の内༰についてܭ、画を作成します。またܭҊし、サービス等利用צ
一定期間ごとに検証し、必要に応じて変更等を行います。

地域相談支援

施設や精神科病院、保護施設、ڲ正施設等に入所・入院している障害者
に対して、住居の確保その他、地域での生活に移行するための活動に関
する相談等に対応します。また、居宅において୯身等で生活する障害者
等に対して、常時連絡体制を確保し、緊急時の相談等に対応します。


Ҭ
ੜ
׆
ࢧ
ԉ
ࣄ
ۀ

相談支援
（地域障害者相談支援センター）

総合的な相談、関係機関との連絡調整、権利擁護のための援ॿ等を行い
ます。

ҙૄࢥ通支援 手話通訳者派遣、要約ච記者派遣等を行います。
日常生活用۩ 日常生活の利便のため、用۩の給付を行います。
移動支援 外出時の移動を支援します。
地域活動支援センター（※） 作的活動・生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います。

日中一時支援 日常介護にあたる人の࣬病や休養の場合等に、日中の一時的な保護を施
設で行います。

福祉ホーム 事業者と利用者が利用契約を݁び、家等の一部を区がॿ成することに
より、障害者の住居を確保します。

ͦ
ͷ
ଞ
ࣄ
ۀ

更生訓練費 就労移行支援または自立訓練を利用する身体障害者で、生活保護を受け
ている方に更生訓練費のॿ成を行います。

（※）ҹの事業については、各施設へ直接お問い合わせください。（➡187頁）

児童福祉法にΑるサービス
૯߹ࢧॴอ݈ࢱ՝ʢ��ทʣ
োࡦࢪਪਐ՝ۀࣄ୲
ὸ����-����ɹ ����-����
োอ݈ࢱ՝
ὸ����-����ɹ ����-����

児童福祉法に基づき、障害のある児童を支援す
るための各種サービスを提供しています。
（➡134頁　表8-3）

※�申請後に、צҊすべき事߲の調査、サービス
利用のҙ向聴取等を経てܾ定されます。

関連 障害のある子どもの教育（➡150頁）
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ࢱ

αーϏス໊ ༰

児童発達支援 未就学の障害児に、児童発達支援センター等の施設で、日常生活における基本的
な動作のࢦಋ、知ࣝ技能の付༩、集団生活への適応訓練等を行います。

放課後等デイサービス 就学している障害児に、त業の終了後または休業日に、児童発達支援センター等の
施設で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。

居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等で通所することが困難な障害児に対して、居宅を訪問して児童発達
支援を行います。

保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障害児本人や保育所等のスタッフに対して、集団生活への適
応のための専門的な支援等を行います。

障害児相談支援
障害児通所支援の利用を希望する児童について、心身のঢ়گ等をצҊし、障害児
支援利用ܭ画を作成します。また、ܭ画の内༰について一定期間ごとに検証し、
必要に応じて変更等を行います。

ʪද���ʫ ࣇಐࢱ๏ʹΑΔαーϏス

高齢の方の地域活動等の支援
�ಈਪਐ՝׆ຽࢢ
ὸ����-����ɹ ����-�����

Ϋϥϒऀྸߴ˙
各地域で自主的に集まり、健康づくりやझຯ、
教養、ボランティア等の活動を行っています。
区では活動費のॿ成等の支援を行っています。

˙͕ͤͨੜ֔ݱωοトϫーΫ
シニア世代の社会参加を推進する組৫です。地
域活動へ興ຯのある方へ向けたイベント・講座
の運営を行っています。

˙い͖い͖͕ͤͨจԽࡇ
毎年おおむね60歳以上の区民（高齢者クラブ
等）が参加して開催しています。

˙ͱͷަྲྀԂ࠲ߨ
60歳以上の区民を対に、土と農の交流園（➡
181頁）にて、花、樹木、野ࡊ、Ռ樹の４コース（選
制）で構成された通年講座です。

˙ాಃܳࣨڭ
60歳以上の区民を対に、代田地区会館（➡
178頁）で初心者向けの通年講座を開催してい
ます。希望者は2年目以降も講座を継続して受
講できます。

˙γϧόーࣨڭܳ
60歳以上の区民を対に、山崎小学校にてࢴ

ㆉㆿ
ࠉ
㆙

き、木ூ、ࣣ ๅ焼の３コース（選制）で構成さ
れた通年講座です。

˙ੈా୩۠ੜ֔େֶ 

ہࣄຽେֶɾੜ֔େֶࢢ
ὸ����-����ɹ ����-����
ಈਪਐ՝׆ຽࢢ
ὸ����-����ɹ ����-����

60歳以上の区民を対に、コース別学習（選
制）と健康体育で構成された２年制の講座です。

ʪձ場ʫ
せたがや がやがや館（健康増進・交流施設）
（➡181頁）

高齢者施設・障害者（児）施設
所在地等は　高齢者施設（➡181頁～）
　　　　　　障害者（児）施設（➡184頁～）

˙հޢਓࢪࢱઃʢಛผཆޢਓϗーϜʣ 
ઃʢ���ทʣࢪ֤
૯߹ࢧॴอ݈ࢱ՝ʢ��ทʣ

区内に29か所あります。

ʪೖॴͰ͖Δํʫ
原則として介護保険の要介護3～ 5に認定され
た方で、ねたきりまたは認知症等により、食事、
入浴、ഉせつ等常に介護が必要で、居宅では適
な介護を受けることが困難な方

※�要介護1・2と認定された方は、特別養護老人
ホーム以外での生活がஶしく困難と認められ
る場合、入所できます。

※�常に医療行ҝを要する方は入所できません。

ʪਃࠐઌʫ
総合支所保健福祉課（➡43頁）
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˙ཆޢਓϗーϜ

૯߹ࢧॴอ݈ࢱ՝ʢ��ทʣ

区内に1か所、「友愛ホーム」（➡182頁）があり
ます。入所される方やැ養ٛ務者の所ಘに応じ
て費用ෛ担があります。

ʪೖॴͰ͖Δํʫ 
原則として65歳以上で、環境上・経ࡁ的理由に
より居宅での生活が困難で、世帯の生ܭ中心者
が住民税非課税またはۉ等ׂのみの課税である
世帯の方
※�入院加療を要する病ଶの方は入所できません。

ʪਃࠐઌʫ総合支所保健福祉課（➡43頁）

福祉・ボランティア活動
;Εあいサービス協力会һ、
世田谷区フΝϛリー・サポート・
センター事業援助会һのื集
（༗ঈボランティア）

˙;ΕあいαーϏスྗڠձһ

ʢࣾʣੈ ా୩۠ࣾձٞڠࢱձ
ৗੜࢧ׆ԉʢ���ทʣ

ふれあいサービス事業（家事・生活・外出支援）
のお手いをしてくださる方をื集しています。
˙ੈా୩۠ϑΝϛϦーɾαϙートɾηϯター
ԉॿձһ　ۀࣄ　

ʢࣾʣੈ ా୩۠ࣾձٞڠࢱձ
ੈా୩۠ϑΝϛϦʔαϙʔτηϯλʔʢ���ทʣ

子育て世帯への支援（子どもの一時預かりや保育
園等の送迎）をしてくださる方をื集しています。

ボランティア・市民活動の支援
˙ϘϥϯςΟΞͷใఏڙ
ʢࣾʣੈ ా୩ϘϥϯςΟΞڠձ
ὸ����-����ɹ ����-����
ʢ���ทʣ
https://www.otagaJsama.or.jp/
ʢࣾʣੈ ా୩۠ࣾձٞڠࢱձ
֤Ҭࣾࣄڠॴʢ���ทʣ

ボランティア活動をしたい方、ボランティアの
協力を求めたい方のための相談、各種講座、ボ
ランティア団体の情報提供等を行っています。

˙ϘϥϯςΟΞొαイトʮ͓͕ͨい͞·CBOLʯ

ʢࣾʣੈ ా୩ϘϥϯςΟΞڠձ
ὸ����-����ɹ ����-������ʢ���ทʣ

「おたがいさまbank」に登録いただいた方に区
内でื集している様々なボランティア情報を

メールでお知らせしています。また、ボランティ
ア活動をしたい方とボランティアの力を必要と
している方をつなぐサイトも開設しています。下
の二次元コードよりぜひご登録ください。

˙ϘϥϯςΟΞ׆ಈஂମࢢຽ׆ಈஂମͷࢧԉ

ʢࣾʣੈ ా୩ϘϥϯςΟΞڠձ
ὸ����-����ɹ ����-����
ʢ���ทʣ

ボランティア活動団体等への支援のため、ボラ
ンティアの紹介、会議室・機材の貸出し等を行っ
ています。

˙ϘϥϯςΟΞอݥ

ʢࣾʣੈ ా୩۠ࣾձٞڠࢱձ
૯ʢὸ����-����ʣ·ͨ
֤Ҭࣾࣄڠॴʢ���ทʣ
ʢࣾʣੈ ా୩ϘϥϯςΟΞڠձ
ὸ����-����ɹ ����-����
ʢ���ทʣ

ボランティア活動中のけがのほか、第三者にଛ
害を༩えた場合も対になる保険です。

ʪֻ͚ۚʫ350円～

年後੍ݟ度
˙๏ఆ੍ݟޙ

౦ژՈఉࡋॴݟޙηϯλʔɹ
ὸ����-����ɹ ����-����

認知症や知的障害・精神障害等によって判அ能
力が不े分になり、自分一人では契約や財産管
理等をすることが難しい方のために本人の権利
を守る援ॿ者（成年後見人等）が、法的に支援す
る制度です。

˙ҙ੍ݟޙ

ੈా୩ެূɹ
ὸ����-����ɹ ����-����
ʢ���ทʣ

将来、判அ能力が不े分になったときに備えて、
財産管理等を行ってもらうҙ後見人をあらか
じめ自分で選び、支援してཉしいことを公正証
書で契約しておく制度です。

ʢ̇ࣾʣੈ ా୩۠ࣾձٞڠࢱձݟޙ
ηϯター　ʢὸ���������ʣʢ���ทʣ

おたがいさまbank AIシステムによる
マッチングサイト
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ࢱ

生活保護
૯߹ࢧॴੜࢧ׆ԉ՝ʢ➡��ทʣ

上記窓口にご相談ください。

生活ࢿ金
関連 生活相談等（➡43頁）

病気や老齢等で経ࡁ的に困ځしている世帯等
に、必要な支援を行いますのでご相談ください。
（生活福祉資金貸付一覧　➡表8-4）
（区の福祉資金貸付一覧　➡137頁　表8-5）

ઓ者Ҩ等にରする援護੍度
ੜ׆ࢱ՝ੜ׆ࢱ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

戦者、戦ই病者等のҨの方への特別ீҚ金・
各種特別給付金の相談や受付等を行います。

中国ཹ人等にରする支援
ੜ׆ࢱ՝ੜ׆ࢱ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

中国留邦人等の老後の生活の安定と地域での
生き生きとしたらしを実現するため、各種支
援給付や支援相談һによる相談等を行います。

ʢࣾʣੈ ా୩۠ࣾձٞڠࢱձΒͬͱϗʔϜੈా୩ࣨ
ὸ����-����ɹ ����-����

ʪିཁ݅ʫ
他からのआ入れが困難な場合で、かつ貸付৹査により返ࡁの見込みがあると判அされた世帯。ただ
し、資金種ྨごとに貸付対世帯や利用条件の定めあり。
※�原則として連帯保証人が必要だが、いなくても申請できる場合もある。
※�申込手続き期間1か月程度（資金種ྨによって異なる）。طにい終わっている経費や購入等の契
約がࡁんでいる経費は、貸付対外（出産・葬祭・療養の経費は対となる場合あり）。外国籍の
方は在留資格要件あり。

※資金種ྨによって異なるが、保証人有なら無利子。無しなら年1.5ˋの利子。
●所ಘ世帯：世帯収入が収入基準をえない世帯（収入基準はお問い合わせください）。
●障害者世帯：�身体障害者手ா、愛の手ா、精神障害者保健福祉手ாの交付を受けた方の属する世帯。

あるいは障害者福祉サービスの受給者証を所有していること。
●高齢者世帯：�日常生活上、療養または介護を必要とする、おおむね65歳以上の高齢者が属する世帯。

収入基準あり。
※その他資金ごとの詳細条件はお問い合わせください。

छྨ

対

ିݶֹ ฦࡁ
ؒظ ି༰ɾར用త

ॴ
ಘ

ো


ߴ
ྸ

教育支援費 ˓ 学校の種ྨによる
14年

高校、短大、大学等のत業料等
※限度ֹあり、無利子。

就学支度費 ˓ 50万円 上記学校の入学金 ※無利子。
技能習ಘに
必要な経費 ˓ ˓ 技能習ಘ期間による 8年 就職するための知ࣝ、技能を習ಘするために必

要な経費 ※限度ֹあり。

生業を営むために
必要な経費 ˓ ˓

所ಘ世帯 280万円 7年 自営業に必要な経費。設備等を購入・修理する
費用や新規業時の費用。
※運転資金は対外で申請から3～ 4か月。
※その他一定の条件あり。障害者世帯 460万円 9年

出産、葬祭に
必要な経費 ˓

50万円 3年

出産、葬祭に必要な経費

住居の移転等に
必要な経費 ˓ ˓ ˓ 住居の移転、貸契約に必要な経費

就職の支度に
必要な経費 ˓ ˓ 就職に際し必要な洋等の購入費

ʪද���ʫ ੜ׆ۚࢿࢱͷିҰཡ
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その他日常生活上
一時的に必要な経費 ˓ 50万円 3年 年金のֻけ金や健康保険料ֻけ金の未納分

住宅の増改築、
ิ修等に必要な経費 ˓ ˓ ˓ 250万円 7年 住宅の増築、改修、ิ 修等の経費

福祉用۩等の購入に
必要な経費 ˓ ˓ 170万円

8年

障害者、高齢者の生活用۩や機能回復訓練ث
۩

障害者用自動車の購
入に必要な経費 ˓ 250万円 障害者の通ۈ・通学・通院等のための自動車

購入費
ෛইまたは࣬病の療
養に必要な経費 ˓ ˓ 170万円 5年 病気、ෛইの࣏療費等（࣏療期間が1年をえ

ない場合のみ）
介護サービス、障害
者サービス等を受け
るのに必要な経費

˓ ˓ ˓ 170万円 5年
介護給付、障害者福祉サービス、自立支援医療
の利用者ෛ担金または立替経費等（期間が1年
をえない場合のみ）

災害を受けたことに
より臨時に必要とな
る経費

˓ 150万円 7年 災害による自立更生に必要な経費

緊急小口資金 ˓ 10万円 1年
1か月以内の医療費の支いで不足する生活
費、初回の年金・ޏ用保険・給༩までの生活
費（貸付けまで約1週間）

総合支援資金 ˓
月ֹ୯身世帯15万円、
複数世帯20万円
原則6か月分

10年
求職中の世帯の生活･転居費等。職2年以内
でその就労収入で6か月以上生ܭ維持してい
た方（65歳以上対外）。

不動産担保型
生活資金

詳しくはお問い合わせくださ
い。

在住家屋・土地を担保とした生活資金（貸付
けまで3～4か月、世帯の構成һが原則として
65歳以上）
※�年3�または当֘年度における4月1日時点の
長期プライムレート（いずれかい方を基準）

東京都ひとり親家庭
高等職業訓練促進資
金貸付事業

高等職業訓
練促進給付
金を受給し
ている方

入学準備金
（50万円以内） 5年

養成機関の入学時に、入学・修学に必要な経
費の貸付け（※一定条件を満たす事で返ؐ免
除となる場合があります。）

就職準備金
（20万円以内） 2年

養成機関を修了し、資格を取ಘしその資格を
活かした事に就く際に必要な経費の貸付け
（※一定条件を満たす事で返ؐ免除となる場
合があります。）

ʪද���ʫ ۠ͷିۚࢿࢱҰཡ

छྨ 対 ିݶֹ ฦؒظࡁ ି༰ɾར用త

応急小口資金 所ಘ世帯 15万円（災害・病気の
場合30万円） 30か月 病気等で緊急に必要な資金

※無利子、要保証人。

छྨ 対 ିݶֹ ฦؒظࡁ ି༰ɾར用త

母子及び子
福祉資金 20歳未満の子

どもがいるひ
とり親家庭

資金の種ྨによる
経ࡁ的に自立するための就学、就職、転
宅、療養等の資金
※�無利子または所定利率、連帯保証人が
必要な場合あり。

母子及び子福
祉応急小口資金 10万円 20か月 災害、病気等の緊急資金

※無利子。

女ੑ福祉資金 原則、ۮ者が
いない女ੑ 資金の種ྨによる

経ࡁ的に自立するための就学、就職、転
宅、療養等の資金
※無利子または所定利率、要保証人。

૯߹ࢧॴੜࢧ׆ԉ՝ʢ��ทʣ

૯߹ࢧॴࢠͲՈఉࢧԉ՝ʢ��ทʣ
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子ども若者・教育
৷લʙ出࢈
৷
˙׆オϯϥイϯ૬ஊ
ੈా୩อ݈ॴ݈߁ਪਐ՝
ὸ����-����ɹ ����-����

活や不࣏療、将来の৷に向けた健康管理
やメンタルケア、パートナーとの関係などにつ
いて、専門職（不症看護認定看護師、ᡢഓ養士、
臨床心理士等）にಗ໊で気軽に相談できます。
●�相談方法：テキストメッセージ、Zoom、電
話（いずれも相談回数は無制限、無料）

●�利用方法：
　①�専用のLINEアカウントを友だち加（LINE ID

またはӈ記二次元コードから）
　②会һ登録
　③�クーポンコード

「stgy世田谷区˓˓」を入力
（˓˓はお住まいの町໊）

˙ ৷ͷಧग़ɾ߁݈ࢠखாʢ߁݈ࢠखாʣͷަ

૯߹ࢧॴ݈ͮ͘߁Γ՝ʢ��ทʣ
৷されたら、「৷届出書」を母子健康手ாの
交付窓口で記入し提出してください。マイナン
バー（個人番号）確認、本人確認を行っています。
「母子健康手ா（親子健康手ா）」と්健康診
査の受診ථ等が入った「母と子の保健バッグ」
をお渡しします。

ʪަ૭ޱʫ
総合支所健康づくり課（➡43頁）
総合支所くみん窓口区民担当（➡42頁）
出張所（➡50頁～）
まちづくりセンター（太子堂、経堂、北沢、
等々力、用賀、二子玉川、成城、烏山を除く）
（➡52頁～）

˙ ωϘϥ໘ʢ৷ظ໘ɾ৷�͔݄࣌໘ஊɾ
໘ʣޙ࢈

૯߹ࢧॴ݈ͮ͘߁Γ՝ʢ��ทʣ

「ネウボラ※面接」として、්の方への「৷
期面接」、産්の方への「産後面接」を実施して
います。ご希望の方には「৷̔か月時面談」も
行います。お子様が2歳になるまでに面接を受
けた方には、地域の産前・産後サービスが利用
できる「せたがや子育て利用券」（➡140頁）を、
面接後にお渡しします。
※�「ネウボラ」とは、フィンランド語でʰ相談・
アドバイスの場所 のɦҙຯです。

˙ֶ྆ڃ
ੈా୩อ݈ॴ݈߁ਪਐ՝
ὸ����-����ɹ ����-����

৷された方とそのパートナーを対に、৷
中の健康管理や出産に必要な知ࣝを学べる「྆
親学ڃ」を開催しています。対や日程につい
ては区ホームページをご確認ください。

්等の医療、健康ࠪ
˙්݈߁ࠪ

ੈా୩อ݈ॴ݈߁ਪਐ՝
ὸ����-����ɹ ����-����

都内ҕୗ医療機関での14回分の受診ථと音
波検査4回分及び子宮ᰍがん検診1回分の受診
ථを母子健康手ாとともに交付します（受診ථ
に記ࡌされている検査߲目を実施した場合に、
一定金ֹを上限としてॿ成するもので、医療機
関でのࢦಋ内༰や検査߲目により自ݾෛ担が発
生します）。
都外の医療機関（里ؼり先等）やॿ産所にて受
診ථを使用せず受診した場合は、費用の一部を
ॿ成します。また、多৷された方には、
්健康診査受診ථ14回分をえて自費で受診
した際に要した費用の一部をॿ成します。
申請期限：出産した日から1年以内。
ࠪ߁Պ݈ࣃޙ࢈લɾ࢈˙
ੈా୩อ݈ॴ݈߁ਪਐ՝
ὸ����-����ɹ ����-����

定歯科医療機関で、৷中と出産後各1回、無ࢦ
料で歯科健康診査を受診できる受診券を交付し
ます。

ʪ対ʫ
区内に住所のある්及び出産後1年以内の産්

ʪड݊ͷํ๏ʫ
●�「母と子の保健バッグ」に2回分の受診券が
入っています。

●�転入等で受診券をお持ちでない方は、受診券
をお送りしますので、お問い合わせください。

˙৷݂ߴѹީ܈ͷҩྍඅͷॿ
૯߹ࢧॴ݈ͮ͘߁Γ՝ʢ��ทʣ

৷高݂ѹ症ީ群、病、心࣬ױ等にかかっ
ている්が医療機関に入院した場合、医療費
のॿ成を受けられます。
※所ಘ制限、入院日数等受給要件あり。
˙อ݈ࢦಋථͷަ
૯߹ࢧॴ݈ͮ͘߁Γ՝ʢ��ทʣ

所ಘの方等の්健診、子どもの健康診査等
の費用をॿ成する制度です。

LINE ID @stgy-famione、
または二次元コードから
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出࢈
˙ग़ੜಧ
出生届（➡72頁）をご提出ください。
˙ग़࢈අͷି ʢ͚ࠃຽ݈߁อݥʣ
อɾۚ՝ཧࠃ
ὸ����-����ɹ ����-����

国民健康保険等の出産育児一時金（➡108頁　表
6-4）の支給対となる方で、直接支制度・受取
代理制度が利用できない場合、出産育児一時金が
支給されるまでの間、資金の一部をお貸しします。

ʪ対ʫ
●出産予定日まで1か月以内の方
●�৷85日以上で医療機関等に出産にかかわる一
時的な支いが必要になった方（ࢮ産・流産等）

ྉͷ໔আݥຽۚอࠃͷؒظޙ࢈લ࢈˙
ຽۚࠃอɾۚ՝ࠃ
ὸ����-����ɹ ����-����

第1号ඃ保険者は届出により、平成31年4月以降
の期間において、出産月（予定もؚむ）の前月か
ら4か月間（多৷のときは出産月の3か月前
から6か月間）の国民年金保険料が免除されま
す。届出は出産予定日の6か月前から受け付け、
届出期限はありません（マイナポータルによる電
子申請または郵送による届出も可）。（➡110頁）

ʪ対ʫ
●�国民年金第1号ඃ保険者で出産日が平成31年
2月1日以降の方（৷85日以上のࢮ産・流
産等をؚむ）

ྉͷ໔আݥอ߁ຽ݈ࠃͷؒظޙ࢈લ࢈˙
ො՝֨ࢿอɾۚ՝ࠃ
ὸ����-����ɹ ����-����

出産月（予定もؚむ）の前月から4か月間（多
৷のときは出産月の3か月前から6か月間）の
国民健康保険料が免除されます。届出は出産予
定日の6か月前から受け付け、出産後も届出可
能です。（➡106頁）

ʪ対ʫ
●�国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月
1日以降に出産予定の方・出産された方（
৷85日以上のࢮ産・流産等をؚむ）

˙ग़࢈අ用ͷԉॿʢೖӃॿ࢈ʣ
૯߹ࢧॴࢠͲՈఉࢧԉ՝ʢ��ทʣ

入院等の費用を支うことが困難な産්が入
院して分べんする場合には、ࢦ定病院での出産
費用を援ॿします。
※援ॿを受けるためには、事前申請が必要です。

ʪ対ʫ
●住民税が非課税の世帯
●�区民税所ಘֹׂと健康保険の出産育児一時金
が一定ֹ以下の世帯

世田谷区出࢈費助੍度
ͲՈఉ՝ࢠ
ὸ����-����ɹ ����-����

子どもの出産（৷85日以上の流産・ࢮ産、ࢮ
別等もؚむ。以下同じ）にかかる費用の一部を
ॿ成します。

ʪ対ʫ
以下のいずれかにあてはまること
①出産児の住所が、出生日時点で区内にある。
②�৷85日以上の流産・ࢮ産の場合は、出産日
時点で母の住所が区内にあり、加入健康保険
等から当֘出産について出産育児一時金等の
給付を受けている。

ʪॿֹʫ
出産児1人つき5万円

ʪਃݶظʫ
当֘出産の日から1年以内(災害等やむをಘない
事由のある場合を除く)

後のサービス࢈લ࢈
˙ੈా୩۠ग़࢈ɾࢠҭͯ応ԉΪϑト

ੈా୩อ݈ॴ݈߁ਪਐ՝
ʢੈా୩۠ग़࢈ɾࢠҭͯԠԉࣄہʣ
ὸ����-����ɹ ���-���-����

全ての්・子育て家庭が安心して出産や子育
てをできるよう、伴走型の相談支援を行うとと
もに、৷の届出をされた方や出産した方へ、
出産・子育て応援ギフトを支給します。

Ϊϑトͷछྨ 対
出産応援ギフト（්1
人あたり5万円相当のギ
フトカード）

৷の届出を行い、世田
谷区のネウボラ面接（
৷期面接）を受けた方

子育て応援ギフト（出生し
た子ども１人あたり10万
円相当のギフトカード）

出産後、世田谷区の乳児
期家庭訪問（赤ちゃん訪
問）を受けた方

˙ೕظࣇՈఉ๚ʢͪΌΜ๚ʣ

૯߹ࢧॴ݈ͮ͘߁Γ՝ʢ��ทʣ

生後4か月までの赤ちゃんのいるご家庭を、保
健師、ॿ産師が訪問し、育児やお母さんの健康
についての相談等を行います。母子健康手ாに
ఴ付している「出生通知ථ（赤ちゃん訪問連絡
ථ）」の提出をおئいします。転入等で世田谷区
以外で母子健康手ாの交付を受けた方は、健康
づくり課にご連絡ください。乳児期家庭訪問を
受けた方に子育て応援ギフト（➡139頁）を支
給しています。
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˙͕ͤͨࢠҭͯར用݊

ੈా୩อ݈ॴ݈߁ਪਐ՝
ὸ����-����ɹ ����-����

各総合支所健康づくり課でネウボラ面接を受け
た්・出産後転入した2歳までのお子さんが
いるご家庭に、地域の産前・産後サービスに利
用できる「せたがや子育て利用券」（ֹ面1万円）
を付します。

ԉࢧΛҭͯΔՈఉͷࣇະຬͷଟࡀ̏˙
ͲՈఉ՝ࢠ
ὸ����-����ɹ ����-����

３歳未満の多児（子や三つ子など）を育て
るご家庭向けの事業です。

໊ۀࣄ ༰

ツインズプラス
サポート
（ヘルパー訪問
事業）

多児を৷中～3歳未満の多児
を育てるご家庭にヘルパーが訪問
し、家事や育児などのお手いをし
ます。年齢によって利用可能時間数
が異なります。

多児家庭
タクシー料金
ॿ成

3歳未満の多児を育てるご家庭が、
乳児健診や予防接種等のために外出
された際のタクシー料金をॿ成しま
す。上限は年齢ごとに24,000円で、
申請に当たっては、条件があります。

˙;ΕあいαーϏスͷ࢈લޙ࢈ԉॿαーϏス
ʢࣾʣੈ ా୩۠ࣾձٞڠࢱձ
֤۠ࣄہ·֤ͨҬࣾࣄڠॴ
ʢ���ทʙʣ
産前産後等で家事や育児が困難な方の自宅に、
ふれあいサービス協力会һが訪問し、家事や育
児をิॿします。利用には登録が必要です。

ʪ対ʫ
●�産前産後で家から家事の援ॿを受けられな
い方（産前は医師から要安੩と診அされた期
間、産後はୀ院後原則1か月）

●�小学3年生までの子どもの保護者で、一時的
な病気やけが等で家事育児が困難な方（原則
1か月）

ʪར用ྉʫ1時間1,000円（ほかに年会費2,000
円、3か月以内の一時利用1,000円）

後έア事業࢈
૯߹ࢧॴࢠͲՈఉࢧԉ՝ʢ��ทʣ

産後、育児ർれや育児不安があり、ご家の支
援が受けられない母子を対に、ショートステ
イ（宿泊）やデイケア（日ؼり）、アウトリーチ（訪
問）でॿ産師によるケアを受けたり、त乳方法
や育児について相談ができます（ショートステ
イ・デイケアは産後４か月未満、アウトリーチ
は産後１年未満、事前登録が必要）。

ʪར用ؒظɾར用ऀෛ୲ʫ
ショートステイ7日まで（1泊２日9,000円、そ
の後1日ごと4,500円）、デイケアとアウトリー
チ合わせて7日まで（デイケア1日3,000円、ア
ウトリーチ1回2,000円）。
※産後ケア事業クーポン券によるֹݮ制度あり。
※非課税世帯などはݮ免制度あり。

子どもの医療
子ども等の医療費助੍度
ͲՈఉ՝ࢠ
ὸ����-����ɹ ����-����

˙ ೕ༮ࣇҩྍূ ೕ˓ɾࢠͲҩྍূ ɾࢠ˓
ੜҩྍূߍߴ ੨˓ ͷަ

子ども等を対に医療費をॿ成します。
ʪॿ対ʫ
以下の全てを満たす場合
●�区内に住所がある。
●�18歳に達した日以後の最初の3月31日まで
（4月1日生まれの場合は前日の3月31日ま
で）である。

●�国民健康保険または社会保険（社会保険各法
によるもの）に加入している。

●�次の医療費ॿ成を受けていない。
　・生活保護・児童福祉施設入所者・里子等

ʪॿ༰ʫ
●�健康保険が適用される医療費の自ݾෛ担ֹ
●�入院時の食事療養費ඪ準ෛ担ֹ

ʪॿํ๏ʫ
医療証を医療機関に受診の際に、健康保険証と
一ॹに提示してください。

ʪਃʫ
子ども家庭課、または総合支所子ども家庭支援
課（➡43頁）の窓口（郵送、電子申請可）

子どもの医療費のॿ成内༰は、区市町村に
よって異なりますので、ごҙください。
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子どものその他の医療・保健
Ͳͷͦͷଞͷҩྍͷछྨࢠ

छྨ ༰ い߹Θͤઌ

新生児聴覚検査　

都内ҕୗ医療機関で使用できる受診ථを母子健康手ாととも
に交付します（一定金ֹを上限としてॿ成するもので、検査
費用によっては自ݾෛ担が発生します）。都外の医療機関（里
り先等）で受診した場合や、ॿ産所にて受診ථを使用せずؼ
受診した場合は費用の一部をॿ成します（申請期限は出産し
た日から1年以内）。

世田谷保健所健康推進課
☎5432-2446
5432-3102

乳幼児健康診査
（➡142頁　表9-1）

乳幼児期の適な時期に健康診査を実施しています。֘ 当の
方には個別に通知します。
※区外から転入して間もない方は、ご連絡ください。　

総合支所健康づくり課
（➡43頁）
世田谷保健所健康推進課
☎5432-2446
5432-3102

未ख़児養育の
医療給付

出生時の体重が2,000g以下の場合や、医師が入院養育を必
要と認めた場合、ࢦ定医療機関で医療給付を受けられます。

総合支所健康づくり課
（➡43頁）

ຫੑ࣬ױの子どもの
医療費ॿ成
（小児ຫੑ特定࣬病
医療費給付制度）

18歳未満で次の病気にかかっている場合、医療費のॿ成を受
けられます。

ʪ対ʫѱੑ新生物、ຫੑਛ࣬ױ、ຫੑױ࣬ثٵݺ、ຫੑ心࣬ױ、
内分ൻ࣬ױ、こう原病、病、先天ੑ代ँ異常、݂ ӷ࣬ױ、免
Ӹ࣬ױ、神経・ױ࣬ے、ຫੑ消化ױ࣬ث、છ৭体またはҨ子
に変化を伴う症ީ群、ൽෘ࣬ܥࠎ、ױ統࣬ױ、຺ 管ױ࣬ܥ

大気Ԛછによる
健康障害のある
子どもの医療費ॿ成

18歳未満で、大気Ԛછの影ڹによると推定される4࣬病（ຫ
ੑ気管支Ԍ、気管支ぜんଉ、ぜんଉੑ気管支Ԍ、ഏ気しゅ）に
かかっている場合、医療費のॿ成を受けられます。

精神に障害のある
子どもの医療費ॿ成

18歳未満で精神障害のため入院࣏療を受ける場合、医療費の
ॿ成を受けられます。

からだの不自由な
児童の自立支援医療
（育成医療）給付

身体に障害のある18歳未満の子どもで、確実に࣏療ޮՌが期
されるとき、ࢦ定医療機関で必要な医療の給付を受けられ
ます（所ಘ制限あり）。

݁֩の子どもの
医療費給付等
（療育給付）

18歳未満で、݁ ֩にかかっている方が、࣏療のため長期入院
が必要と認められ、ࢦ定医療機関に入院した場合、入院医療
の給付と学用品の援ॿが受けられます。
※世帯収入に応じた自ݾෛ担があります。

世田谷保健所
課ࡦછ症対ײ
☎5432-2370
5432-3022

子どもの予防接種
（➡142頁　表9-1）

区では、ײછ症の予防に適した時期に予防接種ができるよう、۩
体的な日程や場所等について、個別に郵送でお知らせしています。
※�区外から転入して間もない方や通知をฆࣦした方はご連絡
ください。

世田谷区予防接種
コールセンター
（世田谷保健所
（課ࡦછ症対ײ
☎5432-2437
5432-3022

子どもの
インフルエンザ
予防接種費用のॿ成

中学生までの子どもが、10月1日～翌年1月31日まで区内のࢦ定医療
機関で接種した場合、予防接種の費用を一部ॿ成します。

ʪॿֹʫ未定
ʪॿճʫ12歳まで　2回　　13～ 15歳　1回
※�やむをಘない理由（入院、里ؼり出産、ワクチンの成分にア
レルギーがあるなど）により、ࢦ定医療機関で接種できな
い場合は、事前にご相談ください。

※詳しくはお問い合わせください。

麻しん・風しん予防
接種未接種者への
接種費用ॿ成

申請により予防接種予診ථ・接種記録ථを発行します。
ʪ対ʫ1期（1歳～ 1歳11か月）または2期（小学校入学年の1
年前～翌年3月31日まで）に未接種で2歳～小学校入学年の1
年前及び小学1年生～ 18歳までの方

ʪඅ用ʫ無料
ʪछ場ॴʫ区内のࢦ定医療機関
※区外の医療機関で接種の場合、ॿ成はありません。

おたふくかぜ
予防接種費用ॿ成
（令和6年7月～）

。定医療機関で予防接種の費用を一部ॿ成しますࢦ
ʪ対ʫ1歳～小学校入学前の子ども
ʪॿֹʫ1回あたり3,000円／2回
ʪछ場ॴʫ区内のࢦ定医療機関
※区外の医療機関で接種の場合、ॿ成はありません。
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ͻとり家庭等の医療
ͻとり家庭等の医療費助੍度
૯߹ࢧॴࢠͲՈఉࢧԉ՝ʢ��ทʣ

˙ͻͱりՈఉҩྍূ ˓ͷަ
ひとり親家庭等の医療費をॿ成します
※ひとり親家庭とは（➡145頁）

ʪॿ対ʫ
以下のすべてを満たす場合（所ಘ制限があります。）
●�18 歳の年度末（中度以上の障害がある場合

は20 歳未満）の児童を養育しているひとり
親家庭等（児童が児童福祉施設等に入所して
いる場合は対外）

●国民健康保険または社会保険に加入している
ʪॿ༰ʫ
健康保険が適用される医療費の自ݾෛ担ֹの一
部をॿ成します

ʪॿํ๏ʫ
医療証を医療機関受診の際に、健康保険証と一
ॹに提示してください。

ʪਃʫ
総合支所子ども家庭支援課（➡43頁）の窓口

ظ࣌ ࠪ߁݈ ༧छ ௨ظ࣌ʢ༣ૹʣ

生後1か月 1か月児健診 －

ʪඅ用ॿʫ
৷届出時にお渡しする「母と子の保健
バッグ」に同෧
※�ॿ成対者等詳細は、区HP（208221）を
必ずご確認ください。

生後2か月 －
小児用ഏԌ球ە･Ｂ型؊Ԍ・ロ
タウイルス・五種ࠞ合（ジフテ
リア、ඦ日せき、ഁ ই風、ポリオ、
H
ヒ ブ
ib）

ʪ༧छʫ
生後1か月になった月の月末

生後3か月 3～ 4か月児健診

BCG（～生後11か月まで）

ʪ݈ʫ
生後3か月になった月の月末
※�6 ～ 7か月・9～10か月児健診は3～ 4
か月健診のごҊ内に同෧しています。

ʪ༧छʫ
生後4か月になった月の月末

生後6か月 6～ 7か月児健診

生後9か月 9～ 10か月児健診

1歳 －
●�麻しん風しんࠞ合〈1期〉
（1歳～ 1歳11か月まで）
●水（1歳～ 2歳11か月まで）

ʪ༧छʫ
生後11か月になった月の月末

1歳6か月 1歳6か月児健診
●内科　●歯科

四種ࠞ合（ジフテリア、ඦ日せ
き、ഁ ই風、ポリオ）〈1期加〉

ʪ݈ʫ
内科は1歳5か月になった月の月末、
歯科は1歳6か月になった月の月末

ʪ༧छʫ
四種ࠞ合は1歳4か月になった月の月末

2歳6か月 2歳6か月児歯科健診 － ʪ݈ʫ2歳5か月になった月の月末

3歳 3歳児健診 日本Ԍ〈1期初回〉 ʪ݈ʫ3歳になった月の月末
ʪ༧छʫ2歳11か月になった月の月末

4歳 － 日本Ԍ〈1期加〉 ʪ༧छʫ
3歳11か月になった月の月末

就学前 － 麻しん風しんࠞ合〈2期〉
（小学校入学年の3月31日まで）

ʪ༧छʫ
小学校入学1年前の前月（3月末）

就学時 就学時健診 －
ʪ݈ʫ
小学校入学前年度の10月中旬～11月
※就学時健診については学校健康推進課
（☎5432-2693　 5432-3029）

9歳 － 日本Ԍ〈2期〉 ʪ༧छʫ8歳11か月になった月の月末

11歳 － 二種ࠞ合（ジフテリア、ഁ ই風）
（11歳～ 12歳11か月まで） ʪ༧छʫ10歳11か月になった月の月末

中学1年 － 子宮ᰍがん予防ワクチン（小学
6年～高校1年相当年齢の女子）

ʪ༧छʫ
中学校入学の前月（3月末）

※予防接種は、法の改正により接種内༰が変わることがあります。

ʪද���ʫࢠͲͷ݈߁ࠪɾ༧छͷスέδϡーϧ
※実施会場は、健康診査または予防接種の通知の際にごҊ内します。
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˙ৗੜ׆用۩ͷڅ
૯߹ࢧॴอ݈ࢱ՝ʢ��ทʣ

小児ຫੑ特定࣬病児童のいる家庭に、程度に応
じて入浴ิॿ用۩、特घ৸台、า行支援用۩等
の日常生活用۩を給付します（児童福祉法、障
害者総合支援法の給付を優先）。
※所ಘ制限、所ಘに応じた自ݾෛ担あり。

区公ࣜ�-*N&�ʮ子育てϝχューʯ
ʢ➡��ทʣ
区公式LINEで子育て支援情報をご覧いただけ
ます。子育てイベント情報や利用者の登録情報
に合わせた子育て支援情報をトーク画面でお知
らせします。

子どもの一࣌༬かりサービス
˙ ͪΌΜγϣートスςイɾࢠͲͷγϣートスςイ
૯߹ࢧॴࢠͲՈఉࢧԉ՝ʢ��ทʣ

保護者の病気や出産、育児ർれ・育児不安、家
の介護等により一時的に子どもの養育ができ
なくなったときに、0～ 12歳のお子さんを乳
児院や児童養護施設等でお預かりします（1回
につき7日以内）。

ʪར用ྉʫ1泊2日6,000円（1日3,000円）
※住民税非課税世帯は無料。
˙トϫイϥイトスςイ
૯߹ࢧॴࢠͲՈఉࢧԉ՝ʢ��ทʣ

・宅がくなるときや、祝ؼ事などで保護者の
休日に保護者が不在のときに、小学生のお子さん
を区内の児童養護施設でお預かりします。

ʪར用ྉʫ1回1,600円　※住民税非課税世帯は無料。
˙΄ͬͱスςイʢ���ทʙʣ
ͲՈఉ՝ࢠ
ὸ����-����ɹ ����-����

美༰室に行きたい、カルチャー講座に参加した
いなど、保護者の理由にかかわらず就学前のお
子さんをお預かりします。
施設によって、対年齢や利用料金が異なりますの
で、直接施設にお問い合わせください。（➡204頁）

子育ての支援
児童ख等
児童の健全育成のため、児童手当等各種の手当があります。
。ಐखͷछྨ　　※いずれも申請手続きが必要ですࣇ

छྨ ཁ݅څࢧ උߟ い߹Θͤઌ

ࠃ
ͷ
੍


ࣇ
ಐ
ख


中学校修了前（15歳になった年度末
（3月31日）まで。4月1日生まれの児
童は前日の3月31日まで）の児童を養
育している場合

●所ಘ制限あり
●�公務һはۈ務先で支給（ಠ立行
法人等、ۈ務先から支給されない
方を除く）

●�令和6年10月分から、対年齢・
支給月ֹ・所ಘ制限について改
正予定あり

子ども家庭課
☎5432-2309

5432-3081

ࣇ
ಐ
ැ
ཆ
ख


18歳の年度末までの児童（中度以上
の障害がある場合は20歳未満）を養
育しているひとり親家庭等

●所ಘ制限あり
●�児童が児童福祉施設等に入所し
ている場合等は対外

総合支所子ども家庭支援課
（➡43頁）
※�申請について詳しくは
お問い合わせください。

特
ผ
ࣇ
ಐ
ැ
ཆ
ख


心身に重度または中度程度の障害のあ
る20歳未満の児童を養育している場合
（身体障害者手ா1～3ڃ（一部除く）・
一部4ڃ程度、愛の手ா1～ 3度程度、
そのほか内部障害、精神障害、࣬ 病等）

●所ಘ制限あり
●�児童が障害を理由とする公的年
金を受給している場合、児童福
祉施設等に入所している場合等
は対外

総合支所子ども家庭支援課
（➡43頁）
※�申請について詳しくは
お問い合わせください。

ớ۠

Ờͷ
੍


ࣇ
ಐ
ҭ

ख


18歳の年度末までの児童を養育して
いるひとり親家庭等 ●所ಘ制限あり

●�児童が児童福祉施設等に入所し
ている場合等は対外

総合支所子ども家庭支援課
（➡43頁）
※�申請について詳しくは
お問い合わせください。

心身に障害のある20歳未満の児童を
養育している場合（身体障害者手ா1
～ ～程度、愛の手ா1ڃ2 3度程度、
ੑ麻ᙺ、進行ੑےҤॖ症）

その他障害関係手当（➡130頁～）
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˙ϑΝϛϦーɾαϙートɾηϯターۀࣄ
ʢࣾʣੈ ా୩۠ࣾձٞڠࢱձ
ੈా୩۠ϑΝϛϦʔαϙʔτηϯλʔ
ὸ����-����ɹ ����-����

あらかじめ紹介した援ॿ会һ（有償ボランティ
ア）が保護者に代わり、子ども（生後43日～小
学校6年生まで）の短時間の預かりや保育園等
の送迎を行います。
事前の利用会һ登録が必要です。

ʪँྱۚʫ1時間800円、その他実費

˙ͻͱͱ͖อҭ
ͲՈఉ՝ࢠ
ὸ����-����ɹ ����-����

子育て中の方が、区または区民団体主催の講演
会や地域活動等に安心して参加できるよう、お
子さんを一時的にお預かりする制度です。

ʪ対ʫटのすわっている生後5か月～就学前の子
ʪඅ用ʫ主催者側でෛ担

子育ての交流・ஂ体の支援
˙͓Ͱ͔͚ͻΖ（➡204頁～）
ͲՈఉ՝ࢠ
ὸ����-����ɹ ����-����

子育て中の親子が気軽に立ちدり、相談・交流
できる広場です。月齢にあったおもちゃが用ҙ
され、経験豊富なスタッフがいるので、気軽に
育児相談ができます。
定期的にイベントも開催しています。

Ͳͷۙ͘Ͱಇ͘͜ͱ͕Ͱ͖ΔϫーΫスࢠ ˙
ϖース（➡204頁～）
ͲՈఉ՝ࢠ
ὸ����-����ɹ ����-����

親子で気軽に立ちدれる「おでかけひろば」の
中で、子どもを預けながら事が行えます。

ϫーΩϯάスϖースʮνϟνϟνϟʯࢠ　ݢࡾ ˙
͓͠͝ͱΧϑΣࡾ
ὸ����-����ɹ ����-����

区内在住で中学生までのお子さんの保護者の方
または新型コロナウイルスײછ症の影ڹにより
働き方等に影ڹを受けた方でスキルアップを
目的とした区内在住の方がデスクワークを行う
ことができるスペースです（施設内でのお子さん
の預かりはありません）。

ҭͯαϩϯࢠ˙
ʢࣾʣੈ ా୩۠ࣾձٞڠࢱձ
֤۠ࣄہ·֤ͨҬࣾࣄڠॴ
ʢ���ทʙʣ
子育て中のおさん・お母さんや、地域の子育
て経験者が、情報交・子育て相談等の交流を
行う場です。

ಈஂମॿ׆ҭͯࢠ˙
ͲՈఉ՝ࢠ
ὸ����-����ɹ ����-����

区内で幼児の子育て活動を行っている団体にิ
ॿ金を交付します（ื集は年1回、交付条件あり）。

˙ࣗओอҭஂମॿ
ͲՈఉ՝ࢠ
ὸ����-����ɹ ����-����

区内で保護者が主体となって保育活動を行って
いる団体にิॿ金を交付します（ื集は年1回、
交付条件あり）。

˙֎༡ͼ׆ಈஂମ
ͲՈఉ՝ࢠ
ὸ����-����ɹ ����-����

区内で幼児の外遊び活動を行っている団体の認
定をしています（ื集はਵ時、認定要件あり）。
認定を受けた団体を利用する保護者に対し、給
付制度があります。

ॿۚجͲࢠ˙
ͲՈఉ՝ࢠ
ὸ����-����ɹ ����-����

区民・事業者の皆さんのد附を基に、子どもや子育
てに関する、地域の支援活動を推進するための基金
です。基金を活用し、区内で支援活動を行う団体等
の事業にॿ成します（ื集は年1回、交付条件あり）。

˙ൃୡো૬ஊɾྍҭηϯターʮ͛Μ͖ʯ
ὸ����-����ɹ ����-����

知的なれを伴わない発達障害やそのٙいのあ
る方、またはその家、関係機関からの相談に
応じます。また、18歳未満の児童を対に療育
等の支援を行います（相談は無料、療育は児童
福祉法に基づく児童発達支援及び放課後等デイ
サービスの法定料金）。

ʪॴࡏʫ
大蔵2-10-18　
大蔵二丁目複合型子ども支援センター2・3階

ʪؒ࣌ʫ
月～土曜（祝・休日、年末年始を除く）午前9時～午後6時
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ҭͯスςーγϣϯൃୡ૬ஊࣨࢠ˙
知的なれを伴わない発達障害またはそのٙい
のあるお子さんについて専門職による発達相談
を行います。相談内༰に応じて対応のॿݴや関
係機関のご紹介、継続的な相談、療育（烏山と桜
新町のみ）を行います（相談は無料、療育は児童
福祉法に基づく児童発達支援及び放課後等デイ
サービスの法定料金）。

い߹Θͤઌ ؒ࣌
子育てステーション世田谷
（太子堂1-7-57昭和女子大学生活
心理研究所内）
☎070-6554-8801 3411-6246

第2・3・4木曜
午前10時～
午後5時

子育てステーション成城
（成城6-5-34成城コルティ 3階）
問 烏山発達相談室　
☎5384-7811 5384-4603

第2・3木曜
午後1時～5時

子育てステーション烏山
（南烏山5-17-5 4階）
☎5384-7811 5384-4603

月～土曜
午前9時～
午後6時

子育てステーション桜新町
（桜新町2-8-1世田谷目黒農協本店
ビル1階）
☎5426-3521 3425-8655

月～土曜
午前9時～
午後6時

子育てステーション梅丘
（松原6-41-7）
☎6304-3440 5300-2998

火～土曜
午前9時～
午後6時

※�開室日については、いずれの相談室も祝・休
日及び年末年始を除く。

児童相談所ʢ �� ทʣ

ੈా୩۠ࣇಐ૬ஊॴ
☎����-���� ����-����

18歳未満の子どもに関する養護、障害、非行、育成
などの相談を電話または来所により受け付けます。

児童館ʢ ��� ทʣ

ಐ՝ࣇ
☎����-���� ����-����

地域での子育て支援の身近な場所として、間
づくりや情報交、相談等のほか、出産前の方
もご利用いただけます。
また、こどもまつりやキャンプ、作活動等を
通して、小学生・中高生世代の健全育成や居場
所づくりにも取り組んでいます。

新 BOP
ಐ՝ࣇ
☎����-���� ����-����
Ҭֶߍ࿈ܞ՝
☎����-���� ����-����

「学童クラブ」と「BOP」を統合した「新BOP事
業」を区立小学校全校で実施しています。
（➡206頁～）

˙ֶಐΫϥϒ
保護者の就労・࣬病等により、放課後の保護・
育成にあたれない家庭で、所定の入会基準を満
たす区内在住または区立小学校在籍の小学校1
～ 3年生（慮を要する児童は6年生まで）の児
童を対に、適な遊びや生活の場を提供して
います。

˙#01
BOPとは「Base Of Playing：遊びの基地」とい
うҙຯです。異なる年齢の子どもたちが一ॹに
なって遊び、友達の輪を広げていくことで、児
童の健全育成をめざします。対は、通学して
いる区立小学校内にあるBOPへ参加を希望する
1～ 6年生の児童です。

小学校のʮ༡ͼ場開放ʯ
Ҭֶߍ࿈ܞ՝
☎����-���� ����-����

区立小学校の校庭を子どもたちの安全な遊び場
として開放しています。

ʪ։์ʫ
土・日曜、祝・休日、学校休業日など

ʪར用対ʫ
児童、幼児　（幼児は大人の付きఴいが必要）

ͻとり家庭の支援
ͻとり家庭とは
「ひとり親家庭」とは、次のいずれかに֘当する
18（20）歳未満の児童を養育している家庭をいい
ます（制度によって対となる方が異なります）。
●母がࠗした児童
●または母がࢮ亡した児童
●または母が重度の障害を有する児童
●または母が生ࢮ不明である児童
●または母に1年以上Ҩغされている児童
●�または母がۮ者からの力（DV）で裁判
所からの保護命令を受けた児童

●�または母が法令により1年以上ې߆されて
いる児童

●母のࠗҽによらないで出生した児童
らしや住まいの支援、手当、医療費ॿ成、就
業の支援、相談、情報提供のサービスがありま
す。詳しくはお問い合わせください。
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αーϏスͷछྨ
対

༰ い߹Θͤઌࢠ
Ոఉ

ࢠ
Ոఉ


Β
͠
ͷ
ࢧ
ԉ

ひとり親家庭等の
医療費ॿ成制度 ˓ ˓ 総合支所子ども家庭支援課（➡43頁・142頁）

ホームヘルパーの訪問 ˓ ˓

小学3年生以下の児童がいるひとり親家庭の方が、
ひとり親になった直後や就業等、保護者または児
童の一時的なけがや病気等で家事や育児等日常生
活で援ॿが必要な場合、一定期間ホームヘルパー
が訪問します（所ಘに応じて、利用制限または自ݾ
ෛ担あり）。

総合支所
子ども家庭
支援課
（➡43頁）

生活保護 ˓ ˓ 総合支所生活支援課（➡43頁）
母子及び子
福祉資金 ˓ ˓

総合支所子ども家庭支援課（➡43頁・137頁）母子及び子
福祉応急小口資金 ˓ ˓

応急小口資金 ˓ ˓ 総合支所生活支援課（➡43頁）
東京都ひとり親家庭
高等職業訓練促進資金
貸付事業

˓ ˓ （社福）世田谷区社会福祉協議会（自立相談支援機関）ぷらっとホーム
世田谷分室（➡136頁）

所ಘ税の軽ݮ ˓ ˓ 税務署（➡171頁）

JR通ۈ定期のׂ引 ˓ ˓
児童ැ養手当（➡143頁）証書の交付を受けている
世帯の方が、JRを利用して通ۈしている場合は、通
。定期車券を3ׂ引で購入できますۈ

総合支所
子ども家庭
支援課
（➡43頁）

都営交通の無料車券 ˓ ˓
児童ැ養手当（➡143頁）証書の交付を受けている
世帯の世帯һのうち、1人に限り都営交通（都電、
都バス、都営地下鉄、日里・舎人ライナー）の無
料車券が交付されます。

水道・下水道料金の
免ݮ ˓ ˓ 児童ැ養手当（➡143頁）証書の交付を受けている

世帯は、水道、下水道料金のݮ免制度があります。

粗大ごみ等
処理手数料の免除 ˓ ˓

児童ැ養手当（➡143頁）証書の交付またはひとり
親家庭等医療費ॿ成を受けている世帯は、粗大ご
み等処理手数料の免除制度があります。

ひとり親家庭
休養ホーム ˓ ˓ 区のࢦ定した遊園地等の日ؼり施設利用料を一部

ิॿします（所ಘ制限あり）。
ॅ
·
͍
ͷ

ࢧ
ԉ

母子生活支援施設 ˓
18歳未満の子どもがいる母子家庭のお母さん等
が、子どもの養育に困難や問を๊える場合、母子
生活支援施設に一定期間入所し支援һ等から援ॿ
を受けることができます。

ख
ɾ
ۚ

児童ැ養手当 ˓ ˓
総合支所子ども家庭支援課（➡43頁・143頁）

児童育成手当 ˓ ˓
Ҩ基ૅ年金（ࢮ別の場合） ˓ ˓ 国民年金の給付〈表6-5〉　国民年金給付の種 （ྨ➡110頁）

ࠗ等による年金分ׂ ˓ ˓ ࠗҽ期間中のް生年金記録を分ׂする制度です。
※�請求期限は原則ࠗ等した日の翌日から2年以内。

世田谷年金事務
所三軒茶屋相談
室（➡64頁①）

ब
ۀ
ͷ
ࢧ
ԉ

母子・子
自立支援プログラム ˓ ˓

よりよい事に就きたい、職業訓練を受けたい方
に、希望や経験等を聞いたうえで、ハローワークと
連ܞして就業を支援します。

総合支所
子ども家庭
支援課
（➡43頁）

母子家庭及び子家庭
自立支援教育訓練給付金 ˓ ˓ 就業に必要な教育訓練の対講座を受講したとき、

経費の一部を支給します（要事前相談）。

母子家庭及び子家庭
高等職業訓練促進給付金 ˓ ˓

受講期間中の生活のෛ担を軽ݮし、就業に有利な
資格の取ಘを促進するため、受講期間のうち一定
期間について訓練促進給付金を、修了時に修了支
援給付金を支給します。

ʪද���ʫͻͱりՈఉ対ͷࢧԉҰཡ
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保育・幼児教育
保育施設等の利用
保育施設等の利用を希望する場合は、利用のた
めの認定（教育・保育給付認定）を受ける必要
があります。教育・保育給付認定を受ける場合
は、申請が必要です。
（1）�教育・保育給付認定が必要な施設・事業

　�認可保育園、認定こども園、地域型保育事業
（2）保育園等の入園及び教育・保育給付認定の申請

　�入園を希望する月の前月10日（ด庁日の場
合は前開庁日・11月～ 4月入園のకめり
日は異なります）までに、保育所等入園（転
園）申込書兼教育・保育給付認定申請書（2
号・3号認定用）を総合支所子ども家庭支援
課（➡43頁）へご提出ください。手続きに必
要な書ྨは、保護者のঢ়گにより異なりま
すので、あらかじめお問い合わせください。

（3）支給認定証の交付
　�教育・保育給付認定を受けた方には、区か
ら「支給認定証」を交付します。

（4）その他の認可外保育施設の利用について
　�区へ申し込む施設及び事業以外の保育室、
保育ママ、認証保育所等の認可外保育施設
の利用を希望する場合は、施設との直接契
約となります。ただし、区からの保育料ิ
ॿを受ける際や施設を利用する際に、保育
の必要ੑの認定を受ける必要がある場合が
あります。

　　（➡148頁）

保育園等の情報
ʪཱ۠ೝՄอҭԂʹ͍ͭͯʫ
อҭ՝ཱ۠อҭԂӡӦ୲
ὸ����-����ɹ ����-����
ʪཱࢲೝՄอҭԂɺཱࢲೝఆ͜ͲԂɺ
Ҭܕอҭۀࣄʹ͍ͭͯʫ
อҭ՝อҭҭࢧԉ୲
ὸ����-����ɹ ����-����
ʪཱ۠ೝఆ͜ͲԂʹ͍ͭͯʫ
ೕ༮ڭࣇҭɾอҭࢧԉ՝
ὸ����-����ɹ ����-����
ʪอҭࣨɺอҭϚϚʹ͍ͭͯʫ
อҭೝఆɾௐ՝
ὸ����-����ɹ ����-����
ʪೝূอҭॴʹ͍ͭͯʫ
อҭೝఆɾௐ՝
ὸ����-����ɹ ����-����
ʪೝՄอҭԂɺೝఆ͜ͲԂʢอҭೝఆʣɺ
Ҭܕอҭۀࣄʢۀࣄॴอҭۀࣄͷैۀһ
Λআ͘ʣͷೖԂਃࠐΈʹ͍ͭͯʫ
૯߹ࢧॴࢠͲՈఉࢧԉ՝ʢ��ทʣ

区内の保育園・認定こども園・地域型保育事業・
保育室・保育ママ・認証保育所の空き情報等は、
区ホームページでҊ内しています。

保育園（一覧➡193頁～）
保護者が事や病気等のために保育を必要とす
るお子さんを、保育園で保育します。入園は、毎
月1日からです。月్中からの入園はできません。

αーϏスͷछྨ
対

༰ い߹Θͤઌࢠ
Ոఉ

ࢠ
Ոఉ

ब
ۀ
ͷ
ࢧ
ԉ

ひとり親家庭高等学校
ଔ業程度認定試験合格
支援事業

˓ ˓
高等学校をଔ業していない（中ୀをؚむ）ひとり親
家庭の親または子どもが、高等学校ଔ業程度認定
試験合格のため講座を受講したとき、経費の一部
を支給します（要事前相談）。

総合支所
子ども家庭
支援課
（➡43頁）

૬
ஊ

民生ҕһ・児童ҕһ ˓ ˓ 総合支所生活支援課（➡43頁）
家庭相談 ˓ ˓

総合支所子ども家庭支援課（➡43頁）母子・子相談 ˓ ˓
女ੑ相談 ˓


ใ
ఏ
ڙ

ひとり親家庭支援
メールマガジン ˓ ˓ 相談、住宅支援、就業支援、子育て支援等について

申請時期に合わせて信します。（➡21頁） 子ども家庭課
☎5432-2569

5432-3081ひとり親家庭が新しい
一าを౿み出すために ˓ ˓ ひとり親家庭のための事業や相談先についてまと

めた子です。
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認定こども園（一覧➡198頁）
保護者の就労の有無やܗଶにかかわらず、教育
と保育を一体的に提供するとともに、地域の子
育て支援を行います。入園の手続きは、保育園
機能を利用する場合（保育認定）は、区（総合
支所子ども家庭支援課）へお申し込みください。
幼稚園機能を利用する場合（教育ඪ準時間認定
）は、直接施設にお申し込みください（区立認
定こども園の幼稚園機能を利用する場合は、「区
立幼稚園等への入園」をご覧ください）。

地域型保育事業（一覧➡198頁）
原則19人以下の定һで0～ 2歳のお子さんを保
育する区の認可事業です。家庭的保育事業・小
規模保育事業・事業所内保育事業（ै業һ・
地域）・居宅訪問型保育事業があります。

保育室（一覧➡198頁）
定һ30人未満の小規模な民営の保育施設です。
施設の特৭を活かした運営を行っています。
利用申込みは施設に直接お申し込みください。

ʪ対ʫ生後43日から3歳未満の乳幼児

保育ϚϚ
区の定める資格条件を満たす保育ママの自宅で
3～ 5人のお子さんを保育します。
利用申込みは各施設に直接お申し込みください。
〈対〉生後36日から3歳未満の乳幼児

認証保育所（一覧➡199頁）
東京都の認証を受けた保育施設で、1日13時間
以上開所しています。
A型とB型があり、各施設で、保育料や保育内༰
が異なります。
利用申込みは各施設に直接お申し込みください。

ʪ対ʫ月48時間以上利用する方

保育ྉのແঈ化
อҭೝఆɾௐ՝
ὸ����-���� ����-����

幼稚園、保育園、認定こども園、認可外保育施
設等を利用する3歳から5歳クラスの全世帯及
び0歳から2歳クラスの住民税非課税世帯のお
子さんの保育料（延長保育料は除く）が無償化
されます（一部限度ֹあり）。
認可外保育施設や、幼稚園の預かり保育等を利
用しているお子さんの保育料の無償化には、保
育の必要ੑの認定を受ける必要があります。認
定を受けていない方は「給付認定申請書」を保
育認定・調整課入園担当にご提出ください。

保育ྉෛ୲軽ิݮ助੍度
อҭೝఆɾௐ՝
ὸ����-���� ����-����

認証保育所、保育室、保育ママ及びࢦಋ監督基準
を満たすࢫの証明書が発行されている認可外保
育施設にお子さんを預けている世帯については、
所ಘ等に応じたิॿ制度と、きょうだいのいる世
帯に対するิॿ制度があります（各種要件あり）。

保育ٸۓ
૯߹ࢧॴࢠͲՈఉࢧԉ՝ʢ��ทʣ

入院や出産等で昼間緊急に保育を必要とすると
き、区立保育園等で保育します。

一࣌保育
૯߹ࢧॴࢠͲՈఉࢧԉ՝ʢ��ทʣ

保護者が短期間の就労や通学、通院等で昼間家
庭における保育が一時的に困難であるとき、保育
園、認定こども園、ࢦ定保育室等で保育します。

病児・病後児保育室（一覧➡200頁）

อҭ՝
ὸ����-���� ����-����

保育園等に通っている乳幼児が病気やけが等
で、集団保育が困難な時期に、専用施設で一時
的に預かります。

幼稚園（一覧➡200頁～）
˙ཱ۠༮ஓԂͷೖԂ
ೕ༮ڭࣇҭɾอҭࢧԉ՝
ὸ����-���� ����-����

区立幼稚園・区立認定こども園は8園あり、4・
5歳児が対です。
※多聞幼稚園のみ3歳児ื集予定

ʪԂूืࣇʫ
9月ࠒ、区広報ࢴ等でお知らせします。

ʪೖԂਃࠐΈͷड͚ʫ
各区立幼稚園・区立認定こども園
※�区立認定こども園の保育園機能を利用する場
合（保育認定）は、「保育園等の情報」（➡
147頁）をご覧ください。

༮ஓԂͷೖԂཱࢲ˙
ʪԂूืࣇʫ10月中旬ࠒ
ʪೖԂਃࠐΈͷड͚ʫ各私立幼稚園
ͷิॿऀޢͷอࣇ༮ஓԂԂཱࢲ˙
ֶࢲԉ՝ࢧͲɾएऀࢠ
ὸ����-���� ����-����

私立幼稚園等園児の保護者に、入園料・保育料
等をิॿします（限度ֹあり）。
※ただし、施設型給付対の私立幼稚園を除く。
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小・中学校
区立小・中学校
˙ཱ۠খɾதֶߍͷೖֶ

ֶ՝बֶ
ὸ����-���� ����-����

小・中学校就学前の1月中旬に、֘ 当するお子
さんのいる保護者に「就学通知書」をお送りし
ます。その通知書を持って、ࢦ定された通学区
域の学校へ入学してください。

˙సߍͷखଓ͖

ֶ՝बֶ
ὸ����-���� ����-����

世田谷区外から転入してきた方には、住民登録
の手続き（➡76頁）の際に「学校ࢦ定通知書」を
お渡しします。その通知書と前に在籍していた
学校から渡された「教科用図書給༩証明書」、「在
学証明書」を持って、ࢦ定された学校で転校の
手続きをしてください。
世田谷区内の転居で転校を伴う場合も、同様の
手続きになります。

˙बֶʹあͨͬͯͷ݈߁அ

ਪਐ߁݈ߍਪਐ՝ֶ߁݈ߍֶ
ὸ����-���� ����-����

翌年4月に小学校へ入学予定のお子さんを対
に、10月中旬～ 11月に区立小学校で健康診அ
を行います。日時・会場のごҊ内は9月から10
月上旬にお送りします。
※�外国籍のお子さんについては、学務課就学係
で入学手続きをする際に、ごҊ内をお渡しし
ます。

˙बֶԉॿඅ
ֶ՝ֶࣄ
ὸ����-���� ����-����

国公立小・中学校での就学に必要な学用品費、
校外त業費、修学ཱྀ行費などの一部を支援して
います（所ಘ制限あり）。詳しくは区ホームペー
ジをご覧ください。
※�申請時期に応じて支給対期間等が異なる場
合があります。

ͷೖֶߍΜͷཱ۠খɾதֶ͞ࢠ੶ͷ͓ࠃ֎˙

ֶ՝बֶ
ὸ����-���� ����-����

外国籍のお子さんで、区立小・中学校に入学を
希望する方は、住民登録の届出後、学務課にお
越しください。
※�現在区立小学校に在籍している児童が、区立
中学校へ進学する場合も、新たに入学手続き
が必要です。

˙தֶߍֶؒڃ

ֶ՝बֶ
ὸ����-���� ����-����
ߍதֶ॓ࡾ
ὸ����-���� ����-����

中学校をଔ業していない方または、様々な事情
により中学校でे分に学べなかった方のため
に、中学校の夜間学ڃ（三宿中学校のみ）があり
ます。都内在住または在ۈでٛ務教育年齢をա
ぎた方が対になります。

小・中学生の҆શରࡦ
˙൜ϒβーͷڅࢧ

ֶ՝ֶࣄ
ὸ����-���� ����-����

小・中学生を不৹者等から守るために、区内在
住の小・中学生に「ܞ帯用防൜ブザー」を支給
しています。

ʪڅࢧਃઌʫ
●世田谷区立小・中学校の通学者
　各学校（➡201頁～、203頁）
●上記以外の小・中学校の通学者
　学務課
　総合支所くみん窓口区民担当（➡49頁）
　出張所（➡50頁～）
一部のまちづくりセンター（申請受付を行っ
ていないまちづくりセンターは、太子堂、経堂、
北沢、等々力、用賀、二子玉川、成城、烏山です。）
（➡52頁～）
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障害や発達্の特ੑがある子どもの教育
˙ಛผࢧԉֶڃ
ҭ՝ڭԉࢧ
ὸ����-����ɹ ����-����

区立小・中学校に、障害や個々のঢ়ଶに応じた
学ڃ等があります。（➡表9-3）

˙ बֶྭඅ
ֶ՝ֶࣄ
ὸ����-����ɹ ����-����

区市町村立小・中学校の特別支援学ڃ等への就
学に必要な学用品費、校外त業費、通学費など
の一部を支援しています。詳しくは区のホーム
ページをご覧ください。
※�通常学ڃに在籍している場合も対となるこ
とがあります。

若者支援
˙$IFFS� ʙΘ͔ͷϥイϑΨイυʙ
ԉ୲ࢧԉ՝ɹएऀࢧͲɾएऀࢠ
ὸ����-����ɹ ����-����

主に中学生から39歳までの若者が利用・参加
できる施設やプログラムイベントを紹介したガ
イドブックを、希望者にお渡しします。

˙੨গަྲྀηϯター
区内に3か所ある青少年交流センターは、若者
の「自立と成長」を応援する施設です。居場所と
しての“のんびりさ”とやりたいことを見つけ
られる“面白さ”があります。地域の方々と交流
する機会もあり、“出会える”喜びと“みんなで
る”喜びを体験することができます。

छผڃֶ ໊ߍֶ උߟ

知的障害学ڃ
小学校 三宿、世田谷、松沢、旭、経堂、弦巻、山崎、奥沢、尾山台、桜町、玉堤、

烏山、塚戸、祖師谷、明正、芦花、下北沢

その学校に
在籍して
毎日通学

中学校 松沢、北沢、弦巻、八幡、砧、芦花、上祖師谷、世田谷

ڃ体不自由学ࢶ
小学校 松沢、奥沢
中学校 東深沢

自ด症・情ॹ障
害学ڃ

小学校 多聞、旭、池之上、烏山、船橋
中学校 世田谷、喜多見

特別支援教室
（情ॹ障害等）

小学校 全校設置 在籍校で
週1～2回程度
ಋを受ける中学校ࢦ 全校設置

ऑ視学ڃ 小学校 笹原
在籍校から
週1～2回程度
通学
（通ࢦڃಋ）

難聴学ڃ
小学校 駒沢、烏山北
中学校 駒沢

ڃ語障害学ݴ 小学校 駒沢、九品仏、砧、烏山北
特別支援学校 都立の学校です。（໊শや連絡先等　➡209頁）

ʪ೭্੨গަྲྀηϯターʮい͚ͤいʯʫ

ὸ����-���� ����-����

マンガをಡんだり、ボードゲームができる多目
的スペース、バンドやダンスなど、自由に活動
できる音楽室、੩かにษڧができるಡ書室など
があるほか、テニス・バスケット・球をする
こともできます。年間を通じて様々なイベント
やプログラムを実施しています。

ʪໟ੨গަྲྀηϯターʮͷ͛੨ʯʫ

ὸ����-���� ����-����

ダンスや演劇の練習ができる作活動室、料理
やお՛子作りができるਥ房・食堂、皆が集う多
目的スペース、ホール等があり、多࠼なイベン
トやプログラムを実施しています。宿泊もでき
るので、交流を深める場として利用することも
できます。

ʪද���ʫಛผࢧԉֶڃʢֶ֤ߍͷ࿈བྷઌ  ���ทʙʣ

池之上 野毛 希望丘
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˙ͤͨエーϧ
　ʢࣇಐཆࢪޢઃୀॴऀ૬ஊࢧԉۀࣄʣ

ὸ����-����ɹ

児童養護施設や里親などの元を立った若者が
気軽に立ちدれる居場所です。予約制の個別相
談も行っています。詳しくはせたエールへお問
い合わせください。

˙ ੈ ా୩۠ࣇಐཆࢪޢઃୀॴऀֶɾཱࣗࢧ
ԉۚج
ԉ՝ࢧಐ૬ஊࣇ
ὸ����-����ɹ ����-����

せたがや若者フェアスタート事業の給付型学
金・資格等取ಘ支援・家支援を社会全体で支
える組みとするため、基金を設し広くد附
をืっています（➡14頁）。

˙ एऀੈͷͨΊͷใൃ৴
　ʮ͕ͤͨɺ࢝Ί·ͨ͠ɻʢͶͭͤͨʂʣʯ
ԉ୲ࢧԉ՝ɹएऀࢧͲɾएऀࢠ
ὸ����-����ɹ ����-����

若者に身近なSNSを活用し、高校・大学生を中
心とした若者が、若者目線で世田谷区のັ力を
届けています。
下記二次元コードよりぜひご覧ください。

「情せたがや、始めました。」
（ねつせたʂ）
ホームページ

˙メϯタϧϔϧスνΣοΫʮ͜͜ΖͷମԹܭʯ

ੈా୩อ݈ॴ݈߁ਪਐ՝
ὸ����-����ɹ ����-����

「こころの体温ܭ」は、スマート
フォン・ܞ帯電話・パソコンを利
用して、自分や家等のこころの
健康ঢ়ଶを気軽にチェックでき
るシステムです。ӈ記二次元コー
ドよりぜひご覧ください。

ʪرٰ੨গަྲྀηϯターʮΞοϓスʯʫ

ὸ����-���� ����-����

マンガやボードゲームがあり、自由にくつろぐこ
とのできる多目的スペース、音楽・ダンス・演
劇等の表現活動ができる多目的ホール、無料で
Wi-Fiが使え、ॆ 電用コンセントも備えたカフェ
のある交流スペースのほか、学習室、音楽スタジ
オ、調理室等、様々な機能を備えた施設です。

˙தߴੜੈͷۙͳډ場ॴ

ԉ୲ࢧԉ՝�एऀࢧͲɾएऀࢠ
ὸ����-����ɹ ����-����

大学生が中心となって運営する、中高生をはじ
めとした若者のための居場所です。

ʪあいりすʫ
小学校5年生から24歳までの女ੑの居場所
世田谷区役所三軒茶屋分庁舎5階の改修工事のた
め、令和6年9月2日（月）から令和7年3月31日（月）
（予定）までは場所を移転して運営します。詳しく
は子ども・若者支援課へお問い合わせください。

ʪ͔ͨΒ͜ʫ
小学校5年生から高校生世代までの若者の居場所

あいりす たからばこ

˙メϧΫϚーϧ͕ͤͨ
　ʢੈా୩एऀ૯߹ࢧԉηϯターʣ

ὸ����-���� ����-����ɹ

学校生活になじめない等の様々な理由で悩んで
いる区内在住の若者やひきこもり等で悩んでい
る区内在住の方と、その家を対とした相談
のほか、自ߠݾ定ײを持てるようなプログラム
への参加や他者との交流ができる居場所があり
ます。また、家セミナーや家会を定期的に
行っています。詳しくはメルクマールせたがや
へお問い合わせください。

˙͕ͤͨएऀϑΣΞスタートۀࣄ
　ʢࣇಐཆࢪޢઃୀॴऀࢧԉۀࣄʣ

ԉ՝ࢧಐ૬ஊࣇ
ὸ����-����ɹ ����-����

児童養護施設や里親などの元を立った若者の
社会的自立に向けた支援を行っています。若者
たちが、夢と希望をもって未来をり開くこと
ができるよう、給付型学金・住宅支援・居場
所支援・資格等取ಘ支援・家支援・相談支援
を行っています。

151

࣍ɾࡧҾ

૭ޱ

੫ۚ

ɾҩྍ߁݈

จԽɾεϙʔπ
ֶशɾอཆࢪઃ

ۙͳ
۠

ੈా୩۠
ΨΠυ

૬ஊ

͝Έͱ
Β͠

ࢱ

ɾࣄ
ͨΒ͘

ઃҰཡࢪ

൜ɾࡂ
ରࡦ

ಧग़ɾূ໌

อݥɾۚ

Ͳएऀɾࢠ
ҭڭ

·ͪͱ
ॅ·͍



จ
Խ
ɾ
ε
ϙ
ồ
π
ɾ
ֶ
श
ɾ
อ
ཆ
施
設

文化・スポーツ・学習・保養施設
関連 文化施設・スポーツ施設（➡213頁～）

集会施設等（➡176頁～）

公共施設利用Ҋ内システムʮけやきネットʯ
ʮ͚͖ωοτʯαʔϏεηϯλʔ
ὸ����-����ɹ ����-����
Ҭߦ՝۠ຽࢪઃ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

「けやきネット」は、区民の方々がグループで、
学習やスポーツ活動、集会等で区内の集会施設、
公園施設、スポーツ施設、学校開放施設等をご
利用いただくためのシステムです。利用にあ
たっては、事前に登録が必要です。

ʪஂମొʫ
●有ޮ期間
　登録から2年間
●登録料・更新料
　新規登録1,500円　更新登録1,000円
●登録方法
　電子申請：�パソコンやスマートフォン　

（https://setagaya.keyakinet.
net/Web/)、

ܞ�　　　　　　 帯 電 話（https://setagaya.
keyakinet.net/Mobile/）、

　　　　　　�利用者末機（区の主要施設に設置）
、申請：�地域行課区民施設担当ࢴ　

総合支所地域振興課生涯学習・施設
担当（➡42頁）、
総合運動場体育館現地管理事務所
（➡216頁）

●登録要件
　�構成һの総数が5人以上であること（テニス
のみの利用であれば2～ 4人）。

　�構成һの数以上が区内在住、在ۈまたは在
学であること（テニスのみの利用であれば2
人以上）。

　�施設使用についての及び、施設使用料の
支いٛ務をෛえる18歳以上の方を代表者
とすること等。

ʪࢪઃ用ྉɾΩϟϯηϧྉʫ
施設のご利用後に、施設ごとにܾめられた使用
料を口座振替またはコンビニいによりお支
いいただきます。
また、利用予定日の7日前よりキャンセル料が
かかりますのでごҙください。

文化・スポーツ・学習の情報ࢴ
˙͕ͤͨจԽɾスϙーπใΨイυ
ʢެࡒʣͤ ͕ͨจԽஂࡒ
ὸ����-����ɹ ����-����
https://www.setagaya-CuOka.jp
ʢެࡒʣੈ ా୩۠εϙʔπৼஂࡒڵ
ὸ����-����ɹ ����-����
https://www.se-sports.or.jp

毎月1回（25日）発行。（公財）せたがや文化財団
と（公財）世田谷区スポーツ振興財団が行う文
化・芸術、スポーツ関連イベントの最新情報を
お知らせします（同日発行の区のおしらせ「せ
たがや」にંり込まれます）。

˙4QPSUT *OGPSNBUJPO 
　ੈా୩۠スϙーπͷ͓͠り
ʢެࡒʣੈ ా୩۠εϙʔπৼஂࡒڵ
ὸ����-����ɹ ����-����
https://www.se-sports.or.jp

毎年2回発行。区内のスポーツ・レクリエーショ
ン情報のごҊ内です。各スポーツ施設等で布
しています。

文化ࡒ
˙จԽࡒͷอޢɾීٴ
ੜֶ֔श՝จԽࡒ
ὸ����-����ɹ ����-����

区内には、多くの文化財があります。これらを
後世にえるため、調査・登録・ࢦ定・ॿ成や
普及活動を行っています。

ʪจԽࢿؔࡒྉͷӾཡ場ॴʫ
区立図書館（➡211頁）、区情報センター、総
合支所区情報コーナー（一部販売）（➡42頁）、
郷土資料館（一部販売）（➡214頁）

˙ຒଂจԽࡒʢҨʣͷอޢௐࠪ
Ҩのൣ囲内で土木・建築工事を行う場合は届
出が必要です。事前にご相談ください。
※�届出が必要なൣ囲（ຒ蔵文化財แ蔵地）は区
ホームページ「せたがや i Map」でর会でき
ます。
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図書館
˙தԝਤॻؗɾҬਤॻؗɾҬਤॻࣨ
ʢ���ทʣ
தԝਤॻؗ
ὸ����-����ɹ ����-����

資料をआりるときや、予約をするときは、事前
に利用者登録が必要です。登録の際には、運転
免許証・健康保険証・学生証等、໊ࢯ・住所を
確認できる物をお持ちください。

ʪିग़ʫ
図書・ࢴ・ࢽࡶ芝居・マンガは全館合15ܭ
まで、CD・カセットテープは全館合6ܭ点まで
（カセットテープは中央図書館のみ所蔵）

ʪିग़ؒظʫ
2週間（他の方の予約がない資料は、1回に限り
2週間延長できます）

ʪ։ؗؒ࣌ʫ
館によって異なります。（➡211頁）

˙ਤॻؗΧϯターʢ���ทʣ
図書館資料等の予約や、予約資料の貸出・返却
等を行います。
書架や閲覧スペースはありません。

ඒज़館�所ࡏ地、開館ؒ࣌等（➡213頁）
世田谷ඒज़館
ὸ����-����ɹ ����-����

アンリ・ルソーを代表とするૉ派や区にゆか
りのある美術家の作品等を展示するミュージア
ム コレクション、෯広いジャンルの企画展を
開催しているほか、区民ギャラリーの貸出しも
行っています。

世田谷ඒज़館館
Ҫ५٢アトリΤ館
ὸ����-����ɹ ����-����

民家をඳき続けてきた洋画家向井潤吉（1901-
1995）の自宅兼アトリエを公開し、༉࠼やデッ
サン等を展示しています。

世田谷ඒज़館館
清ହه࣍೦Ϊャラリー
ὸ����-����ɹ ����-����

ಠ自の抽画を୳求し、立体作品なども手がけ
た清川泰次（1919-2000）の自宅兼アトリエを
公開し、作品を展示しているほか、区民ギャラ
リーの貸出しも行っています。

世田谷ඒज़館館
೦ඒज़館هࡾຊٶ
ὸ����-����ɹ ����-����

昭和洋画ஃを代表する画家の宮本三郎（1905-
1974）が長く制作の拠点とした地で、宮本三郎
をはじめとした区にゆかりのある作家の作品を
展示しています。

世田谷文学館
所ࡏ地、開館ؒ࣌等（➡213頁）

ὸ����-����ɹ ����-����

区にゆかりのある作家の原ߘ、初൛本、書簡、
愛用品等を展示するコレクション展・ジャンル
を越えた企画展の開催などを行っています。

世田谷文化生活情報センター
所ࡏ地、開館ؒ࣌等（➡213頁）

ὸ����-����ɹ ����-����

「らしʷデザインの交流拠点」として展覧会や
イベントを通じて文化の多様ੑを発信する「生
活工房」や、現代演劇・ダンスを上演する「世田
谷パブリックシアター」、音楽を身近に楽しむ環
境をつくる「音楽事業部」、区民の国際交流活動
の輪を広げて多文化共生を推進する「国際事業
部」の4部門があり、様々な活動を行っています。

（公ࡒ）ͤ たがや文化ஂࡒ
ὸ����-����ɹ ����-����
https://www.setagaya-CuOka.jp

地域文化のと、ふれあいと活力にあふれ
た地域づくりにد༩することをめざし、文化
に関する様々な取組みを行っています。
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スポーツ
˙ੈా୩���ϋーϑϚϥιϯ
εϙʔπਪਐ՝
ὸ����-����ɹ ����-����
ʢެࡒʣੈ ా୩۠εϙʔπৼஂࡒڵ
ὸ����-����ɹ ����-����

国道246号・多摩堤通り等を走るハーフマラソ
ンを11月に開催します。

学習
˙ੈా୩ࢢຽେֶ
ہࣄຽେֶɾੜ֔େֶࢢ
ὸ����-����ɹ ����-����
ಈਪਐ՝׆ຽࢢ
ὸ����-����ɹ ����-����

大学教त等を講師に迎え、࣏・社会・経ࡁ・
人間をテーマに、コース別ゼミと22の講座を開
設しています。サマーフォーラムもあります。

ʪձ場ʫせたがや がやがや館（健康増進・交流施
設）（➡181頁）

˙ੈా୩۠େֶެ։࠲ߨҊ

ੜֶ֔श՝
ὸ����-����ɹ ����-����

区ホームページに、区内大学が実施する公開講
座の情報をࡌܝしています。

˙͕ͤͨFΧレοδ
ੜֶ֔श՝
ὸ����-����ɹ ����-����
https://setagaya-ecoMMege.com

区内6大学と区教育ҕһ会が連ܞし、インター
ネットを通じて世田谷の豊かな知ࣝ財を信し
ています。

˙۠ຽ࠲ߨ
૯߹ࢧॴੜֶ֔शɾࢪઃ୲ʢ��ทʣ

社会的な問、日ࠒの関心事等を学習できる講座
を開催します。区民の自主企画講座もあります。

ʪձ場ʫ区民会館等（➡176頁～）

˙ੜֶ֔शηϛφー
૯߹ࢧॴੜֶ֔शɾࢪઃ୲ʢ��ทʣ

55歳以上の区民を対に、身近なテーマを地域
見学等でともに学べるセミナーを開催します。
修了後も、活動を継続することをめざします。

ʪձ場ʫ区民センター等（➡177頁～）

˙͓ͱ͠ΑりʹֶͿͭͲい
૯߹ࢧॴੜֶ֔शɾࢪઃ୲ʢ��ทʣ

地域の高齢者からおもちゃ作りやੲの遊びを教
わり、世代間交流を図るイベントを開催します。

ʪձ場ʫ区民センター等（➡177頁～）

˙ίϛϡχςΟ࠲ߨ
۠ຽηϯλʔʢ���ทʣ

各区民センターでは、運営協議会事業として、
コミュニティ講座を開催します。

˙֎
͕い

ࠃ
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ਓ
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ຊ
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ޠ
͝

ڭ
͖ΐ͏

ࣨ
ͭ͠

͕ͤͨࠃ
͘͜
ࡍ
͍͞
ަ
͜͏
ྲྀ
ΓΎ͏
η
ͤ
ϯ
Μ
λ
ͨ
ʔ
ʔ

ὸ����-����ɹ ����-����
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˙োऀ੨ֶڃ
ੜֶ֔श՝
ὸ����-����ɹ ����-����

知的・身体・聴覚に障害のある方とない方を対
に、ともに学び、交流する学ڃを開設してい
ます。年間を通じて、様々な活動を行います。

ࣨڭ࢙ྺ֎ɾ࠲ߨ࢙ྺ˙
ྉؗࢿڷ
ὸ����-����ɹ ����-����

区内在住・在ۈ・在学の方を対に、世田谷の
歴史を理ղしていただけるよう、歴史講座と野
外歴史教室を開催します。

（公ࡒ）世田谷区スポーツৼஂࡒڵ
ὸ����-����ɹ ����-����
https://www.se-sports.or.jp

区民の皆さんの健康増進とスポーツの振興
をめざして、スポーツ教室や施設の開放等
様々な取組みを行っています。
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区民健康村
۠ຽ݈߁ଜ༧ηϯλʔ
ὸ����-��-����ɹ ����-��-����
https://www.Gurusatokousha.co.jp/
۠ຽ݈߁ଜɾ;Δ͞ͱɾަྲྀਪਐ՝
۠ຽ݈߁ଜ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

世田谷区と群馬県川場村は、都市と農村との交
流を通して、自然とのふれあいや人との出会い
を大にしながら、相ޓの住民と行が一体と
なって“村”づくりを進めていこうというझࢫ
で、1981年に「相ޓ協力協定」をక݁しました。
以来、区立小学校5年生の移動教室や健康村里
山自然学校での自然体験活動、ふるさとパック
等の交流を行っています。バーベキューや野球、
サッカー、スキー等も楽しめます。

ʪར用ࢪઃʫ（➡210頁）
ʪ༧ํ๏ʫ
予約受付開始日から利用希望日の前日までに、
電話またはインターネットにてお申し込みくだ
さい（区外の方は電話のみの受付）。
※�年末年始はԟ復ハガキによる申込み（抽選）
となります。

۠ ༧ํ๏
区内在住・在ۈ・在学の方

6か月前の1日から受付代表者及び数が区内在
住・在ۈ・在学の方で構成
されているグループ
上記以外の個人またはグループ 1か月前の1日から受付

ʪར用ʢ॓ധʣྉۚʫ
区内在住・在ۈ・在学の方
※区外の方は料金が異なります。

ઃࢪ ར用ྉۚ

ふじやまビレジ
大人（中学生以上）5,900円～
子ども（小学生）4,400円～
幼児（小学生未満）1,620円～

なかのビレジ
大人（中学生以上）5,600円～
子ども（小学生）4,250円～
幼児（小学生未満）1,620円～

※�「ふじやまビレジ」は別に入湯税150円（大人
の方のみ）がかかります。

※�11月1日から4月30日までのׂ引制度につい
ては、当面の間休止します。

ʪར用Ͱ͖ͳいؒظʫ
5月中旬～ 7月上旬の月～木曜、9月上旬～ 11
月上旬の月～木曜（小学校の移動教室のため）

協定保養施設
۠ຽ݈߁ଜɾ;Δ͞ͱɾަྲྀਪਐ՝
;Δ͞ͱަྲྀ
ὸ����-����ɹ ����-����

区民の方が一般料金より安価でご利用いただけ
る民間等の施設です。各総合支所くみん窓口・
出張所・まちづくりセンター、区民健康村・ふ
るさと・交流推進課でパンフレットを布して
います。

ʪར用֨ࢿʫ区民の方、原則2人以上
ʪར用ʫ制限なし
ʪར用ํ๏ʫ
各施設へ直接電話し、世田谷区民であることを
え予約してください。予約後、当日直接施設
へお出かけください。
※�施設の一覧や連絡先等はパンフレットやホー
ムページをご覧ください。
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ࣄ
ɾ

ͨ
Β
͘

仕事・はたらく
関連 事に関する相談（➡69頁～）�求人・労働関係施設（➡209頁）

障害のある方の就労支援・福祉作業所（➡185頁～）

就職の支援
͓͠͝ͱΧϑΣࡾ˙

ʢੈా୩۠ݢࡾब࿑ࢧԉηϯターʣ

ʢެࡒʣੈ ా୩۠ۀ࢈ৼࣾެڵ
ὸ����-����ɹ ����-����
ϫʔΫαϙʔτ͕ͤͨʢϋϩʔϫʔΫͷ
৬ۀհ૭ޱʣɹὸ����-����

併設するハローワーク窓口での全国規模の職業
紹介をはじめ、就労に関する個人相談や各種セ
ミナー、社会保険・労働相談、メンタルケア相
談に専門のスタッフがお応えします。
※当施設のハローワーク窓口ではޏ用保険や職
業訓練、求人受理に関する窓口業務は行って
おりません。

また、区内在住の55歳以上の方々が対の
R60-SETAGAYA-では、これまで以上に皆さん
のご経験や専門ੑが活きるお事のࡌܝや地域
の事業者と出会うイベントを実施しております。

˙ੈా୩Ͱಇ͜͏ʂʙब৬応ԉϓϩάϥϜʙ

ଅਐ՝༺ޏɾͷͮ͘Γɾۀ
ὸ����-����ɹ ����-����

正社һ等での就職をめざす若年者（39歳まで）
及び就職ණ河期世代（35～ 55歳未満）を対
として、各種研修、企業研究会、企業見学会、職
場実習等の実施により区内企業への就職を応援
します。
また、区内建設業に就職をめざす方を対とし
て、現場見学、体験実習等を実施しています。
高校生も参加ができます。
企業の求人ื集と若年者の定ண促進も行ってい
ます。

˙͕ͤͨएऀαϙートスςーγϣϯ

ὸ����-����ɹ ����-����

就職や職業的自立に関して悩みを๊える15歳
から49歳までの方を対に、就職活動の準備段
階からの就職支援を行っています。ご家を対
とした家会も実施しています。

三茶おしごとカフェ
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ࣄ
ɾ

ͨ
Β
͘

労者の支援ۈ
ʢެࡒʣੈ ా୩۠ۀ࢈ৼࣾެڵ
ὸ����-���� ����-����

˙தখۀاͷརްੜࢧԉ੍ʢηϥɾαーϏスʣ
区内在住または在ۈで中小企業におۈめの方を
対に、ベネフィット・ステーションの利用を
ؚむ福利ް生事業を提供しています。
●法定健診・人間ドックの受診料ิॿ
●݁ࠗ・出産等の各種慶ீ給付金
●宿泊・レジャーの利用ิॿ、資格試験受験料
ิॿ

●温泉・スポーツ・観劇等のチケット、食事券、
特産品等のׂ引販売

●育児・介護サービス・スポーツクラブの利用
※入会は事業主とै業һ全һで、入会金（500
円/1人）と月会費（600円（30人以上は500
円）/1人）が必要です。

事業者の支援
ԉࢧӦܦͷऀۀࣄ˙

ʢެࡒʣੈ ా୩۠ۀ࢈ৼࣾެڵ
ὸ����-���� ����-����

商店街や中小企業の経営支援を行っています。
●中小企業༥資あっせん　●業セミナー
●経営支援コーディネーター　
●産業活ੑ化事業者育成支援事業ิॿ金　
●環境認証等活用促進ิॿ金
●総合経営相談　☎3411-6608
●ハラスメント相談支援　☎3411-6613

อ֬ࡐͷਓऀۀࣄ˙

ʢެࡒʣੈ ా୩۠ۀ࢈ৼࣾެڵ
ὸ����-���� ����-����

三茶おしごとカフェ（世田谷区三軒茶屋就労支
援センター）では、企業の求人をਵ時ื集して
います。人材が見つからずにお困りの場合は、
お気軽にご相談ください。

157

࣍ɾࡧҾ

૭ޱ

੫ۚ

ɾҩྍ߁݈

จԽɾεϙʔπ
ֶशɾอཆࢪઃ

ۙͳ
۠

ੈా୩۠
ΨΠυ

૬ஊ

͝Έͱ
Β͠

ࢱ

ɾࣄ
ͨΒ͘

ઃҰཡࢪ

൜ɾࡂ
ରࡦ

ಧग़ɾূ໌

อݥɾۚ

Ͳएऀɾࢠ
ҭڭ

·ͪͱ
ॅ·͍



·
ͪ
ͱ
ॅ
·
͍

まちと住まい
住まい
公的住宅等

छྨ આ໌ い߹Θͤઌ

都営住宅 住宅に困っている所ಘの方にֹな家で住
宅を供給しています。

都営住宅ื集センター
☎3498-8894

区営住宅
住宅に困っている所ಘのファミリー世帯や高齢
の方、障害のある方、ひとり親世帯の方に、住宅
を供給しています。

世田谷区営住宅等窓口センター
☎6805-6523　 6805-6573
住宅課住宅担当
☎5432-2498　 5432-3040

特定公共貸住宅
中ݎ所ಘのファミリー世帯に、一定基準の規
模・設備を備えたྑ࣭な住宅を適な家で提
供しています。

ファミリー住宅
住宅に困っている所ಘの子育て世帯の方（10
年間または、同居の子が18歳になる年度の年度
末までの定期使用）や高齢の方にֹな家で住
宅を提供しています。

高齢者आ上げ集合住宅 住宅に困っている所ಘの高齢の方に区がआり
上げた民間貸住宅を提供しています。

せたがやの家 所ಘの高齢の方、障害のある方に、一定基準の
規模・設備を備えたྑ࣭な住宅を提供しています。

（一財）世田谷トラストまちづくり
☎6379-1421　 6379-4233

ื集については、区のおしらせ「せたがや」や区ホームページ（➡21頁）でお知らせします。

住まいサポートセンター

ʢҰࡒʣੈ ా୩τϥετ·ͪͮ͘Γ
ὸ����-����ɹ ����-����
݄ʙ༵ۚɹޕલ࣌���ʙ࣌�ޙޕ
ʢॕɾٳɺ࢝Λআ͘ʣ

高齢の方や、障害のある方、ひとり親世帯の方等
の居住を支援するとともに、区の住まいに関す
るサービス、催し物等の情報を提供します。また、
住まいに関する相談についてごҊ内します。

関連 住宅相談（➡71頁）
（一ࡒ）世田谷トラストまちづくり
ὸ����-����ɹ ����-����
https://www.setagayatm.or.jp/

住まいに関することのほか、自然環境及び歴
史的・文化的環境の保全や民有地の緑化推
進、地域共生のいえ支援やまちづくり活動団
体のネットワークܗ成、区民主体のまちづく
り活動相談及び活動支援等を行っています。

໊শ 対 ༰

お部屋୳し
サポート

区内在住で、次のいずれかに֘当する方
●�60歳以上の୯身または高齢者のみの世帯
●�障害者の୯身または障害者のいる世帯
●�18歳未満のお子さんのいるひとり親世帯
●�LGBT2の方
●�外国人の方のいる世帯

区と協定を݁んだ不動産店団体の協力で、
民間貸住宅の空き室情報を提供すると
ともに様々なアドバイスを行っています。
※�事前に住まいサポートセンターまでご
連絡ください。

保証会社紹介
制度

区内に2年以上在住で、次のいずれかに֘当する
方
●�60歳以上の୯身または高齢者のみの世帯
●�障害者手ாをお持ちの方がいる世帯
●�18歳未満のお子さんのいるひとり親世帯

区と協定をక݁した保証会社を利用するこ
とにより、民間貸住宅への入居を支援す
る制度です。初回利用に限り、保証料の一部
をॿ成します（生活保護受給世帯は除く）。
※�詳しくは住まいサポートセンターまでお
問い合わせください。

ʪॅ·いαϙートηϯターͷ࣮ۀࣄࢪʫ
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໊শ 対 ༰

住まいあんしん
訪問サービス

お部屋୳しサポートを利用して民間貸住宅に
入居した方で、次のいずれかに֘当する方（介
護保険の居宅サービス利用者を除く）
●�60歳以上の୯身または高齢者のみの世帯
●�身体障害者世帯

訪問して定期的に見守り（目視、がけ等）
を行うことにより、安心して地域でらし
続けていくことを支援します。

居住支援
˙ॅ·いݟकりɾิঈαーϏスॳճొྉͷิॿ
ԉ୲ࢧॅډԉ՝ࢧॅډ
ὸ����-����ɹ ����-����

一人らしの60歳以上の方もしくは障害者の方
が区内の民間貸住宅に୯身で転居する場合の
入居支援として、安൱確認とࢮ亡時の原ঢ়回復
費用等のิ償がセットになったサービスの初回
登録料を全ֹิॿします。
˙ͻͱりੈଳՈ྿Խิॿۀࣄ対ॅ
ԉ୲ࢧॅډԉ՝ࢧॅډ
ὸ����-����ɹ ����-����

18歳未満のお子さんを養育するひとり親世帯の
方が、区内の対住宅に転居される場合に、区が
貸人（家主など）に家の一部をิॿすること
により、入居者の家ෛ担ֹがֹݮになります。
※入居には所ಘ制限等の条件があります。
※対住宅は区ホームページで公開します。

ۭき家に関する窓口
˙ۭ͖ՈʹؔすΔ૯߹૭ޱ
୲ࡦஙରݐٺங҆શ՝ۭՈɾݐ
ὸ����-����ɹ ����-����

「空き家等に関する相談窓口」を設置しています。
（区との協定により運営）
ʲ͕ۭ͖ͤͨՈ׆用φϏ  r
ὸ����-���-���
受付時間：月～金曜　
午前10時～午後５時
（祝・休日、年末年始は除く）
ʲ౦ࡾژห࢜ޢձۭ͖Ո૬ஊ૭ޱʳ
ὸ����-����
受付時間：�月～金曜　午前10時～正午、午後1時

～午後4時（祝・休日、年末年始は除く）
˙ੈా୩ۭ͖۠ՈҬ׆ݙߩ用૬ஊ૭ޱ
ʢҰࡒʣੈ ా୩τϥετ·ͪͮ͘ΓɹҬڞੜ
·ͪͮ͘Γ՝
ὸ����-����ɹ ����-����
݄ʙ༵ۚɹޕલ࣌���ʙ࣌�ޙޕ
ʢॕɾٳɺ࢝Λআ͘ʣ

地域ݙߩに役立てたいというҙ向をお持ちの空き家
等（空き家、空室、空き部屋）のオーナーを対に、ど
のような活用方法があるか一ॹにߟえ、NPOなどの
活用を希望する団体との出会いをサポートします。
活用にあたっては、建築士等の専門家によるアドバ
イスを受けることができます。

住まいの支援等
ԉϚϯγϣϯೝূ੍ࢧҭͯࢠ˙
ԉ୲ࢧॅډԉ՝ࢧॅډ
ὸ����-����ɹ ����-����

区内の集合住宅のうち、一定の条件を満たすもの
にキッズルームの設置費・改修工事費をॿ成し、
地域交流・子育てに関する事業ܭ画を支援します。

˙ॅमվஙऀۀͷあͬͤΜ
ੈా୩۠ॅ૬ஊ࿈བྷٞڠձ
ὸ����-����

小規模な住宅の増築・改築・修繕等を行う区内
業者を紹介します。

˙エίॅิॿۚ
ਪਐ՝ࡦࢪɾΤωϧΪʔڥ
ὸ����-����ɹ ����-����

区内の住宅機能の維持向上及び環境に慮した
住宅の普及促進のため、住宅の改修及びলエネ・
エネ機ثの設置等に対し、経費の一部をิॿし
ます。

˙ॅվमඅͷॿ
૯߹ࢧॴอ݈ࢱ՝ʢ��ทʣ

身体ঢ়گに応じて手すりの取付けや段ࠩのղ
消、浴૧等の取替え等、住宅改修費用の一部を
ॿ成します（所ಘ制限・限度ֹあり、新築は対
外）。※事前相談・申請が必要です。

ʪ対ʫ
●�65歳以上で介護保険の要介護認定の申請を
した方のうち、身体機能下により住宅改修
が必要な方

●�障害のある方（障害程度の限定あり）
※いずれも介護保険による支給が優先となります。

˙༴นվमઐՈ੍ݣ
ଅਐ୲ࡂඋ՝֗ࢢ
ὸ����-����ɹ ����-����

新たに敷地の擁นを築またはり替える工事
（ただしิ修工事は除く）を検౼している方に、
擁นに関する専門家を派遣し、擁นの構や֓
。工事費を無料で提Ҋしますࢉ

ホームページはこちら
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˙༴นվमࣄඅʢ௨ֶ࿏ʹ໘すΔෑʣͷิॿ
ଅਐ୲ࡂඋ՝֗ࢢ
ὸ����-����ɹ ����-����

区立小学校の通学路に面した敷地のがけ（ࣼ面）
または安全ੑに問のある擁นについて、擁นの
新設・り替えに要する費用の一部をิॿします。
※事前の相談・申請が必要です。

˙ϒϩοΫญఫࣄڈॿ

ͮ֗͘ࡂΓ՝ଅਐ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

所定の条件を満たした道路に面する、高さ0.8̼
をえるブロックญ・万年ญ・大谷石ญ・その
他組ੵのญのఫڈ工事に要する費用の一部を
ॿ成します。
※事前の相談が必要です。

˙Ո۩సثࢭ۩औࢧԉ੍

ͮ֗͘ࡂΓ՝ଅਐ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

高齢者、障害者等がお住まいの住宅の居室、৸室
等にある家۩について、地時の転を防ぐた
め、家۩転防止ث۩の取付を区が支援します。
ʲ対者 満r65歳以上の方、障害のある方等
ʲ利用料 rث۩・工ؚめ2万円まで無料

˙ӍਫਁಁࢪઃɾӍਫタϯΫઃஔॿ੍

߽ӍରࡦɾԼਫಓඋ՝߽Ӎରࡦ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

敷地内にӍ水ਁಁ施設やӍ水タンクを設置する
場合、一定の条件により設置費用の一部をॿ成
します。事前申請が必要です。

˙খنళฮͷϢχόーαϧσβイϯվम
අ用ベϯνͷઃஔඅ用ͷิॿ

૯߹ࢧॴ֗ͮ͘Γ՝ʢ��ทʣ

ଘの小規模店舗等の通路や出入口、トイレのط
改修をする場合や敷地内にベンチを設置する場
合、工事費の一部をิॿしますŇ 事前申請が必
要です。

ஙݐ
ங等のಧ出ݐ
建物等を建てるときは、各種届出が必要になり
ます。（➡161頁　表12-1）

˙֗ͮ͘りͷϧーϧΛௐΔͱ͖

૯߹ࢧॴ֗ͮ͘Γ՝ʢ��ทʣ
ܭࢢը՝
ὸ����-����ɹ ����-����

建物を建てるときは、建ณ
ぺい

率や高さ等都市ܭ画
に定められた街づくりのルールを守らなければ
なりません。また、地区ܭ画、道路、公園、区画
整理等街づくりのܭ画がܾ定している区域で
は、制限がڧ化されている場合もあるため、建
築のܭ画を立てる前にे分調べることが大で
す。

ը֓ཁॻͷӾཡܭஙݐ˙

ஙௐ୲ݐஙௐ՝ݐ
ὸ����-����ɹ ����-����
૯߹ࢧॴ֗ͮ͘Γ՝ʢ��ทʣ

建築ܭ画の֓要や検査ཤ歴（平成11年法改正以
降のもの）を閲覧できます。なお、ࣸ しの発行は
有償です。ҧ反建築や無確認建築物の売ങの防
止等にご活用ください。

˙ॅ用Ոূ໌ॻͷൃߦ

ஙௐ୲ݐஙௐ՝ݐ
ὸ����-����ɹ ����-����

家の新築、取ಘに伴う所有権登記の際、不動産
の登録免許税が課税されますが、一定の条件に
֘当し、住宅用家屋証明書（有料）をఴ付して1
年以内に登記をすれば、登録免許税が軽ݮされ
ます。なお、関係書ྨの提示や制限等があります。

ʣ੍ࠂใظཧʢఆ࣋ஙͷҡݐ˙

ங҆શ୲ݐங҆શ՝ݐ
ὸ����-����ɹ ����-����

店舗・病院・共同住宅等の多数の人が利用する
エレベーターや区がࢦ定する規模の建築物につ
いては、定期的に調査や検査を行い、その݁Ռ
を報ࠂすることがٛ務付けられています。定期
報ࠂが必要な建築物等を所有もしくは管理され
ている方は、専門の技術者に調査や検査をさせ
て報ࠂ書を提出してください。
定期報ࠂの֓要書（平成17年法改正以降のも
の）は、閲覧ができます。なお、ࣸ しの発行は有
償です。
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ಧग़ͷछྨ ಧग़͕ඞཁͳͱ͖ い߹Θͤઌ

建築確認及び
検査の申請

建築工事（新築、増築、改築等）を行うとき
※�ண工前に申請と確認ࡁ証を受けることが必要です。
※�3階建以上の建物（共同住宅は階数が3以上）は、建築中に
中間検査を受ける必要があります。

証を受けた全ての建物にٛ務付けられࡁ了検査は確認�※
ています（用్変更を除く）。

建築৹査課建築৹査担当
☎6432-7166
6432-7985

ユニバーサルデザイン
推進条例による届出

建築物・集合住宅、道路、公園、公共交通施設、路外駐車場
のうち条例で定める用్・規模以上の施設の新設、改修、増
築、用్変更等を行うとき
※�建築確認申請の前に届出が必要です（建築確認申請のない
場合は工事ண手日の30日前まで）。

都市デザイン課
（ユニバーサルデザイン
推進条例）
☎6432-7152
（風ܠづくり条例）
☎6432-7153
6432-7996（共通）

風ܠづくり条例に
よる届出

新築、増築、改築、外観変更、開発行ҝ、木竹のെ࠾等を行う
とき
※�規模によって届出が不要な場合があります。
※�建築確認申請等（申請を伴わない行ҝの場合は工事ண手）の
原則30日前までに届出が必要です。

風ܠづくり条例に
よる協議

環ঢ়7号線及び環ঢ়8号線Ԋ道で一定規模以上の屋外広ࠂ物
をܭ画するとき

街づくり条例による
建築構の届出

敷地が3,000ᶷ以上または延べ面ੵが5,000ᶷ以上の建物を
建築するときは、構段階での届出が必要です。

総合支所街づくり課
（➡44頁）

集合住宅等の
建築ܭ画の届出・協議

一定規模以上の建物（集合住宅、ワンルームマンション、特
定商業施設、長屋）等を建築するとき
※�建築確認申請の前に事前協議が必要です。

中高建築物等の
建築行ҝのඪࣝ設置届

一定の高さ以上の建物や特定の建物の建築等をするとき
※�建築確認申請の前に届出が必要です。

みどりのܭ画書の
届出・緑化率適合
証明申請

①�150ᶷ以上の敷地における建築物の新築・増築（風க地区
では150ᶷ未満も届出が必要な場合あり）

②開発区域が500ᶷ以上の開発行ҝ
③150ᶷ以上の敷地における20台以上の自動車駐車場の設置
※�建築確認申請等の前に届出・申請が必要です。
※�①のうち300ᶷ以上の敷地は、緑化地域制度にも֘当し
ます。

※�この他にも、一定規模以上の樹木をെ࠾する際は「െ࠾届」
が必要です。

地区ܭ画・地区街づく
りܭ画区域における
建築行ҝ等の届出

地区ܭ画及び地区街づくりܭ画（街づくり༠ಋ地区）の区域
内で建築行ҝ等を行うときは、建築確認申請の前かつ工事
ண手30日前までに届出が必要です（千歳烏山駅पล地区を
除く）。

千歳烏山駅पล地区の地区ܭ画及び地区街づくりܭ画（街づ
くり༠ಋ地区）の区域内で建築行ҝ等を行うときは、建築確
認申請の前かつ工事ண手30日前までに届出が必要です。

烏山総合支所
駅पล整備担当課
☎3326-9836
3326-6159

国分寺֑線地区
建築ܭ画届出書

「国分寺֑線保全整備地区」内で敷地面ੵ500ᶷ以上の敷地
に建築物を建築するとき
※�建築確認申請の前に届出が必要です。

玉川総合支所街づくり課
☎3702-4573
3702-0942

砧総合支所街づくり課
☎3482-1398
3482-1471

風க地区内許可申請
「多摩川風க地区」内で建物の新築・増改築・移転・木竹の
െ࠾・৭࠼変更、その他宅地成等の行ҝを行うとき
※�建築確認申請または行ҝの前に許可が必要です。

環境ܭ画書等の提出 大規模な建築や開発事業等を行うとき
環境・エネルギー施ࡦ推進課
☎6432-7140
6432-7981

ʪද����ʫݐஙʹؔすΔओͳಧग़
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˔அ
現在の建物が定される地（度6ڧ相当）に対してえられるかを調査します。建物の設ܭ上
のڧ度や施工ঢ়گ、経ա年数、部材のঢ়گ等をߟ慮してࢉ出します。
݁Ռは、Is（木はIw）で確認できます。Isが0.6未満（Iwは1.0未満）の場合は、大地の
際にյまたは่յする危険ੑがあるとされています。
木住宅は、区登録の診அ士を無料で派遣します。非木建築物で区のॿ成を受けるために
は、区が定める診அ方法で診அをし、評定機関（第三者機関）の評定を受ける必要があります。

ஙの化ݐ
˙Խࢧԉ੍

ͮ֗͘ࡂΓ՝ଅਐ୲�
ὸ����-����ɹ ����-����

大地によるඃ害を少なくするため、対の建
物の化を支援します。（➡163頁　表12-2）
　昭和56年5月以前にண工した建物は、大地
がىきた場合にյの危険ੑが高いとݴわれて
います。また、平成28年の۽本地では平成12
年以前に建てられた木建築物の一部において
もඃ害が発生しました。

ಧग़ͷछྨ ಧग़͕ඞཁͳͱ͖ い߹Θͤઌ

屋外広ࠂ物許可申請
（屋外に広ࠂౝ、広ࠂ
板、立て看板、広ࠂນ、
はりࢴ等をܝ出すると
き）

自ݾの敷地内及び建築物に屋外広ࠂ物をܝ出するとき
建築調整課建築調整担当
☎6432-7160
6432-7985

世田谷区の管理する道路上空にܝ出する屋外広ࠂ物につい
ては、道路用許可及び道路使用許可の申請（警察協議）が
必要です。

土木ܭ画調整課用担当
☎6432-7960
6432-7993

新築届の提出
（住居番号のܾ定）

建物（戸建、共同住宅、店舗、事務所等）を建てたとき
※�届出から住所（住居番号）のܾ定には、3週間程度要します。
この手続きが了しないと、住民登録の受付ができない場
合があります。

住民記録・戸籍課
住民ථ集中管理・住居表示
☎5432-2235
5432-1173建物等の໊শ変更

申出書の提出

共同住宅（アパート、マンション等）の໊শは、住民登録上の
住所の方書として使用されるため、໊ শを変更した場合は、
申出書の提出が必要です。

あい道路֦෯整備ڱ
事前協議書の提出

あい道路に接して建築行ҝ等をするときڱ
※�建築確認申請等を行う30日前までに協議書の提出が必要
です。

建築安全課
建築線・ڱあい道路整備担当
☎6432-7187
6432-7987

建築物লエネ法の届出
床面ੵが300ᶷ以上の住宅用్となる建築物の新築・増改築
を行うとき
※�ண工予定日の21日前までに届出が必要です。

建築৹査課
設備৹査担当
☎6432-7170
6432-7985

建築物লエネ法の
認定申請

建築物のলエネੑ能向上ܭ画認定申請は、建築工事のண工前
に申請が必要です。また、طଘ建築物のলエネੑ能表示認定
申請は工事了後に申請し、認定を受けてください。

建築৹査課
設備৹査担当
☎6432-7170
6432-7985ૉ建築物の

認定申請
ૉ建築物の認定は、建築工事（新築等）のண工前に申請
が必要です。

建設リサイクル法に
基づく届出　

建築物のղ体、新築・増築、修繕、建築物以外の工作物の工
事（土木工事等をؚむ）を行うとき
※�工事にண手する日の7日前までに届出が必要です。

建築安全課建築安全担当
☎6432-7180

6432-7987
土木ܭ画調整課用担当
☎6432-7960
6432-7993

長期優ྑ住宅の
認定申請

長期優ྑ住宅の認定は、建築工事のண工前に申請が必要です
（建築行ҝなし認定を除く）。

建築৹査課
建築৹査担当
☎6432-7165
6432-7985
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ܭઃڧิ˔
診அの݁Ռ、ੑが不足していると判அされた場合、建物のੑを改善するために、ิ ڧ
すべきՕ所やิڧ内༰を検౼し、図面を作成しܭ画を立てます（木住宅・非木建築物共）。
非木建築物で、区のॿ成を受けるためには、建築基準法関係規定に適合している建築物または
ॿ成事業の了までに建築基準関係規定の不適合部分のੋ正をする設ܭを了させ、区が定める
評定機関（第三者機関）の評定を受ける必要があります。

˔վमࣄ
に基づき、改修工事を行い、建物のੑを向上させます（木住宅・非木建築物ܭ設ڧิ
共）。区のॿ成を受けられるのは、建築基準関係規定に適合している建築物、またはॿ成事業の
了までに不適合部分のੋ正をする建築物の改修工事です。

˔আࣄ٫ʢ対ɿچج४ͰͯݐΒΕͨॅʣ
診அの݁Ռ、ੑが不足していると判அされた木住宅を除却する場合、除却費用の一部
（最大50万円）をॿ成します。

ؔͷॿཁ݅
ʲॿ対ݐஙʳ
˔昭和56年５月以前ண工のچ基準で建てられた住宅及び建築物
˔昭和56年６月から平成12年５月までにண工の新基準で建てられた在来࣠組工法の木住宅

ʲॿ対ऀʳ
「ॿ成対建築物を所有する個人」または「法人」で、住民税（法人住民税）を納していない者
不動産業を営み売ങまたは貸を目的に所有していない者（診அを除く）

ʪද����ʫؔͷॿҰཡ
ॿ対ݐங அ ܭઃڧิ վमࣄ

木住宅 区登録の診அ
士を無料で派遣

30万円 100万円※2
木住宅（除却） 50万円
プレハブ住宅 10万円
木以外の住宅 100万円 100万円 200万円
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン

3階建て以上 150万円 150万円 2000万円※3
3階建て以上かつ
Ԋ道化道路Ԋい（高さ基準あり※1） 200万円 200万円 3000万円※3

一般緊急輸送道路Ԋい
（高さ基準あり※1） 300万円 300万円 6000万円※3

防災上特に重要な建築物 150万円 150万円 400万円

特
定
建
築
物

150万円 150万円 1000万円
防災上特に重要な建築物 200万円 200万円 6000万円
一般緊急輸送道路Ԋい
（高さ基準あり※1） 300万円 300万円 6000万円

※１　�ॿ成対建築物は、道路෯һの1/2に相当する高さ（෯һが12m以下の場合は、6̼以上の高
さ）が必要です。

※２　�ิ 。のॿ成制度を利用している場合は、そのֹが除かれますܭ設ڧ
※３　�期間限定で上せॿ成あり。
・増築ຢは改築を伴う場合は、ॿ成対外です。
・同様のॿ成の交付を受けた建築物はॿ成を受けられません。
・リフォーム等の部分に要する費用はॿ成対外です。
・ॿ成金ֹについてはお問い合わせください。
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ॅ
・一戸建ての住宅
・�兼用住宅、長屋建て住宅、共同住宅、店舗等併用住宅、د宿舎、下宿（ただし、աが居住
であること）

ԊಓԽ
ಓ࿏

緊急輸送道路及びආ難場所等に通じる道路等で、世田谷区地域防災ܭ画または世田谷区
改修促進ܭ画にҐ置付けられた道路

ಛఆٸۓ
༌ૹಓ࿏

東京都地域防災ܭ画に定める緊急輸送ネットワークの緊急輸送道路で、東京都改修促
進ܭ画にҐ置付けられた道路のうち、特にԊ道建築物の化を図る必要があると知事が
定した道路ࢦ
※特定緊急輸送道路Ԋ道の建築物については、直接お問い合わせください。

Ұൠٸۓ
༌ૹಓ࿏ 特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路

用్ ಛఆݐஙͷنཁ݅

学校
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校 1,000ᶷ以上

※屋内運動場面ੵをؚむ
上記以外の学校 1,000ᶷ以上

体育館（一般公共の用に供されるもの） 1,000ᶷ以上
ボーリング場、スケート場、水ӭ場その他これらにྨする運動施設

1,000ᶷ以上

病院、診療所、劇場、観覧場、映画館、演芸場
集会場、公会堂、ホテル、ཱྀ 館、展示場、事務所
ඦ՟店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、卸売市場
貸住宅（共同住宅に限る）、د宿舎、下宿
博物館、美術館、図書館、遊技場、公衆浴場
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらにྨするもの
理店、࣭ 屋、貸ҥ屋、銀行その他これらにྨするサービス業を営む店舗
工場（危険物のஷ蔵場または処理場の用్に供する建築物を除く）
車྆の停車場または船ഫもしくはߤ空機の発ண場を構成する建築物でཱྀ客の降ま
たは合の用に供するもの
自動車車庫その他の自動車または自転車の停留または駐車のための施設
郵便局、保健所、税務署その他これらにྨする公益上必要な建築物
老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらにྨするもの

1,000ᶷ以上
老人福祉センター、児童ް生施設、身体障害者施設センターその他これらにྨするもの
幼稚園、保育所 500ᶷ以上

用ޠઆ໌

ʲಛఆݐங ʢrվमଅਐ๏ୈ��ୈ�߸ɺྩߦࢪୈ�ʣ

ʪஅલͷ๚૬ஊʫ　
木住宅の所有者で、主に建物の除却を検౼されている方に建築士を派遣します。工事等の実施に
係る相談と、外観調査及び簡易診அを行います。

ʪஅޙͷ๚૬ஊʫ
区の無料診அを受け、上部構評点が1.0未満と判定された木住宅の所有者で改修工事等
の実施を検౼されている方に相談һを派遣します。
改修工事等に関するご࣭問におえしたり、簡易ิڧ設ܭや֓ࢉ工事費ࢉ出を行います。

ݣ対ݐங ݣճ
分ৡマンション

診அ前
3回まで

診அ後
2回まで

特定緊急輸送道路Ԋ道建築物 2回まで 1回まで

ʲݣ対ͱݣճʳ
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●γΣϧターઃஔඅ用ॿ੍
　シェルターまたはベッドの設置費用をॿ成します。

対ऀ ・�65歳以上または身体障害者（1、2ڃ）または要介護ঢ়ଶ区分（3、4、5）の方。
・�年間所ಘֹが、200万円以下で、区民税を納していない方。

対ཁ݅
・�昭和56年5月31日以前にண工した平屋または2階建ての木住宅で、区の木住宅改修工
事ॿ成金を受けていない。

・�一戸建ての住宅、աが住宅である店舗等併用住宅・長屋・共同住宅に居住。
・�区がࢦ定したシェルターまたはベッドを1階に設置する。

ॿֹ　 ・�上限30万円（設置するためのิڧ工事費をؚむ。期間限定で上せॿ成を実施しています）

ʲॿ対ʳ

土地
土地売ങ等のಧ出
ը๏ʹΑΔಧग़ܭར用ࠃ˙

ܭࢢը՝
ὸ����-����ɹ ����-����

2,000ᶷ以上の土地の売ങ、आ権の設定・ৡ
渡、交等の取引き（予約をؚむ）には、契約後、
契約した日をؚめて2週間以内に届出が必要で
す（届出人は権利取ಘ者）。

˙֗ͮ͘りྫʹΑΔಧग़

૯߹ࢧॴ֗ͮ͘Γ՝ʢ��ทʣ

3,000ᶷ以上の土地の取引きに当たっては、そ
の契約予定日の3か月前までに届出が必要です
（届出人は売主等）。

˙ެ༗ͷ֦େͷਪਐʹؔすΔ๏ʹΑΔಧग़ɾ
ਃग़

ཧ࢈ࡒཧ՝ܦ
ὸ����-���� ����-����

5,000ᶷ以上の土地または都市ܭ画道路、都市
画公園や生産緑地等の区域にかかる200ᶷ以ܭ
上の土地を有償でৡ渡するときは、ৡ渡しよう
とする日の3週間前までに届出が必要です。ま
た、100ᶷ（一部50ᶷ）以上の土地について、
区等によるങ取りを希望するときは、そのࢫを
申し出ることができます。

土地の公ࣔՁ֨等のӾཡ
༻՝
ὸ����-���� ����-����

地価公示法で公示されたඪ準地の価格（公示価
格）、国土利用ܭ画法で公表された基準地の価
格（基準地価格）等が閲覧できます。

ʪӾཡ場ॴʫ
用地課、区情報センター、総合支所区情報
コーナー（➡42頁）、出張所（➡50頁～）、まちづ
くりセンター（➡52頁～）、中央図書館（➡211頁）

都市උ・開発
˙෩ͮ͘ܠりͷࢧԉ

ࢢσβΠϯ՝
ὸ����-���� ����-����

身近な風ܠのັ力を高め、地域の共ײ・共有を
広げるため、風ܠづくりに関する情報発信や風
「資産ܠ地域風」、づくりアドバイザーの派遣ܠ
や「風ܠづくり活動団体登録」の制度活用等、区
民主体の風ܠづくりを支援しています。

ۀࣄ։ൃ࠶֗ࢢ˙

૯߹ࢧॴ֗ͮ͘Γ՝ʢ��ทʣ
ӊࢁ૯߹ࢧॴӺपลඋ୲՝ʢ��ทʣ
։ൃɾ۠ըཧ୲࠶උ՝֗ࢢ
ὸ����-���� ����-����

、成市街地の共同化・不೩化・高度化を図りط
オープンスペースや公共施設（道路・公園）の
整備を伴う再開発を行う団体・個人に対して、
費用の一部をิॿします。

˙༏ྑݐஙඋۀࣄ

૯߹ࢧॴ֗ͮ͘Γ՝ʢ��ทʣ
ӊࢁ૯߹ࢧॴӺपลඋ୲՝ʢ��ทʣ
։ൃɾ۠ըཧ୲࠶උ՝֗ࢢ
ὸ����-���� ����-����

民間事業者が行う敷地等の共同化による建築物
等の整備に対し、対地域（再開発促進地区等）
内において、オープンスペースの確保等一定の
要件を満たした場合に、調査設ܭܭ画の作成、
ଘ建物の除却、整地、建物の共同施設整備等ط
に要する費用の一部をิॿします。
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˙։ൃߦҝɾͷࣄͷ੍ن
Մ୲ڐඋ՝։ൃ֗ࢢ
ὸ����-���� ����-����

建築工事や宅地成等の際には、許可が必要と
なる場合がありますので、事前にご相談くださ
い。令和6年7月31日より、土規制法による規
制が開始されています。

˙۠ըཧۀࣄ

։ൃɾ۠ըཧ୲࠶උ՝֗ࢢ
ὸ����-���� ����-����

公共施設（道路・公園）の整備を図りつつ、ྑ 
な宅地の供給を伴う区画整理を行う団体に対し
て、費用の一部をॿ成します。

ಓ࿏・Տ
˙֗࿏౮ͷഁଛɾނোʢ۠ಓʣ

ୈҰ՝֗࿏౮୲ࣄ
ὸ����-����ɾ���� ����-����

区道の街路౮がഁଛまたは消えているときは、
ご連絡ください。
※�街路౮に付いているプレートの番号をお知ら
せください。

˙۠ಓͷഁଛ

֤Ҭͷཧࣄॴʢ���ทʣ

区道に݀があいているとき、ഉ水ߔがഁଛして
いるとき等は、ご連絡ください。

˙۠ಓΛ用すΔͱ͖

ܭըௐ՝༻୲
ὸ����-���� ����-����
ॺʢ���ทʣܯ

建築工事での足場、仮囲い、商店の日よけ、ಥき出
し看板等で区道を使用するときは、区の「道路
用許可」と警察署の｢道路使用許可」が必要です。

˙۠ಓͷΨーυレーϧΛఫͨ͠ڈいͱ͖

ܭըௐ՝༻୲
ὸ����-���� ����-����

自動車の出入口をる等で区道上のガードレー
ル等をఫڈしたいときは、「道路工事等施行ঝ
認申請書」を提出し、ঝ認を受けてから自費で
工事してください。

ಓΛฮͨ͠いͱ͖ࢲ˙
֤Ҭͷཧࣄॴʢ���ทʣ

私道内の下水道工事の復چでアスファルト舗
するとき、または未舗や路面が老ٺ化した私
道をアスファルト舗するときは、一定の条件
で工事費用のॿ成制度があります。

˙ಓ࿏ɾਫ࿏ͱͷެ༗ڥքͷ֬ೝ
ಓ࿏ཧ՝ڥք֬ఆ୲
ὸ����-���� ����-����

区が所有する道路・水路と民有地との境界を明確
にしたい場合は、土地境界確定申請が必要です。

˙Տɺਫ࿏ͷෆ๏غ
֤Ҭͷཧࣄॴʢ���ทʣ

多摩川（国の管理）以外の河川や水路について、
河川管理施設（防護ࡤ等）のഁଛ、河川のࡶൟ
ໜ、不法投غ等があれば、ご連絡ください。

˙ՏͷҟৗͳԚΛ͚͔ͨݟΒ
อશ՝ڥ
ὸ����-���� ����-����

༉の流出、ண৭水、ڕのු上ࢮ等河川水࣭等の
異常を見かけたときは、ご連絡ください。

みどり・化
˙ΈͲりʹؔすΔॿ੍

ΈͲΓࡦ՝
ὸ����-���� ����-����

緑化や移২を行う場合、一定の条件によりその費
用の一部をॿ成します。いずれも工事発または
資材購入の前に申請が必要ですのでお問い合わ
せください。

छྨ ༰

①�接道部（道路Ԋい）
緑化ॿ成制度

●生֞成
●২帯成
●シンボルツリー২
道路に接した部分に新た
に成する場合や২す
る場合

②�屋上緑化・น面緑化
ॿ成制度

新たに建築物の屋上や外
น面等を緑化する場合

③樹木移২ॿ成制度
建物の新築や増改築等に
より、やむをಘず樹木を移
২する場合

④�事業用等駐車場の
緑化ॿ成制度

新たに駐車場を緑化する
場合
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͞Έͷିग़͠ࢬߴ˙

·ͪͮ͘Γηϯλʔʢ��ทʙʣ
ެԂཧࣄॴʢ���ทʣ

樹木の適な管理のため、高ࢬばさみを無料
で貸し出します。

˙อଘथɾथྛͷࢦఆ

ΈͲΓࡦ՝
ὸ����-���� ����-����

樹木・樹林地のうち大きさ・面ੵの基準を満た
し、かつ、樹ܗが優れたもの等をࢦ定し、Ⴉ

せ ん

定
て い

等の管理支援を行っています。

ԉ੍ࢧΒ͡·ΔΨーσχϯά͔ݢ�˙

ʢҰࡒʣੈ ా୩τϥετ·ͪͮ͘Γ
ὸ����-���� ����-����

近隣3軒以上の区民グループで、୭もがܠ観を
共有できる前庭などの緑化活動を行う場合、一
定の条件により、アドバイザー派遣等のॿ成が
受けられます。

ຽࢢ˙

ʢҰࡒʣੈ ా୩τϥετ·ͪͮ͘Γ
ὸ����-���� ����-����

300ᶷ以上の民有の屋敷林や緑地などの土地所
有者と契約を݁び一般公開する制度です。ࢦ定
された土地のݻ定資産税のݮ免や、相続税の優
۰及び維持管理の支援などが受けられます。

˙খ͞ͳ

ʢҰࡒʣੈ ా୩τϥετ·ͪͮ͘Γ
ὸ����-����ɹ ����-����

50ᶷ以上のお庭を登録し、公開日を設けること
（オープンガーデン）により、みどりを守る大さ
をえています。登録したお庭は、必要に応じて
庭づくりのアドバイスを受けることができます。

˙۠ຽԂ

ࢢۀ՝
ὸ����-����ɹ ����-����

区民の方が土に৮れ、野ࡊづくりを楽しむ場とし
て「ファミリー農園（22園）」を開園しています。

ʪืूʫ区ホームページや区のおしらせ「せたがや」
にࡌܝ

ʪਃࠐઌʫ（株）マイファーム
　　　　　　 ☎0120-975-257

公害
場ͷಧग़ۀ࡞ఆࢦ場˙

อશ՝ڥ
ὸ����-���� ����-����

工場やࢦ定作業場（20台以上の駐車場、クリー
ニング店等）を設置・変更する場合、公害の発
生を防止するため、認可申請や届出がٛ務付け
られています。また、有害物࣭を取りѻってい
た場合は、ഇ止等の際に、土Ԛછঢ়گ調査の
報ࠂが必要です。

˙ޫԽֶスϞοάҙใ

อશ՝ڥ
ὸ����-���� ����-����

光化学スモッグҙ報が発令されたときは、区
の施設、薬局、駅等にܝ示します。また、警報が
発令されたときは、区内の防災無線ౝでお知ら
せします。

ҙ報・警報が発令されたときは
●外出はできるだけ߇えましょう
●屋外の運動は߇えましょう
●子どもや高齢の方は特にごҙください

ௗ्ඃ害
˙ௗ्ඃ対ࡦ

อશ՝ڥ
ὸ����-���� ����-����

ʪϋΫϏγϯŋΞϥイάϚʫ
建物内に৵入され、ѱष・Ԛଛなどのඃ害が発
生している住宅や神社仏ֳに、ั を設置しث֫
ます。

ʪΧϥスʫ
ൟ৩期（3～ 7月ࠒ）に、ཛやヒナを守るため、親
ガラスによるܹしいҖ֣やܸ߈があるとき、原
Ҽとなる・落下したヒナをఫڈ・ั֫します。

ʪओͳཁ݅ʫ
（1）�ඃ害または原Ҽとなるがある建物・敷地

の所有者または管理者のґཔ・了ղが必要
です。

（2）次にܝげる建物・敷地を除きます。
�①公共施設②公的貸住宅（公社・UR都市
機構など）③社宅・寮など④事業所（店舗・
工場・事務所など）⑤私立学校

　※詳しくは、お問い合わせください。
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ۙ
ͳ
۠


身ۙͳ区
区議会

˙۠ٞձͷௌ

۠ٞձࣄہॸ
ὸ����-����ɹ ����-����

本会議や常ҕһ会、特別ҕһ会はどなたでも
聴することができます。車いすでの聴もで
きます。聴を希望される方は、当日、区議会
事務局へお越しください。

˙۠ٞձձٞͷӾཡ

۠ٞձࣄࣄٞہ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

本会議や予ࢉܾ・ࢉ特別ҕһ会の会議録を閲覧
できます。

ʪӾཡ場ॴʫ
区情報センター・コーナー（➡42頁）
区立図書館（➡211頁）
出張所、まちづくりセンター（➡50頁～）
区議会ホームページ
※�区情報センター及びホームページでは、5
常・4特別ҕһ会の会議録も閲覧できます。

˙ٞձͷئɾ

۠ٞձࣄࣄٞہ୲
ὸ����-����ɹ ����-����

区に関して直接区議会に要望できる「請ئ」
の制度があります。࠾された請ئは、区長や
関係機関に送付されます。
※�議һの紹介が必要です。ない場合は「情」と
なります。

ʪئͷํ๏ʫ
日本語で請ئ書を作成し、区議会事務局へ提出
してください。
●�件໊、要ࢫ、理由、提出年月日、請ئ者の住所
を記入し、請ئ者が署໊または記໊ԡҹする。

●�表ࢴに紹介議һが署໊または記໊ԡҹする。

詳細は区議会ホームページを
ご覧ください。

બڍ
બڍཧҕһձࣄہ
ὸ����-����ɹ ����-����

˙બݖڍͱબڍਓ໊
世田谷区で投ථするには選ڍ権を有し、住民基
本台ாの記録に基づく「選ڍ人໊」に登録さ
れていることが必要です。日本国民で18歳以上
の方には基本的に選ڍ権があります。ただし、
世田谷区議会議һ選ڍと区長選ڍの選ڍ権は、
世田谷区に引き続き3か月以上お住まいの方に
限られ、また、東京都議会議һ選ڍと都知事選
権は、都内に引き続き３か月以上お住ڍの選ڍ
まいの方に限られます。

˙બڍͷථ
選ڍの投ථ日や投ථ所等のҊ内は、投ථ日前に
「投ථ所入場整理券」に記ࡌしてお送りします。
事、用事等の理由で投ථ日当日に投ථ所へ行
けない見込みの方は、期日前投ථ・不在者投ථ
をご利用ください。
また、࣬ 病等によりご自分で投ථ用ࢴに書くこ
とができない方には代理投ථ、目の不自由な方
には点字投ථの制度があります。投ථ所（また
は期日前投ථ所）で係һにお申し出ください。

˙ࣗͰͷෆऀࡏථʢ༣ศථ੍ʣ
（➡169頁　表13）に֘当する方は、自宅等での
不在者投ථ（郵便等投ථ）の制度をご利用にな
れます。
この制度を利用するには、あらかじめ本人のҙ
。による手続きが必要ですࢥ

168




ۙ
ͳ
۠


住民ࠪ求
ہࣄࠪ
ὸ����-����ɹ ����-����

区における財務会ܭ上のҧ法または不当な行ҝ
等について、監査を求めることができます。

ௌ
˙۠ͷ͝ҙݟʢ��ทʣ
˙۠Ϟχター

ௌ՝ใ
ὸ����-����ɹ ����-����

公ืにより区モニターとなっていただいた方
に、区に関するアンケートにおえいただき
ます。区モニターのื集については、区のお
しらせ「せたがや」等でごҊ内します。

˙۠ຽҙݟఏग़खଓ ʢ͖ύϒϦοΫίメϯトʣ
ௌ՝ใ
ὸ����-����ɹ ����-����

区民生活に広く影ڹを及ぼす重要な条例やܭ画
等をつくる際、ૉҊなどを公表し、区民の皆さ
んからのҙ見や提Ҋをื集します。

情報公開・ݸ人情報保護੍度
۠ใ՝۠ใ
ὸ����-����ɹ ����-����

˙ใެ։੍
区が保有している公文書等をお求めの方は、行
情報の開示を請求することができます。
※�個人情報保護等のため開示できないものもあ
ります。

੍ޢਓใอݸ˙
区が保有している個人情報の本人は、その個人
情報の開示・గ正・利用停止を請求することが
できます。
※�区や国の事務事業の適正な行等のため、本人
に開示できないものもあります。

区ࢿྉのӾཡ等
区情報センターと総合支所区情報コーナー
（➡42頁）で、区に関する資料等を閲覧できま
す。一部は、販売、貸出しも行っています。

ʪ։ؗؒ࣌ʫ
午前8時30分～午後5時　

ʪؗٳʫ
土・日曜、祝・休日、年末年始

ᾇ�身体障害者手ாをお持ちで障害の程度がӈ
記の要件に֘当する方

●྆下ࢶ、体װ、移動機能の1・2ڃ
●心ଁ、じんଁ、ثٵݺ、ぼうこう、直、小の1・3ڃ
●免Ӹ、؊ଁの1～ ڃ3

ᾈ�戦ই病者手ாをお持ちで障害の程度がӈ記
の要件に֘当する方

●྆下ࢶ、体װの特別߲症～第2߲症
●�心ଁ、じんଁ、ثٵݺ、ぼうこう、直、小、؊ଁの特別߲症
～第3߲症

ᾉ介護保険の要介護ঢ়ଶ区分が要介護5の方

ʪද ��ʫ ෆऀࡏථʢ༣ศථʣͷ੍ͷ対ऀ

原則として、ご自分で字を書くことができる方がご利用できます。ただし、上記の対者のうち身体
障害者手ா（上ࢶ、視覚の1ڃ）または戦ই病者手ா（上ࢶ、視覚の特別߲症～第2߲症）にも֘当し、
自ら投ථの記ࡌをすることができない方は、申請により代理記ࡌ制度※をご利用になれます。
※代理記ࡌ制度
　�あらかじめ選ڍ管理ҕһ会に届け出た方（選ڍ権を有する方に限る）に、投ථに関する記ࡌをさせ
ることができる制度です。
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区役所・総合支所・くみん窓口
・出張所・まちづくりセンター

ઃҰཡࢪ  車いす用駐車場あり　  エレベーターあり
 車いす用トイレあり　  オストメイト対応トイレあり

■区役所・総合支所

世田谷区役所 ☎5432-1111㈹
5432-3001

（広報広聴課）
世田谷4-21-27

三軒茶屋分庁舎

☎5432-1111㈹

太子堂2-16-7

教育総合センター 若林5-38-1

梅丘分庁舎 松原6-3-5

二子玉川分庁舎 玉川1-20-1

世田谷総合支所 世田谷4-22-33

北沢総合支所 ☎5478-8000 北沢2-8-18
（北沢タウンホール内）

玉川総合支所 ☎3702-1131 等々力3-4-1

砧総合支所 ☎3482-1321 成城6-2-1

烏山総合支所 ☎3326-1202 南烏山6-22-14

■くみん窓口

世田谷総合支所
くみん窓口

区民担当
☎5432-2814
戸籍担当
☎5432-2825

世田谷4-22-35
（第２庁舎1階）

北沢総合支所
くみん窓口

区民担当
☎5478-8039

5478-7052
戸籍担当
☎5478-8041

北沢2-8-18
（北沢タウン
ホール地下1階）

玉川総合支所
くみん窓口

区民担当
☎3702-1137

6809-7900
戸籍担当
☎3702-1136

等々力3-4-1
（玉川総合支所
1階）

砧総合支所
くみん窓口

区民担当
☎3482-3861

5787-7730
戸籍担当
☎3482-1326

成城6-2-1
（砧総合支所
1階）

烏山総合支所
くみん窓口

区民担当
☎3326-8290

3326-9849
戸籍担当
☎3326-8293

南烏山6-22-14
（烏山総合支所
1階）

■出張所
太子堂出張所 ☎3413-1247

6805-5661 太子堂2-17-1

経堂出張所 ☎3420-7143
3420-5710 宮坂1-44-29

用賀出張所 ☎3700-3657
5491-0555 用賀2-29-22

二子玉川出張所 ☎3707-4946
6805-6264 玉川4-4-5

烏山出張所

※�車いす用駐車場に
ついては、事前にお
問い合わせください。

☎3300-5361
5384-3222

南烏山6-2-19
（烏山区民センター内）

■まちづくりセンター
池尻まちづくり
センター

☎3413-1843
5486-7664 池尻3-27-21

太子堂まちづくり
センター

☎5787-6368
5787-6690 太子堂2-17-1

若林まちづくり
センター ☎3413-1341

5486-7666 若林1-34-2

上町まちづくり
センター

☎3420-4241
5477-7920 世田谷1-23-5

経堂まちづくり
センター

☎3420-7197
3420-5710 宮坂1-44-29

下馬まちづくり
センター ☎3424-1781

5486-7667 下馬4-13-4

上馬まちづくり
センター ☎3422-7415

5486-7668 上馬4-10-17

梅丘まちづくり
センター

☎3428-6171
5477-7923 梅丘1-61-16

代沢まちづくり
センター ☎3413-0513

5486-7669 代沢5-1-15

新代田まちづくり
センター ☎3322-7691

5376-7031 羽根木1-6-14

北沢まちづくり
センター ☎5478-8020

5478-8025
北沢2-8-18
（北沢タウンホー
ル地下1階）

松原まちづくり
センター ☎3321-4186

5376-7032 松原5-43-28

松沢まちづくり
センター ☎3323-8391

5376-7033 赤堤5-31-5

奥沢まちづくり
センター ☎3720-3111

5499-7046 奥沢3-15-7
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九品仏まちづくり
センター ☎3703-2341

5707-7026 奥沢7-35-4

等々力まちづくり
センター ☎3702-2143

3702-1165
等々力3-4-1
（玉川総合支所内）

上野毛まちづくり
センター ☎3705-1361

5707-7028 中町2-33-11

用賀まちづくり
センター ☎3700-9120

3707-9010 用賀2-29-22

二子玉川まちづ
くりセンター ☎3707-0733

6805-6260 玉川4-4-5

深沢まちづくり
センター

☎3422-8391
5486-7670 駒沢4-33-12

祖師谷まちづくり
センター

☎3482-2201
5490-7029 祖師谷4-1-23

成城まちづくり
センター ☎3482-1348

3482-7208
成城6-3-10
（成城6丁目事務
所棟1階）

船橋まちづくり
センター ☎3482-0341

5490-7031 船橋4-3-2

喜多見まちづく
りセンター ☎3417-3401

5494-7015 喜多見5-11-10

砧まちづくり
センター ☎3417-3405

5494-7016 砧5-8-18

上北沢まちづくり
センター

☎3303-0111
5374-7030 上北沢4-32-9

上祖師谷まちづ
くりセンター ☎3305-8611

5384-7196 上祖師谷2-7-6

烏山まちづくり
センター

※�車いす用駐車場に
ついては、事前にお
問い合わせください。

☎3300-5420
5384-3222

南烏山6-2-19
（烏山区民センター内）

官公署・ライフライン
■警察署
世田谷警察署 ☎3418-0110 三軒茶屋2-4-4
北沢警察署 ☎3324-0110 松原6-4-14
玉川警察署 ☎3705-0110 中町2-9-22
成城警察署 ☎3482-0110 千歳台3-19-1

■消防署
世田谷消防署 ☎3412-0119 三軒茶屋2-33-21
玉川消防署 ☎3705-0119 中町3-1-19
成城消防署 ☎3416-0119 成城1-21-14

■国税・都税

世田谷税務署 ☎6758-6900
若林4-22-13
（世田谷合同庁舎
3・4階）

北沢税務署 ☎3322-3271 松原6-13-10
玉川税務署 ☎3700-4131 玉川2-1-7

世田谷
都税事務所 ☎3413-7111

若林4-22-13
（世田谷合同庁舎
5・6階）

渋谷
都税事務所 ☎5422-8780

渋谷区千駄ヶ谷
4-3-15
（東京都渋谷合同庁
舎4～ 7階）

東京都自動車税
コールセンター ☎3525-4066 －

■保険・年金
世田谷
年金事務所
（本館（上町））
(年金の適用関係
の届出・保険料
の納付相談等)

☎6844-3871㈹
6844-3872 世田谷1-30-12

世田谷
年金事務所
三軒茶屋相談室
(年金給付に関す
る相談・請求等
の手続)

☎6844-3871㈹
3421-1147

太子堂4-1-1
(キャロットタワー
13階)

■郵便
日本郵便㈱
世田谷郵便局 ☎0570-943-349㈹ 三軒茶屋2-1-1

日本郵便㈱
千歳郵便局 ☎0570-943-104㈹ 経堂1-40-1

日本郵便㈱
成城郵便局 ☎0570-943-849㈹ 成城8-30-25

日本郵便㈱
玉川郵便局 ☎0570-943-641㈹ 等々力8-22-1

■裁判所・法務
東京法務局
世田谷出張所 ☎5481-7519 若林4-22-13

（世田谷合同庁舎2階）

世田谷公証役場 ☎3422-6631 三軒茶屋2-15-8
（ファッションビル4階）

最高裁判所 ☎3264-8111 千代田区隼町4-2
東京高等裁判所 ☎3581-5411 千代田区霞が関

1-1-4東京地方裁判所
東京簡易裁判所 ☎3581-5411 千代田区霞が関

1-1-2東京家庭裁判所 ☎3502-8331

■情報・通信

都民情報ルーム ☎5388-2277
新宿区西新宿
2-8-1
（都庁第一本庁舎内）

NTT東日本
（電話の加入等）☎116

エフエム世田谷 ☎5491-5211
5491-5212

用賀4-7-1
（エコプラザ用賀2階）
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■ライフライン

東京都水道局
お客様センター

（引越し、契約変更）
☎0570-091-100 5790-0572
（料金、漏水修繕その他）
☎5326-1101 5790-0572

東京都水道局
世田谷営業所

☎5433-0541
3424-2649 太子堂1-13-13

東京都下水道局
南部下水道事務所 ☎5734-5031 大田区雪谷大塚町

13-26
東京都下水道局
南部下水道事務所
世田谷出張所

☎5477-2120 弦巻4-30-1

東京電力
カスタマーセンター

（停電、電柱・電線など設備に関
する問い合わせ）
☎0120-995-007
（引越し、契約変更、その他）
☎0120-995-001　
☎0120-995-113

東京ガス
お客さまセンター

（ガスに関する問い合わせ）
☎0570-002211
（IP電話・海外からの利用など）
☎3344-9100
3344-9393

暮らし
■消費生活相談
世田谷区
消費生活
センター
（➡100頁）

（相談専用）
☎3410-6522
（高齢者専用）
☎5486-6501

太子堂2-16-7
（三軒茶屋分庁舎3階）

■清掃・リサイクル
世田谷
清掃事務所

☎3425-3111
3425-8381 上馬5-21-13

玉川
清掃事務所

☎3703-2638
3704-7096 野毛1-3-7

砧
清掃事務所

☎3290-2151
3290-2171 八幡山2-7-1

世田谷区
粗大ごみ
受付センター

☎5715-1133 詳しくは（➡97頁）

エコプラザ
用賀

☎3708-4081
3708-4082

用賀4-7-1
午前9時～午後5時
休月曜（祝・休日に

当たる場合は翌平
日）、年末年始等

https://www.eco
ccle-setagaya.jp/

リサイクル
千歳台

☎5490-1020
5490-3267

千歳台1-1-5
午前10時～午後4時
休月曜（祝・休日に

当たる場合は翌平
日）、年末年始等

https://www.eco
ccle-setagaya.jp/

い߹Θͤʫ各清掃工場ֶݟઃࢪ〉
世田谷
清掃工場 ☎3416-5339 大蔵1-1-1

千歳
清掃工場 ☎3302-2590 八幡山2-7-1

ʪࢪઃֶݟい߹Θͤʫ清掃・リサイクル部事
業課（☎6304-3267　 6304-3341）
世田谷区資源
循環センター － 大蔵1-1-12

■交通
京王電鉄 ☎042-357-6161 多摩市関戸1-9-1
小田急電鉄 ☎044-299-8200

東急電鉄 ☎3477-0109 渋谷区南平台町
5-6

京王バス ☎042-352-3713 府中市晴見町
2-22

小田急バス
☎5313-8330

調布市仙川町
2-19-5

小田急ハイウェイ
バス 若林2-39-4

東急バス ☎6412-0190 目黒区東山3-8-1

関東バス ☎3371-1225 中野区東中野
5-23-14

都営交通 ☎3816-5700
3812-7640

関東運輸局
東京運輸支局

☎050-5540-2030
3471-6320

品川区東大井
1-12-17

軽自動車検査
協会東京主管
事務所

☎050-3816-3100
6712-8625 港区港南3-3-7

自動車安全運
転センター
東京都事務所

☎5781-3660
品川区東大井
1-12-5
（警視庁鮫洲運転免
許試験場内）

■斎場・火葬場
区民斎場
みどり会館

☎5313-3131
5313-3132 北烏山5-1-5

区民専用の斎場として利用できます。火葬場はあり
ません。

臨海斎場 ☎5755-2833㈹
3790-5866 大田区東海1-3-1

火葬場のある斎場。亡くなった方または喪主（故人と
二親等以内）が世田谷・港・品川・目黒・大田区民
の場合、協定料金で利用できます。

桐ヶ谷斎場 ☎3491-0213 品川区西五反田
5-32-20

堀ノ内斎場 ☎3311-2324 杉並区梅里1-2-27

代々幡斎場 ☎3466-1006 渋谷区西原2-42-1

落合斎場 ☎3361-4042 新宿区上落合
3-34-12

火葬場のある斎場。
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保健・医療
■保健所等

世田谷保健所 ☎5432-2432
5432-3019

世田谷4-24-1
（城山分庁舎内）
※�生活保健課のみ
区役所本庁舎内

●総合支所健康づくり課（➡43頁）

保健センター ☎6265-7441
6265-7409

松原6-37-10
（保健医療福祉総
合プラザ2-3階）

月～金曜　午前9時～午後5時
休 土・日曜、祝・休日、年末年始
世田谷区歯科
保健センター ☎3708-0226 玉川3-21-2

世田谷区口腔
衛生センター ☎ 3328-5871 松原6-4-1 1階

東京都動物愛護
相談センター ☎3302-3507 八幡山2-9-11

保健医療福祉
総合プラザ

☎6379-4301
6379-4305 松原6-37-10

全区的な保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」内
の区複合施設。保健センターのほか、貸出会議
室等（有料）があります。

●医師会・歯科医師会・薬剤師会（➡220頁）

住まい・まちづくり
■住まい・まちづくり

（一財）世田谷
トラストまちづくり

ʪॅ·いʫ
☎6379-1420
6379-4233 松原6-3-5

（梅丘分庁舎1階）ʪ·ͪͮ͘りʫ
☎6379-1621
6379-4233

■土木管理事務所
世田谷
土木管理事務所

☎3424-2790
3424-2501 若林1-34-2

北沢
土木管理事務所

☎5486-7010
3412-6847 代田5-19-1

玉川
土木管理事務所

☎3702-4914
3702-3762 中町4-35-11

砧
土木管理事務所

☎3417-9571
3417-9573 大蔵4-6-2

烏山
土木管理事務所

☎3308-8133
3305-2484 粕谷4-9-27

駐輪場
■区立駐輪場
Ԧઢژ˔

代田橋 ☎ 5300-9298
（明大前南） 大原2-21先

明大前南 ☎ 5300-9298 松原2-22-6
明大前高架下
（無料）

☎6432-7967
6432-7996 松原1-45先

下高井戸北
☎ 5300-9298
（明大前南）

松原3-31-1
下高井戸南第二 松原3-15-11
下高井戸駅前 赤堤4-40-11
桜上水南 ☎ 3303-6495 桜上水4-18-13
八幡山北 ☎ 5317-5838

（八幡山北）
上北沢4-35-12

芦花公園北 南烏山3-2-1
烏山地下

☎ 5384-1441
（烏山地下）

南烏山6-2-21
烏山北 南烏山6-6先
烏山北第二 南烏山6-30先
烏山北第三 南烏山4-10-4
新烏山南 ☎ 3307-8184 上祖師谷1-37-10
烏山南第二

☎ 3305-5451
（烏山中央）

南烏山5-10-11
烏山南第三 南烏山5-18-19
烏山南第四 南烏山5-20-1
烏山中央 南烏山5-17-23
烏山駅前 南烏山5-13-1
烏山東 南烏山2-25-10

ԦҪͷ಄ઢژ˔

池ノ上
☎ 3481-6251
（北沢タウンホール
１階駐輪場受付）

代沢2-42-18

新代田
☎3425-7195
3425-7196

（世田谷区シルバー
人材センター）

代田6-34-13

東松原 ☎ 5300-9298
（明大前南） 松原5-2-12

˔খాٸઢ

下北沢北（無料）☎6432-7967
6432-7996 北沢2-25先

下北沢
☎ 3481-6251

（北沢タウンホール
1階駐輪場受付）

北沢2-2-13
下北沢第二 北沢1-38-10
下北沢第三 北沢1-40-11
下北沢東 北沢1-46先
経堂南 ☎ 3439-5190 経堂1-12-11
千歳船橋北 ☎ 3428-3756 船橋1-13-2
千歳船橋南 ☎ 5477-1133 桜丘2-22-1

千歳船橋西 ☎ 3428-3756
（千歳船橋北） 桜丘5-21

成城北第二 ☎ 3484-9722 成城6-14-10
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˔౦ాٸԂࢢઢ

池尻大橋 ☎ 3419-2191
（三軒茶屋北） 池尻3-2先

三軒茶屋中央 ☎090-4963-2690 三軒茶屋2-11先
三軒茶屋北

☎ 3419-2191
（三軒茶屋北）

太子堂2-16-1
三軒茶屋北第二 太子堂2-20-4
三軒茶屋北第三 太子堂2-16-11
三軒茶屋西 ☎ 3410-2408

（三軒茶屋西）
太子堂4-20-8

三軒茶屋二丁目 三軒茶屋2-14-9
駒沢 ☎ 3795-7931 駒沢2-6-17
駒沢第二 ☎ 3413-4345 上馬4-3-20
桜新町 ☎ 3427-7346 桜新町2-7-15
用賀 ☎ 3707-6241 用賀4-5-5先
用賀西 ☎ 3700-7917

（用賀西）
用賀4-9-8

用賀西第二 用賀4-10先
二子玉川西 ☎ 3709-2815

（二子玉川西）
玉川3-15-3

二子玉川西多摩堤 玉川1-12-7先

˔౦ٸେҪொઢ
等々力 ☎ 3705-3741 等々力3-2-2
尾山台 ☎ 5706-9455

（尾山台）
尾山台3-34-14

九品仏南 奥沢6-25-9
上野毛北 ☎ 3702-3869 上野毛1-27-13
自由が丘駅第一 ☎ 3722-7371 奥沢5-42-14

˔౦ాੈٸ୩ઢ
松原 ☎3425-7195

3425-7196
（世田谷区シルバー
人材センター）

赤堤4-1-1先

上町 世田谷3-3先
ほか

世田谷駅南 ☎3439-5190
（経堂南） 世田谷4-7-16

■民営駐輪場
Ԧઢژ˔

京王サイクルパーク
明大前

☎042-490-6815
042-490-6819

（京王不動産株式会社）
松原2-46-1

明大前駅前
駐輪場

☎0120-162-088　
（緊急連絡先コール
センター）

松原2-22

ショウワパーク
下高井戸駐輪場

☎0120-961-895
（CSPパーキング
サポート）

赤堤4-37-11

三井住友銀行
下高井戸支店
お客様駐輪場

☎0120-773-281
（サイカパーキング
コールセンター）

赤堤4-47-10

京王サイクルパーク
桜上水北

☎042-490-6815
042-490-6819

（京王不動産株式会社）

桜上水5-29

京王サイクルパーク
桜上水C 桜上水5-24

京王サイクルパーク
桜上水駅前 桜上水5-29-52

アップルパーク
桜上水駐輪場第1

☎0120-363-863
（株式会社アップル
パークコールセンター）

桜上水5-24

TOBU PARK
桜上水駅南口駐輪場

☎0120-162-088
（お客様コールセンター）桜上水5-26

京王サイクルパーク
八幡山東

☎042-490-6815
042-490-6819

（京王不動産株式会社）
上北沢4-36

サイクルプラザ
八幡山

☎5835-4523
（有限会社ジェイシステム）八幡山3-34-3

サイクルプラザ
八幡山 第2

☎5835-4523
（有限会社ジェイシステム）八幡山3-34-8

京王サイクルパーク
芦花公園暫定駐
輪場

☎5317-6263
5317-6261

（京王電鉄株式会社）
南烏山2-30

サイクルパーク
芦花公園駅前

☎0120-787-825
（株式会社モーリス）南烏山３-1

サイクルタイム
ズ千歳烏山

☎0120-77-8924
（タイムズ24株式会社）南烏山4-10-7

三井のリパーク
千歳烏山 ☎0120-325-130

（リパークコール
センター）

南烏山6-5-1

三井のリパーク
千歳烏山駅前第2 南烏山5-10-5

さくら駐輪場
千歳烏山第1

☎6454-1147
（PIJサポートセン
ター）

南烏山6-6-5

さくら駐輪場
千歳烏山第2 南烏山6-6-4

さくら駐輪場
千歳烏山第5 南烏山5-34-12

さくら駐輪場
千歳烏山第6 南烏山5-34-13

アップルパーク
ライフ千歳烏山
店駐輪場

☎0120-811-033
（株式会社アップル
パークコールセンター）

南烏山5-32-1

クレアビル駐輪場
☎0120-963-984

（株式会社アップル
パークコールセンター）

南烏山4-12-7

ԦҪͷ಄ઢژ˔

京王サイクル
パーク下北沢

☎042-490-6815
042-490-6819

（京王不動産株式会社）
北沢1-38-16

京王サイクル
パーク下北沢2

☎042-490-6815
042-490-6819

（京王不動産株式会社）
北沢2-6-2

˔খాٸઢ

オダクル東北沢
第1

☎ 6804-4613
（オダクル梅ヶ丘
統合事務所）

北沢1-21

下北沢駅南西口前
駐輪場

☎0120-356-621
（NCDサポートセンター） 北沢2-22

世田谷代田第1
駐輪場（小田急）

☎050-3786-3305
（アイテックコー
ルセンター）

代田3-57
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オダクル世田谷
代田第2

☎ 6804-4613
（オダクル梅ヶ丘
統合事務所）

代田2-31

オダクル梅ヶ丘
第1 梅丘1-29

オダクル梅ヶ丘
ＯＸ 梅丘1-31

オダクル梅ヶ丘
第2 梅丘1-43-40

オダクル豪徳寺
第2

☎ 3706-3091
（オダクル経堂
第1管理事務所）

豪徳寺1-43

オダクル豪徳寺
第3 宮坂2-26-1

オダクルマルシェ
豪徳寺 豪徳寺1-24

オダクル経堂
第1 宮坂3-1-23

オダクル経堂
第2 経堂2-14先

オダクル経堂
第3 経堂3-2-14

オダクル経堂
コルティ 経堂2-1-33

オダクル経堂東口
高架下店舗（小田急） 宮坂3-1-31

オダクル経堂駅
東側商業施設A・
Bエリア

宮坂3-1

三井のリパーク
経堂

☎0120-325-130
（リパークコール
センター）

経堂2-3-1

三井のリパーク
経堂駅前
第２駐輪場

経堂2-4-17

三井のリパーク
経堂駅前
第3駐輪場

経堂2-2

アップルパーク
ピーコックストア
経堂店駐輪場

☎0120-363-863
（株式会社アップル
パークコールセンター）

宮坂2-19-5

サイクルステー
ション Coin's
千歳船橋

☎0120-963-791
（コールセンター） 桜丘2-19-9

オダクル千歳船橋
第1

☎ 5450-1451
（オダクル千歳船
橋第1管理事務所）

経堂4-18-24

オダクル千歳船橋
第2 船橋1-10

オダクル千歳船橋
第3 桜丘5-21

オダクル千歳船橋
第4 桜丘5-47

オダクルマルシェ
千歳船橋 船橋1-9-45

オダクル千歳船橋
ＯＸ 経堂4-18-38

オダクル祖師ヶ谷大蔵
第1 ☎ 3789-5440

（オダクル祖師ヶ
谷大蔵第1管理事
務所）

祖師谷1-7-25

オダクル祖師ヶ谷大蔵
第2 祖師谷3-2-13

オダクルマルシェ
祖師ヶ谷大蔵 祖師谷3-1-7

三井のリパーク
祖師ヶ谷大蔵 ☎0120-325-130

（リパークコール
センター）

祖師谷3-1-20

三井のリパーク
祖師ヶ谷大蔵駅前第2 砧8-11-1

サイカパークり
そな銀行祖師谷
支店特約駐輪場

☎0120-773-281
（サイカパーキング
コールセンター）

祖師谷3-1-21

オダクル成城学園前
第1

☎ 3416-3219
（オダクル成城学園
前第1管理事務所）

成城2-38-9

オダクル成城学園前
第2

☎ 3789-0156
（オダクル成城学園
前第2管理事務所）

成城5-1-1

TOBU PARK成
城学園前駅南口
駐輪場

緊急連絡先
☎0120-356-621 成城2-40

三井のリパーク
三井住友銀行
成城支店駐輪場

☎0120-325-130
（リパークコール
センター）

成城2-34-14

オダクル喜多見
第1

☎ 5438-4433
（オダクル喜多見
店舗管理事務所）

喜多見9-1-34

オダクル喜多見
第3 喜多見9-25

オダクル喜多見
第4 喜多見9-25

˔౦ాٸԂࢢઢ
キャロットタワー
駐輪場 ☎3663-4604 太子堂4-1-1

サイカパーク
三軒茶屋駐輪場
Ａ・Ｂエリア

☎0120-773-281
（サイカパーキング
コールセンター）

三軒茶屋
2-16-11

テンプル大学
駐輪場 太子堂1-14-29

パートナ駒沢大学
駅前第１駐輪場

☎0120-8107-12
（フリーダイヤル） 上馬4-3-5

三井のリパーク
桜新町駅前

☎0120-325-130
（リパークコール
センター）

桜新町2-9-2

世田谷ビジネス
スクエア駐輪場

☎6435-6160
6435-6366

（NPO法人 Been）
用賀4-10-1

用賀2丁目
駐輪場

☎0120-8107-12
（フリーダイヤル） 用賀2-33-22

FPC用賀ビル屋
上駐輪場

☎3718-1600
3724-9739

（株式会社SBP
コミュニケーションズ）

用賀4-3-1

東急二子玉川駅
駐輪場

時間ぎめ
☎3708-3914

（東急二子玉川駅駐輪場）
定期利用
☎4213-8016

（NCD株式会社）

玉川2-24
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二子玉川ライズ
第1駐輪場

☎0120-356-621
（NCD
サポートセンター）

玉川2-22-12
ステーションマーケット2F

二子玉川ライズ
第2駐輪場

玉川2-21-1
リバーフロント B1

二子玉川ライズ
第3駐輪場

玉川2-2-1
バーズモール2F

二子玉川ライズ
第4駐輪場

玉川1-14-1
テラスマーケット1F

二子玉川ライズ
第5駐輪場

玉川1-14-1
テラスマーケット1F

玉川高島屋
S・C駐輪場
（西館）

☎3709-2222
（玉川高島屋
S・C代表番号）

玉川3-16-22

玉川高島屋
S・C駐輪場
（アイビーズ
プレイス）

玉川4-1-25

柳小路錦町
駐輪場 玉川3-13-1

˔౦ٸେҪொઢ

東急上野毛駅
駐輪場

☎044-863-7166
044-866-2088

（東急電鉄株式会社）
上野毛1-41-4

˔౦ٸࠇઢ

東急奥沢駅
駐輪場

☎5483-8871
5483-8872

（東急電鉄株式会社）
奥沢2-9-20

■レンタサイクルポート
˔ੈా୩۠ɾ*)*ίϛϡχςΟαイΫϧϙート

桜上水南 ☎ 3303-6495 桜上水
4-18-13

経堂駅前 ☎ 3426-0016 経堂2-1-38先

三軒茶屋中央 ☎090-4811-0905 三軒茶屋
2-11先

桜新町 ☎ 3427-7346 桜新町2-7-15
等々力 ☎ 3705-3741 等々力3-2-2

˔レϯタαイΫϧϙート
三軒茶屋北 ☎ 3419-2191 太子堂2-16-1
成城北第二 ☎ 3484-9722 成城6-14-10

■放置自転車等保管所
世田谷区自転車コールセンター ☎3424-4191

ホ：ホール 集：集会所 練：練習室 会：会議室 和：和室 多：多目的ホール 料：料理講習室
音：音楽室 体：体育室 大：大広間 茶：茶室 絵：絵画・工芸室 展：展望エリア

■スカイキャロット展望ロビー
東京都心等の眺望や飲食場所としてご利用できます。 ʪར用ؒ࣌ʫ午前9時30分～午後11時

スカイキャロット展望ロビー ☎5430-1185 太子堂4-1-1
（キャロットタワー 26階）

展 午前9時30分～午後11時
オークラレストランスカイキャロット
　レストラン（午前11時～午後10時）
　カフェ（午前10時～午後10時）
休 第2水曜、年末年始

■区民会館
文化祭、講演会、音楽会、映画会等にご利用ください（有料）。
※車での来場はご遠慮ください。

ʪར用ؒ࣌ʫ午前9時～午後10時
ʪར用ਃࠐΈʫ�6か月前の1日から現地で。
� � ※�世田谷区民会館は、ホール・集会室・ホールと併用する練習室は12か月前の1日から、

練習室は6か月前の1日から（令和６年９月から令和７年７月までは通常とスケジュール
が異なりますのでホームページをご確認ください。）

� � ※多数のときは抽選（抽選時期等は各区民会館ホームページ等でご確認ください）。

世田谷区民会館
（令和6年9月1日から一般
利用開始） ☎5432-2837 世田谷4-21-27

ホ（933席）、集 2室（100人、57人）
練 2室（40人、20人）
休 第2・3月曜、年末年始

世田谷区民会館別館
「三茶しゃれなあどホール」☎3411-6636 三軒茶屋1-41-10

（三茶昭和ビル4～ 6階）
集 4室（135人、42人、36人、54人）
休 第4水曜、年末年始

北沢区民会館
「北沢タウンホール」 ☎5478-8006 北沢2-8-18 ホ（294席）、集 4室（36～ 80人）

休 第1・3月曜、年末年始

区民施設　　車いす用駐車場あり　　エレベーターあり　　車いす用トイレあり　　オストメイト対応トイレあり
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北沢区民会館別館
「梅丘パークホール」 ☎5300-3220 松原6-4-1 集（120人）

休 第1・3月曜、年末年始

玉川区民会館
「玉川せせらぎホール」 ☎3702-1675 等々力3-4-1

ホ （392席）
集 �5室（36人、30人、36人、48人、48人）
休 第2・4月曜、年末年始

玉川区民会館別館
「上用賀アートホール」 ☎3708-4455 上用賀5-14-1-102 集（118人）

休 第2・4月曜、年末年始

砧区民会館
「成城ホール」 ☎3482-1313 成城6-2-1

ホ（397席）
集 �5室（24人、24人、36人、63人、63人）
休 第1・3月曜、年末年始

烏山区民会館 ☎3326-3511 南烏山6-2-19
（烏山区民センター内）

ホ（384席）、集（120人）
休 第1・3月曜、年末年始

■区民センター
様々な区民活動のために地域に開かれた施設です。個人利用できる時間帯もあります（個人利用以外
は有料）。

ʪར用ؒ࣌ʫ午前9時～午後10時（年末年始はいずれも休館）
ʪར用ਃࠐΈʫ個人利用以外は「けやきネット」（➡152頁）

太子堂区民センター ☎3422-1101 太子堂1-14-20 会 茶 音 体 和 休 第1・3月曜

弦巻区民センター ☎3426-9624 弦巻1-26-11
会 多 茶 音 体 料
大
オレンジルーム

休 第2・4月曜

宮坂区民センター ☎3706-3501 宮坂1-24-6 会 体 多 大 和 休 第3月曜

桜丘区民センター ☎3439-0541
桜丘5-14-1
（別館桜丘ホール・別館
会議室は、桜丘2-22-1）

会 料 音 大
集会室兼体育室
別館桜丘ホール・別
館会議室

休 第2・4月曜

代田区民センター ☎6407-8408 代田6-34-13

会 多 音 和
すべての時間帯で
「けやきネット」の利
用申込みが必要

休 第1・3月曜

奥沢区民センター ☎3720-1973 奥沢3-31-6 本館
奥沢5-40-6 別館 会 休 第2月曜・

第4日曜
玉川台区民センター ☎3709-4161 玉川台1-6-15 会 茶 音 体 大 休 第2・4月曜

深沢区民センター ☎3705-4761 深沢4-33-11 会 料 大
集会室兼体育室 休 第1・3月曜

鎌田区民センター ☎3709-4311 鎌田3-35-1 会 茶 音 料 絵 大 休 第1・3月曜

上北沢区民センター ☎3290-3701 上北沢3-8-9 会 音 多 大 料 和 休 第2・4月曜

粕谷区民センター ☎3305-3131 粕谷4-13-6 会 音 多 大 和 休 第2・4月曜

烏山区民センター ☎3326-3511 南烏山6-2-19 会 茶 音 体 料 大 休 第1・3月曜

ホ ：ホール 集 ：集会所 会 ：会議室 和 ：和室 多 ：多目的ホール 料 ：料理講習室
音 ：音楽室 体 ：体育室 大 ：大広間 茶 ：茶室 絵 ：絵画・工芸室
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■地区会館
地域のコミュニティ活動や文化的活動等にご利用ください。和室・大広間は個人利用もできます（個
人利用以外は有料）。

ʪར用ؒ࣌ʫ 午前9時～午後10時（年末年始、施設管理日はいずれも休館）
ʪར用ਃࠐΈʫ個人利用以外は「けやきネット」（➡152頁）

問世田谷総合支所　生涯学習・施設担当
　☎5432-2835　 5432-3032
池尻地区会館 池尻2-3-11

☎3422-1777 会 大

三宿地区会館 三宿2-7-10 会 大 和

世田谷地区会館 世田谷2-25-10 会 料 大

経堂地区会館 経堂3-37-13
☎3428-9237 会 大 和

経堂地区会館別館 経堂3-1-15
☎3427-6855 会

経堂南地区会館 経堂5-21-6 会 大 和

下馬地区会館 下馬4-13-4
☎3421-7469 会 大 和

下馬南地区会館 下馬6-41-6 会 大

野沢地区会館 野沢1-8-14 会 大

中里地区会館 上馬2-24-17 会 大 和

上馬地区会館 上馬4-10-17
☎3421-5567

会 多 音
大

問北沢総合支所　生涯学習・施設担当
　☎5478-8045　 5478-8004
花見堂地区会館 代田1-13-14

☎3414-2836 会 音

代田地区会館 代田4-14-3 会 大

守山地区会館 代田6-21-5
☎6407-1685 会 多

梅丘地区会館 梅丘1-61-16
☎3428-2262 会 大 和

代沢東地区会館 代沢1-31-8 会 大 和

代沢地区会館 代沢5-8-19
☎3413-4448

会 料 大
和

北沢地区会館 北沢3-3-10
☎3460-5795

会 料 大
和

松原地区会館 松原5-17-6 会 大 和

桜上水南地区会館 桜上水3-4-11 会 大 和

問玉川総合支所　生涯学習・施設担当
　☎3702-1636　 3702-0942
東玉川地区会館 東玉川1-19-15 会 大 和

奥沢東地区会館 奥沢2-9-28 会 大 和

九品仏地区会館 奥沢7-34-3 会

奥沢地区会館 奥沢7-35-4
☎3703-6611 会 料

玉堤地区会館 玉堤1-12-18 会 大 和

尾山台地区会館 等々力2-17-14
☎3703-0211

会 音 大
和

用賀地区会館 用賀4-38-16 会 大 和

二子玉川地区会館 玉川4-4-5
☎3709-6261 会 大 料

二子玉川地区会館別館 玉川3-27-1 会

瀬田地区会館 瀬田4-18-11 会 大 和

新町地区会館 新町2-21-10 会 大 和

深沢地区会館 深沢1-14-22 会 大

駒沢地区会館 駒沢3-13-5
☎3419-6633 会 大 和

上野毛地区会館 中町2-33-11
☎3705-8866 会 大 和

等々力地区会館 等々力3-25-16 会 大 和

問砧総合支所　生涯学習・施設担当
　☎3482-2001　 3482-1655
祖師谷地区会館 祖師谷3-30-30 会 大 和

船橋地区会館 船橋3-11-8 会 大

千歳台地区会館 千歳台3-31-9 会 大 和

喜多見東地区会館 喜多見5-11-10 会 大

喜多見地区会館 喜多見8-23-23 会 大 和

ホ ：ホール 集 ：集会所 会 ：会議室 和 ：和室 多 ：多目的ホール 料 ：料理講習室
音 ：音楽室 体 ：体育室 大 ：大広間 茶 ：茶室 絵 ：絵画・工芸室
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宇奈根地区会館 宇奈根2-23-20 会 大 和

岡本地区会館 岡本1-25-4 会 大 和

大蔵地区会館 砧3-5-6 会 大 和

砧地区会館 砧8-2-21 会 大 和

問烏山総合支所　生涯学習・施設担当
　☎3326-9376　 3326-1050
上北沢地区会館 上北沢2-1-3

☎3302-4205 会 料 大

上祖師谷地区会館 上祖師谷4-5-6 会 大 和

給田地区会館 給田3-14-7 会 大 和

北烏山地区会館 北烏山9-25-26 会 大 和

■区民集会所
地域のコミュニティ活動や文化的活動等に利用できます（有料）。

ʪར用ؒ࣌ʫ午前9時～午後10時（年末年始、施設管理日はいずれも休館）
ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」（➡152頁）

問世田谷総合支所　生涯学習・施設担当
　☎5432-2835　 5432-3032
池尻区民集会所 池尻3-27-21

三軒茶屋区民集会所 太子堂2-17-1

丸山区民集会所 三軒茶屋2-32-14

弦巻区民集会所 弦巻5-1-18

下馬区民集会所 下馬3-14-9

野沢区民集会所 野沢4-24-1
（ヴィルヌーブタワー駒沢2階）

若林区民集会所 若林1-34-2

問北沢総合支所　生涯学習・施設担当
　☎5478-8045　 5478-8004
新代田区民集会所 羽根木1-6-14

羽根木区民集会所 羽根木2-8-6
（東松原ハイム1階）

大原区民集会所 大原1-16-16
（シルクロードビル1階）

下北沢区民集会所 北沢2-26-6
（モンブランビル地下／3階）

北沢南区民集会所 北沢3-25-8

北沢区民集会所 北沢4-24-22

六所橋区民集会所 赤堤2-10-13

松沢区民集会所 赤堤5-31-5

問玉川総合支所　生涯学習・施設担当
　☎3702-1636　 3702-0942

上野毛区民集会所 上野毛1-26-14

野毛区民集会所 野毛2-4-4

用賀区民集会所 用賀4-10-6

中町区民集会所 中町4-15-6

桜新町区民集会所 桜新町1-30-14

問砧総合支所　生涯学習・施設担当
　☎3482-2001　 3482-1655
砧総合支所区民集会所 成城6-2-1

祖師谷区民集会所 祖師谷4-1-23

希望丘区民集会所 船橋6-25-1

鎌田区民集会所 鎌田2-1-24

山野区民集会所 砧1-11-3
（都営砧一丁目アパート内）

ホ ：ホール 集 ：集会所 会 ：会議室 和 ：和室 多 ：多目的ホール 料 ：料理講習室
音 ：音楽室 体 ：体育室 大 ：大広間 茶 ：茶室 絵 ：絵画・工芸室
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問烏山総合支所　生涯学習・施設担当
　☎3326-9376　 3326-1050

八幡山区民集会所 八幡山3-32-26
（区営八幡山三丁目第2
アパート内）

上祖師谷一丁目区民集会所 上祖師谷1-24-2
（区営上祖師谷一丁目第2
アパート内）

南烏山区民集会所 南烏山3-23-7
（芦花パークヒル3・2階）

寺町通り区民集会所 北烏山5-1-4

■区民フロアー（活動フロアー、活動コーナー）
まちづくりセンター（➡52頁～）に、地区で公共的、公益的な活動を行う団体が利用できる活動フ
ロアー等を設置しています（無料）。

あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）（➡123頁）
˔ੈా୩Ҭ

池尻あんしんすこやかセンター ☎5433-2512
3418-5261 池尻3-27-21

池尻1～ 3、
池尻4（1～ 32番）、
三宿1・2

太子堂あんしんすこやかセンター ☎5486-9726
5486-9750 太子堂2-17-1 2階 太子堂1～ 5、

三軒茶屋1

若林あんしんすこやかセンター ☎5431-3527
5431-3528 若林1-34-2 若林1～ 5、

三軒茶屋2

上町あんしんすこやかセンター ☎5450-3481
5450-8005 世田谷1-23-5 2階 世田谷1～ 4、桜1～ 3、

弦巻1～ 5

経堂あんしんすこやかセンター ☎5451-5580
5451-5582 宮坂1-44-29 宮坂1～ 3、桜丘1～ 5、

経堂1～ 5

下馬あんしんすこやかセンター ☎3422-7218
3414-5225 下馬4-13-4 下馬1～ 6、野沢1～ 4

上馬あんしんすこやかセンター ☎5430-8059
5430-8085 上馬4-10-17 上馬1～ 5、駒沢1・2

˔Ҭ

梅丘あんしんすこやかセンター ☎5426-1957
5426-1959 梅丘1-61-16 代田1～ 3、梅丘1～ 3、

豪徳寺1・2

代沢あんしんすこやかセンター ☎5432-0533
5433-9684 代沢5-1-15 代沢1～ 5、

池尻4（33～ 39番）

新代田あんしんすこやかセンター ☎5355-3402
3323-3523 羽根木1-6-14 代田4～ 6、羽根木1・2、

大原1・2

北沢あんしんすこやかセンター ☎5478-9101
5478-8072

北沢2-8-18
（北沢タウンホール地下1階） 北沢1～ 5

松原あんしんすこやかセンター ☎3323-2511
5300-0212 松原5-43-28 松原1～ 6

松沢あんしんすこやかセンター ☎3325-2352
5300-0031 赤堤5-31-5 赤堤1～ 5、桜上水1～ 5

Ҭۄ˔

奥沢あんしんすこやかセンター ☎6421-9131
6421-9137 奥沢3-15-7 東玉川1・2、奥沢1～ 3

九品仏あんしんすこやかセンター ☎6411-6047
6411-6048 奥沢7-35-4 玉川田園調布1・2、

奥沢4～ 8

等々力あんしんすこやかセンター ☎3705-6528
3703-5221

等々力3-4-1
（玉川総合支所2階）

玉堤1・2、等々力1～ 8、
尾山台1～ 3

上野毛あんしんすこやかセンター ☎3703-8956
3703-5222 中町2-33-11 上野毛1～ 4、野毛1～ 3、

中町1～ 5

用賀あんしんすこやかセンター ☎3708-4457
3700-6511 用賀2-29-22 2階 上用賀1～ 6、用賀1～ 4、

玉川台1・2180
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※あんしんすこやかセンターは、まちづくりセンターと同じ建物にあります。

二子玉川
あんしんすこやかセンター

☎5797-5516
3700-0677 玉川4-4-5 2階 玉川1～ 4、瀬田1～ 5

深沢あんしんすこやかセンター ☎5779-6670
3418-5271 駒沢4-33-12

駒沢3～ 5、駒沢公園、
新町1～ 3、桜新町1・2、
深沢1～ 8

˔٨Ҭ

祖師谷あんしんすこやかセンター ☎3789-4589
3789-4591 祖師谷4-1-23 祖師谷1～ 6、

千歳台1・2

成城あんしんすこやかセンター ☎3483-8600
3483-8731 成城6-3-10 成城1～ 9

船橋あんしんすこやかセンター ☎3482-3276
5490-3288 船橋4-3-2 船橋1～ 7、

千歳台3～ 6

喜多見あんしんすこやかセンター ☎3415-2313
3415-2314 喜多見5-11-10 喜多見1～9、宇奈根1～3、

鎌田1～ 4

砧あんしんすこやかセンター ☎3416-3217
3416-3250 砧5-8-18 岡本1～ 3、大蔵1～ 6、

砧1～ 8、砧公園
˔ӊࢁҬ

上北沢あんしんすこやかセンター ☎3306-1511
3329-1005 上北沢4-32-9 上北沢1～ 5、

八幡山1～ 3
上祖師谷
あんしんすこやかセンター

☎5315-5577
3305-6333 上祖師谷2-7-6 上祖師谷1～ 7、

粕谷1～ 4

烏山あんしんすこやかセンター ☎3307-1198
3300-6885

南烏山6-2-19
（烏山区民センター 2階）

給田1～ 5、南烏山1～ 6、
北烏山1～ 9

■高齢の方の集会・交流施設

せたがや がやがや館
（健康増進・交流施設）

☎6450-7908
3410-6940

池尻2-3-11
3・4階

高齢の方を中心とした多世代の方々の健康増進と交流の場として
利用できます。交流室、多目的室、会議室、娯楽室、運動室、レス
トランほか
午前9時～午後10時　休 第3日曜、12月28日～ 1月4日

ひだまり友遊会館 ☎3419-2341
3413-9444

若林4-37-8

高齢の方の憩いの場として利用できます。会議室等の団体利用も
できます。会議室、講習室、休養室、体育室、囲碁将棋室、生涯現
役情報ステーション、とまり木ステーションほか
午前9時～午後10時　休 第2日曜、12月28日～ 1月4日

北烏山東
敬老会館 問☎6304-3176

北烏山2-2-6

昼間は高齢の方の娯楽、憩いの施設として、夜間は一般団体の集
会施設として利用可。
休 12月28日～ 1月4日

ʪؒͷஂମར用ਃࠐΈʫけやきネット（➡152頁）

桜高齢者
集会所

問☎6304-3176
桜1-2-19

昼間は高齢者団体優先ですが空きがあれば一般団体も利用可。
休 12月28日～ 1月4日

ʪར用ਃࠐΈʫ昼間分：市民活動推進課
☎6304-3176

（上馬高齢者集会所多目的ホールのみ：けやきネット）
夜間分：けやきネット（➡152頁）

上馬高齢者
集会所 問☎6304-3176

上馬4-36-9

土と農の交流園 ☎ 5374-1291
桜上水2-11-1

休 12月29日～ 1月4日
団体で和室（夜間）・研修室（日中・夜間）を利用できます。希望日
の1か月前から電話、ファクシミリで申込みできます。受付時間は
午前９時～午後5時です。

高齢の方の施設  車いす用駐車場あり　 　エレベーターあり
 車いす用トイレあり　 　オストメイト対応トイレあり
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■養護老人ホーム
友愛ホーム ☎3416-3164

3416-5782
砧
3-9-11

■介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
（50音順）
エリザベート成城 ☎3789-8100

3789-8144
成城
8-27-24

上北沢ホーム ☎3306-5155
3306-1222

上北沢
1-28-17

きたざわ苑 ☎5453-5620
5453-5621

北沢
5-24-18

喜多見ホーム ☎5727-1161
5727-1164

喜多見
7-20-26

砧ホーム ☎5429-6239
3416-3494

砧
3-9-11

久我山園 ☎3309-3211
3326-6054

北烏山
2-14-14

さくらほうむ ☎6809-7603
6809-7604

弦巻
3-3-17

下馬の家 ☎6805-5620
6805-5805

下馬
2-25-8

寿
す

満
ま

ホーム
かみきたざわ

☎6824-9080
3302-5520

上北沢
1-32-11

成城アルテンハイム ☎3483-8001
3483-8002

成城
6-13-17

世田谷希望丘ホーム ☎5316-5388
5316-5387

船橋
6-25-25

せたがや給田乃杜 ☎5384-7277
5384-2011

給田
5-3-5

第2有隣ホーム ☎3482-3911
3483-3938

船橋
2-15-38

千歳敬心苑 ☎3307-1165
3307-1140

給田
5-9-5

弦巻の家 ☎6413-7880
6413-7875

弦巻
5-34-5

東京敬寿園 ☎5313-0008
3308-0303

上祖師谷
7-1-1

ときわぎ世田谷 ☎6413-8571
6413-8572

下馬
2-3-10

等々力共愛ホームズ ☎5706-6588
5706-6597

等々力
1-24-11

等々力の家 ☎5752-0030
5752-0029

等々力
8-26-16

博水の郷 ☎5491-0340
5491-0343

鎌田
3-16-6

ハートハウス成城 ☎3416-5820
3416-5821

成城
3-2-9

ハートフル若林 ☎6805-4517
6805-4518

若林
5-38-20

フレンズホーム ☎3422-7211
3422-7227

下馬
2-21-11

フォーライフ桃郷 ☎3300-1600
3300-1607

北烏山
7-8-11

深沢共愛ホームズ ☎5760-6331
5760-6821

深沢
1-32-21

有隣ホーム ☎3484-0600
3484-5503

船橋
2-15-38

ラ・ストーリア
馬事公苑 ☎6804-4835

6804-4836
上用賀
4-15-12

ラペ二子玉川 ☎6805-6678
6805-6621

瀬田
4-5-5

芦花ホーム ☎5317-1094
5317-1093

粕谷
2-23-1

■介護老人保健施設（50音順）
うなね杏霞苑 ☎5494-5566

5494-5567
宇奈根
3-12-29

梅ヶ丘 ☎6379-0427
6379-0428

松原
6-37-1

（東京リハビリ
テーションセン
ター世田谷内）

サンセール世田谷大蔵 ☎5727-9535
5727-9530

大蔵
1-3-22

玉川すばる ☎5797-5525
5797-5530

瀬田
4-1-14

ビバ・フローラ ☎3420-7115
3420-3690

世田谷
1-16-2

ふかさわ ☎3701-1164
3701-1181

深沢
1-9-3

ホスピア三軒茶屋 ☎5430-5963
3419-7162

三軒茶屋
1-16-13

■認知症高齢者グループホーム（50音順）
愛の家グループホーム
桜新町

☎5426-2630
5426-2640

弦巻
4-23-17

あかり ☎6411-2301
5429-1212

千歳台
3-26-15

いきいきの家
二子玉川

☎5494-8831
5494-8832

宇奈根
1-25-11

ウェルファー ☎5355-3700
5355-3771

代田
4-4-6

奥沢・共愛 ☎5706-7811
5706-7813

奥沢
7-50-13

かたらい ☎3308-0155
5314-2570

上祖師谷
6-7-23

烏山グループホーム
くつろぎ

☎5384-2571
5384-2597

南烏山
4-28-3

喜多見グループホーム
かつらの木

☎5429-6191
5429-6192

喜多見
7-20-11

砧愛の園 ☎5429-6433
5429-6435

砧
3-9-19

砧茶の花 ☎5727-0730
3417-0733

砧
7-3-10

木下の介護グループ
ホーム烏山

☎5384-7037
3307-5871

北烏山
9-9-7

木下の介護グループ
ホーム千歳烏山

☎5315-7518
5313-0621

北烏山
3-16-10

きらら奥沢 ☎5754-5262
3728-1501

奥沢
3-2-17

きらら世田谷野沢 ☎5787-0067
3487-0125

野沢
2-6-8

きらら千歳船橋 ☎5490-9577
5490-9576

千歳台
2-31-20

クローバーハウス
駒沢

☎3410-1868
3410-1865

駒沢
2-3-5
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クローバーハウス
若林

☎6453-2239
6453-2238

若林
2-22-14

さくらの家 ☎5477-2171
5477-2179

桜丘
4-7-17

成城さくらそう ☎5315-5270
3326-5271

上祖師谷
4-20-10

せらび芦花公園 ☎6304-6541
6304-6622

粕谷
2-7-16

ソラスト上用賀 ☎5491-7071
5491-2011

上用賀
3-13-12

たのしい家宇奈根 ☎5727-9521
3415-1921

宇奈根
1-34-12

たのしい家上野毛 ☎5752-1631
3701-6821

上野毛
1-21-14

たのしい家喜多見 ☎5727-0021
3749-6021

喜多見
4-9-15

ちいさな手
ふれあいの街世田谷 ☎ 5490-6565 祖師谷

4-30-18

ちとせ ☎5490-7080
5490-7081

千歳台
4-2-1

千歳台さくらそう ☎3483-3730
3483-3731

千歳台
5-20-4

チューレンポート ☎ 5451-3282 世田谷
1-4-3

ツクイ世田谷宇奈
根グループホーム

☎5727-2255
5727-2266

宇奈根
2-15-18

つどい島田家 ☎5374-1330
5374-1332

八幡山
3-24-7

中町グループホーム
ふるさと

☎5758-2003
5706-7026

中町
3-29-2

ニチイケアセンター
世田谷宇奈根

☎5716-3660
5716-3661

宇奈根
1-18-6

ニチイケアセンター
用賀

☎5491-5172
5491-5173

用賀
3-9-12

ノテ深沢 ☎6432-3890
6432-3896

深沢
7-17-20

ハートフル若林 ☎6805-4517
6805-4518

若林
5-38-20

ハイムガーデン
世田谷

☎6411-1290
6411-1291

宇奈根
2-26-7

PAO経堂 ☎5799-3070
5799-3071

経堂
5-37-3

花みず木 ☎5429-6245
3416-6503

岡本
3-19-9

花物語
せたがや西

☎5490-7287
5490-7288

祖師谷
6-5-31

花物語
せたがや南

☎5727-9487
5727-9512

宇奈根
1-3-6

花物語
とどろき

☎5758-1317
5758-1318

等々力
5-28-2

花物語
はちまんやま

☎5316-2287
5316-2288

八幡山
3-18-12

マザアスホーム
だんらん世田谷

☎6411-0361
6411-0362

砧
1-34-5

ももちゃん ☎5490-7063
5490-7064

千歳台
5-22-1
（千歳台はなク
リニック3階）

優
ゆ

っくりグループ
ホーム池尻

☎5779-9133
5432-9021

池尻
2-3-45

優
ゆ

っくりグループ
ホーム鎌田

☎5491-5897
5491-5898

鎌田
3-31-19

優
ゆ

っくりグループ
ホーム喜多見

☎5727-0641
5727-0645

喜多見
3-10-15

優
ゆ

っくりグループ
ホーム下馬

☎6805-5627
6805-5727

下馬
2-25-8

■小規模多機能型居宅介護（50音順）

愛・小規模多機能
等々力

☎5758-7430
5758-7417

等々力
2-8-5

（フェリーチェ
等々力1階）

砧愛の園小規模多
機能型居宅介護

☎5429-6433
5429-6435

砧
3-9-19

小規模多機能型居
宅介護ノテ梅丘

☎6413-9385
6413-9386

梅丘
1-2-18

小規模多機能型居
宅介護ノテ深沢

☎6432-3891
6432-3895

深沢
7-17-20

小規模多機能型居宅
介護ハートフル若林

☎6805-4517
6805-4518

若林
5-38-20

小規模多機能
きらら奥沢

☎5754-5261
3728-1501

奥沢
3-2-17

小規模多機能
つどい八幡山

☎5374-1333
5374-1332

八幡山
3-24-7

小規模多機能
深沢の杜

☎5760-6721
5760-6751

深沢
1-32-21

小規模多機能ホーム
三宿

☎5787-8753
3795-1133

三宿1-8-19
（亀井ビル3階）

小規模多機能ホーム
みんなんち

☎5490-7601
5490-7602

千歳台
4-2-1

世田谷希望丘
コラボケアセンター

☎5316-5385
5316-5387

船橋
6-25-25

パナソニックエイジ
フリーケアセンター
世田谷南烏山・
小規模多機能

☎5969-1522
3326-8031

南烏山
2-19-1

優
ゆ

っくり 小規模多
機能介護池尻

☎5779-9134
5432-9022

池尻
2-3-45

優
ゆ

っくり 小規模多
機能介護奥沢

☎5726-9560
5726-9561

奥沢
2-23-1

優
ゆ

っくり 小規模多
機能介護下馬

☎6805-5623
6805-5753

下馬
2-25-8
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■看護小規模多機能型居宅介護（50音順）
看多機
かえりえ給田

☎050-1752-7124
050-3730-9265

給田
1-1-11

看多機
かえりえ成城

☎050-1751-5639
050-3737-9107

成城
1-1-9

看多機
かえりえ用賀

☎050-1753-5905
050-3852-0173

用賀
3-6-3

ナースケア・リビング
世田谷中町

☎6411-6422
6411-6433

中町5-9-9
（コミュニティプラザ4階）

優
ゆ

っくり看護小規模
多機能介護喜多見

☎5727-0642
5727-0645

喜多見
3-10-15

優
ゆ

っくり看護小規模
多機能介護三軒茶屋

☎6453-2451
6453-2452

三軒茶屋
2-32-14

優
ゆ

っくり看護小規模
多機能介護弦巻

☎6413-7806
6413-7826

弦巻
5-34-5

■ショートステイ施設
ケアプラスホテル
瀬田ステイ ☎5491-7017

5491-7018
瀬田
1-25-4

■都市型軽費老人ホーム（50音順）

愛の家世田谷鎌田 ☎5491-6400
5491-6401

鎌田
3-24-13

ケアハウス赤堤 ☎5355-1666
5355-1650

赤堤
5-33-7

ケアハウス宇奈根 ☎6411-8761
6411-8771

宇奈根
2-23-24

ケアハウス共愛 ☎5760-6731
5760-6751

深沢
1-32-21

ケアハウス
世田谷大蔵

☎6411-0781
6411-0782

大蔵
5-2-7

ケアハウス
世田谷船橋

☎5316-5507
3304-8808

船橋
5-34-2

ケアハウス
二子玉川

☎6805-6047
6805-6048

鎌田
2-15-3

セントラル
世田谷桜

☎6413-1751
6413-1753

桜
3-29-8

トラスト希望丘 ☎5316-5377
5316-5376

船橋
6-25-25

夢のみずうみ村
新樹苑

☎6379-9822
6379-9829

八幡山
3-18-27

緑風 ☎3789-8100
3789-8144

成城
8-27-24

■高齢の方の施設（区立）

認知症在宅生活
サポートセンター

☎6379-4315
6379-4316

松原
6-37-10
（保健医療福祉
総合プラザ1階）

■高齢の方の施設（民立）
東京リハビリテー
ションセンター
世田谷

☎6379-0427
6379-0428

松原
6-37-1

全区的な保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」内で、民
間事業者が運営する高齢者・障害者支援施設。介護
や看護等の様々なサービスを提供します。

障害のある方の施設
■障害のある方の施設（区立）

保健センター専門
相談課

☎6265-7441
6265-7549

松原
6-37-10
（保健医療福祉
総合プラザ2階）

心身に障害のある方に、医師や各種専門スタッフが
相談・評価を行っています。

ʪडؒ࣌ʫ
月～金曜　午前9時～午後5時（祝・休日、年末年始を
除く）
障害者休養ホーム
ひまわり荘 ☎3428-3301

3426-3013
上用賀
5-24-18

宿泊のほか、休養室、和室、訓練室（健康プログラム
外）、診察室（健康相談）、浴室、オープン利用パソコ
ン、会議室、緊急一時保護の利用ができます。
※�宿泊：3連泊まで、1泊2食付・1人1,700円
休 月曜、年末年始

身体障害者自立
体験ホーム
なかまっち

☎5758-2626
5707-2828

中町
2-17-21

身体障害のある方に生活体験の場を提供し、地域で
自立した生活ができるよう支援します。

知的障害者生活寮
「松原けやき寮」

☎3325-7117
3325-7194

松原
6-43-17
3階

就労等支援を受け、または就労している知的障害の
ある方に生活の場を提供し、地域で自立した生活が
できるよう支援します。

発達障害相談・
療育センター
「げんき」

☎5727-2236
5727-2238

大蔵
2-10-18
（大蔵二丁目
複合型子ども
支援センター
2・3階）

発達障害に関するあらゆる相談に応じます。

■障害のある方の施設（民立）
東京リハビリテー
ションセンター
世田谷

☎6379-0427
6379-0428

松原
6-37-1

全区的な保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」内で、民
間事業者が運営する高齢者・障害者支援施設。介護
や相談・支援等の様々なサービスを提供します。

■生活介護（区立）（50音順）

梅丘ウッドペッカー
の森※1 ☎ 3327-5917

松原
6-4-1
地下1階

岡本福祉作業ホーム
※2

☎3415-3366
3415-4976

岡本
2-33-24

奥沢福祉園 ☎5758-3546
5758-3548

奥沢
6-29-2
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烏山福祉作業所
※3

☎3326-8001
3326-8010

北烏山
1-29-15

給田福祉園 ☎3308-9361
3308-9362

給田
5-2-7

九品仏生活実習所 ☎3703-1519
3703-1493

奥沢
7-39-13

九品仏生活実習所
中町分場

☎5706-7301
5706-7330

中町
2-25-17 2階

駒沢生活実習所 ☎5430-6311
5430-6314

弦巻
2-1-5

桜上水福祉園 ☎5317-6395
5317-6397

桜上水
2-13-16

すまいる梅丘 ☎3425-5710
3426-6995

梅丘
1-36-2-101

世田谷福祉作業所
※4

☎3414-0141
3412-1084

下馬
2-31-6

千歳台福祉園 ☎3789-9801
3789-9802

千歳台
3-31-9

ほほえみ経堂 ☎5451-5151
5451-5153

経堂
3-6-24

三宿つくしんぼ
ホーム

☎3411-4711
5481-3734

三宿
2-30-7

※1 �｢梅丘ウッドペッカーの森」は就労継続支援B型
事業も実施。

※2 �｢岡本福祉作業ホーム」は就労移行支援・就労継
続支援Ｂ型事業も実施。

※3 �｢烏山福祉作業所」は就労継続支援B型事業も実施。
※4 �｢世田谷福祉作業所」は就労移行支援・就労継続

支援B型事業も実施。

■生活介護（民立）（50音順）

あけぼの学園※1 ☎3413-6781
3413-6919

三宿
2-30-9

あゆみ園 ☎3466-0812
3466-0881

目黒区大橋
2-19-1

泉の家※2 ☎3417-3451
3417-3463

岡本
2-33-23

イタール成城 ☎6277-9911
3483-8911

成城
8-27-11

おおらか学園 ☎3426-2323
3706-7242

船橋
1-30-9

ケアセンターふらっと
※3

☎5712-5105
3410-3813

下馬
2-20-14
1階

コイノニア
かみきた※4

☎5316-2251
5316-2252

上北沢
1-32-14

障害者支援施設
梅ヶ丘※5

☎6379-0625
6379-0628

松原
6-37-1

（東京リハビリ
テーションセン
ター世田谷内）

玉堤つどいの家 ☎5706-6951
5706-6952

玉堤
2-3-1��1階

にこにこみやさか ☎6413-7585
6413-7586

宮坂
2-26-17

（ソーワ豪徳寺
マンション1階）

東北沢つどいの家 ☎3465-1832
5453-0354

北沢
4-24-22

友愛園※6 ☎3416-3161
3417-5126

砧
3-9-11

友愛デイサービス
センター ☎ 3416-0262 砧

3-9-11

わくわく祖師谷※7 ☎3789-8727
3789-8728

祖師谷
3-21-1

※1�｢あけぼの学園」は児童発達支援事業（重症心身障
害児）も実施。

※2�｢泉の家」は就労継続支援B型事業も実施。
※3�｢ケアセンターふらっと」は自立訓練（生活訓練）

事業も実施。
※4�｢コイノニアかみきた」は就労継続支援B型事業も

実施。
※5�｢障害者支援施設梅ヶ丘」は自立訓練（機能訓練・

生活訓練）、施設入所支援事業も実施。
※6�｢友愛園」は施設入所支援事業も実施。
※7�｢わくわく祖師谷」は就労継続支援B型事業も実施。

■就労移行支援（区立）（50音順）
砧工房分場
キタミ・クリーン
ファーム

☎3749-3880
3749-3885

喜多見
7-3-1

障害者就労支援セ
ンターすきっぷ

☎3302-7911
3302-7925

船橋
5-33-1

■就労移行支援（民立）（50音順）

グディ ☎5787-5777
5787-5755

駒沢
2-11-1
（集花園ビル
4階B）

さら就労塾 @ぽれ
ぽれ

☎6407-0935
6407-1503

北沢
2-8-18
（北沢タウン
ホール1階）

就労移行支援事業所
T&E

☎3709-0802
3709-0863

上用賀
5-5-10

（万葉ビル4階）

Do-will ☎ 6432-7878
用賀
3-11-15

（C・Ⅰビル2階）

■就労継続支援A型（民立）（50音順）

しごとも ☎ 3704-0029 等々力
6-10-19

しごとも
桜新町事業所 ☎ 5708-5578 桜新町

2-28-14-105

185

࣍ɾࡧҾ

૭ޱ

੫ۚ

ɾҩྍ߁݈

จԽɾεϙʔπ
ֶशɾอཆࢪઃ

ۙͳ
۠

ੈా୩۠
ΨΠυ

૬ஊ

͝Έͱ
Β͠

ࢱ

ɾࣄ
ͨΒ͘

ઃҰཡࢪ

൜ɾࡂ
ରࡦ

ಧग़ɾূ໌

อݥɾۚ

Ͳएऀɾࢠ
ҭڭ

·ͪͱ
ॅ·͍



施
設
一
覧

■就労移行支援・就労継続支援B型（区立）（50音順）
岡本福祉作業ホーム
※1

☎3415-3366
3415-4976

岡本
2-33-24

岡本福祉作業ホーム
玉堤分場

☎5707-9431
5707-9433

玉堤
2-3-1
地下1階

砧工房 ☎3417-4604
3417-3342

砧
4-32-14

世田谷福祉作業所
※2

☎3414-0141
3412-1084

下馬
2-31-6

玉川福祉作業所
※3

☎3707-0498
3707-7589

玉川
1-7-2

※1「岡本福祉作業ホーム」は生活介護事業も実施。
※2「世田谷福祉作業所」は生活介護事業も実施。
※3�「玉川福祉作業所」は改修工事に伴い、令和6年9月末

～令和7年3月末まで上用賀4-16-12へ移転予定。

■就労移行支援・就労継続支援B型（民立）（50音順）
さわやかはーと
あーす世田谷

☎6413-0610
6413-7455

上用賀
4-16-11

就労支援施設
ゆに（UNI）※

☎5797-2343
3708-4334

上用賀
5-14-1
（上用賀アート
ホール2階）

世田谷更生館 ☎3416-7131
3415-5221

砧
3-9-11

※「ゆに（UNI）」は自立訓練（生活訓練）も実施。

■就労継続支援B型（区立）（50音順）

梅丘ウッドペッカー
の森※1 ☎ 3327-5917

松原
6-4-1
地下1階

烏山福祉作業所
※2

☎3326-8001
3326-8010

北烏山
1-29-15

下馬福祉工房 ☎5712-5103
3410-3812

下馬
2-20-14
2階

世田谷福祉作業所
分場

☎5787-5027
5787-5067

下馬
2-31-15

玉川福祉作業所
等々力分場

☎5707-1330
5707-1332

等々力
2-13-4

※1「梅丘ウッドペッカーの森」は生活介護事業も実施。
※2「烏山福祉作業所」は生活介護事業も実施。

■就労継続支援B型（民立）（50音順）
アディクション
リハビリテーション
センター
すとぉりぃ※1

☎3704-7344
3704-7341

桜新町
1-8-6

アン ☎ 3702-5523
深沢
3-26-18
（サンワード深
沢101）

アンシェーヌ藍
（Factory藍分場） ☎ 5430-3671

三軒茶屋
1-36-8
（由上ビル2階）

泉の家※2 ☎3417-3451
3417-3463

岡本
2-33-23

エイト ☎3469-5055
3485-3633

北沢
5-23-27
（廣瀬ビル1階）

ガーデンカフェ
ときそら

☎6805-2174
6805-2312

野沢
3-14-1

風の谷プロジェクト ☎ 3484-0395 船橋
2-21-28

上町工房 ☎ 3706-0645 世田谷
3-9-1

喜多見夢工房 ☎3430-5400
5761-7749

喜多見
9-1-35

喜多見夢工房分室 ☎6411-0388
喜多見
8-1-4
（河野ビル1F）

喫茶室パイン ☎3303-1237
5374-5055

上北沢
2-1-1
（都立松沢病院内）

Crazy Cats ☎ 3420-1982
梅丘
1-21-9

（大津ビル2階）
コイノニア
かみきた※3

☎5316-2251
5316-2252

上北沢
1-32-14

coto coto
(喫茶室パイン分場)

☎6379-8155
5374-5055

上北沢
4-11-6
（渡部ビル1F）

さくら美術工房 ☎ 6317-3014
粕谷
4-20-18
（幸栄マンショ
ン211）

社会就労センター
パイ焼き窯

☎3702-0459
3702-0439

等々力
2-36-13

就労支援施設
ゆに（UNI）分場
フェリーチェ

☎5761-9175
5761-9315

喜多見
9-2-33

白梅福祉作業所 ☎3325-5407
3325-5056

松原
6-43-17

すたじおごろん
二子玉川

☎3702-8468
3705-0520

野毛
2-28-23

ちぐさ企画 ☎3305-1830
6909-1750

北烏山
1-8-2
（NTKビル2階）

TODAY喜多見 ☎5761-9417
5761-9418

喜多見
9-3-13

（ラピュータ1階）

Navioけやき ☎3421-8701
5779-7494

上馬
3-7-8

（トーヨーBLDG）

nicoRe ☎3482-8967
6751-0405

祖師谷
3-4-8

（石田ビル1階）

nicoワークス
（nicoRe分場） ☎ 6751-0405

祖師谷
3-27-3

（祖師谷事務所）

にゃんこの館 ☎ 3482-5052
千歳台
3-3-16

（HN千歳台ビル4階）

のぞみ園 ☎5376-7761
5376-7762

赤堤
4-27-14

ハーモニー ☎ 5477-3225
世田谷
3-4-1

（アップビル2階）

パイ焼き茶房 ☎ 3703-0415 等々力
2-18-1
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パイ焼き茶房分室 ☎ 3701-0041
尾山台
3-9-8
（ダイヤ石上
ビル403）

Factory藍 ☎3412-1366
3412-1364

若林
5-2-9

（三喜ビル3階）

まごの手便 ☎3324-2391
3324-0848

松原
3-25-16
（ライズビーア
パートシモタ
カ1・2階）

まもりやま工房 ☎3460-9019
3460-9034

代田
6-21-5

用賀福祉作業所 ☎3708-5061
3708-5062

用賀
4-7-1

リバティ世田谷 ☎ 6450-9970
三軒茶屋
1-29-13
（ハイツ三軒茶
屋2C-2）

ワークランド・
フレンドパーク ☎ 5374-3895 上北沢

5-4-1

わくわく祖師谷※4 ☎3789-8727
3789-8728

祖師谷
3-21-1

※1�「アディクションリハビリテーションセンターす
とぉりぃ」は自立訓練（生活訓練）事業も実施。

※2�「泉の家」は生活介護事業も実施。
※3�「コイノニアかみきた」は生活介護事業も実施。
※4�「わくわく祖師谷」は生活介護事業も実施。

■就労定着支援（区立）（50音順）

砧工房 ☎3417-4604
3417-3342

砧
4-32-14

障害者就労支援セ
ンターすきっぷ

☎3302-7911
3302-7925

船橋
5-33-1

玉川福祉作業所※ ☎3707-0498
3707-7589

玉川
1-7-2

※�「玉川福祉作業所」は改修工事に伴い、令和6年9月
末～令和7年3月末まで上用賀4-16-12へ移転予定。

■就労定着支援（民立）（50音順）

グディ ☎5787-5777
5787-5755

駒沢
2-11-1

（集花園ビル4階B）

さら就労塾＠
ぽれぽれ

☎6407-0935
6407-1503

北沢
2-8-18
（北沢タウン
ホール1階）

しごとも ☎ 3704-0029 等々力
6-10-19

就労移行支援事業所
T&E

☎3709-0802
3709-0863

上用賀
5-5-10
（万葉ビル4階）

Do-will ☎ 6432-7878
用賀
3-11-15

（C・Ⅰビル2階）

■自立訓練（民立）（50音順）
アディクション
リハビリテーション
センターすとぉりぃ
（生活訓練）※1

☎3704-7344
3704-7341

桜新町
1-8-6

ケアセンターふらっと
（生活訓練）※2

☎5712-5105
3410-3813

下馬
2-20-14 1階

就労支援施設
ゆに（UNI）
（生活訓練）※3

☎5797-2343
3708-4334

上用賀
5-14-1
（上用賀アート
ホール2階）

障害者支援施設
梅ヶ丘 ※4

☎6379-0625
6379-0628

松原
6-37-1
（東京リハビリ
テーションセン
ター世田谷内）

にこ
（生活訓練）

☎6316-5612
6317-2471

宮坂
3-39-1

NEURO REWORK
（ニューロリワーク）
（生活訓練）

☎5787-5941
三軒茶屋
2-2-16
（TKビル4階A）

ヒーリングセンター
世田谷
（生活訓練）

☎6453-2304
6453-2324

上馬
2-38-3
（早川ビル201）

※1 �「アディクションリハビリテーションセンターす
とぉりぃ」は就労継続支援B型も実施。

※2 �「ケアセンターふらっと」は生活介護事業も実施。
※3 �「ゆに（UNI）」は就労移行支援、就労継続支援B型

も実施。
※4 �「障害者支援施設梅ヶ丘」は生活介護、施設入所

支援事業も実施。

■地域活動支援センター（民立）（50音順）

サポートセンター
きぬた ☎ 3483-2471

祖師谷
3-24-1
（TKR祖師ヶ谷
大蔵202）

地域活動支援セン
ター陽だまりの庭 ☎ 3416-4669 成城

2-3-33

地域生活支援
センターMOTA

☎3325-0951
3325-9519

松原
3-40-7
（パインフィ―
ルドビル201）

■�共同生活援助（主に身体・知的障害の方）（民立）
（50音順）※重複障害の方も利用可
グループホーム
えにし

☎3306-1622
3329-4512

桜上水
5-3-29

グループホーム
ここから

☎5315-7887
5315-7885

北烏山
3-11-5

グループホーム
めぐり

☎6411-3682
6411-3683

千歳台
3-17-16

バンブル ☎6277-9311
3483-5911

成城
8-27-11

■共同生活援助（主に身体障害の方）（民立）

さぎそうハウス ☎6750-4630
6750-4629

北烏山
8-6-12
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■�共同生活援助（主に精神障害の方）（民立）（50音順）
アイリスホーム奥沢

☎0120-849-153

奥沢
アイリスホーム笹塚 大原
アイリスホーム笹塚２ 大原
アイリスホーム笹塚３ 大原
アイリスホーム千歳烏山 南烏山
アイリスホーム千歳烏山２ 南烏山
あるか世田谷（上北沢ハウス）☎ 6379-9388 上北沢
いちごLiving ☎ 3325-8876 羽根木
Garden 藍Ⅲ ☎3412-8480

5432-9012 野沢
Garden 藍Ⅳ ☎ 5799-7725 世田谷
Garden 藍Ⅴ 世田谷
グループホームおはな
の家（たんぽぽの家）

☎6909-0401
6909-0401 給田

グループホームおはな
の家（はなみずきの家）

☎6909-0401
6909-0402 給田

グループホーム
グレープバイン ☎ 6805-5621 下馬
グループホーム西田荘
（ユニット西田荘）

☎6379-8842
6379-8748

南烏山
グループホーム西田荘
（ユニットメゾンYOU） 赤堤
グループホーム西田荘
（ユニットベルハイム） 桜上水
グループホーム西田荘
（くろがねハイム） 松原
グループホーム西田荘
（センチュリーハイツ） 南烏山
さくらハウス（第１さくら）☎3309-9511 粕谷
さくらハウス（第２さくら）☎5384-0755 南烏山
さくらハウス（第３さくら）☎3307-1923 給田
さくらハウス（第４さくら）☎5384-0755 南烏山
さくらハウス（第５さくら）☎6750-5121 南烏山
世田谷ヒーローハウス ☎050-3395-2253 祖師谷
ソフィア（烏山の家） ☎090-1201-4590

5315-9472 北烏山

ちぐさハイム ☎3326-1101
5969-8715 北烏山

ちぐさホーム ☎5313-7920
5969-8715 北烏山

電Gホーム ☎ 3702-7702 等々力
とどろきの杜 ☎ 5706-5738 等々力
等々力ホーム ☎ 3702-7702 等々力
はるの邑 ☎ 5706-5738 等々力
まんまる砧 ☎050-5373-3238

4333-7998
砧

まんまる砧２ 砧
まんまる松原 松原
「めぐ」 ☎ 3327-5475 赤堤
メゾンちぐさ ☎6658-4920

5969-8715 北烏山
ラポール八幡山Ⅱ ☎ 5374-3895 上北沢
ラポール八幡山Ⅳ 八幡山
ラ・メゾン大原 ☎6804-9850

6804-9851 大原

■重度身体障害者グループホーム（民立）
グループホーム
きぬた ☎ 5494-1901 砧

4-25-2

■福祉ホーム（民立）
コーポ友愛 ☎3416-3164

3416-5782
砧
3-9-11

■�短期入所・日中ショートステイ（区立）
（50音順）

身体障害者自立体験
ホームなかまっち※1

☎5758-2626
5707-2828

中町
2-17-21

知的障害者生活寮
「松原けやき寮」※2

☎3325-7117
3325-7194

松原
6-43-17 3階

※1�「身体障害者自立体験ホームなかまっち」は緊急
短期入所も実施。

※2�「松原けやき寮」は短期入所のみ。

■�共同生活援助（主に知的障害の方）（民立）（50音順）
アイリスホーム
世田谷

☎0120-939-095
06-6155-7595

宮坂
2-4-1

US喜多見 ☎ 4283-2940 喜多見
2-6-38

アネモネ ☎ 6411-1066 宇奈根
2-15-15

アント ☎ 6279-5282 成城
9-24-14

宇奈根
あーゆるハウス ☎ 6411-0679 宇奈根

2-9-26
Garden藍Ⅰ・Ⅱ ☎ 6453-1980 若林

4-25-14
からすやまホーム ☎ 6750-5255 南烏山

1-9-20
桐花荘 ☎ 3484-3789 船橋

2-21-8
グランシエル桜丘
1・2 ☎ 6804-4824 桜丘

3-33-29
グランシエル明大前
1・2 ☎ 6379-2668 松原

1-27-14
グループホーム
赤堤 ☎ 6304-7705 赤堤

5-29-7
グループホーム
こいのにあ

☎5316-2251
5316-2252

上北沢
1-32-14

グループホーム
Joy ☎ 6805-5181 下馬

1-2-15
グループホーム
Smiley ☎ 5969-8132 北烏山

1-55-5
グループホーム・
スマイルちとから ☎ 0422-47-6022 粕谷

3-29-8
グループホーム
HARU宇奈根

☎6411-8426
6411-8427

宇奈根
2-14-18

グループホーム
ビートル喜多見

☎6805-8690
6805-8691

喜多見
5-4-21

ゴールドクレスト ☎ 3484-8746 上祖師谷
4-25-15

さわやかはーと
あーす世田谷

☎6413-0610
6413-7455

上用賀
4-16-11

シェリルハウス
世田谷 ☎6319-2727 祖師谷

6-32-13
シェリルハウス
世田谷若林 ☎6804-4537 若林

5-20-15
生活支援ホーム
世田谷

☎5727-1450
5727-1460

宇奈根
2-7-19

第12いたるホーム
カノンⅠ・Ⅱ ☎ 6909-1262 北烏山

4-38-4
ちゃお上北沢 ☎0422-28-5051

0422-28-5052
上北沢
5-24-10

ちゃお三軒茶屋 ☎0422-28-5051
0422-28-5052

三軒茶屋
1-33-5

どんぐりホーム
上町

☎6413-0351
6413-0352

世田谷
3-9-1

野沢寮 ☎ 3487-7733 野沢
3-3-3

花みずき寮 ☎ 3290-2260 八幡山
3-5-16

プリムラ ☎ 6413-5680 世田谷
1-12-6

ホーム
いろえんぴつ

☎5491-5851
5491-5852

鎌田
3-16-7

ミライハウス
世田谷区代沢 ☎6805-3833 代沢

2-21-10
ミライハウス
芦花公園 ☎ 5314-9050 北烏山

1-18-9
私の家せつ烏山 ☎3305-4677 北烏山

7-24-2
私の家せつ世田谷 ☎5357-8750 上北沢

5-50-31
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■短期入所・日中ショートステイ（民立）（50音順）
泉の家 ☎3417-3451

3417-3463
岡本
2-33-23

ケアこげら
世田谷宇奈根※1

☎（本部）
042-349-6950
5727-8671

宇奈根
1-8-9

グループホーム
えにし※1

☎3306-1622
3329-4512

桜上水
5-3-29

国立成育医療研究
センター
もみじの家※1

☎3416-0181
3416-2222

大蔵
2-10-1

重症心身障害児
療育相談センター※2

☎3413-6781
3413-6919

三宿
2-30-9

障害者支援施設
梅ヶ丘※3

☎6379-0625
6379-0628

松原
6-37-1

（東京リハビリテーション
センター世田谷内）

生活支援ホーム
世田谷※3

☎5727-1450
5727-1460

宇奈根
2-7-19

短期入所
ここから※3

☎5315-7883
5315-7885

北烏山
3-11-5

短期入所どんぐり
ホーム上町※1

☎6413-0351
6413-0352

世田谷
3-9-1

短期入所
めぐり※1

☎6411-3682
6411-3683

千歳台
3-17-16

たんぽぽの会池尻
※1

☎5787-5319
5787-5329

池尻
3-18-12-101

ひかり※2 ☎ 6450-8229 代田
2-20-6

ホームいろえんぴつ ☎5491-5851
5491-5852

鎌田
3-16-7

まんまる※4 ☎6809-8031
6809-8051

上野毛
2-22-14

みくりキッズくり
にっくぽれぽれ※2

☎3701-1010
3701-1011

上野毛
2-22-14

みつばち※1 ☎6277-9011
3483-7751

成城
8-27-11

やすらぎステイズ ☎6804-4580
6804-4581

上祖師谷
3-17-18

友愛デイサービス
センター※1 ☎ 3416-0262 砧

3-9-11
※1は短期入所のみ。
※2は日中ショートステイのみ。
※3は緊急短期入所も実施。
※4は短期入所（日中のみ）。

■施設入所支援（民立）

障害者支援施設
梅ヶ丘※1

☎6379-0625
6379-0628

松原
6-37-1

（東京リハビリテーション
センター世田谷内）

友愛園※2 ☎3416-3161
3417-5126

砧
3-9-11

※1生活介護事業、自立訓練事業も実施。
※2生活介護事業も実施。

■�障害のある子どもの通所施設（児童発達支援）
（50音順）
愛育学園すみれ ☎ 3416-9778 成城

2-15-8
あけぼの学園※ ☎3413-6781

3413-6919
三宿
2-30-9

ABAスクール
ペッピーパッチ ☎6338-5434 赤堤

2-46-6
Ohana kids
ナーサリー ☎ 6411-3377

船橋
1-38-14

（マーブル千歳船橋1階）

子どもの生活研究所
めばえ学園

☎3426-2323
3706-7242

船橋
1-30-9

コペルプラス
千歳船橋教室

☎6413-7612
6413-7613

船橋
1-9-18

（ファミリオ
910 101号）

コペルプラス
千歳船橋第二教室

☎5787-7013
5787-7014

船橋
3-14-12

（アーバニティ
ちとふな1階）

てらぴぁぽけっと
祐天寺教室

☎6824-2422
5787-8686

下馬
5-35-5

（第２T&Fビル1F）
ファースト
クラスルーム
自由が丘

☎080-9186-0347
6730-8481

等々力
6-37-12
（糀屋ビル2階）

ファースト
クラスルーム
ちとふな

☎080-4459-4645
6730-8481

経堂
4-18-7

（カーサグラナダ1F）

障害児保育園
ヘレン経堂

☎6413-5606
6413-5581

宮坂
3-15-15

（子ども・子育て
総合センター２階）

ほわわ花見堂 ☎ 6805-6470
代田
1-13-14

（さくら花見堂内）
発達支援つむぎ
池尻ルーム

☎6453-2848
6453-2849

池尻
4-23-16

発達支援つむぎ
駒沢ルーム

☎6432-2071
6432-2090

深沢
2-19-14
（サンライズ会館2階）

unico世田谷
上北沢 ☎ 6750-8768

上北沢
3-18-7
（幸作ビル１F）

幼児グループ
にじのこ ☎ 5314-9590 給田

2-7-2
幼児グループ
わんぱく ☎ 6805-2996 松原

2-21-18
LITALICOジュニア
自由が丘教室

☎5754-6008
5754-6009

奥沢
4-9-9
（第二小幡ビル3階）

LITALICOジュニア
成城教室

☎5490-7635
5490-7636

成城
6-13-21

（フェニックス成城201）
※「あけぼの学園」は重症心身障害者の生活介護も実施。
■�障害のある子どもの通所施設（放課後等デイ
サービス）（50音順）

あおぞら縁 ☎6805-5901
6805-5902

三宿
2-38-7
（加納屋ビル201）

あじさい ☎6786-5710
6954-4891

赤堤
3-2-7

（メゾンYOU 101）
アプリ児童
デイサービス北烏山

☎6279-6396
6279-6397

北烏山
4-34-18

アプリ児童
デイサービス駒沢

☎6453-4221
6453-4331

野沢
2-20-1
（中村ビル1階）

ウイング世田谷 ☎5799-6481
5799-6482

世田谷
1-15-11

（ケースクウェア
世田谷ビル1階）

ウイングせたがや
代田

☎5787-6426
5787-6427

若林
5-41-15
（アーヴェイン
世田谷201）

ウイング用賀 ☎6432-7582
6432-7583

用賀
2-40-2
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STARRY明大前 ☎6304-3664
6304-3665

松原
2-42-14
（美鈴Sビル201）

CENTERPOLE
ADAPTIVE KIDS

☎6413-5050
6413-5718

船橋
1-30-3
（エグゼ千歳船橋
１階B号室）

デイサービス
にじのこ赤堤 ☎ 6379-5266

赤堤
2-43-11
（ベルグ赤堤
壱番館2F）

デイサービス
にじのこ給田 ☎ 3308-5482

給田
3-14-7
（給田地区会館内）

凸凹Kids
すぺいす ☎ 5314-9876 粕谷

4-13-16

テラス児童
デイサービス烏山

☎6754-4815
6315-1817

北烏山
9-3-4
（ピアサン烏山
1階1A号室）

放課後等デイサービス
ころん上野毛 ☎ 5760-6079

上野毛
1-12-11
（アベニュー上
野毛1階）

放課後等デイサービス
フェリチタ

☎5316-2160
5316-2161

上北沢
4-36-23
A105

放課後等デイサービス
メディキッズ梅ヶ丘

☎6820-0451
6820-0452

梅丘
1-23-2
Fullea梅丘1F

放課後等デイサー
ビス　らしさ

☎6379-5035
6736-0425

松原
5-16-8

わんぱくクラブ
駒沢 ☎ 3420-8248 新町

1-3-32

わんぱくクラブ
三軒茶屋 ☎ 3414-0302

太子堂
2-17-1
（太子堂複合
施設4階）

ピースホームタウン
駒沢

☎6450-7297
6450-7298

野沢
4-8-22
KANOビル2階

■�障害のある子どもの通所施設（児童発達支援・
放課後等デイサービス）（50音順）

アプリ児童
デイサービス桜丘

☎6432-6812
6432-6813

桜丘
2-21-3

アプリ児童
デイサービス千歳台

☎6277-9973
6277-9975

千歳台
3-31-20

アプリ児童
デイサービス若林

☎6453-2992
6453-2993

若林
4-2-5

イリス成城 ☎6318-7993
4243-2526

成城
9-30-12

（東高成城ペアシ
ティ三船108号）

運動・学習療育
アップ世田谷教室

☎5797-9782
5797-9783

瀬田
4-27-9
（ＡＭビル2階）

Ohana kids
station
デイサービス

☎ 6453-4850
若林
3-23-5
（FLAT松陰103）

Casa di tutti
みんなのおうち

☎5799-6724
5799-6725

世田谷
1-32-14
（大澤フルーツ
ビル1階）

からふるone ☎4586-7961
5787-5945

池尻
3-13-10

カンガルー
療育支援室
世田谷ステーション

☎6413-9133
6413-9134

経堂
5-34-7

KIZUNA 池尻 ☎6450-7430
6450-7431

池尻
2-10-12
（アヴェニュー池尻
103号室2階）

きらきら桜新町 ☎6823-4919
6823-4920

桜新町
2-1-1
（桜町荘2階）

子育てステーショ
ン烏山発達相談室

☎5384-7811
5384-4603

南烏山
5-17-5
（子育てステー
ション烏山4階）

子育てステーション
桜新町発達相談室

☎5426-3521
3425-8655

桜新町
2-8-1

（世田谷目黒農協
本店ビル内1階）

こどもデイうぃず ☎6805-8910
6805-8960

喜多見
7-25-17
（サンユーキャッスル
Ⅱ1階7号室）

児童支援事業所
ぷらみんぽーと

☎6379-0427
6379-0428

松原
6-37-1

（東京リハビリテーション
センター世田谷内）

児童デイサービス
ここから

☎5315-7881
5315-7885

北烏山
3-11-5

児童デイサービス
プラス砧

☎6805-8137
6805-8138

砧
4-10-17 1階

すずらんこども
サポートクラブ ☎ 6809-7866

尾山台
2-32-10

（アークファイ
ブ尾山台2階）

スタジオそら
上野毛

☎6809-7709
4496-4672

上野毛
1-14-1

（上野毛ステーショ
ンヒルズⅡ202）

スタジオそら
喜多見

☎6411-1951
6701-7334

喜多見
8-15-25
（キタミフォー
ラム1階）

スタジオそら
北沢

☎5790-9347
6700-1818

北沢
3-1-3
（SFビル2階）

スタジオそら
用賀

☎6447-9938
4333-7386

用賀
2-36-17
（林ビル2階）

TAKUMI
祖師ヶ谷大蔵

☎5429-6500
5429-6501

砧
2-17-7

（E-SPACE２階）

発達障害相談・療
育センター
「げんき」

☎5727-2235
5727-2238

大蔵
2-10-18

（大蔵二丁目
複合型子ども支援
センター2・3階）

はぴねす
☎�6909-1288(児発)

5315-5047（放デイ）
6909-1340(児発)
6279-6155（放デイ）

南烏山
6-33-33

（ウィスタリアハ
ウス2-1階）

プレイ&リズム
希望丘 ☎ 3789-6161 船橋

7-8-3
放課後等デイサービス
ウィズ・ユー
世田谷奥沢

☎ 6451-7209
奥沢
4-4-6
（ALEX奥沢1階）

もうひとつのおうち
下馬 ☎ 6303-2550 下馬

6-9-3
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LITALICOジュニア
駒沢教室

☎5779-6236
5779-6237

野沢
2-34-2

（エマーレ駒沢大学2F）

ワンステップ倶楽部 ☎ 5450-1151 弦巻
4-6-15

■視力障害者の施設
信愛ホーム ☎3416-1804

3415-1319
成城
2-15-3

■障害のある方の就労支援
障害者就労支援セ
ンターしごと
ねっと

☎ 3418-1432
太子堂
2-15-1
（野村三軒茶
屋ビル8階）

障害者就労支援セ
ンターすきっぷ
就労相談室

☎3302-7927
3302-7925

船橋
5-33-1

すきっぷ分室
クローバー

☎5787-4355
5787-4366

太子堂
2-15-1
（野村三軒茶
屋ビル8階）

すきっぷ分室
そしがや

☎5494-5581
5494-5582

祖師谷
3-1-3
（小田急線祖
師ヶ谷大蔵駅
隣接高架下）

障害者就労支援セン
ターゆに（UNI）

☎5797-2343
3708-4334

上用賀
5-14-1

（上用賀アートホール2階）
障害者就業・生活
支援センター
アイ - キャリア

☎ 6421-8127
奥沢
3-31-4

（W.OKUSAWA 4階）

■障害のある方が働く店舗

喫茶YOU・遊 ☎ 3323-8040
赤堤
5-31-5
（松沢まちづくり
センター 1階）

喫茶桜ん房 ☎3482-2291
祖師谷
3-10-4
（砧図書館1階）

喫茶どんぐり ☎ 5374-9119
南烏山
1-10-10
（世田谷文学館1階）

■障害のある方が実習する店舗

喫茶ぴあ粕谷店 ☎ 3305-3133
粕谷
4-13-6
（粕谷区民セン
ター1階）

かふぇ いろどり ☎6805-7025
6805-7026

鎌田
3-35-1
（鎌田区民セン
ター1階）

■障害のある方が働く施設の製品等を販売するお店
障害のある方が働く施設の製品や川場村物産品等を
販売しています。

フェリーチェ
本店

☎5761-9175
5761-9315

喜多見
9-2-33
（小田急線喜多見
駅北口交番前）

午前10時～午後7時　休 日曜、祝・休日、年末年始

フェリーチェ
世田谷区役所店

☎5761-9175
5761-9315

世田谷
4-21-27
（世田谷区役所
東棟1階）

午前11時～午後2時　休 土・日曜、祝・休日、年末年始
■障害のある方の施設（その他）

東京都心身障害者
福祉センター

☎3235-2946
3235-2968

新宿区神楽
河岸1-1

（東京都飯田橋庁舎
セントラルプラザ
12～15階）

東京都立中部総合精
神保健福祉センター

☎3302-7575
3302-7839

上北沢
2-1-7

世田谷区手話通訳
等派遣センター

☎5450-2099
3420-3145

経堂
5-33-13-104

東京手話通訳等派
遣センター

☎3352-3335
3354-6868

新宿区新宿
2-15-27
（第3ヒカリビル5階）

福祉関係施設（その他）
■（社福）世田谷区社会福祉協議会
https://www.setagayashakyo.or.jp/
世田谷区社会福祉
協議会 ☎5429-2200

5429-2204
成城
6-3-10

˔Ҭࣾձٞڠࢱձࣄॴ

世田谷地域社会
福祉協議会事務所 ☎3419-2311

3419-2354

太子堂
4-3-2
（DS三軒茶屋
ビル4階）

北沢地域社会
福祉協議会事務所 ☎5787-8537

5787-8533

北沢
2-11-3
（イサミヤビル
3階）

玉川地域社会
福祉協議会事務所 ☎3702-7777

3702-7861

等々力
3-4-1
（玉川総合支所
2階）

砧地域社会
福祉協議会事務所 ☎5727-6101

5727-6103

成城
2-33-15
（成城二丁目
事務所棟1階）

烏山地域社会
福祉協議会事務所 ☎5314-1891

5314-1893
南烏山
5-18-13

（モリッチビル４階）

˔۠ࣄہʢ֤۠·ͪͮ͘りηϯターʣ
池尻地区事務局 ☎090-9818-3040

4330-1886
池尻
3-27-21

太子堂地区事務局 ☎070-3946-9785
4333-0326

太子堂
2-17-1

若林地区事務局 ☎070-3946-9786
6733-7916

若林
1-34-2

上町地区事務局 ☎070-3946-9787
6733-7928

世田谷
1-23-5

経堂地区事務局 ☎070-3946-9788
6733-7904

宮坂
1-44-29

下馬・野沢地区
事務局

☎070-3946-9789
6733-7562

下馬
4-13-4
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上馬地区事務局 ☎070-3946-9790
6733-7801

上馬
4-10-17

梅丘地区事務局 ☎070-3946-9791
6733-8464

梅丘
1-61-16

代沢地区事務局 ☎070-3946-9792
6733-8307

代沢
5-1-15

新代田地区事務局 ☎070-3946-9793
6733-7915

羽根木
1-6-14

北沢地区事務局 ☎070-3946-9794
6733-8305

北沢
2-8-18

松原地区事務局 ☎070-3946-9795
6733-7910

松原
5-43-28

松沢地区事務局 ☎090-9818-2907
4330-1890

赤堤
5-31-5

奥沢地区事務局 ☎070-3946-9796
6733-7983

奥沢
3-15-7

九品仏地区事務局 ☎070-3946-9797
6733-7937

奥沢
7-35-4

等々力地区事務局 ☎070-3946-9798
6733-8463

等々力
3-4-1

上野毛地区事務局 ☎070-3946-9799
6733-7984

中町
2-33-11

用賀地区事務局 ☎090-9818-3740
4330-1910

用賀
2-29-22

二子玉川地区
事務局

☎080-7738-7699
4243-2501

玉川
4-4-5

深沢地区事務局 ☎070-3946-9800
6733-8505

駒沢
4-33-12

祖師谷地区事務局 ☎070-3946-9801
6733-8434

祖師谷
4-1-23

成城地区事務局 ☎070-3946-9802
6733-8470

成城
6-3-10

船橋地区事務局 ☎070-3946-9803
6733-7973

船橋
4-3-2

喜多見地区事務局 ☎070-3946-9804
6733-7943

喜多見
5-11-10

砧地区事務局 ☎080-9418-7736
4330-1226

砧
5-8-18

上北沢地区事務局 ☎090-9818-2773
4330-1895

上北沢
4-32-9

上祖師谷地区
事務局

☎070-3946-9805
6733-8306

上祖師谷
2-7-6

烏山地区事務局 ☎070-3946-9806
6733-8514

南烏山
6-2-19

身近な地区を基盤として、福祉活動への支援や参加促
進、社協の事業やサービスを中心とした利用支援など
を通じて福祉のまちづくりに取り組んでいます。
成年後見センター ☎6411-3950

6411-2247
成城
6-3-10

あんしん事業（地域福祉権利擁護事業ほか）や、成年後
見制度の情報提供、相談、利用支援等を行っています。

ぷらっとホーム世田谷
（自立相談支援機関）☎5431-5355

5431-5357

太子堂
4-3-1
（STKハイツ3階）
※�令和7年度以降、太子堂
2-16-7（三軒茶屋分庁
舎5階）へ移転予定

ぷらっとホーム世田谷分室
（自立相談支援機関）

☎3419-2611（貸付）
☎6805-2787

（住居確保給付金・
受験生チャレンジ）
6453-2811

太子堂
4-3-2

（DS三軒茶屋ビル2階）
※�令和7年度以降、太子堂
2-16-7（三軒茶屋分庁
舎5階）へ移転予定

「生活に困っている」、「就職したい」など、生活上の
様々な困難に直面している方が、ご相談いただける
相談窓口です。
午前9時～午後5時　休 土・日曜、祝・休日、年末年始

世田谷ひきこもり
相談窓口「リンク」 ☎5431-5354

5431-5357

太子堂
4-3-1
（STKハイツ3階）
※�令和7年度以降、太子堂
2-16-7（三軒茶屋分庁舎
5階）へ移転予定

ひきこもりに関するお悩みについて、ご相談いただ
ける相談窓口です。
午前9時～午後5時　休 土・日曜、祝・休日、年末年始
世田谷区ファミリー
サポートセンター ☎5429-1200

5429-1202
成城
6-3-10

ボランティア（有償）が保護者に代わり、子どもの一
時預かりや、送迎を行います。
日常生活支援係 ☎5429-1180

5429-1202
成城
6-3-10

高齢者、障害者、産前産後等で日常生活にお困りご
とのある方にボランティア（有償）を紹介します。

■ボランティアセンター、ボランティアビューロー
世田谷ボランティア
センター ☎5712-5101

3410-3811
下馬
2-20-14
（パーム下馬1階）

火～金曜　午前9時～午後9時
土・日曜　�午前9時～午後9時（ただし、ボランティア

相談は午後5時まで）
休 月曜、祝・休日
北沢ボランティア
ビューロー ☎3420-2520

3706-2854
梅丘
1-8-9

玉川ボランティア
ビューロー ☎3707-3528

3708-3058
玉川
2-1-15

砧ボランティア
ビューロー準備室 ☎6411-4007

6411-5888

成城
6-3-10
（成城6丁目
事務所棟1階）

烏山ボランティア
ビューロー

☎6909-0333
6909-0355

上祖師谷
1-11-14
（アンハイム102）

午前10時～午後5時　休 日曜、祝・休日
（社福）世田谷ボランティア協会（➡135頁）
☎5712-5101　 3410-3811

■福祉移動サービスを行うNPO（50音順）
国際福祉環境推進
機構 ☎ 3410-8176 野沢

2-32-3
世田谷ミニキャブ
区民の会

☎3329-8353
3329-8475

八幡山
1-7-6

たつなみ会 ☎5450-3751
5450-3752

世田谷
3-5-19

はぁと世田谷 ☎5727-1216
3417-1010

砧
4-1-10

ハートフル
かみんぐ ☎4334-6441 瀬田

2-6-3
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ハンディキャブを
走らせる会

☎3427-6060
3304-9280

豪徳寺
1-55-25-103

ヒューマンハーバー
世田谷

☎3487-5081
3422-9281

野沢
3-4-18-102

■福祉施設（その他）

世田谷区福祉
人材育成・研修
センター

☎6379-4280
6379-4281

松原
6-37-10
（保健医療福祉
総合プラザ1階）

世田谷区福祉
移動支援センター
「そとでる」

☎5316-6621
3329-8311

八幡山
1-7-6

保育園（50音順）
■区立保育園

赤堤保育園 ☎3324-1721
3324-1722

赤堤
4-1-10

池尻保育園 ☎3410-6730
3410-6762

池尻
2-3-11

大蔵保育園 ☎3416-8551
3416-8552

砧
4-5-12

奥沢保育園 ☎3717-0922
3717-0916

奥沢
2-3-11

上馬保育園 ☎3424-8190
3424-7371

上馬
5-29-13

上北沢保育園 ☎3302-9045
3302-9047

上北沢
4-25-3

上祖師谷保育園 ☎3307-1556
3307-1738

上祖師谷
1-16-17

上祖師谷南保育園 ☎3326-3581
3326-3582

上祖師谷
4-6-7

上用賀保育園 ☎3425-1079
3425-1467

上用賀
4-2-10

烏山北保育園 ☎3308-2727
3308-2879

北烏山
3-13-35

喜多見保育園 ☎3416-5082
3416-5081

成城
3-18-20

希望丘保育園 ☎3302-5814
3302-5815

船橋
6-25-1

給田保育園 ☎3309-3408
3309-3459

給田
2-13-6

豪徳寺保育園 ☎3425-8861
3425-8862

豪徳寺
1-34-2

小梅保育園 ☎3417-2841
3417-2842

喜多見
2-10-41-101

駒沢保育園 ☎3418-4031
3418-4032

野沢
4-22-2

桜保育園 ☎3426-3761
3426-3762

桜
2-18-3

三軒茶屋保育園 ☎3418-2841
3418-2842

三軒茶屋
1-23-4

下馬保育園 ☎3412-9839
3412-9740

下馬
5-32-11

新町保育園 ☎3418-4531
3418-4532

駒沢
4-3-1

世田谷保育園 ☎3414-5065
3414-5026

若林
5-27-18

太子堂保育園 ☎3414-3565
3414-3582

太子堂
5-24-27

玉川保育園 ☎3700-8458
3700-8448

玉川
4-16-6

弦巻保育園 ☎3426-1626
3426-1639

弦巻
3-15-5

等々力中央保育園 ☎3705-2005
3705-2006

等々力
4-19-18

中町保育園 ☎3705-0753
3705-0754

中町
3-27-2

西弦巻保育園 ☎3425-6970
3425-6979

弦巻
5-13-5

西之谷保育園 ☎3326-4071
3326-4072

北烏山
6-12-21

八幡山保育園 ☎3302-3730
3302-3731

粕谷
2-22-3
（芦花小中敷地内）

東弦巻保育園 ☎3425-6721
3425-6722

弦巻
2-29-17

ふじみ保育園 ☎3709-4881
3709-4888

上用賀
5-19-6

船橋東保育園 ☎3302-9567
3302-9572

船橋
5-14-19

松沢保育園 ☎3302-3029
3302-3039

上北沢
1-32-3

松原北保育園 ☎3328-0141
3328-0142

松原
1-11-4

守山保育園 ☎3460-3066
3460-3039

代田
6-21-5

三宿保育園 ☎3413-4406
3413-4258

三宿
2-37-3

南大蔵保育園 ☎3417-3671
3417-3668

大蔵
1-7-11

南奥沢保育園 ☎3727-9309
3727-9770

奥沢
1-2-13

南桜丘保育園 ☎3425-6925
3425-6940

桜丘
3-10-18

南八幡山保育園 ☎3329-5021
3329-5022

八幡山
3-9-20-101

用賀保育園 ☎3700-1945
3700-1949

用賀
2-29-22

用賀保育園分園 ☎3700-7031
3700-7032

用賀
2-28-20

芦花保育園 ☎3326-0551
3326-0552

南烏山
2-30-17-101

わかくさ保育園 ☎3425-4541
3425-4537

経堂
1-25-11

若竹保育園 ☎3469-0695
3469-0698

北沢
5-18-4
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■私立保育園

青い空保育園 ☎3700-6914 岡本
2-5-11

葵みこころ保育園 ☎6450-9047 代沢
3-27-4

赤堤ゆりの木
保育園 ☎6304-3961 赤堤

1-20-17
あそびの森
ゆう ☎6413-1222 梅丘

1-31-36
あそびの森
ゆう＋（たす） ☎6450-7557 代田

3-56-19
いいほいくえん
用賀 ☎6413-0423 弦巻

4-10-5
いいほいくえん
用賀分園 ☎3707-4042 用賀

3-12-19

池尻かもめ保育園 ☎5433-1311 池尻
2-5-8

いずみの園保育園 ☎5316-6605 上北沢
4-19-2

いずみ保育園 ☎5752-8911 深沢
1-14-23

宇奈根なごやか園 ☎5727-0036 宇奈根
2-7-16

梅丘至誠保育園 ☎6413-9171 松原
6-6-9

梅丘至誠パーチェ ☎6265-7120 松原
6-41-7

梅丘なごみ保育園 ☎5779-7534 梅丘
2-11-9

えにっくす八幡山
保育園 ☎5357-8499 八幡山

3-21-15

大蔵ふたば保育園 ☎3415-1298 大蔵
3-1-20

おおわだ保育園
世田谷豪徳寺 ☎6265-7556 赤堤

2-15-14
岡本こもれび
保育園 ☎3416-6116 岡本

3-20-10

おともだち保育園 ☎3422-2232 下馬
2-21-11

おともだち保育園
分園こまつなぎ ☎5433-3230 下馬

1-42-1

おともだち保育園
分園こまどめ ☎5431-5070

下馬
4-18-1
（駒留中学校内）

おともだち・ララ
保育園 ☎3410-5258 下馬

2-25-12

おひさま保育園 ☎5707-3888 尾山台
3-33-2

尾山台保育園 ☎5758-0012 尾山台
1-1-6

尾山台みどり
保育園 ☎6411-2880 尾山台

3-29-2

オリービア保育園 ☎5431-3766 上馬
4-12-3

風の丘めぐみ保育園
森棟 ☎6265-7411 代田

4-32-19

風の丘めぐみ保育園
風棟 ☎6265-7411 代田

4-4-2
Gakkenほいくえん
砧 ☎5727-9351 砧

5-20-14
Gakkenほいくえん
等々力 ☎5752-1711 等々力

4-2-12

かほる保育園 ☎6432-3420 上野毛
3-11-1

鎌田のびやか園 ☎6411-0351 鎌田
4-12-17

鎌田のびやか園
分園 ☎6411-4491

成城
6-13-2
（住友生命ビル1階）

上北沢こぐま
保育園 ☎5357-8531 上北沢

1-32-10
上町しぜんの国
保育園 ☎3420-4169 世田谷

2-10-10
上用賀青い空
保育園 ☎6413-5291 上用賀

6-8-17

上用賀青い空
保育園分園森の家 ☎6805-7678

上用賀
5-15-1
（用賀中学校内）

烏山いちご保育園 ☎5969-1515 北烏山
8-1-5

烏山杉の子保育園 ☎3326-5877 南烏山
2-2-3

烏山杉の子保育園
分園みなみ風 ☎6413-7310 経堂

5-38-14

烏山翼保育園 ☎3307-5551 北烏山
1-28-3

烏山保育園 ☎3326-1700 南烏山
6-22-14

河田保育園 ☎3322-3327 赤堤
1-3-23

北烏山なごみ
保育園 ☎3326-7530 北烏山

3-11-6
北沢みこころ
保育園 ☎6804-8413 北沢

4-16-6
喜多見野の花
保育園 ☎6411-8290 喜多見

3-21-22
喜多見バオバブ
保育園 ☎3749-1818 喜多見

1-4-7
キッズスマイル
世田谷上馬 ☎6450-8566 上馬

5-16-19
キッズスマイル
世田谷梅丘 ☎6413-0642 梅丘

1-48-2
キッズスマイル
世田谷千歳台 ☎5787-7512 千歳台

3-11-13
キッド・ステイ
世田谷南保育園 ☎5483-1181 玉川田園調布

2-4-14

砧保育園 ☎3483-1950 祖師谷
4-3-17

経堂保育園 ☎3427-4020 経堂
4-13-10

クラルテ保育園 ☎3429-4882 世田谷
1-19-9
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グリーンヒル奥沢
保育園 ☎3727-1833 奥沢

1-48-13
グリーンヒル奥沢保育園
分園グリーンバレー
等々力保育園

☎6432-2921 等々力
2-33-14

グリーンフィールド
上野毛保育園 ☎6455-9511 上野毛

1-9-7
グリーンホーム
東玉川保育園 ☎6421-8970 東玉川

1-21-13
グローバルキッズ
松陰神社駅前保育園 ☎6453-2755 若林

3-16-13
グローバルキッズ
世田谷四丁目園 ☎3706-3300 世田谷

4-1-3
グローバルキッズ
若林園 ☎3421-5031 若林

2-21-10
京王キッズプラッツ
桜上水 ☎5357-8825 桜上水

5-9-19

京王キッズプラッツ
烏山 ☎5313-5511

南烏山
5-17-5
（子育てステー
ション烏山2階）

駒沢こだま保育園 ☎5787-5980 駒沢
2-46-9

駒沢どろんこ
保育園 ☎6455-9551 深沢

2-19-14

駒沢わこう保育園 ☎5760-6561 駒沢
5-2-7

コンビプラザ
等々力保育園 ☎5758-8761

等々力
2-32-16

（ヴァレーサイド
トドロキ2階）

桜ヶ丘保育園 ☎3706-2226 桜丘
4-19-33

さくらしんまち
保育園 ☎6273-8585 桜新町

2-29-3

桜すくすく保育園 ☎6413-5871 桜
3-19-13

桜の詩保育園 ☎6804-4682 桜丘
4-26-22

さくらの木保育園 ☎5797-5700 玉川台
2-18-18

さくらのその
保育園 ☎5450-7077 桜丘

2-1-8
さくらのその
保育園分園つぼみ ☎6413-9606 桜丘

2-24-16

早苗保育園 ☎3303-7556 桜上水
3-18-12

早苗保育園
分園ほなみ ☎5355-0556 赤堤

4-34-6
三軒茶屋えほん
保育園 ☎6805-4371 三軒茶屋

2-9-14
三軒茶屋わこう
保育園 ☎3410-3715 三軒茶屋

2-52-13

三茶こだま保育園 ☎5787-5012 上馬
5-39-2

サン・ベビー
ルーム ☎3422-1214

三軒茶屋
2-5-5
（1・2階）

下馬鳩ぽっぽ
保育園 ☎5432-4681 下馬

3-14-9
下馬鳩ぽっぽ保育園
分園野の花園 ☎5779-6240 三宿

2-26-25
下北沢
そらいろ保育園 ☎5432-9760 代田

5-31-20

下北沢保育園 ☎6805-3561 代沢
5-34-16

春明保育園 ☎3420-5735 豪徳寺
1-25-18

昭和ナースリー ☎3411-6200 太子堂
1-13-21

すこやか園 ☎3426-2359 船橋
1-30-9

すこやか園
分園キリン ☎5426-0286 桜丘

5-19-16
スマイルキッズ
駒繫保育園 ☎3419-8686 下馬

4-27-26

スマイルキッズ
桜新町保育園 ☎3425-4433

①桜新町
　2-6-4
②桜新町
　2-9-6
（BLOSSOM
桜新町1階）

スマイルキッズ
下北沢保育園 ☎3413-7775 北沢

2-1-3

スマイルキッズ
ドレミファ保育園 ☎3421-6066

北沢
2-23-10

（ウェストフロント２階）

成育しせい保育園 ☎5727-2252
大蔵
2-10-18

（国立成育医療研究
センター敷地内）

生活クラブ保育園
ぽむ・砧 ☎5727-9595 砧

2-11-14

生活クラブ保育園
ぽむ・砧分園 ☎5727-0637

砧
4-38-4

（グランドテラス1階）
成城つくしんぼ
保育園 ☎5490-2100 成城

8-27-17
世田谷いちい
保育園北ウイング ☎6432-6111 弦巻

5-10-22
世田谷いちい
保育園南ウイング ☎6413-7171 弦巻

5-10-22
世田谷１丁目
ゆたか園 ☎5799-7380 世田谷

1-17-3
世田谷おとぎの森
保育園 ☎5797-9771 岡本

2-22-11
せたがやこころ
保育園 ☎5752-2111 深沢

4-25-22
せたがや小鳥の森
保育園 ☎5315-5041 北烏山

8-9-13

世田谷仁慈保幼園 ☎6432-2663 玉堤
2-13-11

世田谷代田仁慈
保幼園 ☎5787-8164 代田

2-32-16
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世田谷つくしんぼ
保育園 ☎5384-5800 祖師谷

6-33-5
世田谷はっと
保育園 ☎3414-0810 下馬

4-1-8

祖師谷保育園 ☎3326-1131 上祖師谷
3-20-17

祖師谷保育園分園 ☎5384-7117 上祖師谷
6-31-5

祖師谷わかば
保育園 ☎3482-5513 祖師谷

2-5-38
祖師谷わかば保育園
千歳船橋分園あおば ☎5799-6801 経堂

4-17-7

空の鳥保育園 ☎6809-8567 野毛
1-19-13

代沢ききょう
保育園 ☎3410-1171 代沢

2-11-11
代沢みこころ
保育園 ☎6805-2936 代沢

2-27-1
太子堂なごみ
保育園 ☎3422-7530 太子堂

2-3-10

第二いちご保育園 ☎5969-1500 南烏山
2-33-3

太陽の子世田谷
きぬた保育園 ☎6805-8390 砧

4-26-8
太陽の子世田谷
船橋保育園 ☎5429-0715 船橋

4-13-7
太陽の子めぐりさわ
保育園 ☎5429-9211 千歳台

4-14-1
太陽の子めぐりさわ
保育園分園
太陽の子千歳台
二丁目保育園

☎6277-9946 千歳台
2-8-23

たまがわ
みんなの家 ☎6447-9671 玉川

3-39-22
小さなおうち
保育園 ☎6379-6571 上北沢

3-1-20
ちきゅうのこども
ほいくえん成城 ☎6411-0812 大蔵

5-7-29
千歳なないろ
保育園 ☎5429-7716 千歳台

3-17-5

千歳保育園 ☎3300-4823 千歳台
6-16-12

チャイルドスクエア
そしがや ☎5490-6261 祖師谷

3-36-2
Cha Cha Children
Soshigayakoen ☎5429-7331 上祖師谷

3-10-3
Cha Cha Children
Soshigayakoen
Park Side

☎5490-8220 上祖師谷
4-4-20

Cha Cha Children
Todoroki ☎5758-1277 等々力

7-7-9

つくし保育園 ☎3412-0294 太子堂
2-6-12

つむぎ保育園 ☎6450-8480 若林
4-37-2

天使の詩保育園 ☎5431-5015 下馬
6-51-18

等々力保育園 ☎3704-5103
奥沢
8-4-14
※一時移転中

等々力保育園
分園このは ☎3701-8591 等々力

6-4-2

ナオミ保育園 ☎3701-8311 等々力
4-13-10

ナオミ保育園
分園ぶどうの木 ☎5707-7817 奥沢

6-19-1
ナオミ保育園
分園りんごの木 ☎5707-7337 野毛

1-25-2
にじいろ保育園
給田 ☎5314-9263 給田

4-4-14
にじいろ保育園
給田分園 ☎5969-8162 給田

4-1-8
にじいろ保育園
千歳台 ☎6411-2761 千歳台

5-21-17
にじいろ保育園
松原 ☎6265-7167 松原

5-52-11
にじのおうち
保育園 ☎5357-8722 桜上水

2-11-1

にじのこ保育園 ☎3703-3500 奥沢
7-36-9

ニチイキッズ
深沢坂上保育園 ☎5758-1088 深沢

5-23-15
日本女子体育大学
附属保育園 ☎6277-9351 船橋

7-20-16
野沢そらの木
保育園 ☎6413-8595 野沢

2-9-14

はあと保育園成城 ☎3416-2550 成城
3-2-9

はあと保育園成城
喜多見分園 ☎6411-1243 喜多見

6-23-14
馬事公苑ひかり
保育園 ☎3439-1188 上用賀

4-16-14

鳩ぽっぽ保育園 ☎3411-0333 太子堂
1-15-5

東北沢ききょう
保育園 ☎6804-8015 北沢

1-20-11

東玉川善隣保育園 ☎6425-7276 東玉川
2-35-16

ひだまり保育園 ☎6411-2066 船橋
4-3-2

ぴっころ保育園 ☎6413-7974 桜新町
2-13-17

ひなたの森保育園 ☎5429-6361 砧
6-7-5

ひなたの森保育園
分園 ☎6411-0823 砧

2-14-12
ピノキオ幼児舎
芦花保育園 ☎6304-6981 粕谷

2-3-11
ふかさわミル
保育園 ☎6432-1546 深沢

1-32-24

フラヌール保育園 ☎6804-4080 船橋
3-1-1
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フラヌール保育園
分園 ☎6804-4841

船橋
1-29-1
（世田谷信用金庫
船橋支店3階）

フロンティアキッズ
上馬 ☎3410-2388

上馬
2-29-16
（ワイスハイム
Ⅱ－1階）

フロンティアキッズ
上町 ☎5450-0707 世田谷

1-30-9
ベネッセ桜新町
保育園 ☎5426-3785 桜新町

2-12-4
ぽこころ保育園
祖師谷 ☎6411-5606 祖師谷

4-4-16
ポピンズナーサリー
スクール経堂南 ☎5799-7031 経堂

1-41-3

ポピンズナーサリー
スクール世田谷中町 ☎6455-9581

中町
5-9-9
（コミュニティ
プラザ1・2階）

ポピンズナーサリー
スクール羽根木 ☎5301-2031 羽根木

1-7-11

松原保育園 ☎6379-0154 松原
5-33-16

まつばらけやき
保育園 ☎6304-3730 松原

2-11-1
まつばらけやき
保育園分園 ☎6265-8153 松原

1-43-1
学び処世田谷保育屋敷
わびさびあそび ☎6413-9071 豪徳寺

2-14-7

マリア保育園 ☎6304-3501 赤堤
3-20-4

ミアヘルサ保育園
ひびき上馬 ☎5779-7355

上馬
4-31-9

（サニーサイド
上馬1階）

三宿の杜なごみ
保育園 ☎3414-7531

太子堂
3-27-24
（太子堂中学校内）

身延山保育園 ☎3700-2268 瀬田
4-12-4

身延山保育園分園
さくら青空保育園 ☎6657-5120

瀬田
2-17-1
（瀬田中学校内）

みんなのおうち
保育園 ☎6379-8911 桜上水

5-3-28

めぐみ保育園 ☎3701-3241 深沢
3-13-8

メネス保育園 ☎3300-1673 南烏山
4-16-16

モニカ三軒茶屋園 ☎6450-8402 上馬
1-17-10 2階

もみの木保育園
希望丘 ☎5787-7807 船橋

4-29-8
もみの木保育園
太子堂 ☎5787-6333 太子堂

1-12-18

遊愛保育園 ☎5433-1500 三宿
2-16-32

用賀なのはな
保育園 ☎5707-4700 用賀

1-2-2
用賀なのはな
保育園深沢分園 ☎5426-4100 新町

1-3-31

用賀みこころ
保育園 ☎6805-6422

用賀
3-6-3

（ラヴィーレレジデンス用賀1階）
用賀ルンビニ
保育園 ☎5491-7100 用賀

4-14-22

よつば保育園 ☎5430-0428 若林
1-33-6

ラフ・クルー烏山
保育園 ☎6909-0440 南烏山

6-37-4

ラフ・クルー烏山
保育園分園 ☎6279-6106

南烏山
6-38-9
（ステラ21 1階）

ラフ・クルー経堂
保育園 ☎5799-4421

経堂
1-6-17
（Grandir
Kyodo1階）

ラフ・クルー駒沢
保育園 ☎6805-2428 駒沢

4-29-16
RISSHO KID'S
きらり 岡本 ☎6411-0077 岡本

2-33-22
RISSHO KID'S
きらり 代沢 ☎3419-1313 代沢

1-8-3
RISSHO KID'S
きらり 玉川 ☎3707-1311 玉川

4-11-2
芦花の丘かたるぱ
保育園 ☎6379-9963 粕谷

1-20-1
芦花ゆりかご
保育園 ☎3309-7006 粕谷

3-19-1
YMCA保育園
ねがい ☎5317-9105 船橋

6-26-5

わかな保育園 ☎3700-3818 瀬田
1-7-7

若葉の詩保育園 ☎5431-0222 野沢
3-13-5

わらべうた経堂
保育園 ☎3302-1855

桜上水
1-7-10

（クールセリシエ1階）

わらべうた桜新町
保育園 ☎5758-2131

①桜新町
　1-1-6
②桜新町
　1-32-1 2階

わらべうた等々力
保育園 ☎5758-1156

等々力
3-27-15
（パークハイム
等々力三丁目
壱番館）

わらべうた三宿
保育園 ☎3424-1422 池尻

3-23-2 2階
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認定こども園（50音順）
■区立認定こども園

多聞幼稚園 ☎ 3413-7612 三宿
2-25-9

■私立認定こども園
青葉学園
野沢こども園 ☎5431-3420 野沢

1-3-19

円光院幼稚園 ☎3420-8700 梅丘
2-19-8

昭和女子大学附属
昭和こども園 ☎3411-5113 太子堂

1-7-57
日本大学
認定こども園 ☎6450-8120 野沢

1-32-6
認定こども園
世田谷ベアーズ ☎6279-5397 千歳台

6-7-2

羽根木こども園 ☎6453-2512 代田
4-25-9

地域型保育事業（50音順）
■小規模保育事業

青い空の家 ☎3700-6914 岡本
2-5-11

えにっくす ☎6411-5195
千歳台
5-23-13
（ペアステージ
東館1階）

上馬つきの木
保育園 ☎5432-9533

上馬
4-1-3
（東急上馬ビル2階）

キラキラキッズ
ナーサリー下北沢園 ☎6407-9401

北沢
2-37-18
（MANA下北沢１階）

駒沢ほしにねがいを
保育園 ☎6311-1164

駒沢
3-26-3
（WOOD COURT101）

世田谷ほしにねが
いを保育園 ☎6413-7864 世田谷

4-14-32

高木保育園 ☎3415-4440 砧
6-18-6 1階

千歳ぴっち
小規模保育園 ☎6909-0819 南烏山

5-24-20

翼の鐘保育園 ☎6279-6525 南烏山
3-25-15

等々力ほしにねがい
を保育園 ☎6809-8745

等々力
4-5-9
キラクプレイ
ス等々力1-B

なかよしほいくえん ☎6805-5650 若林
5-7-11 1階

ふたばクラブ
三軒茶屋保育園 ☎6805-3777 上馬

1-15-5

べべ・ア・パリ
保育園経堂 ☎6413-1868

経堂
1-26-3
（ルストーレ経堂1階）

ホームマミー
おくさわ ☎3701-3551 奥沢

8-15-8

マリアの家保育園 ☎6413-9468 上馬
5-21-11

もみの木Mom
太子堂 ☎6805-5054

太子堂
1-14-20
（太子堂区民セ
ンター西側外
階段2階部分）

ららるー保育園 ☎3300-8850 北烏山
1-59-7

ラフ・クルー駒沢
公園ナーサリー ☎6804-0961

駒沢公園
1-1
（Tote駒沢公園2階）

■家庭的保育事業

おうち①～⑤
☎3326-1131
（祖師谷保育園）

上祖師谷
1-16-16

（パークサイド
101・102・103・
105・106）

おうち⑥
上祖師谷
5-11-17
（ビクトワール101）

らふ・くるーまむ
（いちご・ばなな・
ぶどう）

☎5357-8100
船橋
5-17-1-101
船橋
5-17-7-104・105

■事業所内保育事業
ヤクルト経堂
保育園 ☎3420-5236 経堂

5-38-26 2階

■居宅訪問型保育事業

障害児訪問保育
アニー ☎6811-0907

特定非営利活
動法人フロー
レンス

ほわわびじっと１ ☎6805-6470 社会福祉法人
むそう

保育室

ドレミファ保育室 ☎3485-7384 北沢
2-26-23
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認証保育所（50音順）

アスクバイリンガル
保育園　明大前 ☎3324-4593

松原
1-50-15
（ル・ポー松原2階）

エクレール保育園 ☎3425-8287 船橋
1-11-2

喜多見こどもの家 ☎3749-1079 喜多見
3-14-6

砧南らる保育園 ☎3417-1591
鎌田
3-13-20

（砧南中学校内）

木下の保育園
成城 ☎5490-7369

成城
6-5-34

（成城コルティ
3階）

木下の保育園
祖師谷 ☎3789-7135 祖師谷

1-5-20

こもれび保育園
上野毛園 ☎3701-8808

上野毛
1-26-6

（上野毛駅ビル
2階）

こもれび保育園
東松原園 ☎3328-0707

羽根木
1-31-21
（ドクターズプ
ラザ羽根木）

こもれび保育園
用賀園 ☎3700-0404

瀬田
4-28-12
（パラッシオ用賀
1階）

駒沢プチ・クレイ
シュ ☎3410-4442

上馬
4-2-5

（上馬セントラル2階）

三茶こっこ保育園 ☎5787-6250
太子堂
1-12-40
（グレート王寿
ビル2階）

小学館アカデミー
ふたこたまがわ
保育園

☎5797-5671
玉川
3-34-2

（リオ・ヴェルデ2階）

世田谷喜多見
雲
き ら

母
ら

保育園
☎5761-9101

喜多見
9-1-2
（喜多見ル・
ジュール103）

世田谷祖師ヶ谷
大蔵雲

き ら

母
ら

保育園
☎3415-2602

砧
8-6-25

（ヒグチ栄ビル
1・2階）

小さな森の保育園※ ☎5787-6455
代沢
5-18-1
（代沢カラバッ
シュ３階）

都市型保育園
ポポラー東京
三軒茶屋園

☎5431-7070

太子堂
3-37-1-D201
（グランドヒルズ
三軒茶屋ヒルトッ
プガーデンディセ
ントフォート内）

ナーサリー
さくらキッズ ☎5426-2415 新町

3-21-3

ナーサリールーム
ベリーベアー用賀 ☎6382-7300

用賀
2-27-1

（大東京ビル3階）

ニチイキッズ
三軒茶屋保育園 ☎5779-9280

三軒茶屋
1-2-21
（アミックビル
1・2階）

ねいろ保育園 ☎5477-4747 弦巻
4-7-15

はじまりはじまり
えんniko ☎5717-3369

玉川
1-15-6-103

（二子玉川ライズ
･プラザモール）

パパル
キッズルーム ☎3709-0381 玉川

3-43-1

ピノキオ幼児舎
上野毛園 ☎5758-7480

上野毛
1-9-14

（メゾン田園1階）
ベビールーム
等々力 ☎3702-4455 等々力

1-19-9 1F
保育園
夢未来桜新町園 ☎6432-6345 弦巻

3-9-9

ポピンズナーサ
リースクール経堂 ☎5329-2177

赤堤
3-32-5

（メゾン香葉1階）

ポピンズナーサ
リースクール
桜新町

☎5426-2201
桜新町
2-8-1
（世田谷目黒農
協ビル4階）

ポピンズナーサ
リースクール
三軒茶屋

☎5481-2136
野沢
1-35-8
（世田谷ティーズヒ
ルA施設棟2階）

ポピンズナーサ
リースクール
千歳烏山

☎5315-3071
南烏山
6-12-12

（コーシャハイム千
歳烏山12号棟2階）

ポピンズナーサ
リースクール
二子玉川

☎5797-2100
玉川
3-17-1
（玉川髙島屋S・
C西館1・2階）

マミーズエンジェ
ル奥沢保育園 ☎5754-8787 奥沢

3-44-2 1階

用賀プチ・クレイ
シュ ☎3709-1222

用賀
4-3-11

（ハッピービルド2階）

リトルパルズ・
アカデミー ☎5432-9380

三軒茶屋
2-32-10
（アダージョ
三軒茶屋1階）

※�小さな森の保育園は令和6年9月30日まで休園を
予定しています。
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病児・病後児保育室（50音順）
（※は病後児のみ対応型施設）
いなみ小児科
病児保育室
ハグルーム

☎3422-0565 下馬
3-10-7

かるがもクリニック
病児保育室
病児保育こがも

☎3706-7077
桜丘
5-20-14
（シンエイ第3
ビル2階）

キラリこどもクリニック
病児保育室
病児保育室アップル

☎3418-8355
太子堂
3-1-24
（ディアコート
三軒茶屋102）

※�子育てステーション
烏山にこりんるーむ ☎5384-4601 南烏山

5-17-5
つだ小児科
クリニック
病児保育室
病児保育室ソレイユ

☎5477-3366
世田谷
4-6-13
（グランデュオ
世田谷V1階）

※ナオミ保育園
�病後児保育室バンビ ☎3701-8311 等々力

4-13-10

ニコこどもクリニック
病児保育室
ニコのおうち

☎6431-0235
玉川
1-15-6-101

（二子玉川ライズ
プラザモール1階）

病児・病後児
保育室かんがるーむ ☎5727-2232 大蔵

2-10-18

病児･病後児
保育室
下北沢ひよこ園

☎3460-1122
北沢
2-26-25
（下北沢エクセレ
ントビル2階）

病児･病後児保育室
ポピンズルーム
千歳烏山

☎5315-3025

南烏山
6-12-12

（コーシャハイム
千歳烏山12号棟
2階）

山口小児科内科
病児保育室
シェ・モア

☎3704-3039 中町
4-35-6

幼稚園（50音順）
■区立幼稚園

砧幼稚園 ☎ 3416-8630 喜多見
6-9-11

給田幼稚園 ☎ 3308-2790 給田
4-7-11

桜丘幼稚園 ☎ 3426-1862 桜丘
5-2-19

多聞幼稚園
（認定こども園） ☎ 3413-7612 三宿

2-25-9

中町幼稚園 ☎ 3704-0477 中町
4-38-21

八幡山幼稚園 ☎ 3302-5707 八幡山
1-27-25

松丘幼稚園 ☎ 3426-5453 弦巻
5-21-10

三島幼稚園 ☎ 3703-0213 深沢
5-11-5

■私立幼稚園

愛珠幼稚園 ☎3429-7575 経堂
1-1-14

愛隣幼稚園 ☎3420-0638 新町
2-7-8

青葉学園幼稚園 ☎3429-5165 世田谷
3-11-3

あかつつみ幼稚園 ☎3321-5397 赤堤
2-25-2

あけぼの幼稚園 ☎3416-1611 砧
6-20-11

麻生学園
深沢幼稚園 ☎3704-6341 深沢

3-29-11

淡島幼稚園 ☎3419-3811 代沢
3-27-1

育成幼稚園 ☎3466-6038 北沢
4-20-5

いづみ幼稚園 ☎3424-3752 下馬
1-20-4

永安寺学園幼稚園 ☎3709-0400 鎌田
3-23-19

奥沢幼稚園 ☎3718-2971 奥沢
2-36-7

尾山台
ナザレン幼稚園 ☎3701-3461 尾山台

2-5-6

家庭幼稚園 ☎3411-2312 若林
2-30-17

上野毛幼稚園 ☎3701-0552 上野毛
2-10-18

銀の鈴幼稚園 ☎3720-6740 東玉川
2-30-3

国本幼稚園 ☎3416-4724 喜多見
8-15-33

慶元寺幼稚園 ☎3417-4321 喜多見
4-17-2
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佼成学園幼稚園 ☎3308-2161 給田
2-11-1

コドモの園幼稚園 ☎3422-1824 上馬
4-12-3

こひつじ幼稚園 ☎3708-5931 瀬田
2-11-11

さくら幼稚園 ☎3428-6474 新町
3-21-3

三軒茶屋幼稚園 ☎3421-9005 三軒茶屋
2-9-21

春光幼稚園 ☎3426-3311 船橋
1-36-7

松蔭幼稚園 ☎3467-1555 北沢
1-16-10

常徳幼稚園 ☎3427-2251 宮坂
2-10-1

鈴蘭幼稚園 ☎3704-1881 上野毛
2-15-15

成城幼稚園 ☎3482-2108 祖師谷
3-52-38

聖セシリア
喜多見幼稚園 ☎3480-1936 喜多見

9-9-5
聖ドミニコ学園
幼稚園 ☎3700-0017 岡本

1-10-1

瀬田幼稚園 ☎3700-0940 瀬田
4-11-25

世田谷幼稚園 ☎3413-3379 太子堂
4-17-10

世田谷聖母幼稚園 ☎3702-7334 深沢
8-13-16

世田谷若葉幼稚園 ☎3413-2440 若林
1-19-15

善隣幼稚園 ☎3702-0117 等々力
2-6-19

泰成幼稚園 ☎3482-2233 祖師谷
5-1-3

代田幼稚園 ☎3412-4893 代田
2-17-14

玉川幼稚園 ☎3415-1709 岡本
3-35-10

玉川小羊幼稚園 ☎3701-6508 奥沢
7-12-22

調布幼稚園 ☎3720-6720 東玉川
1-1-21

田園調布雙葉小学校
附属幼稚園 ☎3721-5112 玉川田園調布

1-20-9

東覚院千歳幼稚園 ☎3483-0820 千歳台
4-11-12

東京都市大学
二子幼稚園 ☎3708-0104 玉川

2-17-10

日体幼稚園 ☎3701-4450 中町
5-10-20

日本女子体育大学
附属みどり幼稚園 ☎3322-9155 松原

2-17-22

平安幼稚園 ☎3421-4993 下馬
2-41-5

マダレナ・カノッサ
幼稚園 ☎3304-5281 桜上水

2-5-1

松沢幼稚園 ☎3303-8091 上北沢
3-8-19

三宿さくら幼稚園 ☎3413-2472 三宿
2-27-4

みょうじょう
幼稚園 ☎3422-3189 三軒茶屋

2-51-32

ゆかり文化幼稚園 ☎3417-2448 砧
7-15-14

芦花幼稚園 ☎3303-1956 粕谷
2-20-1

和光幼稚園 ☎3420-4352 桜
2-18-18

小学校（50音順）
■区立小学校

赤堤小学校 ☎3323-0291
3323-9751

赤堤
1-41-24

旭小学校 ☎3424-1337
3424-1251

野沢
1-4-3

池尻小学校 ☎3424-2410
3424-2152

池尻
2-4-10

池之上小学校

☎6416-8073
※令和6年8月中旬より
3411-8314へ変更予定
6416-8414

※令和6年8月中旬より
3411-8440へ変更予定

北沢
4-32-20
※令和6年8月中旬
より代沢2-42-15
へ移転予定

奥沢小学校 ☎3727-3535
3727-1398

奥沢
3-1-1

尾山台小学校 ☎3701-2183
3701-2355

尾山台
3-11-1

上北沢小学校 ☎3302-0485
3302-7351

上北沢
4-22-29

烏山小学校 ☎3300-6158
3300-6199

給田
1-2-1

烏山北小学校 ☎3300-5764
3300-5785

北烏山
6-3-1

喜多見小学校 ☎3416-8232
3416-8284

喜多見
3-11-1

砧小学校 ☎3417-4477
3417-4484

喜多見
6-9-1

砧南小学校 ☎3417-2378
3417-4943

鎌田
4-3-1

希望丘小学校 ☎3484-1972
3484-1878

船橋
4-9-1

給田小学校 ☎3308-5671
3308-5797

給田
4-24-1

京西小学校 ☎3700-1128
3700-1399

用賀
4-27-4

経堂小学校 ☎3420-3278
3420-2903

桜上水
1-23-3
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九品仏小学校 ☎3703-0458
3703-0630

奥沢
8-12-1

駒沢小学校 ☎3424-0855
3424-1701

駒沢
2-10-6

駒繋小学校 ☎3424-0820
3424-2622

下馬
1-42-12

桜小学校 ☎3420-5381
3420-5626

世田谷
2-4-15

桜丘小学校 ☎3429-1375
3429-1339

桜丘
1-19-17

桜町小学校 ☎3703-0161
3703-0166

用賀
1-5-1

笹原小学校 ☎3428-8383
3428-8535

桜丘
5-19-1

三軒茶屋小学校 ☎3421-2195
3421-2751

三軒茶屋
2-42-1

下北沢小学校 ☎3468-0291
3468-6974

大原
1-4-6

城山小学校 ☎3429-2047
3429-2049

梅丘
2-1-11

瀬田小学校 ☎3700-3345
3700-3352

瀬田
2-15-1

世田谷小学校 ☎3420-7241
3420-8137

宮坂
1-38-4

祖師谷小学校 ☎3482-2467
3482-2432

祖師谷
3-49-1

代沢小学校 ☎3413-4551
3413-5665

代沢
5-1-10

太子堂小学校 ☎3413-4621
3413-4799

太子堂
5-7-4

代田小学校 ☎3323-3761
3323-9343

代田
4-2-3

玉川小学校 ☎3703-1601
3703-1688

中町
2-29-1

玉堤小学校 ☎3701-1536
3702-7951

玉堤
2-11-1

多聞小学校 ☎3413-2026
3413-4094

三宿
2-26-11

千歳小学校 ☎3482-3153
3482-3466

成城
9-6-1

千歳台小学校 ☎3482-0335
3482-0757

千歳台
4-24-1

塚戸小学校 ☎3300-5166
3300-5174

千歳台
6-7-1

弦巻小学校 ☎3428-0187
3428-0965

弦巻
1-9-18

等々力小学校 ☎3702-2185
3702-2188

等々力
7-26-1

中里小学校 ☎3422-7474
3422-7577

三軒茶屋
1-4-1

中町小学校 ☎3703-0651
3703-0691

中町
4-23-1

中丸小学校 ☎3424-4422
3424-4990

野沢
3-34-16

八幡山小学校 ☎3302-2618
3302-4064

八幡山
1-14-1

東玉川小学校 ☎3720-4211
3720-4621

奥沢
1-1-1

東深沢小学校 ☎3703-1606
3703-1780

深沢
3-7-1

深沢小学校 ☎3428-1366
3428-8765

新町
1-4-24

二子玉川小学校 ☎3700-5531
3700-6588

玉川
4-6-1

船橋小学校 ☎3482-2367
3482-2317

船橋
4-41-1

松丘小学校 ☎3429-4278
3429-5627

弦巻
3-23-12

松沢小学校 ☎3323-0441
3323-9293

赤堤
4-44-22

松原小学校 ☎3322-0191
3322-4351

松原
5-43-26

三宿小学校 ☎3411-8456
3411-7560

三宿
1-12-6

武蔵丘小学校 ☎3308-6722
3308-6773

北烏山
1-47-11

明正小学校 ☎3415-5591
3415-5940

成城
3-3-1

八幡小学校 ☎3721-8991
3721-8990

玉川田園調布
2-17-15

山崎小学校 ☎3420-7341
3420-8278

梅丘
3-9-1

山野小学校 ☎3417-3322
3417-3348

砧
6-7-1

用賀小学校 ☎3428-8391
3428-8856

上用賀
6-14-1

芦花小学校 ☎3303-3301
3303-6431

粕谷
2-22-1

若林小学校 ☎3413-0654
3413-0770

若林
5-27-18

■私立小学校

国本小学校 ☎3416-4721 喜多見
8-15-33

昭和女子大学附属
昭和小学校 ☎3411-5114 太子堂

1-7-57

成城学園初等学校 ☎3482-2106 祖師谷
3-52-38

聖ドミニコ学園
小学校 ☎3700-0017 岡本

1-10-1
田園調布雙葉
小学校 ☎3721-3994 玉川田園調布

1-20-9
東京都市大学付属
小学校 ☎3417-0104 成城

1-12-1
東京農業大学
稲花小学校 ☎5477-4115 桜

3-33-1

和光小学校 ☎3420-4353 桜
2-18-18

■国立小学校
東京学芸大学附属
世田谷小学校 ☎5706-2131 深沢

4-10-1
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中学校（50音順）
■区立中学校

梅丘中学校 ☎3322-7491
3322-7443

松原
6-5-11

奥沢中学校 ☎3726-2561
3726-2597

奥沢
1-42-1

尾山台中学校 ☎3701-1171
3701-1195

尾山台
3-27-23

上祖師谷中学校 ☎3308-9683
3308-9778

上祖師谷
7-10-1

烏山中学校 ☎3300-6361
3300-6363

南烏山
4-26-1

北沢中学校 ☎3468-2501
3468-7549

北沢
5-12-3

喜多見中学校 ☎3417-4971
3417-4963

喜多見
4-20-1

砧中学校 ☎3417-2367
3417-2380

成城
1-10-1

砧南中学校 ☎3417-6791
3417-6799

鎌田
3-13-20

駒沢中学校 ☎3422-7401
3422-7899

駒沢
2-39-25

駒留中学校 ☎3424-3070
3424-3641

下馬
4-18-1

桜丘中学校 ☎3429-6203
3429-6385

桜丘
2-1-39

桜木中学校 ☎3420-0149
3420-0763

桜
1-48-15

瀬田中学校 ☎3700-6900
3700-6560

瀬田
2-17-1

世田谷中学校 ☎3420-7173
3420-7175

梅丘
3-8-1

世田谷中学校
不登校特例校
分教室ねいろ

☎3429-1879
3429-1880

弦巻
3-16-8

太子堂中学校 ☎3413-0810
3413-1332

太子堂
3-27-17

玉川中学校 ☎3701-7128
3701-7173

中町
4-21-1

千歳中学校 ☎3300-7361
3300-7370

千歳台
6-15-1

弦巻中学校 ☎3428-8381
3428-8537

弦巻
1-42-22

東深沢中学校 ☎3703-0151
3703-0156

深沢
4-18-28

深沢中学校 ☎3703-0158
3703-2733

新町
1-26-29

富士中学校 ☎3414-5174
3414-5902

代沢
1-23-17

船橋希望中学校 ☎3484-3741
3484-3745

船橋
4-20-1

松沢中学校 ☎3303-7381
3303-7151

桜上水
4-5-2

三宿中学校 ☎3413-4511
3413-4409

太子堂
1-3-43

緑丘中学校 ☎3303-7332
3303-7581

桜上水
3-19-12

八幡中学校 ☎3701-2161
3701-2164

等々力
6-4-1

用賀中学校 ☎3700-5600
3700-5568

上用賀
5-15-1

芦花中学校 ☎3302-2571
3302-7491

粕谷
2-22-2

■私立中学校
鷗友学園
女子中学校 ☎3420-0136 宮坂

1-5-30

国本女子中学校 ☎3416-4722 喜多見
8-15-33

恵泉女学園中学校 ☎3303-2115 船橋
5-8-1

佼成学園
女子中学校 ☎3300-2351 給田

2-1-1

国士舘中学校 ☎5481-3114 若林
4-32-1

駒場東邦中学校 ☎3466-8221 池尻
4-5-1

松蔭中学校 ☎3467-1511 北沢
1-16-10

昭和女子大学附属
昭和中学校 ☎3411-5115 太子堂

1-7-57

成城学園中学校 ☎3482-2104 成城
6-1-20

聖ドミニコ学園
中学校 ☎3700-0017 岡本

1-10-1

世田谷学園中学校 ☎3411-8661 三宿
1-16-31

玉川聖学院中等部 ☎3702-4141 奥沢
7-11-22

田園調布学園
中等部 ☎3727-6121 東玉川

2-21-8
田園調布雙葉
中学校 ☎3721-5087 玉川田園調布

1-20-9
東京都市大学
等々力中学校 ☎5962-0104 等々力

8-10-1
東京都市大学
付属中学校 ☎3415-0104 成城

1-13-1
東京農業大学
第一高校中等部 ☎3425-4481 桜

3-33-1

日本学園中学校 ☎3322-6331 松原
2-7-34

三田国際学園
中学校 ☎3707-5676 用賀

2-16-1
サレジアン国際学園
世田谷中学校 ☎3416-1150 大蔵

2-8-1

■国立中学校
東京学芸大学附属
世田谷中学校 ☎5706-3301 深沢

4-3-1
筑波大学附属
駒場中学校 ☎3411-8521 池尻

4-7-1
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子ども関係施設（その他）
■子ども・子育て支援
東京育成園 ☎3421-0041

3421-2131
上馬
4-12-3

福音寮 ☎3302-5600
3302-6791

上北沢
3-1-19

子育てステーション
世田谷

おでかけひろば
☎ 3411-8301

太子堂
1-4-22
（昭和インター
ナショナルハ
ウス1階）

ほっとステイ
☎ 3411-8300

太子堂
1-6-6

（小西ビル1階）

発達相談室
☎070-6554-8801
3411-6246

太子堂
1-7-57
（昭和女子大
学生活心理研
究所内）

のざわテットーひろば おでかけひろば
☎ 3418-9950

野沢
3-14-22

おでかけひろば
ぶれす ☎5799-4265

宮坂
3-15-15
1階

生活クラブ子育て
広場ぶらんこ

おでかけひろば・
ほっとステイ
☎ 5426-5214

宮坂
3-13-13
（生活クラブ館
2階）

ひょっこりひろば おでかけひろば
☎6413-8220

下馬
3-10-7
（いなみ小児科
ビル1階）

おでかけひろば
三宿

おでかけひろば・
ほっとステイ
☎070-5079-2186
3413-6353

三宿
2-18-6

おでかけひろば
ULALA

おでかけひろば・
ワークスペース
☎ 6876-7129

桜
3-13-4

Hotto Café
つきの木ひろば

おでかけひろば・
ほっとステイ
☎5432-9533

上馬
4-1-3
（東急上馬ビル
2階）

おでかけひろば
どんぐり

おでかけひろば・
ほっとステイ
☎3414-2005
3414-2006

若林
5-27-18
（区立世田谷保
育園内）

まちもりほっとステイ
SUKUSUKU

ほっとステイ
☎3425-4946

世田谷
3-1-27

ほっとステイ
「ぽっぽ」 ほっとステイ

☎5431-5536

上馬
4-12-3
（オリービア
保育園内）

ほっとステイ
カムパネルラ経堂 ほっとステイ

☎6413-5612

宮坂
3-15-15

（子ども・子育て
総合センター2階）

子育てステーション
梅丘

おでかけひろば
☎6379-0957

松原
6-41-7

ほっとステイ
☎ 6379-0920
発達相談室
☎6304-3440
5300-2998

おでかけひろば
ぼっこ

おでかけひろば
☎080-5555-1052

北沢
2-39-6
COS下北沢

おでかけひろば
@あみーご

おでかけひろば・
ほっとステイ
☎ 3328-4411

松原
4-17-15

そらまめハウス おでかけひろば
☎070-1559-2321

代田
4-38-52
（羽根木公園プ
レーパーク内）

おでかけひろば
一
い っ

空
く う

おでかけひろば
☎ 6676-3014

代沢
4-44-8

おでかけひろば
cobaco

おでかけひろば・
ワークスペース
☎6876-8584

代田
1-17-3

おでかけひろば
まもりん

おでかけひろば・
ほっとステイ
☎3460-5255
3460-5256

代田
6-21-5
（区立守山保育
園内）

子育てステーション
桜新町

おでかけひろば
☎5426-2203
5426-2206 桜新町

2-8-1
（世田谷目黒
農協本店ビル
1階）

ほっとステイ
☎5426-2205
5426-2206

発達相談室
☎5426-3521
3425-8655

おでかけひろば
ひまわり

おでかけひろば
☎5717-6927
3700-8448

玉川
4-16-6
（区立玉川保育
園内）

おでかけひろば
はぁと

おでかけひろば・
ほっとステイ
☎3705-2220
3705-2006

等々力
4-19-18
（区立等々力中央
保育園内）

かみのげ
おでかけひろば

おでかけひろば
☎6809-7478
6809-7479

上野毛
1-27-5

（清水ビル2階）

おでかけひろば
まーぶる

おでかけひろば・
ほっとステイ
☎ 6338-2823

瀬田
2-25-10

玉堤一丁目
おでかけひろば

おでかけひろば・
ほっとステイ
☎3704-5583

玉堤
1-8-5

たまがわ
いち・にい・さん

おでかけひろば・
ほっとステイ
☎ 3700-0680

玉川
1-2-3

おでかけひろば
すぷーん

おでかけひろば
☎6876-7721

深沢
2-15-3

おでかけひろば
CIRCUS

おでかけひろば
☎3702-5380

駒沢
5-2-7
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おでかけひろば
おりーぶ

おでかけひろば
☎6421-4085

奥沢
2-30-19

ふかさわおでかけひ
ろばワークスペース
プラス

おでかけひろば・
ワークスペース
☎6879-0804

深沢
4-2-21 1階

ほっとステイ
CIRCUS

ほっとステイ
☎5760-6569

駒沢
5-2-7
（駒沢わこう
保育園内）

子育てステーション
成城

おでかけひろば
☎5490-7269
5490-0469

成城
6-5-34
（成城コルティ
内3階）

ほっとステイ
☎5490-7169
5490-0469

発達相談室
☎烏山発達相談
室に同じ

すこやか広場
おでかけひろば
☎3426-2323
3706-7242

船橋
1-30-9
（子どもの生活
研究所内）

みずき広場 おでかけひろば
☎5384-5800
6751-1835

祖師谷
6-33-5
（世田谷つくし
んぼ保育園内）

きぬたまの家
う ち

おでかけひろば・
ほっとステイ
☎6447-9931

鎌田
1-19-1-101

けやき広場 おでかけひろば
☎5490-2100
6411-3339

成城
8-27-17
（成城つくしん
ぼ保育園内）

おでかけひろば
FUKU＊fuku

おでかけひろば・
ほっとステイ
☎ 5761-9748

喜多見
9-14-15

おでかけひろば
にじ

おでかけひろば・
ほっとステイ
☎3303-8515
3303-8516

船橋
6-25-1
（区立希望丘保
育園内）

おでかけひろば
cotton

おでかけひろば・
ワークスペース
☎6411-9043

成城
7-16-8

おでかけひろば
クスクス

おでかけひろば・
ほっとステイ
☎6770-8394

喜多見
4-33-26

うさぎの縁がわ ☎3416-3930 砧
3-33-6

おでかけひろば
ゆるり ☎070-4713-0205 大蔵

5-10-22

子育てステーション
烏山

おでかけひろば
☎5384-7612
5384-4602

南烏山
5-17-5

ほっとステイ
☎5384-7611
5384-4602

発達相談室
☎5384-7811
5384-4603

ぽっぽちゃん
ひろば

おでかけひろば
☎3302-5600
3302-6791

上北沢
3-1-19
（福音寮3階）

おでかけひろば
ぶりっじ＠roka

おでかけひろば・
ほっとステイ
☎ 3309-8115

南烏山
2-30-11
（UR芦花公園団
地11号棟１階）

ぐみの木ひろば
おでかけひろば
☎5357-8531
5357-8532

上北沢
1-32-10
（上北沢こぐま
保育園内）

おひさまひろば
おでかけひろば・
ほっとステイ
☎070-2472-3884
3326-1436

上祖師谷
3-20-17
（祖師谷保育園
内）

生活クラブ
子育て広場
ぶらんこ粕谷

おでかけひろば・
ワークスペース
☎ 6279-6340

粕谷
3-16-5

産後ケアセンター ☎5426-2900
5426-2901

桜新町
2-29-6

■子ども関係の相談機関
世田谷区
児童相談所 ☎6379-0697

6379-0698
松原
6-41-7

教育総合センター
（来室相談） ☎6453-1524

6453-1534
若林
5-38-1

教育相談室
玉川分室 ☎3709-2403

3707-7040
玉川
2-1-15

教育相談室
砧分室 ☎3483-3404

3483-3407
成城
6-3-10

（成城6丁目事務所棟）
教育相談室
烏山分室 ☎3305-2022

3305-2133
南烏山
4-26-2

（烏山中学校東隣）

せたがや　子ども
家庭支援センター

☎5432-2915
5432-3034

世田谷
4-22-33

（世田谷総合支所内）

きたざわ　子ども
家庭支援センター

☎6804-7525
6804-9044

北沢
2-8-18

（北沢総合支所内）

たまがわ　子ども
家庭支援センター

☎3702-1189
3702-1336

等々力
3-4-1

（玉川総合支所内）

きぬた　子ども
家庭支援センター

☎3482-1415
6277-9721

成城
6-2-1

（砧総合支所内）

からすやま　子ども
家庭支援センター

☎3326-6056
3308-3036

南烏山
6-22-14

（烏山総合支所内）
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ಐࣇ˙ ʢؗ���ทʣ
ʪ։ؗؒ࣌ʫ午前9時30分～午後6時
中高生支援館は週2回、午後7時まで開館
（池尻・玉川台児童館：水・土曜）
（喜多見・粕谷児童館：木・金曜）
（代田児童館：金・土曜）
休 �月曜、第2・4日曜、祝・休日（5月5日を除く）、

年末年始
　�（奥沢子育て児童ひろばは土・日曜（第2土曜
を除く）、祝・休日、年末年始）

※（　）は併設施設にあり
池尻児童館（中高生
支援館）

☎3422-0411
3424-6977

池尻
2-3-11

粕谷児童館（中高生
支援館） （ ）

☎3305-7171
3305-7172

粕谷
4-13-6

鎌田児童館
（ ）

☎3709-6911
3709-6177

鎌田
3-35-1

上北沢児童館
（ ）

☎3290-3700
3290-5042

上北沢
3-8-9

上祖師谷ぱる児童館
（ ）

☎3789-3131
3789-3521

上祖師谷
4-5-6

上町児童館 ☎3429-8275
3429-2126

世田谷
2-30-16

上用賀児童館 ☎3426-2196
3426-1969

上用賀
4-14-3-101

烏山児童館 ☎3309-3003
3326-6116

南烏山
4-26-3

喜多見児童館（中高
生支援館）

☎3417-9151
3417-9792

喜多見
2-10-40

桜丘児童館
（ ）

☎3439-0641
3439-5624

桜丘
5-14-1

新町児童館 ☎3426-3314
3426-2041

新町
2-23-4-101

成城さくら児童館 ☎3417-9411
3417-9796

成城
3-18-23

祖師谷児童館 ☎3789-5633
3789-2101

祖師谷
4-28-6-101

代田児童館（中高生
支援館） （ ）

☎3469-6095
3469-8715

代田
6-34-13

北沢子どもの居場所
「きたっこ」 ☎ 3468-3185 北沢

3-3-10
代田南児童館

（ ）
☎3419-7192
3424-0254 代田1-13-14

玉川台児童館（中高
生支援館）
（ ）

☎3709-4163
3709-2070

玉川台
1-6-15

弦巻児童館
（ ）

☎3426-9626
3426-1911

弦巻
1-26-11

等々力児童館
（ ）

☎3703-3506
3703-2653

等々力
3-25-16

奥沢子育て
児童ひろば ☎ 3720-6331 奥沢

4-8-14
野沢児童館
（ ）

☎3418-5578
3424-1973

野沢
1-8-14

深沢児童館
（ ）

☎3705-4123
3705-1337

深沢
4-33-11

船橋児童館 ☎3303-1876
3303-4557

船橋
5-17-28

松沢児童館 ☎3328-9266
3328-9374

赤堤
4-37-14

森の児童館 ☎3704-4917
3704-0647

上野毛
4-29-18

山野児童館 ☎3417-8217
3417-9793

砧
4-1-7

若林児童館 ☎3412-6413
3413-5406

若林
5-18-13

■新BOP（BOP・学童クラブ）

赤堤小新BOP ☎ 3323-0283 赤堤
1-41-24

旭小新BOP ☎ 3424-1538 野沢
1-4-3

池尻小新BOP ☎ 3424-4464 池尻
2-4-10

池之上小新BOP ☎ 5465-1830

北沢
4-32-20
※�令和6年9月
代沢2-42-15へ
移転予定

奥沢小新BOP ☎ 3727-2618 奥沢
3-1-1

尾山台小新BOP ☎ 3701-9992 尾山台
3-11-1

上北沢小新BOP ☎ 3303-5252 上北沢
4-22-29

烏山小新BOP ☎ 3300-6195 給田
1-2-1

烏山北小新BOP ☎ 3308-1634 北烏山
6-3-1

喜多見小新BOP ☎ 3416-8246 喜多見
3-11-1

砧小新BOP ☎ 3417-6949 喜多見
6-9-1

砧南小新BOP ☎ 3417-3789 鎌田
4-3-1

希望丘小新BOP ☎ 3484-7677 船橋
4-9-1

給田小新BOP ☎3308-0999
3308-0959

給田
4-24-1

京西小新BOP ☎ 3700-6837 用賀
4-27-4

経堂小新BOP ☎ 3420-1788 桜上水
1-23-3

九品仏小新BOP ☎ 3703-6012 奥沢
8-12-1

駒沢小新BOP ☎ 3424-9993 駒沢
2-10-6

駒繋小新BOP ☎ 5481-0567 下馬
1-42-12
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桜小新BOP ☎ 3420-5413 世田谷
2-4-15

桜丘小新BOP ☎ 5477-4548 桜丘
1-19-17

桜町小新BOP ☎ 3703-9199 用賀
1-5-1

笹原小新BOP ☎ 3439-0642 桜丘
5-19-1

三軒茶屋小新BOP ☎ 3421-2465 三軒茶屋
2-42-1

下北沢小新BOP ☎ 3468-3127 大原
1-4-6

城山小新BOP ☎ 5426-3201 梅丘
2-1-11

瀬田小新BOP ☎ 3700-8564 瀬田
2-17-1

世田谷小新BOP ☎ 3420-7260 宮坂
1-38-4

祖師谷小新BOP ☎ 3482-2971 祖師谷
3-49-1

代沢小新BOP ☎ 3413-1412 代沢
5-1-10

太子堂小新BOP ☎ 3413-2089 太子堂
5-7-4

代田小新BOP ☎ 3323-3764 代田
4-2-3

玉川小新BOP ☎ 3702-6337 中町
2-29-1

玉堤小新BOP ☎ 3701-3424 玉堤
2-11-1

多聞小新BOP ☎ 3413-1722 三宿
2-26-11

千歳小新BOP ☎ 3789-3141 成城
9-6-1

千歳台小新BOP ☎ 3482-0400 千歳台
4-24-1

塚戸小新BOP ☎ 3300-5215 千歳台
6-7-1

弦巻小新BOP ☎ 3428-0276 弦巻
1-9-18

等々力小新BOP ☎ 3702-3474 等々力
7-26-1

中里小新BOP ☎ 3422-2220 三軒茶屋
1-4-1

中町小新BOP ☎ 5706-6421 中町
4-23-1

中丸小新BOP ☎ 3424-3022 野沢
3-33-12

八幡山小新BOP ☎ 3304-8396 八幡山
1-14-1

東玉川小新BOP ☎ 3720-6336 奥沢
1-1-1

東深沢小新BOP ☎ 3703-9777 深沢
3-7-1

深沢小新BOP ☎ 3428-1523 新町
1-4-24

二子玉川小新BOP ☎ 3700-7477 玉川
4-6-1

船橋小新BOP ☎ 3482-2578 船橋
4-41-1

松丘小新BOP ☎ 3429-3978
弦巻
3-16-10及び
弦巻
3-23-12

松沢小新BOP ☎ 3323-1676 赤堤
4-44-22

松原小新BOP ☎ 5300-2411 松原
5-43-26

三宿小新BOP ☎ 3411-8121 三宿
1-12-6

武蔵丘小新BOP ☎ 3300-5059 北烏山
1-47-11

明正小新BOP ☎ 3417-9412 成城
3-3-1

八幡小新BOP ☎ 3721-8905 玉川田園調布
2-17-15

山崎小新BOP ☎ 3420-0266 梅丘
3-9-1

山野小新BOP ☎ 3417-6101 砧
6-7-1

用賀小新BOP ☎ 3428-0354 上用賀
6-14-1

芦花小新BOP ☎ 3302-5360 粕谷
2-22-1

若林小新BOP ☎ 3413-1925 若林
5-27-18

■ほっとスクール

ほっとスクール
「城山」 ☎6453-1527

6453-1529

若林
5-38-1
（教育総合セン
ター 2階）

ほっとスクール
「尾山台」

☎5706-5631
5706-5639

尾山台
3-19-3
（尾山台地域体
育館2階）

ほっとスクール
「希望丘」 ☎6304-6808

6304-6809

船橋
6-25-1
（希望丘複合施
設２階）

■教育関係施設（その他）

太子堂調理場 ☎3410-2753
3424-4007

太子堂
1-3-46

河口湖林間学園 ☎0555-76-7700
0555-76-6398

山梨県南都留
郡富士河口湖
町大石字湖中
2585
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■若者関係施設
池之上青少年
交流センター
「いけせい」

☎3413-9504
3419-0889

代沢
2-37-18

野毛青少年
交流センター
「のげ青」

☎3702-4587
6809-8739

野毛
2-15-19

希望丘青少年
交流センター
「アップス」

☎6304-6915
6304-6916

船橋
6-25-1
（希望丘複合施
設3階）

メルクマールせたがや
（世田谷若者総合支
援センター内）

☎3414-7867
6453-4750

太子堂
4-3-1

（STKハイツ5階）
※�令和7年度以降、
太子堂2-16-7

（三軒茶屋分庁舎
5階）に移転予定

せたがや若者サポー
トステーション
（世田谷若者総合支
援センター内）

☎5779-8222
3424-7786

太子堂
4-3-1

（STKハイツ4階）
※�令和7年度以降、
太子堂2-16-7

（三軒茶屋分庁舎
5階）に移転予定

高校（50音順）
■都立高校

園芸高校 ☎3705-2154 深沢
5-38-1

桜町高校 ☎3700-4330 用賀
2-4-1

世田谷泉高校 ☎3300-6131 北烏山
9-22-1

世田谷総合高校 ☎3700-4771 岡本
2-9-1

総合工科高校 ☎3483-0204 成城
9-25-1

千歳丘高校 ☎3429-7271 船橋
3-18-1

深沢高校 ☎3702-4145 深沢
7-3-14

松原高校 ☎3303-5381 桜上水
4-3-5

芦花高校 ☎5315-3322 粕谷
3-8-1

■私立高校

鷗友学園女子高校 ☎3420-0136 宮坂
1-5-30

科学技術学園高校 ☎5494-7711 成城
1-11-1

国本女子高校 ☎3416-4722 喜多見
8-15-33

恵泉女学園高校 ☎3303-2115 船橋
5-8-1

佼成学園女子高校 ☎3300-2351 給田
2-1-1

国士舘高校 ☎5481-3131 若林
4-32-1

駒澤大学高校 ☎3700-6131 上用賀
1-17-12

駒場学園高校 ☎3413-5561 代沢
1-23-8

駒場東邦高校 ☎3466-8221 池尻
4-5-1

下北沢成徳高校 ☎3468-1551 代田
6-12-39

松蔭高校 ☎3467-1511 北沢
1-16-10

昭和女子大学附属
昭和高校 ☎3411-5115 太子堂

1-7-57

成城学園高校 ☎3482-2104 成城
6-1-20

聖ドミニコ学園
高校 ☎3700-0017 岡本

1-10-1

世田谷学園高校 ☎3411-8661 三宿
1-16-31

大東学園高校 ☎3483-1901 船橋
7-22-1

玉川聖学院高等部 ☎3702-4141 奥沢
7-11-22

田園調布学園
高等部 ☎3727-6121 東玉川

2-21-8
田園調布雙葉
高校 ☎3721-1772 玉川田園調布

1-20-9
東京都市大学
等々力高校 ☎5962-0104 等々力

8-10-1
東京都市大学
付属高校 ☎3415-0104 成城

1-13-1
東京農業大学
第一高校 ☎3425-4481 桜

3-33-1

日本学園高校 ☎3322-6331 松原
2-7-34

日本女子体育大学
附属二階堂高校 ☎3322-9151 松原

2-17-22

日本大学櫻丘高校 ☎5317-9300 桜上水
3-24-22

三田国際学園高校 ☎3707-5676 用賀
2-16-1

サレジアン国際学園
世田谷高校 ☎3416-1150 大蔵

2-8-1

■国立高校
筑波大学附属
駒場高校 ☎3411-8521 池尻

4-7-1
東京学芸大学
附属高校 ☎3421-5151 下馬

4-1-5
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大学・短期大学（50音順）
■私立短期大学
自由が丘産能
短期大学 ☎3704-8298 等々力

6-39-15

■私立大学
国士舘大学世田谷
キャンパス ☎5481-3111 世田谷

4-28-1
駒澤大学駒沢
キャンパス ☎3418-9111 駒沢

1-23-1
産業能率大学
自由が丘キャンパス ☎3704-9955 等々力

6-39-15

昭和女子大学 ☎3411-5123 太子堂
1-7-57

成城大学 ☎3482-2101 成城
6-1-20

多摩美術大学
上野毛キャンパス ☎3702-1141 上野毛

3-15-34
東京医療保健大学
世田谷キャンパス ☎5799-3711 世田谷

3-11-3
東京都市大学
世田谷キャンパス ☎5707-0104 玉堤

1-28-1
東京農業大学
世田谷キャンパス ☎5477-2908 桜丘

1-1-1

日本女子体育大学 ☎3300-2258 北烏山
8-19-1

日本体育大学
東京・世田谷
キャンパス

☎5706-0900 深沢
7-1-1

日本大学三軒茶屋
キャンパス
危機管理学部・
スポーツ科学部

☎6453-1600 下馬
3-34-1

日本大学商学部 ☎3749-6711 砧
5-2-1

日本大学文理学部 ☎5317-9677 桜上水
3-25-40

特別支援学校（50音順）
久我山青光学園 ☎3300-6235 北烏山

4-37-1

光明学園 ☎3323-8421 松原
6-38-27

青鳥特別支援学校 ☎3424-2525 下馬
2-38-23

仕事・はたらく
■求人・求職

三茶おしごとカフェ
（世田谷区三軒茶屋
就労支援センター）

☎3411-6604
3411-6690

太子堂
2-16-7
（世田谷産業
プラザ2階）

ワークサポートせたがや
（世田谷区ふるさと
ハローワーク）

☎3413-8609

太子堂
2-16-7
（世田谷産業
プラザ2階
三茶おしごと
カフェ内）

公益社団法人
世田谷区シルバー
人材センター本部

☎3426-9211
3426-9506

宮坂
1-24-6
（宮坂区民セン
ター 2階）

公益社団法人
世田谷区シルバー
人材センター烏山
支部

☎3426-9211
5316-1372

粕谷
1-7-34

ハローワーク渋谷
（渋谷公共職業安定所）

☎3476-8609
5458-2756

渋谷区神南
1-3-5

東京わかもの
ハローワーク

☎3409-0328
3409-0399

渋谷区渋谷
2-15-1
（渋谷クロスタ
ワービル8階）

マザーズ
ハローワーク東京

☎3409-8609
5468-0250

渋谷区渋谷
1-13-7
（ヒューリック
渋谷ビル3階）

東京しごと
センター ☎5211-1571 千代田区飯田橋

3-10-3

■労働

東京都労働相談
情報センター
大崎事務所

☎3495-4872（代）
☎3495-6110（相談）
3495-4916

品川区大崎
1-11-1

（ゲートシティ大崎
ウエストタワー2階）

渋谷労働基準
監督署

☎3780-6527
3780-6595

渋谷区神南
1-3-5
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公衆浴場（町名50音順）
営業時間・設備等は各施設にお問い合わせくだ
さい。

月見湯温泉 ☎3321-6738 赤堤
5-36-16

山崎湯 ☎3427-1856 梅丘
2-14-15

松の湯 ☎3720-5253 奥沢
4-24-2

北沢湯 ☎3302-5265 上北沢
4-10-11

石川湯 ☎3466-4305 北沢
3-12-8

丸正浴場 ☎3417-6804 喜多見
4-36-16

鶴の湯 ☎3426-2360 豪徳寺
1-23-20

世田谷温泉
四季の湯 ☎3427-6312 桜丘

2-18-26
千代乃湯
（休業中） ☎3410-2535 三軒茶屋

2-12-7

駒の湯 ☎3421-4513 三軒茶屋
2-17-13

弘善湯 ☎3410-4126 下馬
2-36-15

栗の湯 ☎3702-3305 新町
1-36-6

湯パークレビランド ☎3484-6768 祖師谷
1-24-1

富士見湯 ☎3421-0771 太子堂
2-33-10

八幡湯 ☎3422-3275 太子堂
5-21-4

新寿湯 ☎3421-1126 代田
5-11-7

藤の湯 ☎3700-3920 玉川台
2-1-16

宇田川湯 ☎3328-2574 羽根木
1-14-11

増穂湯 ☎3300-2664 南烏山
5-21-15

栄湯 ☎3700-8102 用賀
4-31-3

区民健康村
区民健康村
ふじやまビレジ 区民健康村

予約センター
☎0278-52-3311

0278-52-3313

群馬県
利根郡川場村
大字谷地1320

区民健康村
なかのビレジ

群馬県
利根郡川場村
大字中野626
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図書館
※（ ）は併設施設にあり
■区立図書館
https://libweb.city.setagaya.tokyo.jp/
中央図書館
（ ）（ ）（ ）

☎3429-1811
3429-7436

弦巻
3-16-8

火～日曜 午前10時～午後7時
月曜、祝・休日、1月4日、12月28日
　　　�� 午前10時～午後5時
休 館内整理日（原則毎月最終木曜）、

特別整理期間、年末年始

梅丘図書館仮事務
所（ ）

☎3323-8261
3328-9417

松原
6-41-8

午前9時～午後7時（1月4日、12月28日は午前
9時～午後5時）
休 館内整理日（原則毎月第3木曜）、年末年始

奥沢図書館仮事務
所（ ）

☎3720-2096
3748-5183

奥沢
3-5-7

玉川台図書館
（ ）（ ）（ ）

☎3709-4164
3709-6186

玉川台
1-6-15

深沢図書館
（ ） （ ）

☎3705-4341
3705-1396

深沢
4-33-11

桜丘図書館
（ ）（ ）（ ）

☎3439-0741
3439-2923

桜丘
5-14-1

上北沢図書館
（ ）（ ）（ ）

☎3290-3411
3290-9891

上北沢
3-8-9

粕谷図書館
（ ）

☎3305-1661
3305-1664

粕谷
4-13-6

鎌田図書館
（ ）（ ）（ ）（ ）

☎3709-6311
3709-6344

鎌田
3-35-1

火～日曜 午前9時～午後7時
祝・休日、1月4日、12月28日
� � 午前9時～午後5時
休 �月曜（祝・休日に当たる場合は翌日）、

館内整理日、特別整理期間、年末年始

世田谷図書館
（ ）（ ）（ ）（ ）

☎3419-1911
3413-7075

若林
4-22-13

烏山図書館
（ ） （ ）

☎3326-3521
3326-9241

南烏山
6-2-19

火～土曜� � 午前9時～午後9時
日・月曜、祝・休日 午前9時～午後8時
1月4日、12月28日 午前9時～午後5時
休 館内整理日（原則毎月第2木曜）、

特別整理期間、年末年始

砧図書館 ☎3482-2271
3482-4603

祖師谷
3-10-4

代田図書館
（ ）

☎3469-5638
3467-8084

代田
6-34-13

火～日曜 午前9時～午後7時
月曜、祝・休日、1月4日、12月28日
� � 午前9時～午後5時

休 館内整理日（原則毎月第2木曜）、
特別整理期間、年末年始

尾山台図書館
（ ）（ ）

☎3703-2581
3703-2624

等々力
2-17-14

火～日曜 午前9時～午後7時
月曜、祝・休日、1月4日、12月28日
� � 午前9時～午後5時
休 館内整理日（原則毎月第3木曜）、

特別整理期間、年末年始
経堂図書館 ☎5451-0071

5450-1088
宮坂
3-1-30

火～土曜 午前9時～午後9時
日・月曜、祝・休日 午前9時～午後8時
1月4日、12月28日 午前9時～午後5時
休 館内整理日（原則毎月第3木曜）、

特別整理期間、年末年始

下馬図書館 ☎3418-6531
3424-0076

下馬
2-32-1

午前9時～午後7時（1月４日、12月28日は午前
9時～午後5時）
休 館内整理日（原則毎月第2木曜）、

特別整理期間、年末年始

■地域図書室
池尻図書室
（ ）（ ）

☎3413-3396
6453-4043

池尻
3-27-21

希望丘図書室 ☎3484-4261
5787-7088

船橋
7-8-4

野毛図書室
（ ）（ ）

☎5706-2755
6809-8015

野毛
2-15-19

松沢図書室
（ ）（ ）

☎3323-8055
3323-6760

赤堤
5-31-5

喜多見図書室
（ ） （ ）

☎3417-1313
3415-2357

喜多見
5-11-10

火～日曜、祝・休日 午前9時～午後5時
休 月曜（祝・休日に当たる場合は翌日）、

館内整理日、特別整理期間、年末年始

■図書館カウンター

図書館カウンター
二子玉川
（ ）（ ）（ ）

☎6805-6181
6805-6182

玉川
1-14-1

（二子玉川ライズS.C.
テラスマーケット2階）

図書館カウンター
三軒茶屋
（ ）

☎6453-1861
6453-1862

太子堂
4-3-1
（STKハイツ1階）

図書館カウンター
下北沢

☎6407-0967
6407-0968

北沢
2-6-4
（ミカン下北E-102）

図書館資料等の予約や、予約資料の貸出・返却
等を行います。
書架や閲覧スペースはありません。
午前9時～午後9時（1月4日、12月28日は午前
9時～午後5時）
休 館内整理日（原則毎月第3木曜）、年末年始
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公園・農園
■公園
世田谷公園 ☎3412-0432 池尻

1-5-27
羽根木公園 ☎3322-0415 代田

4-38-52
玉川野毛町公園 ☎3704-4928 野毛

1-25-1

兵庫島公園

☎3704-4972

玉川
3-2-1

等々力渓谷公園 等々力
1-22、
2-37 ～ 38

二子玉川公園 ☎3700-2735 玉川
1-16-1

岡本公園

☎3417-9575

岡本
2-19-1

次大夫堀公園 喜多見
5-27-14

大蔵運動公園 大蔵
4-6-1

都立砧公園 ☎3700-0414 砧公園
1-1

都立駒沢オリンピッ
ク公園 ☎3421-6431 駒沢公園

1-1

都立蘆花恒春園 ☎3302-5016 粕谷
1-20-1

都立祖師谷公園 ☎5384-1693 上祖師谷
3-22-19

JRA馬事公苑 ☎3429-5101 上用賀
2-1-1

■プレーパーク
羽根木
プレーパーク ☎3324-9284

代田
4-38-52
（羽根木公園内）

世田谷
プレーパーク ☎3795-2160

池尻
1-5-27
（世田谷公園内）

駒沢はらっぱ
プレーパーク ☎3422-9455

駒沢
3-21
（駒沢緑泉公園内）

烏山
プレーパーク ☎5384-4593

北烏山
8-5

（北烏山もぐら公園内）
午前10時～午後6時
休 月・火曜（羽根木プレーパークは月曜開園）、

夏季、年末年始

■公園管理事務所
世田谷
公園管理事務所

☎3412-7841
3424-2501

若林
1-34-2

北沢
公園管理事務所

☎5431-1822
3412-6847

代田
5-19-1

玉川
公園管理事務所

☎3704-4972
5706-1361

中町
4-35-11

砧
公園管理事務所

☎3417-9575
3417-9573

大蔵
4-6-2

烏山
公園管理事務所

☎3308-0731
3305-2484

粕谷
4-9-27

■農園等
瀬田農業公園
（フラワーランド） ☎3707-7881 瀬田

5-30-1

喜多見農業公園 ☎6432-7907 喜多見
4-16-25

ファミリー農園 ㈱マイファーム
☎0120-975-257 区内22か所

市場
東京都中央卸売市場
世田谷市場

☎3417-0131
3417-0156

大蔵
1-4-1
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文化・生涯学習施設
■文化施設
世田谷文化生活情報センター
（公財）せたがや文化財団 ☎5432-1500

5432-1559

太子堂
4-1-1
キャロットタワー

午前9時～午後10時
休 年末年始、施設管理日
https://www.setagaya-bunka.jp

生活工房 ☎5432-1543
5432-1559

太子堂
4-1-1
キャロットタワー
（世田谷文化生活
情報センター内）

ʪࢪઃିग़ਃࠐΈʫ
セミナールーム／ワークショップルーム
とも「けやきネット」で申込み。なお、ワー
クショップルームは6か月前から先行申
込みができます。申込条件はホームペー
ジをご確認ください。
https://www.setagaya-ldc.net

世田谷パブリックシアター（主劇場）
シアタートラム（小劇場） ☎5432-1526

5432-1559

太子堂
4-1-1
キャロットタワー
（世田谷文化生活
情報センター内）

本格的な劇場施設で演劇等を上演
ʪࢪઃିग़ਃࠐΈʫ所定の申込方法あり。
詳細は劇場ホームページをご確認ください。
https://setagaya-pt.jp

世田谷美術館 ☎3415-6011
3415-6413

砧公園
1-2

午前10時～午後6時〈展覧会入場は午後
5時30分まで〉
休 月曜（祝・休日に当たる場合は開館、

翌平日休館）、年末年始ほか
https://www.setagayaartmuseum.or.jp

世田谷美術館分館
向井潤吉アトリエ館

☎5450-9581
5450-9583

弦巻
2-5-1

午前10時～午後6時〈入館は午後5時30
分まで〉
休 月曜（祝・休日に当たる場合は開館、

翌平日休館）、年末年始ほか
http://www.mukaijunkichi-annex.jp

世田谷美術館分館
清川泰次記念ギャラリー ☎3416-1202

3416-0209
成城
2-22-17

午前10時～午後6時〈入館は午後5時30
分まで〉
休 月曜（祝・休日に当たる場合は開館、

翌平日休館）、年末年始ほか
http://www.kiyokawataiji-annex.jp

世田谷美術館分館
宮本三郎記念美術館 ☎5483-3836

3722-5181
奥沢
5-38-13

午前10時～午後6時〈入館は午後5時30
分まで〉
休 月曜（祝・休日に当たる場合は開館、

翌平日休館）、年末年始ほか
http://www.miyamotosaburo-annex.jp

世田谷文学館 ☎5374-9111
5374-9120

南烏山
1-10-10

午前10時～午後6時〈展覧会入場は午後
5時30分まで〉
休 月曜（祝・休日に当たる場合は開館、

翌平日休館）、年末年始ほか
https://www.setabun.or.jp

五島美術館 ☎050-5541-8600 上野毛3-9-25

長谷川町子美術館 ☎3701-8766 桜新町1-30-6

賀川豊彦記念 松沢資料館 ☎3302-2855 上北沢3-8-19
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郷土資料館 ☎3429-4237
3429-4925

世田谷
1-29-18

郷土資料の展示と歴史講座等を開催
午前9時～午後4時30分
休 月曜（月曜が祝日に当たる場合は翌日

も休館）、祝日（ただし、11月3日は開
館）、年末年始

次大夫堀公園民家園 ☎ 3417-8492 喜多見
5-27-14

移築復原した古民家の公開とかつての
世田谷の習俗の再現展示
午前9時30分～午後4時30分
休 月曜（祝・休日に当たる場合は開園、

翌平日休園）12月28日～１月４日
（元日は午前10時～午後3時30分特
別開園）

岡本公園民家園 ☎ 3709-6959 岡本
2-19-1

平和資料館 ☎3414-1530
3414-1532

池尻1-5-27
（世田谷公園内）

戦争と平和に関する資料・情報の収集、
保管・展示、常設展・企画展・巡回展（地域、
中学校）・平和資料館だよりの発行、ライ
ブラリー（図書・映像資料貸出しあり）等
午前９時～午後5時（入館は午後4時45
分まで）
休 火曜、火曜が祝・休日に当たる場合

は翌日、年末年始

（一財）
世田谷トラストまちづくり
ビジターセンター

☎3789-6111
3789-6114

成城
4-29-1

区内の自然環境や歴史的・文化的環境
に関する企画展示、シアタールームでの
みどりの上映会ほか。
午前９時30分～午後4時30分
休 月曜（祝・休日に当たる場合は開館、

翌平日休館）、年末年始
https://www.setagayatm.or.jp/
trust/map/vc/index.html

■生涯学習・活動施設

教育総合センター ☎6453-1535
6453-1534 若林5-38-1

乳幼児期の体験・交流等ができる区民交流エリア、
教科書センター、研修室、乳幼児教育支援センター、
STEAM教育講座、総合教育相談等
午前9時～午後5時
休 第２日曜、祝・休日、年末年始

中央図書館
プラネタリウム
（ ）（ ）（ ）（ ）

☎ 3429-0780 弦巻3-16-8

世界最高クラス1億4000万個もの星を映し出す。
ʪӨʫ土・日曜、祝・休日、都民の日、夏・冬・春
季学校休業日。ʪҰൠӨʫちびっこタイム：午前11時、
一般向け投影：午後1時30分・午後3時30分。特別投
影等あり。午前9時から観覧券販売。
休 年末年始、第3日曜ほか

男女共同参画
センター
“らぷらす”

☎6450-8510
6450-8511

太子堂
1-12-40
（グレート王寿
ビル3～ 5階）

男女共同参画に関する講座、相談、図書資料・研修室・
活動コーナーの貸出し等
午前9時～午後10時
休 第3月曜、12月28日～ 1月4日、特別整理期間

ʪࢪઃିग़ਃࠐΈʫ 3か月前の同日から当日まで電話
または窓口で（登録制）。

市民活動支援
コーナー ☎5432-1511

5432-1512

太子堂4-1-1
（世田谷文化生
活情報センター
3階）

市民活動団体の打合せや事務作業等に利用できる貸
出スペース（登録制）とプリントアウトコーナー等が
あります。
午前9時～午後9時
休 月曜、年末年始ほか
https://shimin-yoyaku.setagaya-ldc.net
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せたがや国際交流
センター
“クロッシング
せたがや”

☎5432-1538
5432-1570

太子堂4-1-1
（世田谷文化生活
情報センター
２階）

外国人向け情報提供、国際交流団体の紹介、講座等
午前10時～午後６時
休 月曜、年末年始ほか
https://crossing-setagaya.com

羽根木公園茶室
「星辰堂」・「日月庵」☎3322-0415 代田4-38-52

（羽根木公園内）

和室。茶道等の文化活動の場。
午前9時～午後5時
休 月曜、年末年始

ʪࢪઃିग़ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

■学校開放（学習・活動施設）
問（公財）世田谷区スポーツ振興財団
　☎3417-2811　 3417-2813

学校ミーティン
グルーム

ʪখֶߍʫ
松丘、池尻、玉川、八幡、祖師谷、明正、
烏山北、船橋

平日 午後5時～ 9時、
日曜、祝・休日、学校休業日 午前9時～午後9時
※学校により異なる場合があります。
池尻2丁目体育館内音楽室の利用は令和6年10月で
終了。
休 年末年始

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

ʪதֶߍʫ
松沢、北沢、緑丘、弦巻、奥沢、
瀬田、用賀、東深沢、芦花、三宿

学校和室

ʪখֶߍʫ
玉川、塚戸

ʪதֶߍʫ
緑丘、駒留、弦巻、玉川

学校音楽室

ʪখֶߍʫ
桜丘、
八幡山、千歳、池尻2丁目体育館内

ʪதֶߍʫ
喜多見

中町ふれあい
ホール ☎ 3701-5667 中町4-21-1

（玉川中学校内）

小規模集会施設。講演会、小音楽会、発表会等。
午前9時～午後10時（198席）

ʪࢪઃିग़ਃࠐΈʫ現地管理事務所で。

※学校改修のため開放していない施設もあります。
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■スポーツ施設一般

（公財）世田谷区
スポーツ振興財団

☎3417-2811
3417-2813

大蔵4-6-1
（総合運動場
温水プール2階）

https://www.se-sports.or.jp

総合運動場 ☎3417-4276
3417-1734

大蔵4-6-1

体育館、テニスコート、野球場、陸上競技場、第1武道場（畳）、第2武道場
（床）、弓道場、洋弓場、エアーライフル場、体育室、トレーニングルーム、
会議室兼軽運動室
※利用時間は施設・時期により異なります。

ʪஂମར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。なお体育館、陸上競技場、会議室兼
軽運動室の全日全面使用は6か月前の第1日曜から現地窓口にて。（4～ 7
月分は1月の1～ 3日を除く最初の日曜から）

大蔵第二運動場 ☎3416-1212
3416-1777

大蔵4-7-1

ゴルフ練習場、テニスコート、体育館、トレーニングルーム、宿泊室、集会室
※利用時間は施設・時期により異なります。
休 6月と2月の各3日間、保守点検日

ʪஂମར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。（テニスコート、体育館）
なお体育館の全日全面使用は6か月前の第1日曜から現地窓口にて。（4～
7月分は1月の1～ 3日を除く最初の日曜から）
宿泊室、集会室の使用は6か月前の1日から電話もしくは現地窓口にて。

二子玉川緑地
運動場

☎3709-3104
3708-8982

鎌田1-3-5

野球場、少年野球場、サッカー場、少年サッカー場、球技場、サイクリングコース
※利用時間は施設・時期により異なります。
休 年末年始、保守点検日

ʪஂମར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。
※サイクリングコースは申込みの必要はありません。

希望丘
地域体育館 ☎ 6304-6750

船橋6-25-1

体育館（1階、3階）
午前9時～午後9時
休 年末年始、保守点検日（毎月第3火曜、10月第3日曜）

ʪஂମར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

尾山台地域
体育館 ☎ 3705-3344

尾山台3-19-3

体育館、トレーニングルーム
午前9時～午後9時
休 年末年始、毎月第4水曜の午後4時～ 9時、保守点検日

ʪஂମར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

北烏山地区
体育室

☎ 5384-6664
体育室・運動広場・
ゲートボール場
北烏山8-1-6先
第2運動広場
北烏山2-3先

①体育室＝午前9時～午後9時 ②運動広場＝午前9時～午後7時（4月～10月）、
午前9時～午後5時（11月～3月）③ゲートボール場＝午前9時～午後7時（4月～
10月）、午前9時～午後5時（11月～3月）④第2運動場広場＝午前9時～午後5時
休 年末年始、保守点検日

ʪஂମར用ਃࠐΈʫ①「けやきネット」で、②③現地窓口にて受付、④原則利
用月の2か月前の第1日曜午後6時から予約受付。それ以降は電話にて受付。
詳しくはお問い合わせください。

ʪݸਓར用ਃࠐΈʫ①②③現地にて受付、④利用月1か月前の第1日曜から電
話予約。

世田谷公園
スポーツ施設 ☎3412-0432

池尻1-5-27

テニスコート、野球場（サッカー利用あり）、洋弓場、スケートボード場
※利用時間は施設・時期により異なります。
休 年末年始、保守点検日

ʪར用ਃࠐΈʫ洋弓場・スケートボード場以外は「けやきネット」で。
羽根木公園
スポーツ施設 ☎3322-0415

代田4-38-52
テニスコート、野球場　※利用時間は施設・時期により異なります。
休 年末年始、保守点検日

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。
玉川野毛町公園
スポーツ施設 ☎3704-4928

野毛1-25-1
テニスコート、野球場　※利用時間は施設・時期により異なります。
休 年末年始、保守点検日

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

こどものひろば
公園野球場 ☎3412-0432

下馬2-31-4

少年野球場
午前9時～午後5時
休 年末年始、保守点検日

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

スポーツ施設　けやきネット
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多摩川玉堤広場 ☎3701-1679
玉堤1-5-1

テニスコート、野球場、少年野球場、サッカー場
午前9時～午後5時
休 年末年始（12月28日～ 1月5日）

ʪར用ਃࠐΈʫ平日分は、前月より窓口または電話で申込み。
土・日曜、休日分は、前々月22日～月末に（2月利用分は12月20日～ 27日
に）ハガキ持参で抽選申込み。

リコー砧総合
運動場

☎3417-2829
3417-2813

宇奈根1-5-1

テニスコート
水・金曜　午前9時～午後3時
休 祝・休日、年末年始

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

J&Sフィールド
☎070-1319-2810
給田1-3-42
（管理事務所）

野球場（サッカー利用あり）
※利用時間は、時期・曜日により異なります。
休 年末年始、保守点検日

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

第一生命相娯園
テニスコート

☎070-1319-2810
給田1-3-42
（管理事務所）

テニスコート
第１・3・5金曜日　午前11時～午後3時
※祝・休日は別日に振替。
休 年末年始、保守点検日

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。
都立駒沢オリン
ピック公園
総合運動場

☎3421-6199
駒沢公園1-1 －

都立砧公園
スポーツ施設 ☎3700-0414

砧公園1-1 －

都立祖師谷公園
スポーツ施設

☎5384-1693
上祖師谷
3-22-19

－

■プール

総合運動場
温水プール

☎3417-0017
3417-0013

大蔵4-6-1

温水プール（50mプール、25mプール、幼児用プール）
午前9時～午後9時
1月1日～ 3日は午前9時～午後5時
休 第3月曜（7月は第2月曜、8月は無休。なお、祝・休日に当たる場合は翌日）

年末、保守点検日
ʪஂମར用ਃࠐΈʫ 「けやきネット」で。

大蔵第二運動場
屋外プール

☎3416-1212
3416-1777

大蔵4-7-1

屋外プール（流水プール、子ども用プール、ウォータースライダー
※身長制限あり、120cm以上）
午前9時～午後9時
※開設時間は日によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
開館日：7月上旬～ 9月上旬
※毎年開設期間が変動します。日程など詳しくはお問い合わせください。

千歳温水
プール

☎3789-3911
3789-3912

船橋7-9-1

温水プール（25mプール、流水プール、幼児用プール、ウォータースライダー
※�身長制限あり、120cm以上）、体育室、トレーニングルーム、集会室、
健康運動室、リラクゼーションスペース

午前9時～午後9時
1月1日～ 3日は午前9時～午後5時
休 �第1月曜（8月・1月・2月を除く。なお、祝・休日に当たる場合は翌日）、

年末、保守点検日
ʪஂମར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

世田谷公園
プール

☎3411-6519
（開設期間のみ）
池尻1-5-27

屋外　※利用時間は時期により異なります。

玉川野毛町公園
プール

☎3702-4996
（開設期間のみ）
野毛1-25-1

屋外　※利用時間は時期により異なります。
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■学校開放（スポーツ施設）
問（公財）世田谷区スポーツ振興財団
　☎3417-2811　 3417-2813

学校体育館 区立小・中学校全校
平日午後6時30分～ 9時、
日曜、祝・休日、学校休業日午前9時～午後9時
休 年末年始

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

池尻2丁目体育館 ☎ 3419-4402
池尻2-4-10

午前9時～午後9時
休 年末年始、保守点検日

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

八幡山小学校地域
体育館

☎ 3302-0800
八幡山1-14-1

体育館
午前9時～午後9時
休 年末年始、保守点検日

ʪஂମར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

学校格技室

ʪதֶߍʫ太子堂、桜丘、松沢、駒沢、
北沢、緑丘、駒留、梅丘、弦巻、奥沢、
玉川、瀬田、深沢、用賀、東深沢、砧、
烏山、千歳、芦花、上祖師谷、砧南、
喜多見、三宿、船橋希望

平日午後6時30分～ 9時、
日曜、祝・休日、学校休業日午前9時～午後9時
休 年末年始

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

学校校庭
（軟式野球）
（少年用）

ʪখֶߍʫ松沢、山野、千歳台
ʪதֶߍʫ太子堂、桜丘、松沢、駒沢、
北沢、緑丘、駒留、梅丘、桜木、富士、
弦巻、奥沢、八幡、玉川、深沢、
尾山台、用賀、東深沢、千歳、
上祖師谷、砧南、喜多見、世田谷、
船橋希望

日曜、祝・休日、学校休業日午前9時～午後5時
休 年末年始

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

学校校庭
（軟式野球）
（大人用）

ʪதֶߍʫ
瀬田、砧、三宿、用賀、芦花

日曜、祝・休日、学校休業日午前9時～午後5時
休 年末年始

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。
学校校庭
（ナイター設備あり）
（軟式野球）
（少年用・大人用）

ʪதֶߍʫ
緑丘、千歳、上祖師谷、弦巻

午後6時30分～ 8時30分
休 年末年始

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

学校校庭
（サッカー）
（少年用）

ʪখֶߍʫ松沢、山野、千歳台
ʪதֶߍʫ太子堂、桜丘、松沢、駒沢、
北沢、緑丘、駒留、梅丘、桜木、富士、
奥沢、八幡、玉川、深沢、尾山台、
東深沢、千歳、上祖師谷、砧南、
喜多見、世田谷、船橋希望

日曜、祝・休日、学校休業日午前9時～午後5時
休 年末年始

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

学校校庭
（ナイター設備あり）
（サッカー）
（少年用・大人用）

ʪখֶߍʫ笹原（練習のみ）
ʪதֶߍʫ桜丘、緑丘、弦巻、用賀、
千歳、上祖師谷

平日 午後6時30分～ 8時30分、
日曜、祝・休日、学校休業日 午前9時～午後8時30分
※�笹原小、弦巻中、用賀中は午後6時30分～ 8時30
分のみ

休 年末年始
ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

学校テニスコート
（ナイター設備なし）ʪதֶߍʫ桜丘、玉川、砧、砧南

日曜、祝・休日、学校休業日午前9時～午後5時
休 年末年始

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

学校テニスコート
（ナイター設備あり）

ʪதֶߍʫ瀬田、深沢、用賀、烏山、
芦花、三宿

平日午後6時30分～ 8時30分、
日曜、祝・休日、学校休業日午前9時～午後8時30分
休 年末年始

ʪར用ਃࠐΈʫ「けやきネット」で。

弦巻中学校
トレーニングルーム

☎ 3420-8832
弦巻1-42-22

個人利用
午後5時30分～ 8時30分
休 年末年始、保守点検日
※�令和6年4月から10年3月まで校舎棟改築のため
休止
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烏山中学校
クライミング
ウォール

☎ 3300-6703
南烏山4-26-1

個人利用
月～土曜、祝・休日午後6時30分～ 8時30分、
日曜午後4時～ 6時
※開放日はお問い合わせください。

ʪར用ํ๏ʫ 講習（2回）の受講が必要（要予約）。
※学校改修のため開放していない施設もあります。

■学校開放（プール）
太子堂中学校温水プール ☎ 3413-9311 太子堂3-27-17

※�利用時間等についてはお問い合わ
せください。

ʪஂମར用ਃࠐΈʫ事前に現地で。

玉川中学校温水プール　 ☎ 3701-5667 中町4-21-1
烏山中学校温水プール　 ☎ 3300-6703 南烏山4-26-1
梅丘中学校温水プール　 ☎ 3322-6617 松原6-5-11
※学校改修のため開放していない施設もあります。

■都庁・区役所
東京都庁 ☎5321-1111 新宿区西新宿2-8-1
千代田区役所 ☎3264-2111 千代田区九段南1-2-1
中央区役所 ☎3543-0211 中央区築地1-1-1
港区役所 ☎3578-2111 港区芝公園1-5-25
新宿区役所 ☎3209-1111 新宿区歌舞伎町1-4-1
文京区役所 ☎3812-7111 文京区春日1-16-21
台東区役所 ☎5246-1111 台東区東上野4-5-6
北区役所 ☎3908-1111 北区王子本町1-15-22
荒川区役所 ☎3802-3111 荒川区荒川2-2-3
品川区役所 ☎3777-1111 品川区広町2-1-36
目黒区役所 ☎3715-1111 目黒区上目黒2-19-15
大田区役所 ☎5744-1111 大田区蒲田5-13-14

渋谷区役所 ☎3463-1211 渋谷区宇田川町1-1
中野区役所 ☎3389-1111 中野区中野4-8-1
杉並区役所 ☎3312-2111 杉並区阿佐谷南1-15-1
豊島区役所 ☎3981-1111 豊島区南池袋2-45-1
墨田区役所 ☎5608-1111 墨田区吾妻橋1-23-20
江東区役所 ☎3647-9111 江東区東陽4-11-28
板橋区役所 ☎3964-1111 板橋区板橋2-66-1
練馬区役所 ☎3993-1111 練馬区豊玉北6-12-1
足立区役所 ☎3880-5111 足立区中央本町1-17-1
葛飾区役所 ☎3695-1111 葛飾区立石5-13-1
江戸川区役所 ☎3652-1151 江戸川区中央1-4-1
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皆様の健康管理のため、様々な事業を行っています。お気軽にご相談ください。

　医師会は、区民の皆様の健康維持や公衆衛生の普及向上に努め、地域の医療に取り組ん
でいます。
（主な事業）
1 公衆衛生に関する事業（休日夜間診療、予防接種、各種検診等）
2 医学の振興及び医学教育に関する事業
3 地域保健・福祉・医療に関する事業
4 学校保健に関する事業
5 災害救急医療に関する事業

　歯科医師会は、区民の皆様の歯とお口の健康を守るため、様々な事業を行っています。
（主な事業）
1 歯科訪問診療事業
2 訪問口腔ケア事業
3 口腔衛生センター事業（世田谷区歯科医師会）
4 会立歯科センター事業（玉川歯科医師会）
5 歯科健診事業

6 口腔がん検診事業
7 区民のための歯科講演・講習会
8 休日歯科応急診療、その他の歯科保健事業
9 災害救急医療に関する事業

　薬剤師会は、区民の皆様が安心して保険調剤やOTC医薬品の購入が出来るよう、医薬品
の安全管理・情報提供等、様々な活動を行っています。
（※OTC医薬品とは、医師の処方がなくても薬局等で購入できる一般用医薬品をいいます）
（主な事業）
1 医薬分業推進
2 災害時医療救護活動
3 学校薬剤師活動

4 休日・夜間薬局の運営
5 区民のための薬相談・講演会

一般社団法人　世田谷区医師会
所在地：世田谷区松原6-37-10
☎6704-9111
6701-7780

https://www.setagaya-med.or.jp/

公益社団法人　東京都世田谷区歯科医師会
所在地：世田谷区松原6-4-1
☎5376-2111
5376-3311

https://www.setagaya-da.or.jp/

一般社団法人　世田谷薬剤師会
所在地：世田谷区池尻3-13-1
☎3419-7565
3795-9777

https://www.seyaku.jp/

一般社団法人　玉川医師会
所在地：世田谷区中町2-25-18
☎3704-2481
3704-6978

https://www.tamagawa-med.or.jp/

公益社団法人　東京都玉川歯科医師会
所在地：世田谷区玉川3-21-2
☎3708-4618
3708-4638

https://www.tamagawa-da.or.jp/

一般社団法人　玉川砧薬剤師会
所在地：世田谷区上野毛4-33-9
☎3705-6066
5758-3622

https://www.tamayaku.com/
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